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①避難生活に必要な措置を提供する対象は全ての被災者とし、原則、避難生活を送る場所は、
指定避難所とする。

②自宅で避難生活を送る被災者、並びに指定避難所以外に避難する被災者の把握に努めるが、
最寄りの指定避難所等に被災者が申し出るよう啓発を図る。

③高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、怪我人、外国人等の要配慮者の受け入れに配慮するとと
もに、避難者が同行する愛玩動物の受け入れルールを具体化する。これらについて各避難
所における運営マニュアルの具体化を促進する。

④個別計画に移送先を二次避難所もしくは福祉避難所に指定した避難行動要支援者は、直接
移送する 。

⑤指定避難所の位置づけ・役割に関する区民の理解が進むよう、区民避難所へ呼称を変更する。

品川区地域防災計画の素案について

①平常時業務とのかい離を減らすために、部の見直し、追加等により組織を再編する。
②特に業務量の多い部署に対して、専門で対応に当たる部署を新設する。
③東日本大震災、熊本地震等の教訓である受援を円滑に行うため、担当部署を設け受援体
制の強化を図る。

④震災復興を迅速に推進するため、区震災復興本部を設置する。その際、区災害対策本部と
緊密に連携を図る。

これまでの検討結果に基づく、品川区地域防災計画の修正内容は以下のとおり。

1 多様化する避難に対する対策を進める
熊本地震にて顕在化した多様化する避難に対し、対応の基本的な考え方を示す。

2  被災者に対する物資支援の対策を進める
避難生活者等への物資支援について基本的な考え方を示す。

3  円滑な災害対応に向けた災害対策本部の再編を進める
災害対策本部の組織・運営体制を平常時業務との関連性に留意し見直す。

4  防災関連計画や各課の対策を進める
災害時業務マニュアルや各課にて検討中の防災関連対策について、計画との整合性を図る。

検 討 結 果

①物資の支援については、発災後３日目までは、区と都が連携して対応し、4日目以降は国、他
自治体、協定団体等から受け入れ、被災者に提供することとしているが、様々な事情により期
待通りに供給されない場合も想定されることを周知する。

②区として備蓄・物流体制の一層の充実を図るとともに、区民に対し生活必需物資の備蓄を最
低3日分、努めて1週間程度備蓄することの必要性について周知する。

③避難にあたって、物資不足を補うための様々な留意事項について啓発する。

①各部の応急・復旧対策の冒頭に、災害対応時系列（応急復旧活動フロー）を追加する。

①震災編の各部で、「予防対策」、「応急・復旧対策」の見出しを設け、一連の流れで対策を把
握できる目次構成に変更する。

①震災編、風水害編等で共通している対策、内容を新設した「総則編」に集約する。
②被害想定等、各編の個別の前提条件等は編の冒頭に「第1部総則」として示す。

8 災害対応フローを追加し、使いやすいように見直す
関係機関における災害対応時系列（タイムライン）を位置付ける。

9 予防・応急対策を一連の流れで把握できるように見直す
対策別に予防、応急・復旧の時系列となる構成に見直す（震災編）。

10 計画の共通事項として総則編を追加し、使いやすいように見直す
災害種別に応じた総則を設けるほか、特定の災害によることなく共通的な事項を示した

総則編を設ける。

①関係各課への調査等の結果を計画に反映していく。

①男女共同参画の専門知識を有する学識経験者等の委員が出席する会議で意見を伺い、計画
へ反映する。

①熊本地震の教訓等踏まえ、新たに「受援計画」を地域防災計画に追加する。
②他自治体、関係機関からの人員、物資等の支援を受け入れる体制について示す。
③応援職員やボランティアの受け入れに係る実施手順や物資の調達・輸送に係る受け入れ体
制について示す。

①火山対策として、首都圏に被害を与える可能性の高い富士山の噴火降灰対策を地域防災計
画へ追加する。

②大規模事故対策として、主に火災、危険物、事故（航空機、鉄道、道路等）対策を示す。

5 震災編に「受援計画」を追加する
熊本地震の検証を受けて、受援体制の構築を対策の一つとして総則編に位置づける。

6 新たに「その他編」を追加する
新たな災害種別として、火山災害、大規模事故を追加する

7 女性の力を生かした対策を追加する
男女共同参画の視点を踏まえた対策を進める。

修正内容［計画の該当箇所］

①避難所で提供する生活支援の内容を示し、提供する対象は全ての
被災者[震-7-8]、避難生活を送る場所は、指定された区民避難所と
示した。［震-7-10］
②区民避難所以外で生活する避難者は、最寄りの避難所に連絡する
ことなどを示した。［震-7-18］
③要配慮者に対応した運営［震-7-19］ 、動物飼育対策［震-7-19］ 、
全ての避難所でのマニュアル完備を目指す［震-7-19］を示した。
④区民避難所において生活困難、緊急措置が必要な避難行動要支援
者を自宅から二次避難所、福祉避難所へ移送することも想定する旨
を示した。［震-7-16］
⑤避難所の呼称を区民避難所へ変更した。［全編］

①被害の状況等により、区が備蓄する物資だけでは不足することが考
えられるため、区民自らの備蓄が必要な旨を示した。［震-6-6］
②個人、家庭の備蓄について、最低3日分、努めて１週間分を全ての区
民が行っていくよう訓練等を通じて周知することを示した。［震-6-6］
③分散備蓄の考え方に基づき、区民避難所で物資が不足する場合に
は、地区備蓄倉庫から輸送・補完する。［震-6-8］

①組織編制を見直し、組織体制に係る表を更新した。 ［総-16］
②専門に対応する部署を示した。 ［総-21］
③受援の窓口を担当する部署を示した。 ［震-9］
④復興本部の設置および区災害対策本部と緊密な連携が必要である
ことを示した。 ［復興-1］

①全編にわたり関係各課へのヒアリング等を実施して、計画に反映した。
［全編］

①「震災編第9部受援体制」を新たに追加した。
②「震災編第9部受援体制」の予防対策、応急・復旧対策それぞれに
「対策１ 受入体制」を示した。
③「震災編第9部受援体制」の予防対策、応急・復旧対策それぞれに、
「対策２ 人的支援の受入れ」、「対策３ 物的支援の受入れ」を示した。

○「その他編」を新たに追加した。
①「その他編」に「第１部 富士山噴火降灰計画」を示した。
②「その他編」に「第２部 大規模事故対策」を示した。

①男女共同参画の視点を反映した避難所運営の具体例（母子世帯、
子どもに配慮したエリア設定、避難者の的確なニーズ把握等）につ
いて示した。［震-7-39］
※上記の箇所以外にも全編にわたり、対策を示している。

①「震災編」の第１部総則を除く、第２～１３部にある応急・復旧対策の
冒頭に応急復旧活動フローを追加した。

①「震災編」の第１部総則を除く、第２～１３部の目次構成として、予防
対策、応急・復旧対策を追加した。

①本計画方針や平成29年度修正趣旨等を示した「総則編」を追加した。
②各編の冒頭に各編の前提となる条件（被害想定、目標等）を示した
総則を追加した。
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第１編 総則編 

第１部 総則 

総－1 

第１部 総則

品川区の防災力の高度化を図る 

東日本大震災を契機として、区では防災対策を最重点施策と位置づけ、平成 24 年度に地域

防災計画の大幅な修正を行った。また、地域防災計画の修正以降も、災害対策基本法や水防

法をはじめとした関係法令の改正、都市基盤の整備状況、地域の防災対策の取り組みの実情

に応じて、修正を行っている。

中でも、平成 25 年 6 月の災害対策基本等の一部を改正する法律が施行されたことを受け、

災害時の被害を軽減させるべく災害対策における基本理念の明確化や防災に関する取り組み、

防災体制のさらなる充実が求められることとなった。これを受け区では、平成 26 年 4 月 1
日に「品川区災害対策基本条例」を施行し、品川区に関わる全ての人たちが「品川区の防災

力の高度化を図る」という目標を定めた。

また、東日本大震災以降も、平成 28 年の熊本地震や平成 29 年の九州北部豪雨など、全国

各地で激甚な災害が頻発している。これらの災害においては、地方自治体単独によらない「公

助」の重要性や、平常時から災害時にかけての「自助」「共助」の役割の重要性が鮮明となっ

た。

この地域防災計画は、災害対策基本条例の基本理念である「自助」「共助」「公助」の考え

方に基づく品川区の責務と役割、ならびに区民、防災区民組織、事業者、帰宅困難者の努め

と役割について、現時点における最新の知見をもとに作成したものである。
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【用語の定義】

①災害対策基本法 

日本の災害対策に関する基本法のことをいう。1961 年に公布された。防災行政に関す

る国と地方公共団体および住民の一般的責務を明確にするとともに、防災行政に関する

組織、防災計画、災害予防、災害応急対策などについて詳細な規定を定めている。 

防災行政の基本的組織として国に中央防災会議、地方公共団体に地方防災会議、非常

時の組織として国に非常災害対策本部、地方公共団体に災害対策本部をそれぞれ置くこ

ととしている。 

死者･行方不明 5,000 人超、全国的に多大な被害をもたらした 1959 年９月の伊勢湾台

風を契機として制定された。 

②品川区災害対策基本条例 

災害から生命、身体、財産、暮らし、まちを自分たちの手で守るため、全ての人が防

災に関する目標を共有し、力を合わせて災害対策に取り組むため、平成 26 年 4 月 1 日

に施行された条例のことをいう。 

災害対策への取り組みに重要な「自助」「共助」「公助」の考え方を明確にし、区の責

務および区民、防災区民組織、事業者それぞれの努めと役割を示している。

③国勢調査 

日本の人口や世帯の実態を明らかにすることを目的として行われる国の最も重要な統

計調査のことをいう。日本国内に住んでいる全ての者を対象とし、大正９年（1920 年）

以来５年ごとに実施されている。 

調査項目

男女別人口、人口密度、年齢（３区分）別人口・割合、世帯の家族類型別世帯

数（核家族世帯、単独世帯、高齢単身世帯、高齢夫婦世帯、３世代世帯）、

産業（３部門、大分類）別就業者数、昼間人口、昼夜間人口比率など

④東京都の新たな被害想定 

都は、東日本大震災を踏まえ、平成 18 年５月に公表した「首都直下地震による東京の

被害想定」を全面的に見直すこととし、東京都防災会議の地震部会において検討を進め

てきた。その結果を平成 24 年４月に「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書と

してとりまとめたものをいう。 

⑤東日本大震災における東京都の対応と教訓 

都が作成・公表した、従来の災害の概念に収まらない東日本大震災の被害の状況と、

東京都の対応等を振り返り、そこから得られた様々な教訓のとりまとめ結果をいう。

⑥東京都防災対応指針 

都が平成 23 年９月にとりまとめた「東日本大震災における東京都の対応と教訓」をは

じめ、科学的知見を有する専門家や区市町村の意見等を踏まえて策定したものをいう。

今後の東京の防災対策の方向性と具体的な取組を示している。 
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第１ 平成 29年度修正の趣旨と計画に定める対策の全体像

１ 計画修正に当たっての背景と計画の特徴

① 東日本大震災を契機に、これまでの防災対策の在り方が問われ、従来の対策を見直

し、品川区の防災力を一層向上していく必要が明らかになった。

② 平成 24年度修正では、都がまとめた「東日本大震災における東京都の対応と教訓」

（平成 23年９月）や、「東京都防災対応指針」（平成 23年 11月）、および東京都防災

会議において作成された「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成 24年４月発

表）から得られた最新の科学的知見に基づく想定結果と指針の内容を踏まえた、「東京

都地域防災計画（震災編）」との整合性を図ることとした。

③ 平成 29年度修正では、熊本地震において課題となった、広域応援に関する受援体制

や避難に関する様々な教訓等を踏まえるとともに、国や東京都の対策との整合を図る

など次のように対策を充実・追加することとした。

＜平成 29 年度修正のポイント＞ 

１ 対策を「進める」。 

○ 東日本大震災の検証結果や、熊本地震での新たな災害教訓を計画に活か

す。

○ 災害対策基本法をはじめ、関連法等の改正を踏まえて計画を更新する。

２ 新たな視点を「加える」。 

○ 国や東京都、他の特別区の動向との整合を図り、網羅性を確保する。

○ 社会環境の変化、これに伴う災害リスクの増大を見据えて、新たな対応

や災害種別等踏まえた内容とする。

３ 職員、区民にとって、より使いやすい資料構成に「見直す」。 

○ 施策別の対応を時系列で整理するなど、閲覧性、一覧性に配慮した目次

構成とする。

２ 対策の視点

（１）対策を「進める」

ア  多様化する避難に対する基本的な考え方の見直し 

熊本地震にて顕在化した多様化する避難に対し、対応の基本的な考え方を示

す。

① 避難生活に必要な措置を提供する対象は全ての被災者とする。ただし、指

定避難所および自宅で避難生活を送る被災者、並びに指定避難所以外に避難

する被災者で最寄りの指定避難所等に届け出た被災者を優先する。

② 高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、怪我人、外国人等の要配慮者の受け入

れに配慮するとともに、避難者が同行する愛玩動物の受け入れルールを具体

化する。これらについて各避難所における運営マニュアルの具体化が進むよ

う計画に示す。

③ 避難行動要支援者移送方法や指定避難所の位置づけ・役割に関する区民の

理解促進に向けた取組について検討する。
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イ 被災者に対する物資支援の考え方の周知 

避難生活者等への物資支援について基本的な考え方を示す。

① 物資の支援については、発災後３日目までは、区と都が連携して対応し、4

日目以降は国、他自治体、協定団体等から受け入れ被災者に提供することと

している。

② ただし、様々な事情により期待通りに供給されない場合も想定されること

を区民に対し周知する。

③ 区として備蓄・物流体制の一層の充実を図るとともに、生活必需物資の備

蓄を最低 3日分、努めて 1週間程度備蓄することの必要性について、区民に

対し周知する。

④ 避難にあたって、物資不足を補うための様々な留意事項について啓発する。

ウ 円滑な災害対応に向けた災害対策本部の再編 

災害対策本部の組織・運営体制を平常時業務との関連性に留意し見直す。

① 平常時業務とのかい離を減らすために、部の見直し、追加等により組織を

再編した。

② 特に業務量の多い部署に対して、専門で対応に当たる部署を新設した。

③ 東日本大震災、熊本地震等の教訓である受援を円滑に行うため、担当部署

を設け受援体制の強化を図った。

（２）新たな視点を「加える」

ア 「受援体制」を追加 

熊本地震の検証を受けて、受援体制の構築を対策の一つとして震災編に位置

づける。

① 熊本地震の教訓等踏まえ、新たに「受援体制」を地域防災計画に追加する。

② 他自治体、関係機関からの人員、物資等の支援を受け入れる体制について

示す。

③ 応援職員やボランティアの受け入れに係る実施手順や物資の調達・輸送に

係る受け入れ体制について示す。

イ  新たに「その他編」を追加 

新たな災害種別として、大規模事故を追加する。

① 現在、震災編の中で一部示していた大規模事故災害への対応を、新たに独

立した編として設ける。

② 大規模事故対策として、主に火災、危険物、事故（航空機、鉄道、道路等）

対策を示す。

ウ  女性の力を生かした対策を追加 

男女共同参画の視点を踏まえた対策を進める。

男女共同参画の専門知識を有する学識経験者等の委員が出席する会議で意見
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を伺い、計画へ反映する。 

（３）使いやすい資料構成に「見直す」

ア  災害対応フローの追加 

関係機関における災害対応時系列（タイムライン）を位置付ける。

各部の応急・復旧対策の冒頭に、災害対応時系列（応急復旧活動フロー）を

追加する。 

イ  予防、応急を一連の流れで整理 

対策別に予防、応急・復旧の時系列となる構成に見直す。

震災編の各部については、「予防対策」、「応急・復旧対策」の見出しを設け、

一連の流れで対策を把握できる目次構成に変更する。 

ウ  計画の共通事項として総則編を追加 

災害種別に応じた総則のほか、特定の災害によることなく共通的な事項を示

した総則編を新たに設ける。

① 震災編、風水害編等で共通している対策、内容を新設した「総則編」に集

約する。

② 被害想定等、各編の前提条件等は編の冒頭に「第 1部総則」として示す。

第２ 計画の概要

１ 計画の目的および前提

（１）計画の目的

① 品川区地域防災計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 42 条の規

定に基づき品川区防災会議が作成する計画である。

② その目的は、区および防災関係機関等がその有する全機能を有効に発揮して、区

の地域における震災および津波・風水害・火山災害等に係る災害の予防、応急・

復旧対策および復興に係る一連の対策を定め、総合的かつ計画的に実施すること

により、区の地域ならびに区民の生命、身体および財産を災害から保護すること

にある。

（２）計画の前提

ア 地域防災計画修正までの主な経過 

① 平成 23年３月 11日に発生した東日本大震災という未曾有の大災害により、

各地に甚大な被害がもたらされ、都内においても様々な混乱が生じた。震災

を契機にこれまでの防災対策のあり方が問われており、従来の対策を見直し、

品川区の防災力をさらに向上させる必要がある。

② 東日本大震災の発生後、東京都は、平成 18年５月に公表した「首都直下地

震による東京の被害想定」を全面的に見直し、東京都防災会議の地震部会に

おいて検討を進め、平成 24年４月に「首都直下地震等による東京の被害想定」

を公表した。
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③ また、品川区は、平成 24年６～８月にかけて、災害時医療対策、高齢者・

障害者等災害時要援護者対策、都市機能復旧対策、避難対策のあり方につい

て、庁内関係各課からなる専門分科会を立ち上げ、大規模災害による人的被

害の軽減に資する防災対策のあり方を協議してきた。

④ 平成 28年 4月の熊本地震の発生を踏まえ、現地視察等を実施し得られた課

題をもとにして地域防災計画修正の方向性を立案し、平成 29年 3月の防災会

議にて了承を得た。

⑤ 要配慮者施設の入所者等が被災した、平成 28年台風第 10号や平成 29年九

州北部豪雨の教訓や、平成 29年６月改正の水防法・土砂災害防止法に基づき、

公表された浸水想定区域等に立地する要配慮者利用施設について、今回の修

正で位置づけた。

⑥ 本計画は、以上の経過を踏まえて作成したものである。

イ 計画の前提 

① この計画は、平成 23年の東日本大震災から平成 28年の熊本地震、平成 28

年台風第 10号や平成 29年九州北部豪雨まで、最近の災害から得た教訓、平

成 24年３月に策定した「品川区事業継続計画（BCP）地震編」、近年の社会

経済情勢の変化、および区民へ実施したパブリックコメント・区議会などの

提言を可能な限り反映し策定した。

② 防災対策については、被災者の視点に立って対策を推進することが重要で

あり、とりわけ、女性や高齢者、子どもなどに対しては、きめ細かい配慮が

必要である。東日本大震災において明らかとなった、女性、高齢者等への配

慮が本地震においても十分には活かされなかったことを踏まえ、国は防災基

本計画の見直しや災害対策基本法の改正を行っている。区としても、こうし

た動向を踏まえて、計画を策定した。なお、今後の各種防災対策の検討時に

おいては、その対策の性格に応じて女性の参画を促進していくことを基本と

する。

２ 計画の性格および範囲

① 本計画は、区の地域に係る災害に対し、区の処理すべき事務または業務を中心とし

て、都および指定地方行政機関等が処理する事務または業務を包含する総合的かつ基

本的な計画である。

② 本計画は、区、都および指定地方行政機関等の責任を明確にするとともに、事務ま

たは事業の一貫性を図る能動的な計画である。

③ 本計画は、災害救助法（昭和 22年法律第 118号）に基づき都知事が実施する救助事

務のうち、同法第 30条の規定に基づき、都知事から区長に委任された場合の計画、ま

たは都知事が実施する救助事務を補助する場合の計画および同法適用前の救助事務に

関する計画を包含する総合的計画である。

④ 本計画は、震災および津波・風水害等に対処するための恒久的計画である。
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３ 計画の構成

この計画の構成と主な内容について以下に示す。

図表 1 計画の構成

品
川
区
地
域
防
災
計
画

第５編
災害復興計画編

第４編

その他編

第１編

総則編

第３編

風水害編

第２編

震災編

第１部 総則 

第２部 防災機関の業務大綱 

第３部 区民と地域の防災力向上 

第１部 総則 

第２部 安全なまちづくり 

第３部 安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第４部 災害対応体制 

第５部 情報通信 

第６部 備蓄・輸送対策 

第７部 避難者対策 

第８部 帰宅困難者対策 

第９部 受援体制 

第 10 部 医療救護等対策 

第 11 部 津波等対策 

第 12 部 放射性物質対策 

第 13 部 区民生活の再建 

第１部 総則 

第２部 風水害予防対策 

第３部 風水害応急・復旧対策 

第１部 富士山噴火降灰計画 

第２部 大規模事故対策 

第１ 総則 

第２ 震災復興計画 

第３ 都市復興 

第４ 生活復興 

第５ 協働による復興まちづくり 
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４ 計画への習熟

① 区および防災関係機関は、平素から危機管理の一環として、防災対策を推進する  

必要がある。このため、各種災害に関する施策、事業が本計画に合致しているかを点

検し、必要に応じて見直しを行うとともに、防災に関する調査・研究に努め、所属職

員に対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施などを通して本計

画を習熟し、災害への対応能力を高める。

② この計画の遂行に当たって区および防災関係機関はそれぞれの責務が充分に果たせ

るように、平素から自ら、もしくは共同して防災に関する調査研究、訓練その他の方

法により、本計画への習熟に努めなければならない。

５ 他の法令に基づく計画との関係

① この計画は、区の地域に係る震災及び風水害等の災害に関して、総合的かつ基本的

な性格を有するものであって、災害対策基本法第 42条の規定により東京都地域防災計

画に矛盾し、または抵触するものではない。

② ただし、地域特性を踏まえた独自の対策を立てる場合には、防災会議において検討

するものとする。

６ 品川区防災会議

（１）設置の目的

災害対策基本法第 16 条第１項の規定に基づき、地域防災計画を作成し、およびそ

の実施を推進するほか、区長の諮問に応じて区の地域に係る防災に関する重要事項

を審議し、意見を述べることを目的として、品川区防災会議を設置している。

（２）委員の構成

区長を会長とし、防災関係機関、区職員等から構成する。なお、委員の総数は 61
名以内としている。

参考資料 品川区防災会議条例
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第３ 品川区の現況

１ 区の概況

（１）地理的特徴

ア 位置および面積 

① 区は、武蔵野台地の東南端にあり、東京都 23区の南部に位置し概ね東経

139度 43分、北緯 35度 36分にあって、東は東京湾に面している。

② また、区の土地面積は 22.84 km２（平成 29年 10月１日現在）であり、東京

都の約１/96、23区全体の約１/27の広さにあたる。

図表 2 本区の位置関係

図表 3 区内地区別の面積（平成 28年 10月１日現在）

地区 面積 

品川地区 4.30km２

大崎地区 3.43km２

大井地区 4.73km２

荏原地区 5.81km２

八潮地区 4.57km２

区全体 22.84km２

イ 地形 

① 区内には目黒川（延長約 3.7km）、立会川（開渠部分 756ｍ）が流れている。

目黒川をはさんで芝白金台と荏原目黒台に二分され、さらに立会川によって

一部が目黒台と荏原台に分かれている。また、目黒川に沿った大崎や五反田、

海岸に近い品川や大井あたりに低地が広がっている。

② 本区の西および南は、標高 20ｍの荏原台の東端部にあたり、その中を東流

する立会川の谷と馬込の谷を除けば平坦な台地となっている。また、東京湾

に面した埋立地は「大井埠頭」と呼ばれており、その一部は品川区に属して

いる。

③ 北は、標高 30ｍの淀橋台の東南端部にあたり、地盤は固いが、台地の南側

を東流する目黒川の谷とその枝谷がつくる起伏による崖が数多く分布してい

る。
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図表 4 本区の地形断面図

ウ 気候 

① 温帯気候であり、夏は高温多湿、冬は寒冷少雨である。近年はヒートアイ

ランド化の影響により、年々気温が上昇する傾向にある。降水量は、梅雨時

期や秋雨・台風の時期を中心に多い。

② 過去５年間（平成 24～28年）の気象観測データ（観測地：東京羽田、東経

139度 46.8分、北緯 35度 33.2分、標高６ｍ）によると、年平均気温 16.5℃

（１月平均6.14℃、８月平均27℃）、月平均降水量119.7mm（１月平均51.9mm、

９月平均 222.3mm）である。

図表 5 各月における気温の推移および平均降水量（平成 24～28年）
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（２）社会的特徴

ア 人口分布 

① 人口密度は 16,939.8人／km２（平成 29年 10月１日現在）であり、地域別

に見ると、荏原地区が２万人を超え一番高く、八潮地区が３千人を切り最も

低い地域となっている。

② 夜間人口に対し、昼間人口が多く、平成 27年の昼間人口指数 140.6は東京

都や 23区全体の比率よりも高い。

図表 6 本区における各種人口等データ

人口総数 386,905 人 平成 29 年 10 月１日

日本人人口 374,728 人 平成 29 年 10 月１日

外国人人口 12,177 人 平成 29 年 10 月１日

世帯数 215,249 世帯 平成 29 年 10 月１日

選挙人名簿登録者数 323,430 人 平成 28 年 12 月２日

土地面積 22.84km２ 平成 28 年 10 月１日

人口密度 16,758.4 人（１km２あたり） 平成 29 年１月１日

昼間人口 544,022 人 平成 27 年 10 月１日

（国勢調査結果より）

夜間人口 386,855 人 平成 27 年 10 月１日

（国勢調査結果より）

転入人口 32,196 人 平成 28 年１年間

転出人口 28,086 人 平成 28 年１年間

出生数 3,889 人 平成 28 年１年間

死亡数 3,058 人 平成 28 年１年間

婚姻届出件数 3,600 件 平成 28 年度

離婚届出件数 695 件 平成 28 年度

図表 7 区内地区別の世帯数、人口、年齢構成比、人口密度

（平成 29 年 10 月 1 日現在）

地区 
世帯数 

（世帯）

人口 

（人）

年少人口 

構成比 

（％）

生産年齢 

人口構成

比（％）

老年人口 

構成比

（％）

人口密度 

（人/km2）

品川地区 37,329 69,480 12.3 66.9 20.8 16,158.1 
大崎地区 37,917 66,048 11.8 71.2 17.0 19,256.0 
大井地区 54,175 98,638 11.9 68.3 19.8 20,853.7 
荏原地区 80,015 140,576 10.5 66.7 22.8 24,195.5 
八潮地区 5,813 12,163 10.2 56.7 33.1 2,661.5 
区全体 215,249 386,905 11.4 67.6 21.0 16,939.8 

※１ 年少人口：０～14 歳、生産年齢人口：15～64 歳、老年人口：65歳以上 

※２ 構成比については、四捨五入処理の関係上、全体とその内訳が一致しない場合がある。 
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イ 交通 

（ア）道路 

① 道路は、区をほぼ南北に走る国道１号（第２京浜）、国道 15 号（第１京

浜）、国道 357 号（東京湾岸道路）、中原街道などがある。また、これらの

道路と直交するように環状六号線（山手通り）がある。

② 首都高速道路は、湾岸線、羽田線、目黒線がある。湾岸線では、お台場

や有明地区、羽田空港につながっている。

③ 区内道路の総延長を見ると、一般国道（16,539ｍ）、都道（25,935ｍ）、

特別区道（328,592ｍ）、自動車専用道（17,351ｍ）含め、合計の総延長は

388,417ｍである（平成 28 年 4 月 1 日時点）。

（イ）鉄道

鉄道は、JR 東日本、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京都交通局、東京メ

トロ、東京モノレール、東京臨海高速鉄道の 14 線が縦横に走っている。

図表 8 区内の駅

路線名 駅 名 

JR 線 
(京浜東北線、山手線、埼京線、
湘南新宿ライン、横須賀線)  

目黒 五反田 大崎 大井町 西大井 

東急目黒線 目黒 不動前 武蔵小山 西小山 

東急池上線  五反田 大崎広小路 戸越銀座 荏原中延 旗の台 

東急大井町線  大井町 下神明 戸越公園 中延 荏原町 旗の台 

京急線 北品川 新馬場 青物横丁 鮫洲 立会川 大森海岸 

都営浅草線  五反田 戸越 中延 

都営三田線  目黒 

東京メトロ南北線  目黒 

りんかい線  天王洲アイル  品川シーサイド  大井町  大崎 

東京モノレール  天王洲アイル  大井競馬場前 
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図表 9 区内の主要駅における１日あたり乗車人員（平成 27 年度）

主な駅の１日平均乗車人員（平成 27 年度）

JR 東日本 山手線 目黒駅 108,163 人

五反田駅 133,814 人

大崎駅 154,544 人

京浜東北線 大井町駅 103,139 人

横須賀線 西大井駅 14,905 人

東京急行電鉄 目黒線 目黒駅 128,566 人

不動前駅 15,220 人

武蔵小山駅 25,970 人

西小山駅 18,468 人

池上線 五反田駅 54,090 人

旗の台駅 32,471 人

大井町線 大井町駅 69,493 人

中延駅 11,047 人

旗の台駅 36,616 人

京浜急行電鉄 本線 青物横丁駅 20,055 人

都営地下鉄 浅草線 五反田駅 32,949 人

戸越駅 10,566 人

中延駅 15,010 人

三田線 目黒駅 45,177 人

東京地下鉄 南北線 目黒駅 53,704 人

東京臨海高速鉄道 りんかい線 天王洲アイル駅 17,213 人

品川シーサイド駅 19,754 人

大井町駅 40,645 人

大崎駅 59,203 人

東京モノレール ― 天王洲アイル駅 13,976 人

※１日平均乗車人員 10,000 人以上の駅のみ掲載

（ウ）その他 

①港湾 

首都圏の生活と産業を支える東京港の施設として、大井コンテナ埠頭

（2,354ｍ）、品川コンテナ埠頭（745ｍ）がある。 

②バス 

区内には、京浜急行バス、東急バス、都営バスが運行している。 

ウ 都市構造 

（ア）土地利用 

① 大崎、五反田、天王洲等では、業務・事務所機能が集積している。

② 荏原地区を中心に、木賃アパートが戸建や集合住宅に更新されている。

③ 荏原地区では、敷地が小さく道路が狭いことから建物が密集している。

④ 土地利用の構成比を比較すると、住宅系が増加し工業系土地利用が減少

傾向となっている。
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資料○ 区用途地域別構成

（イ）建物分布 

二葉、豊町、中延、旗の台、戸越等に住宅密集地があり、八潮、東品川、

大崎、五反田等では集合住宅、高層住宅が数多い。

（ウ）集客施設・商店街 

① 品川総合区民会館（きゅりあん）、大井競馬場、大崎ニューシティ、ゲー

トシティ大崎、アトレ大井町、アトレ目黒、イオン品川シーサイド店、大

森ベルポートなど不特定多数の人々がショッピングや娯楽などに訪れてい

る。

② 武蔵小山、荏原町、中延、戸越銀座等をはじめ、商店街の数は 108 にの

ぼり、都内でも有数の商業地である。

（エ）その他重要施設 

① 都内で唯一、大井火力発電所（総出力 105 万 kW、原油）、品川火力発電

所（総出力 114 万 kW、都市ガス）という火力発電施設が存在する。

② 日本を代表する東京港の施設として、大井埠頭や品川埠頭が存在する。

③ タイ王国、ミャンマー連邦など駐日外国公館（大使館・領事館）がある。

大井町、目黒、五反田、大崎、天王洲周辺にはオフィスビルや商業ビルが

多数建設されている。

（オ）公園・緑地 

・区立の公園や防災広場は、計 266 ヶ所約 64 万㎡超（平成 29 年４月１日）

・区内にある都立の公園は計８ヶ所約 73 万㎡（平成 29 年４月１日）

（カ）河川 

① 区内には、２級河川である目黒川（約 3.7km）、立会川（開渠部分 756
ｍ）の河川が流れている。

② また、区内の公共溝渠は総延長約 70km におよび、そのうち開渠として

残っている箇所は、ほとんどが宅地内排水等と接続されている。

２ 地区概要

（１）品川地区

平成 22 年の羽田空港の国際化・24 時間化や、品川駅付近のリニア中央新幹線始

発駅選定(平成 39 年開業予定)等により品川駅の交通結節機能の高まりが期待され

るなか、品川駅周辺での開発が進んでいる。品川駅に近接する品川駅南地域におい

ても、旧東海道品川宿等の歴史性と、開発により新たなまちとして整備された品川

駅東口地区の先進性を活かしながら、品川駅の南の玄関口としての発展が期待され

る。

（２）大崎地区

① 大崎駅周辺では、JR 湘南新宿ラインの運行や JR 埼京線・りんかい線の相互直

通運転、大崎駅南口の供用開始等、鉄道交通の利便性が高まるなか、平成 14 年
に都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定されたことを契機と

して、大規模開発事業等が連続的に進み、街並みが大きく変容した。

② 目黒駅周辺においても、JR 山手線や東急目黒線、都営三田線、東京メトロ南北

線とともに多くのバス路線が集中するターミナル性を活かして、商業、業務施設

や中高層住宅等が集積した拠点市街地が形成されている。

③ 目黒駅～品川駅にかけての目黒川北側の高台（花房山・池田山・島津山・八ツ山・
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御殿山）は、古くからの閑静な住宅地として知られており、近年では、これらを

総称して城南五山という俗称も生まれている。

④ 目黒駅に近い花房山の住宅地（上大崎三丁目付近）は、明治・大正期の外交官で

あった花房義質の別邸があったことから、大使館等が立地する落ち着いた住宅地

となっている。

⑤ 池田山の住宅地（東五反田五丁目付近）は、備前岡山藩藩主池田家の下屋敷に由

来し、宅地化された現在も、池田山公園のみどりと一体となった住宅地が形成さ

れている。

⑥ 島津山の住宅地（東五反田三丁目付近）は、陸奥仙台藩の大名下屋敷が明治初年

に島津家の所有となったことに由来し、大正時代に建築された旧島津公爵邸（現

在の清泉女子大学本館、東京都指定有形文化財）の敷地の豊かなみどりに恵まれ

た住宅地が形成されている。

⑦ また、上大崎二丁目の「長者丸」と呼ばれる一帯も、昭和初期の大区画の住宅地

開発の結果がそのまま残されており、現在でもゆとりある住宅地を形成している。

（３）大井地区

大井町駅では、昭和 60 年代から駅周辺の開発が進み、商業施設や業務施設が建設

されるとともに、平成 14 年（2002 年）にはりんかい線大井町駅が開業している。

その後、都市計画道路の補助 163 号線の整備に合わせた高層の住宅開発等が進みつ

つある。また、平成 15 年（2003 年）には、西大井駅周辺の再開発事業も竣工した。

地区東側を南北に走る京急線は、連続立体交差事業（昭和 46 年度～平成 6 年度）

により、立会川駅（平成 2 年）、鮫洲駅（平成 3 年）の高架化が完了した。

（４）荏原地区

① 武蔵小山駅周辺と戸越銀座駅、旗の台駅周辺の駅を中心とした商店街により、に

ぎわいと活気のある商業空間が形成されている。特に、武蔵小山駅前では駅前広

場整備のほか、街並み再生地区の指定による敷地の共同化、道路の付替え等の街

区の再編が行われており、区西部における区民生活を支えるとともに、より広域

性のある拠点づくりが進められている。

② 戸越銀座駅や旗の台駅周辺では、路線型商店街が発達し、生活感とにぎわいのあ

る市街地が形成されており、区民の日常生活を支える拠点としての機能強化が期

待されている。

（５）八潮地区

昭和 51 年（1976 年）に、東京港トンネルが一部開通し、その後順次首都高速湾

岸線が整備され、臨海部の陸上交通を支える基盤が整ってきた。また、都市高速道

路中央環状品川線が完了しつつあり、より効率的な自動車交通が行われるとともに、

自動車排出ガスの低下による環境改善効果が期待できる。また、大井火力発電所お

よび品川清掃工場が建設され、首都圏へのエネルギー供給および区内の廃棄物処理

が実施されている。
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第２部 防災機関の業務大綱

第１ 基本理念

○ 災害から一人でも多くの生命および貴重な財産を守るためには、まず第一に「自ら

の生命は自らが守る」という自己責任原則による自助の考え方、第二に他人を助ける

ことのできる区民の地域における助け合いによって「自分たちのまちは自分たちで守

る」という共助の考え方、この二つの理念に立つ区民と公助の役割を果たす行政とが、

それぞれの責務と役割を明らかにしたうえで、連携を図っていくことが欠かせない。

○ 災害対策の推進に当たっては、区が基礎自治体としての責任と役割を求められてい

ることから、本区は、区民や東京都と連携し、多くの生命・身体および財産を守ると

ともに、本区の機能を維持しなければならない。

第２ 区災害対策本部

１ 区災害対策本部の組織・運営

   区長は、区の地域に地震災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、法

令、東京都地域防災計画、本計画の定めるところにより、各防災機関および他自治体な

どの協力を得て応急対策を実施する。

このため、必要があると認めたときは、品川区災害対策本部（以下「本部」という）

を設置する。本部の組織および運営は、災害対策基本法、品川区災害対策本部条例（以

下「本部条例」という）、品川区災害対策本部条例施行規則（以下「本部条例施行規則」

という）の定めるところによる。

（１）本部の組織

ア 組織 

本部の組織は、品川区災害対策本部条例および同施行規則に定めるところに

よる。 

図表 10 災害対策本部の組織

本部長室 部 課（ｶｯｺ内は区組織） 

≪本部長≫ 

区長

≪副本部長≫

副区長

教育長

≪危機管理監≫

災害対策担当部長

≪本部員≫

指令情報部長

企画部長

総務部長

指令情報部

（部長：災害対策担当部長

 副部長：監査委員事務局長、

選挙管理委員会事務局長）

指令課・情報課（総務課、防災課、選

挙管理委員会事務局、監査委員事務局）

広報広聴課（広報広聴課）

企画部

（部長：企画部長）

財政課（財政課、企画調整課）

情報推進課（情報推進課）

施設整備課（施設整備課）

総務部

（部長：総務部長）

人事課（人事課）

経理課（経理課）

生活再建課（税務課）

会計部

（部長：会計管理者）

会計管理室（会計管理室）

区民支援部

（部長：地域振興部長）

地域活動課（地域活動課、商業、もの

づくり課）
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本部長室 部 課（ｶｯｺ内は区組織） 

会計部長

各部長

≪事務局≫

指令課

情報課

広報公聴課

避難所支援課（戸籍住民課、国保医療

年金課）

    ＜地域センター＞

    ＜消費者センター＞

滞留者支援部

（部長：文化スポーツ振興部

長）

滞留者支援課（文化観光課、スポーツ

推進課、オリンピック・パラリンピッ

ク準備課、人権啓発課）

    ＜文化センター＞

    ＜品川歴史館＞

    ＜品川文化振興事業団＞

    ＜品川区スポーツ協会＞

    ＜男女共同参画センター＞

子ども支援部

（部長：子ども未来部長）

子ども支援課（子ども育成課、子ども

家庭支援課、保育課）  

    ＜児童センター＞

    ＜保育園、幼稚園＞

福祉部

（部長：福祉部長）

福祉課（福祉計画課、生活福祉課、高

齢者福祉課、高齢者地域支援課、障害

者福祉課）

    ＜品川区社会福祉協議会＞

    ＜シルバーセンタ―＞

    ＜品川総合福祉センター＞

避難所対策部

（部長：教育委員会事務局教

育次長）

避難所対策課（庶務課、学務課、指導

課、教育総合支援センター）

    ＜品川図書館＞

    ＜学校、すまいるスクール＞

保健衛生部

（部長：健康推進部長、副部

長：品川区保健所長）

保健衛生課（健康課、生活衛生課、保

健予防課）

保健救護課（品川保健センター、大井

保健センター、荏原保健センター）

建築住宅部

（部長：都市環境部長）

都市復旧課（都市計画課、住宅課）

建築課（建築課、都市開発課、木密整

備推進課）

清掃部

（部長：品川区清掃事務所長）

品川清掃事務所（環境課、品川清掃事

務所）掃事務所）

土木部

（部長：防災まちづくり部長）

指揮課（土木管理課）

工作課（道路課、河川下水道課）

処理課（公園課）

議会対策部

（部長：区議会事務局長）

議会対策課（区議会事務局）

イ 部の編成および課等の事務分掌 

部の編成および課等の事務分掌は災害初動対応マニュアルに定める。 
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２ 本部職員の初動および活動態勢

（１）区の活動態勢

ア 責務 

区の地域に地震・津波災害が発生し、または発生する恐れがある場合におい

ては、区は第１次的防災機関として、法令、東京都防災計画および品川区防災

計画の定めるところにより、他の区市町村、都および指定地方行政機関ならび

に区域内の公共的団体および住民等の協力を得て、その有する全機能を発揮し

て災害応急対策の実施に努めるものとする。 

イ 活動態勢の考え方 

① 区の責務を遂行するため必要があるときは、本部を設置し、災害対策に従

事する職員を配置する。 

② 区は、本部を設置し、または廃止したときは、ただちに、知事にその旨を

報告するとともに、警察署、消防署等の関係機関に通報する。

③ 区は、本部に関する組織を整備し、本部の設置または廃止、非常事態に応

ずる配備態勢、職員の配置および服務等に関する基準を定める。

④ 本部が設置される前、また設置に至らない場合は、「品川区応急対策本部」

を設置し、災害応急対策を実施する。なお、本部が設置された場合は廃止す

る。

資料○ 品川区応急対策本部運営要綱

⑤ 区の地域に災害救助法が適用されたときは、本部長は都本部長の指揮を受

けて、法に基づく救助事務を補助する。

⑥ 区は、夜間休日等の勤務時間外の災害等発生に備え、情報連絡体制を確保

する。

（２）本部の非常配備態勢

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、本部がとる非常配備態

勢は次のとおりである。 

ア 休日夜間宿日直における防災体制 

（ア）目的 

休日夜間等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する恐れがある場合

に対処するため、休日夜間宿日直を設置し、防災情報の収集連絡にあたって

いる。また、管理職による危機管理宿直制度を活用し、本部体制等が整うま

での初動対応にあたるなど、24 時間即応可能な体制を整備する。 

（イ）管理職宿直員の職務 

管理職宿直員は、防災課長の指揮監督のもとに警戒待機し、災害等が発生

し、または発生する恐れがある場合は、職員の招集、情報の収集・伝達等を

行う。 

イ 災害対策職員待機寮の設置 

（ア）目的 

夜間休日等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する恐れがある場合

に、非常配備態勢要員として従事させるため、災害対策職員待機寮において

職員を確保する。 
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（イ）待機寮職員の責務

待機寮職員は、夜間休日等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する

恐れがある場合には、職員動員計画により指定された避難所等に参集し、情

報の収集・伝達、本部等の開設準備等を行う。 

（ウ）待機寮職員 

現在数 100 名（区有 67 名、借上 33 名）（平成 29 年 11 月１日現在）

図表 11 待機寮施設一覧

                      （平成 29 年 11 月現在）

名称 所在地 設置年月 

設置戸数 

家

族 

単

身 

品川区災害対策 荏原職

員待機寮 
品川区中延２－11－５ 昭和 57 年 12 月 ３ 17 

〃 荏原第二職員待機寮  〃 荏原６－17－12 昭和 61 年４月 ３ ２

〃 伊藤職員待機寮  〃 西大井５－22－11 平成元年４月 ４ ４

〃 東大井職員待機寮  〃 東大井２－16－12 平成２年５月 ６ ２

〃 倉田職員待機寮  〃 大井４－29－22 平成３年９月 ０ ６

〃 東品川職員待機寮  〃 東品川３－１－５ 平成４年 12 月 ８ ０

〃 北品川職員待機寮  〃 北品川３－11－17 平成 12 年 11 月 12 ５

〃 ゆたか職員待機寮  〃 豊町１－17－８ 平成 27 年 4 月 ５ ５

借上職員待機寮 品川区内各所 平成 21 年度より実施 ０ 33 
区有職員待機寮（８ヶ所）と借上待機寮  41 74 
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ウ 本部の非常配備態勢の種類 

災害発生時における本部の配備態勢および対象職員は、次のとおりとする。 

図表 12 発生時の震度による配備態勢※

図表 13 被災状況による配備態勢

態 勢 被災状況 対 応 備考 

情報収集態勢 

監視態勢
・被害はない

・情報収集

・被災状況調査

第１次非常配備態勢
・大きな被害はない

・被害拡大の恐れはない

・情報収集

・被災状況調査

・応急対応

・災害拡大防止措置

第２次非常配備態勢
・大きな被害はない

・被害拡大の恐れがある

第１次非常配備態勢を強化す

る

第３次非常配備態勢
・大きな被害が発生

・被害が拡大

区本部の総力をもって対処す

る。

時間外配備態勢

・勤務時間外に震度５弱の

地震が発生（被害の発生が

予想される）

・情報収集

・被災状況調査

・応急対応

・災害拡大防止措置

資料○ 時間外配備態勢動員対象地域

資料○ 勤務時間内における第１次～３次非常配備態勢（各部内訳）

震度 
発生時間別配備態勢 

広報等 
勤務時間外（対象職員） 勤務時間内 

震度３ 情報収集態勢

・防災課

・危機管理室

・広報広聴課

（自宅等における情報収

集）

情報収集態勢
・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度４

監視態勢

（被害状況によっては第１

次非常配備態勢に移行す

る）

・防災課

・危機管理室

・広報広聴課

（その他の管理職職員・待

機寮職員は自宅待機とす

る）

監視態勢

（被害状況によっては第１

次非常配備態勢に移行す

る）

・防災無線放送

・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度５弱 時間外配備態勢

※次の職員は指定場所に

自動参集する。

・管理職職員

・待機寮職員

・６㎞圏内居住職員

第１次非常配備態勢

第２次非常配備態勢

第３次非常配備態勢
・防災無線放送

・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度５強

以上
第３次非常配備態勢

※全職員が指定場所に自

動参集する。
第３次非常配備態勢
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第３ 区の事務または業務大綱

災対組織 通常組織 事務または業務の大綱 

指令情報部

総務部

防災課

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

広報広聴課

１ 本部情報の総括に関すること。

２ 各部への指令および活動状況の集約に関す

ること。

３ 自衛隊の出動要請に関すること。

４ 住民対応班（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ）の配置計画に関する

こと。

５ 災害救助法の適用申請に関すること。

６ 義援金品の受領に関すること。

７ 災害対策本部室の設置に関すること。

８ 国、都および関係機関の情報収集に関する

こと。

９ 災害復興計画の調整に関すること。

10 災害に伴う広報/報道機関の対応に関する

こと。

11 庁内放送に関すること。

12 災害の記録に関すること。

企画部

財政課

企画調整課

情報推進課

施設整備課

１ 災害に伴う予算の編成に関すること。

２ 情報システムの復旧に関すること。

３ 区有施設の安全確認および被害状況の調

査、集約に関すること。

４ 区有施設の被災箇所の応急措置に関するこ

と。

総務部

人事課

経理課

税務課

１ 来庁者の救護に関すること。

２ 他自治体からの応援職員の受入れに関する

こと。

３ 災害対応職員の対応災害に伴う予算の編成

に関すること。

４ 総合庁舎の管理保全に関すること。

５ 工事等の契約に関すること。

６ 車両、船舶等輸送手段の調達に関すること。

７ 緊急通行車両章の準備に関すること。

８ 住家被害認定調査に関すること。

９ 被災台帳作成に関すること。

10 り災証明書の発行に関すること。

会計部 会計管理室

１ 経費の支払いに関すること。

２ 義援金品の出納保管に関すること。

３ 災害対策用物品の出納保管/金融機関との

連絡、調整に関すること。

区民支援部

地域活動課

商業・ものづくり課

戸籍住民課

国保医療年金課

＜地域センター＞

１ 地域拠点（地域センター）の総括に関する

こと。

２ 地域拠点（地域センター）の周辺被害状況

集約、報告に関すること。

３ 地域拠点および避難所への支援職員の派遣
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災対組織 通常組織 事務または業務の大綱 

＜消費者センター＞ に関すること。

４ 商店街、事業所の支援に関すること。

５ 中小企業センターの管理保全および利用者

の安全に関すること。

６ 外国人に対する支援に関すること。

７ 見舞金、災害弔慰金の支給に関すること。

８ 災害援護資金の貸付に関すること。

９ 非常用食料品の調達および配送に関するこ

と。

10 救助物資の受領および配給に関すること。

11 ボランティア受入れ、配置、運用に関する

こと。

12 被保護者の救護に関すること。

13 広域避難場所の状況把握、情報収集、報告

に関すること。

14 避難所の支援に関すること。

15 消費生活の安定化に関すること。

滞留者支援部

文化観光課

スポーツ推進課

オリンピック・パラリンピッ

ク準備課

人権啓発課

＜文化センター＞

＜品川歴史館＞

＜品川文化振興事業団＞

＜品川区スポーツ協会＞

＜男女共同参画センター＞

１ 課所属施設の管理保全および利用者の安

全・被災状況の把握に関すること。

２ 帰宅困難者の収容および援護（物資含む）

に関すること。

３ 観光客に対する支援に関すること。

４ 被災状況の把握および報告に関すること。

５ 帰宅困難者受入れ施設開設および管理運営

に関すること。

子ども支援部

子ども育成課

子ども家庭支援課

保育課

＜児童センター＞

＜保育園、幼稚園＞

１ 課所属施設の管理保全および利用者の安

全・被災状況の把握に関すること。

２ 情報の収集および連絡に関すること。

３ 避難所の支援に関すること。

４ 保護者への連絡に関すること。

福祉部

福祉計画課

高齢者福祉課

高齢者地域支援課

障害者福祉課

生活福祉課

＜品川区社会福祉協議会＞

＜シルバーセンタ―＞

＜品川総合福祉センター＞

１ 課所属施設の管理保全および利用者の安

全・被災状況の把握/情報の収集および連絡

に関すること。

２ 要配慮者の救助、支援に関すること。

３ 避難行動要支援者対策班の設置に関するこ

と。

４ 二次避難所・福祉避難所の開設および管理

運営（情報集約、報告）に関すること。

５ 利用者の家族等への連絡に関すること。

避難所対策部

庶務課

学務課

指導課

教育総合支援センター

＜品川図書館＞

１ 課所属施設の管理保全および利用者の安全

に関すること。

２ 各学校との連絡調整および指導に関するこ

と。

３ 学校施設、設備の被災箇所の応急措置に関
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災対組織 通常組織 事務または業務の大綱 

＜学校、すまいるスクール＞ すること。

４ 教育庁および教育委員との連絡調整に関す

ること。

５ 被災児童および生徒への教科書、学用品の

給付に関すること。

６ 授業再開の準備に関すること。

７ 避難所（一次、補完）の開設および管理運

営、情報収集および報告）に関すること。

８ 図書館全館の被災状況の把握に関するこ

と。

保健衛生部

健康課

生活衛生課

保健予防課

品川保健センター

大井保健センター

荏原保健センター

１ 課所属施設の管理保全および利用者の安

全・被災状況の把握に関すること。

２ 衛生指導に関すること。

３ 衛生検査に関すること。

４ 危険薬品の管理保全および機器類の整備に

関すること。

５ 殺虫、消毒、防疫宣伝に関すること。

６ 感染症予防に関すること。

７ 災害医療本部との連携に関すること。

８ 医師会等関係団体との連携に関すること。

９ 医療ボランティアとの連携に関すること。

10 医療器材の調達および補給に関すること。

11 都保健福祉局および医療機関等への要請、

連絡調整に関すること。

12 救護所の開設、運営/救護所運営の支援に関

すること。

13 被災状況の把握および報告に関すること。

14 健康相談、メンタルケアに関すること。

15 高齢者等の疾病管理に関すること。

16 乳幼児等の栄養補給に関すること。

17 負傷者の収容および救護に関すること。

18 応急措置および助産救護に関すること。

建築住宅部

都市計画課

住宅課

建築課

都市開発課

木密整備推進課

１ 応急仮設住宅の入居者の募集、選定に関す

ること。

２ 被災者に対する給水に関すること。

３ 都市復興計画の調整に関すること。

４ がけ地および地盤調査に関すること。

５ 応急仮設住宅の設置に関すること。

６ 区内建築物の応急危険度判定に関するこ

と。

７ 応急危険度判定員との協力に関すること。

清掃部
環境課

品川区清掃事務所
１ ごみ・し尿等の処理に関すること。
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災対組織 通常組織 事務または業務の大綱 

土木部

土木管理課

道路課

公園課

河川下水道課

１ 土木施設の被害状況の調査、集約、報告に

関すること。

２ 派遣された自衛隊との現場における連絡に

関すること。

３ 道路啓開（障害物除去）、復旧に関すること。

４ 街路樹の管理に関すること。

５ 公園および児童遊園の復旧、修理に関する

こと。

６ 遺体の取り扱いに関すること。

７ 水門、防災船着場、桟橋の情報収集、復旧

に関すること。

８ 河川、橋りょうの復旧に関すること。

９ 津波の対応に関すること。

議会対策部 区議会事務局
１ 議会対策本部と災害対策本部との連絡調

整、区議会議員の対応に関すること。
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第４ 関係機関の事務または業務大綱

図表 14 機関別の取組み内容

機関の名称 事務または業務の大綱 

指定地方行政機関 

東京国道事務所

品川出張所

１ 管理区間の道路についての改築、修繕、維持、交

通安全、災害復旧工事の施工および監督に関するこ

と。

２ 管理区間内の工事以外の管理に関すること。

第三管区海上保安本部

東京海上保安部

１ 警戒宣言、津波情報等の伝達に関すること。

２ 震災に関する情報の収集に関すること。

３ 海難救助（人命救助、危険物流出対応、火災対応

等）に関すること。

４ 排出油等の防除（調査および指導、防除措置の指

示等）に関すること。

５ 海上交通安全の確保（船舶交通の整理指導・制限

等、航路障害物の除去、危険物積載船の保全措置、

工事作業等の再開、水路の検測、航路標識等の復旧）

に関すること。

６ 海上における治安の維持に関すること。

７ 海上緊急輸送（人員および救援・災害復旧資材の

輸送）に関すること。

８ その他震災応急対策に必要な事項。

自衛隊 

陸上自衛隊第１師団

第１普通科連隊

１ 人命救助に関すること。

２ 緊急輸送に関すること。

３ 給食・給水・宿泊支援に関すること。

４ 水防に関すること。

東京都機関 

建設局

第二建設事務所

１ 河川の保全に関すること。

２ 砂防、高潮防御および排水場施設の保全に関する

こと。

３ 道路および橋りょうの保全に関すること。

４ 水防に関すること。

５ 河川における流木対策に関すること。

６ 河川、道路等における障害物の除去に関するこ

と。

建設局

東部公園緑地事務所

１ 都立公園の保全および震災時の利用に関するこ

と。



第１編 総則編 

第２部 防災機関の業務大綱

総－26 

機関の名称 事務または業務の大綱 

水道局

南部支所

品川営業所

１ 水道施設の点検、整備および復旧に関すること。

２ 災害時における応急給水に関すること。

下水道局

南部下水道事務所

１ 下水道施設の点検、整備および復旧に関するこ

と。

２ 仮設トイレ等のし尿の受入れ・処理に関するこ

と。

交通局五反田

駅務管理所

１ 都営交通施設の点検、整備および復旧に関する

こと。

２ 地下高速電車、バス等による輸送の協力に関する

こと。

警察機関 

警視庁

第二方面本部

東京湾岸警察署

品川警察署

大井警察署

大崎警察署

荏原警察署

１ 被害実態の把握および各種情報の収集に関する

こと。

２ 交通規制に関すること。

３ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。

４ 行方不明者の捜索及び調査に関すること。

５ 死体の調査等及び検視に関すること。

６ 公共の安全と秩序の維持に関すること。

消防機関 

東京消防庁

第二消防方面本部

品川消防署

大井消防署

荏原消防署

１ 水、火災およびその他災害の救助、救急情報に関

すること。

２ 水、火災およびその他の災害の予防、警戒および

防御に関すること。

３ 人命の救助および救急に関すること。

４ 危険物施設および火気使用設備器具等の安全化

のための規制指導に関すること。

５ 防災意識の高揚および防災行動力の向上ならび

に事業所の自主防災体制の指導育成に関すること。

６ 応急救護知識技術の普及および自主救護能力の

向上に関すること。

消防団

 品川消防団

 大井消防団

 荏原消防団

１ 水、火災およびその他災害の救助、救急情報に関

すること。

２ 水、火災およびその他の災害の予防、警戒および

防御に関すること。

３ 人命の救助および救急に関すること。

４ 防災意識の高揚および防災行動力の向上ならび

に事業所の自主防災体制の指導育成に関すること。

５ 応急救護知識技術の普及および自主救護能力の

向上に関すること。
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機関の名称 事務または業務の大綱 

指定公共機関 

日本郵便㈱

品川郵便局

大崎郵便局

荏原郵便局

１ 郵便物送達の確保、窓口業務の維持。

２ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務

取扱に関すること。

(１)被災者に対する郵便葉書等の無償交付

(２)被災者が差し出す郵便物の料金免除

(３)被災地あて救助用郵便物の料金免除

(４)被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等

寄付金の配分

東日本旅客鉄道㈱

東京支社

１ 鉄道施設等の工事計画およびこれらの施設道

の保全に関すること。

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資お

よび避難者輸送の協力に関すること。

３ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関するこ

と。

NTT 東日本㈱

１ 電信および電話施設の建設ならびに、これらの

保全に関すること。

２ 災害非常通話の調整および気象予警報の伝達

に関すること。

東京電力パワーグリッド㈱

品川支社

１ 電力施設等の建設ならびに、これらの保全に関

すること。

２ 災害時における電力の供給に関すること。

東京ガス㈱中央支店
１ 災害時におけるガスの供給に関すること。

２ ガスの施設の建設および保全に関すること。

首都高速道路㈱

東京東局

１ 首都高速道路等の建設および保全に関するこ

と。

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。

３ 災害時における緊急交通路の確保に関するこ

と。

指定地方公共機関 

東京急行電鉄㈱

京浜急行電鉄㈱

東京モノレール㈱

東京臨海高速鉄道㈱

１ 鉄道施設等の工事計画およびこれらの施設道

の保全に関すること。

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資お

よび避難者輸送の協力に関すること。

３ 利用者の避難誘導、駅の混乱防止に関するこ

と。

公共的機関 
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機関の名称 事務または業務の大綱 

品川区医師会

荏原医師会

１ 災害時における医療救護活動の協力に関する

こと。

２ 防疫の協力に関すること。

品川歯科医師会

荏原歯科医師会
１ 災害時における歯科医療活動に関すること。

品川薬剤師会

荏原薬剤師会

１ 災害時における医薬品の調剤、服薬指導および

医薬品の管理に関すること。

東京都柔道整復師会品川支部
１ 災害時における応急救護および衛生材料等の

提供に関すること。

東京都獣医師会品川支部 １ 災害時における動物救護活動に関すること。

防災区民組織

（町会・自治会）

１ 避難の勧告または指示の伝達等、情報の収集、

伝達に関すること。

２ 初期消火に関すること。

３ 避難誘導および避難行動要支援者の避難支援

に関すること。

４ 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等に

関すること。

５ 避難所の運営・開設に関すること。

６ その他被害状況の調査等災害対策全般につい

ての協力に関すること。

協力団体

（品川建設防災協議会）

（東京都トラック協会品川支

部）

１ 災害時における応急建設資機材、労力等の提

供、業務の実施、協力に関すること。

２ 災害時における応急土木資機材、労力等の提

供、業務の実施、協力に関すること。

３ 災害時における応急対策用貨物自動車ならび

に労力等の供給、協力に関すること。

協力団体

（㈱ケーブルテレビ品川）

１ 品川区民チャンネルで行う文字スーパーによ

る情報告知に関すること。

２ 災害時における品川区民チャンネルで行う緊

急放送（臨時の番組放送や L 字放送）に関するこ

と。



第１編 総則編 

第３部 区民と地域の防災力向上
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第３部 区民と地域の防災力向上

第１ 品川区に関わる全ての人の参画

○災害対策は、自助・共助・公助に基づき、区、区民、防災区民組織、事業者および帰

宅困難者がそれぞれの責務または努めを認識し、それぞれの役割を果たすとともに、

相互に連携および協力を図ることを基本とする。

○このため、それぞれの主体が平素からそれぞれの責務のもとで必要となる防災知識を

習熟、高揚し、積極的な防災活動を推進する。このため防災関係機関は自らの取り組

みのほか、区民等の参画を積極的に支援する。これにより、区民と地域の防災力を高

めていく。

第２ 防災意識の高揚

１ 防災広報の充実

図表 15 機関別の取組み内容

機関名 内   容 

区 １ 広報内容

（１）地震についての概要

（２）区の防災計画

（３）災害時の心得、特に出火防止、初期消火、人命救助など

（４）平常時の備え

  ①家庭

    家具等の転倒防止、ガラスの飛散防止、３日分の食糧、水や簡

易トイレなどの備蓄

  ②事業所等

    企業内備蓄・帰宅困難者問題等事業所のとるべき措置につい

て、様々な普及・啓発を行い防災行動力の向上を図る。また、事

業所の媒体をできるだけ活用して啓発の充実に努めていく。

２ 印刷物等による広報活動

（１）広報紙・ホームページなど

① 区広報紙「しながわ」

９月１日号などに防災特集記事のほか、随時家庭での防災対策

のコメント記事やその他防災事業などについて掲載する。

② 英字広報「City News Shinagawa」（奇数月 10 日発行）（英語）

９月 10 日号などに防災特集記事を、その他防災事業などにつ

いて、掲載する。

③ 区のホームページ（英語・中国語・ハングルに自動翻訳）

区ホームページに災害時の対応や避難所、日頃からの取組み、

防災地図などについて掲載し、普及・啓発に努める。

動画による「地震の備え」（手話付、英語、中国語、ハングル、

タガログ語）をインターネット配信する。

④ ケーブルテレビ
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機関名 内   容 

区提供番組の中で啓発を行うとともに防災訓練の告知など必

要な情報を掲載する。

⑤ FM ラジオ（日本語・中国語・韓国語・タガログ語・英語）緊

急の場合に区から災害情報を提供する。

⑥ しながわガイドおよび外国語版生活情報誌（英語・中国語・ハ

ングル）

   防災啓発記事を掲載する。

（２）パンフレット

区民向けパンフレット等を作成し、配布する。また、集合住宅用

ちらしを作成し、防災訓練等への参加や老朽住宅の耐震化や建替え

を呼びかける。

（３）「品川区防災地図」および「わが家の防災ハンドブック」

避難所、広域避難場所、備蓄倉庫などを掲載した「品川区防災地

図」および、家庭で備える防災対策や危険度マップ、浸水ハザード

マップ、地域の特徴や課題などを盛り込んだ「わが家の防災ハンド

ブック」を作成し、全世帯に配布する。

英語版の「品川区防災地図」や英語、中国語、ハングルの「わが

家の防災ハンドブック」を作成する。外国語版については、区役所・

地域センターおよび大使館、大学、国際交流・外国人支援団体に配

布する。

（４）避難道路標識等の整備

区は、ローマ字・英文併記以外にもそれ以外の言語ややさしい日

本語あるいは絵文字などを活用し、道路標識等の整備に努める。
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機関名 内   容 

警察機関 １ 広報内容

（１）地震、津波に関する一般知識

（２）事前に都民等のとるべき措置

（３）地震発生時の対応措置

（４）地震発生時の警視庁の諸活動

（５）大震災対策のための心理学的調査研究結果

２ 広報手段および方法

（１）自主防災組織、町会、自治会等を通じての地域住民への働きかけ

（２）幼稚園、学校等に対する積極的な働きかけ

（３）事業所等に対する積極的な働きかけ

（４）防災フェア、防災訓練、各種会議、講習会等の機会や巡回連絡、

防犯座談会等諸警察活動を通じての広報活動

（５）運転免許更新時における広報誌の配布

（６）防災相談コーナー

（７）警視庁ホームページを通じた広報活動

３ 広報媒体

（１）パンフレット（日本語・英語）

（２）パネル（東日本大震災被害状況等）

４ 警察庁インターネットホームページ

http://www．keishicho．metro．tokyo．jp/ 
災害対策、生活安全情報、事件事故情報、交通情報や各種相談窓口等

を掲載している。

東京

消防庁

１ 震災関係

（１）広報内容

ア 地震その時 10のポイント（身体防護、出火防止など）
イ 地震に対する 10の備え（家具類の転倒・落下・移動防止など）
ウ 出火防止、初期消火、救出救助および応急救護の知識

エ 事業所の地震対策（事業所防災計画）

オ 地域の連携協力、避難行動要支援者を支援するためのネットワ

ークづくり

カ 消防団、災害時支援ボランティア、自主防災組織等の活動紹介

および加入促進

（２）広報手段

ア 印刷物

（ア）「家具類の転倒・落下・移動防止対策」等、各種印刷物を配

布する。

イ 講習会等

（ア）防火管理者や防災管理者、危険物取扱者等、区民を対象とし

た各種講習会を開催する。

ウ 各種行事

（ア）「はたらく消防の写生会」の開催や「地域の防火防災功労賞
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機関名 内   容 

制度」を活用した防災意識の普及啓発を図る。

（イ）防火防災診断（避難行動要支援者宅を中心に各家庭を訪問し、

防火防災上の安全性の確認や住宅用の防災機器の設置等に

関する指導助言を行う。）の実施

エ ホームページ、消防防災メールマガジン、ツィッター

オ 常設展示および体験施設の活用

カ ラジオ、テレビ、新聞等に対する情報提供・取材協力

キ その他の広報媒体

（ア）地域 CATV、衛星放送等
（イ）プロモーションビデオ等

２ 風水害関係

（１）広報内容

ア 台風、津波、高潮、集中豪雨に関する一般知識

イ 各防災機関の風水害対策

ウ 竜巻に対する備え

エ ゲリラ豪雨対策

オ 家庭での風水害対策

カ 避難するときの注意

キ 地下空間における緊急的な浸水に対する心得

ク 土砂災害に対する心得

ケ 台風時の風に対する対策

コ 災害情報の入手方法

サ 応急救護の方法

シ 防災市民組織の育成方法および防災行動力の向上方法

ス 避難勧告等に関する取り扱い（要配慮者避難向け準備情報を含

む。）

（２）広報活動

ア チラシ、小冊子等の広報印刷物、ホームページ等を利用し、防

災知識、応急救護知識の普及を図る。

イ 消防団、災害時支援ボランティア、消防少年団等の活動紹介及

び加入促進

ウ 都民防災教育センターにおいて、風水害に関する知識の普及及

び暴風雨の疑似体験を通じて、防災行動力の向上を図る。

その他

機関

１ 東京ガス

マイコンメーターの復帰方法について、英語パンフレットを配布す

る。

２ NTT東日本
災害用伝言ダイヤルの使用方法について、英語パンフレットを配布

する。
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２ 防災教育、講演会等の充実

図表 16 機関別の取組み内容

機関名 内   容 

区 １ 防災区民組織、事業所、学校、保育園、高層マンション居住者等へ

の防災教室の実施

（１）地震体験車による地震体験および煙体験による行動訓練

（２）初期消火、応急救護訓練等による防災指導

（３）普及啓発映像および講演会等による防災知識の普及

（４）防災区民組織にかかわる指導

（５）要配慮者（避難行動要支援者を含む）ならびに支援者・防災ボラ

ンティアを対象とした防災教室の実施

（６）防災ポスターコンクールによる防災意識の高揚と防災知識の普及

（７）しながわ防災学校による防災知識の普及

（８）防災センターの効果的活用

（９）高層マンション居住者等における帰宅困難者の一時受入れ訓練

区教育

委員会

１ 幼稚園、小・中学校において、園児、児童、生徒および保護者の防

災意識を高めるため、地震に関する安全教育を年間の教育課程に位置

づけ、実践による防災指導を実施する。

２ 学校長は災害発生時において予想される諸事態に対処できるよう

に、学校の実態、地域の状況に応じて具体的な防災計画を確立し、定

期的な防災訓練や保護者会等を通じて保護者に周知徹底する。

警察機関 １ 講演会等による普及広報

警察署ごとに座談会、講演会を開くとともに、警察関係の協力団体や

商店会、自治会・町会等に依頼して、災害ならびに防災に関する知識の

徹底を図る。

消防機関 防火管理者、防災管理者、危険物取扱者および自衛消防隊員に対する

講習を実施するほか、防火のつどい、研究会、講習会、座談会、救命講

習等を随時実施するとともに、防火防災協会、町会自治会、消防少年団、

女性防火組織等の組織団体を通じて、防災意識の普及啓発を図る。

（１）区民および事業者等の地震時における出火防止、初期消火、救出

救助、応急救護等の知識および防災行動力を高めて、震災時に対処

しうる自主防災体制を強化する。

（２）要配慮者（避難行動要支援者を含む）や社会福祉施設への地域協

力体制の促進や、地域と事業所との連携等地域ぐるみの防災体制の

強化を図る。

（３）防火管理者、防災管理者、危険物取扱者、防災センター要員に対

し、法令に基づく講習を実施し事業所における防災体制を強化す

る。

（４）地域に対しては、随時、訓練、講習会、座談会等各種の集会を通

じて、防災思想を普及する。

（５）女性防火組織、消防少年団および幼年消防クラブの育成指導を実

施する。

（６）幼児期からの教育機関等と連携した総合防災教育の推進を図る。



第１編 総則編 

第３部 区民と地域の防災力向上

総－34 

機関名 内   容 

（７）都立高校で行われる宿泊防災体験活動における総合防災教育を実

施する。

（８）家具の転倒・落下・移動防止措置および危険物、化学薬品等の転

倒落下による混触等の防止措置を普及する。

（９）高層建築物における地震発生時の心得について指導普及する。

（10）区民に対しＡＥＤの使用方法を含めた救命講習を実施する。
（11）小学生には救命入門コース、中学生には普通救命講習、高校生に
は上級救命講習の受講を推奨する。

（12）他区市の都民防災教育センター（防災館）を活用し、地震発生時
の心得、対応等について指導普及する。

（13）自力避難の困難な高齢者等が入居する社会福祉施設等における迅
速な対応を図るため、施設相互間や当該施設と周辺地域の事業所・

町会・自治会等との間の災害時相互応援協定の締結促進等を図る。
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３ 職員に対する防災知識普及

図表 17 機関別の取組み内容

機関名 内   容 

区 １ 概要

新任職員研修等において防災研修を実施して、平常時から職員の防

災知識の向上を図る。

２ 計画目標

随時、防災訓練を実施し、職員としての防災についての心構えを明

確にするとともに、防災知識の普及啓発を図る。

（１）職員防災訓練の実施

（第２「防災訓練の充実」参照）

（２）風水害初動活動態勢訓練の実施

（３）待機寮職員訓練の実施

（４）災害対応マニュアルの作成

個々の組織が行う災害初動対応を具体的に記述した「災害初動対

応マニュアル」を作成し、職員の初動態勢の強化を図る。

（５）庁内広報の活用

毎月１回発行している職員報「ふれあい」に訓練の実施結果等、

防災関連記事を随時掲載する。また、機会を捉えて訓練日程や防災

ミニ知識等の周知を図る。

警察機関 １ 教養目的

大震災発生時における、関係所属の幹部指揮および指導能力の向上

ならびに一般部隊に対する知識習得のための教養を実施する。

２ 教養計画

警視庁（警備部）における教養計画に基づき実施する。

３ 実施方法

各所属単位として、部内発行資料を活用し、講義あるいは討議式、

資料掲示により教養を実施する。

消防機関 消防職員の防災教育は、教養計画に基づき実施する。

消防団 消防団員の防災教育は、団教育訓練計画に基づき実施する。

震災時における消防団の活動態勢の確立と消防部隊との連携を図る

ため、震災消防訓練を消防部隊と合同で実施する。

１ 消防団は地域に密着した防災機関として地域における自主防災組

織の中核となって果たす任務の重要性に鑑み、出火防止、初期消火、

救助救急等の住民指導を含めた実践的活動の向上に重点をおき教育

訓練を実施する。

２ 消防団の応急救護資器材の増強・充実を図り、応急手当普及員を養

成するとともに、簡易救助器具等を整備し、地域住民に救出救護知識

および技術を習得させるための教育訓練を行う。

３ 新入団員への入団教育を充実し、災害活動技能の早期習得を図る。
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４ 防災センターの活用

防災センター（平成 6年 10月開設）2階にしながわ防災体験館（平成 28年 3月リニ
ューアルオープン）を防災対策の啓発拠点として活用し、区民向けに正しい防災知識や

技術の習得と防災意識の向上を図る。

ア 施設概要 

項目 内   容 

体験内容 １ 初期消火体験
訓練用消火器やスタンドパイプ等の消火体験ブース

２ 要配慮者避難誘導体験
避難行動要支援者の搬送訓練等の体験

３ シアター/ワークショップルーム
  ワークショップの開催や普及啓発映像の上映等のブース 
４ 防災展示 
食料等の備蓄品、家具転倒防止等家庭での備え等の展示ブース

５ 応急救護体験 
ＡＥＤ装置を使用した救護体験ブース 

６ 避難姿勢体験 
壁づたいに低い姿勢で避難する安全避難姿勢の体験ブース 

イ 利用案内 

項目 内   容 

開館時間 午前９時～午後５時 休館日：月曜日・土曜日・祝日・年末年始

問い合わせ先 しながわ防災体験館受付 5742-9098 

防災課 5742-6696 

① しながわ防災体験館を活用して、防災区民組織、事業者、区民等が、品川

区災害対策基本条例に示す「努め」に応じて災害の予防・応急・復興対策に

おけるそれぞれの「役割」を果たし、各対策活動を実践できるようにすると

ともに、これらの活動の中心となる「しながわ防災リーダー」を育成し、し

ながわの地域防災力の向上を図るため、しながわ防災学校を開校する。

② 防災区民組織や事業所、区民等を対象とした対象別研修等を設定し、実技

や教材の活用により防災に関する様々な知識や技術の取得・向上を図る。
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第３ 防災訓練の充実

１ 地域防災訓練

（１）総合防災訓練（各地区別防災協議会主催）

① 「自分たちのまちは、自分たちで守る」という地域ぐるみの防災意識（共助）を

高揚させるため、地区別に各地区防災協議会主催の総合防災訓練を実施している。

② 訓練内容は、区民自らが体験する実践的な訓練と消火ポンプ等防災機材の使用訓

練を基本に据え、地区によっては地域の事業所や訓練会場である学校の児童・生

徒が参加するなど地域の特徴をいかした訓練を実施している。

③ 今後は、災害時の相互の助け合いや地域における安全・安心のまちづくりの取組

を推進するため、地域の活動や防災訓練等に参加しやすい仕組みづくりが必要で

ある。そのため、区や関係機関等は、子どもも交えた地域での防災訓練を通じ、

地域のつながりを一層強くする機会を設けていき、要配慮者（避難行動要支援者

を含む）についても、気軽に参加できる訓練を実施していく。

図表 18 総合防災訓練（各地区別防災協議会主催）の概要

項目 内   容 

訓練項目 １ 家庭・町会・自治会において 

○身体防護 ○出火防止 ○広報 ○避難誘導 ○避難行動要支援

者の安否確認・避難誘導 ○発災型訓練 

２ 訓練会場において 

○初期消火 ○応急救護 ○救出・救助 ○トリアージ訓練 ○通報

○煙体験 ○地震体験 ○ポンプ操法 ○本部運営 ○物資配布  

○炊き出し・給食 ○避難行動要支援者対応訓練 

参加機関 ①各地区防災協議会（町会・自治会）防災区民組織 ②区  

③警察署 ④消防署 ⑤消防団 ⑥医師会 ⑦薬剤師会  

⑧柔道整復師会 ⑨獣医師会 ⑩学校 ⑪事業所  

⑫在住外国人（大使館、国際交流・外国人支援団体等） 

実施期間 原則、毎年９月～11 月までの間に、各地区１回実施する。 

実施場所 地区内の学校や公園等で実施する。 
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（２）区内一斉防災訓練

① 大地震の発生を想定し、同日、同時間帯に、区内の様々な場所で、防災関係者お

よび区民、児童、生徒が、それぞれの立場状況に応じた訓練を実施することで、

防災に対する意識や災害時の行動力を高めることを目的として、平成 24年度より
実施している。

② 訓練内容は、各地区防災協議会による避難所訓練（本部立上げ訓練、名簿作成訓

練、物資配給訓練、区災害対策本部との連携訓練など）や区の災害対策本部運営

訓練である。

（３）個別防災訓練

個別防災訓練は、学校避難所単位または町会・自治会や事業所、マンションを単

位とし、区および関係防災機関が協力し、住民と一体になって実施している。主な

訓練内容等は、次のとおりである。

図表 19 区および各機関の訓練内容等

機関名 内   容 

区 １ 主な個別訓練

①避難所訓練

避難時の混乱状態を防止するため、各避難所連絡会議による役割分担に

基づき訓練を実施する。また、それぞれ地域の実情に沿って実施する。

○仮設トイレの設置・ろ過機訓練・消火訓練・炊き出し訓練・備蓄倉庫

の確認・避難所施設の確認・避難者名簿作成・その他

②避難誘導ワークショップ（避難行動要支援者対応訓練）

要介護者や障害者などの避難行動要支援者の安否確認や避難所まで安全

に誘導する訓練を地域が主体となって行うことで発災時に迅速な支援が行

えるように訓練する。また、その過程で防災に関連する施設や設備の位置

や危険箇所などを把握し話し合うことで、併せて地域防災に関わる全体の

認識を高めていく。

○説明会・準備会・本番実施

③小学校・中学校における防災訓練

防災行動力の向上を図るため、小学校児童、中学校生徒の訓練を区教育

委員会や学校が協力して実施する。

○避難訓練・車イス体験訓練・防災ビデオ等鑑賞

④防災教室

区民、園児（保育園・幼稚園）、小・中学校児童・生徒、区内事業所に対

して出張訓練を実施している。

○地震体験車・煙体験・防災講演

⑤外国人が参加できる防災教室・防災訓練

大使館、大学、国際交流・外国人支援団体を対象とした防災教室・防災

訓練に対し、多言語の防災資料の提供および東京都防災（語学）ボランテ

ィア等の派遣を受け、通訳を配置するなどの支援を行う。

NTT 東日本 防災フェアや地区防災訓練に災害用伝言ダイヤルの疑似体験
コーナーを設置する。



第１編 総則編 

第３部 区民と地域の防災力向上

総－39 

機関名 内   容 

東京ガス  防災フェアや地区防災訓練にマイコンメーター復帰の疑似体験

コーナーを設置する。

消防機関 １ 目的

地震時に発生が予想される火災をはじめとする各種災害に対処するため、

防災区民組織、事業所、区民を対象とした防火防災訓練を行う。

２ 訓練項目

（１）出火防止、初期消火、救出救助、応急救護等に関する基礎訓練の実施

（２）街区を活用した発災対応型訓練や地域特性に応じた実践的な訓練の実施

（３）都民防災教育センター等の体験施設を活用した訓練の実施

（４）起震車を活用した震災防護・出火防止訓練の推進

（５）教育機関と連携した、学校等における実践的な防災訓練、応急救護訓練

の実施

（６）町会・自治会、民生児童委員等と連携した、避難行動要支援者の安否確

認要領および救出救護要領の確認を取り入れた防災訓練の実施

（７）消防団と連携した防災教育・防災訓練の実施

（８）防災区民組織等による共助体制の強化を図るため、軽可搬消防ポンプや

スタンドパイプ等を活用した実践的な初期消火訓練を実施

警察機関 総合的防災訓練

 大震災発生の際、関係防災機関と地域住民が一体となり、迅速的確な対応

ができるよう各種の防災訓練を実施する。

参加機関 訓練項目 訓練日時

都

防災機関

防災区民組織

地域住民

事業所等

１ 警備要員の招集および部隊編成

訓練

２ 情報収集伝達訓練

３ 各級警備本部設置訓練

４ 交通対策訓練

５ 避難誘導訓練

６ 広報訓練

７ 救出救助訓練

８ 津波対策訓練

９ 通信伝達訓練

10 装備資器材操 訓練

９月１日の震

災警備総合訓練

および宿直時間

帯における初動

措置訓練等、年

間を通じて区市

町村および地域

住民と協力して

随時実施する。
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２ 震災対策職員等訓練

災害時には、防災機関が迅速かつ円滑に活動態勢に入ることが最も重要であることか

ら、下記のとおり職員、社員等に対する訓練を実施し、防災対策業務に習熟するよう努

める。

図表 20 機関別の取組み内容

機関名 内   容 

区

職員の意識の高揚および地域防災計画の習熟を図り、災害時の応急対策活動が

円滑に実施できるように、実践的な訓練を行う。特に初動時の対応は「災害初動

対応マニュアル」を全職員が習熟して、初動時の強化を進める。

１ 訓練名および訓練項目

（１）職員防災訓練

①非常参集     ②本部運営      ③避難所開設

④避難所運営    ⑤炊き出し・給食   ⑥応急給水

⑦緊急物資輸送   ⑧無線通信      ⑨災害広報

⑩災害ゴミ処理   ⑪被害状況調査    ⑫その他

（２）管理職職員参集訓練

管理職職員を対象に大震災時に交通網がストップしたことを想定した、

徒歩による参集訓練。

（３）待機寮職員訓練

①Ｄ級ポンプ操法   ②無線通信訓練   ③手動ろ過装置取扱

④炊き出し・給食   ⑤ロープワーク   ⑥排水ポンプ取扱

⑦屋内消火栓操法   ⑧チェンソー取扱  ⑨エンジンカッター取扱

２ 実施期間

（１）（２）については年１回以上。（３）については月１回程度実施。

その他、初期消火、救出救護、応急救護、震災対策用資機材取扱訓練等は、

上記とあわせ適宜行い職員訓練の充実を図る。
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機関名 内   容 

NTT 
東日本

地震等災害発生時、関係社員が迅速かつ適切に防災業務を遂行し得るよう、

次の訓練を実施する。

１ 訓練項目

（１）災害予報または警報の伝達訓練

（２）非常招集訓練

（３）災害時における通信の疎通確保訓練

（４）各種災害対策機器の操作運用訓練

（５）電気通信設備等の災害応急復旧訓練

（６）防火および水防訓練

（７）避難および救護訓練

（８）その他必要とするもの

２ 実施回数

年間を通して、１回以上適宜訓練を実施する。

（国、都および区市町村等が主催して行う総合的な防災訓練に参加して、実

施するものを含む）

京浜急行

電鉄

１ 防災教育

各種運動期間中ならびに防災の日に、各職場ごとで担当責任者が、地震の

規模、性格、防災計画の概要等を従事員に説明するとともに、防災に対する

心がまえを教育する。

２ 訓練

九都県市合同防災訓練と連動して９月に鉄道本部全体で防災訓練を実施す

るとともに、関係自治体等が実施する各種訓練に参加する他、各種運動期間

中に各職場で訓練を実施する。その他の訓練として鉄道事故復旧訓練、テロ

対策訓練を年１回実施する。

（訓練項目）

(１)通信訓練

(２)列車の一旦停止訓練

(３)列車の減速運転訓練

(４)非常招集訓練

(５)避難誘導訓練

(６)救助訓練

(７)列車防護訓練

(８)情報伝達訓練

(９)対策本部設置訓練

(10)安否登録訓練

(11)鉄道事故復旧訓練

(12)その他

東京急行

電鉄

防災教育および訓練

（１）防火管理者は、春および秋の火災予防運動期間中に消防計画の周知徹底

その他防災ならびに火災予防に関する事項を所属従事者に教育するととも
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機関名 内   容 

に、消火・通報・避難誘導等連携して行う総合訓練を実施する。また年２

回運転関係指導教育訓練に運転事故を想定し、車両火災の初期消火、旅客

の避難誘導、および救急処置の訓練を実施する。

（２）部分的な初期消火訓練は、随時実施する。

東京ガス １ 訓練項目

本社および各事業所は、災害対策を円滑に推進するため、非常事態対策関

係諸規則等に基づき、防災訓練を実施する。

（１）地震時の出動訓練

（２）地震時の緊急措置

（３）自衛消防訓練

（４）各事業所間の連絡態勢訓練

（５）災害発生を想定した応急措置、復旧計画訓練

（６）その他、国および地方自治体が実施する防災訓練への参加

２ 実施回数

年間を通して１回以上訓練を実施する。

東京電力

パワーグリ

ッド

１ 訓練項目および実施時期

（ｌ）情報連絡訓練、復旧訓練（復旧対策の机上計画、復旧作業訓練等をいう）

および応急復旧対策用資機材の整備点検を主たる内容とする非常災害対

策訓練を年１回全社的に実施する。

（２）区、地元関係機関と協調した地域防災訓練には積極的に参加する。

（３）消防訓練（通報、連絡、初期消火、避難誘導）を年１回実施する。

JR 東日本 １ 訓練項目

災害応急対策および災害復旧に必要な次の訓練を行うとともに、地方自治

体および防災機関が行う合同訓練には積極的に参加する。

（１）非常参集訓練および発災時の初動措置訓練

（２）消防（通報、初期消火、避難誘導）訓練および救助救護訓練

（３）列車の運転規制および災害復旧訓練

（４）関係防災機関と合同で行う地震総合防災訓練

都交通局 １ 防災教育

（１）毎月発行される交通局報等により職員の防災意識を高め、各種災害時の

措置を研究徹底する。

（２）各部において、各種の運動期間中にそれぞれの計画に基づき、防災教育

を実施する。

２ 防災訓練

年に１回大事故発生を想定した総合訓練を実施するほか、各部門ごとに年

間計画をたて随時実施する。

３ 訓練項目

（１）出火防止および消火訓練

（２）通報連絡訓練

（３）避難、誘導、救護訓練

（４）広報訓練
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機関名 内   容 

（５）復旧訓練

東京モノ

レール

１ 訓練項目

（１）減速運転訓練

（２）一旦停止訓練

（３）非常招集訓練

（４）情報連絡訓練

（５）旅客誘導案内訓練

（６）応急救護訓練

（７）各担当に必要な防災訓練

（８）その他（関係自治体等各地域の総合防災訓練に参加）

２ 実施時期

防災週間および火災予防運動の期間に合わせ、地域の実態に合わせて行う。

東京臨海

高速鉄道

社員に対して平素から地震に関する基礎知識、震災発生時の初動措置要領、

心構えについて教育・訓練を実施し、その徹底を期しておくとともに早期復旧

を図るための必要な訓練を定期的に行うものとする。

１ 教育

（１）本規則、運転取扱実施基準、異常時取扱マニュアルの習得

（２）風速、雨量、震度等の災害に関する知識の習得

（３）情報連絡の方法

（４）消火器具等の使用方法

（５）事故状況の把握と報告方法

（６）旅客の避難・誘導方法

（７）負傷者の救護処置

（８）その他必要事項

２ 訓練

（１）災害対策本部の設置訓練

（２）非常招集訓練

（３）初動措置訓練

（４）消防（通報・消火・避難）訓練

（５）旅客の避難・誘導訓練

（６）社員の避難訓練

（７）車両の脱線復旧訓練

ケーブル

テレビ

品川

区が実施する緊急放送訓練への参加と協力

都水道局 １ 訓練内容

（１）緊急連絡・職員の参集および配置替等職員の動員訓練

（２）連絡系統の習熟および無線統制時の通信連絡方法の訓練

（３）警戒宣言時に行う水道施設の保安点検および応急措置等の訓練

２ 訓練方法
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機関名 内   容 

訓練は、本局と南部支所が一体となって実施する総合訓練と、南部支所お

よび品川営業所で実施する個別訓練とに分け、次の要領で実施する。

（１）定期の訓練は年１回程度実施する。なお、訓練は職員の分担を決めた

うえで行う。

（２）随時の訓練は、職員に異動があったときおよび水道施設の新設や運転

方法に変更があったときなど必要に応じて実施する。

区 １ 水防対策職員等訓練

   水防活動の能力の向上を図り、浸水等による区民の生命・身体・財産の

被害を軽減させるため、区と消防・町会・学校・鉄道事業者等の関係機関

が合同で実働の水防訓練を実施している。

 ア 訓練項目

    次の全部または一部を訓練統裁者が洗濯して実施する。

    ・部隊編成訓練     ・水防工法訓練

    ・情報通信訓練     ・救助・救急訓練

    ・本部運営訓練     ・その他水害時の活動に必要な訓練

 イ 実施期間

    年１回以上実施する。

３ 水防訓練

消防署は、風水害の災害に際し、水防部隊の合理的運用と適正かつ能率的な水防活動

を行うため、消防職員、消防団員、区および関係機関等とともに各種教育および訓練を

実施する。

（１）参加者

消防職員、消防団員、区等

（２）訓練項目

次の全部または一部を訓練統裁者が選択して実施する。

○部隊編成訓練 ○水防工法訓練

○情報通信訓練 ○救助･救急訓練

○本部運営訓練 ○その他水害時の活動に必要な訓練

（３）実施時期

年１回以上実施する。
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第４ 防災組織の育成・強化

１ 防災区民組織の現況

① 区は、昭和 49年から育成指導を始め、現在まで品川区内 202町会・自治会のうち八

潮地区において未結成の１自治会を除く 201の防災区民組織は結成済みである。

② 防災活動として、初期消火、避難誘導、救出救護、応急救護、ポンプ操法等の防災

訓練や避難所訓練、ワークショップによる避難誘導訓練を積極的に行っている。

③ 防災意識を高めるために、研修会、見学会などを実施している。

図表 21 防災区民組織図（要更新）

２

品川区防災協議会
（全１３地区協議会）

品川第一 品川第二 大崎第一 大崎第二 大井第一 大井第二 大井第三 荏原第一 荏原第二 荏原第三 荏原第四 荏原第五 八  潮

↓     ↓    ↓    ↓    ↓     ↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓     ↓    ↓

１７組織 １３組織 ３１組織 １０組織 ２３組織  ９組織  ７組織 １４組織 １１組織 １７組織 １４組織 １０組織 ２６組織

（全２０２防災区民組織）

防災区民組織標準図

本部長

副本部長                          副本部長

↓      ↓      ↓      ↓         ↓      ↓      ↓      ↓

情 報 部  広 報 部  防 火 部  防 犯 部    救出救護部  避難誘導部  給食給水部  衛 生 部

↓      ↓      ↓      ↓         ↓      ↓      ↓      ↓

部   長  部   長  部   長  部   長    部   長  部   長  部   長  部   長

↓      ↓      ↓      ↓         ↓      ↓      ↓      ↓

副 部 長  副 部 長  副 部 長  副 部 長    副 部 長  副 部 長  副 部 長  副 部 長

↓      ↓      ↓      ↓         ↓      ↓      ↓      ↓

部   員  部   員  部   員  部   員    部   員  部   員  部   員  部   員

↓      ↓      ↓      ↓         ↓      ↓      ↓      ↓

部   員  部   員  部   員  部   員    部   員  部   員  部   員  部   員

※ この標準図は、防災区民組織内部の標準組織図です。

※ 学校避難所運営は、本部役員および避難住民で構成されます。

※     部分が、基本的な防災区民組織名簿登載部分です。

３２ １１ ２１

（全 201 防災区民組織） 
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 防災区民組織の育成・強化

① 防災区民組織を町会・自治会単位としたのは、町会・自治会は、相互扶助の精神に

基づき、地域住民が自主的に地域活動の役割を担っているからである。

② 今後も、各地域内の事業所、施設等に積極的に働きかけ町ぐるみの地域防災組織の

確立を図る。

③ また、防災区民組織の育成・強化を進めるに当たっては、性別による視点の違いに

配慮し、女性の参画の促進に努め、女性や子育て中の世代など幅広い人材から避難所

運営等のリーダーを育成できるよう支援していく。

（１）育成の方針と育成機関

① あらゆる機会を通じ広報に努めるとともに、町会・自治会等の要請に基づき、震

災への対応、日頃の備え等について地域住民と話し合うこととする。

② また、育成機関は、区および警察署、消防署、消防団とする。

（２）区の助成

「品川区における防災区民組織の育成に関する要綱」に基づき、防災用資器材の

購入費、防災訓練経費の一部に充てる費用として助成金を交付するほか、資器材等

を貸与している。
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第５ 事業所の育成・強化

１ 事業継続等

（１）事業所における事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定等

① 事業継続計画（BCP）は、事業所の被害を最低限に抑えることを目的とするほ

か、一刻も早く事業活動を再開し、様々な物資やサービス等を提供することで、

地域社会の復興につなげるという点においても必要なものである。また、このよ

うな事業継続計画の整備は地震後も従業員が事業所に留まる契機となることから、

「むやみに移動しない」など、災害時の行動ルールを盛り込みながら策定するこ

とが重要である。

② 今後、区は関係機関と協力して事業所の BCP 策定を支援していく。

（２）災害時の対応組織の整備

① 各事業所等においては、事業継続計画や従業員等の安全を確保するための防災計

画を策定するに当たって、災害時の対応組織の整備を図っていく。その際、自衛

消防組織の応用などにより、夜間・休日における対応組織も含めて、組織的に統

制された行動ができるよう、あらかじめ任務分担を定めておく必要がある。

② 企業全体の被災情報の収集、連絡調整、指揮を行う部門や、災害対策本部態勢を

必ず定めておくように留意する。

（３）事業所の安全点検

地震が発生した場合、一番基本になるのが従業員自身の身の安全を守ることであ

り、二次災害防止のため、建物の耐震診断や耐震改修、看板等の落下防止、事務機

器等の転倒防止、パソコン等の落下防止、振動による機械の移動や荷崩れの防止、

避難経路の障害物の除去等、事業所の特性に応じて必要な対策を実施する。

（４）非常用品の備蓄、防災資機材の準備

災害時の停電や断水に備えて飲料水や食糧を準備する。また必要な資機材を準備

し、保管場所を定めていつでも使用できるようにしておく。

（５）家族と従業員の安否確認

家族と従業員の安否確認に当たっては、ＮＴＴによる災害用伝言ダイヤル（171）、
災害用ブロードバンド伝言板（ｗｅｂ171）、各携帯電話事業者による災害用伝言板

サービスなどについて、各事業者が従業員等に対し、これらの存在や取扱方法等の

周知を図り、家族との連絡方法等をあらかじめ決めておくように指導する。

２ 事業所との連携

（１）現況 

（ア）地域防災対策三者連絡会議 

① 防災対策の効果的促進にあたり、区民の防災意識の向上や協力姿勢が不

可欠であるとともに、事業所（企業）も地域を構成する一員として、災害

時における周辺住民等との連携および協力に努めることが重要である。

② 区民、事業所、行政が一体となり、災害に立ち向かう体制づくりが必要

であるとの考えから「地域防災対策三者連絡会議」を発足し、連携の強化・

深化を図っている。
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（イ）しながわ CSR 推進協議会 

① 区では、基本構想の理念の一つとして、「区民と区との協働で『私たちの

まち』品川区をつくる」を掲げ、企業などの多様な主体と区が協働してま

ちづくりを推進することを、区政運営の基本方針として定めている。この

方針に基づき、企業の社会貢献活動等が一層推進されることを目的に、「し

ながわ CSR 推進協議会」が平成 22 年５月に発足した。

② 協議会では、区と連携して、各企業が防災・環境・教育・福祉・地域活

動など様々な分野において、社会貢献活動を進めている。

③ しながわ CSR 推進協議会においては、各企業間の意見交換・情報交換を

行うとともに、災害時の事業継続に係る講演会などを開催している。

（２）今後の対策（事業所への働きかけ）

区内における事業所は、地域社会の重要な構成員であり、災害時に地域と協力し

て果たす役割は重要である。そこで事業所が、「自分たちのまちは、自分たちで守る」

という自助・共助の考え方にたち、今後積極的に地域社会との協力や防災意識の向

上を図れるよう一層の働きかけを行っていく。

・事業所合同訓練を実施していく。

・「事業所用防災地図」やちらしを配布し、防災協議会への参加を促進していく。

・地区総合防災訓練への参加を呼びかけていく。

「地域防災対策三者連絡会議」の充実を図りながら、具体的な災害協定の検討

をしていく。

・CSR 推進協議会などの場を活用し、企業と積極的に情報・意見交換等を行いな

がら、防災対策における連携・協力体制をより推進・強化していく。
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第１部 総則
ここでは、第２編震災編の対策を示す上で前提となる被害想定の結果や震災時の時間経

過による活動の想定を示すものとした。また、地震に対する被害軽減と都市再生に向けた

目標（減災目標）を定めた。

○平成 23 年３月に発生した東日本大震災を契機に、これまでの防災対策のあり方を見直し

区の防災力を一層向上していくことが求められた。

○区では、「東京都防災対応指針」（平成 23 年 11 月）や「首都直下地震等による東京の被

害想定」（平成 24 年４月発表）から得られた科学的知見に基づく想定結果の内容を踏ま

えた「東京都地域防災計画（震災編）」との整合性を図りながら対策を進めてきた。

○さらに、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震において課題となった、広域応援に関する受

援体制や車中泊者やテント泊者等の避難所以外で生活する避難者への支援等の教訓を踏

まえて、品川区における地震対策の充実が求められている。

○区では、既往災害の教訓等を踏まえた地震対策を地域防災計画に反映することにより、

区の地震対策のより一層の推進を図る。

○また、災害対応の分野ごとの対策については、対策の関係性が時系列的に明確となるよ

う、予防対策、応急・復旧対策を一連の流れで示している。

【用語の定義】 

①東京都の新たな被害想定 

都は、東日本大震災を踏まえ、平成 18 年５月に公表した「首都直下地震による東京の

被害想定」を全面的に見直すこととし、東京都防災会議の地震部会において検討を進め

てきた。その結果を平成 24 年４月に「首都直下地震等による東京の被害想定」報告書と

してとりまとめたものをいう。

②東京都防災対応指針

都が平成 23 年９月にとりまとめた「東日本大震災における東京都の対応と教訓」をは

じめ、科学的知見を有する専門家や区市町村の意見等を踏まえて策定したものをいう。

今後の東京の防災対策の方向性と具体的な取組を示している。

③防災区民組織 

防災区民組織とは、町会・自治会を単位に相互扶助の精神に基づき、地域住民が自主

的に防災活動を行う組織をいう。

④スタンドパイプ 

道路上に設置されている「消火栓」に直結して、ホースを通じて放水できる初期消火

機材のことをいう。木密地域などで消防車や可搬ポンプが、活動不能な場合に有効であ

る。
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第１ 被害想定

１ 地震被害想定

   平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、震源から遠く離れた東京において

も、液状化や大量の帰宅困難者の発生といった被害が生じた。

このため、客観的なデータや最新の科学的根拠に基づき被害想定の見直しを行い、平

成 24 年４月、「首都直下地震等による東京の被害想定」を東京都防災会議で決定した。

（１）前提条件

今回の被害想定の作成に当たっては、客観的なデータや科学的根拠に基づいて、

可能な限り、実際に起こりうる最大の被害像の把握に努めた。想定に際して、東日

本大震災による被害状況を反映するとともに、フィリピン海プレートの深さ分布に

関し、プレート上面が従来の想定より浅かったという新しい知見を取り入れるなど、

現時点における最新の科学的知見を踏まえて作成した。

ア 想定地震 

図表 1- 1 想定地震の基本情報
項  目 内   容 

種  類 東京湾北部地震
多摩直下地震

（プレート境界多
摩地震）

元禄型関東地震 立川断層帯地震

震  源 東京湾北部 東京都多摩地域 神奈川県西部 東京都多摩地域

規  模
マグニチュード（以下「M」と表記す

る）7.3 M8.2 M7.4 
震源の深さ 約 20km～35km 約０km～30km 約２km～20km
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イ 気象条件等 

図表 1- 2 被害想定において設定した気象条件ごとの想定される被害
季節・時刻・風速 想定される被害 

冬の朝５時 
風速 

 ４ｍ／秒 
 ８ｍ／秒 

○兵庫県南部地震と同じ発生時間 
○多くの人々が自宅で就寝中に被災するため、家屋倒壊による圧死者が発生
する危険性が高い。 

○オフィスや繁華街の屋内外滞留者や、鉄道・道路利用者は少ない。 
冬の昼12時 

風速 
 ４ｍ／秒 
 ８ｍ／秒 

○オフィス、繁華街、映画館、テーマパーク等に多数の滞留者が集中してお
り、店舗等の倒壊、落下物等による被害拡大の危険性が高い。 

○住宅内滞留者数は、１日の中で最も少ない。 

冬の夕18時 
風速 

 ４ｍ／秒 
 ８ｍ／秒 

○火気器具利用が最も多いと考えられる時間帯で、これらを原因とする出火
数が最も多くなるケース 

○オフィスや繁華街周辺、ターミナル駅では、帰宅、飲食のため多数の人が
滞留 

○ビル倒壊や落下物等により被災する危険性が高い。 
○鉄道、道路もほぼラッシュ時に近い状況で人的被害や交通機能支障による
影響拡大の危険性が高い。 

（２）被害想定結果

ア 被害想定結果 

図表 1- 3 首都直下地震による東京および本区の被害想定

出典：首都直下地震等による東京の被害想定報告書（東京都防災会議）

※１ ゆれ等建物被害：ゆれ、液状化建物被害（人）

※２ ゆれ等による建物全壊：ゆれ、液状化、急傾斜地崩壊による建物全壊棟数（棟）

※  小数点以下の四捨五入により、合計値は合わないことがある。
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イ 特徴 

（ア）東京湾北部地震 

a 震度分布 

品川区内で初めて震度７（区内面積に占める 0.9％の地域）の地域がで

るとともに、震度６強（区内面積に占める 95.9％の地域）の地域が大幅に

拡大した（震源が浅くなることから、従来の想定より震度が大きくなった

と考えられる）。 

b 死者数 

東京湾北部地震で区内の死者 779 人 

（M7.3 冬の夕方 18 時 風速８ｍ/秒） 

c 避難者数 

品川区の避難所生活者数は 119,932 人に拡大した（ゆれによる全壊棟数

の増加と、出火数の増加、ライフラインの支障により避難者が拡大したと

考えられる）。 

d 帰宅困難者数 

都内の帰宅困難者は 517 万人に拡大した。 

（イ）元禄型関東地震 

品川区内の最大津波高は立会川河口付近で満潮時に T.P.（東京湾平均海

面）2.61ｍと東京港内では最大となった。 
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図表 1- 4 首都直下地震による被害想定（震災に対する計画作成のための被害想定）

※１ ゆれ、液状化建物被害による死者数。

※２ ゆれ等による全壊と火災延焼による焼失の重複を除去しているため、原因別の被害

の合算値とは一致しない。

※３ ゆれ、液状化、急傾斜地崩壊による建物全壊棟数。

※４ 水門が閉鎖できなかった場合の想定。

※５ 滞留者、帰宅困難者については東京都市圏外からの流入者は含まない。

※６ 避難所生活者については避難者の 65％とする。

※  小数点以下の四捨五入により、合計値は合わないことがある。
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第２ 震災時の時間経過による活動想定

○被害想定の数値は、区や防災関係機関および防災区民組織、区民が地震対策を検討して

いく上での指針であり、さらに区民の啓発資料としても活用されるものである。被害想

定はその性質上、各項目ごとの確率による数値予測が中心である。

○しかし、実際の地震では、各種の被害が輻輳し、あるいは、時間差をもって発生する。

そこで、発災時の応急活動も、さまざまな局面で、その時点の最適な活動が要求される。

○地震の対策を考える場合には、個々の対策だけでなく、時間経過を踏まえた総合的視点

からの検討が必要である。

○そこで、発災時の状況の想定と活動の目安として時間経過とともに想定した。
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図表 1- 5 震災時の時間経過による被害様相と対応（首都直下地震 冬・夕方 18 時・８ｍ/秒）

項目 地震発生 2,3 時間後～ １日後～ 2,3 日後～ １週間後～ １ヶ月後～ 

被害 

様相 

自然現象 

地震動 最大震度は７、全域６弱以上 余震 （同左） （同左） （同左） － 

液状化 沿岸部中心に発生の恐れあり － － － － － 

土砂災害 
急傾斜地崩壊危険箇所等で被害発

生の恐れあり 

降雨や余震があれば被害拡大の恐

れ 
（同左） （同左） － － 

建物等 
建物 ゆれ・液状化等による全壊 5,281 棟 余震により被害拡大の恐れ （同左） （同左） － － 

火災 火災延焼による焼失 20,095 棟 延焼継続 延焼継続 － － － 

人的被害 死傷等 

死者 779 人、負傷者 8,016 人 

（うち重傷者 1,376 人）発生 

閉じ込めにつながるエレベーター停

止 370 台 

区内の医療機関も被災し、重傷者等

の対応が困難となる恐れあり。都内

被災地の病院に負傷者が集中し混

乱が発生 

（同左） 

高齢者等を中心に持病の悪化、

（特に冬場には）風邪、肺炎、イ

ンフルエンザ等の発病の恐れ 

（同左） 

単身高齢者等を中心に孤独死、避

難所生活の長期化や生活不安等に

よる精神的ダメージ発生の恐れ 

避難者 

自宅建物被害やライフライン被害等

により自宅生活の継続困難 

高層住宅における長周期地震動によ

る被害、生活継続困難 

避難所生活者 119,932 人 

疎開者 64,579 人 

避難者合計 184,510 人 

避難所以外で生活する避難者（テン

ト泊、車中泊等）の継続発生 

区や区民自身の備蓄により、生活必

需品を確保 

国や都により支援物資の供給 

避難所へペットと一緒に避難した

避難者との生活 

－ 
直後と同じ規模の避難者数→応急

仮設住宅等に 

帰宅困難者 
交通機関の停止により帰宅困難者、

徒歩帰宅者が発生 

帰宅困難者 5,166,126 人※

※東京都市圏外からの流入者を含

む 

帰宅困難者の継続発生 

徒歩帰宅者や帰宅のための移

動手段が必要な帰宅困難者の

発生 

－ － 

交通 

道路 細街路を中心に通行不能箇所多発 

緊急輸送道路は交通規制により一

般車両は通行禁止。被害の少ない通

行可能道路でも、一般車両の集中や

徒歩帰宅者移動等により渋滞発生 

発災後１～３日間は道路啓開作業等

のため緊急輸送には使用困難となる

可能性あり 

緊急輸送ルートは確保されるが

機能は平常時より大幅に低下 
（同左） 

主要幹線道路では通常レベルまで

回復するが、機能低下がまだ残る 

鉄道 全列車停止で早期復旧困難 
全駅周辺で救助・救援活動、情報提

供活動、混乱防止活動の実施 

（同左） 

＋応急復旧作業 
応急復旧作業 被害のない幹線から運行開始 おおむね運行 

ライフ 

ライン 

電気 電柱等被害発生、停電（47.4％） 
変電所被害による停電は１日以内に

回復 
配電設備の復旧作業開始 復旧地域が多くなる ６日間で復旧 － 

水道 配水管被害発生 断水（46.2％）  （同左） 本格的復旧作業 復旧地域が多くなる １ヶ月で徐々に復旧 

都市ガス 
供給停止（16.1％） 

ブロック内全域の場合 
－ － － － － 

通信 

電柱等被害発生、固定電話不通

（35.0％） 

輻輳（ほぼ全域） 

輻輳が激しい 

110 番・119 番通報がパンク 

NTT・携帯電話事業者の安否確認シ

ステム（災害用伝言ダイヤル 171、災

害用伝言板サービス等）が稼動 

輻輳継続 だんだんと輻輳しなくなる ２週間で復旧 － 

放送（通信） 

地上放送・品川区民チャンネルの停

波（一部地域） 

一部の固定電話・インターネットサー

ビスが不通 

地上放送・品川区民チャンネルの停

波（５割以上に拡大） 
被害状況の確認と復旧計画の策定 

伝送路設備の復旧作業開始（一

部は応急的復旧） 
引込線設備の復旧作業 

被災箇所以外の地上放送・品川区

民チャンネルの復旧 

下水道 下水道管きょ被害（28.7％） 被害状況調査開始、緊急措置開始 支障箇所の応急復旧作業開始   １ヶ月で徐々に復旧 

対応 
災害対策 

本部 

区 

非常参集 

災害対策本部の設置、設営開始 

来庁者および職員の安全確保 

地震情報・被害情報の収集開始 

庁舎内の点検・応急措置を開始 

災害広報活動 

自衛隊の出動を都に要請 

医療救護本部の設置 

避難所の開設・運営 

緊急物資の調達、物資提供 

緊急医療救護所の設置、救助救急

活動 

被害情報の収集継続（概略判明） 

避難所の運営継続 

食糧・飲料水等の配給継続 

救助救急活動継続 

（同左） 

＋ボランティア対応 

応急危険度判定 

（同左） 

＋応急仮設住宅、公営住宅 

民間賃貸住宅 

入居者募集 

（同左） 

都 

自衛隊への派遣要請、広域応援 

災害救助法適用検討 

国への報告、国民への広報 

災害救助法の適用 

緊急輸送ﾙｰﾄ決定、緊急輸送対応 

国への報告、国民への広報 

（同左） 

応急仮設住宅建設開始 

公営住宅の確保 

民間賃貸住宅の借上げ 

住宅の応急修理 

（同左） 

＋復興住宅用地確保 
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第３ 被害軽減と都市再生に向けた目標（減災目標）

○都では、平成 24 年修正時の地域防災計画において、減災目標の名称を「被害軽減と都市

再生に向けた目標」へと改めた上で、新たな目標を定めた。

○区は次のとおり、減災目標を定め、区民、都、事業者と協力して対策を推進する。目標

期間は 10 年間とし、区の応急対応力の強化など速やかな対応が必要な対策については、

可能な限り早期に達成する。

目標１ 

① 死者を約 500 人減少させる。（６割減） 

② 避難者を約８万人減少させる。（４割減） 

③ 建物の全壊・焼失棟数を約１万 6000 棟減少させる。（６割減） 

 東京湾北部地震（冬の夕方 18 時、風速８ｍ／秒）のケースで、揺れや火災による

死者を約 500 人、避難者を約８万人、倒壊や焼失による建築ビルの全壊棟数を約１万

6000 棟、それぞれ減少させる。

＜目標を達成するための主な対策＞ 

（死者・避難者・建築物被害の減）

・住宅・建築物の耐震化率を平成 32 年度までに 95％にする。（第２編 第２部）

・木造住宅密集地域（整備地域）の不燃化を推進する。（第２編 第２部）

・主要な都市計画道路（整備地域）の整備率を平成 32 年度までに 100％にする。

（第２編 第２部）

・防災区民組織の活性化を図る。（第１編 第３部）

・消防団活動体制の充実により、災害活動力を向上する。（第２編 第２部）

など

＜更なる充実を図っている対策例＞ 

◎木造住宅密集地域の整備等への支援制度について、助成対象の拡大や支援内容

の充実等を図り、更なる不燃化推進を図っている。（第２編 第２部）

◎各避難所へのスタンドパイプの設置や防災広場設置（貯水槽含む）等の対策を

進め、消火体制の更なる充実を図っている。（第２編 第２部）

など
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目標２ 

① 中枢機能を支える機関（国、都、区、病院等）の機能停止を回避する。 

② 企業等の備蓄や一時滞在施設の確保により、帰宅困難者の安全を確保する。 

○区役所をはじめとする行政機関や、病院などの関係機関について、発災後も、そ

の機能を確実に発揮できるようにする。

○帰宅困難者について、企業による備蓄を推進し、一斉帰宅を抑制するとともに、

一時滞在施設の確保などを進めることで、全ての帰宅困難者の安全を確保する。

＜目標を達成するための主な対策＞ 

（中枢機関の機能維持）

・区の災害対策本部体制の整備や、近隣自治体、関係機関等との相互協力、応援

態勢により、応急対応力の強化を図る。（第２編 第６部）

・東京都災害医療コーディネーターと、品川区災害医療コーディネーター、災害

薬事コーディネーターの連携による最適な医療資源の配分を行う。（第２編 第

５部）

・医療救護所などで医薬品が不足した場合に対応できるよう、品川薬剤師会およ

び荏原薬剤師会に加え、医薬品卸売販売業者と連携した供給体制を構築する。

（第２編 第５部）

・避難所等の施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化を図る、（第２編 第１

２部）

など

（帰宅困難者の安全確保） 

・都内の事業所は、東京都帰宅困難者対策条例に基づき、従業員等の施設内待機

のための計画を策定し、従業員等への周知や３日分の備蓄の確保などに取組む。

（第２編 第８部）

・企業や学校などに所属していない、行き場の無い帰宅困難者を待機させるため、

一時滞在施設を確保する。（第２編 第８部）

・混乱収拾後に徒歩帰宅する帰宅困難者を支援するため、災害時帰宅支援ステー

ションの充実を図る。（第２編 第８部）

・ターミナル駅周辺の混乱防止のため、駅周辺混乱防止対策協議会を設置し、混

乱防止対策の検討や情報交換等を行う。（第２編 第８部）

など

＜更なる充実を図っている対策例＞ 

◎人的資源、物的資源の不足に対して、円滑な受援を行う体制の強化を図る。（第

２編 第１３部）

◎業務継続体制に係る計画や対策等の充実について検討を進める。（第２編 第６

部）

◎医療救護本部の役割を明確化し、都、区の連携体制の強化を図っている。（第２

編 第５部）

◎目黒駅、大井町駅等の駅前滞留者対策協議会の設置等による対策の推進を図っ

ている。（第２編 第８部）

など
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目標３ 

① ライフラインを 60日以内に 95％以上回復する。 

② 避難所の環境整備などにより、被災者の当面の生活を支えるとともに、ライフ

ラインの回復と併せて、応急仮設住宅への入居などを進め、早急に被災者の生

活再建の道筋をつける。 

○都民の暮らしを支えるライフラインについて、被災者の生活と首都東京の機能を

早期に回復する観点から、都ではライフラインの復旧目標を設定する。

  具体的には、被災から 60 日以内に全てのライフラインの機能を 95%以上回復

させることを目標とする。

○各ライフライン事業者は、耐震化等を進めるとともに、被災後の復旧体制を整備

し、首都直下地震等の発災時には、復旧目標や現実の被災状況等を踏まえて、早

期の機能回復に努めるものとする。

・電力 ７日

・上水道 30 日
・通信 14 日
・下水道 30 日
・ガス 60 日

○避難所の環境整備などにより被災者の当面の生活を支えるとともに、ライフライ

ンの回復と併せて、応急仮設住宅への入居などを進め、早期に被災者の生活再建

の道筋をつける。

＜目標を達成するための主な対策＞ 

（ライフラインの回復）

・浄水場等の耐震化を推進するとともに、管路については、医療機関や首都中枢

機関等への供給ルートの耐震継手化を推進する。

・水再生センター等の耐震化を推進するとともに、避難所や災害拠点病院などの

施設から排水を受け入れる下水道管の耐震化を推進する。

など

（生活再建の早期化）

・都は、災害に係る住家被害認定等に関するガイドラインを作成するとともに、

区はり災証明を速やかに発行できる体制を構築する。（第２編 第１２部）

・義援金を迅速に配分できる体制の構築など、震災後の被災者の生活再建を総合

的に支援する。（第２編 第１２部）

・都は、被害状況に応じて都営住宅等の公的住宅の活用、民間賃貸住宅の借上げ

および仮設住宅の建設により応急仮設住宅を効率的に供給する。（第２編 第１

２部）

など

＜更なる充実を図っている対策例＞ 

◎平成 29 年度に効率的な被災者台帳の管理や、り災証明書の発行を支援する被災

者生活再建支援システムを導入した。（第２編 第１２部）

◎応急仮設住宅候補地として、しながわ中央公園を新たに指定した（第２編 第１

２部）。
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第４ 計画の全体像

震災編の全体像は、以下のとおりである。

図表 1- 6 震災編の目次構成 

第２編

震災編
第１部  総則 

第１３部 区民生活の再建 

第１２部 放射性物質対策 

第１１部 津波等対策 

第１０部 医療救護等対策 

第９部  受援体制 

第８部  帰宅困難者対策 

第７部  避難者対策 

第６部  備蓄・輸送対策 

第５部  情報通信 

第４部  災害対応体制 

第３部  安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第２部  安全なまちづくり 
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第２部 安全なまちづくり

対策の基本的な考え方 

地震による災害から一人でも多くの生命及び貴重な財産を守るとともに、震災時における

首都東京の都市機能を維持するためには、都市構造そのものの防災性を高めていくことが必

要である。 

ここでは、地震に強い都市づくりの実現に向けて、防災都市づくり推進計画の推進や安全

な市街地の整備、公園などのオープンスペースの確保などの取り組みの推進について示す。 

【用語の定義】

①延焼遮断帯 

地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、鉄道、公園等の都

市施設およびこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状の不燃空間をいう。 

②防災生活圏 

延焼遮断帯に囲まれた圏域をいう。 

③街並み誘導型地区計画 

地区の特性に応じた建築物の高さ、配列および形態を地区計画として一体的に定め、

工作物の設置の制限等必要な規制を行うことにより、前面道路幅員による容積率制限な

どの建築物の形態に関する制限の緩和を行い、個別の建築活動を通じて街並みを誘導し

つつ、土地の合理的かつ健全な有効利用の推進および良好な環境の形成を図ることを目

的とした制度をいう。 

④液状化 

砂質土がゆるく堆積してできた地盤が、地震などの振動を受けることによって液体の

ような泥水状態になってしまう現象をいう。 

⑤整備地域 

「防災都市づくり推進計画」において、地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木

造建築物が集積するなど、震災時の大きな被害が想定される地域をいう。 

⑥新防火地域 

東京都建築安全条例に基づく建築物の不燃化を促進し、木造住宅密集地域の再生産を

防止するために、災害時の危険性の高い地域等について、建築物の耐火性能を強化する

防火規制地域をいう。 

⑦二次災害 

地震の影響で起きる二次災害には、火災、津波、地割れ、液状化現象などがある。 

⑧復旧地域のセクター化 

ガスの導管を遮断し、復旧地域を分割化することをいう。 
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【 現在の取り組み状況 】 

①防災都市づくり 

○大規模な地震に伴う火災の延焼を防止するため、延焼遮断帯の整備を行い、これ

に囲まれた区域について、防災上有効な道路・広場の整備や老朽住宅の建替えに

よる不燃化を進め、「燃えない」「燃え広がらない」、震災に強い安全・安心な都市の

形成を目指している。 

②防火対策 

○街頭消火器の設置、スタンドパイプの配布、感震ブレーカーの普及、消防水利の

整備等の対策を進めることにより、出火、延焼の防止対策を図っている。 

③施設の応急対策・早期復旧 

○堤防・護岸、港湾・漁港施設といった公共土木施設が地震・津波等により被害を

受ける恐れがあるときは、水害を警戒、防御する。被害を受けたときは、速やか

に応急対策を行い、二次災害を防止する体制の整備を進めている。 

【 課題 】 

①防災都市づくり 

○建築物の耐震化、不燃化及び消防用水の確保が必要である。 

○室内での家具類の転倒・落下・移動防止等に対する対策継続が必要である。 

②防火対策 

○木造住宅密集地域（整備地域）等の災害リスクの高い箇所に関わる対策推進が必

要である。 

○スタンドパイプの使用方法等、初期消火に係る知識の普及啓発が必要である。 

③施設の応急対策・早期復旧 

○関係機関との連携体制構築が必要である。

【 対策の方向性 】 

①防災都市づくり 

○建築物の耐震化による被害軽減（防災上重要な公共建築物の耐震化等）を図る。 

○更なるオープンスペース等の確保を進める。 

②防火対策 

○発災時の出火の防止、初期消火体制の強化を進める。 

③施設の応急対策・早期復旧 

○関係機関との連携体制の充実・強化を図り、確実な二次被害防止、早期の施設機

能回復を目指す。 



第２編 震災編 

第２部 安全なまちづくり 

各対策の要点 

震‐2‐3 

各対策の要点 

対策１ 防災都市づくり 
第１ 地域特性に応じた防災都市づくり 

○防災都市（「燃えない」「燃え広がらない」震災に強い安全・安心な都市）の形

成を目指し、延焼遮断帯の整備、防災上有効な道路、沿道の不燃化や防災広場

の整備、老朽住宅の建替え、ブロック塀等の除却による不燃化を進めている。
第２ 高層建築物における安全対策

○東京消防庁は、高層建築物等の安全対策として、火災予防対策、避難対策（混

乱防止対策）、防火・防災管理対策、消防活動対策等について、関係事業者に対

して、指導を行う。
第３ 急傾斜地、がけ・擁壁、ブロック塀等の崩壊の防止

○がけ地の安全対策として、建築物や擁壁等を設ける場合の指導やがけ・擁壁等

の安全化支援による防災意識の啓発を図っている。

○ブロック塀の安全対策では、平成 27 年度より「不燃化特区事業」、「密集住宅市

街地整備促進事業」、「都市防災不燃化促進事業」等の対象地区に対して防災緑

化助成制度を設け、ブロック塀の撤去と避難路の緑化を推進している。
第４ 建築物の耐震化の促進

○耐震改修促進計画の進捗状況を確認し、適宜見直しを行っていく。

○学校や区有施設については、防災上重要な施設の耐震化を行い、平成 27 年度に

完了した。また、非構造部材の耐震化、排水設備の耐震化についても、現場調

査と対策工事を平成 32 年度までに完了させる予定である。
第５ 液状化対策の強化

○区では、地盤改良や基盤構造の増強など、液状化対策を考慮した設計とするよ

う指導に努めている。

○東京液状化アドバイザー対策制度の活用による更なる安全化の充実・強化を図

る。

○高層集合住宅の防災対策を推進するため、啓発資料を作成し、区内 10 階以上の

高層集合住宅に啓発を進めている。
第６ エレベーター対策

○エレベーター対策として、エレベーターの閉じ込め防止機能の向上(区施設、民

間施設）、救出体制の構築（救出要員を増員するための措置の実施、エレベータ

ー保守管理会社の連絡体制強化、エレベーター内の閉じ込めの有無の確認）、早

期復旧体制の構築（「１ビル１台」ルールの徹底、自動診断仮復旧システムの採

用）を進めている。
第７ 落下物、家具類等の転倒・落下・移動の防止

○落下物防止、自動販売機・家具類の転倒防止等の対策について、消防機関等と

連携しながら、安全化に係る指導を行っている。引き続き、防災イベントや訓

練において、リーフレット等を配布し、防災啓発に努める。
第８ 文化財の安全対策

○文化財に被害が発生した場合には、被害の拡大防止に努めるよう周知する。

○文化財の所有者・管理者による防災訓練の実施や消防用・防災用設備の点検・

整備等の普及・啓発を図る。

予
防
対
策
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対策１ 施設の応急対策・早期復旧 
第１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復 

○社会公共施設等の応急危険度判定や砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施

設の応急対策等の対策を進めることにより安全を確保するとともに、公共施設

機能の早期回復に努める。
第２ 河川や公共施設の応急対策等による二次被害防止 

○都市基盤の根幹をなす道路、河川等の公共施設は、早期の応急復旧を行うとと

もに、堅牢な本復旧を行う必要がある。そのため、公共施設の綿密な改修計画

を作成し、関係機関との調整を図り、対策を進める。
第３ 都市施設の復旧計画 

○上・下水道施設、電気施設、ガス施設、通信施設、放送施設等の都市生活の基

幹をなす諸施設に関する復旧対策を機関別に示し、迅速な復旧活動に努める。

予
防
対
策

対策２ 防火対策 
第１ 出火等の防止

○区では、住宅用火災警報器の設置義務に係る周知や感震ブレーカー設置に係る

費用の一部補助事業等を進めることにより、初期消火体制の強化に努めている。

○品川区災害対策基本条例の制定やしながわ防災学校で防災区民組織、事業所の

協力連携の必要性等の普及を図り、地域防災体制の確立を進めている。

応
急
復
旧
対
策
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 防災都市づくり 

対策２ 防火対策 

対策１ 防災都市づくり                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

＜地域特性に応じた防災都市づくり＞ 

・延焼遮断帯の整備 

・沿道の不燃化 

・防災広場の整備 

・がけ・擁壁、ブロック塀等の安全対策 

・新たな制度を活用した強力な木密地域の解消 

・都市計画道路沿道の防災まちづくりの推進と街並み形成 

・木密地域の不燃化の促進 

・防災広場等の適正配置と機能の充実 

・細街路の拡幅整備の推進 

・広域避難場所周辺や避難道路沿道の不燃化促進 

・特定緊急輸送道路の機能確保および橋りょうの耐震化 

・舟運の活用 

・避難所へのアクセス道路の確保 

・災害時の水の確保検討 

・再開発等の機会を捉えた防災機能の導入 

・現地活動に即応できる拠点の検討 

＜建築物の耐震化の促進＞ 

・公共施設の安全化対策 

・耐震改修促進計画の推進および耐震化対策の推進 

・木密地域の耐震化の推進 

・液状化対策を考慮した設計に係る指導 

・高層集合住宅の安全対策に係る積極的な啓発 

・民間建築物の耐震化支援 

＜液状化、長周期地震動への対策の強化＞ 

・液状化の恐れのある地域において、建築物の設計者等に対し的確な対

策を講じるよう促す。 
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機関名 役   割 

・高層集合住宅における安全対策の推進 

事業者 
・耐震化の推進 

・エレベーターの閉じ込め防止装置の設置 

区民 
・主体的な耐震化対策の実施 

・高層集合住宅における家具固定、共同備蓄の推進 

【具体的な取組】 

第１ 地域特性に応じた防災都市づくり

○防災都市（「燃えない」「燃え広がらない」震災に強い安全・安心な都市）の形成を目指

し、延焼遮断帯の整備、防災上有効な道路、沿道の不燃化や防災広場の整備、老朽住宅

の建替え、ブロック塀等の除却による不燃化を進めている。

○防災生活圏とは、延焼遮断帯に囲まれた圏域である。火を出さない、もらわないとい

う視点から市街地を一定のブロックに区切り、隣接するブロックへ火災が燃え広がら

ないようにすることで大規模な市街地火災を防止する

１ 延焼遮断帯の整備

道路等の都市施設の整備とともに、それらの沿道の建築物の不燃化により延焼遮断帯

の整備を進める。

（１）都市計画道路の整備 

① 道路については、単に人や物の輸送を分担する交通機能のみならず震災時にお

いては、延焼防止や避難・緊急物資等の輸送ルートなど多様な機能を持ち、災害

に強い都市構造の骨格を形成するものであり、震災時の避難路としても充分機能

するよう整備を進める。特に未整備の都市計画道路については、東京都の木密地

域不燃化 10 年プロジェクトで特定整備路線に位置付けられた放射２号線、補助

29 号線および補助 28 号線をはじめ、補助 163 号、205 号の整備促進、および補

助 31 号線の整備検討を図る。

  補助 205 号線は平成 28 年度でⅠ期区間整備が完了した。補助 163 号線は東急

大井町線交差部の拡幅工事中である。

（２）沿道の不燃化 

① 延焼遮断帯や避難路として整備すべき道路等の沿道で不燃化の遅れている地域

に対して、不燃化を促進する。特に延焼の危険性が高く、早急な整備が必要とさ

れる地域（防災都市づくり推進計画における重点整備地域など）に対し、延焼遮

断帯を早期に整備するため、都市防災不燃化促進事業等の活用により、幹線道路

等の沿道における耐火建築物への建替えを促進する。 

② 区では、平成 10 年度から都市計画道路補助 26 号線の都立大崎高校以西の沿道

について、都市防災不燃化促進事業を導入し、延焼遮断帯形成のために耐火建築

物への建替えの助成を行った。補助 46 号線品川地区については、市街地大火の延

焼拡大を防止するため、沿道の不燃化を平成 15年度から平成 24年度実施した。 

・滝王子通り地区 平成 21 年度～平成 30 年度

・戸越公園一帯周辺地区および補助 26号線その２地区 平成 18年度～平成 32年度
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２ 防災機能を有する公園、広場の整備

（１）現況 

① 区では、昭和 53 年に「品川区防災活動広場の設置に関する条例」を制定し、震

災時における地域の防災活動の拠点として、平常時には防災訓練の場、区民の憩

いの場、子どもの遊び場となる 38ヶ所（平成 29年４月１日現在）の防災活動広

場の整備を行ってきた。 

② 平成 17年には、防災活動広場の拡充を図るために防災活動広場を「品川区児童

遊園の設置および管理に関する条例」の特定児童遊園として編入し、児童遊園と

一体管理を行い防災活動広場の拡充を図るとともに、公園等にも可能な限り防災

設備を設けている。今後も、まちづくりに関する各種事業、制度を活用し、防災

上有効な広場の整備を進めていく。 

（２）設備 

公園、広場には、できるだけ次の防災設備を設けていく。

・防火貯水槽

・消火器格納庫

・小型ポンプ格納庫

・防災資機材倉庫

・マンホールトイレ

・かまどベンチ

（３）防災機能を有する公園、広場一覧表 

（平成 29年４月１日現在） 

ア 防災活動広場（特定児童遊園） 

資料○  ○○○ 

３ 木密地域における防災性の向上            

① 荏原地区を中心とした区域は、老朽化した木造住宅が密集している地域が広がって

いること、４ｍ未満の狭あいな道路が多いこと、公園等のオープンスペースが少ない

こと等から、大規模地震による建物の倒壊やそれに伴う道路閉塞、延焼の危険性が非

常に高い。東京都による首都直下地震時の被害想定（平成 24 年４月）でも、火災によ

る焼失棟数が非常に多くなると予測されている。 

② 区では、これまで、防災生活圏促進事業および都市防災不燃化促進事業等の防災性

の向上に資する取組みを実施しているが、依然危険な地域も多いため引き続き実施し

ていく。様々な角度から、密集市街地の防災性を向上させるため避難道路機能強化事

業、密集市街地整備促進事業（図表 2- 1）、木密地域不燃化 10 年プロジェクト（図表

2- 2）、防災街区整備事業といった施策を今後も展開していくことが必要となる。 
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図表 2- 1 防災まちづくりに関する事業一覧

地区名 対象地区 実施内容 事業期間 

密集住宅市街地整備促

進事業 

旗の台・中延地区 
旗の台４丁目、 

中延５丁目 

・老朽建物の建替え

促進、防災広場 

・生活道路の整備 

平成元年度～31年度 

二葉３・４丁目、 

西大井６丁目地区 

二葉３・４丁目、 

西大井６丁目 
平成 18 年度～32 年度 

東中延１・２丁目、 

中延２・３丁目地区 

東中延１・２丁目、

中延２・３丁目 
平成 19 年度～32 年度 

豊町４・５・６丁目地

区 
豊町４・５・６丁目 平成 19 年度～32 年度 

図表 2- 2 木密地域不燃化 10年プロジェクトスケジュール

平成 24 年度 平成25～27年度 ～平成 32年度

不燃化特区 先行実施 

（東中延１・２丁目、

中延２・３丁目地区）

本格実施 

（東中延１・２丁目、

中延２・３丁目地区、

補助２９号線沿道地

区、豊町４・５・６

丁目、二葉３・４丁

目および西大井６丁

目地区、旗の台４丁

目・中延５丁目地区、

戸越２・４・５・６

丁目地区、西品川

２・３丁目地区、大

井５・７丁目、西大

井２・３・４丁目地

区、放射２号線沿道

地区、補助２８号線

沿道地区） 

特定整備路線 

（放射 2号線、補助 29号線、補助

28 号線） 

実 施 期 間 選定 

実 施 期 間 選定 

実 施 期 間 選定 
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（１）新たな制度を活用した強力な木密地域の解消 

ア 特に危険性の高い地区における不燃化特区制度の活用 

① 地域危険度が高く特に重点的・集中的に改善を図るべき地区については、

「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」に基づく東京都の不燃化特区制度を活

用し、都と連携して不燃化を強力に推進する。区内では、先行実施地区に、

「東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区（荏原中延駅周辺）」が選定された

ことから、地区内の不燃化整備事業を重点的に進めていくとともに、他の地

区についても、各地区のニーズに沿った整備プログラムを作成し、木密地域

の防災性向上を図っている。 

② 従来の「老朽木造建築物の解体除却費用の助成」、「取り壊し・建替えに関

するご相談に専門家を派遣」、「固定資産税・都市計画税の減免」といった支

援制度の他に、「引っ越しにかかる費用の助成」「耐火・準耐火建築物にする

ための費用の助成」といった制度を平成 28 年度に新たに設けた。 

③ 平成 29年度は、助成対象を木造建築物の他に軽量鉄骨造建築物を加え、ま

た耐火・準耐火建築物を除く木造建築物の場合は、昭和 56 年５月以前に建築

されたものから平成 17年３月以前に建築されたものまで対象を拡大するこ

ととした。 

イ 放射２号線、補助 29号線および補助 28 号線の強力な整備推進 

放射２号線、補助 29 号線および補助 28 号線は、木密地域を貫き、延焼を遮

断するとともに避難路や緊急車両の通行路として地域の区民の安全な暮らしを

守るため必要不可欠な道路であり、ライフラインとしても重要な役割をもって

いる。この路線については、東日本大震災を踏まえて平成 24 年（2012 年）に

開始された都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」において特定整備路線と

して選定された。このことは、区の防災まちづくりにおいて極めて重要な意思

決定であるため、都と密接な連携を図り、事業推進に向けて協力していくこと

とする。 

ウ 地区計画の策定 

① 戸越公園周辺、豊町、二葉、西大井、中延地域等では、各種地区計画等の

活用により、老朽建物の建替えの促進および道路状空間の確保等、市街地の

安全性の向上を図る。

② 平成 28年度に豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目、西大井六丁目地区に

新たな地区計画を策定した。平成 29年度に戸越・豊町地区の地区計画を都市

計画決定する。

（２）都市計画道路沿道の防災まちづくりの推進と街並み形成 

ア 都市計画道路の整備の具体化に合わせた防災まちづくりの推進 

放射２号線、補助 29 号線および補助 28 号線が現在事業に着手している。区

としては、都市計画道路の沿道地域のまちづくりについて検討し、さらに防災

まちづくりを強力に推進する。また、都市計画道路の沿道において住み替えが

必要になるため、住み慣れた地域での居住支援等、具体的な対策を検討する。 

イ 未整備の都市計画道路の整備促進 

木密地域を通る都市計画道路の整備は、延焼遮断帯の構築だけでなく、沿道

の不燃化を促進させることにもつながるため、都市計画道路の整備を促進する。

また、都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」において特定整備路線に選定



第２編 震災編 

第２部 安全なまちづくり 

 予防  応・復 

対策１ 防災都市づくり 

震‐2‐10

された補助 29 号線につながる補助 31 号線および補助 205 号線の未整備部につ

いて、補助 29 号線の整備の機会にあわせて、整備推進を検討する。 

（３）木密地域の耐震化・不燃化の促進 

木密地域においては、建築物の耐震化および不燃化を促進するため、防災生活圏

促進事業および都市防災不燃化促進事業等とともに、防災性の向上を目的とした地

区計画等を定め、都市の防災性の向上に資する取組みを今後も継続して実施する。

また、木密地域における住宅改善工事助成の制度や対象を拡充し、住宅の防火・耐

火対策を推進している。さらに、整備地域および新防火地域において、耐震診断で

倒壊の恐れがあると診断された建物に対し、改修および建替え費用を助成すること

により、耐震化を促進する。 

（４）防災広場等の適正配置と機能の充実 

ア 防災広場の整備・適正配置 

① 防災性の向上とともに、周辺の住環境向上のため、引き続き、密集住宅市

街地整備促進事業等による防災広場の整備を引き続き進めるとともに、適正

配置を図っていく。 

② さらに、防災広場の未整備地域における地域の防災性を向上させるため、

既存の公園、児童遊園へのマンホールトイレや消防水利、かまどベンチ、防

災倉庫等の設備の設置を推進し、今後も防災機能の適正配置を図る。 

イ 必要な機能の充実 

現在の防災広場は、マンホールトイレや消防水利、かまどベンチ、防災倉庫

等の設備が設置されている。区全体の防災広場への設備配置状況や広場整備面

積等を踏まえ、その機能をさらに検討し、充実させる。 

ウ その他オープンスペースの確保 

区が整備する公園、広場等に加え、民間の緑地や空地などのオープンスペー

スは、延焼防止や避難のための有効な空間となり得る。そのため、まちづくり

に関する各種事業・制度や開発環境指導要綱、密集住宅市街地整備促進事業な

どにより、これら有効なオープンスペースの確保・保全を行う。 
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（５）細街路の拡幅整備の推進 

ア 細街路拡幅整備事業の内容の見直し検討 

① 道路は多様な機能を持つ空間である。人々の生活に密接な道路は、歩行者

や自転車、車などの交通のためだけではなく①震災時の避難や消防、救急活

動といった防災上の機能や②建物相互間を一定距離確保することで、日照、

通風、防火機能を向上させる役割を担っている。このようにさまざまな機能

を充分発揮させるため、建築基準法では、道路の幅員を最低４ｍとしている

が、区内には幅員４ｍ未満の道路が多いため、細街路拡幅整備事業により、

拡幅の支援を行う。 

② 荏原地区を中心とした木密地域においては、幅員４ｍ未満の狭あいな道路

（細街路）が多く存在する。また、安全な避難の支障となる行き止まり道路

も多い。そこで、現在実施している細街路拡幅整備事業において、内容の見

直し検討を今後も行う。またより一層、整備を進めるため、平成 27 年度から

木密地域の行き止まり道路も整備対象とした。 

③ 一旦確保した道路空間が適切に確保されず、工作物等の再突出も見られる

ことから、突出の状況を把握次第、除却の指導を継続する。 

図表 2- 3 細街路拡幅整備の概要図

イ 街並み誘導型地区計画を活用した建替え促進と道路空間の確保 

敷地面積が狭いために、必要な道路空間を確保して建替えをすることが困難

な敷地に対しては、街並み誘導型地区計画等を活用した建替えの促進と必要な

道路空間の確保を図る。 

ウ 行き止まり道路の避難方法等の検討 

行き止まり道路については、非常時における２方向避難が可能となるよう、

近隣住民間での協力体制の構築や、庭先や建物の間を利用した非常用の避難経

路の確保方法を検討する。 
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４ 安全で安心な避難ができるまちづくり

① 区の広域避難場所は、現在 10 ヶ所指定されているが、周辺の住宅の不燃化が進んで

おらず、さらなる避難計画人口の確保が必要な箇所もある。そのため、３km 以上の遠

距離避難を余儀なくされる地区もあることから、広域避難場所の有効面積を増加させ、

より多くの広域避難人口を確保できるよう、各広域避難場所周辺の不燃化を促進して

いくとともに、遠距離避難を円滑に行えるよう、避難道路の拡幅整備や沿道の不燃化

および耐震化を進めていく必要がある。 

② 大規模災害により住居が全・半壊等した区民が一定期間避難生活を送るための小中

学校等の避難所等においては、安心して避難生活を送るために、必要な飲料水および

水洗可能なトイレの整備が必要である。飲料水については、都水道局の設置した応急

給水槽が区内に４ヶ所整備され、4,600m3の飲料水が確保されている。また、避難所と

なる各小中学校においては、耐震化し緊急遮断弁を設けた受水槽の改良が行われてい

る。しかしながら、災害発生直後には、給水が困難な場合もあることから、今後も飲

料水の確保に努める必要がある。 

③ 避難所は、被災者が避難生活を送ることはもちろん、物資の運搬・配布拠点、医療・

消防等の活動拠点等、多くの機能を持つ。避難所がこれらの機能を充分発揮するため

には、周辺道路空間が確保されていることが重要であることから、避難所への狭あい

なアクセス道路における空間確保が必要である。 

（１）広域避難場所周辺や避難道路沿道の不燃化促進 

ア 林試の森公園および戸越公園一帯 

① 遠距離避難区域の解消を進めるために、広域避難場所の機能の充実により

避難計画人口の拡大を図ることが必要である。東京都では、平成９年度に新

たに林試の森公園と戸越公園一帯を避難場所として指定したが、避難計画人

口は、それぞれ 85,100 人と 16,600 人であり、被害想定の見直し結果を踏ま

えると未だ遠距離避難の解消が図られたとはいえない状況にある。 

② 区では、林試の森公園については、防災生活圏促進事業（図表 2- 4）によ

り林試の森公園へ至る主要な避難経路となる地区防災道路の整備等を行い、

安全で住みよいまちづくりを進めている。 

図表 2- 4 林試の森公園周辺

事 業 名 地 区 名 実 施 内 容 事 業 期 間 

防災生活圏促進事業 
荏原北・ 

西五反田地区 

地区防災道路Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲの整備、防災広場整

備など、耐火建築助成 

平成 10 年度～ 

平成 33 年度 

③ 戸越公園一帯については、平成 18年度から、周辺地区の不燃化事業を開始

した。また、防災生活圏促進事業により避難場所へ至る避難経路の整備と、

防災上有効となる広場の整備、円滑な避難を図るための入口の整備を進める

など、防災性の強化を図り、引き続き避難計画人口の拡大を図る（図表 2- 5）。
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図表 2- 5 戸越公園一帯周辺

事 業 名 地 区 名 実 施 内 容 事 業 期 間

都市防災不燃化促進事業 
戸越公園一帯 

周辺地区 

不燃化建築助成 

不燃化率は 

現在 44.7％(平成 28 年度

末) 

目標 70％(平成 32 年度末) 

昭和 18 年度～ 

平成 32 年度 

防災生活圏促進事業 戸越･豊町地区

地区防災道路の整備、防災

広場・避難場所入口整備な

ど 

平成 18 年度～ 

平成 32 年度 

イ 大井競馬場・しながわ区民公園 

大井競馬場・しながわ区民公園周辺については避難道路としての課題があり、

安全な避難を確保するため、滝王子通り（森前交差点から池上通りまでの約 870

ｍの区間）の道路拡幅、沿道の不燃化等の避難道路機能強化を進めている。 

ウ 広域避難場所周辺地区の不燃化による避難計画人口の拡大 

広域避難場所の周辺について、不燃化を促進し、避難時の安全性を確保する

とともに、避難計画人口の拡大を図ることとする。 

エ 避難道路沿道建築物の不燃化促進 

避難道路として東京都が指定する滝王子通りについては、拡幅整備を促進す

るとともに、安全で確実な避難が可能となるよう不燃化を促進する。 

（２）避難所へのアクセス道路の確保 

ア 避難所周辺の狭あいな道路における道路空間の確保検討 

避難所に安全に避難できると同時に、避難所への物資の輸送等が円滑に実施 

できるよう避難所へのアクセス道路について必要な道路空間の確保を図る。 

イ アクセス道路のマンホール浮上を抑制し車両導線を確保 

大地震による液状化の発生で地中のマンホールが浮上してしまい緊急車両や

物資運搬車両が通行できなくなる事態に備え、マンホール浮上を 10 センチ以下

に抑制する対策工事を東京都から受託して実施した。（H24 完了） 
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（３）災害時の水の確保 

ア 応急給水槽・トイレ用排水槽の整備 

① 災害時、ライフラインの寸断により、電力・水道・下水道等が使用困難と

なることが想定される。中でも「水」は、生命維持活動に係るものであるこ

とから、適正に確保される必要がある。現在、避難所となる小中学校等では、

既存の受水槽を改良し、飲用水を一定期間確保するとともに、周辺の下水道

管きょおよび排水設備の耐震化により災害時のトイレ機能の確保を進めてい

る。

② 安心感のある避難所生活および適切な医療活動等を行うために重要な飲用

水、生活用水等の確保について、東京都（水道局、下水道局、公園部局）、東

京消防庁等との協議・調整を行いながら、災害時の水の確保に努める。

（４）再開発等の機会を捉えた防災機能の整備促進 

ア 再開発施設または敷地における防災機能の導入促進 

事業者等により区内で再開発が実施される際には、区は、その施設や敷地内

に避難者を収容できるスペース、水・食糧等の備蓄倉庫、マンホールトイレ等

を設置する等の協力を求め、防災機能の整備が図られるよう努める。 

イ 民間施設における防災機能の導入促進 

区は、事業者等が所有する既存の、または新築する建物において、避難者を

収容できるスペースを確保する等の協力を求めるよう努める。 

ウ 区災害対策本部を補完する防災機能拠点の検討 

① 災害時には、区役所に区長を本部長とする区災害対策本部を設置し、災害

情報の収集・伝達、都への要請・連絡、避難勧告・指示および支援物資の管

理等を行うこととしている。しかしながら、荏原地区を中心とした木密地域

では、建物倒壊による道路閉塞や延焼により、区役所からの物資の運搬や救

援・救護活動が困難になる恐れがある。そこで、区災害対策本部の機能を補

完し、現地で災害時の活動に即応し、迅速な情報収集や伝達を行うとともに、

ボランティア活動の展開、支援物資等の受入れ・管理および医療・福祉活動

の実施といった各機能をもった防災機能拠点の整備について、まちづくりマ

スタープランとも連携し、検討していくこととする。

② 防災機能拠点の機能は以下のとおりである。

・物資・車両等の調達・輸送・配分

・支援物資等の受領・保管・配分

・協力団体および個人との連絡調整

・避難行動要支援者の救援

・医療、福祉に関する提供・調達・配給

・飲料水・生活用水等の提供

・遺体収容、障害物除去、廃棄物処理の活動拠点

第２ 高層建築物における安全対策

○東京消防庁は、高層建築物等の安全対策として、火災予防対策、避難対策（混乱防止対

策）、防火・防災管理対策、消防活動対策等について、関係事業者に対して、指導を行う。
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１ 高層建築物における安全対策

（１）高層建築物の安全対策 

① 東京消防庁は、高層建築物等の新築等に際して、関係者に対し、火災予防審議

会を受けて策定した下記の防火安全対策を講じるように指導する。 

・高層の建築物の防火安全対策 

・乾式工法を用いた防火区画等の煙等の漏えい防止対策（100ｍ以上の高層建築

物を対象とした安全対策） 

・大規模建築物群等の消防アクセス確保対策 

・鉄道ターミナル駅に係る防火安全対策 

・高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策 

② 東京消防庁は、関係事業所に対して、次の対策を指導する。 

ア 火災予防対策 

・火気使用設備・器具の安全化および出火防止対策の推進

・火気使用場所の環境整備および可燃性物品の転倒落下防止措置

・内装材料、家具調度品、装飾物品の不燃化

・消火設備、防火区画等の機能確保による延焼拡大防止対策の推進

イ 避難対策（混乱防止対策） 

・避難施設の適正な維持管理および避難通路の確保

・ビルの防災センターからの迅速な緊急放送体制の整備

・ショーケース、看板、複写機等の転倒、落下、移動の防止

・事前指定した避難誘導員の周知や訓練指導者の育成

・避難口、避難階段を明示した館内図の掲示や施設利用者に対する災害発生

時の行動要領の周知徹底

・警報設備、避難設備の機能確保による避難対策の推進

ウ 防火・防災管理対策 

・従業員に対する消防計画の周知徹底

・管理権限者が複数の建物における管理責任区分および全体についての消防

計画の周知

・ビル防災センターの機能強化および要員教育の徹底

・救出・救護知識の普及および必要な資器材の整備

・防火管理業務および防災管理業務従事者を対象とした、実務講習等による

教育

・実践的かつ定期的な訓練の実施

エ 消防活動対策 

・消防活動上必要な施設の機能確保による消防活動対策の推進
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２ 高層集合住宅対策

（１）現状 

① 東日本大震災により、都内において家具類の転倒・落下による負傷者が発生し

た。東京消防庁の調査によると、共同住宅の高い階層ほど、家具類の転倒等の発

生割合が高く、また、事業所においても同様の傾向で、家具類の転倒、落下に加

え、移動が発生した。中でもコピー機のような重量物でキャスター付きのものの

移動が高い階層で目立った。 

② 品川区においては大崎や五反田、臨海部周辺などで相次いで 31ｍを超える高層

集合住宅や 60ｍを超えるの超高層集合住宅等の建設が進んでいる。特に臨海部に

おける近年の高層集合住宅建設ラッシュには目覚ましいものがある。品川区分譲

マンション実態調査報告書（平成 28 年度）によれば区内の分譲住宅で、10 階以

上の高層建築物が 518 件、これらの建築物のうち超高層集合住宅に相当する 20 階

以上の集合住宅が 31 件存在する。（要確認） 

（２）高層集合住宅の特色 

ア 人的・物的被害 

① 高層建築物は、地震に対して比較的ゆっくりとした大きな揺れが長時間続

く傾向があり、多くの家具類の移動・転倒が予想される。 

② 高層階ほど、揺れが大きくなりやすく、ピアノや冷蔵庫などの重量物も高

層階ほど移動・転倒しやすくなる。 

③ 家具類が大きく移動・転倒することで、その付近にいる人々に死傷の危険

をもたらす。阪神・淡路大震災でも、高層集合住宅で亡くなる方の主な原因

はこのような家具の移動・転倒に伴うものであった。 

イ ライフライン被害 

高層集合住宅の場合、ライフライン停止時には一般住宅よりも生活上の困難

が増す。特にエレベーターが停止することで、高層階の住民は外との往復が著

しく困難になる。ライフラインが停止すると、例えば水などは避難所や応急給

水槽へ行って運搬する必要がある。高層階に住む人々にとって、このような対

応は大きな困難をもたらすことになる。 

（３）高層集合住宅における安全対策 

① 区においては、集合住宅の管理組合のほか、ライフライン事業者やエレベータ

ー保守事業者と協力してできるだけ早い段階で日常に近い生活に戻すべく協力体

制を築いていく。 

② 平成 29年度よりマンション防災アドバイザー派遣制度を新設し、防災意識の啓

発に努めている。 

③ 居住者等がとるべき対策は、次のとおりであり、区は積極的啓発を図る。 

ア 安全対策 

家具転倒による死者および負傷者を減少させるため、家具類の転倒防止対策

を推進する。区においては、引き続き転倒防止器具のあっ旋に努めるとともに

高齢者世帯の転倒防止器具の取付けについてもシルバー人材センターの活用な

ど積極的な啓発・推進を実施する。 

イ 共同備蓄対策 

高層集合住宅の上層階に住んでいる場合は、エレベーターの停止等で、水、

食糧・トイレ等の確保が困難になる可能性が高いことから、共同方式による防
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災物資の備蓄方策を検討する必要がある。 

（４）高層集合住宅への普及・啓発 

区では、高層集合住宅の防災対策を推進するため、以下の啓発資料を作成し、区

内 10 階以上の高層集合住宅に啓発している。 

・高層マンションの防災対策ハンドブック（居住者向け） 

・高層マンションの防災対策手引き（管理組合向け） 

第３ 急傾斜地、がけ・擁壁、ブロック塀等の崩壊の防止

○がけ地の安全対策として、建築物や擁壁等を設ける場合の指導やがけ・擁壁等の安全化

支援による防災意識の啓発を図っている。 

○ブロック塀の安全対策では、平成 27 年度より「不燃化特区事業」、「密集住宅市街地整備

促進事業」、「都市防災不燃化促進事業」等の対象地区に対して防災緑化助成制度を設け、

ブロック塀の撤去と避難路の緑化を推進している。

１ がけ、擁壁

（１）現況 

① 区内には内陸部に御殿山、島津山、池田山などの丘陵地を要している。 

② 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」（昭和 44 年７月１日法律第

57 号）では、傾斜度が 30 度以上ある土地を急傾斜地と定めている。このうち、

高さが５ｍ以上、想定被害地域内に５戸以上の人家が存在するなど、一定の要件

を満たすものが、急傾斜地崩壊危険箇所とされている。 

③ 東京都が調査した「急傾斜地崩壊危険箇所調査」によると、都内急傾斜地崩壊

危険箇所は平成 24 年３月末現在 2,972 ヶ所となっている。品川区の急傾斜地崩壊

危険箇所は、計 43 ヶ所あり、特に北品川、東五反田、上大崎に数多く分布してい

る。 

（２）警戒区域の選定 

東京都が公表している品川区内の急傾斜地崩壊危険箇所 43箇所のうち、自然斜面

で建物の立地状況等により土砂災害につながる恐れのある 6 箇所を警戒区域（図表

2- 6）として、優先的に選定している。 

図表 2- 6 警戒区域

警戒区域 
北品川３－７、北品川４－９、北品川５－１１、 

東五反田３－１６、上大崎１－５、上大崎３－１０ 

※平成 26年 10 月 10 日現在の選定。 

※選定済の 6 箇所を含む急傾斜地崩壊危険箇所 43 箇所（図表 2- 7）の詳細調査

は、平成 32年までに東京都によって実施され、警戒区域等の指定がなされる予

定。 

※今後の東京都の詳細調査結果や現地調査、大雨時の降雨量、パトロール等によ

る前兆現象の発見に応じ適宜見直しを行っていく。 
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図表 2- 7 急傾斜地崩壊危険箇所一覧

番号 箇所番号 所在地 番号 箇所番号 所在地 

261 109B1-023 北品川 3-6 247 109B1-009 大崎 3-10

262 109B1-024 北品川 3-7 258 109B1-020 大崎 3-12

260 109B1-022 北品川 3-9 257 109B1-019 大崎 4-2

235 109A1-002 北品川 4-9 263 109B1-025 南品川 6-7

259 109B1-021 北品川 5-9 241 109B1-003 南品川 6-8

236 109A1-003 東五反田 1-2 264 109B1-026 南品川 6-8

253 109B1-015 東五反田 3-7 265 109B1-027 西品川 3-20

254 109B1-016 東五反田 3-16 270 109B1-032 東大井 3-5

234 109A1-001 東五反田 5-9 273 109B1-035 大井 4-11

238 109A1-005 東五反田 5-20 268 109B1-030 西大井 4-11

240 109B1-002 西五反田 3-3 269 109B1-031 西大井 6-1

255 109B1-017 西五反田 6-5 267 109B1-029 平塚 1-3

256 109B1-018 西五反田 8-10 271 109B1-033 平塚 1-10

245 109B1-007 上大崎 1-3 276 109B2-002 平塚 2-7

244 109B1-006 上大崎 1-5 266 109B1-028 平塚 2-20

246 109B1-008 上大崎 1-19 272 109B1-034 旗の台 3-13

243 109B1-005 上大崎 2-2 275 109B2-001 旗の台 5-7

237 109A1-004 上大崎 3-10 242 109B1-004 八潮 5-9

274 109B1-036 上大崎 3-10

239 109B1-001 上大崎 3-11

251 109B1-013 上大崎 4-5 （計 43 ヶ所） 

（３）安全対策 

① 区では、がけ地に建築物や擁壁等を設ける場合は、建築基準法および東京都建

築安全条例により防災上の見地から指導を行っている。また、がけ・擁壁等の安

全化支援を実施し、防災意識の啓発を図っている。 

② がけ・擁壁の安全化支援にあたり、区内全域の実態基礎調査を実施し、調査結

果を公表し、周知啓発を進めている。また、がけ・擁壁改修工事費助成事業やが

け・擁壁安全化アドバイザー派遣事業等により、安全化対策の促進を図る。 
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２ ブロック塀

（１）現況 

震災時に既存ブロック塀等の倒壊により道路を閉塞する恐れがあることから、避

難道路沿いのブロック塀等の実態調査を実施し、危険性のあるものについては補強

などの改善指導を行った。滝王子通りについては、昭和 58 年に改善事業を実施した。

（２）安全対策 

① 区民がブロック塀等を生垣等へ改修する場合、工事費の一部助成を行い既存塀

等の安全化に努めるとともに、建築確認審査等を通じて安全化に対する指導や、

木密地域事業の理解を深めるためのビラ配布を行っている。 

② 平成 27年度より「不燃化特区事業」、「密集住宅市街地整備促進事業」、「都市防

災不燃化促進事業」等の対象地区に対して防災緑化助成制度を設け、ブロック塀

撤去、避難路の緑化を推進している（図表 2- 8）。 

図表 2- 8 防災まちづくりに関する事業一覧

地区名 対象地区 実施内容 事業期間 

防災生活圏促進事業 

荏原北・西五反田地区、

小山台１・２、小山３、 

荏原１・２、 

西五反田４・５・６ほか 

・広域避難場所の入

口整備 

・避難経路の拡幅整

備 

・防災広場用地取得

および広場整備 

平成 10 年度 

～平成 33年度 

戸越・豊町地区 
豊町１・２・３の一部 

戸越２・３・４・５ 

平成 18 年度 

～平成 32年度 

都市防災不燃化促進事業

補助 29 号線地区 大崎３丁目の一部 

・不燃化建築助成 

平成 28 年度 

～平成 37年度 

補助 29 号線その２地区 

西品川３・４丁目の一部 

戸越１・２・４丁目の一

部 

豊町６丁目、二葉３・４

丁目の一部 

西大井５・６丁目の一部 

平成 28 年度 

～平成 37年度 

補助 28 号線地区 
大井３・４・５丁目の一

部 

平成 28 年度 

～平成 37年度 

林試の森公園周辺地区 
小山台１・２丁目の一部 

西五反田４丁目の一部 

昭和 62 年度 

～平成 12年度 

補助 26 号線地区 

小山台３・４丁目、荏原

３・４丁目の一部 

西中延１丁目、中延１丁

目の一部 

東中延１丁目、平塚１・

３丁目の一部 

戸越３・４・５丁目の一

平成 10 年度 

～平成 18年度 
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地区名 対象地区 実施内容 事業期間 

部 

補助 46 号線品川地区 

西五反田４丁目の一部 

小山台１丁目の一部 

小山３丁目の一部 

平成 15 年度 

～平成 24年度 

戸越公園一帯周辺地区 

戸越２・４・５丁目の一

部 

豊町１・２・３丁目の一

部 

平成 18 年度 

～平成 32年度 

補助 26 号線その２地区 

西品川１丁目の一部 

二葉１丁目の一部 

豊町２・３丁目の一部 

平成 18 年度 

～平成 32年度 

滝王子通り地区 
西大井１・２丁目の一部 

大井５丁目の一部 

平成 21年 10 月 

～平成 31年３月

第４ 建築物の耐震化の促進

○耐震改修促進計画の進捗状況を確認し、適宜見直しを行っていく。 

○学校や区有施設については、防災上重要な施設の耐震化を行い、平成 27年度に完了した。

また、非構造部材の耐震化、排水設備の耐震化についても、現場調査と対策工事を平成

32 年度までに完了させる予定である。

１ 公共建築物の安全化計画

① 学校、地域センター、保育園等の建物は概ね鉄筋化、耐震化、不燃化が完了してい

る。

① 生命の安全を第一とし、施設全体の被害を最小限にくい止めるために、耐震改修促

進計画に基づき避難所となる学校や区有施設について、防災上重要な施設の耐震化を

行い、平成 27年度に完了した。（民間の建物内にある 1箇所を除く）

② 防災上重要な施設の非構造部材の耐震化について、平成 30年度に完了予定である。

③ 防災上重要な施設の排水設備の耐震化について、平成 32年度に完了予定である。

② 防災上重要な建築物のリスト、連絡体制一覧表を作成し、所管部署との連携強化を

図る。

③ 区は、区有施設のエレベーターの設置台数、設置施設を把握し、関連事業者と災害

時の対応に関する連携を図る。

２ 民間建築物の安全化

① 地震災害の中でも、建築物の倒壊等による被害は人命にかかわる。民間建築物の安

全化対策は、所有者または使用者が行うことが原則である。

② ここでは民間建築物の安全化を推進するための普及・啓発について定める。

（１）耐震化の推進 

耐震改修促進法の改正（平成 18 年１月 26 日施行）を踏まえ、区では平成 19 年

12 月に耐震改修促進計画を策定し、平成 24 年度と平成 29 年度に改定を行った。こ

の計画は、地震により想定される被害の半減を目指し、昭和 56 年５月 31日以前に

建築された住宅・建築物の耐震診断および耐震改修等を、計画的かつ総合的に促進

し、災害に強いまちづくりを進めるものである。 
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（２）これまで進めてきた耐震化支援対策 

① 平成 16年４月より、昭和 56 年５月 31 日以前の旧耐震基準でつくられた木造住

宅を対象として、所有者等の申請に基づき専門家を派遣し、耐震診断を行うとと

もに診断に係る費用を助成支援してきた。 

② 平成 18年７月からは、区の診断支援制度を活用し、診断の結果、倒壊の恐れが

あるとされた木造住宅のうち、「東京都防災都市づくり推進計画」に定める「整備

地域」にあるもので、６ｍ以下の道路沿いにあるものを対象に、耐震改修に係る

費用について助成支援を開始し、平成 19 年４月からは、道路要件を撤廃し、区内

全域に対象地域を拡大した。 

③ 平成 19年４月からは、建替え支援を整備地域および新防火地域内において開始

するとともに対象を木造アパートまで拡大した。 

④ 平成 23年４月から耐震補強設計費用の助成、マンションの改修費用の助成を開

始した。 

⑤ 平成 23年７月から、木造住宅の建替え支援と同じ地域において除却の支援を開

始した。 

⑥ 平成 26年度に建替え助成を見直し、除却費用の助成拡大を行った。

⑦ 特に建物倒壊危険度の高い区域で耐震改修・除却費用の増額を行う等の対策促

進に向けた支援を充実させている。 

（３）耐震改修促進計画 

① 耐震改修促進計画の計画期間は、平成 19 年度から 32 年度までの期間とし、32

年度時における耐震化率の目標を、住宅および民間特定建築物を 95％、この内、

地震による倒壊で道路を閉塞する恐れがある建築物は 100％、防災上重要な公共

建築物を 100％と定め、耐震化の現状を踏まえたうえで、地域特性や有効性を考

慮した支援策を位置づける。耐震改修促進計画の進捗状況を確認し、適宜見直し

を行っていく。 

② また、耐震化の基本的な取組み方針として、自助・共助・公助を原則とし、区

は、公共的な観点から必要な支援を行うとの考えから、まちの安全を高めるため

の重点施策としての住宅・建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修工事等に対す

る費用の助成、木造住宅建替え・除却支援、耐震化アドバイザー派遣とともに、

耐震シェルター等の設置支援や相談体制の強化など、耐震化促進に向けた総合的

な施策を積極的に推進していく。 

ア 耐震化の目標 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成 18 年

１月 25 日国土交通省告示第 184 号。以下「国の基本方針」という）ならびに「東

京都耐震改修促進計画（平成 19 年３月に策定し、平成 24 年３月改定）」を踏ま

え、地震による被害想定数から死者数を半減させることを目指し、区における

耐震化率の目標を次のとおり設定する（図表 2- 9）。 
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図表 2- 9 民間建築物の種類・種別と耐震化の目標

種 類 種 別（耐震化率（平成 23 年度時点）） 
耐震化の目標 

（平成 32年度）

住 宅 

〇木造住宅           （61.1％）

〇非木造住宅          （67.0％）
95％ 

〇マンション          （95.0％）
更なる耐震化の

促進 

民間特定 

建築物 

〇多数の人が利用する施設    （91.6％） 95％以上 

〇危険物を取り扱う施設     （92.6％） 95％以上 

〇地震による倒壊で道路を閉塞する恐れがあ

る建築物            （76.8％）
100％ 

区有建築物 

〇防災上重要な施設       （93.9％） 100％ 

〇その他の施設         （87.5％） 95％以上 

イ 耐震診断・耐震改修を促進するための基本的な取組 

（ア）住宅・建築物所有者等の責務（自助）

建築物所有者等の住宅・建築物の耐震化は、自らの生命や財産を守るため

に必要不可欠であることを再認識し、災害にあった際には倒壊による道路の

閉塞や火災延焼の起因になることも想起し、自らが所有・管理する建築物の

耐震化に主体的に取組む必要がある。 

（イ）関係団体との連携による耐震化の促進（共助＞ 

建築関係団体は、行政機関との適切な役割分担のもとに連携体制を構築す

るとともに、関係団体を構成する人的ネットワークを活用し、耐震相談、耐

震化に係る技術力の向上や技術者等の育成、必要な技術情報の発信などを行

い、耐震化を促進する。

（ウ）行政の責務（公助） 

① 各イベント、防災訓練等を通じた耐震化に係る情報提供や啓発活動、環

境整備を行うとともに、公共的な観点から必要がある場合は、財政的支援

を行う。 

② 国や都、関係機関や関係団体との連携を図り、公益的観点から必要とな

る施策を推進する。 

ウ 重点施策 

（ア）木造住宅密集地域を中心とした耐震化支援強化

a 木造住宅等の耐震化支援策の充実・拡大 

（a）木造住宅等耐震診断支援事業 

昭和 56 年５月 31 日以前に建築された木造住宅等（戸建て住宅、長屋、

共同住宅）を対象とした耐震診断への支援を、引き続き区内全域で実施

する。
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（b）木造住宅等耐震補強設計支援事業  

耐震診断の結果、倒壊の恐れのあるとされた建築物に対して、補強設

計費用の一部を助成する。

（c）木造住宅等耐震改修促進事業 

区の耐震診断助成を受け、耐震改修を行う場合は、その耐震改修費用

の一部を助成する。

（d）木造住宅建替え支援事業（図表 2- 10）および除却支援事業 

区の耐震診断支援を受け、耐震性能が不足しているため建替える場合

で、対象建築物が整備地域または、新防災地域に位置する場合に、建替

え費用および除却費用の一部を助成する。建物倒壊危険度の高い地域に

おいては、改修費用、除却費用の助成を拡充していく。

図表 2- 10 木造住宅 建替え支援事業の対象地域

b 非木造住宅の耐震化支援策の充実

（a）非木造住宅耐震診断支援事業 

昭和 56 年５月 31 日以前に建築された非木造住宅（戸建て住宅、長屋、

共同住宅）を対象とした耐震診断への支援を、区内全域で実施する。 

（b）非木造住宅耐震補強設計支援事業 

耐震診断の結果、倒壊の恐れのあるとされた建築物に対して、補強設

計費用の一部を助成する。 

（c）非木造住宅耐震改修支援事業 

区の耐震診断助成を受け、耐震改修を行う場合は、区内全域を対象と

して、耐震改修費用の一部を助成する。 

c マンションの耐震化促進支援 

（a）耐震化アドバイザー派遣制度 

マンションの耐震改修に関しては、多数の区分所有者による検討およ

◆木造住宅密集地域 
（整備地域もしくは新防火地域）

小山台、小山１～６、荏原１～６、 

西五反田４～６・８、平塚、中延、 

西中延、東中延、 

旗の台１の一部・２～５、戸越、 

豊町、二葉、大崎２～４、 

大井１～５・７、 

西大井１～６、東大井５の一部・６、 

西品川２・３、南品川４・５ 
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び合意形成が必要となる。そこでマンションの管理組合等に対して耐震

化に関する専門家を派遣し、耐震診断や耐震改修に関するアドバイスや

合意形成への支援を行う。 

（b）マンション耐震診断支援事業 

昭和 56 年５月 31 日以前に建築された一定規模以上のマンションを対

象として、耐震診断支援を、区内全域で実施する。 

（c）マンション耐震補強設計支援事業

耐震診断の結果、倒壊の恐れのあるとされた建築物に対して補強設計

費用の一部を助成する。 

（d）マンション耐震改修支援事業 

区の支援を受け、耐震改修を行う場合は、その改修費用の一部を助成

する。

（e）マンション防災アドバイザー派遣事業 

マンションの防災対策の現状を確認し、防災全般に関する助言や訓練

の計画・実施等の支援を行う

d 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援 

（a）特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計支援事業 

耐震診断の結果、倒壊の恐れのあるとされた建築物に対して補強設計

費用の一部を助成する。

（b）特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修・建替え・除却支援事業 

耐震診断の結果、倒壊の恐れのあるとされた建築物に対して、耐震改

修費用、建替え費用または、除却費用の一部を助成する。

e 民間特定建築物の耐震化促進 

・関係団体などと連携し、耐震化の促進

・耐震改修促進法に基づく指導・助言

（イ）耐震化を促進するための総合的な取組

・高齢者世帯などに対する耐震シェルターなどの設置支援

・対象建築物の所有者に対し指導・助言

・相談体制の充実

・低利融資・税の優遇、耐震改修工法など、情報提供の充実

・建物倒壊危険度が高い地域の住民への個別訪問による耐震化の普及啓発

・建築関連団体との連携強化と支援ネットワークの構築

・ケーブルテレビを活用した情報提供
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（４）建築物の耐震改修に係る各種施策の周知と啓発・各種助成制度の充実 

① 耐震改修促進計画に基づき、区内建築物の耐震化の促進に向け、耐震診断・耐

震改修工事等に対する費用の助成等を継続し、対象規模の拡大等、内容の充実を

図る。また、耐震アドバイザー派遣や（仮称）品川区住宅耐震化促進協議会の創

設等、相談体制の強化を進めるとともに、防災訓練における耐震化に関する情報

発信や区ホームページやチラシ配布を通じた家具転倒防止器具取付け推進、マン

ション管理組合における防災対策等検討交流会の創設により、建築物の耐震化・

マンションの防災対策をより一層促進する。

② 戸越公園周辺、豊町、二葉、西大井、中延地域等では、各種地区計画等の活用

により、老朽建物の建替えの促進および道路状空間の確保等、市街地の安全性の

向上を図る。

③ 平成 28 年度に豊町四・五・六丁目地区、二葉三四丁目地区、西大井六丁目地区

に新たな地区計画を策定した。平成 29 年度に戸越・豊町地区の地区計画を都市計

画決定する。

３ 特定緊急輸送道路の機能確保および橋りょうの耐震化

（１）特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の促進 

東京都では、震災直後から発生する緊急輸送の円滑化のため緊急輸送道路を定め

ている。また、特に、都内の主要な防災拠点、空港や港湾を結ぶ道路、緊急物資や

救援活動の受入れのための道路等、沿道建築物の耐震化を図る必要がある道路とし

て、特定緊急輸送道路が定められている。震災時に特定緊急輸送道路の機能を必ず

確保するため、沿道の建築物は、耐震化状況の報告と耐震診断の実施が義務化され

ている。区においても、区内の被災地への迅速で円滑な緊急物資輸送や救援活動の

受入れ等を行えるようにするため、耐震化の促進に係る必要経費の助成を継続して

実施する。

（２）橋りょうの長寿命化の推進および耐震化の促進 

「橋梁長寿命化修繕計画（平成 27 年（2015 年）４月改訂）」に則り、橋りょう

の長寿命化を推進していく。また、この長寿命化とあわせながら耐震化の推進も図

っていく。

第５ 液状化対策の強化

○区では、地盤改良や基盤構造の増強など、液状化対策を考慮した設計とするよう指導に

努めている。 

○東京液状化アドバイザー対策制度の活用による更なる安全化の充実・強化を図る。 

○また、高層集合住宅の防災対策を推進するため、啓発資料を作成し、区内 10 階以上の高

層集合住宅に啓発を進めている。

○大規模地震が発生すると、砂や水が噴出する地盤液状化による建物の沈下、転倒など

の被害が生じる可能性がある。

○地震動による建造物の震動被害でなく、構造物の支持基盤そのものの破壊による地盤

被害である。このような地盤の破壊が液状化現象と言われるもので、地盤被害あるい

は構造物への影響についての解明と対策が重要な課題となっている。

○建築物等に対する液状化対策は、特に重要なことから、国においては昭和 53 年に「基

礎杭の許容支持力の算定方法を定める建設省告示（昭和 46 年）」を決定し、液状化す
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る恐れのある地盤は杭の支持基盤としては無効であることを初めて明確に規定した。

その後、昭和 62 年には「建設省告示」により、軟弱な地盤区域に液状化区域を加える

など、液状化現象に対応してきた。

○区では、日本建築学会等で示されている地盤改良や基盤構造の増強など、液状化対策

を考慮した設計とするよう指導に努めている。東日本大震災時にも、各地で大きな被

害が発生しており、今後とも、建築確認審査等を通じて液状化対策に対する指導の充

実・強化を図る。

○液状化対策では、東京都が作成した「東京の液状化予測図」（平成 24 年度改訂版）や、

区が蓄積・所有する地盤データを活用しながら、建築物について、液状化対策を考慮

した設計とするよう建築確認申請等を通じて指導の充実を図る。

○東京都液状化対策アドバイザー制度を必要に応じて活用するなど、安全化の充実・強

化を図る。

○民間建築物の指導等の対策強化とともに、公共建築物に対する液状化対策に係る一層

の推進を図る。

第６ エレベーター対策

○エレベーター対策として、エレベーターの閉じ込め防止機能の向上(区施設、民間施設）、

救出体制の構築（救出要員を増員するための措置の実施、エレベーター保守管理会社の

連絡体制強化、エレベーター内の閉じ込めの有無の確認）、早期復旧体制の構築（「１ビ

ル１台」ルールの徹底、自動診断仮復旧システムの採用）を進めている。

１ エレベーターの閉じ込め防止機能の向上

（１）区施設 

区は、区施設に関して、施設の建替えやエレベーターの老朽取替え等の機会を捉

え、エレベーターの閉じ込め防止装置の設置を進め、安全性の向上を図る（図表 2- 
11）。

図表 2- 11 エレベーターの閉じ込め防止装置

装置名 機   能 

リスタート運転機能 ○地震で停止装置が働いて緊急停止した場合に、自動で安全を確

認しエレベーターを再作動させることにより、閉じ込めを防止

する機能 

停電時自動着床装置 ○停電時に、バッテリー電源によりエレベーターを自動的に最寄

階まで低速運転で着床させた後ドアを開き、閉じ込めを防止す

る装置 

P 波感知型 

地震時管制運転装置 

○主要動（Ｓ波）が到達する前に、初期微動（Ｐ波）を感知する

ことにより、安全にエレベーターを最寄り階に着床させ、ドア

を解放する装置 
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（２）民間施設 

① 医療機関は、災害時に医療活動を迅速に行えるよう、その施設のエレベーター

の閉じ込め防止対策を講じる必要がある。

② 都都市整備局は、エレベーターの地震時管制運転装置の設置の必要性および機

器改修方法の事例等を示したリーフレットを作成し、ホームページに掲載するな

ど不特定多数の人が利用する建物を含め、所有者などに閉じ込め防止対策を促し、

普及啓発していく。

③ 日本エレベーター協会は、加盟各社にエレベーターの閉じ込め防止装置の設置

を行ったエレベーターにステッカーを配布し、都と連携して民間施設における閉

じ込め防止対策の実施を誘導する。

④ 日本エレベーター協会加盟の各メーカーは、エレベーター改修について対応を

行う。

２ 救出体制の構築

（１）救出要員を増員するための措置の実施 

日本エレベーター協会は、エレベーター保守管理会社の保守要員のみならず、ビ

ル管理者などによる救出作業(危険の伴わないものに限る)についても講習会等を実

施する。

（２）エレベーター保守管理会社の連絡体制強化 

限られた保守要員が効率よく救出活動をするためには、エレベーター保守管理会

社の本部と現場の保守要員との連絡体制強化が必要であり、日本エレベーター協会

は、関係する通信事業者と協議し、協会加盟のエレベーター保守管理会社への災害

時優先電話の導入を進める。

（３）エレベーター内の閉じ込めの有無の確認 

① 日本エレベーター協会は、エレベーターの閉じ込めの有無をエレベーター保守

管理会社が直ちに把握できるよう、遠隔監視装置の普及を図る。

② 都および日本エレベーター協会は、エレベーター利用者および建物管理者に対

して、地震時にエレベーター内の閉じ込めが確認された場合には、公的機関等で

はなく、エレベーター保守管理会社への通報を優先することを広く周知する。

（４）緊急通行車両等事前届出済証の交付 

日本エレベーター協会は、エレベーターの閉じ込めからの救出を迅速に行うこと

ができるよう、協会加盟のエレベーター保守管理会社に対して、緊急通行車両等事

前届出済証の交付の事前申請を行うよう周知する。

３ 早期復旧体制の構築

マンションでの生活や事業所における活動を継続するためには、エレベーターは欠か

せないが、膨大な建物の全エレベーターを復旧するには相当な時間を要するため、次の

ような早期復旧体制の構築が必要となる。

（１）「１ビル１台」ルールの徹底 

地震発生時に、エレベーターを点検し運転を再開するための保守要員は限られて

いる。できるだけ多くのマンションやビルの機能の回復を早期に図るため、１ビル

につき１台のエレベーターを復旧させることを原則とし、日本エレベーター協会は、

そのルールの徹底を協会加盟のエレベーター保守管理会社に要請するとともに、都
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と連携して広く都民・事業者等に普及啓発する。

（２）自動診断仮復旧システムの採用 

① エレベーター会社では、地震で停止したエレベーターについて、保守要員によ

る点検をしなくても、仮復旧できる自動診断仮復旧システムの開発を行っている。

今後の開発状況を見ながら、区は防災上重要な区施設への本システムの設置を検

討していく。

② 都は民間施設に対しても、日本エレベーター協会とともに本システムの導入の

働きかけを検討する。

第７ 落下物、家具類等の転倒・落下・移動の防止

○落下物防止、自動販売機・家具類の転倒防止等の対策について、消防機関等と連携しな

がら、安全化に係る指導を行っている。引き続き、防災イベントや訓練において、リー

フレット等を配布し、防災啓発に努める。

１ 落下物防止対策

（１）現況 

① 震災時には、窓ガラス・建築物の外装材等の剥離・落下による被害の発生が予

想され、これらの「落下物」の対策が重要な課題となっている。

② 区では、３階以上の建築物の窓ガラス等落下物の地震に対する安全性を確保す

るため、昭和 55 年度から平成２年度にかけ、避難道路沿いおよび繁華街にある建

築物について調査を実施した。落下の恐れがあるものについて、安全化指導の結

果、調査総数 3,134 棟のうち落下の恐れのある 231 棟について 93.9％が改善され

た。

（２）安全化に係る指導 

落下物に対しては、建築基準法、屋外広告物法、東京都震災対策条例により安全

化指導を行っている。

２ 家具類の転倒防止対策

（１）区 

① 家具転倒による死傷者を減少させるため、転倒防止器具のあっ旋等、家庭でで

きる防災対策の支援を図っていく。

② 単独で取付けの難しい高齢者や障害者世帯に対して、シルバー人材センターを

通じて転倒防止器具の購入と取付け費用の助成をしていく。

③ 区として家具の配置や転倒防止器具の取付け方法などについて、防災イベント

や訓練、しながわ防災学校を通じて一層の普及・啓発を行っていく。

④ 区施設について状況調査を行うとともに積極的に転倒防止対策を行っていく。

⑤ 区で実施する高齢者世帯等に対する家具転倒防止器具取付け事業について、福

祉施設でのリーフレットの配布を通じた周知を図る。

（２）消防署 

家具類の転倒・落下・移動防止対策について、関係機関および関係団体と連携を

図り普及・啓発を図る。

・家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック等を活用し、区民や事業者に
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対する防災指導を実施する。

・防災週間等のイベントや防災訓練時を捉え普及・啓発を推進し、家具転倒・落

下・移動防止器具の取付け講習を実施する。

３ 自動販売機の転倒防止対策

① 区は、東京都と協力して協会や業界団体を通じ、自動販売機の転倒防止対策の強化

を図っていく。

② 区道上での違法占用を発見した場合には、速やかに撤去を行うよう指導していく。

第８ 文化財の安全対策

○文化財に被害が発生した場合には、被害の拡大防止に努めるよう周知する。 

○文化財の所有者・管理者による防災訓練の実施や消防用・防災用設備の点検・整備等の

普及・啓発を図る。

１ 消防用・防災用設備の点検・整備

文化財の所有者または管理者は、消防用整備および防災設備等の点検・整備を実施す

る。

２ 文化財防災点検表による自主点検

文化財の所有者または管理者は、必要に応じて文化財防災点検表の作成、自主点検の

実施に努める。
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対策２ 防火対策              

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・街頭消火器の設置 

・家庭用消火器の普及 

・防災区民組織の育成支援 

・消防水利の整備 

・スタンドパイプ、感震ブレーカーの普及 

消防機関 

・火気使用設備および器具の安全化 

・危険物施設等の出火防止 

・化学薬品、電気設備等の安全化 

・区民指導の強化 

・その他出火防止のための査察・指導 

事業者 

・出火の防止 

・初期消火体制の強化 

・高圧ガス・有毒物質等の安全化 

・高層建築物および地下街等における安全対策 

区民 
・住宅用防災機器等の設置 

・出火防止等に関する備え 

【具体的な取組】 

第１ 出火等の防止

○区では、住宅用火災警報器の設置義務に係る周知や感震ブレーカー設置に係る費用の一

部補助事業等を進めることにより、初期消火体制の強化に努めている。 

○品川区災害対策基本条例の制定やしながわ防災学校で防災区民組織、事業所の協力連携

の必要性等の普及を図り、地域防災体制の確立を進めている。

○地震災害は、建物の倒壊など揺れによる直接的な一次災害と火災などの二次災害に分

けられる。大正 12 年の関東大震災では、火災による二次災害によって甚大な被害をも

たらした。

○今回の被害想定においては、火災による焼失棟数（倒壊建物含まない）は 20,095 棟で

ある。多くの木造住宅密集地域を抱える品川区において、地震火災などの二次災害の

防止対策は、地震被害を最小限にくいとどめるために重要である。

○ここでは、出火の防止、初期消火、火災の拡大防止、危険物施設の出火防止等の対策

を定める。
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１ 出火の防止

① 地震時の出火要因には、ガス、石油、電気等の火気使用設備・器具の他に危険物、

化学薬品等からの出火が考えられる。都内にはこれらのものが膨大かつ複雑に存在し

ており、地震時に相当数の火災発生が予想される。

② 出火の危険につながる要因を個々に分析・検討し、あらゆる施策を講じて安全化対

策を進めるとともに必要に応じ規制の強化を図る。区民に対しては、防災意識の高揚

と防災力の向上を図ることによって地震時における出火を防止する。

（１）火気使用設備および器具の安全化 

都内で使用されている火気使用設備・器具は、膨大な数にのぼり、過去の地震の

被害状況からみて、地震時に火気使用設備・器具から出火する危険は極めて高いと

考えられる。東京消防庁は、火災予防条例に基づき、石油燃焼器具類への耐震安全

装置の設置の徹底、火気設備・器具周囲の保有距離の離隔および固定等、各種の安

全対策を推進する。

ア 推進方法 

次により、あらゆる機会をとらえて安全対策の指導を推進する。 

・建築物の新築・増改築または火気使用設備・器具の設置・変更時などに各

種相談、届出、検査等を通じて安全対策の指導を徹底する。

・住宅に対しては、火災予防運動時等に住宅等の防火診断、防火講演会、防

火座談会、パンフレット配付等を行い、安全対策の指導と合わせて、地震

後の出火防止徹底のため、安全確保要領の指導を行う。

・事業所に対しては、立入検査時に指導を行うとともに、東京都震災対策条

例に基づく事業所防災計画の作成状況を確認し、作成していない事業所に

対しては、計画の作成を指導する。

イ 安全化対策 

次の事項を重点に安全対策指導等を推進する。 

（ア）工業炉等の安全化対策の推進

・炉の耐震化、周囲の不燃化、溶融物のあふれ対策、耐震安全装置の設置

など、工業炉区の潜在危険性に応じた安全化対策の促進

・炉および付属設備の維持管理の徹底

（イ）調理油火災の防止対策の推進

・過熱防止装置等のついた設備、器具の普及促進

・フード・ダクト用防火ダンパー、フード等簡易自動消火装置などの設置

促進

・調理油火災実験、映画、ビデオ等による出火・初期消火に関する知識・

技術の啓発

（ウ）火気使用設備・器具の安全化の促進

・石油ストーブ等の耐震安全装置の設置の徹底

・感震機能付分電盤等の普及促進

・消防用設備等の耐震措置

・火気使用設備・器具周辺の不燃化の促進

・火気使用設備の固定など移動・転倒防止措置の促進

・火気使用設備・器具周囲の家具等の転倒、落下、移動防止措置の促進
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（２）危険物施設等の出火防止 

ア 危険物施設等の状況 

① ガソリン、灯油など消防法上の危険物を指定数量以上貯蔵し、または取り

扱う危険物施設（以下、危険物製造所等という）は、品川区内には平成 24年

３月末日現在 568施設あり、また、指定数量の５分の１以上指定数量未満の

危険物を貯蔵し、取り扱う少量危険物貯蔵取扱所は 861施設である。

② 火災予防条例別表に定められた燃えやすい物品や、消防活動が困難なゴム

のり、油かす、紙類などの物品を一定数量以上貯蔵し、取り扱う施設は、指

定可燃物貯蔵取扱所として規制されており、品川区内には、平成 24年３月末

日現在 123施設がある。

イ 現状における防災対策 

① 地震における危険物施設等は、容器の転倒、漏洩等による火災発生危険の

みならず延焼拡大要因ともなり、付近住民はもとより避難者の安全に及ぼす

影響が非常に大きい。このため、危険物製造所等に対しては、立入検査を通

じ、消防関係法令の規定に基づく位置構造設備の技術上の基準を遵守させて

いる。また、施設の規模に応じて、危険物保安統括管理者、危険物保安監督

者、危険物取扱者および危険物施設保安員の選任ならびに予防規程の作成や

自衛消防組織の編成が義務づけられており、施設における自主防災体制の強

化を図っている。

② 一方、少量危険物貯蔵取扱所、および指定可燃物貯蔵取扱所（以下、少量

危 険物貯蔵取扱所等という）に対しては、火災予防条例の規定に基づき、

届出を義務づけるとともに貯蔵取扱い方法や集積方法について基準を遵守さ

せ、少量危険物貯蔵取扱所等の安全対策を講じている。

ウ 指導事項 

① 危険物施設における構造設備の耐震化、転倒・落下・移動防止対策、貯蔵

取扱いの安全化・自衛消防組織の整備、防災資機材の整備、事業所間の相互

応援体制の確立などの指導をすすめるとともに、随時立入検査を実施し、不

備欠陥事項の是正を図る。

② 危険物保安監督者の育成指導や業界に対する集合教育等により、危険物施

設等における自主防災体制の強化を図る。

③ タンクローリーについては、走行中のものおよび常置場所における立入検

査を適宜実施し、構造、設備等についてチェックし、法令基準に適合するよ

う指導を強化する。

④ 鉄道タンク車による危険物輸送については、震災対策条例に基づいて関係

事業所が作成した防災計画の遵守、徹底を図る。

⑤ 国際輸送用タンクコンテナ等による危険物の貯蔵取扱いおよび輸送等につ

いては、事業所に対して荷役および仮貯蔵、仮取扱いならびに輸送中におけ

る被害の軽減を図るための各種対策の指導を強化する。

（３）化学薬品、電気設備等の安全化 

ア 化学薬品の安全化 

① 東京消防庁は、化学薬品等の混合混触による出火性状を調査研究し、約６

千種類の組み合わせによる出火危険性の予測評価を行い、具体的な安全対策

を推進している。

② 消防署では、化学薬品を取り扱う学校、病院、研究所等に対して、個別的、

具体的な安全対策を指導し、化学薬品保管の適正化を推進する。
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・化学薬品容器の転倒落下防止措置

・化学薬品収納棚の転倒防止措置

・混合混触発火性物品の近接貯蔵防止措置

・化学薬品収納場所の整理整頓

・初期消火資器材の整備

イ 電気設備等の安全対策の強化 

変電設備や自家発電設備などの電気設備は、電気事業法関係において適切な

維持管理が定められており、また、消防関係法令においても出火防止、延焼防

止のための基準等が定められ、これに基づき、建築物の耐震安全性とともに、

出火防止および停電復旧に伴う出火等の安全対策を推進する。 

ウ 電気器具からの出火防止 

地震時の電気器具や配線からの出火および停電復旧に伴う出火を防止するた

めに、信頼性の高い安全装置（感震機能付分電盤等）の設置を指導する。 

（４）区民指導の強化 

① 各家庭における地震時の出火防止等の徹底を図るため、防災教育を推進すると

ともに、地震体験車等の指導用資機材の整備を推進し、実践的な防災訓練を通じ

て区民の防災行動力の向上を図る。

② また、各家庭からの出火や火災の拡大を防止するため、区ホームページ等で設

置義務があることを周知し、住宅用火災警報器をはじめ住宅用防災機器等の普及

を図る。

ア 出火防止等に関する備えの主な指導事項 

・住宅用火災警報器等の普及

・消火器の設置、風呂水の汲み置きやバケツの備えなど消火準備の徹底

・石油燃焼機器類への耐震安全装置の設置、消防用設備の耐震措置、感震機

能付分電盤および住宅用防災機器の普及

・家具類、家電製品等の転倒・落下・移動防止対策の徹底

・火を使う場所の不燃化および整理整頓の徹底

・カーテンなどの防炎品の普及

・灯油など危険物の安全管理の徹底

・防災訓練への参加

イ 出火防止等に関する教育・訓練の主な指導事項 

・ライフラインの機能停止に伴う、火気使用形態の変化に対応した出火防止

の徹底

・ライフラインの復旧時における電気・ガス器具等からの出火防止の徹底

・避難等により自宅を離れる場合、電気ブレーカーおよびガス元栓のしゃ断

など出火防止の徹底

・地震の発生時や予防対策に係る指導（図表 2- 12、図表 2- 13）
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図表 2- 12 地震の発生時に係る指導

＜「地震その時 10 のポイント」の指導＞ 

１ 地震だ！まず身の安全 

○揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた時は、身の安全を最優先に行動する。 

○丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」

空間に身を寄せ、揺れがおさまるまで様子をみる。 

２ 落ちついて、火の元確認、初期消火 

○火を使っている時は、揺れがおさまってから、あわてずに火の始末をする。 

○出火した時は、落ちついて消火する。 

３ あわてた行動、けがのもと 

○屋内で転倒、落下した家具類やガラスの破片などに注意する。 

○瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくるので外に飛び出さない。 

４ 窓や戸を開け 出口を確保 

○揺れがおさまった時に、避難できるよう出口を確保する。 

５ 門や塀には、近寄らない 

○屋外で揺れを感じたら、ブロック塀などには近寄らない。 

６ 火災や津波 確かな避難 

○地域に大規模な火災の危険がせまり、身の危険を感じたら、一時集合場所や広域避

難場所に避難する。 

○沿岸部では、大きな揺れを感じたり、津波警報が出されたら、高台などの安全な場

所に素早く避難する。 

７ 正しい情報、確かな行動 

○ラジオやテレビ、消防署、行政などから正しい情報を得る。 

８ 確かめ合おう、わが家の安全、隣の安否 

○わが家の安全を確認後、近隣の安否を確認する。 

９ 協力し合って、救出・救護 

○倒壊家屋や転倒家具などの下敷きになった人を近隣で協力し、救出・救護する。 

１０ 避難の前に、安全確認電気・ガス 

○避難が必要な時には、ブレーカーを切り、ガスの元栓を締めて避難する。 

出典：東京消防庁「地震 そのとき１０のポイント」 
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図表 2- 13 予防対策に係る指導

＜「地震に対する 10 の備え」の指導＞ 

１ 家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう 

○けがをしたり、避難に支障がないように家具を配置しておく。 

○家具やテレビ、パソコンなどを固定し、転倒・落下・移動防止措置をしておく。 

２ けがの防止対策をしておこう 

○食器棚や窓ガラスなどには、ガラスの飛散防止措置をしておく。 

○停電に備えて懐中電灯をすぐに使える場所に置いておく。 

○散乱物でケガをしないようにスリッパやスニーカーなどを身近に準備しておく。 

３ 家屋や塀の強度を確認しておこう 

○家屋の耐震診断を受け、必要な補強をしておく。 

○ブロックやコンクリートなどの塀は、倒れないように補強しておく。 

４ 消火の備えをしておこう 

○火災の発生に備えて、消火器の準備や風呂の水のくみ置きをしておく。 

５ 火災発生の早期発見と防止対策をしておこう 

○火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を設置しておく。 

○普段使用しない電気器具は、差込みプラグをコンセントから抜いておく。 

○電気やガスに起因する火災の発生防止のため感震ブレーカー、感震コンセントなど

の防災機器を設置しておく。 

６ 非常用品を備えておこう 

○非常用品は、置く場所を決めて準備しておく。 

○車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるものの活用を考えておく。 

７ 家族で話し合っておこう 

○地震が発生した時の出火防止や初期消火など、家族の役割分担を決めておく。 

○外出中に家族が帰宅困難になったり、離れ離れになった場合の安否確認の方法や集

合場所などを決めておく。 

○家族で避難場所や避難経路を確認しておく。 

○普段のつき合いを大切にするなど、隣り近所との協力体制を話し合っておく。 

８ 地域の危険性を把握しておこう 

○自治体の防災マップ等で、自分の住む地域の地域危険度を確認しておく。 

○自宅や学校、職場周辺を実際に歩き、災害時の危険箇所や役立つ施設を把握し、自

分用の防災マップを作っておく。 

９ 防災知識を身につけておこう 

○新聞、テレビ、ラジオやインターネットなどから、防災に関する情報を収集し、知

識を身につけておく。 

○消防署などが実施する講演会や座談会に参加し、過去の地震の教訓を学んでおく。 

１０ 防災行動力を高めておこう 

○日頃から防災訓練に参加して、身体防護、出火防止、初期消火、救出、応急救護、

通報連絡、避難要領などを身に付けておく。 

出典：東京消防庁「地震に対する１０の備え」 
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（５）その他出火防止のための査察・指導 

① 消防署は、大地震が発生した場合に人命への影響が極めて大きい地下街、飲食

店、百貨店、病院等の防火対象物および、多量の火気を使用する工場、作業場等

に対して立入検査を実施し、火気使用設備・器具等の固定、当該設備・器具への

可燃物の転倒・落下防止措置、災害時における従業員の対応要領等を指導する。

② その他の事業所や一般住宅等についても、立入検査および防火診断を通じて同

様の指導を行うとともに、地震後の出火防止を徹底するため、安全確保要領につ

いて指導する。

③ 製造所、特定屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、化学反応工程を有する一般取扱

所等に対しても、立入検査を実施し、これらの施設を保有する事業所に対して適

正な貯蔵取扱いおよび出火危険排除のための安全対策についての指導を強化する。

④ 各事業所に対して、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成を指導

する。

⑤ 発災直後の出火以外にも、地震発生から数日後の復電による通電火災等が発生

する可能性があることに留意し、区民へ指導する。

第２ 初期消火体制の強化

大地震が発生すると、同時多発的に火災が発生することが予想され、消防機関だけで

は、火災の延焼をくい止めることは難しいと予想される。このため、消防用設備等が地

震時にも充分に機能を発揮し、火災を初期のうちに消火できるよう、区民および事業主

に耐震措置を指導する。また、防災訓練等をとおして、初期消火の重要性と、消火器材

の使用法について熟知してもらう。

特に区民に対しては出火や火災の拡大を防止するため、区のホームページを通じ、住

宅用火災警報器の設置義務の周知や不燃化特区を対象とした分電盤タイプの感震ブレー

カー設置に係る費用の一部補助事業で、住宅用火災警報器をはじめとする住宅用防災機

器等の普及を図る。

１ 消火器の地域配備

地震発生時および平常火災の初期消火対策の一環として、「品川区消火器設置要綱」を

制定し、昭和 47 年から消火器の地域配備を実施している。

また、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」に基づき、開発事業

主に対し延べ床面積 3,000ｍ２以下の建物には、消火器２本と格納庫の設置を指導してい

る。

図表 2- 14 消火器設置状況

              （平成 29年３月末現在） 

種別

設置者 
粉末 強化液 機械泡 合計 

区 1,821 本 1,578 本 21 本 3,420 本

事業主 1,369 本 1,369 本 2,738 本

計 3,190 本 1,578 本 1,390 本 6,158 本
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① 区内全域において相当数の街頭消火器を設置している。今後は、地域のバランスを

考慮し、危険度の高い地区には重点的に配備していく。

② 市街地に設置する消火器の設置間隔は、120mを原則とする。

③ 建物構造密集度からの延焼拡大危険の大きい地域は消火器の設置間隔を 80m～100m

とする。
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２ 消火器等の普及

図表 2- 15 機関別の取組み内容 

機

関

名

内   容 

区 １ 家庭用消火器の普及 

大地震時および通常火災に対する、区民による初期消火活動を徹底するため、

昭和 61 年度から、家庭用消火器の購入助成および薬剤の詰め替えあっ旋事業を

実施している。 

（１）消火器購入助成・詰め替えあっ旋実績    （平成 29年３月末日現在）

年度

内容 

昭和 61 

～平成

26

平成 27 平成 28 合計 

消 火  器 購 入 助 成 39,482 本 518 本 477 本 40,477 本

薬剤詰め替えあっ旋 6,149 本 24 本 31 本 6,204 本

（２）地域および各家庭における、初期消火体制の充実をめざし、各種訓練、

講演会、研修会場にて消火器あっせんに関するちらしの配布や、広報紙、

ケーブルテレビしながわを通じた周知を行い、家庭用消火器の普及を図る。

（３）また、平成 28年度から不燃化特区を対象とした分電盤タイプの感震ブレ

ーカー設置に係る費用の一部補助事業も開始した。 

消

防

機

関

１ 初期消火体制の普及 

消火器の普及を図るとともに、初期消火体制の更なる充実を図る。 

（１）訓練、集会、印刷物配布等により、一般家庭における消火器の備えにつ

いて普及啓発を図るとともに、設置義務のない事業所などに対しても積極的

に自主設置を指導する。 

（２）高齢化社会の進展、木造三階建住宅の普及等社会状況の変化に対応した

住宅用簡易自動消火装置等の普及促進を図る。 

（３）地震時における同時多発的火災を防止するため、家庭や事業所等に消火

器、住宅用防災機器、簡易自動消火装置等の設置促進を図る。 

（４）軽可搬消防ポンプやスタンドパイプ等を活用した実践的な初期消火対策

を指導する。 
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３ 自主防災体制の強化

図表 2- 16 機関別の取組み内容 

機

関

名

内   容 

区 災害時の初期消火と延焼防止を図るために、防災区民組織区民消火隊および

ミニポンプ隊を編成し、ポンプを配備する。また、「品川区における防災区民

組織の育成に関する要綱」に基づき、支援を行っている。 

１ 動力ポンプ（C級） 

大地震発生時における初期消火対策および避難道路沿いの延焼火災防止

のため、東京消防庁が、昭和 48 年から地域に「区民消火隊」を 54 隊編成し

た。その後、昭和 54 年４月に区に移管され、防災区民組織区民消火隊とし

て位置づけ、動力ポンプを装備品とともに配備し、随時訓練している。 

２ 小型防災ポンプ（D級） 

区では、大地震発生時における初期消火対策の充実を図るため、昭和 52

年度から防災区民組織防火部に「ミニポンプ隊」を編成し、小型防災ポンプ

を装備品とともに配備し、随時訓練している。 

（平成 29年３月末日現在）

配備状況 品川 大崎 大井 荏原 計 

動力 ポンプ（C 級) 10 台 13 台 19 台 24 台 66 台

小型防災ポンプ (D 級) 31 台 30 台 48 台 74 台 183 台

合  計 41 台 43 台 67 台 98 台 249 台

３ スタンドパイプの配備 

区民消火隊、ミニポンプ隊を持つ防災区民組織に対し、平成 24 年度中に

スタンドパイプを配備した。さらに、地域の初期消火力の向上を図るため、

平成 26 年度中に希望する防災区民組織に対する追加配備や各避難所に給水

用、初期消火用を目的としたスタンドパイプの設置を実施した。 

消

防

機

関

１ 事業所による自助・共助の強化 

東京都震災対策条例においては、事業所は行政機関が実施する防災事業に

協力するとともに、社会的責任を自覚し震災を防止するため最大の努力を払

い、事業所単位の防災計画を作成して、従業員および周辺住民の安全確保に

努めることとしている。 

これに基づき、消防署では、事業所防災計画の作成指導、自主防災組織の

講習会や訓練等を実施し、事業所の自主防災体制の充実強化を図る。 

（１）事業所に対し、東京都震災対策条例第 10条および 11 条に基づく事業所

防災計画の作成を指導し、事業所の自主防災体制の充実強化を図る。 

（２）発災初期段階での傷病者に対する応急救護能力を向上させるため、火災

予防条例第 55 条の５に基づく、自衛消防活動中核要員を中心に、上級救

命講習等の受講の促進を図るとともに、事業所等における応急手当の指導

者の養成等を行う。 
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４ 消防水利の整備

① これまで区では昭和 52年度に「品川区有耐震建築物に併設する防火貯水槽設置に関

する要綱」を制定し、公園・児童遊園や公共施設の敷地等を利用して東京消防庁と協

力しながら 40m3～100m3の貯水槽を設置してきた。また、新設した公園、児童遊園、

防災広場においても貯水槽の設置を行ってきた。

② 小型防災ポンプの水利を確保するため、５m3の超小型貯水槽も設置、維持管理に努

めている。さらに、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」に基づ

き、開発事業主に対し、延床面積 3,000m2以上の建物には 40m3以上の設置を指導して

いる。

③ 火災発生時に初期消火の水源となる防火水槽の鉄蓋を開閉が容易な親子蓋に改修す

ることを検討し、迅速に対応できる体制を整備する。

（１）貯水槽の設置数 

図表 2- 17 防災貯水槽設置数 

平成 29 年４月１日現在

区分 設置数 
消防署管内別 

品川 大井 荏原 

５ｔ 144 47 41 56 

40ｔ未満 337 122 89 126 

40ｔ以上 942 410 274 258 

100ｔ以上 491 281 122 88 

合 計 1,914 860 526 528 

（２）設置計画 

① 区は、半径 80ｍに１ヶ所計 850 基の設置を目標として設置を進めてきたが、既

に目標が達成されるとともに平成 24 年３月末現在 1,925 基が設置されて、ほぼ全

域的に充足された。

② 今後も、危険度の高い地域については、密集市街地整備事業や防災活動広場の

整備にあわせて、重点的に貯水槽の整備を行っていく。

５ 火災拡大の防止

火災による地震被害が予想される地域については可能な限り延焼防止措置を講じ、人

命の安全確保を重点とした消防体制の整備強化を図る。
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（１）消防活動体制の整備強化 

ア 常備消防力と防災行動力の強化 

① 品川区内における常備消防力は、３消防署、８消防出張所にポンプ車、救

急車、はしご車等の消防車両を配備し、消防体制の強化に努め、災害に備え

ている。

② 平素の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地震被害の態様

に即した各種の震災消防計画を策定し、有事即応体制の確立を図っていると

ころである。今後とも、同時多発性・広域性を有する地震被害に対応するた

め、消火活動、救助救急活動に有効な特殊車両や資機材を充実するとともに、

救助機動部隊（ハイパーレスキュー）、情報収集二輪車の整備、航空消防体制

の強化など、都市構造や災害態様の変化に応じた消防力の整備増強を図って

いく。

③ 消防体制の強化と並行しながら、地域住民による出火防止、初期消火の徹

底を図るとともに、事業所および防災区民組織等との連携体制を確立し、地

域防災体制の確立を図る。

④ 消防職員および消防車両の配備状況は以下のとおりである。

図表 2- 18 消防職員および消防車両の配備状況

    （平成 29 年 10 月１日現在）     

消防職員 ポンプ車 救急車 化学車 はしご車
指揮車 

その他 

品川消防署 229 人 10 台 ４台 ０台 １台 ６台 

大井消防署 187 人 ７台 ４台 １台 １台 ７台 

荏原消防署 180 人 ８台 ３台 ０台 １台 ５台 

計 596 人 25 台 13 台 １台 ３台 18 台 
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（２）消防水利の整備 

① 国が定める「消防水利の基準」に基づき、区部における消防水利の整備を防災

活動広場の整備にあわせ推進しているが、震災時の同時多発火災に対処するため、

経年防火水槽の耐震化を進め、既存水利の機能維持を図るほか、建築物の焼失危

険度の高い地域や震災対策上重要な地域を中心に、開発行為にあわせた防火水槽

の建設および民間の建設の基礎ピットを利用した地下ピット水槽等の設置に努め

る。

② 消防水利補助金制度を活用した消防水利の整備促進を図る。

③ 都市づくりと一体となった消防水利を確保するため、関係公共機関等が行う集

合住宅の建設や民間の開発行為、市街地再開発事業等に際して、防火水槽を確保

するよう働きかけるほか、巨大水利として深井戸や耐震性を有する防火水槽を整

備するほか、区および関係機関と連携し、河川、海等あらゆる水源の有効活用を

図り、消防水利の確保に努める。

④ 防災区民組織等が利用しやすいよう防火水槽の鉄蓋を整備する。

（３）地震火災用資器材の整備 

① 東京消防庁では消防部隊の効果的運用を図るための巨大水利の活用や水利不足

地域消火用資器材など部隊運用資器材を整備していく。

② 防災区民組織等による初期消火用の水源として、消火栓・排水栓等の活用を図

る。

（４）消防団の強化 

品川区には、地域に密着した防災活動機関として、品川・大井・荏原の３消防団

が設置されている（図表 2- 19）。
・品川区における消防団員は３団 17 分団で団員数は 594 名（平成 27 年４月１日

現在）である。これらの消防団員は震災時には、消防隊等と連携を図りながら

初期消火、消防活動および救出救護などを行うとともに、平常時には地域の防

災リーダーとして区民や防災区民組織に対して出火防止、初期消火、救出救護

等の技術的な指導を行うなど、地域の防災活動の中核として重要な役割を担っ

ている。このため消防団活動を強化、充実するため可搬ポンプ積載車、防塵マ

スク、簡易救助器具、防災資器材格納庫、携帯無線機、照明器具、応急救護用

資器材などを整備し活動体制の強化を図っていく。

・地域住民に救出、救護知識および技術を習得させるための応急手当普及員を育

成する。

・分団本部施設を地域ごとに整備し、防災コミュニティ活動の推進と震災等の消

防団体制の強化を図る。

・消防団に積極的に協力している事業所を「消防団協力事業所」として認定し、

地域防災体制の一層の充実を図る。

・消防団員の募集広報を行い、入団促進を図る。
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図表 2- 19 消防団員および装備 

（平成 29年 10 月 31 日現在） 

消防団員 可搬ポンプ 可搬ポンプ積載車 

品 川 消 防 団 224 人 12 台 3 台 

大 井 消 防 団 130 人 9 台 3 台 

荏 原 消 防 団 224 人 15 台 4 台 

計 578 人 36 台 10 台 

（５）消防活動路の確保 

① 震災時には、道路周辺の建物や塀、電柱など工作物の倒壊、更には道路の陥没

などにより、消防車両等が通行不能になることが予想される。このことから、消

防活動の円滑化の観点から、防災都市づくり事業等に対し、消防活動に必要な幹

線的道路の拡幅、架空電線の埋設化、コーナー部分の隅きり整備などに関係機関

とともに検討し意見反映を図り、消防活動路等の確保に努める。

② 消防活動路等の確保・円滑な活用に向け、民間から借り上げた特殊車両等の運

行技能者を養成する等の対策を推進する。

（６）消火活動が困難な地域への対策 

震災時には、路面の破損や道路周辺建物等の倒壊により消防車両の通行が著しく

制約されるため、使用不能な水利が生じたり、断水のため消火栓の使用が期待でき

ないことから消防活動の阻害が予想される。このため、消防水利の整備、消防隊用

可搬式ポンプの整備および消防団の災害活動体制の充実を図り、消火活動が困難な

区域の解消を図る。

（７）地域防災体制の確立 

① 大規模地震時には、火災が同時に多発する可能性があり、また、救助、救急事

象の多発や消防活動障害の発生により、円滑な消火活動が阻害される場合がある。

このような状況において、それぞれの地域で防災関係機関、区民・事業所等様々

な組織の連携による活動体制を早期に確立し、火災の拡大防止を図る必要がある。

したがって、地域の防災体制を確立するため、次の施策を推進する。

② 平成 26 年に「品川区災害対策基本条例」を制定し、さらに平成 28 年より「し

ながわ防災学校」にて、防災区民組織、事業所に対して協力連携の必要性を普及

している。

ア 事業所と防災区民組織等との連携体制 

地震時における火災等の被害から地域社会の安全を守るためには、地域の防

災区民組織等とともに事業所の自衛消防組織等をも含めた地域ぐるみの対応が

期待されることから、地域防災の充実を図るため、地域の防災区民組織等と事

業所の自衛消防組織等とが相互に協力して、連携できる体制を整備する。 

イ 合同防災訓練の実施 

地域防災力は、消防機関をはじめとして消防団、災害時支援ボランティア、

防災区民組織および事業所の自衛消防組織等の各組織が協力し、より一層の効

果を発揮することができる。このため、組織間の連携を促進し、協議会の設置

や定期的な合同訓練を実施する。 
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ウ 救命講習の推進 

応急手当普及促進のため専門的な知識技能を有する消防団、災害時支援ボラ

ンティア等と協働した救命講習を実施する。 

６ 高圧ガス・有毒物質等の安全化

（１）高圧ガス保管施設、毒物・劇物取扱施設および放射線等使用施設 

東京都環境局では、高圧ガス取扱事業所、毒物・劇物取扱施設および放射線等使

用施設を有する事業所の震災時の安全性確保のため、東京都震災対策条例に基づく

事業所防災計画の作成を指導する。

（２）危険物等の輸送の安全化 

① 東京消防庁は、タンクローリー、トラック等の危険物を輸送する車両について

は、立入検査等を適宜実施して、構造、設備等について、法令基準に適合させる

とともに、当該基準が維持されるよう指導を強化する。

② 鉄道タンク車による危険物輸送について、東京都震災対策条例に基づき関係事

業所が作成した防災計画の遵守、徹底を図る。

③ 「危険物の運搬または移送中における事故時の措置・連絡用資料（イエローカ

ード）」の車両積載を確認し、活用の推進を図る。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 施設の応急対策・早期復旧 
※防火対策の応急・復旧対策は、「震災編第４部災害対応体制」に定めるところによる。 

【応急復旧活動フロー】

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

施設の応

急対策・

早期復旧 

都 ■道路・橋りょう施設の復旧に係る計画 

■港湾施設、海岸施設の復旧に係る計画 

■河川施設の復旧に係る計画 

■上下水道施設の復旧に係る計画 

区 ■道路・橋りょう施設の復旧に係る計画 

■河川施設の復旧に係る計画 

施設管理

者 

■河川、海岸、港湾等の施設の応急対策 

■社会公共施設等の応急対策 

■砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設の応急

対策 

東京電力 

パワーグ

リッド 

■電気施設の復旧に係る計画 

東京ガス ■ガス施設の復旧に係る計画 

NTT 東 日

本 

■通信施設の復旧に係る計画 

ケーブル

テレビ品

川 

■放送施設の復旧に係る計画 

都交通局 

JR 東日本 

東京モノ

レール 

東京急行

電鉄 

京浜急行

電鉄 

東京臨海

高速鉄道 

■線路、橋りょうの復旧 

■運転再開計画 

■復旧資機材の確保 
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対策１ 施設の応急対策・早期復旧            

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 

・道路・橋りょう施設の復旧に係る計画 

・港湾施設、海岸施設の復旧に係る計画 

・河川施設の復旧に係る計画 

・上下水道施設の復旧に係る計画 

区 
・道路・橋りょう施設の復旧に係る計画 

・河川施設の復旧に係る計画 

施設管理者 

・河川、海岸、港湾等の施設の応急対策 

・社会公共施設等の応急対策 

・砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設の応急対策 

東京電力 

パワーグリッド 

・電気施設の復旧に係る計画 

東京ガス ・ガス施設の復旧に係る計画 

NTT 東日本 ・通信施設の復旧に係る計画 

ケーブルテレビ品川 ・放送施設の復旧に係る計画 

都交通局 

JR 東日本 

東京モノレール 

東京急行電鉄 

京浜急行電鉄 

東京臨海高速鉄道 

・線路、橋りょうの復旧 

・運転再開計画 

・復旧資機材の確保 

【具体的な取組】 

第１ 公共の安全確保、施設の本来機能の回復

○社会公共施設等の応急危険度判定や砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設の応急

対策等の対策を進めることにより安全を確保するとともに、公共施設機能の早期回復に

努める。

１ 社会公共施設等の応急危険度判定

地震が発生したとき、応急対策上重要な役割を果たす社会公共施設等について、余震

等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止するため、早期に被害状況を調

査し、使用できるかどうかを応急的に判定する。



第２編 震災編 

第２部 安全なまちづくり 

 予防  応・復 

対策１ 施設の応急対策・早期復旧 

震‐2‐47 

（１）社会公共施設等の応急危険度判定 

ア 都立および区立の公共建築物が被災した場合 

① 都および区は、その所管する公共建築物が被災した場合、必要に応じて応

急危険度判定を実施する。

② その判定が困難な場合、都災害対策本部に判定実施の支援を要請する。

③ 都災害対策本部は、公共建築物等応急危険度判定部会を設置し、判定実施

の調整を行う。

④ 都財務局は、判定部会の決定に基づき、都の応急危険度判定技術者等を活

用し、判定を実施する。

⑤ 応急危険度判定技術者が不足する場合、都災害対策本部は他団体への協力

を要請する。

イ その他の社会公共施設が被災した場合 

① 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設が被災した場合、必

要に応じて応急危険度判定を実施する。

② 社会公共施設の管理者は、その所管する社会公共施設の判定が困難な場合、

都または区市町村に判定実施の支援を要請する。

③ 都災害対策本部は公共建築物に準じて、社会公共施設の判定を実施する。

（２）社会公共施設等の応急対策 

ア 各医療機関 

① 施設長は、あらかじめ策定した計画に基づき、患者の生命保護を最重点に

対応する。

② 通信手段の確保に努めるとともに、状況に応じて必要な措置をとるなど万

全を期する。

イ 社会福祉施設等 

① 社会福祉施設等の責任者は被災後速やかに施設内外を点検し、落下・倒壊

等の危険箇所の有無を確認する。必要に応じて応急修理を行い、安全を確保

する。

② 利用者の状況、職員の状況、施設建物の被害状況を把握し、必要に応じて

応急計画を策定する。

③ 施設独自での復旧が困難である場合は、区の関係組織へ被害状況を報告し、

入所者の移転等の処遇方法について援助を要請する｡

④ 震災の被害を受けなかった施設の責任者は、援助を必要とする施設の責任

者に積極的に協力し、入所者の安全を確保する。

ウ 学校施設 

① 学校長は、児童・生徒等の安全確保を図るため、避難計画を作成し、この

計画に基づいて行動する。

② 自衛防災組織を編成し、役割分担に基づき行動する。

③ 緊急時には、関係機関へ通報して臨機の措置を講ずる。

④ 学校施設が、避難所になった場合は、避難者の健康と安全の確保に努める

とともに、余震や火災予防についても充分な措置をとる。

⑤ 学校施設の応急修理を迅速に実施する。

エ 文化財施設 
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① 文化財に被害が発生した場合には、その所有者または管理者は、ただちに

東京消防庁に通報するとともに被害の拡大防止に努め、被災状況を速やかに

調査し、区教育委員会へ報告する。都・国指定文化財については、区教育委

員会を経て東京都教育委員会・文化庁長官へ報告する。

② 関係機関は被災文化財の被害拡大を防ぐため、協力して応急措置を講ずる。

２ 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止施設の応急対策

① 区は、土砂災害の危険性が高い箇所について関係機関や住民に周知を図り、応急対

策を行うとともに、災害の恐れがある場合は避難対策を実施する。

② 区は、土砂災害の発生状況等の情報収集を行い、都建設局に報告する。

第２ 河川や公共施設の応急対策等による二次被害防止

○都市基盤の根幹をなす道路、河川等の公共施設は、早期の応急復旧を行うとともに、堅

牢な本復旧を行う必要がある。そのため、公共施設の綿密な改修計画を作成し、関係機

関との調整を図り、対策を進める。

１ 計画方針

① 道路、河川等の公共施設については、災害後ただちに応急復旧を行うが、当面の応

急措置が終わり、社会全般が落着きを取戻し、社会経済活動が平常に近い状態になれ

ば、本格的な復旧作業が可能となる。

② これらの諸施設は、都市基盤の根幹をなすものであり、堅牢な本復旧が望まれると

ころである。

③ 特に区立の公共施設において綿密な改修計画を作成し、関係機関との調整を図り、

応急対策を進めるよう努める。

④ ここでは、各公共土木施設の復旧について必要な施策を述べることとする。

２ 道路・橋りょう施設の復旧【防災まちづくり部・国道事務所・第二建設事務所・首都

高】

① 道路管理者は、道路、橋りょうおよび付属物等が被害を受けた場合は、被害状況を

速やかに調査し、公益占用物件等の復旧計画と調整のうえ、被害を受けた施設を復旧

する。公共の安全確保上、緊急に行う必要のある対象は、次のとおりとする。

・道路の埋没または決壊により交通が不可能または著しく困難であるもの。

・道路の埋没または決壊で、これを放置することにより、二次被害を生ずる恐れが

あるもの。

② 首都高速道路の復旧計画については、次のとおりとする。

・首都高速道路等の機能を速やかに回復するため、現地調査を実施し、被害状況お

よびその原因を精査し、復旧工法等を決定する。

・災害復旧に当たっては、現状復旧を基本としつつも、災害の再度発生防止等の観

点から、可能な限り改良復旧を行うよう努める。
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３ 港湾施設の復旧【都港湾局】

① 港湾管理者が管理する港湾施設が、地震等により被害を受けた場合は、速やかに被

害状況を調査し、被害を受けた施設を復旧する。

② 特に、公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のとおりである。

③ けい留施設の破壊で、船舶のけい留または荷役に重大な支障を与えているもの。

④ 臨港交通施設の破壊で、これによって当該臨港交通施設による輸送が不可能、また

は著しく困難であるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く）。

⑤ 港湾の埋そくで、船舶の航行または停泊に重大な支障を与えているもの。

⑥ 外かく施設の破壊で、これを放置すると、著しい被害を生ずる恐れがあるもの。

４ 海岸施設の復旧【都港湾局】

海岸管理者は、地震等により被害を受けた場合は、被害状況を速やかに調査し、復旧

を行うものとする。特に公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある対象は、次のと

おりである。 

・堤防、水門の決壊 

・護岸全壊または決壊でこれを放置すると、著しい被害を生ずる恐れがあるもの 

５ 河川施設の復旧【防災まちづくり部・第二建設事務所】

河川管理者は、管理する施設が地震等により被害を受けた場合は、被害状況を速やか

に調査し、復旧を行うものとする。特に公共の安全確保上緊急に復旧を行う必要のある

対象は次のとおりである。

・堤防の破堤、護岸、天然河岸の決壊等で、住民の日常生活に重大な影響を与えてい

るもの。

・堤防護岸等の決壊で破堤の恐れがあるもの。

・河川の堤防護岸等の脚部の深掘りで根固めをする必要があるもの。

・河川の埋そくで流水のそ通を著しく阻害するもの。

第３ 都市施設の復旧計画

○上・下水道施設、電気施設、ガス施設、通信施設、放送施設等の都市生活の基幹をなす

諸施設に関する復旧対策を機関別に示し、迅速な復旧活動に努める。

１ 計画方針

① 上下水道、電気、電話、ガス、交通等の生活関連施設は都市生活の基幹をなすもの

であり、重要な機能をもっている。

② 震災時にこれら施設に被害が生じた場合には、住民の生活に与える影響はきわめて

大きいため一刻も早くこれら諸施設の機能を回復し、供給、運行等を再開することが

必要である。

２ 水道施設の復旧【水道局南部支所】

（１）基本方針 

復旧は、被害の実態を把握し、効果的に実施する。
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（２）管路の復旧 

ア 復旧計画 

① 復旧に当たっては、随時、配水系等などの変更等を行いながら、あらかじ

め定めた順位をもとに、被害の程度および復旧の難易度、被害箇所の重要度、

浄水場・給水所の運用状況等を考慮して給水拡大のために最も有効な管路か

ら順次行う。

② なお、資器材の調達、復旧態勢および復旧の緊急度等を勘案し、必要に応

じて仮配管、路上配管等の仮復旧を実施する。

イ 送・配水管路における復旧活動 

断水区域を限定し、可能な限り給水を継続しながらあらかじめ定めた以下の

優先施設から順次復旧する。 

・首都中枢機関、災害拠点病院等への供給管路

・第一次重要路線送水管および広大な区域を持つ配水本管

・第二次重要路線および配水小管重要路線配水本管および小管の骨格となる

路線

・その他給水上極めて重要な路線応急給水施設、避難所等に至る管路

・復旧活動に支障となる箇所

ウ 給水装置の復旧活動 

① 公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧および通水と並行して実施する。

② 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧および通水

状況にあわせ、機能が回復するよう優先して復旧にあたり、順次その他の給

水管についても復旧を行う。

③ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等からの修繕申込みがあった

ものについて応急措置を行う。

④ なお、配水に支障を及ぼす給水装置の破損等については、申込みの有無に

かかわらず応急措置を実施する。

３ 下水道施設の復旧【下水道局】

（１）復旧計画 

被害が発生したときは主要施設から復旧を図る。復旧順序については、水再生セ

ンター・ポンプ所、幹線管きょ等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、

ます・取付管の復旧を行う。

ア 管きょ等 

緊急調査で判明した被害について、より詳細に被害状況を把握・整理し、汚水

の流下機能を確保するための復旧を行う。
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イ 水再生センター・ポンプ所 

① 水再生センター・ポンプ所は、流下機能の確保と揚水、簡易処理、消毒、

放流の機能の回復を図り、さらに環境負荷の低減、公共用水域の水質の向上

に努める。

② 水再生センター・ポンプ所において、停電のためポンプの機能が停止した

場合、ディーゼル発電機やガスタービン発電機などの非常用発電機およびエ

ンジン直結ポンプによってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらない

よう対処する。なお、非常用発電機と電力貯蔵型電池を組み合わせることな

どにより、電源の信頼性向上を図る。また、最低限の機能確保のための復旧

を行う。

③ 停電が続く場合には、非常用発電設備の燃料油について、石油会社との優

先供給協定により、確保に努める。

（２）技術支援 

都下水道局では、必要に応じて市町村への技術支援を実施する。

（３）復旧支援 

被害状況に応じ、他の大都市等へ復旧支援を要請し、その受入れに対応する。

４ 電気施設の復旧【東京電力パワーグリッド】

電気設備の復旧は、二次災害の防止と施設の機能回復のため下記の手順により行い、

早期復旧を図る。

（１）復旧計画 

① 巡視・点検結果等により、上位電源系統を含めた電気施設の被害状況と、病院、

官公署、生活関連施設等の被害・復旧状況等の情報を把握して復旧計画を立案す

る。

② 復旧計画に基づき復旧要員、資機材の効果的な配置を行い、状況に応じて応援

体制を確立する。

（２）特別高圧、高圧系統の復旧作業 

① 応急措置をした病院、官公署、生活関連施設、広域の避難場所の本格送電をす

るために、その供給系統の復旧作業をする。

② 学校、公共施設、仮設住宅等被災者の避難生活施設の供給系統の復旧作業をす

る。

③ 上記の復旧作業完了後に、その他の特別高圧、高圧系統の復旧作業を、区、警

察、消防等の他機関と連携を密にして実施する。

（３）低圧系統の復旧作業 

特別高圧、高圧系統の復旧作業と同様に復旧作業をする。

（４）お客様への送電 

特別高圧、高圧系統、低圧系統の復旧した被災地域から、安全確認作業をして送

電する。

５ ガス施設の復旧【東京ガス】

ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、あらか

じめ定めた下記の手順により実施する。
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（１）製造施設・供給施設（共通） 

ガスの製造またはガスの供給を一時もしくは一部停止した場合には、あらかじめ

定めた計画に基づき施設の点検および修理を行い、標準作業に則り各施設の安全性

を確認した後、稼動を再開する。

（２）中圧導管の復旧（被害が発生した場合） 

ガス送出源から順に、導管網上に設置したバルブ等を利用してガスを封入し、漏

洩検査を行い、漏洩箇所を修理する。

（３）低圧復旧地域のセクター化（被害が発生した場合） 

低圧導管を遮断して、復旧地域を分割する。

（４）需要家宅のメーターガス栓の閉止（閉栓） 

各需要家を訪問しメーター近傍にあるメーターガス栓を閉める。

（５）低圧導管の復旧 

① 管内に水等が浸入していた場合には、採水ポンプ等を利用して排出する。

② ガスを適切な圧力で封入し、漏洩調査を行い、漏洩箇所を修理する。

③ ガス供給源から、修理が完了した範囲の導管網にガスを充填し、末端側より管

内に混入した空気を排出する。

（６）需要家宅のガス管・排気管等の点検（内管の漏えい検査・修繕） 

需要家宅内のガス栓から空気を封入し、圧力の変化を確認し、漏洩有無を判断す

る。その後、適切な圧力のガスを封入し、ガス検知器を使って漏洩箇所を特定し、

配管取替え等の修理を行う。

（７）ガスの供給再開（開栓） 

メーターガス栓を開放し、需要家宅内のガス機器で燃焼試験を行い、供給管と内

管の空気抜きが完了していることを確認し、ガスの供給を再開する。

６ 通信施設の復旧【NTT 東日本】

① 災害により被災した通信回線の復旧は、あらかじめ定められた復旧順位に従って実

施する。

② 応急復旧工事については、次により工事を実施する。

・電気通信設備等を応急的に復旧する工事

・原状復旧までの間、維持に必要な補給、整備工事

７ 放送施設の復旧【ケーブルテレビ品川】

ケーブルテレビ品川区民チャンネルによる区民へ情報提供手段として、区有施設や避

難所など復旧順位の重要性を勘案して、復旧計画を策定するものとする。
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８ 交通施設の復旧

図表 2- 20 各機関の対応内容

機関名 内   容 

都交通局 １ 災害時の復旧計画 

  施設に被害のあったときは、関係部、当該施設管理事業所および協

力会社において復旧の実施計画を策定し、復旧活動を行う。 

ただし、被害の規模が大きいとき（長期の運休が見込まれるとき）

は、災害対策本部および関係部が復旧活動の基本方針を策定した上で、

これに基づき、関係部等が復旧の実施計画を策定し、復旧活動を行う。

JR 東日本 地震その他の災害により線路、橋りょう、その他の鉄道施設および車

両等に被害を生じたときは、東京支社に事故対策本部、現地に事故復旧

本部を設置し、速やかに関連会社等の協力を得て復旧に努め、人員およ

び救援物資等の輸送にあたる。 

東京 

モノレール 

地震その他の災害により線路、橋りょう、その他の鉄道施設および車

両等に被害を生じたときは、本部内に事故対策本部、現地に事故復旧本

部を設置し、事故復旧に努めるとともに、関連会社等の協力を得て速や

かに復旧に努めることとする。 

東京急行 

電鉄 

１ 災害発生の場合は、復旧要員を災害地点に急派させる。 

２ 災害復旧資材については、その必要量を常備している。 

京浜急行 

電鉄 

１ 災害発生の場合は、復旧要員を災害地点に急派させる。 

２ 災害復旧資材については、その必要量を常備している。 

東京臨海 

高速鉄道 

１ 災害に伴う被害区間の被災状況や原因を調査し、再被害を考慮した

性能向上や復旧工事の施工方法を含めて検討を行い、早期に運転再開

が図れるよう復旧に努める。 

２ 災害復旧計画 

復旧に当たっては、早急な運転再開を図るため応急工事を実施し、

終了後速やかに本復旧計画をたて迅速かつ適切に実施する。 

３ 復旧資材の確保 

応急復旧のための資機材を常に使用できるように整備する。 

９ 公立施設の復旧

区本庁舎、地域センター、保育園、小中学校等、区の建造物施設が災害により被災を

受けたときは、速やかに復旧を行い、社会公共施設としての機能を維持する。
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第３部 安全な交通ネットワークおよびライフラ

イン

対策の基本的な考え方 

災害時の人命救助や消火活動、物資輸送等を迅速・円滑に行うには、社会基盤である道路・

交通、ライフラインの地震・津波による被害を最小化するだけではなく、低下した機能を早

期回復することが必要である。ここでは、道路や河川、港湾、鉄道といった交通関連施設管

理者が行う施設の耐震対策、災害時の態勢、実施する応急・復旧対策の内容を示す。 

【用語の定義】 

①緊急啓開道路 

地震等の災害発生時に、被災地および被災者に対する教護活動、支援物資・食糧等

の輸送を迅速かつ確実にするために、緊急道路障害物除去（倒壊した建築物等の路上

障害物の除去および陥没や亀裂等の応急補修）を優先的に実施する路線のことをいう。

②緊急輸送ネットワーク 

緊急輸送ネットワークには、第一次、第二次、第三次とあり、指定拠点と他県およ

び指定拠点相互間を結ぶものをいう。第一次緊急輸送ネットワークとは、都と区市町

村本部間および都と他県との連絡を図るもの。第二次緊急輸送ネットワークとは、第

一次緊急輸送路と救助、医療、消火等を行う主要初動対応機関との連絡を図るもの。

第三次緊急輸送ネットワークとは、主に緊急物資輸送拠点間の連絡を図るもの。 

③災害用伝言ダイヤル 

災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に

NTT により提供が開始される声の伝言板のことをいう。電話からの他、インターネット

を利用した災害用伝言板（web171）もある。 
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【 現在の取り組み状況 】

①インフラ対策 

○道路・鉄道等の都市基盤となる施設の整備、耐震対策を順次進めている。 

○破損により交通への影響が懸念される橋りょうの耐震化を計画的に推進している。 

②緊急ネットワーク 

○緊急輸送道路となる道路ネットワークを確保するとともに、ネットワーク寸断リス

クに備えた防災船着場等の舟運機能を整備・強化している。 

③ライフライン対策 

○電力、ガス、水道等の各施設管理者において、施設・設備の耐震化を進めている。 

【 課題 】 

①インフラ対策 

○道路・鉄道等の途絶に対する交通機能の維持、建物倒壊による道路閉塞軽減のため

の更なる耐震化等 

②緊急ネットワーク 

○発災後の都市機能維持に向けた交通ネットワークの代替性の確保 

③ライフライン対策 

○各種工事・環境維持に必要な初動・応急期におけるライフライン機能の確保 

【 対策の方向性 】 

①インフラ対策 

○発災後の交通機能の維持（沿道建築物・橋梁の耐震化）と早期回復 

②緊急ネットワーク 

○緊急輸送ネットワーク（第 1次～第 3次）の機能確保 

③ライフライン対策 

○水道・下水道施設の耐震化、バックアップ機能の確保 

○電力供給の安定化に向けた取組を促進し、発災後の都市機能を維持 
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各対策の要点 

予

防

対

策

対策１．インフラ対策 

第１ 道路・橋りょう  

○災害時の物流維持や避難時の安全性の向上に向け、道路ネットワークの形

成、広域避難場所への避難経路の明確化、避難所へのアクセス可能な道路空

間の確保を進める。 

  ○迅速な対応に向け調査方法、調査の優先順位、関係機関との連携、道路啓開

に関する手順等について明確化する。 

第２ 鉄道施設 

○ＪＲ東日本、ＪＲ東海、都交通局、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノ

レール、東京臨海高速鉄道は現況、整備計画等を示すとともに、これを推進

する。 

第３ 河川・港湾

  ○河川・港湾に係る高潮防御施設整備事業、中小河川改修事業（護岸改修、調

節池工事等）等による整備を推進する。 

○区は、防災資器材等の備蓄や河川施設の維持修繕に係る対策を推進する。

対策２．緊急ネットワーク 

第１ 緊急輸送ネットワーク

  ○震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、緊急輸送ネットワークを整備す

るとともに、輸送路の複線化を図るため陸・海・空・水上・地下にわたる輸

送ネットワークを整備推進する。 

○緊急啓開道路の確保や水上輸送の円滑化に向けた対策を進める（水上輸送に

関しては、五反田防災船着場を新設し、平成 31年 12 月の供用開始を予定）。 

対策３．ライフライン対策 

第１ 水道

  ○都水道局は、水道施設の耐震化や耐震継手管への取替えの推進を図るととも

に、バックアップ機能を強化する。 

第２ 下水道

  ○都下水道局は、大規模な地震が発生した場合でも、下水道機能を確保すると

ともに、避難時の安全性やトイレ機能を確保するための対策を推進する。 

○平成 28 年度までに、避難所等の排水を受入れる管きょとマンホール接続部

の耐震化が完了している。今後は対象施設を拡大し、更なる耐震化を推進す

る。 

第３ 電気・ガス・通信など

○東京電力パワーグリッド、東京ガス、ＮＴＴ東日本、日本郵便、品川ケーブ

ルテレビは現況、整備計画等を示すとともに、これを推進する。 

○地震による施設被害を最小限にするため、施設および設備は防災設計（耐震、

耐火、耐水設計等）とするとともに、万が一被災した場合においても、業務

の継続、早期の施設復旧ができるよう対策を推進する。 
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対策１．インフラ対策 

 第１ 道路・橋りょう 

  ○道路、橋りょうおよび道路付属物等が被害を受けた場合、各道路管理者は、

被害状況を速やかに調査し、公益占用物件および沿道等の復旧計画との調

整のうえ、施設を復旧する。 

 第２ 鉄道施設 

  ○多数の人員を高速で輸送している鉄道での被害は、直接人命にかかわる恐

れがあるため、機敏かつ適切な応急措置を各交通機関が実施する。 

 第３ 河川

  ○河川の応急復旧、所管施設の緊急工事等に向けて立案する応急対策計画、

復旧計画をもとに、区、都は連携して、河川における障害物除去等を行う。 

対策２．ライフライン対策 

 第１ 水道

  ○災害時における飲料水の確保および被害施設の復旧に対処するため、都水

道局はこれに必要な人員および車両の確保、情報の収集連絡態勢等を確立

する。 

  ○施設被害について情報収集をもとに適切な復旧方針を決定し、配水区域の

調整により、断水区域の減少に努める。 

 第２ 下水道

  ○非常配備態勢に基づいて職員を配置し、下水道施設の被害に対し迅速に応

急復旧活動を行う。 

  ○管きょ、ポンプ所、工事現場等の施設被害を把握し、損傷状況に応じた応

急復旧、機能回復を図る。 

 第３ 電気・ガス・通信など 

○東京電力パワーグリッド、東京ガス、ＮＴＴ東日本、日本郵便、品川ケー

ブルテレビは所管施設の応急対策を講じ、地震災害による施設被害の早期

復旧を図り、もって社会安全の確保に努める。 

予

防

対

策

応

急

復

旧

対

策

対策３．公共建造物対策 

 第１ 公共建造物

  ○区有施設、文教施設等について被害状況把握し、応急措置を実施する。 

 第２ 学校の応急修理

  ○学校は、避難所として指定されており、被災した場合には早急に応急修理

を行う。また、被害状況に応じて、人員、資材等を迅速に輸送し、修理を

実施する。 

 第３ 住宅関係障害物除去 

  ○災害救助法に基づき、住家に運びこまれた土石、竹木等の障害物を除去す

る該当家屋を調査する。 

  ○除去対象戸数および所在を調査し、都建設局に報告するとともに、関係機

関と協力して、障害物を除去する。 

対策４．公共建造物対策 

第１ 公共建造物 

○避難所、区有施設などの公共施設を対象とし、災害時における被害を最小限

にとどめるための対策（消防水利等の設備充実、防災計画の立案等）を進め

る。 
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予防対策 

対応テーマ

対策１ インフラ対策 

対策２ 緊急ネットワーク 

対策３ ライフライン対策 

対策４ 公共建造物対策 

対策１ インフラ対策                  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

東京国道事務所 

品川出張所 

・道路施設の点検、整備 

・共同溝事業の推進 

・完成図等の整備 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

（東京海上保安部） 

・救難防災用資機材の整備 

・航行環境の整備 

東 京 航 空 局 
・地震計の整備等 

・資機材等を常備 

都 ・耐震化等の鉄道の安全確保策、早期復旧に向けた事前対策 

都第二建設事務所 ・道路・橋りょうの整備 

都 港 湾 局 
・防潮堤、水門・排水機場の整備 

・高潮対策センターのバックアップ機能強化 

都 建 設 局 
・土のう等、水防資機材の備蓄 

・河川施設の整備 

区 

・橋りょうの整備、耐震補強 

・道路付帯施設の整備 

・土木施設の被害状況マニュアルの作成 

・各鉄道事業者と連携を密にし、通信手段を確保する。 

・防災資器材および水防資器材の備蓄 

・河川施設の維持修繕 

首都高速道路 ・首都高速道路の整備、点検・補修補強 

鉄道事業者 ・耐震化等の鉄道の安全確保策、早期復旧に向けた事前対策 
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【具体的な取組】 

第１ 道路・橋りょう

○災害時の物流維持や避難時の安全性の向上に向け、道路ネットワークの形成、広域避難

場所への避難経路の明確化、避難所へのアクセス可能な道路空間の確保を進める。 

○迅速な対応に向け調査方法、調査の優先順位、関係機関との連携、道路啓開に関する手

順等について明確化する。

１ 主要な生活道路整備方針

① 現行の道路網整備では、消防困難地域の存在、木密地域での建物倒壊等による道路

閉塞により、広域避難場所や避難所への避難支障等が課題となっている。

② 区では、品川区まちづくりマスタープランの中で、主要な生活道路整備方針につい

て、防災性の向上を視点とした以下の事項を検討することとしている。

・消防困難地域の解消として、道路ネットワークの形成 

・広域避難場所への避難経路を防災道路ネットワークとして明確化 

・避難所へのアクセス可能な道路空間の確保 

２ 区、関係機関

機関別の取組み内容は以下の通りである。（図表 3- 1）
図表 3- 1 機関別の取組み内容 

機
関
名

現況、点検・整備計画等 

区

１ 現況 

区では車道橋と人道橋（歩道橋含む）を合わせて 70 橋の橋りょうを管理している。

資料○ 区管理の橋りょう

区で管理する橋りょうは、落橋防止装置等の設置による耐震化が概ね完了してい

る。 

また、本区内の高台にある道路は、必然的に土留擁壁を要する箇所が多いので、

これら土留を主として整備し、がけ崩れ等の災害を未然に防止している。 

２ 橋りょうの整備 

阪神淡路大震災の経験を踏まえ、人的被害を防ぐとともに、災害時の応急活動が

円滑に実施できるように橋りょうの耐震化を図っている。 

その際、避難道路や鉄道等を跨ぐ重要度の高い橋りょうから順次整備している。

３ 道路付帯施設の整備 

道路上のガードレール、街路灯、その他付帯施設については、腐朽したもの、破

損したものなどを、防災をかねて逐次更新している。 

４ 土木施設の被害対応マニュアルの作成 

大規模災害発生のとき、迅速な対応ができるよう道路法に基づく各種点検要領よ

り実施する調査方法、調査の優先順位、関係機関との連携、道路啓開に関する手

順等についてマニュアルを作成した。 
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機
関
名

現況、点検・整備計画等 

東
京
国
道
事
務
所
品
川
出
張
所

１ 道路施設の点検 

管内の橋りょう、構造物等をパトロールにより点検し、道路維持管理、施設対

策に反映させる。 

資料○ 東京国道事務所品川出張所管理橋りょう

２ 道路施設の整備 

道路施設の災害対策は、阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、耐震点検を行

い必要な補強を実施している。 

３ 共同溝事業の推進 

共同溝については、先の阪神・淡路大震災においても、災害に強いライフライ

ン共同収容施設としての信頼性が改めて認識されたことから、道路構造を保全し、

円滑な道路交通を確保するため、管理区間内の共同溝整備を一層推進していく。

４ 完成図等の整備 

復旧工法の基準となる既設の主要構造物の完成図等の整備を図る。 

都
第
二
建
設
事
務
所

１ 道路施設の点検 

管内の橋りょう、構造物等をパトロールにより点検し、道路維持管理、施設対

策に反映させる。 

２ 道路の整備 

道路は、都市生活を支える根本的都市施設であり、震災時には、避難、救援・

救護、消防活動等に重要な役割を果たす。このため、都市計画道路の整備を促進

して、道路網の多重化を図るとともに、救援・消防活動にも有効な道路を整備し

ていく。 

区内の都道は、大部分整備が進んでいるが、拡幅未整備区間等もあり、現在、

特定整備路線（放射２号線、補助 29 号線、補助 28 号線）、環状６号線、補助 26

号線などの整備を進めている。 

３ 橋りょうの整備 

橋りょうについては、関東大震災と同規模の地震に耐えうる基準により建造さ

れているが、阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、震災時における避難、救援、

復旧活動等に支障のないよう最新の基準に基づき、架替・補強等を推進する。ま

た、区内の橋りょうの架替え工事を、現在品川埠頭と大井埠頭を結ぶ若潮橋で行

っている。 

資料○ 東京都第二建設事務所管理橋りょう

４ 事業計画 

道路整備については、国の社会資本整備重点計画および建設局の中長期計画に

基づき、実施に移していく予定である。 

また、震災発生時における避難道路の確保のため、一般橋りょうの整備を図る。
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機
関
名

現況、点検・整備計画等 

首
都
高
速
道
路

（１）現況 

ア 道路の現況 

名称 区内延 入口 出 非常電話 非常口 

高速１号 

羽 線 

4.5km [上り]鈴が森

[下り]勝島 

[上り]勝島 

[下り]鈴が森

上り 10 ヶ所 

下り 12 ヶ所 

上り２ヶ所 

下り２ヶ所 

高速２号 

目黒線 

2.8km [上り] 

戸越、 原 

[下り] 

荏原、戸越 

上り４ヶ所 

下り６ヶ所 

上り１ヶ所 

下り なし 

高速湾岸線 4.4km [東行き] 

大井南、大井

[西行き] 

大井南 

[東行き] 

大井南 

[西行き] 

大井南、大井

東行き 

36 ヶ所 

西行き 

36 ヶ所 

東行き 

１ヶ所 

西行き 

２ヶ所 

計 11.7km

イ 耐震性と施設の安全対策 

首都高速道路の構造物は、「橋、高架の道路等の新設および補強に係る当面の措

置について」（建設省道路局：平成７年５月）やこれを踏まえて改訂された「橋、

高架の道路等の技術基準について」（建設省道路局長、都市局長通達：平成８年

11 月）に従い、地質、構造などの状況に応じ、兵庫県南部地震級の地震に対して

も落橋や倒壊を生じないよう高架橋の安全性を強化する対策を実施している。ま

た、トンネル、高架橋などには、非常口を整備し、災害時の緊急事態においても、

お客様は、これらの非常口から安全に脱出できるよう安全性を確保している。 

（２）事業計画 

ア 事業計画の概要 

① 阪神・淡路大震災における高架橋等の被害状況を踏まえ、「橋、高架の道路等

の技術基準について」等に基づき、兵庫県南部地震級の地震に対しても落橋や

倒壊を生じない対策は完了し、今後はより速やかな機能回復を可能とする対策

を実施していく。 

② 道路構造物等の安全を確保するために定期点検を行う。 

イ 実施計画の内容 

① 高架橋の安全性の強化 

「橋、高架の道路等の技術基準について」に基づき、より速やかな機能回復を

可能とする対策を実施していく。具体的には、ゴム支承への取替え、落橋防止構

造の設置、橋脚横梁に桁かかり長の確保を行う。 

・プレストレスト橋りょう、RC 桁橋での支承耐震工事の実施。 

・鋼桁橋の支承耐震工事の実施。 
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第２ 鉄道施設

○ＪＲ東日本、ＪＲ東海、都交通局、東京急行電鉄、京浜急行電鉄、東京モノレール、東

京臨海高速鉄道は現況、整備計画等を示すとともに、これを推進する。

１ 区

各鉄道事業者との通信手段を確保する。 

２ 東京消防庁

震災時の安全性の確保のため、東京都震災対策条例第 10 条および第 11 条に基づき、

事業所防災計画の作成を指導する。 

３ 鉄道事業者

① 国土交通省が開催する「大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開の在り方

に関する協議会」の検討成果等を踏まえ、早期の運行再開を図るため、国や各鉄道事

業者と再開時刻等を調整するための通信手段を確保する。

② 鉄道事業者は、耐震化をはじめとした鉄道の安全確保策や、早期復旧に向けた対策

を図る。
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図表 3- 2 機関別の取組み内容 

機

関

名
現況、点検、整備計画等 

Ｊ

Ｒ

東

日

本

東

京

支

社

１ 線路建造物等の耐震性確保についての計画 

（１）耐震設計は、条件に応じた震度法・修正震度法・動的解析法および応答

変位法を採用している。 

（２）主要建造物は、関東大震災クラスの地震に耐えられるように設計されて

いる。 

（３）落橋防止対策は、鋭意施工中であるが、さらに当面の措置として「既存

の鉄道構造物に係る耐震補強の緊急措置について」（平成７年７月運輸省通

達）により対応する。また、耐震設計基準の見通しについては「運輸省鉄

道施設耐震構造検討委員会」の結論を待って適切に対応する。 

２ 防災関係資機材の設備計画 

地震の規模、被害の多様性から復旧に多くの困難な問題が発生する。鉄道

が被害を受けた場合、その復旧資機材は多岐にわたるので地震に備えて常に

大量の資機材を貯蔵し確保しておくことは経済的に極めて困難である。将来

起こり得る地震を予測して必要最小限の資機材を常時用意しておき、不足は

他の方面から補給を受ける方法をもって防災関係資機材を確保する。 

業務上、事故復旧に備えて、レッカー車、クレーン車、モーターカー、ト

ラック、ジャッキ、発電機、レール、電線類など必要な復旧資機材を確保し

て担当の業務機関が管理しているが、更に重機械類、その他必要な資機材に

ついては関係の民間の企業から緊急に協力が得られるように体制を整えてい

る。また応急資機材は業務系統別に備蓄、整備、点検、拡充に努めている。 

３ 地震時の運行計画 

ア 80 ガル以上の場合、列車の運転を中止し、全線の点検後、安全を確認し

た区間から、運転中止を解除する。 

イ 40 ガル以上 80 ガル未満の場合、25km/h 以下の徐行運転を行い、施設の

点検後、安全を確認した区間から速度規制を解除する。 

ウ 40 ガル未満の場合、特に運転規制は行わない。 

４ 東海道新幹線 

東海道新幹線は、耐震列車防護装置を使用して列車の運行を制御する。感

震器２台（40、80 ガル設定）と地震動を正しく記録する強震計とからなり、

沿線の全変電所に設置されている。地震が発生し 40 ガルあるいは 80 ガルを

超えると感震器が作動して自変電所と、隣接変電所の遮断機が解放されて約

40km の区間にわたって停電し、その間にある列車は ATC 装置により信号が現

示されることによって停止すると同時に、東京にある総合指令所に地震表示

が送られて地震発生の状況およびその区間が分かるようになっており、

200km/h 高速運転の安全を図っている。 

東

京

都

１ 計画の目的 

施設の安全性を更に高めるための耐震対策を行い、利用者の安全確保に加

え、運行の早期再開を図る。 
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機

関

名
現況、点検、整備計画等 

交

通

局

２ 施設の現況 

当局の地下鉄道施設は、昭和 35 年 12 月の浅草線一部開業を初めとし、浅

草・三田・新宿・大江戸線の４路線、総営業キロ 109km、106 駅を有している。

このうち、高架部分は 7.6km、８駅である。 

品川区内で当局が管理する駅は、浅草線の五反田・戸越・中延駅と三田線

の目黒駅であり、全て地下駅である。 

３ 施設の耐震性 

都営地下鉄においては、阪神・淡路大震災を受けて出された国の通達に基

づく耐震対策をすでに完了しているが、平成 23 年に発生した東日本大震災を

踏まえ、施設の安全性をさらに高めるとともに、早期の運行再開を図るため、

引き続き高架部の橋脚及び地下部の柱の耐震補強を行っている。 

東

京

急

行

電

鉄

１ 計画の目的 

当社の路線は東京西南部および京浜地区にまたがる東京～川崎～横浜とい

う立地条件や各路線が比較的短小であること。さらに当社線相互および JR・

他社線との連絡が多いこと等から、地震に関する防災計画の基本目標を人

命・人身の安全確保を第一とし、地震による被害を最小限にとどめ、公共機

関の社会的責任を果たすことを目的としている。 

２ 施設の現況 

当社が営業する鉄軌道は８路線総延長 104.9km あり、そのうち品川区には、

目黒線、大井町線、池上線の各一部が走っている。 

３ 施設の耐震性 

（１）駅施設の耐震補強 

「鉄道駅の耐震補強の推進」に関する国土交通省通達により、高架橋等

の土木構造物に加え、駅舎やホームの屋根などの建築物についても耐震補

強を行うことが規定された。この通達に基づき、緊急的に耐震の確保が必

要な駅施設の耐震補強工事を行う他、その他の駅施設についても順次実施

する。 

４ 施設設備の点検および安全性の確保 

（１）火気使用設備等の点検および地震時の安全性の確保 

ア 震災に対する事前措置のため各駅区の防火管理者は、随時次により点検

検査を実施し、必要と認めたときは速やかに改修、補強整備する。 

・建物にとりつけられた工作物の落下防止 

・避難通路の物品の放置ならびに転倒落下物の有無 

・火気使用設備器具等の自動消火装置の良否および周囲に転倒落下する

恐れのある物品の存否についての点検 

・危険物の転倒落下防止策ならびに保管状況の良否 

イ 火気使用設備器具は各駅区とも防火管理者が随時点検整備する。 

（２）電気施設の点検および地震時の安全確保 
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東

京

急

行

電

鉄

感電、漏電防止策については、地震時に高圧配電線が断線し、人が触れ

たりまたは大地に接触したときは、接地継電器が作動して自動遮断し警報

する。電車線が断線して列車等に接触した場合は、しゃ断器が自動遮断し

警報する。 

地震がおさまり再送電するときは、関係方面と充分連絡のうえ安全を確

かめたうえ送電する。 

高圧配電線および電車線は緊急停止要請により送電を停止する。 

（３）消火設備等の点検および耐震性の確保 

各駅区には、消火器、簡易消火用具を備え付け、各防火管理者が毎月１

回点検整備する。車両にあっては、各車両ごとに消火器を備え付け、係員

が３ヶ月に１回点検する。ただし屋内に消火栓、自動火災報知器設備があ

る駅区では、各設備の破損、変形の有無その他主として外観的事項に関す

る点検を６ヶ月に１回、作動試験、性能試験、その他主として機能的事項

に関する点検は１年に１回、指定業者が点検し必要に応じ改修補強整備す

る。 

（４）情報通信網の点検および耐震性の確保 

交換設備については、支持装置について定期的に点検整備を行う。また

通信線路については、地上線路化を推進する。 

（５）車両等の非常停止装置等の設置 

ア 車両等の非常停止装置 

列車無線電話装置は全線、防護無線装置は、東横線、目黒線、大井町

線、田園都市線、池上線、多摩川線、世田谷線（軌道線）車両には、管

区との間に電車無線が整備され使用中である。 

イ 運行車両の緊急措置要領 

・駅における非常列車停止装置として、ホーム非常停止ボタンの設置

が必要な 80 駅すべてのホームに設置している。（目黒線、こどもの

国線、世田谷線を除く） 

・踏切道に特殊信号発光機を設置し、非常ボタンの操作および障害物

検知装置の検知があった時に作動し運転士に異常を知らせる。（ATC

と連動の東横線、目黒線、大井町線、こどもの国線では接近列車を

自動減速する） 

・列車無線電話設置車両は、運輸司令が列車無線電話で列車停止を指

示する。 

・防護無線装置設置車両は、周囲の車両を停止させる必要があるとき

に列車から警報信号を発報操作する。警報信号を受報した車両は、

ただちに停止手配を執る。 
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１ 計画の目的 

地震災害による旅客の安全確保はもちろんのこと、鉄道施設の被害を最小

限にくい止め、さらに迅速・的確に復旧作業にあたり公共交通機関としての

責任を果たすことを目的とした。 

２ 路線の概況 

当社の鉄道路線は、本線、空港線、大師線、逗子線、久里浜線の５路線か

らなり営業キロ程は 87.0km である。このうち品川区内の営業キロ程は 4.4km

であり、駅は北品川、新馬場、青物横丁、鮫洲、立会川、大森海岸の６駅で、

北品川駅を除く５駅は高架駅となっている。 

３ 各設備の点検整備 

各設備の点検整備は次のとおりである。 

（１）建築物および工作物の点検整備 

これまで高架橋および駅施設の耐震化を進めており、今後も計画的に取

り組むことにより、人災を未然に防ぎ、震災時における輸送力の確保へと

繋げていく。また、土構造物、高架橋・橋りょう、抗土圧構造物、トンネ

ルの通常全般検査を確実な検査サイクルで実施し、変状の早期発見と迅速

な補修措置によるパッケージングで安全を図っていく。 

（２）火気使用設備の点検整備 

火気使用設備の点検整備に関しては、「火災ならびに災害防止規則」（京

急達第 127 号）により点検整備を実施する。 

（３）電気施設の点検整備 

電気施設の点検整備に関しては、感電防止対策およびに漏電防止対策を

実施する。 

（４）消火設備の点検整備 

駅および車両に係る消火設備は「火災ならびに災害防止規則」により実

施する。 

（５）避難設備および放送設備の点検整備 

高架線上での地上誘導設備および放送設備の点検整備を図る。 

（６）通信施設の整備 

通信施設の整備は、有線電話不能時を想定し、本社、総合司令所および

主要駅区所に設置してある無線装置を使用し情報連絡を確保する。 

４ 列車の緊急停止対策 

全車両に列車無線が整備されており、地震が発生し、列車運行に支障があ

ると認めたときは、列車無線により全列車の緊急停止措置をとる。 

５ 防災教育および訓練計画 

（１）職員に対し防災に関する教育等を実施して防災意識の向上を図る。 

（２）防災訓練、鉄道事故復旧訓練等を実施する。 

６ 旅客に対する広報計画 

地震発生時における旅客の混乱防止を図るため、駅または車内での放送、



第２編 震災編 

第３部 安全な交通ネットワークおよびライフライン 

 予防  応・復 

対策１ インフラ対策 

震‐3‐14 

機

関

名
現況、点検、整備計画等 

ポスター・広報紙等を活用し防災意識の高揚を図る。 

７ 災害用資機材・用品の備蓄計画 

災害発生時に備え、各部において復旧資機材を確保し、その他必要な用品

についても備蓄を行う。 

東

京

モ

ノ

レ

｜

ル

１ 施設の現況 

（１）品川区における当社施設の現況は、次のとおりである。 

（２）運転概況 

列車編成   終日６両編成 

運転間隔   朝ラッシュ時３分 20 秒、夕ラッシュ時４分、日中４分 

最大運行数  17 列車（全線）品川区内上下４列車 

列車運転本数 平日 534 本  土休日 506 本 

２ 災害予防計画 

（１）建築物および工作物等 

当社諸施設は、いずれも耐震性を考慮した設計となっているが経年によ

る老朽化の恐れのあるものについては、常に点検し補修を行う。 

また、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、「既存の鉄道構造物に係る耐

震補強の緊急措置について」（平成７年７月運輸省通達）および「既存鉄道

構造物の耐震補強に関する指針」（平成 13 年６月国土交通省通達）により

対応する。 

（２）電気施設 

電力、変電、信号、通信の各電気施設については、当社運転保安設備実

施基準、電気設備実施基準による各検査基準に基づき点検、整備を行う。 

施 設 名 構   造 規   模 

天王洲ア イル駅 鉄骨造 地上４階 

大井競馬場前駅 鉄 造 地上２階 

勝島変電所 鉄筋コ ク ート造 地上２階 

線

路

軌 道 桁 PS コンクリート製 営業キロ 3.955km 

支 柱 鉄筋コンクリート造 支柱数 178 基 

電

路
給 電 軌 条

剛体複線式 

（アルミステンレ ス ） 
約 10kg／ｍ 

東

京

臨

海

高

速

１ 計画の目的 

鉄道事業における、地震に関する災害予防、災害応急対策、および災害復

旧について定め、輸送の安全を確保し、旅客の生命、身体を災害から保護す

るとともに、災害の軽減を図ることを目的とする。 

２ 施設の現況 

りんかい線は新木場～大崎間 12.2km の路線であるが、そのうち品川区内は
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鉄

道

品川埠頭～大崎間約 5.3km である。駅は天王洲アイル駅（地下３階）、品川シ

ーサイド駅（地下３階）、大井町駅（地下５階）および大崎駅（地上）の４駅

で、駅間はほどんどシールドトンネルである。 

品川区内については、阪神・淡路大震災後の建設のため平成７年７月運輸

省通達に基づき設計しており、耐震性は充分確保している。 

また、新木場～品川埠頭間については、一部旧京葉貨物線の構造物を利用

しているため、運輸省通達に基づき調査・再検討を行い、必要な箇所には全

て耐震補強工事（柱の鉄板巻補強工事等）を実施済みである。 

３ 施設の点検等 

（１）土木、軌道施設等 

当社施設は、耐震性を考慮した設計となっているが、当社基準類に基づ

き定期的に点検を行い、必要があれば補修を行う。 

また、震度５弱（100 ガル）以上の地震があったときは運転を中止して、

係員により巡回点検を行い異常の無いことを確認して運転を再開する。非

常用資機材等は定期的に確認し、常時準備している。 

（２）電気施設 

電気施設（架線、信号、通信設備等）は、当社基準に基づき、定期的に

点検・検査を行い、整備する。 
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第３ 河川・港湾

○河川・港湾に係る高潮防御施設整備事業、中小河川改修事業（護岸改修、調節池工事等）

等による整備を推進する。 

○区は、防災資器材等の備蓄や河川施設の維持修繕に係る対策を推進する。

１ 河川

（１）目黒川

目黒川は、河口から鈴懸歩道橋までの約 2.0km を高潮防御施設整備事業、その上

流約 5.4km（そのうち品川区内は約 1.7km）を中小河川改修事業として整備を進め

てきた。

ア 高潮防御施設整備事業 

伊勢湾台風級の高潮に対処できる防潮堤の建設は、昭和 53 年度に着工し、整

備率は、約 99％である。 

イ 中小河川改修事業 

（ア）護岸改修 

１時間あたり 50mm降雨に対処する護岸の建設は、昭和 53年度に着工し、

整備率は、約 99％である。残事業は、河積確保のための五反田大橋の取付護

岸改修である。

（イ）目黒川荏原調節池 

① 当調節池は、1 時間あたり 75mm 降雨への対処も視野にいれた地下４層

式、最大貯留量約 20 万ｍ3の施設で、その上部には、中高層の公営住宅等

の施設が建設された。

② 調節池工事は、平成３年度に着工し、途中、完成した層から段階的に供

用を開始し、平成 13 年度より全面稼動となっている。

（２）立会川

立会川は、月見橋から上流については下水道立会川幹線として暗渠化されており、

その下流部 756ｍの開渠部は、高潮防御施設整備事業として進めてきた。

ア 高潮防御施設整備事業 

伊勢湾台風級の高潮に対処できる防潮堤の建設は、昭和 55・56 年度に河口部

の 50ｍを整備している。 

（３）河川管理施設の維持等

水防法および河川法で定められた河川管理施設等を良好な状態に保つための維持、

修繕に関する基準に留意し、維持管理に努める。
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２ 港湾

① 都では、昭和 35 年から高潮防御施設の建設を計画し、対象区域を東京港全体に広げ

て建設工事を実施している。また、防潮ラインの内側についても耐震性を考慮した内

部護岸の整備を進めている。

② 区内の水門施設は以下のとおりである。

（１）天王洲水門

・門扉型式       単葉ローラーゲート

・有効幅員       12ｍ×２連

・上空制限高(A.P.)    ＋5.8ｍ
・竣工年度       昭和 47 年度

・耐震改修年度     平成 23 年度

（２）目黒川水門

・門扉型式       単葉ローラーゲート

・有効幅員 12ｍ×２連

・上空制限高(A.P.)   ＋5.8ｍ
・竣工年度       昭和 47 年度

・耐震改修年度     平成 23 年度

３ 法定外公共物

① 品川区における法定外公共物は総延長約 11,200ｍあり、そのうち公共溝渠としての

機能が残っている箇所は、宅地内排水等が接続されている一部の箇所である。

② 公共下水普及率 100％（概成）となっている現在、家屋の建替え等に併せ改善の指

導を行い、通路化の必要なものについては順次実施していく。

資料○ 浸水対策箇所図
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対策２ 緊急ネットワーク               

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・緊急輸送ネットワークの整備 

区 ・緊急輸送ネットワークの拠点の指定 

【具体的な取組】 

第１ 緊急輸送ネットワーク

○震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、緊急輸送ネットワークを整備するとともに、

輸送路の複線化を図るため陸・海・空・水上・地下にわたる輸送ネットワークを整備推

進する。 

○緊急啓開道路の確保や水上輸送の円滑化に向けた対策を進める（水上輸送に関しては、

五反田防災船着場を新設し、平成 31 年 12 月の供用開始を予定）。

１ 区・都の緊急輸送ネットワーク

① 緊急輸送ネットワークは指定拠点と他県および指定拠点相互間を結ぶ。

② 震災時に果たすべき輸送路の機能に応じて、第一次（区市町村、他県との連絡）、第

二次（主要初動対応機関との連絡）、第三次（緊急物資輸送拠点との連絡）の緊急輸送

ネットワークを整備する。

・第一次緊急輸送ネットワーク 

応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、区市町村庁舎、輸送

路管理機関および重要港湾、空港等を連絡する輸送路 

・第二次緊急輸送ネットワーク 

第一次緊急輸送路と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関等の主要初動対

応機関、ライフライン機関、ヘリコプター災害時臨時離着陸場候補地等を連絡す

る輸送路 

・第三次緊急輸送ネットワーク 

トラックターミナルや駅等の広域輸送拠点、備蓄倉庫と区市町村の地域内輸送

拠点等を連絡する輸送路 
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③ 輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空・水上・地下にわたる輸送ネットワー

クを整備する。

④ 緊急輸送の実効性を担保するため、交通規制を実施する「緊急自動車専用路」、「緊

急交通路」および道路障害物の除去や応急補修を優先的に行う「緊急道路障害物除去

路線」との整合を図る。

２ 緊急啓開道路

① 震災時、道路に看板や電柱等の倒壊など障害物が散乱することが予想され、その場

合、被災者の救出救助活動、応急物資の輸送に支障が生じる恐れがある。このため、

都および区では緊急輸送路を確保するため緊急啓開道路を選定しており、震災時各道

路管理者は、この選定道路における障害物の除去および亀裂等の応急補修を優先的に

行うものとする。

② 緊急啓開道路の啓開に必要なバックホウ、ユニック車、ブルドーザー等の重機およ

び作業員の確保について、民間事業者と協定の締結などにより事前に確保しておく。

③ 緊急啓開道路路線の選定基準を以下に示す。（図表 3- 3）

図表 3- 3 緊急啓開道路路線の選定基準

機関名 選  定  基  準 

都 

原則として、第二建設事務所管理道路のうち下記（１）～（３）にあたるもの

（１）緊急交通路等の交通規制を行う路線

（２）緊急輸送ネットワークの路線（緊急輸送道路） 

（３）避難場所に接続する応急対策活動のための道路の路線

区 

（１）広域避難場所に接続する応急対策活動のための道路の路線

（２）都の緊急啓開道路と備蓄倉庫を結ぶ路線

（３）荏原地区における応急対策活動のための横断道路の路線

３ 水上輸送

① 震災時の緊急輸送ネットワークについては、道路輸送が中心となるが、水上輸送に

ついても充分な活用が必要である。

② 都は、海上輸送基地が広域輸送基地として活用できるよう必要な機能を整備すると

ともに水上輸送基地についても必要な整備を図る。

③ 区は区が管理する桟橋等の防災上の活用を推進するとともに、区内の桟橋等につい

て防災上の活用に向けた総合的な調整を図る。

④ 東品川 2 丁目桟橋では、平常時からの活用も想定した防災桟橋として供用する。

⑤ 五反田防災船着場を新設、平成 31 年 12 月の供用開始を予定としている。
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対策３ ライフライン対策                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 
・避難所等、災害時の拠点となる施設等における自立・分散型電源等の

確保 

東京電力パワ

ーグリッド 

・施設の耐震化、観測、通信設備の整備 

東京ガス ・製造施設、供給施設、通信施設、その他の安全設備の安全化対策 

都水道局 ・施設の耐震化及びバックアップ機能の強化 

都下水道局 
・管きょの耐震化、既存施設の耐震化、設備の震災対策、その他（し尿

受入れ体制の強化） 

NTT 東日本 

・通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震対策 

・予備電源設備の強化 

・通信網の信頼性向上 

・ネットワークシステムの監視・措置機 

・災害時の輻輳対策 

・開発計画等 
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【具体的な取組】 

第１ 水道

○都水道局は、水道施設の耐震化や耐震継手管への取替えの推進を図るとともに、バック

アップ機能を強化する。

関係機関の取組み内容は以下の通りである。（図表 3- 4） 

図表 3- 4 機関別の取組み内容

機

関

名

現況、点検、整備計画等 

都

水

道

局

１ 基本計画 

水道施設の耐震化や耐震継手管への取替えの推進を図るとともに、バックアッ

プ機能を強化する。 

２ 現況 

（１）応急給水槽・給水所等施設 

所  在  地 確保水量 

応急給水槽 

豊町２-１ 戸越公 内 1,500m3

八潮５-６ しおじ公園内 1,500m3

東品川３-27 都立八潮高校内 100m3

目黒区下目黒５-37 都立林試 の森公園内 1,500m3

（２）配水管（平成 26年３月 31 日現在） 

配 水 本 管 （口径 400mm 以上） 58km 

配 水 小 管 （口径 50～350mm 以上） 520km 

 計 578k m 

３ 取組内容 

（１）水道施設の耐震化の着実な推進 

震災時における水道施設の被害を最小限にとどめ、給水を可能な限り確保する

ため、これら浄水場等の耐震化について、それぞれの重要度や更新時期等に配慮

しながら、計画的に進めていく。また、その他の重要施設についても耐震化を一

層推進する。 

（２）耐震継手管への取替えの大幅な前倒しを実施 

管路については、平成 22 年度から従来の取替え計画を大幅に前倒しする「耐震

継手化緊急 10 カ年事業」を実施してきたが、平成 25 年度からは、被害想定の見

直し等を踏まえ、より効果的に断水被害を軽減できるよう、想定地震動、液状化

危険度、耐震継手化の進捗などを考慮した新たな「耐震継手化 10 カ年事業」を推

進している。こうした取組を着実に推進していくとともに、これまで優先的に整

備を進めている首都中枢・救急医療機関や災害拠点連携病院等への供給ルート耐

震継手化を平成 31 年度までに 100%完了（首都中枢・救急医療機関等は平成 28 年
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

度までに 100％完了）する。さらに、震災時に多くの都民が集まる避難所や主要

な駅へ供給するルート、緊急輸送道路、液状化などにより被害が大きいと想定さ

れる地域について、管路の耐震継手管への取替えを優先的に推進していくほか、

給水管についても耐震化を実施していく。 

（３）バックアップ機能の更なる強化 

震災などで浄水場等の機能が停止しても可能な限り給水できるよう、浄水場と

給水所との間や各給水所を結ぶ広域的な送配水管のネットワーク化を進めていく

とともに、特に重要な幹線については二重化を進めるなど、水道施設全体のより

一層のバックアップ機能の強化を図っていく。 

（４）自家用発電設備の増強整備による電力の自立化 

大規模停電時など、不測の事態が生じた場合でも安定給水を実現するため、浄

水場等に自家発電設備を増強して電力の自立化を推進し、浄水処理および配水ポ

ンプ等の運転が継続できるようにするとともに、配水本管テレメータや自動水質

計器について、停電時にも機能を維持できるよう順次バッテリーを設置し電源の

確保を図っていく。 
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第２ 下水道

○都下水道局は、大規模な地震が発生した場合でも、下水道機能を確保するとともに、避

難時の安全性やトイレ機能を確保するための対策を推進する。 

○平成２８年度までに、避難所等の排水を受入れる管きょとマンホール接続部の耐震化が

完了している。今後は対象施設を拡大し、更なる耐震化を推進する。

関係機関の取組み内容は以下の通りである。（図表 3- 5） 

図表 3- 5 機関別の取組み内容

機

関

名

現況、点検、整備計画等 

都

下

水

道

局

１ 下水道施設の安全化推進 

大規模な地震が発生した場合でも、下水道機能を確保するとともに、避難時の安

全性やトイレ機能を確保するため、震災対策を推進する。 

２ 現況（平成 29 年３月 31 日現在） 

（１）区内管きょ延長        450,122ｍ 

幹 線  34,455ｍ 

枝 線 415,667ｍ 

（２）ポンプ所       ７ヶ所 

ア 品川ふ頭ポンプ所（品川区東品川５-８-17） 

汚水ポンプ     200mm×150mmφ－２台 

150mm×100mmφ－１台 

計画排水量（汚水） 0.306ｍ3／秒 

イ 天王洲ポンプ所（品川区東品川２-１-17） 

汚水ポンプ     200mmφ－３台 

計画排水量（汚水）  0.067ｍ3／秒 

ウ 東品川ポンプ所（品川区東品川３-９） 

雨水ポンプ    1,500mmφ－５台 

計画排水量（雨水）  20.8ｍ3／秒 

エ 鮫洲ポンプ所（品川区東大井１-13-14） 

汚水ポンプ     450mmφ－４台 

雨水ポンプ    1,600mmφ－４台、1,500 ㎜φ－２台 

計画排水量（汚水）  1.036ｍ3／秒 

計画排水量（雨水） 15.943ｍ3／秒 

オ 浜川ポンプ所（品川区東大井２-27-20） 

汚水ポンプ     300mmφ－２台 

雨水ポンプ    1,100mmφ－３台 

計画排水量（汚水)   0.060ｍ3／秒 

計画排水量（雨水）  3.913ｍ3／秒 

カ 八潮ポンプ所（品川区八潮５-７-６） 
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

都

下

水

道

局

汚水ポンプ     500mmφ－４台 

計画排水量（汚水）   1.425ｍ3／秒 

キ 勝島ポンプ所（品川区勝島１-４） 

汚水ポンプ     600mmφ－３台 

雨水ポンプ     1500mmφ－４台 

計画排水量（雨天時汚水）1.653ｍ3/秒 

計画排水量（雨水）   24.444ｍ3/秒 

３ 事業計画 

（１）管きょの耐震化 

避難所、災害拠点病院、広域避難場所からの排水を受入れる管きょとマンホー

ルの接続部の耐震化を完了しており、さらにターミナル駅、国、都、区の庁舎な

ど災害復旧の拠点となる施設等に対象を拡大するとともに、地区内残留地区の耐

震化を進めていく。 

（２）施設の耐震化 

既存施設の耐震診断を行い、施設の重要性、再構築や更新の時期などを勘案し

ながら耐震化補強を推進する。 

（３）設備の震災対策 

電力の供給が途絶えた場合でも雨水の排除機能等が維持できるように非常用発

電機を設置しているほか、停電や断水などにより冷却水の供給が停止した場合で

も稼動できる無注水形ポンプの導入を進めている。 

（４）下水道事業（雨水対策） 

内水の対策については、平成 22 年度末に下水道第二立会川幹線中流部が完成

し、暫定貯留管（34,500t）として利用中である。今後ポンプ所への接続管きょ、

立会川雨水放流管等の整備により、立会川沿岸の浸水被害の軽減に向けた対策を

推進し、１時間 50mm の大雨に対処する計画である。 

暗渠部の構造は「道路土工擁壁カルバート架設構造物工指針（日本道路協会）」

により施工されており、防災上の安全性は確保されているが、車道については６

ｔの荷重制限をしている。 

（５）その他（し尿受入れ体制の強化） 

区と連携し、仮設トイレを設置可能なマンホールの指定拡大や、区市町村が収

集・運搬するし尿の受入体制について拡充していく。 
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第３ 電気・ガス・通信など

○東京電力パワーグリッド、東京ガス、ＮＴＴ東日本、日本郵便、品川ケーブルテレビは

現況、整備計画等を示すとともに、これを推進する。 

○地震による施設被害を最小限にするため、施設および設備は防災設計（耐震、耐火、耐

水設計等）とするとともに、万が一被災した場合においても、業務の継続、早期の施設

復旧ができるよう対策を推進する。

関係機関の取組み内容は以下の通りである。（図表 3- 6） 

図表 3- 6 機関別の取組み内容

機

関

名

現況、点検、整備計画等 

東

京

電

力

パ

ワ

｜

グ

リ

ッ

ド

１ 現況 

品川支社受け持ち区域（品川区、目黒区、大田区）には２ヶ所の発電所（合計出

力 219 万キロワット）と変電所があり、この電力を供給するための送電線、配電線

などの電力流通設備が施設されている。 

品川支社の施設状況は下記のとおりとなっている。 

（平成 29年３月末現在） 

項   目 数  量 

変電所（配電塔含む） 74 ヶ所 品川区 16ヶ所（再掲） 

送電線 長（地 ） 678km 66kV～275kV 送電線 

電柱 57 千基 品川区 13千基（再掲） 

配電線延長（架空） 6,648km  

配電線 長（地中） 1,555km  

２ 施設の耐震設計方針 

（１）地震に対しては充分な科学的解析を行い、さらに過去の地震等の経験を生かし

て万全の設計を行っており、配電柱は電気設備の技術基準に規定されている風圧

荷重が地震動による荷重を上回るため、これにより設計する。 

（２）地盤軟弱地域の支持物には前項設計方針のほか、さらに根伽の補強などを重点

的に実施する。 

（３）避難道路の配電設備に対する巡視、点検の強化をはかり設備の維持管理に努め

る。 

３ 観測、通信設備の整備 

（１）ラジオ、テレビ等の気象情報にさらに本店ならびに各地に施設してある局地的

観測施設（震度、風向、風速、水位、潮位、波高等）からの情報を保安通信設備

により迅速に把握し、適切な復旧対策が遂行できるよう整備を図っている。 

（２）局地的情報連絡を補完する意味から車載型無線設備、携帯用無線設備を保有し

ており、さらに災害規模により、これら無線設備の補充を必要とする場合には、

本店を基地局とし全店所の保有分の使用も可能な体制とする。 
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

東

京

ガ

ス

１ 施設の現況 

ガスを供給する主要施設は、製造施設である基地が４ヶ所、ガスホルダーのある

整圧所が 12 ヶ所と、導管（総延長 60,271 ㎞（2017 年３月末現在））からなる。 

２ 施設の安全化対策 

設備、施設の設計は、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規なら

びに一般社団法人建築学会、公益社団法人土木学会の諸基準および一般社団法人日

本瓦斯協会基準に基づいている。 

施 名 安全化対策 

製造施設 １ 施設の重要度分類に基づき、それぞれのクラスに応じた設

計法を適用し、耐震性の向上および安全性を確保する。 

２ 緊急遮断弁、防消火設備、防液堤の設置、保安用電力の確保

等の整備を行い二次災害の防止を図る。 

供給施設 １ 新設設備は、ガス工作物の技術上の基準等に基づき耐震性を

考慮した設計とし、既設設備は必要に応じて補強を行う。 

２ 二次災害の発生を防止するため、ガスホルダーや地区ガバナ

には緊急遮断装置を設置し、地震の大きさや被害の程度等から

供給停止判断を行い、速やかに、導管網ブロックの供給停止判

断を行う。 

（１）導管網ブロック化 

震災時に被災地区の供給停止による二次災害の防止と、被

害のない地区への供給確保により早期復旧を図るため、供給

区域をブロック化している。 

ア 低圧導管網の地区ブロック化（Lブロック化） 

局地的地震被害の発生に対し、供給停止地区と供給継続

地区に分割できるよう、低圧導管網を 261 ブロックに分割

している。 

なお、ガスの圧力を中圧から低圧に減圧する装置（地区

ガバナ）には構造物の被害との相関の高い SI 値を計測す

るセンサーを設置している。 

さらに、必要に応じてこれらの地区ガバナを遠隔遮断す

ることのできる防災システムを整備している。 

イ 中圧導管網の地域ブロック化（Kブロック化） 

中圧導管網は阪神・淡路大震災レベルの地震においても

被害が軽微となるよう高い耐震性を持たせており、供給停

止する可能性は極めて低いものと考えられるが、万が一の

場合への備えとして、全供給区域を 25 ブロックに分割し、

中圧導管網上に遠隔操作可能な緊急遮断バルブを設置し

ている。 
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

東

京

ガ

ス

３ 整備計画 

（１）製造所、製圧所設備 

ア 重要度および災害危険度の大きい設備の耐震性はもともと高く設計されてい

るとともに、必要に応じて耐震性を向上させ、適切な維持管理を行う。 

イ 防消火設備、保安用電力等を維持管理し、二次災害防止を図る。 

（２）供給施設 

ア 導管を高圧・中圧・低圧に区分し、それぞれの状態に応じた最適な材料、継

手構造等を採用し、耐震性の向上を図る。 

イ 全ての地区ガバナに SI センサーを設置し、揺れの大きさ(SI 値)・ガスの圧

力・流量を常時モニタリングする。この情報を解析し、高密度に被害推定を行

い、必要な場合に遠隔遮断制御により、当該ブロックの供給停止を行う。 

 （２）放散塔の設置 

地震時のガスによる二次災害を防止するため、導管内のガス

を安全に大気中に放散する設備（放散塔）などを、基地・整圧

所・幹線ステーション等に設置している。 

通信施設 １ ループ化された固定無線回線の整備 

２ 可搬型無線回線の整備 

その他の 

安全設備 

１ 地震計の設置 

地震発生時、各地の地震動が把握できるよう基地・整圧所・

幹線ステーションに地震計を設置するとともに、地区ガバナに

は感震遮断装置と遠隔遮断装置を設置している。 

２ 安全装置付ガスメーターの設置 

二次災害を防止するため、震度５程度の地震時にガスを遮断

するマイコンメーターを設置している。 
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

Ｎ

Ｔ

Ｔ

東

日

本

１ 計画目標 

震災時の応急対策を円滑に実施し、またパニックの発生を防止するには、迅速か

つ的確な情報の伝達を図る必要がある。 

震災による通信施設の被害を最小限に防止するため、通信設備および付帯設備の

防災設計（耐震・耐火・耐水設計等）を実施するとともに、通信施設が被災した場

合においても、応急通信が確保できるよう通信設備の整備を行う。 

２ 事業計画 

災害時において通信を確保するため、次の諸施策を計画・実施中である。 

（１）通信用建物、鉄塔、所内設備の耐震対策 

独自の構造設計指針により、耐震設計の実施、二重床、キャビネットによる機

械室設備の固定実施および建物内の情報システムや端末耐震対策を実施する。 

（２）予備電源設備の強化 

バッテリー、予備電源エンジンの耐震強化および移動電源車の配備を図る。 

（３）通信網の信頼性向上 

ア 光ファイバー網のループ化と伝送路自動切替えおよび、ループ化または伝送

路の２ルート化による自動切替えの整備を図る。 

イ 交換機からの伝送回線は複数ビルに分散設定し、通信途絶を防止する。 

ウ 通信ケーブルの地中化を計画的に推進する。 

エ 行政機関、警察、消防等防災上重要な通信を確保するため、加入ケーブルの

２ルート化および異ケーブルへの分散収容を図る。 

（４）ネットワークシステムの監視・措置機能 

NTT－ME ネットワーク事業本部において、24 時間監視・措置体制を行っている。

（５）災害時の輻輳対策 

地震、噴火等の災害の発生により、被災地へ向かう安否確認のため通話等が増

加し、被災地へ向けての通話がつながりにくい状況になっている場合に、個人の

安否確認手段として、災害用伝言ダイヤル（171）および Web171 の提供を開始す

る。 

（６）開発計画等 

ア 通信衛星を活用する衛星通信システムの開発 

イ 通信施設の信頼性対策の充実 
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機

関

名

現況、点検、整備計画等 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
品
川

１ 現況 

品川区総世帯の約 78％の世帯（ケーブルテレビ品川集計）に対して、ケーブルテ

レビ回線を接続し、NHK、在京民放、品川区民チャンネルの地上テレビ放送を配信し

ている。有料加入者に対しては、多チャンネル放送サービス（BS 放送を含む）、イ

ンターネット接続、電話、緊急地震速報等のサービスを提供している。 

品川区関連施設に対しても緊急地震速報を提供しており、一部施設においては館

内放送にも連携している。 

また、区とケーブルテレビ品川とで締結した相互協定に基づき、区民チャンネル

による緊急放送を通じて、情報の提供を行う。 

これらのサービスを提供するため、光ハイブリッド方式伝送路、光ファイバ伝送

路が区内に敷設されている。 

＜ケーブルテレビの施設概要（平成 29 年７月末現在＞ 

本社 戸越 

テレビ再送信設備・品川区民チャンネル制作／放送設備・電気通信事業用設備 

光ハイブリッド方式伝送路  総延長 約 665km 

（同給電設備  87 ヶ所） 

光ファイバ伝送路      総延長 約 235km 

接続世帯数 約 16 万６千世帯 

緊急地震速報提供 品川区施設  184 ヶ所（うち館内放送連携 77 ヶ所） 

２ 伝送路の冗長性および設計方針 

（１）光ハイブリッド方式伝送路および光ファイバ伝送路は、ループ構成の路線設計

を行い、冗長性を高めた設計としている。 

（２）電柱への伝送路の添架については、「有線電気通信設備令・同施行規則」に基づ

き、設計・工事を行っている。 

（３）東京電力柱・NTT 柱への共架申請に当たっては、電線施設の共架技術基準等に

則り、両社の指導のもとで、設計、工事を行っている。 

３ 設備遠隔監視・区との連絡設備等の整備 

（１）伝送路設備は本社で遠隔監視を行っており、迅速に状況を把握し、適切な復旧

対策ができるよう整備を図っている。 

（２）品川区と本社間は、光ファイバ回線およびマイクロウエーブ回線による連絡お

よび災害放送回線の２重化を図り、また区から貸与されている防災無線機による

連絡体制を構築している。 

（３）伝送路設備に対する巡視、点検の強化をはかり設備の維持管理に努める。 
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対策４ 公共建造物対策                 

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・消防水利等の設備充実 

・防災計画の立案 

・文化財の保全 

【具体的な取組】 

第１ 公共建造物

○避難所、区有施設などの公共施設を対象とし、災害時における被害を最小限にとどめる

ための対策（消防水利等の設備充実、防災計画の立案等）を進める。 

１ 幼稚園・小・中学校

（１）災害予防体制

① 区立幼稚園・小・中学校は、現在鉄筋コンクリート造りになっており耐火面の予

防措置は特に考慮するものがなくなっている。

② 漏電その他による火災を探知もしくは早期処置により最小限の被害にとどめる

ための措置としての自動火災報知設備や消火器を設置している。

③ 火災発生の場合の消火水利としてプールや屋内消火栓を設置している。

④ 火災発生時の緊急避難のための設備として救助袋を設置している。

⑤ 電気設備が使用不能となった場合、給水が不能となった場合の措置については綿

密な計画を樹立しておくものとする。

⑥ 学校施設は一時集合場所および避難所に充てられることになるが、校具教材等の

散失を防ぐための予防措置については綿密な計画をたてておくものとする。

２ 図書館、文化センター、品川歴史館、きゅりあん、体育館

（１）災害予防体制

図書館、文化センター、品川歴史館、きゅりあん、体育館については、鉄筋構築

がなされており、構造上の予防措置については特に考慮するものはない。

ア 災害時の応急計画立案 

図書館長、文化センター館長、品川歴史館副館長、きゅりあん館長、品川区

スポーツ協会事務局次長（以下「施設長」という）は立地条件などを考慮して、

常に災害時の応急計画を樹立し自衛防災組織の結成をはかり職員がそれぞれの

分担において防災活動を行い得るような明確な計画をたてておく。 

イ 災害時における留意事項 

職員は常に気象状況等に注意し、災害発生の恐れがある場合は、施設長の指

揮に従い緊急事態に備えて次の事項を守ること。 

・会議、出張等を中止すること。 
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・利用者の避難を中心とした災害時の事前、事後の処置方法を検討すること。 

・教育委員会、警察署、消防署等への連絡網の確認を行うこと。 

・勤務時間外においては施設長は所属職員の所在を確認し、非常招集の方法を

定め職員に周知させておくこと。 

ウ 器具の設置 

① 漏電その他による火災を探知もしくは早期処置により最小限の被害にとど

めるための措置として火災報知機、火災感知器、消火器、誘導灯を設置して

いる。

② 火災発生の場合の消火水利として消火栓を利用し得るよう設置している。

③ 火災発生時の緊急避難のための設備として救助袋および緩降機を措置して

いる。

３ 文化財について

区内には下記区分により文化財が保存されている（図表 3- 7）。災害予防措置につい

て関係機関と協力して指導・啓発を行う。また、災害発生時には被害状況を速やかに把

握し、文化財の保全について、所有者および関係機関と連携して対応する。 

図表 3- 7 文化財の区分

区分 総数 内訳 

品川区指定文化財 143 建造物３、絵画９、彫刻 22、工芸品４、書籍

３、典籍２、古文書 16、考古資料２、歴史資

料６、有形民俗 29、無形民俗３、史跡 24、天

然記念物 20 

国指定文化財 19 工芸品３、絵画７、書籍・典籍３、史跡３、 

天然記念物・史跡１、無形民俗１、重要無形

（人間国宝）１ 

国登録文化財 2 建造物２ 

都指定文化財 23 建造物２、工芸品１、絵画５、彫刻１、典籍

１、古文書７、民俗芸能１、史跡１、旧跡４、
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ インフラ対策 

対策２ ライフライン対策 

対策３ 公共建造物対策 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

インフ

ラ対策 

関東地方 

整備局 

■河川・港湾・空港施設等の復旧および機能確保 

東京国道 

事務所 

■道路、橋りょうの応急対策 

■道路関係障害物の除去 

都 

■道路関係障害物の除去 

■運転規制および乗務員の応急対応 

■鉄道施設の復旧および機能確保 

■河川・港湾・空港施設等の復旧および機能確保 

東京都第二建設

事務所 

■道路、河川の応急対策 

区 
■道路、河川の応急対策 

■道路、河川、住宅関係障害物の除去 

■道路の復旧および機能確保 

首都高速 

道路 

■道路、橋りょうの応急対策 

鉄道機関 
■運転規制および乗務員の応急対応 

■鉄道施設の復旧および機能確保 

■：対策の開始時期の目安 
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応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

ライフラ

イン対策 

都 

■上水道施設の応急対策に係る活動 

■応急対策としての被害調査実施、被害状況把握 

■災害復旧用資器材の整備、管きょ、ポンプ

所、工事現場等での応急対策 

■水道の復旧対策 

■下水道の復旧対策 

東京ガス 
■震災時の初動措置、資器材等の調達、車両の確保等の応急措置 

■震災時の広報 

NTT 東日本 

■通報、連絡、情報の収集、報告、重要通信のそ通確保、被災地特設電話

の設置、災害用伝言ダイヤルの提供等の応急対策 

■応急復旧、災害復旧、復旧順位とサービス復旧目標等の措置 

■料金免除等の取り扱い 

日本郵便 
■料金免除等の取り扱い 

■支援物資の振り分け 

■車両の貸し出し 

東京電力パワ

ーグリッド 

■復旧の順位の決定 

■災害時における復旧資器材の確保 

■電気の応急対策 

■電気の復旧対策 

ガス事業者 
■ガスの応急対策 

■ガスの復旧対策 

通信事業者 

■通信の応急対策 

■災害復旧工事を計画、設計 

■通信の復旧対策および応急復旧工事終了

後の被害の原因の調査分析 

公共建造

物対策 
区 

■品川建設防災協議会との協定に基づく措置 

■文教施設の応急対策計画立案 

■各施設における応急対策 

■学校の応急修理 

■住宅関係障害物除去 

■：対策の開始時期の目安 
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対策１ インフラ対策                  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

関東地方 

整備局 
・河川・港湾・空港施設等の復旧および機能確保 

東京国道 

事務所 

・道路、橋りょうの応急対策 

・道路関係障害物の除去 

都 

・道路関係障害物の除去 

・運転規制および乗務員の応急対応 

・鉄道施設の復旧および機能確保 

・河川・港湾・空港施設等の復旧および機能確保 

東京都第二建

設事務所 
・道路、河川の応急対策 

区 

・道路、河川の応急対策 

・道路、河川、住宅関係障害物の除去 

・道路の復旧および機能確保 

首都高速 

道路 
・道路、橋りょうの応急対策 

鉄道機関 
・運転規制および乗務員の応急対応 

・鉄道施設の復旧および機能確保 
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【具体的な取組】 

第１ 道路・橋りょう

○道路、橋りょうおよび道路付属物等が被害を受けた場合、各道路管理者は、被害状況を

速やかに調査し、公益占用物件および沿道等の復旧計画との調整のうえ、施設を復旧す

る。

１ 道路、橋りょうに係る活動態勢

① 道路、橋りょうおよび道路付属物等が災害により被害を受けた場合、各道路管理者

は、被害状況を速やかに調査し、公益占用物件および沿道等の復旧計画と調整のうえ、

被害を受けた施設を復旧する。特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のあ

る対象は次のとおりである。

・道路の陥没または決壊で、これによって当該道路による交通が不可能または、著

しく困難であるもの。 

・道路の陥没または決壊で、これを放置することにより二次災害を生じる恐れのあ

るもの。 

② 各機関の活動体制はおおむね次表のとおりである。（図表 3- 8）
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図表 3- 8 機関別の対応内容

機

関

名

活   動   内   容 

東

京

国

道

事

務

所

品

川

出

張

所

１ 道路施設の点検 

被害状況および交通状況を速やかに把握するため、パトロールを実施する。 

また、道路情報モニター等からの道路情報の収集に努める。巡視結果等から、詳細

な点検が必要と思われるものについては、点検要領等により速やかに実施するもの

とする。 

２ 災害時の応急措置 

（１）巡視の結果およびモニター等からの情報をもとに、必要に応じ迂回路の選定と、

その誘導等の措置を行い、交通路の確保に努める。また、交通規制が必要な箇所

は、関係機関と調整を図り、必要な措置を講ずる。 

（２）緊急輸送道路については、関係機関との調整を図りつつ、路上障害物の除去等

により、速やかに緊急輸送機能を確保する。 

（３）上記(１)(２)の措置に当たっては、緊急輸送道路と広域輸送拠点とのアクセス

道路の確保についても考慮することとし、関係する道路管理者等と連携しつつ、

必要な協力・支援を行うものとする。 

３ 応急復旧 

（１）パトロールによる巡視結果等に基づき、迂回路、代替路等を考慮し、優先順位

を定め復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行い、緊急輸送路の確保に努

めるものとする。 

（２）応急復旧工法は、被害の状況・資機材の有無等を考慮して、適切な工法を選定

するものとする。 

４ 本復旧 

本復旧は、破損原因を究明し、これに対応した工法で施工する。 

復旧工法の選定は、過去の地震等を参考に、適切な工法を選定するものとする。

首

都

高

速

道

路

１ 災害時における体制 

災害または交通障害の発生が予想されるとき、あるいは発生したときは、警戒体

制、緊急体制または非常体制のうち、災害の種類およびその程度に応じた適切な規

模および内容の体制をとり、速やかな社員の非常参集、情報収集連絡体制の確立お

よび災害対策本部の設置等必要な措置を講ずる。 

２ 災害応急対策 

災害が発生したときは、お客様の安全を確保しつつ、二次災害の防止と緊急輸送

機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速道路等の機能回復を図る。

（１）災害が発生したときは、会社は警察が実施する交通規制に協力し、かつ規制状

況等をお客様に広報する。 

（２）お客様の被災の状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出

動・協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

（３）道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応じ

応急復旧に努める。 
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機

関

名

活   動   内   容 

（４）工事の箇所については、その被災状況に応じて必要な措置を講ずる。 

資料○ 東京都第二建設事務所 資器材備蓄状況

２ 道路関係障害物除去

① 道路管理者は、緊急通行車両の通行を確保するため、放置車両や立ち往生車両等の

移動等の命令を行う。

② 運転者がいない場合や、破損により車両の移動が困難な場合等においては、道路管

理者は自ら放置車両や立ち往生車両等の移動等を行う。

③ 道路管理者による放置車両や立ち往生車両等の移動等の措置のため、やむを得ない

必要がある場合には、他人の土地の一時使用、竹木その他の障害物の処分を行うこと

ができる。

図表 3- 9 各機関の対応内容

機関名 内   容 

区 

・道路上の破損物、倒壊物の除去を行い、交通の確保に努める。特に指

定避難道路については最優先に実施する。なお、国、都等、他の道路

管理者と密接な連絡をとり、協力して障害物の除去を行うものとする。

国道 
・道路上の障害物の状況を調査し、除去対策をたて、関係機関と協力の

上、所管する道路の障害物の除去等を実施する。 

二建 

・災害時における応急対策業務に関する協定」および「協力承諾書」に

基づき、協力業者が道路上の障害物の除去等を実施する。 
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第２ 鉄道施設

○多数の人員を高速で輸送している鉄道での被害は、直接人命にかかわる恐れがあるため、

機敏かつ適切な応急措置を各交通機関が実施する。

○発災時において、被害を最小限にとどめ、輸送の確保を図ることは交通機関の責務であ

る。

○特に、多数の人員を高速で輸送している鉄道は、直接人命にかかわる被害が発生する恐

れがあるため、機敏かつ適切な応急措置を次により各交通機関が実施する。

１ 災害時の活動態勢

（１）災害対策本部等の設置

震災が発生した場合、各交通機関は全力をあげて、旅客および施設の安全確保と

緊急輸送を行うため、災害対策本部等を設置する。

（２）通信連絡体制

災害情報および応急措置の連絡指示ならびに被害状況の収集等の通信連絡は、列

車無線、指令電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて、無線車、移動

用無線機を利用する。

２ 発災時の初動措置

① 地震発生と同時に、各交通機関は、運転規制等適切な初動措置を実施し、乗客の安

全確保を図る。

② 各機関の初動措置は次のとおりである。（図表 3- 10）

図表 3- 10 機関別の対応内容

機関名 運転規制の内容、乗務員の対応、その他の措置 

都 

交 

通 

局 

地 

下 

鉄 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

都営地下鉄内に設置する地震計の震度に応じて、以下の運転規制を行

う。 

１ 震度「３」の場合 → 特に運転規制は行わない 

２ 震度「４」の場合 

① 直ちに全列車に対し 25 ㎞／h以下の徐行運転を指示し、駅務管理

所長(以下「駅長」という）保守担当の各管理所長および検修場長(以

下「所長」という）に施設点検を依頼する。 

② 駅長からの駅構内施設点検完了報告および全区間にわたる列車徐

行運転完了後、55 ㎞／h以下の運転に規制を緩和する。 

③ 所長からの施設点検完了の報告に基づいて、運転規制を解除する。

３ 震度「５弱」の場合 

① 直ちに全列車に対し運転中止を指示し、駅長および所長に施設点

検を依頼する。 

② 駅長からの駅構内施設点検完了報告に基づいて、全列車に対して

試運転列車とし 15 ㎞／h以下の注意運転を指示する。 

③ 試運転列車が全区間にわたって走行を完了したときは、全列車に
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機関名 運転規制の内容、乗務員の対応、その他の措置 

対し 25 ㎞／h以下の徐行運転を指示する。 

④ 列車が 25㎞／h以下の徐行運転で全区間にわたって走行を完了し

たときは、55 ㎞／h以下の運転に規制を緩和する。 

⑤ 所長からの施設点検完了の報告に基づいて、運転規制を解除する。

４ 震度「５強」以上の場合 

① 直ちに全列車に対し運転中止を指示し、駅長および所長に施設点

検を依頼する。 

② 駅長および所長からの施設点検完了(ゾーン地震計に「５強」と表

示された区間)の報告に基づいて、全列車に対して試運転列車とし

15 ㎞／h以下の注意運転を指示する。 

③ 試運転列車が全区間にわたって走行を完了したときは、全列車に

対し 25 ㎞／h以下の徐行運転を指示する。 

④ 列車が 25㎞／h以下の徐行運転で全区間にわたって走行を完了し

たときは、55 ㎞／h以下の運転に規制を緩和する。 

⑤ 所長からの施設点検完了の報告に基づいて、運転規制を解除する。

乗 

務 

員 

の 

対 

応 

列車を運転中強い地震を感知し、列車を運転することが危険と認めた

ときまたは列車無線により運転中止の指令を受けたときは、次の取り扱

いをする。 

１ 駅に停車中のときは出発を見合せ、駅長の指示に従う。 

２ 走行中のときは、前途支障の有無に注意し、速度を節制の上、次駅

まで走行することに努める。 

３ やむを得ず駅間に停止したときは、状況を判断して乗客の安全確保

に努める。 

４ 早期地震警報システムが動作し、緊急地震警報(震度４以上)を受信

した場合は、駅間であっても直ちに停止する。ただし、開口部付近を

運転中の場合は、側壁の崩れ、落下物などの恐れがあるため、停車は

極力避ける。 

その他

の措置

震災発生と同時に、関係各所は必要箇所を点検するとともに、乗客の

安全確保を図る。 

Ｊ 

Ｒ 

東 

日 

本 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

１ 地震が発生した場合の列車の運転取り扱いは次による。 

（１）80 ガル以上の場合、列車の運転を中止し、全線の点検を行った後、

安全が確認された区間から運転中止を解除する。 

（２）40 ガル以上 80 ガル未満の場合、25 ㎞/h または 35 ㎞/h 以下の徐

行運転を行い施設の点検を行った後、安全を確認した区間から速度

規制を解除する。 

（３）40ガル未満の場合、特に運転規制は行わない。 

２ 列車の運転方法はその都度決定するが、おおむね次により実施する。

（１）う回または折り返し運転 

（２）臨時列車の特発 

（３）バス代行または徒歩連絡 

乗 １ 運転中に地震を感知して、列車の運転が危険と認めた場合は、直ち
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務 

員 

の 

対 

応 

に列車を停止させる。 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が築堤、切取り、橋りょう上、

または陸橋下のような場合は進路の安全を確認の上、安全と認められ

る場所に列車を移動させる。 

３ 列車を停止させた場合、最寄りの停車場の駅長と連絡をとり、その

指示を受ける。 

東 

京 

急 

行 

電 

鉄 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

地震の規模 運転規制の内容（運輸司令長の取り扱い） 

震度４ １ 直ちに全列車の停止を指令する。 

２ 震動停止後、25 ㎞/h 以下の注意運転を指令する。

３ 構造物等に異常がない旨確認後、平常運転に復す

る。 

震度５弱 １ 直ちに全列車の停止を指令する。 

２ 震動停止後、15 ㎞/h 以下の注意運転で先行列車が

あった場所まで運転する。 

３ 乗務員および駅長から構造物等に異常がない旨報

告があった場合は、25 ㎞/h 以下の注意運転を実施す

る。 

４ 電力司令長および保線区長から構造物等に異常が

ない旨報告があった場合は、平常運転に復する。 

震度５強以上 １ 直ちに全列車の停止を指令する。 

２ 電力司令長および保線区長から構造物等に異常が

ない旨報告があった場合は、25 ㎞/h 以下の注意運転

を指令し、乗務員または駅長、区長から進路等に異

常がある旨の報告がない場合は平常運転に復する。

早期地

震シス

テム 

気象庁が地震の最初の揺れを観測した時に配信する緊急地震速報を運

輸司令所等で受信し、一定規模の地震が予想される場合に、列車無線を

使用して緊急停止信号および音声メッセージを鉄道線の全列車、軌道線

の全電車に対して自動的に通報する。これを受信した運転士は直ちに非

常制動の手配を執り、列車を減速または緊急停止させる。 

乗 

務 

員 

の 

対 

応 

運転士は、早期地震警報システムを受報したとき。または強い地震を

感知したとき、および運輸司令長から列車を停止させるように指示を受

けたとき、 

１ 地上部においては、橋りょう、盛土部、ずい道等をなるべく避けて

速やかに停止する。 

２ 地下部においては、速度を 25km/h 以下まで低下させ、駅間停車を避

けるために駅に侵入し停止する。ただし、危険を察知した時は直ちに

停止する。 
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機関名 運転規制の内容、乗務員の対応、その他の措置 

そ 

の 

他 

の 

措 

置 

災害発生と同時に、関係部署により次の措置をとるとともに、状況に

より災害対策本部を設置して対応する。 

１ 被害状況の把握        ５ 負傷者の救出救護 

２ 線路、駅施設、電気設備等の点検  ６ 電気施設の緊急措置 

３ 出火防止および初期消火    ７ 通信による災害情報の緊密化 

４ 旅客の避難誘導        ８ 防災機関との連携 

京 

浜 

急 

行 

電 

鉄 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

地震の規模 運転規制の内容 

震度４ １ 列車の停止を指令する。 

２ 地震終息後、35km/h 以下の速度で注意運転をす

る。 

３ 関係駅長の報告により、列車の運行に支障のな

いことを確認したときは、正常運行の確保に努め

る。 

震度５弱 １ 列車の停止を指令する。 

２ 地震終息後、駅長から駅構内の運転諸設備につ

いて、列車の運行に支障のないことを確認したと

きは、25km/h 以下の速度で注意運転をする。 

３ 関係駅長の報告により、列車の運行に支障のな

いことを確認したときは、正常運行の確保に努め

る。 

震度５強以上 １ 列車の停止を指令する。 

２ 地震終息後、駅間に停止している列車があると

きは、列車の停止した場所の最寄り駅長から、駅

構内の運転諸設備に異常がない旨の報告と、停止

している列車の乗務員から見通しの範囲内に異

常がないことを確認したときは、施設司令と協議

のうえ、旅客の避難誘導のため、15km/h 以下の速

度で最寄り駅まで運転を指令することができる。

３ 地震終息後、駅長から駅構内の運転諸設備につ

いて、また、保守担当責任者から要注意箇所につ

いて、列車の運行に支障のないことを確認したと

きは、25km/h 以下の速度で注意運転をする。 

４ 関係駅長および保守担当責任者の報告により、列

車の運行に支障のないことを確認したときは、正常運

行の確保に努める。 

乗 

務 

員 

１ 乗務員は、強い地震を感知したとき、または運輸司令もしくは駅長

から震度４以上の地震が発生した旨の通報を受けたときは、橋りょう、

トンネルおよび踏切道を避けて安全と思われる場所に速やかに列車を
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機関名 運転規制の内容、乗務員の対応、その他の措置 

の 

対 

応 

停止させる。 

２ 地震終息後、運転再開の指令を受けたときは、指定された速度以下

で注意運転を行う。 

３ 最寄りの報告指定駅に到着したときは、駅長に対して運転した区間

における線路等の状態の列車運転に対する支障の有無を報告する。 

４ 運輸司令から指定速度規制の解除指令を受けたときは、逐次正常運

行に復するように努める。 

東 

京 

モ 

ノ 

レ 

｜ 

ル 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

１ 昭和島運転指令室に地震計を設置しており、運転指令は地震を感知、

または地震発生の報告を受けたとき、または緊急地震速報の警報を受

信したときは、列車無線により速やかに全列車を停止させる。 

２ その後の運転規制、設備の点検等については次による。 

震度 計測震度 規制内容 

３以下 3.4 以下 一旦停止後、通常運転 

４弱 3.5～3.9 
40km/h 以下の速度で運転指令者が指示する

区間まで注意して運転 

４強 4.0～4.4 
施設区長の指示があるまで 40km/h 以下の速

度で注意して運転 

５弱 4.5～4.9 
施設区長の指示があるまで 15km/h 以下の速

度で注意して運転 

５強以上 5.0 以上 
事故対策本部長または施設区長の指示があ

るまで停止させること 

乗 

務 

員 

の 

対 

応 

１ 列車運転中に地震を感知した場合、または運転指令から停止手配の

指令があったときは、速やかに列車を停止させる。 

２ 列車を停止させる場合、その停止位置が曲線や勾配区間の場合は、

進路の安全を確認の上、安全と認められる箇所に列車を移動させる。

３ 列車を停止した後は、運転指令に状況を報告し、その後の指示を受

ける。 

その他

の措置

計測震度 4.0 以上の場合は、線路、電路、沿線の状況等について点検

する。また、防災無線・FAX 等により情報の収集に努め、関係部署に周

知するほか、個々の列車に情報の伝達と適切な指示をする。 

東 

京 

臨 

海 

高 

速 

鉄 

道 

運 

転 

規 

制 

の 

内 

容 

１ 震度３以下の場合 

特に運転規制は行わない。 

２ 震度４（60ガル）の場合 

運輸指令室長は、直ちに全列車に対し 25km／h 以下の徐行運転をす

るよう通告する。 

３ 震度５弱（100 ガル）以上の場合 

運輸指令室長は、直ちに運転中止の通告をする。 

乗 

務 

１ 運転士は運転中に強い地震を感知し、列車または車両を運転するこ

とが危険と認めた場合は、直ちに列車または車両を停止させる。この
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機関名 運転規制の内容、乗務員の対応、その他の措置 

員 

の 

対 

応 

場合において停止した箇所が危険であると認めたときは、進路の状況

を確かめた上、安全と認められる箇所まで移動する。 

２ 運転士は列車を停止させたときは、その状況を運輸指令室長に報告

し、その後の指示を受ける。 
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３ 乗客の避難誘導

① 列車の停止が長時間にわたるときや、火災等の二次災害の危険が迫っているときは、

乗客の安全のため的確な避難誘導を行う。

② 各機関の措置は次のとおりである。（図表 3- 11）

図表 3- 11 機関別の対応内容

機関名 避  難  誘  導  方  法 

都交通局 

（地下鉄） 

駅および列車等の状況を的確に把握し、適切な放送により旅客の混乱

を防止するとともに、旅客を安全な場所へ避難誘導する。 

JR 東日本 

一般駅では、地方自治体の指定した避難地に誘導する。また、東京地

下ルートは総武線錦糸町～品川間（9.5km）であるが、トンネルの深さが

地下 22～32ｍにおよび、駅施設は地下４～５階に位置している。このた

め、ホームに降りた乗客は直上階のホームまで導き、地下１階まで直通

エスカレーターを経て改札空間に誘導する。 

東京急行 

電鉄 

１ 駅における避難誘導は定められた一時集合場所および避難所または

広域避難場所に旅客を安全に誘導する。 

２ 乗務員は、旅客の混乱を防止するため、適切な車内放送を行い、状

況により避難誘導の手配をとる。 

京浜急行 

電鉄 

１ 駅における避難誘導 

駅長は駅従業員を指揮して駅構内の状況および旅客の動態を把握

し、適切な放送等により旅客の混乱を防止するとともに、旅客を安全

な場所に避難誘導する。 

２ 列車乗客の避難誘導 

乗務員は、併発事故の防止を考慮して対向列車に充分注意し、旅客

を安全な場所または最寄り駅まで避難誘導する。 

東京 

モノレール 

１ 駅における避難誘導 

災害状況を的確に把握し、適切な案内誘導により旅客の混乱を防止

するとともに、安全な場所へ避難誘導する。 

２ 列車乗客の避難誘導 

（１）列車が駅に停止している場合 

車内放送等により乗客の沈静化に務め、原則として、乗客は列車

から直接ホームに降車させる方針をとる。 

（２）列車が駅間で停止した場合 

ア 隣接線路または後続の列車に乗客を移乗させるか、あるいは救

援列車を運転し乗客を収容する。 

イ アによることのできない箇所では、地形その他地上部の安全を

充分考慮したうえで応急はしご、または緩降機により地上に誘導

する。 
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機関名 避  難  誘  導  方  法 

東京臨海 

高速鉄道 

駅長および駅務助役は的確な状況判断のもとに、駅係員を指揮して

次により旅客の避難誘導にあたる。なお、高齢者、子ども等単独で避

難することが危険と認められる旅客に対しては、他の旅客の協力を得

て避難誘導する。 

（１）地下より地上が安全と認めたとき 

避難場所を、放送装置などを利用して旅客に周知し、その方向の

出口に誘導する。 

（２）地上より地下が安全と認めたとき 

駅構内で被害が少なく、かつ地上への緊急退避に有利な場所を選

定し誘導する。 

（３）いずれも危険と認めたとき 

状況を判断し、最も安全適切と認められた処置をとり旅客の安全

退避に努める。 

なお、このような状況下においても、迅速かつ的確に旅客の誘導

が行えるよう、平素から災害を想定した教育訓練を実施し、管理体

制の確立を図る。 

４ 事故発生時の救護活動

① 地震により、旅客等に事故が発生した場合、適切な救護措置を行う。

② 各機関の救護活動は次のとおりである。（図表 3- 12）

図表 3- 12 機関別の対応内容

機関名 救  護  活  動 

都交通局 地下鉄駅係員は、負傷者の救護措置を行い、旅客の生命の安全を図る。

JR 東日本 

地震の発生とともに旅客の避難状況を把握して、次の措置を行う。 

１ 放送により状況を案内する。 

２ 負傷者、高齢者、幼児等を優先救護する。 

３ 出火防止に務める。 

４ 営業を中止して駅構内の混乱拡大を防止する。 

５ 被害の状況により、消防署、警察署に出動を要請するとともに、救

護所を開設する。 

東京急行 
電鉄 

災害発生時には、異常時対策規程に基づき、対策本部を設置し、救護

活動にあたるとともに、消防署、警察署に出動を要請する。 

京浜急行 
電鉄 

死傷者の救護を最優先とし、続発事故の防止に万全を講ずるものとし、

必要により警察署および消防署に通報し、出動・救援の要請を行う。 

東京 
モノレール 

災害発生時には、駅従業員、乗務員はその状況を冷静に判断し、死傷

者の救護を最優先とし、負傷者に対する応急措置と最寄の病院へ収容ま

たは救急車を要請する。 
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機関名 救  護  活  動 

東京臨海 
高速鉄道 

１ 乗務員は、地震その他あらゆる事故発生により人命に危険が生じた

ときは、これの救助を先決として最善を尽くす。 

２ 乗務員は、列車内の旅客に負傷者が発生した場合、速やかにその旨

を運輸指令室長または駅務助役に報告するとともにその救護にあた

る。この場合、旅客の中の医師、看護師を探すとともに周囲の旅客に

協力を積極的に要請する。 

５ 浸水事故発生時の措置

① 地震による堤防の破壊等により、地下鉄等の地下路線に浸水が生じた場合、人命に

かかわる事態につながる恐れがある。このため、浸水の防止等の対応措置を講ずる。

② 各機関の対応措置は次のとおりである。（図表 3- 13）

図表 3- 13 機関別の対応内容

機関名 対   応   措   置 

都交通局 
土のう、止水板、防水扉、自動浸水防止装置等により浸水を防止する

とともに、既設排水ポンプにより浸水箇所の排水を行う。 

JR 東日本 

１ 防止板および防水ゲート等により浸水を防止する。 

２ 万一浸水した場合は、直ちに旅客を安全な場所へ誘導し、安全を図

る。 

３ トンネル内に浸水した場合は、排水ポンプにより排水する。 

東京急行 

電鉄 

地震発生時、駅の出入口から浸水の恐れがあるときは、浸水防止板を

使用して防護にあたる。また浸水により列車運転に支障があると予想さ

れた場合は、直ちに運輸司令長に報告するとともに、旅客を安全な場所

に避難させる等の措置をとり、その状況を把握し駅長に報告する。 

京浜急行 

電鉄 

品川駅～泉岳寺駅間の地下鉄通風口には防水自動シャッターを備え、

浸水を防止するとともに、トンネル内に浸水した場合は排水ポンプによ

り排水する。また、空港線羽田トンネルには、浸水防止扉および排水ポ

ンプを設置している。 

東京 

モノレール 

羽田空港駅、新整備場駅および天空橋駅では防潮堤を築き浸水を防止

するとともに、ずい道内は排水ポンプにより排水する。なお、浸水した

場合は直ちに旅客を安全な場所に誘導し安全確保を図る。 

東京臨海 

高速鉄道 

換気口、駅出入口からの浸水防止、高潮対策、排水設備等については

浸水対策を行っているが、万一浸水した場合はただちに旅客を安全な箇

所へ誘導する。 
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６ 復旧計画

① 鉄道施設は、震災後の都市機能の確保や各種の復旧対策に寄与するため速やかに応

急復旧を行って輸送の確保に努めるものとし、各鉄道機関は応急対策の終了後、被害

原因の調査分析を行い、この結果に基づき、再び同様な被害を受けぬよう本復旧計画

をたて、実施する。

② 施設の被害状況に応じた復旧を行う。

（１）都交通局

① 長期にわたり営業再開が困難で、大規模復旧工事が必要と考えられる場合、局の

震災対策本部および事業部で復旧活動の基本方針を策定する。

② 施設等の安全性に重大な影響は与えず、補修工事等により営業再開が可能な場合、

施設の管理部が復旧活動の基本方針を策定する。

（２）各鉄道事業者

① 鉄道施設は、震災後の都市機能の確保や各種の復旧対策に寄与するため、速やか

に応急復旧を行って輸送の確保に努める。

② 各鉄道事業者は、応急対策の終了後、被害原因等の調査分析を行い、この結果に

基づき、再び同様な被害を受けないよう、本復旧計画を立て実施する。

第３ 河川

○河川の応急復旧、所管施設の緊急工事等に向けて立案する応急対策計画、復旧計画をも

とに、区、都は連携して、河川における障害物除去等を行う。

１ 河川の機関別の対応内容

図表 3- 14 機関別の対応内容

機

関

名 

活   動   内   容 

区 １ 応急対策計画 

（１）地震、津波等により、護岸等河川管理施設が崩壊等の被害を受けた場合に

は、施設の応急復旧に努めるとともに排水に全力をつくす。 

（２）河川、護岸の応急復旧としては、決壊した護岸を撤去し法面防護を土のう

で補強する。応急復旧に要する資器材は指定の水防倉庫に備蓄するものとす

る。 

２ 復旧計画 

（１）水防活動と並行して管内の施設、特に工事中の箇所および危険箇所を重点

的に巡視し、被害箇所については、直ちに都に報告するとともに、必要な措

置を実施するものとする。 

（２）排水場施設に被害が生じた場合は、都と連携して、移動排水ポンプの派遣

等により内水による被害の拡大を防止するものとする。 
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機

関

名 

活   動   内   容 

都 ○災害が発生した場合、直ちに、堤防、護岸、排水施設、防災船着場等の河川管

理施設及び工事箇所の被災状況を確認する。 

○破損等の被害を受けた場合には、特に、氾濫水による被害の拡大防止に重点を

置き、速やかに施設の復旧に努め、都及び区の行う応急措置に関し、必要に応

じて技術的指導を行うほか、備蓄資料の提供も実施する。 

○区の実施する応急措置に関し、技術的助言及び総合調整を行うほか、応急・復

旧対策を総合的判断の下に実施する。 

○排水機場施設の被害をとりまとめるほか、総合的判断の下に、移動排水ポンプ

車の派遣を決定する。 

○河川管理施設の応急・復旧対策について区に技術的助言を行うほか、大規模な

ものについては直接実施する。 

○巡回・点検及び応急対策については、災害時における応急対策に関する協定に

より対処する。 

２ 河川関係障害物除去

区土木部は、河川機能を確保するため、東京都第二建設事務所と密接な連絡をとり、

協力して河川における障害物の除去を行う。

３ 河川管理施設の応急復旧等

区の河川管理施設の応急復旧、局所管施設の緊急工事等を行う。

（１）河川および内水排除施設

① 排水場施設に被害が生じた場合は、都建設局に報告し、移動排水ポンプの派遣を

求め、排水作業を継続し、内水による被害の拡大を防止する。

② 大規模なものを除き、都の助言のもと河川管理施設の応急復旧を図る。
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対策２ ライフライン対策                

【各機関の役割】 

【具体的な取組】 

第１ 水道

○災害時における飲料水の確保および被害施設の復旧に対処するため、都水道局はこれに

必要な人員および車両の確保、情報の収集連絡態勢等を確立する。 

○施設被害について情報収集をもとに適切な復旧方針を決定し、配水区域の調整により、

断水区域の減少に努める。

機関名 役   割 

都 

・上水道施設の応急対策に係る活動 

・応急対策としての被害調査実施、被害状況把握 

・災害復旧用資器材の整備、管きょ、ポンプ所、工事現場等での応急対策 

・水道の復旧対策 

・下水道の復旧対策 

東京ガス 
・震災時の初動措置、資器材等の調達、車両の確保等の応急措置 

・震災時の広報 

NTT 東日本 

・通報、連絡、情報の収集、報告、重要通信のそ通確保、被災地特設電話の

設置、災害用伝言ダイヤルの提供等の応急対策 

・応急復旧、災害復旧、復旧順位とサービス復旧目標等の措置 

・料金免除等の取り扱い 

日本郵便 

・料金免除等の取り扱い 

・支援物資の振り分け 

・車両の貸し出し 

東京電力パワ

ーグリッド 

・復旧の順位の決定 

・災害時における復旧資器材の確保 

・電気の応急対策 

・電気の復旧対策 

ガス事業者 
・ガスの応急対策 

・ガスの復旧対策 

通信事業者 

・通信の応急対策 

・災害復旧工事を計画、設計 

・通信の復旧対策および応急復旧工事終了後の被害の原因の調査分析 
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１ 計画方針

① 災害時における飲料水の確保および被害施設の復旧に対処するため、都水道局はこ

れに必要な人員および車両の確保、情報の収集連絡態勢等を確立する。

② 復旧に当たっては、施設の被害についての情報を収集・分析をとおして、適切な復

旧方針を決定し、可能な限り都民への給水を確保するため、配水調整により断水区域

の減少に努める。また、送配水管等に当たっては、あらかじめ定めている復旧の優先

順位に基づき、効率的に復旧作業を進める。

２ 活動態勢

（１）活動主体

図表 3- 15 活動主体別の所管区域

活動主体 所管区域 電話 

水道局南部支所 
大田区・品川区（ただし、東八潮を

除く。）・世田谷区・目黒区・渋谷区
3763-4160 

水道局品川営業所 品川区（ただし、東八潮を除く。） 3783-5573 

（２）動員態勢および応急活動態勢の確立

震災時における飲料水の確保、応急復旧および情報連絡などに従事する必要人員、

資器材等を確保するため動員態勢を確立する。なお、夜間・休日等においては、職

員は地震の震度に応じて定められた態勢により参集する。また、有線による通信連

絡が不能となることを想定して、無線設備および都防災行政無線等を活用し、応急

連絡ならびに応急復旧の連絡態勢の確立を図る。

資料○ 非常配備態勢【都水道局】 

３ 応急対策

（１）施設点検

地震発生後、速やかに水道施設および工事現場等を点検し、被害状況を把握する。

ア 被害調査の実施 

貯水、取水、導水、浄水施設および給水所等の被害調査は、速やかに各施設

ごとに行う。 

イ 被害状況の把握 

① 管路については、あらかじめ定めた重要点検箇所の巡回点検を実施し、管

路の水圧、漏水、道路陥没等の有無およびその程度のほか、地上構造物にあ

っては被害の程度等の把握に努める。

② 点検に先立ち、浄水場、給水所等のポンプ運転状況、管路テレメーター等

から異常箇所の情報を把握する。

ウ 重要点検箇所 

・首都中枢機関、災害拠点病院等への供給管路

・第一次重要路線、第二次重要路線および配水小管重要路線

・応急給水施設、避難所等に至る路線
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・緊急啓開道路、鉄道および主要道路の横断箇所

・国道、共同溝および河川に関わる道路管理者または河川管理者の指示による

点検箇所

（２）応急措置

被害箇所の復旧までの間、二次災害発生の恐れがある場合および被害の拡大する

恐れがある場合には、速やかに次の応急措置を行う。

ア 取水、導水、浄水施設および給水所 

取水塔、取水せき等の取水施設および導水施設にき裂、崩壊等の被害が生じ

た場合は、必要に応じて取水・導水の停止または減量を行う。 

イ 送・配水管路 

① 漏水により道路陥没等が発生し、道路交通上非常に危険と思われる箇所に

ついては、断水後、保安柵等による危険防止措置を可能な限り実施する。

② 管路の被害による断水区域を最小限にとどめるため、速やかに配水調整を

行う。配水調整作業は、浄水場から給水所への送水および主要幹線機能の確

保を優先し、各路線の上流側から順次進める。

ウ 給水装置 

家屋の倒壊、焼失等により、給水装置の使用見込がなくなった場合は、メー

ター上流の漏水箇所を修繕し、第一止水栓で閉栓する。なお、第一止水栓で閉

栓できない場合はプラグ等により止水する。 

（３）復旧対策

ア 復旧活動の方針 

① 取水・導水施設の被害については、浄水機能および配水機能に大きな支障

を及ぼすため、最優先で復旧する。

② 浄水施設の被害のうち、施設の機能に重要な影響を及ぼすものについては、

速やかに復旧活動を実施する。

③ （首都中枢機関等への水道水供給にかかわる管路を除く）管路の被害につ

いては、配水系統の変更等により断水区域を最小限にした上で、あらかじめ

定める復旧の優先順位に基づき、段階的に復旧作業を進める。

イ 管路の復旧計画 

都中枢機関、災害拠点病院等への水道水供給にかかわる管路の被害について

は、発災後３日以内の復旧を目指す。 

（ア）復旧計画 

復旧に当たっては、随時、配水系統などの変更等を行いながら、あらかじ

め定めた順位をもとに、被害の程度および復旧の難易度、被害箇所の重要度、

浄水場・給水所の運用状況等を考慮して給水拡大のために最も有効な管路か

ら順次行う。なお、資器材の調達、復旧態勢および復旧の緊急度等を勘案し、

必要に応じて仮配管、路上配管等の仮復旧を実施する。 

（イ）送・配水管路における復旧活動 

断水区域を限定し、可能な限り給水を継続しながらあらかじめ定めた以下

の優先施設から順次復旧する。 

・首都中枢機関、災害拠点病院等への供給管路 

・第一次重要路線 

・送水管および広大な区域を持つ配水本管 



第２編 震災編 

第３部 安全な交通ネットワークおよびライフライン 

 予防  応・復 

対策２ ライフライン対策 

震‐3‐52 

・第二次重要路線および配水小管重要路線 

・配水本管および小管の骨格となる路線 

・その他給水上極めて重要な路線 

・応急給水施設、避難所等に至る管路 

・復旧活動に支障となる箇所 

（ウ）給水装置の復旧活動 

① 公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧および通水と並行して実施す

る。 

② 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧および通

水状況にあわせ、機能が回復するよう優先して復旧にあたり、順次その他

の給水管についても復旧を行う。 

③ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等からの修繕申込みがあっ

たものについて応急措置を行う。 

④ なお、配水に支障を及ぼす給水装置の破損等については、申込みの有無

にかかわらず応急措置を実施する。 

４ 広報

（１）広報方法

広域的な広報は、掲示板への掲示、給水対策本部広報担当が都本部を通じて、報

道機関の協力を得て実施する。事業所の所管区域内を対象とする広報は、拡声機付

き自動車による路上広報、および区の協力を得て、区の防災行政無線により実施す

る。

（２）広報内容

ア 地震発生直後に行う広報 

・水道施設の稼動状況

・浄水場および給水所における飲料水

・応急対策の基本方針

・その他住民への協力要請等

イ 応急対策開始後に行う広報 

・水道施設の被害概要およびおおよその復旧見込み

・復旧作業の実施方針

・応急給水の実施方針および給水拠点での応急給水実施状況

・住民の注意すべき事項および協力要請

ウ 応急対策の進ちょくに伴う広報 

・水道施設の被害詳報および復旧見込み

・前日までの作業状況および新たに給水可能になった地域

・当日の復旧活動の概要

・水質についての注意

・住民への協力要請
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５ 早期復旧対策

① 取水・導水施設の被害は、浄水機能に大きな支障を及ぼすため、その復旧は、最優

先で行う。

② 浄水施設の被害のうち、施設の機能に重要な影響を及ぼすものについては、速やか

に復旧活動を行う。

③ 管路の復旧に当たっては、随時、配水系統などの変更等を行いながら、あらかじめ

定めた順位をもとに、被害の程度および復旧の難易度、被害箇所の重要度、浄水場・

給水所の運用状況等を考慮して給水拡大のために最も有効な管路から順次行う。なお、

資機材の調達復旧態勢および復旧の緊急度等を勘案し、必要に応じて仮配管、路上配

管等の仮復旧を実施する。

④ 送・配水管路における復旧活動は、断水区域を限定し、可能な限り給水を継続しな

がらあらかじめ定めた優先施設から順次復旧する。

⑤ 公道内の給水装置の復旧は、配水管の復旧および通水と並行して実施する。

⑥ 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧および通水状況にあ

わせ機能が回復するよう優先して復旧にあたり、順次その他の給水管についても復旧

を行う。

⑦ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等から修繕申込みがあったものについ

て応急措置を行う。なお、配水に支障を及ぼす給水装置の破損等については、申込み

の有無にかかわらず応急措置を実施する。
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第２ 下水道

○非常配備態勢に基づいて職員を配置し、下水道施設の被害に対し迅速に応急復旧活動を

行う。 

○管きょ、ポンプ所、工事現場等の施設被害を把握し、損傷状況に応じた応急復旧、機能

回復を図る。

１ 震災時の活動態勢

① 非常配備態勢に基づいて職員の配置を行い、下水道施設の被害に対し、迅速に応急

復旧活動を行う。

② また、被害が大規模で、復旧に緊急を要する場合に協力を得ることができるように、

民間団体との体制整備が必要となる。そのため、都下水道局では民間団体と応急復旧

業務に関する協定および細目協定を締結し、民間団体と連携した迅速な応急復旧活動

に努める。

２ 応急復旧対策

（１）災害復旧用資器材の整備

迅速に応急措置活動を実施するため、ポンプ所に資器機材を備蓄し、また、災害

時の応急復旧に関する協定を締結している民間団体に対し資器材の提供について協

力を求める。

（２）管きょ

① 緊急輸送道路を地上巡視し、下水道施設に起因する道路陥没等を早急に把握し、

損傷状況に応じた応急復旧を実施する。

② 速やかに震災復旧活動の拠点を設置し、管きょの被害状況など、防災上重要な施

設について重点的に被害状況および措置状況を集約する。

（３）ポンプ所

万一機能上重大な被害が発生した場合は揚水施設の復旧を最優先する。これらと

並行して各施設の損壊箇所をただちに処置し、流下機能の確保と機能の回復を図る。

（４）工事現場

工事中の箇所においては、受注者との緊密な連携の下、速やかに被害状況を把握

し、被害を最小限に抑えるとともに二次災害の発生を防止するための緊急措置を実

施する。また、避難道路等での工事箇所については、道路管理者ならびに交通管理

者の指示に従い応急措置等を行う。

３ 早期復旧対策

① 被害が発生したときは主要施設から復旧を図る。復旧順序については、水再生セン

ター・ポンプ所、幹線管きょ等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、ます・

取付管の復旧を行う。

② 被害状況に応じ、他の大都市等へ復旧支援を要請し、その受入れに対応する。

（１）管きょ等

緊急調査で判明した被害について、より詳細に被害状況を把握・整理し、汚水の

流下機能を確保するための復旧を行う。
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（２）水再生センター・ポンプ所

① 水再生センター・ポンプ所は、流下機能の確保と沈殿、消毒、放流などの機能の

回復を図り、さらに環境負荷の低減、公共用水域の水質の向上に努める。

② 水再生センター・ポンプ所において、停電のためポンプの機能が停止した場合、

ディーゼル発電機やガスタービン発電機などの非常用発電機およびエンジン直結

ポンプによってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらないよう対処する。

なお、非常用発電機と電力貯蔵型電池を組み合わせることなどにより、電源の信

頼性向上を図る。また、最低限の機能確保のための復旧を行う。

③ 停電が続いた場合には、水再生センター、ポンプ所の安定稼動のための自家発電

設備用燃料油について、石油会社との協定に基づき、優先供給を受ける。
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第３ 電気・ガス・通信など

○東京電力パワーグリッド、東京ガス、ＮＴＴ東日本、日本郵便、品川ケーブルテレビは

所管施設の応急対策を講じ、地震災害による施設被害の早期復旧を図り、もって社会安

全の確保に努める。

１ 電気施設の応急対策（東京電力パワーグリッド）

地震災害による電気施設被害の早期復旧を図り、社会安全の確保に務め、公益事業者

としての使命の完遂を期す。

（１）前提条件（被害想定）

① 配電柱は電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷重を

上回るため震度６程度では、ほとんど地震力そのものによって大きな被害を受け

ることはないと考えられるが、一部地域の地すべり、地盤沈下による支持物の倒

壊、傾斜とこれに密集地帯の火災や浸水と付近建物の倒壊など二次、三次災害に

より送電不能となる恐れがある。

② しかしながら一般家庭が倒壊、焼失したり、工場地帯が操業不能となったりする

ことなど需要側の理由による送電中止分を除けば、供給側設備（配電線）に起因

する供給支障は局所的、小規模なものに限定されると思われる。

（２）応急復旧

ア 復旧の順位 

① 復旧に当たっては恒久復旧を原則とするが、災害の規模、設備の需要度、

被害の状況等により、やむをえないものについては仮復旧工事を施す。

② 災害復旧計画の策定および実施に当たっては、人命にかかわる箇所、復旧

対策の中枢となる官公署、民心の安定に寄与する報道機関、病院、避難所な

どを原則的には優先することとする。ただし設備の被害状況、復旧の難易を

勘案して供給上復旧効果の最も大きいものから行うものとする。なお、区民

においても自家発電設備を設置してその万全を期するよう協力を依頼する。

③ 長期浸水地区が発生した場合は、その地区内の重要施設に対しては、負荷

切替、応急ケーブルの新設等により仮送電する。

イ 災害時における復旧資器材の確保 

① 復旧資機材は、次のいずれかの方法で速やかに確保する。

・隣接店所の融通

・他電力会社等からの融通

・現地調達

② 被害状況によっては災害復旧資材置場としての用地確保が必要となること

があり、このため当社単独の交渉では困難と思われる場合には防災会議に依

頼して用地の迅速な確保を図るものとする。

２ ガス施設の応急対策（東京ガス）           

災害によりガス施設に被害が生じた場合は、二次災害の発生を防止するとともに、速

やかに、応急措置を行い、ライフライン施設としての機能を維持することが必要である。

このため、災害対策の迅速かつ適切な実施を図るため、震災時の活動態勢、発災時の初

動措置、応急措置、災害時の広報について必要な事項を定める。
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（１）震災時の初動措置

・官公庁、報道機関および社内事業所等から、被害情報等の情報収集

・事業所設備等の点検

・製造所、整圧所における送出入量の調整または停止。

・ガス導管網の地域ブロックの被害状況に応じた供給停止判断と導管網のブロッ

ク化

・その他状況に応じた措置。

（２）応急措置

① 非常事態対策本部の指示に基づき、各事業所が連携し、被害の応急措置にあたる。

② 施設を点検し、機能および安全性を確認するとともに必要に応じて調整修理する。

③ 地震発生直後に地震防災システムにより被害推定を行い、ガス供給停止の必要 

性等を総合的に評価し、適切な応急措置を行う。

④ ガスの供給が停止した地区については、可能な限り速やかなガス供給再開に努め

る。

⑤ その他現場の状況により適切な措置を行う。

（３）資器材等の調達

復旧に必要な資機材を確認し、調達が必要な資機材は、次のような方法により確

保する。

・取引先、メーカー等からの調達。

・各支部間の流用。

・他ガス事業者からの融通。

（４）車両の確保

緊急車・工作車を保有しており常時稼動可能な態勢にある。

（５）震災時の広報

震災時には、供給区域全域の供給停止をすることなく被害の程度に応じてブロッ

クごとに供給を停止するが、ガスによる二次災害事故の防止、区民の不安除去のた

めの広報車による巡回のほか、消防署、警察署、報道機関等に協力を要請し、あら

ゆる手段をつくして、被害地区におけるガス機器の使用上の注意事項、ガス供給状

況、供給停止地区の復旧の見通しについて広報する。

３ 通信施設の応急対策（NTT東日本）           

（１）通報、連絡

NTT グループ各社は、各対策組織相互の通報、連絡は情報を統括する組織を窓口

として行う。

（２）情報の収集、報告

災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、重要通信の確保、もしくは被

災した電気通信設備等を迅速に復旧するため、次の情報を収集し、対策組織の長に

報告するとともに関係組織相互間の連絡、周知を行う。

・気象情報、災害予報等 

・電気通信設備等の被災状況、そ通状況および停電状況 

・当該組織の災害応急復旧計画および措置状況 

・被災設備、回線等の復旧状況 
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・復旧要員の稼動状況 

・その他必要な情報 

（３）重要通信のそ通確保

災害時に際し、次により臨機に措置をとり、通信輻輳の緩和および重要通信の確

保を図る。

・応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとること。 

・通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、

電気通信事業法第８条第２項および電気通信事業法施行規則第 56 条の定める

ところにより、臨機に利用制限等の措置をとること。 

・非常、緊急電報は、電気通信事業法第８条第１項および電気通信事業法施行規

則第 55 条の定めるところにより、一般の通話または電報に優先して取り扱うこ

と。 

・警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網と連携をとること。 

・電気通信事業者および防災行政無線等と連携をとること。 

（４）被災地特設電話の設置

被災救助法が適用された場合等には避難場所に、被災者が利用する特設公衆電話

の設置に努める。

（５）災害用伝言ダイヤルの提供

地震等の災害発生により著しく通信輻輳が発生した場合は、安否等の情報を円滑

に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提供する。 

（６）復旧対策

① 災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢

の緊急度を勘案して、迅速・適切に実施する。

・被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一義として速やかに実

施する。 

・必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先して、復旧工事

に要する要員・資材および輸送の手当てを行う。 

・復旧に当たっては、行政機関、ライフライン事業者と連携し、早期復旧に努

める。 

② 応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、この結果に基づき必要

な改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計する。

③ 被災地における地域復興計画の作成・実行に当たっては、これに積極的に協力す

る。

④ 復旧順位とサービス復旧目標を以下に示す。（図表 3- 16）
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図表 3- 16 復旧順位とサービス復旧目標

順位 復旧する電気通信設備 
サービス 

復旧目標 

１ ○気象機関に設置されるもの 

○水防機関に設置されるもの 

○消防機関に設置されるもの 

○災害救助機関に設置されるもの 

○警察機関に設置されるもの 

○防衛機関に設置されるもの 

○輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○通信確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

24 時間以内 

２ ○水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

○選挙管理機関に設置されるもの 

○新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 

○預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

○国または地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位と

なるものを除く） 

３日以内 

３ 第１順位および第２順位に該当しないもの 10 日以内※ 

（※激甚災害の場合は 14 日以内） 

４ 郵便施設の応急対策（日本郵便） 

災害が発生した場合、災害の態様および国民の被災状況等被災地の実情に応じ、次の

とおり、郵便事業に係る災害特別事務取り扱いおよび援護対策を迅速かつ的確に実施す

る。

（１）郵便物送達の確保および窓口業務の維持

① 被災地における郵便物の運送、集配の確保または早期回復を図るため、災害の態

様と規模に応じて、運送集配の経路または方法の変更、郵便物区分方法の変更、

臨時運送便、臨時集配便の開設等適宜の応急措置を講ずる。

② 被災地における窓口業務の維持を図るため、被災により業務継続が不能となった

郵便局は、仮局舎設置による窓口業務の迅速な再開、臨時窓口の開設、窓口取扱

時間または取扱日の変更等の措置を講ずる。

（２）区民への周知

郵便局を利用中の区民に対し、警戒宣言が発せられた旨を適切な方法により周知

する。

（３）非常参集態勢等

速やかに社員の非常参集、情報収集連絡態勢等必要な態勢をとる。
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（４）郵便関係

ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

災害救助法適用地域の郵便局において、被災世帯１世帯あたり、郵便葉書お

よび郵便書簡を無償交付する。 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

災害救助法適用地域の郵便局において、被災者が差し出す郵便物の料金免除

を実施する。 

ウ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

被災者の援助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定める

法人または団体にあてた救助用現金書留郵便物等の料金免除を実施する。 

エ 利用の制限または業務の停止 

重要な郵便物の送達の確保または交通の途絶のため、災害の規模等に応じ、

郵便物の利用制限または郵便業務の一部を停止することがある。 

（５）ゆうちょ銀行およびかんぽ生命保険関係

ゆうちょ銀行の非常払およびかんぽ生命保険の非常取り扱いについて、各社から

要請があった場合は取り扱いを実施する。

（６）周知方法

郵便局窓口や局前等に掲出する。

（７）車両の貸し出し

品川区の災害対策本部の要請に基づき、協議のうえで郵便配達用車両を除く車両

の貸出を行う。

５ 電気・ガス・通信等の早期復旧対策

（１）東京電力パワーグリッド

① 災害に伴う応急・復旧対策については、恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の

緊急度を勘案して、迅速適切に実施する。

② 各設備の復旧は、災害状況、被害状況、復旧の難易度を勘案して、電力供給上復

旧効果の大きいものから、あらかじめ定めた手順により実施する。

（２）東京ガス、ガス事業者

① ガスの供給を停止した場合の復旧作業については、二次災害を防止するため、あ

らかじめ定めた手順により実施する。

② LP ガスの使用の再開に当たっては、安全の確認を充分に行う必要がある。この

ため、都は、東京都ＬＰガス協会の点検体制の確立について支援を行う。

（３）各通信事業者

① 応急復旧工事終了後、速やかに被害の原因を調査分析し、この結果に基づき必要

な改良事項を組み入れて災害復旧工事を計画、設計する。

② 被災地における地域復興計画の作成･実行に当たっては、これに積極的に協力す

る。
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対策３ 公共建造物対策             

【各機関の役割】 

【具体的な取組】 

第１ 公共建造物

○区有施設、文教施設等について被害状況把握し、応急措置を実施する。

１ 品川建設防災協議会との協定に基づく措置

災害により被災した避難所および他の区有施設の被害状況を調査し、品川建設防災協

議会との「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき、避難所等の応急措置

を実施する。

資料○ 資機材供給可能数【品川建設防災協議会】 

資料○ 災害対策協力隊編成表【品川建設防災協議会】 

２ 文教施設の応急対策計画

品川区の地域における文教施設（公立小・中学校その他の教育機関および文化財）の

災害対策の万全を図り、施設としての維持、機能の回復をはかる。（図表 3- 17）

機関名 役   割 

区 

・品川建設防災協議会との協定に基づく措置 

・文教施設の応急対策計画立案 

・各施設における応急対策 

・学校の応急修理 

・住宅関係障害物除去 
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図表 3- 17 対象施設

種  別 数 備    考 

幼  稚  園 ９  

小  学  校 31  

中  学  校 9  

義務教育学校 6  

図

書

館

品川図書館 １  

南大井図書館 １  

荏原図書館 １  

源氏前図書館 １  

二葉図書館 １  

大井図書館 １  

ゆたか図書館 １  

五反田図書館 １  

大崎図書館 １  

八潮図書館 １  

こみゅにてぃぷらざ八潮 １  

五反田文化センター １  

東品川文化センター １  

南大井文化センター １  

荏原文化センター １  

旗の台文化センター １  

品 川 歴 史 館 １  

品 川 文 化 財 143 区指定文化財 

きゅりあん １  

荏原平塚総合区民会館 

（スクエア荏原） 
１  

総 合 体 育 館 １  

戸 越 体 育 館 １  
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３ 各施設における応急対策

（１）災害時の態勢

① 学校勤務職員の自衛防災組織が中心となり学校長の指揮、命令のもとに臨機応変

の防災活動を行うものとする。

② 事態の緊迫した場合は児童、生徒の生命と安全を守るための避難活動が第一義的

に要請されるが、校舎の保全管理その他連絡に必要な人員は確保し残留せしめる

ものとする。

③ 火災源となる恐れのある設備の処置、薬品の処理は責任者の手において万全にな

されるものとする。

④ 有線が使用できる場合は防災上必要な措置については継送電話伝令等により連

絡するものとする。

（２）災害復旧時の態勢

学校長の指揮監督のもとに自衛防災組織が中心となって校舎の調査を行い被害を

受けた施設、器物の点検を行い電源水利の復旧については教育委員会その他の関係

機関と連絡、指揮を受け、平常の態勢に復旧することに努める。

第２ 学校の応急修理

○学校は、避難所として指定されており、被災した場合には早急に応急修理を行う。また、

被害状況に応じて、人員、資材等を迅速に輸送し、修理を実施する。

○学校は避難所として指定されているため、被災したときは直ちに応急修理を行う必要

があり、事故発生の報告に基づき、人員、資材等を迅速に輸送し、修理を実施する。

（図表 3- 18）
○緊急に施工を要するときは、本部長の指揮をうけ、経理課をとおして、品川建設防災

協議会と協議のうえ工事を施工、事後に品川区契約事務規則に定める手続により事務

処理を行う。（図表 3- 19）
図表 3- 18 応急修理に係る対応事項および担当課

対応事項 担当課 

事故発生報告 学校→庶務課 

現場調査 庶務課、必要に応じ経理課、施設整備

課に依頼 

修理工事の設計、仕様、見積 庶務課、必要に応じ施設整備課 

工事契約 経理課 
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図表 3- 19 区立小中学校校舎面積等一覧表

平成 29 年４月現在 

小 学 校 中 学 校
校舎 屋体 校舎 屋体
㎡ ㎡ ㎡ ㎡

城 南小 学 校 3,476 487 東 海 中 学 校 5,211 923
浅 間 台 小 学 校 3,650 865 大 崎 中 学 校 4,726 756
三 木 小 学 校 4,503 544 浜 川 中 学 校 5,939 840
御 殿 山 小 学 校 10,937 921 鈴 ケ 森 中 学 校 4,634 852
城南第二 小 学 校 4,609 603 冨士見台 中 学 校 4,600 840
第一日野 小 学 校 6,806 1,100 荏原第一 中 学 校 5,417 778
芳 水 小 学 校 3,925 747 荏原第五 中 学 校 6,689 1,588
第三日野 小 学 校 7,420 1,314 荏原第六 中 学 校 5,483 856
第四日野 小 学 校 4,211 726 戸 越 台 中 学 校 7,831 1,695
大井第一 小 学 校 5,728 721
鮫 浜 小 学 校 2,894 561
山 中 小 学 校 5,276 480
立 会 小 学 校 4,529 1,525 小中一貫校
浜 川 小 学 校 4,441 885 校舎 屋体
伊 藤 小 学 校 4,342 886 ㎡ ㎡
鈴 ケ 森 小 学 校 6,002 813 第二日野小

台 場 小 学 校 6,617 758 日野中

京 葉 小 学 校 4,184 649 原小

延 山 小 学 校 4,447 1,292 伊藤中

中 延 小 学 校 3,686 850 八潮学園小

小 山 小 学 校 5,796 1,053 八潮学園中

大 原 小 学 校 3,893 651 荏原平塚 平塚小

宮 前 小 学 校 4,602 534 学 園 荏原平塚中

源 氏 前 小 学 校 3,811 666 品川小

第二延山 小 学 校 7,831 1,162 城南中

後 地 小 学 校 3,282 635 豊葉の杜 豊葉の杜小

戸 越 小 学 校 4,859 569 学 園 豊葉の杜中

旗 台 小 学 校 4,031 863
上 神 明 小 学 校 3,655 535
清 水 台 小 学 校 2,838 546
小 山 台 小 学 校 4,027 578

2,358

16,621 2,602

15,699 2,577

伊藤学園

八潮学園

品川学園

13,936 2,690

14,375 2,672

14,975 3,368

13,942

学校名 学校名

学校名

日野学園

3,406

7,686

5,050 691

1,496

4,341 866

義務教育学校 

5,497
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第３ 住宅関係障害物除去

○災害救助法に基づき、住家に運びこまれた土石、竹木等の障害物の除去を実施する該当

家屋を調査する。 

○除去対象戸数および所在を調査し、都建設局に報告するとともに、関係機関と協力して、

障害物を除去する。

１ 除去条件

住家に運びこまれた土石、竹木等の障害物の除去は、災害救助法に基づき、次の条件

に該当する住家を早急に調査のうえ実施する。

・自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの。 

・居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分に、障害となるものが運び込まれて

いるか、または敷地等に運び込まれているため、家の出入りが困難な状態にあるも

の。 

・当面の日常生活が営み得ない状態にあるもの。 

・住家が半壊または床上浸水したものであること。 

・原則として、災害救助法適用の原因となった災害によって住家が直接被害を受けた

ものであること。 

２ 実施方法

① 災害救助法適用前は、本部長が除去の必要を認めたものを対象として実施する。

② 災害救助法適用後は、除去対象戸数および所在を調査し、都建設局に報告するとと

もに、関係機関と協力して土石、竹木等の障害物の除去を実施する。
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第４部 災害対応体制

対策の基本的な考え方 

大規模な震災が発生した場合、発災直後の的確かつ迅速な初動対応が、多くの区民の生命・

身体・財産を保護することにつながるとともに、被害の拡大防止および早期復旧を可能とす

る。このため、被害の状況に応じた機動的な対応、都、他地方自治体、自衛隊をはじめとし

た防災関係機関との迅速かつ円滑な連携ができる体制の強化や広域応援の調整が必要である。

また、応援部隊が継続的に活動できる拠点施設等の確保も必要である。

ここでは、大規模な地震が発生した場合における、活動体制や、国や域外の自治体などと

の広域的な連携及び応援部隊の活動拠点の整備等について示す。

【用語の定義】 

①BCP（Business Continuity Plan＝事業継続計画） 

組織の被害を最低限に抑えることを目的とするほか、一刻も早く事業活動を再開し

様々な物資やサービス等を提供すること。

②応急活動拠点 

救助・救出、物資搬送等のヘリポート、がれき仮置場、応急仮設住宅の建設地など、

オープンスペースを応急的に活動の拠点としている場のこと。
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【 現在の取り組み状況 】 

①職員活動体制 

○毎年、本部運営訓練、非常参集訓練、現地実働訓練、図上訓練を実施し、本部体

制の充実を図っている。

②関係機関との連携 

○近隣区、他の地方自治体、防災区民組織、公的機関等の関係機関との連携体制の

構築を進めている。また、都立学校、私立学校、社会福祉法人、民間団体と連携

強化に向けた協定締結を進めている。

○消防機関において、平時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地

震被害の態様に即した各種の計画等を策定し、連携体制を構築している。

③応急活動拠点 

○災害時の応急活動に向け、ヘリコプター活動拠点として、新たに「しながわ中央

公園」を整備した。

【 課題 】 

①職員活動体制 

○職員の参集の遅れなどによる区職員の不足が想定される。

○役割分担を明確にし、各部へ適切な業務配分を行うことが必要である。

②関係機関との連携 

○初動期における迅速な災害対応が可能な体制整備が必要である。

○職員不足等に対する各関係機関との連携体制整備が必要である。

③応急活動拠点 

○限られたスペースを有効活用するための方法について検討が必要である。

○関係機関との広域的な連携によって、活動拠点の確保が必要である。

【 対策の方向性 】 

①職員活動体制 

○初動対応体制の整備（迅速かつ的確な活動を可能とする強固な初動態勢の構築等）

を行う。

○災害時における体制確立に向けて、災害対策本部体制の見直しを図る。

②関係機関との連携 

○広域連携体制の構築（近隣自治体や民間事業者との連携強化による円滑な広域連

携等）を行う。

③応急活動拠点 

○継続的なオープンスペース（ヘリコプター活動拠点、大規模救出救助活動拠点等）

の確保を進める。
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対策１ 職員活動体制 

第１ 災害時対応体制の確立

○災害時における対応体制確立に向けて、災害対策本部体制の実効性を高める

とともに、本部運営訓練、非常参集訓練、現地実働訓練、図上訓練を定期的

に実施することで、災害時対応体制の充実・強化に努める。 

第２ 業務継続体制の確保

  ○災害時における庁舎や電気･通信機器の使用不能等により業務支障、人、物、情

報が大幅な制約を受けた場合でも一定の業務を継続できるよう、策定した区業

務継続計画に基づく対策を進める。また、必要に応じて計画を更新する。 

対策２ 関係機関との連携

第１ 連携体制の確立

  ○防災区民組織、民間団体との間で、災害時連携の強化に向けた協力体制の充実

を図る。

○消防機関において、地震被害の態様に即した各種の計画等に基づく即応体制を

確立する。 

第２ 広域連携体制の構築

  ○被災自治体（近隣区）、非被災自治体（他の地方自治体）、消防機関および公的

機関等の関係機関との連携体制を構築する。

○消防組織内における、現有消防力の効率的な運用方策の擁立と消防団の適正な

運用を図る。

対策１ 職員活動体制 

第１ 災害時対応体制の確保

  ○区災害対策本部の円滑な運営のため、本部職員の災害時活動体制に基づく迅速

な本部の設置に努める。災害対策本部職員の弾力的な配備を行う等、職員配備

を工夫し、より円滑な災害対応に向けた体制を確立する。

対策２ 関係機関との連携 

第１ 消火・救助・救急活動体制の確保

  ○関係機関は、救助救急活動および所管にかかわる応急対策を実施するとともに、

区が実施する災害対応が円滑に行われるよう協力する。 

第２ 応援協力・派遣要請

  ○都、防災関係機関との相互協力、自衛隊への災害派遣要請等に向けた手順等を

定める。 

対策３ 応急活動拠点

 第１ 応急活動拠点の整備 

○災害時の応急活動に向け、オープンスペース（ヘリコプター活動拠点、大規模

救出救助活動拠点等）の整備を進める。特に、新たに整備した「しながわ中央

公園」を中核とした応急活動拠点の整備を進める。 
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対策３ 応急活動拠点

 第１ 応急活動拠点の調整 

○都本部と連携して、オープンスペースや航空機の仕様について調整する。 

対策４ 警備・交通規制の実施

第１ 警備の実施

  ○警察機関や東京海上保安部は、区民等の生命の安全確保、各種犯罪の予防・取

締りおよび海難防止その他公共の安全と秩序の維持に努める。 

第２ 交通規制の実施

  ○警察機関は、大地震発生直後、道路における危険を防止するとともに、人命救

助、消火活動等に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するため、交通規制

を実施する。 

○海上保安部は、船舶交通の整理指導・制限、航路障害物の除去、危険物積載船

の保安措置等により交通の安全を確保する。



第２編 震災編 

第４部 災害対応体制 

 予防  応・復 

対策１ 職員活動体制 

震‐4‐5

予防対策 

対応テーマ 

対策１ 職員活動体制

対策２ 関係機関との連携

対策３ 応急活動拠点

対策１ 職員活動体制                 

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

区 
・防災訓練の実施

・事業継続体制の確保

【具体的な取組】 

第１ 災害時対応体制の確立

○災害時における対応体制確立に向けて、災害対策本部体制の実効性を高めるとともに、本

部運営訓練、非常参集訓練、現地実働訓練、図上訓練を定期的に実施することで、災害時

対応体制の充実・強化に努める。 

１ 災害対策本部の組織・運営

   区長は、区の地域に地震災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、法

令、東京都地域防災計画、本計画の定めるところにより、各防災機関および他自治体な

どの協力を得て応急対策を実施する。

このため、必要があると認めたときは、品川区災害対策本部（以下「本部」という）

を設置する。本部の組織および運営は、災害対策基本法、品川区災害対策本部条例（以

下「本部条例」という）、品川区災害対策本部条例施行規則（以下「本部条例施行規則」

という）の定めるところによる。

（１）本部の組織

ア 組織 

本部の組織は、本部条例および本部条例施行規則に定めるところによる。 
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図表 4- 1 災害対策本部の組織

本部長室 部 課（ｶｯｺ内は区組織） 

≪本部長≫ 

区長

≪副本部長≫

副区長

教育長

≪危機管理監≫

災害対策担当部長

≪本部員≫

指令情報部長

企画部長

総務部長

会計部長

区民支援部長

滞留者支援部長

子ども支援部長

福祉部長

避難所対策部長

保健衛生部長

建築住宅部長

清掃部長

土木部長

議会対策部長

≪本部長室事務局≫

 指令課

 情報課

 広報広聴課

指令情報部

（部長：災害対策担当部長）

（副部長：監査委員事務局長、

選挙管理委員会事務局長）

指令課・情報課（総務課、防災課、選

挙管理委員会事務局、監査委員事務局）

広報広聴課（広報広聴課）

企画部

（部長：企画部長）

財政課（財政課、企画調整課）

情報推進課（情報推進課）

施設整備課（施設整備課）

総務部

（部長：総務部長）

人事課（人事課）

経理課（経理課）

生活再建課（税務課）

会計部

（部長：会計管理者）

会計管理室（会計管理室）

区民支援部

（部長：地域振興部長）

地域活動課（地域活動課、商業、もの

づくり課）

避難所支援課（戸籍住民課、国保医療

年金課）

    ＜地域センター＞

    ＜消費者センター＞

滞留者支援部

（部長：文化スポーツ振興部

長）

滞留者支援課（文化観光課、スポーツ

推進課、オリンピック・パラリンピッ

ク準備課、人権啓発課）

    ＜文化センター＞

    ＜品川歴史館＞

    ＜品川文化振興事業団＞

    ＜品川区スポーツ協会＞

    ＜男女共同参画センター＞

子ども支援部

（部長：子ども未来部長）

子ども支援課（子ども育成課、子ども

家庭支援課、保育課）  

    ＜児童センター＞

    ＜保育園、幼稚園＞

福祉部

（部長：福祉部長）

福祉課（福祉計画課、高齢者福祉課、

高齢者地域支援課、障害者福祉課、生

活福祉課）

    ＜品川区社会福祉協議会＞

    ＜シルバーセンタ―＞

    ＜品川総合福祉センター＞

避難所対策部

（部長：教育委員会事務局教

育次長）

避難所対策課（庶務課、学務課、指導

課、教育総合支援センター）

    ＜品川図書館＞

    ＜学校、すまいるスクール＞

保健衛生部

（部長：健康推進部長）

（副部長：品川区保健所長）

保健衛生課（健康課、生活衛生課、保

健予防課）

保健救護課（品川保健センター、大井
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本部長室 部 課（ｶｯｺ内は区組織） 

保健センター、荏原保健センター）

建築住宅部

（部長：都市環境部長）

都市復旧課（都市計画課、住宅課）

建築課（建築課、都市開発課、木密整

備推進課）

清掃部

（部長：品川区清掃事務所長）

品川清掃事務所（環境課、品川清掃事

務所）

土木部

（部長：防災まちづくり部長）

指揮課（土木管理課）

工作課（道路課、河川下水道課）

処理課（公園課）

議会対策部

（部長：区議会事務局長）

議会対策課（区議会事務局）

イ 部の編成および課等の事務分掌 

部の編成および課等の事務分掌は災害初動対応マニュアルに定める。 

２ 本部職員の初動および活動態勢

（１）区の活動態勢

ア 責務 

区の地域に地震・津波災害が発生し、または発生する恐れがある場合におい

ては、区は第１次的防災機関として、法令、東京都地域防災計画および品川区

地域防災計画の定めるところにより、他の区市町村、都および指定地方行政機

関ならびに区域内の公共的団体および住民等の協力を得て、その有する全機能

を発揮して災害応急対策の実施に努めるものとする。 

イ 活動態勢の考え方 

① 区の責務を遂行するため必要があるときは、本部を設置し、災害対策に従

事する職員を配置する。 

② 区は、本部を設置し、または廃止したときは、ただちに、知事にその旨を

報告するとともに、警察署、消防署等の関係機関に通報する。

③ 区は、本部に関する組織を整備し、本部の設置または廃止、非常事態に応

ずる配備態勢、職員の配置および服務等に関する基準を定める。

④ 本部が設置される前、また設置に至らない場合は、「品川区応急対策本部」

を設置し、災害応急対策を実施する。なお、本部が設置された場合は廃止す

る。

資料○ 品川区応急対策本部運営要綱

⑤ 区の地域に災害救助法が適用されたときは、本部長は都本部長の指揮を受

けて、法に基づく救助事務を補助する。

⑥ 区は、夜間休日等の勤務時間外の地震発生に備え、情報連絡体制を確保す

る。

（２）本部の非常配備態勢

災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、本部がとる非常配備態

勢は次のとおりである。 
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ア 休日夜間宿日直における防災体制 

（ア）目的 

休日夜間等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する恐れがある場合

に対処するため、休日夜間宿日直を設置し、防災情報の収集連絡にあたって

いる。また、管理職による危機管理宿直制度を活用し、本部体制等が整うま

での初動対応にあたるなど、24 時間即応可能な体制を整備する。 

（イ）管理職宿直員の職務 

管理職宿直員は、防災課長の指揮監督のもとに警戒待機し、災害等が発生

し、または発生する恐れがある場合は、職員の招集、情報の収集・伝達等を

行う。 

イ 災害対策職員待機寮の設置 

（ア）目的 

夜間休日等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する恐れがある場合

に、非常配備態勢要員として従事させるため、災害対策職員待機寮において

職員を確保する。 

（イ）責務 

待機寮職員は、夜間休日等勤務時間外に災害等が発生し、または発生する

恐れがある場合には、職員動員計画により指定された避難所等に参集し、情

報の収集・伝達、本部等の開設準備等を行う。 

（ウ）人数 

現在数 100 名（区有 67 名、借上 33 名）（平成 29 年 4 月１日現在）

図表 4- 2 待機寮施設一覧

      （平成 29 年 11 月現在）

名称 所在地 設置年月 

設置戸数 

家

族 

単

身 

品川区災害対策 荏原職

員待機寮 
品川区中延２－11－５ 昭和 57 年 12 月 ３ 17 

〃 荏原第二職員待機寮  〃 荏原６－17－12 昭和 61 年４月 ３ ２

〃 伊藤職員待機寮  〃 西大井５－22－11 平成元年４月 ４ ４

〃 東大井職員待機寮  〃 東大井２－16－12 平成２年５月 ６ ２

〃 倉田職員待機寮  〃 大井４－29－22 平成３年９月 ０ ６

〃 東品川職員待機寮  〃 東品川３－１－５ 平成４年 12 月 ８ ０

〃 北品川職員待機寮  〃 北品川３－11－17 平成 12 年 11 月 12 ５

〃 ゆたか職員待機寮  〃 豊町１－17－８ 平成 27 年 4 月 ５ ５

借上職員待機寮 品川区内各所 平成 21 年度より実施 ０ 33 
区有職員待機寮（８ヶ所）と借上待機寮  41 74 
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ウ 本部の非常配備態勢の種類 

災害発生時における本部の配備態勢および対象職員は、次のとおりとする。 

（ア）発生時の震度による配備態勢※ 

（イ）被災状況による配備態勢 

態 勢 被災状況 対 応 備考 

情報収集態勢 

監視態勢
・被害はない

・情報収集

・被災状況調査

第１次非常配備態勢
・大きな被害はない

・被害拡大の恐れはない

・情報収集

・被災状況調査

・応急対応

・災害拡大防止措置

第２次非常配備態勢
・大きな被害はない

・被害拡大の恐れがある

第１次非常配備態勢を強化す

る

第３次非常配備態勢
・大きな被害が発生

・被害が拡大

区本部の総力をもって対処す

る。

時間外配備態勢

・勤務時間外に震度５弱の

地震が発生（被害の発生

が予想される）

・情報収集

・被災状況調査

・応急対応

・災害拡大防止措置

資料○ 時間外配備態勢動員対象地域

資料○ 勤務時間内における第１次～３次非常配備態勢（各部内訳）

震度 
発生時間別配備態勢 

広報等 
勤務時間外（対象職員） 勤務時間内 

震度３ 情報収集態勢

・防災課

・危機管理室

・広報広聴課

（自宅等における情報収

集）

情報収集態勢
・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度４

監視態勢

（被害状況によっては第１

次非常配備態勢に移行す

る）

・防災課

・危機管理室

・広報広聴課

（その他の管理職職員・待

機寮職員は自宅待機とす

る）

監視態勢

（被害状況によっては第１

次非常配備態勢に移行す

る）

・防災無線放送

・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度５弱 時間外配備態勢

※次の職員は指定場所に

自動参集する。

・管理職職員

・待機寮職員

・６㎞圏内居住職員

第１次非常配備態勢

第２次非常配備態勢

第３次非常配備態勢
・防災無線放送

・ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川

ﾃﾛｯﾌﾟ

震度５強

以上
第３次非常配備態勢

※全職員が指定場所に自

動参集する。
第３次非常配備態勢
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３ 区の防災訓練

区は、地域における第１次の防災機関として災害対策活動の円滑を期するため、防災

訓練に必要な組織および訓練実施方法等に関する計画を定め、平常時よりあらゆる機会

をとらえ、訓練の実施に努める。

（１）参加機関

区、区民、事業者、都、防災関係機関 

（２）訓練項目

本部運営訓練、非常参集訓練、現地実働訓練、図上訓練

第２ 業務継続体制の確保

○災害時における庁舎や電気･通信機器の使用不能等により業務支障、人、物、情報が大幅な制

約を受けた場合でも一定の業務を継続できるよう、策定した区業務継続計画に基づく対策を

進める。また、必要に応じて計画を更新する。 

１ 業務継続体制の確保

（１）事業継続に係る取り組みの特徴

① BCP とは、Business Continuity Plan の略であり、災害発生時等に短時間で重

要な機能を再開し、事業を継続するために事前に準備しておく対応方針を計画とし

て作成するものであり、その内容としては、事業のバックアップのシステムやオフ

ィスの確保、災害に即応した要員の確保、迅速な安否確認などが典型である。

② 事業継続の取り組みは、以下の特徴をもっている。

・事業に著しいダメージを与えかねない重大被害を想定すること。

・災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り

込むこと。

・各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその重要業務の継続が

危うくなるかを抽出して検討すること。

・重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧の制約となりかねない重要な要素

(ボトルネック)を洗い出し、重点的に対処すること。

・重要業務の目標復旧時間を設定し、その達成に向け事前準備をすること。

・指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の経営判断の重要性など、

危機管理や緊急時対応の要素を含んでいること。

（２）業務継続計画の策定・見直し

① 災害発生時には、避難所運営、災害復旧等に多くの区職員が従事し、その一方

で、庁舎や電気・通信機器の使用不能等により業務に支障をきたすことによる、

行政サービス機能の大幅な低下が想定される。

② 災害時に人、物、情報が大幅な制約を受けた場合でも、一定の業務を的確に行

えるよう、「市町村のための業務継続計画作成ガイド」（内閣府 平成 27 年）に基

づき区業務継続計画を見直し、その対策の事前準備を進める。

③ 毎年の見直し・検討を行い、必要がある場合に修正等を実施する。

④ 災害全般に係る業務継続計画以外に、ICT 部門の業務継続計画（ICT-BCP）を

策定しており、必要に応じ随時修正を実施していく。

⑤ 区の業務継続計画の策定・更新と合わせて、区有施設単位での業務継続計画を
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策定する。

（３）災害対策本部の代替施設（施設概要、代替機能、設備）

本庁舎が障害あるいは業務集中により機能不全となる場合において、必要に応じ

て、災害対策本部室以外の災害対策本部設置についても検討する。

＜施設に必要な代替機能の例＞

・災害対策本部支援室

・非常用自家発電設備

・災害情報システム

・固定系防災行政無線遠隔制御装置

・地域系防災行政無線副統制台

・東京都災害情報システム（ＤＩＳ）

・無線ファクシミリ（東京都）
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対策２ 関係機関との連携           

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

東京

消防庁 

・災害時に必要な装備・資器材の充実強化、消火・救助・救急体制の整備

・関係機関と連携した多数傷病者の搬送体制の確立

区 

・近隣区との協力体制の強化・充実、他の地方自治体との相互協力関係の強化

・公共的機関との連携

・防災区民組織、都立学校、私立学校、社会福祉法人、民間企業等との連携強

化（協定等の締結）

【具体的な取組】 

第１ 連携体制の確立

○防災区民組織、民間団体との間で、災害時連携の強化に向けた協力体制の充実を図る。 

○消防機関において、地震被害の態様に即した各種の計画等に基づく即応体制を確立する。

１ 防災区民組織との協力

 区内の防災区民組織および町会・自治会ならびに所掌事務に関係する公共的団体等と

相互の連絡を密にし、その機能を災害時に充分発揮できるよう協力体制の確立に努める

ものとする。

本区においては各町会・自治会を母体とした防災区民組織が 201 組織（平成 29 年 10
月現在）結成されているが震災時には、その組織が中心となり関係防災機関と協力し区

民の生命・身体および財産を災害から守るものとする。なお、協力業務としては下記の

ものが考えられる。

・異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、区その他関係機関に連絡すること。

・災害に関する予警報その他情報を、区域内住民に伝達すること。情報は主に関係防

災機関の出先より入手する。

・震災時における広報・広聴活動に協力すること。

・震災時における出火の防止、初期消火および人命救助に関し協力すること。

・避難誘導、避難所の運営等被災者の救助業務に協力すること。

・被災状況の調査に協力すること。

・被災区域内の秩序維持に協力すること。

・救助物資または被災者等の輸送に協力すること。

・災害時における医療、助産活動に協力すること。

・り災証明書交付に協力すること。

・地域における避難行動要支援者の救援、救護に協力すること。

・その他の災害応急対策業務に協力すること。
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２ 民間団体等との協力体制
参考資料 品川区災害時協定一覧

（１）物資供給に係る協力体制

物資供給に係る主な協定について以下に示す。

ア 東京都米穀小売商業組合品川支部との協定 

災害時における食糧の確保を行うため、昭和 55年４月「災害時における応急

用精米の優先供給に関する協定」の締結を行い、平成 3 年 4 月に改正を行って

いる。 

イ 東京都石油商業組合品川目黒支部および東京都石油業協同組合品川目黒支部

との協定 

応急対策のための燃料確保を行うため、平成 6年 12 月「災害時における石油

燃料の優先供給に関する協定」の締結を行い、平成 26 年 4月に改正を行ってい

る。 

ウ 品川区商店街連合会との協定 

災害時における応急物資の確保を行うため、平成 8 年 3 月「災害時における

応急物資供給に関する協定」の締結を行っている。 

エ 森ビル開発株式会社との協定 

災害時における生活用水および消火用水を確保するため、平成 9年 11 月「民

間非常災害用井戸」の指定に関する協定の締結を行っている。 

オ 東京無煙燃料株式会社との協定 

災害時における炊き出し業務等に必要なプロパンガス等を確保するため、平

成 25 年 5月「災害時におけるプロパンガスの供給に関する協定」の締結を行っ

ている。 

カ イオン株式会社イオン品川シーサイド店との協定 

災害時における活動要員、資器材、生活必需品の確保を行うため、平成 18 年

12 月「災害時における応急活動協力に関する協定」の締結を行っている。 

（２）緊急輸送に係る協力体制

緊急輸送に係る主な協定について以下に示す。

ア 赤帽首都圏軽自動車運送共同組合城南支部との協定 

災害時における応急対策用軽自動車を確保するため、平成９年 10 月「災害時

における応急対策用軽自動車の供給に関する協定」の締結を行っている。 

イ 東京都トラック協会品川支部との協定 

協力隊による支援物資等の輸送、災害対策要員の輸送を行うため、昭和 53 年

12 月「災害時における応急対策用貨物自動車の供給に関する協定」の締結を行

い、平成 5年 3月に改正を行っている。 

（３）避難収容等に係る協力体制

避難収容等に係る主な協定について以下に示す。

ア 都立、私立学校との協力体制 

災害時における避難所の確保を図るため、都立学校、私立学校と協定を締結

した。また、災害時において八潮高等学校内に設置した応急給水施設を円滑に

使用できるように、平成 10 年 11 月に水道局と締結している。 
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イ 社会福祉法人との協力 

福祉避難所の確保を図るため、平成 18 年度に社会福祉法人 5団体と協定を締

結し、平成 26年 8 月に社会福祉法人 1団体都協定を締結している。 

ウ 大崎ホテル旅館組合との協定 

災害時における高齢者・障害者等の災害要援護者の宿泊施設を確保するため、

平成 15 年８月「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定」の締結を行っ

ている。 

エ 災害時における民間事業者施設の使用に関する協定 

災害時に施設の一部を避難所として使用することができる協定を締結してい

る。 

オ 災害発生時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定 

・ThinkPark Tower管理組合 組合管理者 株式会社世界貿易センタービル
ディング 平成 24年８月１日 
・ブリリア大井町ラヴィアンタワー管理組合  平成 24年９月１日

カ 東京都理容生活衛生共同組合品川支部との協定 

災害時における理容サービス業務を確保するため、平成 23 年８月「災害時に

おける理容サービス業務の提供に関する協定」の締結を行っている。 

３ 東京消防庁との協力体制

① 平時の消防力を地震時においても最大限に活用するため、地震被害の態様に即した

各種の計画等を策定し、有事即応体制を確立する。

② 東京消防庁は、同時多発性・広域性を有する地震火災に対応するため、消火活動、

救助活動、救急活動に有効な資機材を整備する。

③ 東京消防庁は、震災時に同時多発する救助事象に対応するため、整備計画に基づい

て救助体制の強化を図るとともに、消防署に救助用資器材を配置する。

④ 東京消防庁は、震災時に同時多発する救急事象に対応するため、整備計画に基づい

て救急隊の増強整備を図り、非常用救急車の運用を含め震災時の傷病者搬送体制を強

化する。

⑤ 東京消防庁は、救急救護活動を効果的に実施するため、救急救命士等救急隊員を養

成するとともに、職員の教育訓練をさらに充実する。

⑥ 高度救急資器材や消防隊用応急救護資器材を活用し、救急現場での救命効果向上を

図る。

⑦ 東京消防庁は、傷病者の速やかな搬送および都民への情報提供を的確に行うため、

「広域災害・救急医療情報システム（EMIS）」を活用し、医療情報収集体制の強化を図

る。

⑧ 東京民間救急コールセンター登録事業者協議会、タクシー事業者(サポート Cab)等と

連携し、多数傷病者の搬送補完体制の確立を図る。
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第２ 広域連携体制の構築

○被災自治体（近隣区）、非被災自治体（他の地方自治体）、消防機関および公的機関等の関

係機関との連携体制を構築する。 

○消防組織内における、現有消防力の効率的な運用方策の擁立と消防団の適正な運用を図

る。 

１ 他の地方自治体との相互協力

災害時における応急対策活動の万全を期するため、近隣区との協力体制の強化・充実

を図るとともに、必要に応じ他の地方自治体との相互協力の協定を締結するものとする。

・特別区は平成 8年 2月「特別区災害時相互協力及び相互支援に関する協定」を締結
し、平成 26年 3月に改正しており、被災を免れた区、あるいは被災が軽微な区は災
害を受けた区に対して、特別区支援対策本部を設置し、連携して支援にあたる。

・品川区、目黒区、大田区、世田谷区および渋谷区は平成 7年 12月「災害時における
城南５区相互応援協定」を締結し、被害の大きな区に対し、物資、職員、避難住民

の受入等の支援にあたる。

・品川区と神奈川県山北町および山梨県早川町は平成 7年 3月「災害時における相互
援助に関する協定」を締結し、従来より締結している交流協定の精神に基づき災害

時における応急対策および復旧対策の援助協力にあたる。

・品川区と岩手県宮古市は、平成 14年 1月「災害時における相互援助に関する協定書」
を締結し、被災区市に対し人的・物的な応援にあたる。

・品川区と福島県双葉郡富岡町は、平成 9年 12月「災害時における相互援助に関する
協定書」を締結し、平成 21年 1月に改正しており、被災区市に対し人的・物的な応
援にあたる。

・品川区と静岡県三島市他 19市町は平成 17年４月「東海道五十三次市区町災害時相
互応援に関する協定書」を締結し、被災市区町に対し、人的・物的な応援にあたる。
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２ 消防機関との連携（震災消防活動）

大地震発生時には、同時多発火災の発生による人命危険が予想されるため、現有消防

力の効率的運用方策の擁立と、消防団の適正な運用を図るほか、関係防災機関と連携を

保ちつつ、区民、事業者に対し自主防災体制の整備の推進を図り、出火防止と初期消火

の徹底を期するとともに、その全機能をあげ避難の安全確保をはじめ、消火などの消防

活動により、震災から区民の生命、財産を保護する。

（１）東京消防庁における初動態勢

項目 活動態勢 

震災配備態勢 ○東京都 23区、東京都多摩東部および東京都多摩西部のいずれかに
震度５弱の地震が発生した場合、または地震により火災もしくは

救助・救急事象が発生し必要と認めた場合は、直ちに震災配備態

勢を発令し、事前計画に基づく活動を開始する。

震災非常配備態勢 ○東京都 23区、東京都多摩東部および東京都多摩西部のいずれかに
震度５強以上の地震が発生した場合、または地震により火災もし

くは救助・救急事象が発生し必要と認めた場合は、直ちに震災非

常配備態勢を発令し、事前計画に基づく活動を開始する。

非常招集 ○震災配備態勢を発令したときは、招集計画に基づき、所要の人員

は、直ちに所定の場所に参集する。

○震災非常配備態勢を発令したときは、全消防職員ならびに全消防

団員が、招集計画に基づき、直ちに所定の場所に参集する。
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（２）震災消防活動

図表 4- 3 震災消防活動

項目 内   容 

活 

動

方

針

１ 延焼火災が多発したときは、全消防力をあげて消火活動を行う。

２ 震災消防活動体制が確立したときは、消火活動と並行して救助・救急等の活動を

行う。

３ 延焼火災が少ない場合は、救助・救急活動を主力に活動する。

部

隊

の

運

用

等

１ 地震に伴う火災、救助、救急等の災害発生件数、規模等により所定の計画に基づ

き、部隊運用および現場活動を行う。

２ 地震被害予測システムおよび延焼シミュレーションシステムおよび震災消防活

動支援システム等の震災消防活動対策システムを活用し、効率的な部隊運用を図

る。

消

火

活

動

１ 防火水槽をはじめ、あらゆる水源を活用するとともに、現有の消防部隊および消

防装備を最大限に活用して、火災の早期発見および一挙鎮圧を図る。

２ 延焼火災が拡大または合流し、大規模に延焼拡大した場合は、人命の安全確保を

優先し、延焼阻止線活動や避難場所・避難道路の防護活動を行う。

３ 道路閉塞、瓦礫等により消火活動が困難な地域では、消防団、防災市民組織等と

連携し、可搬ポンプ等を活用して消火活動を実施する。

情

報

収

集

等

１ 署隊本部は、所定の計画に基づき地震被害予測システムの結果、119番通報、高
所見張情報、情報活動隊による情報、参集職（団）員情報、消防ヘリコプターによ

る地震被害判読システム等を活用し、積極的に災害情報収集を行う。

２ 震災情報収集システムを活用し、円滑な情報伝達、管理を行う。

３ 関係機関へ職員を派遣し、相互に知り得た災害の情報交換を行う。

消

防

団

の

活

動

消防団は、地域に密着した防災機関として、分団受持区域内の住民に対して出火防

止、救出救護等の指導を実施する一方、現有装備を活用して、次により災害活動にあ

たる。

１ 発災と同時に付近住民に対して出火防止と初期消火を呼びかける。

２ 分団受持区域内の消火活動上必要な道路障害状況、被災状況等の情報収集を行

い、携帯無線機等活用し、消防団本部に伝達する。

３ 分団受持区域内に発生した火災に対する消火活動および避難道路確保のための

消火活動は、消防部隊と協力して行う。

４ 簡易救助器具を活用し、住民と一体となった救出活動を行うとともに、負傷者に

対しては、応急措置を行い安全な場所へ搬送を行う。

５ 避難勧告、指示等が出された場合は、地域区民に伝達するとともに、関係機関と

連絡をとりながら、地域区民の避難誘導等を行う。
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３ 公共的機関との協力

（１）品川区・荏原医師会との協定

災害時における医療救護活動を行うため、昭和 51年８月「災害時における医療救
護活動に関する協定」の締結を行い、その後の情勢変化に対応して、平成 25年 2
月に協定の改定を行っている。 

（２）品川・荏原歯科医師会との協定

災害時における歯科医療活動を行うため、平成 7年 8月「災害時における救護活
動に関する協定」の締結を行い、平成 22年 6月に改正を行っている。 

（３）品川・荏原薬剤師会との協定

災害時に医療救護活動と医薬品の供給に関し、東京都薬剤師会品川支部および荏

原支部との間において、平成 8年 3月に「災害時における医療救護活動と医薬品等
の供給に関する協定」を締結し、平成 14年 1月に改正を行っている。 

（４）柔道整復師会との協力

災害時における救護活動を行うため、東京都柔道整復師会品川支部と平成 12年１
月「災害時における救護活動に関する協定」の締結を行っている。 

（５）品川区建設防災協議会との協力

被災した避難所や区有施設の応急修理等を行うため、昭和 51年 12月に品川土木
協会と「災害時における応急対策業務に関する協定」の締結を行った。品川土木協

会が平成 9年 4月 10日に解散し、平成 9年 6月に新組織としての品川区建設防災
協議会と新たな協定を締結し、平成 21年 8月に改正を行っている。 

（６）東京都トラック協会品川支部との協力

災害時における輸送用車両の確保を行うため、昭和 53年 12月「災害時における
応急対策用貨物自動車の供給に関する協定」の締結を行い、平成 5年 3月に改正を
行っている。 

（７）郵便局との協力

災害時における応急協力を行うため、平成 9年 12月「災害時における応急協力に
関する覚書」の締結を行っている。 

（８）獣医師会との協力

災害時における動物の保護対策のため、東京都獣医師会と平成 27年 8月「災害時
における愛護動物の救護活動等に関する協定」の締結を行っている。 
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対策３ 応急活動拠点                 

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

都 

・オープンスペースの確保

・ヘリコプター活動拠点の確保

・大規模救出救助活動拠点等の確保

・ヘリサインの設置

区

・震災時の応急対策活動が行えるような活動拠点やアクセス機能整備に係る協

力

・ヘリコプター活動拠点の確保に係る協力

・大規模救出救助活動拠点等に係る協力

【具体的な取組】 

第１ 応急活動拠点の整備

○災害時の応急活動に向け、オープンスペース（ヘリコプター活動拠点、大規模救出救助活動

拠点等）の整備を進める。特に、新たに整備した「しながわ中央公園」を中核とした応急活

動拠点の整備を進める。 

１ 都と区の取組

① 区は、震災時に、避難誘導、救出・救助、医療搬送、ボランティア参集、ライフラ

イン復旧などの応急対策活動を迅速かつ効率的に行うことで、人命の保護と被害の軽

減を図るとともに、震災後の区民生活の再建と都市復興を円滑に進めることができる。

そのため、事前にこれら活動に供する土地および家屋の確保に努めることを東京都震

災対策条例で定めている。

② 区は、応急仮設住宅候補地として、しながわ中央公園を新たに指定した。

③ 都は、都内の利用可能なオープンスペースを国および区ならびに関係機関と協議の

うえ、把握し具体的な使用計画を策定する。

④ 都は、区部南部に大規模救出救助活動拠点の整備を検討する。

⑤ 震災時の応急対策活動が円滑に行えるよう、活動拠点やアクセス機能の整備につい

て、施設管理者が都および区の協力のもとに取り組むとともに、都と施設管理者は、

発災時の使用に係るマニュアル等を作成する。

⑥ 区は、震災時の空地の利用は時間経過に応じてニーズが変化することから、事前に

関係部署でニーズの共有と候補地の選定、活用方法を定めておく。

２ ヘリコプター活動拠点の確保

① 都は、迅速な救出・救助、消防活動、物資輸送等に資するためにヘリコプターの緊

急離着陸場を国や区および関係機関と協議のうえ、あらかじめ確保する。

② しながわ中央公園拡張整備完了に伴い、平成 28年度に「しながわ中央公園」を緊急

離着陸場に指定した。

③ 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場については、都が指定する災害時拠点病院
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からおおむね５km以内の陸路地点に医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場を都が

指定する。

④ 上記以外の用途のヘリコプター離着陸場としての候補地をあらかじめ選定し、災害

時には、この候補地の中から必要に応じて使用するための措置を国や区および関係機

関と連携して行う。

３ 大規模救出救助活動拠点等の確保

① 都は、自衛隊、警察災害派遣隊（広域緊急援助隊）、緊急消防援助隊（消防）、その

他の広域支援・救助部隊等のベースキャンプとして活用するオープンスペースを国や

区および関係機関と協議のうえ、大井ふ頭中央海浜公園、品川清掃工場を候補地とし

ている。

② ライフラインの復旧拠点と重複する大規模救出救助活動拠点については、ライフラ

インの復旧活動での利用にも考慮する。

③ 公園や高速道路のサービスエリアなどの整備等を推進し、大規模救出救助活動拠点

の充実を図る。平成 28年度にしながわ中央公園の拡張整備を完了した。

４ ヘリサインの設置

① 震災時に、被災地上空から被害状況を確認するとともに、地上の救助機関部隊や本

部と連携し、迅速・効率的なヘリコプターによる応急対策活動を行うため、都は、都

立施設の屋上へ、ヘリコプターから視認できる施設名を表示する。

② ヘリサインの設置に当たっては、「九都県市首脳会議防災対策委員会による申し合わ

せ」を基準に取り組む。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 職員活動体制

対策２ 関係機関との連携

対策３ 応急活動拠点

対策４ 警備・交通規制の実施

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

職員活

動体制 

区 ■災害対策本部の組織・運営

■本部職員の初動および活動態勢

関係機

関との

連携

東京消防

庁 

■限られた消防力を最大限に活用した消火活動

■組織的な人命救助と救急活動

■警視庁、自衛隊、消防団・東京ＤＭＡＴ、防災区民組織等と連携協力による消火・

救助・救急活動

■計画に基づく多様な手段を活用した災害情報の収集伝達、関係防災機関との情

報交換

区 ■都、防災関係機関との相互協力

■自衛隊への災害派遣要請

応急活

動拠点 

都 ■オープンスペースの使用についての総合調整

区 ■オープンスペースの利用に関する都への要請

警備・交

通規制

の実施 

警察機関 ■警備、および交通規制

東京海上

保安部 

■警備、および交通規制
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対策１ 職員活動体制                 

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

区 
・災害対策本部の組織・運営

・本部職員の初動および活動態勢

【具体的な取組】 

第１ 災害時対応体制の確保

○区災害対策本部の円滑な運営のため、本部職員の災害時活動体制に基づく迅速な本部の設置

に努める。災害対策本部職員の弾力的な配備を行う等、職員配備を工夫し、より円滑な災害

対応に向けた体制を確立する。 

１ 災害対策本部の組織・運営

（１）本部の設置および廃止

ア 本部の設置 

① 区長は、区の地域に地震災害が発生し、または発生する恐れがある場合に

おいて、非常配備態勢を発令する必要があると認めるときは、本部を設置す

る。 

② 本部を構成する部長職（参事を含む、以下同じ）の職にある者は、本部を

設置する必要があると認めるときは、災害対策担当部長に本部の設置を要請

することができる。

③ 災害対策担当部長は、本部設置の要請があった場合、その他の状況により

本部を設置する必要があると認めた場合は、本部条例施行規則第３条第１項

の副本部長の職にあてられている者と協議のうえ、本部の設置を区長に要請

する。

イ 本部の設置の通知等 

① 区長（以下、本部長とする）は、本部が設置されたときは、直ちに次に掲

げる者のうち都知事については必ず、その他の者については必要と認めた者

に対し、本部の設置を通知しなければならない。

・都知事

・部長および課長

・各防災機関

・隣接の区長

② 部長および課長は災害対策担当部長から本部の設置の通知を受けた場合、

その旨を所属職員に周知徹底させなければならない。

ウ 本部の標示の提出 

本部が設置された場合は、庁舎３階玄関前または適当な場所に「品川区災害

対策本部」の標示を掲出する。 

エ 本部長室の開設 

① 本部長は、原則として本部を設置したときは、本部条例施行規則第２条の

本部長室の構成員を招集するものとする。 
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② 本部長は、災害の状況その他により必要があると認めたときは、本部条例

施行規則第４条第２項の本部員を指名するものとする。

オ 本部の廃止 

① 本部長は、区の地域について災害が発生する恐れが解消したと認めたとき、

または、災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止する。 

② 本部の廃止の通知等は、本部の設置の通知等に準じて処理する。

（２）本部職員の配置および服務等

ア 職員の配置 

① 部長および課長はあらかじめ部または課の分掌事務を遂行するため、各非

常配備態勢において、本部の事務に配置すべき職員を本部条例施行規則第７

条に基づく本部の職員として任命し、必要な名簿を備えておかなければなら

ない。 

② 部長および課長は、非常配備態勢の指令を受けたときは、直ちに、災害の

状況に応ずる次の措置をとらなくてはならない。

・配備人員に基づき、職員を所定の部署に配置すること。

・職員の参集方法および交替方法を周知徹底させること。

・その他の高次非常配備態勢に応じる職員の配置に移行できる措置を講じる

こと。

③ 次に該当する職員は、原則として動員対象外とし、通常業務に従事するも

のとする。

・病弱者等で、災害時の応急業務に従事不可能と思われる職員。

・学校、福祉施設等に子ども等を預けている職員で、その職員の外、他に保

護する者がいない職員。

・他に保護する者のいない病弱者と生計を一にする職員。

・妊娠中の女性職員

④ 必要に応じて、区災害対策本部職員の弾力的な配備を行う。

＜弾力的な配備例＞

・異動後３年以内の防災課経験職員の、区災害対策本部への災害時の自動配

属ルールの設定

・緊急時における外部の専門家・有識者等の意見や技術提供等の支援を本部

運営に活用できるような仕組みの構築

イ 職員の服務 

（ア）職員の遵守事項 

① すべての職員は、本部が設置された場合は、次の事項を遵守しなければ

ならない。

・常に災害に関する情報および本部関係の指示に注意すること。

・不急の行事、会議、出張等は中止すること。

・正規の勤務時間が終了しても、上司の指示があるまで退庁しないこと。

・勤務場所を離れている場合においても、常に所在を明らかにし、進んで

上司と連絡をとること。

・非常配備態勢が発令されたときは、自発的に参集すること。

② すべての本部の職員は、自らの言動によって、住民に不安を与え、住民

の誤解を招きまたは本部の活動に支障をきたすことのないよう厳に注意し

なければならない。
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（イ）職員の動員状況の把握と報告

人事課は、災害が発生した場合、昼夜間を問わず、品川区組織を通じ、職

員の所在を明らかにし、職員の生命の安全と、非常事態に対応する職員の確

保に努め、本部に報告する。 

・部の庶務担当課（災害対策本部の組織の分掌事務で上位の課）は、部に

おける各課の職員の報告に基づいて、集計のうえ人事課に報告する。

資料○ 職員所在状況報告書（各部および各課）

・各課は、係単位に職員の行動を直ちに把握するとともに、部の庶務担当

課に報告する。

・人事課は、各部の報告に基づいて本部に報告する。

資料○ 職員動員状況報告書（本部報告）

（ウ）職員の被服 

本部の業務に従事する本部職員は、災害等が発生し、または発生する恐れ

がある場合、直ちに災害対策応急活動に従事できるよう防災服を着用するこ

ととする。 

（エ）職員への給食 

本部の業務に従事する職員が、円滑な災害対策応急活動に従事できるよう、

東京都災害対策本部の業務に従事する職員に対する給食要綱（昭和 38 年８
月）を準用し、適切な給食を実施する。 

（オ）職員の医療救助 

職員に対する医療救助の円滑な推進を図るため、連絡体制、救助体制、搬

送体制を確立する。 

資料○ 負傷者状況

（カ）災害補償 

① 本部職員の災害に関する補償は「地方公務員災害補償法」（昭和 42 年 8
月 1日法律 121号）の定めるところにより実施する。 
② 区民の災害業務従事者は「災害に際して応急処置の業務に従事した者ま

たは水防に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和 52 年 3 月 30 日条
例第 16号）の定めるところにより実施する。

（３）本部の財務

ア 財源 

災害発生直後の救助から復旧に至る一定期間に必要な資金として、平成 28 年

度に新設した「品川区災害復旧基金」を財源とする。 

イ 費用の負担 

本部設置後の各部、各課の分掌事務の遂行に要した経費は、本部が負担する。 

ウ 予算手続 

① 各部長は、その分掌事務の遂行に必要な予算に不足が生じるとき、または、

予算措置が講じられていないときは、直ちに企画広報部長の指示を受けなけ

ればならない。 

② 企画部長は、本部が設置されたとき、または、上記の指示を求められたと

きは、速やかに、予算措置方針を本部長室に付議して関係部長に必要な指示

をしなければならない。
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③ 各部長は、緊急経費について上記①の指示を求めるいとまがないときは、

直ちに部長かぎりで臨機適切な処置をとることができる。この場合、事後、

速やかに企画部長に報告しなければならない。

④ 企画部長は、各部の分掌事務が円滑に遂行できるよう、財務事務について

指導・協力しなければならない。

エ 物資調達手続 

本部が設置された場合の物資調達は、区における一般の「物品購買請求書」

により総務部経理課長に請求すること。経理課長は、請求書に基づき直ちに契

約し、そのことを会計部に通知し検収させる。この場合請求書各葉の左上欄に

○災と朱書する。 

オ 工事執行手続 

土木部長および建築住宅部長は、災害時において緊急に工事を施工する必要

性が生じたときは本部長の指示を受けて、品川区契約事務規則に定める手続に

よらないで処置することができる。ただし事後、直ちに所定の手続をとらなけ

ればならない。 

カ 支払手続 

① 物資等の調達および工事代金の支払いについては、原則として、区におけ

る一般の支払手続により処置する。ただし、災害時においてこれによること

ができないときは、会計部長は本部長室に付議して、臨機適切な処置をし、

または、各部長が処置するよう指示することができる。 

② 即時支払いを必要とする経費については、あらかじめ品川区会計事務規則

に準じた手続きにより、担当課長が資金前渡を受け支払事務をする。

キ 事後手続 

① 各部長は、災害終了後、活動に要した諸経費について、別紙様式１・２よ

り本部長あてに報告しなければならない。

資料○ 様式１ 災害対策経費（物品）報告書

資料○ 様式２ 災害対策経費（勤怠）報告書

② 上記報告を受けた本部長は、災害終了後、これにより必要な処理事務を平

常の事務手続により、当該主管課において処置させる。

ク 物品の取り扱い 

① 会計部長は災害対策用物品（建築および土木資材を除く。以下物品という）

台帳を備え常に物品の保管状況を明らかにし、物品に異動を生じたときは、

本部長に報告する。 

② 災害等、緊急を要する場合、本部長から物品払出の指令を受けたとき、会

計部長は災害対策用物品引渡書とともに物品を関係課長に送付し受領書を提

出させる。また、払出保管の状況を逐次本部長に報告する。

資料○ 様式３ 災害対策用物品（備品）請求書兼受領書

資料○ 様式４ 災害対策用物品引渡書

③ その他、物品出納手続（受入、払出、返納、組替、廃棄ならびに物品の過

不足および事故報告）は、品川区会計事務規則および品川区物品管理規則に

よる。

④ 会計部長は災害により払出した物品を、その後、本部長の命により回収し
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たときは、整備、点検のうえ保管する。

２ 防災会議の招集

区の地域に災害が発生した場合において、当該災害にかかる災害応急対策に関し関係

防災機関相互の連絡調整を図る必要があるときは、区防災会議の委員は、品川区防災会

議運営規程第２条第２項により会長に区防災会議の招集を要請するものとする。

資料○ 品川区防災会議条例

資料○ 品川区防災会議運営規程
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対策２ 関係機関との連携               

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

東京消防庁 

・限られた消防力を最大限に活用した消火活動

・組織的な人命救助と救急活動

・警視庁、自衛隊、消防団・東京ＤＭＡＴ、防災区民組織等と連携協力に

よる消火・救助・救急活動

・計画に基づく多様な手段を活用した災害情報の収集伝達、関係防災機関

との情報交換

区 
・都、防災関係機関との相互協力

・自衛隊への災害派遣要請

【具体的な取組】 

第１ 消火・救助・救急活動体制の確保

○関係機関は、救助救急活動および所管にかかわる応急対策を実施するとともに、区が実

施する災害対応が円滑に行われるよう協力する。 

１ 救助救急活動

震災時には、建物、施設構造物やブロック塀をはじめ、看板・窓ガラス等の落下、火

災および水害等による多数の救助・救急を要する事態の発生が予想される。このため、

関係機関が連携・協力体制を確立し、迅速・的確な救助・救急活動にあたる。

（１）救助救急活動

① 特別救助隊および救急隊が連携し、救助・救急資器材を活用して組織的な人命

救助・救急活動を行う。

② 救助・救急活動に必要な重機、救急資器材等に不足を生じた場合は、関係事業

者との協定等に基づく迅速な調達を図り、実効性のある活動を行う。

③ 救急活動に当たっては、医療救護所が開設されるまでの間、消防署に仮救護所

を設置するとともに、救助・救急現場に現場救護所を設置し、医療関係機関、消

防団員、災害時支援ボランティア等と連携し、救急資器材等を有効に活用して傷

病者の救護に当たる。

④ 救急救命士等のトリアージに基づき、緊急度の高い傷病者を最優先とし、救急

車等を活用して、医療機関へ迅速に搬送する。

⑤ 警視庁、自衛隊、災害医療チーム（東京 DMAT）、防災区民組織等と連携協力し、
救助・救急の万全を期する。

（２）多数傷病者発生時の活動

① 消防署に非常用救急資器材の増強整備を図り、救護体制を強化する。 

② 消防隊、区、地区医師会、災害医療チーム（東京 DMAT）等と密接な連携を図
り、効果的救護活動を行う。
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③ 負傷者等の医療機関への搬送は重症者の搬送を優先し、都及び区に協力して対

応する。

（３）情報収集等

① 災害拠点病院等（災害拠点連携病院、災害医療支援病院）の被害状況および傷

病者の受入れ情報については、都・地区医師会、本部等関係機関との連携により

情報収集を図る。 

② 救急救護に必要な医療機関の診療情報は、東京消防庁の救急医療情報システム

により行うとともに、職員を医療機関へ派遣して把握する。

③ 収集した医療機関等の診療情報をホームページ等を活用し、住民に提供する。

２ 緊急輸送

① 物資等の緊急輸送は、情報の収集・伝達と並んで災害応急対策活動の根幹といえる。

輸送路と輸送手段が同時に確保されて、はじめて効率的に円滑な緊急輸送が可能とな

る。

② ここでは、緊急啓開道路、輸送車両の確保等について必要な事項を定める。

なお、水上輸送に関しては、区内の防災船着場の活用を図るものとする。
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（１）緊急啓開道路

ア 緊急啓開道路の作業態勢 

図表 4- 4 各機関の対応内容

機

関

名

作  業  態  勢 

区

（１）区緊急啓開道路については、品川建設防災協議会との「災害時における除去等

応急対策業務に関する協定」に基づき、土木部長の指示により実施する。

（２）上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設の被害を発見した場合は当該施設

管理者および当該道路管理者に速やかに通報する。緊急のため、そのいとまが無

い場合には、所轄警察署や消防署と緊密な連絡をとって、現場付近の立入禁止、

避難誘導等、周知措置等住民の安全確保のための措置をとり事後連絡をするもの

とする。

東

京

都

第

二

建

設

事

務

所

（１）管理区間

  主要地方道 東京丸子横浜線（中原街道）        約 3.4㎞
        白金台町等々力線（目黒通り）       約 1.2㎞
        日本橋芝浦大森線（海岸通り、旧海岸通り） 約 5.2㎞
        環状六号線（山手通り）          約 5.5㎞
  特例都道  鮫洲大山線                約 5.4㎞
        北品川四谷線（外苑西通り）        約 1.9㎞

東品川下丸子線（池上通り）   約 2.8㎞
        品川埠頭線                約 0.6㎞
（２）管理都道の被害状況を調査し、関係機関と情報交換を行う。

（３）東京都の定めた緊急道路啓開路線の選定基準に従い、その路線を優先的に啓開し

て交通の確保に努める。

（４）道路の占用物件に被害が発生した場合は、当該管理者に復旧を指示し、必要な保

安措置について指導調整を行う。

東

京

国

道

事

務

所

品

川

出

張

所

（１）管理区間

  一般国道   １号  至 品川区東五反田３丁目 

                              約 3,900ｍ
             至 品川区西大井 ６丁目 

        １５号  至 品川区北品川 ３丁目 

  約 4,400ｍ
             至 品川区南大井 ２丁目 

 357号    東八潮～八潮 ３丁目    約 4,400ｍ
 357号 B．P  北品川２丁目～八潮５丁目  約 3,100ｍ

（２）管理区間内道路の被害状況を調査し、関係機関と的確な情報交換を行う。

（３）被害状況に応じた応急復旧作業を実施し、交通路の確保に努める。

（４）企業占用物件に被害が発生した場合には、当該管理者に復旧を指示し、必要な保

安措置について指導調整を行う。

資料○ 資機材供給可能数【品川建設防災協議会】 

資料○ 緊急道路啓開網
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（２）輸送車両等の確保

ア 車両調整計画 

区における車両船艇の調達は以下に掲げる計画で対処する。 

（ア）乗用自動車 

区有乗用自動車を使用する。不足をきたすような場合は、区内タクシー会社

から総務部経理課が雇上げをする。 

（イ）貨物自動車 

「災害時における応急対策用貨物自動車の供給に関する協定」に基づき、東

京都トラック協会品川支部から総務部経理課が調達する。

 なお、調達数に不足を生じる場合は、都財務局に対し総務部経理課が調達あ

っ旋を要請する。

（ウ）船舶 

「災害時における民間事業者施設の使用に関する協定」に基づき、民間事業

者から総務部経理課が調達する。

資料○ 供給可能車両数【トラック協会品川支部】

資料○ 災害対策協力隊編成表【トラック協会品川支部】

イ 配車計画 

総務部経理課が調達した車両船艇等の各部への配分は、次に定めるところに

よる。 

（ア）配分計画 

災害予防および災害応急対策に必要な車両、船艇等は、総務部経理課におい

て乗用自動車、貨物自動車の緊急計画をたて、必要な輸送力を確保する。 

（イ）配分手続 

① 各部において車両を必要とするときは、車種、乗車人員数または積載ト

ン数、台数、引渡場所、日時を明示のうえ総務部経理課に請求する。 

② 総務部経理課は、供給先から調達し請求部に引渡す。

③ 船艇等についても車両と同様であるが、陸上輸送を必要とするときは、

請求部が輸送するものとする。

ウ 車両（船艇）の待機 

① 災害発生の恐れのあるときは、総務部経理課はその状況に応じ乗用自動車、

貨物自動車を待機させることができる。

② 各部から請求のあった場合は、上記の中から各部へ引渡し、必要によって

は直ちに補充しておく。 

③ 各部において待機車両または船艇等の確保を必要とするときは、総務部経

理課に請求し、当該部用として待機させることができる。

エ 雇上料金等 

災害対策用車両、船艇等の使用料金は、平常時の契約料金を準用し関係者と

協議のうえ定める。 



第２編 震災編 

第４部 災害対応体制 

 予防  応・復 

対策２ 関係機関との連携 

震‐4‐31

図表 4- 5 各部車両保有数一覧表

（平成 29年 11月１日現在）
（ ）内は、総合庁舎保管車両台数

乗用車 貨物車 
乗合 特種 合計 

軽 小型 普通 軽 小型 普通 

企画部 1(1) 1(1) 2(2)
総務部 1(1) 9(9) 11(11) 9(9) 2(2) 1(1) 1(1) 34(34)
地域振興部 8(6) 13 1(1) 22(7)
文化スポーツ振興

部

1(1) 1(1)

子ども未来部

福祉部

品川区保健所 3(2) 1 4(2)
都市環境部 2(2) 1(1) 3(3)
品川区清掃事務所 4 1 13 2 16 36
防災まちづくり部 1(1) 2(2) 1(1) 4(4) 1(1) 7(7) 16(16)
教育委員会事務局 2(1) 2(1)
合計 18(12) 15(13) 12(12) 43(16) 7(4) 1(1) 1(1) 23(7) 120(66)

（３）緊急通行車両の確認事務等

ア 緊急通行車両の確認事務 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）、大規
模地震対策特別措置法（平成 11年法律第 156号。以下「地震法」という。）、原
子力災害災害対策特別措置法（平成 11年法律第 156号。以下「原災法」という。）
又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成 16年
法律第 112号。以下「国民保護法」という。）の規定に基づく緊急通行車両又は
緊急輸送車両（以下「緊急通行車両等」という。）の確認およびこれらの法律（地

震法を除く。）の規定に基づき実施される交通規制の対象から除外する車両とし

て東京都公安委員会の意思決定のあった車両の確認に関する事務を行う。

イ 緊急通行車両等の事前届出 

（ア）対象車両 

① 災対法の規定に基づく緊急通行車両としての対象車両

② 地震法の規定に基づく緊急輸送車両としての対象車両

③ 減災法の規定に基づく緊急通行車両としての対象車両

④ 国民保護法の規定にもとすく緊急通行車両としての対象車両

（イ）事前届出に関する手続 

緊急通行車両等の事前届出に当たっては、車両を緊急通行車両等として使

用して行うこととなる業務の実施について責任を有する者が「緊急通行車両

等事前届出書」並びに当該車両の自動車検査証又は当該車両を特定する書類

の写しおよび輸送協定書その他当該車両が前アに掲げる車両であることを疎

明する書類を提出するものとする。
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（ウ）届出済証の交付等 

a 届出済証の交付等 

緊急通行車両等の事前届出を受領した場合は、事前届出書等に係る車

両が前アに掲げる車両に車両に該当するかどうかの審査後、「緊急通行

車両等事前届出済証」を当該事前届出書等の提出をした者に交付するも

のとする。 

ｂ 届出済証の再交付 

緊急通行車両等の事前届出の内容に変更が生じ、又は届出済証を亡失

し、滅失し、汚損し、若しくは破損した場合は、届出済証の再交付手続

を行うものとする。 

ｃ 届出済証の変換 

届出済証に係る車両が緊急通行車両等として使用されることとなる

車両でなくなった場合、廃車となった場合又はその他緊急通行車両等と

して使用される必要性がなくなったと認めた場合は、速やかに公安委員

会に当該届出済証を返還するものとする。 

ウ 緊急通行車両等の確認 

（ア）緊急通行車両等の確認 

緊急通行車両等の確認は、警視庁本部、警察署、交通機動隊及び高速道路

交通警察隊並びに交通検問所において行うものとする。

（イ）緊急通行車両等の確認の際に提出する書類等 

a 事前届出車両に対する緊急通行車両等の確認 

事前届出車両対する緊急通行車両等の確認に当たっては、届出済証を

提示するとともに「緊急通行車両等確認申請書」および必要事項を記載

した災対法施行規則の証明書又は地震法施行規則の証明書を提出するも

のとする。 

b 事前届出車両以外の車両に対する緊急通行車両等の確認 

事前届出車両以外の車両に対する緊急通行車両等の確認に当たっては、

当該車両の自動車検査証又は当該車両を特定する書類および輸送協定書

その他当該車両が緊急通行車両等として使用される車両であることを疎

明する書類を提示するとともに、緊急通行車両等確認申請および必要事

項を記載した証明書を提出すること。 

c 標章の交付 

緊急通行車両等の確認を行った場合は、災害法施行規則の標章又は地

震法施行規則の標章（以下「確認標章」という。）および証明書を交付

するものとする。なお、確認標章の有効期限は、原則として発行の日の

翌日から起算して 1か月後の日とする。 

エ 規制除外車両の事前届出 

（ア）対象車両 

規制除外車両として使用される車両であることの確認に係る事前の届出の

対象車両は、次のいずれかに該当する車両であって、規制除外車両として災

対法、原災法又は国民保護法の規定に基づく交通規制の対象から除外するこ

とが適切であり、かつ、緊急通行車両等として使用されることとなる車両に

該当しないものとする。ただし、災害対策に従事する自衛隊車両等であって



第２編 震災編 

第４部 災害対応体制 

 予防  応・復 

対策２ 関係機関との連携 

震‐4‐33

特別のナンバープレートを有しているものは、規制除外車両ではあるが、規

制除外車両の事前届出は要しないものとする。 

① 医師若しくは歯科医師又は医療機関等が使用する車両 

② 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両 

③ 患者等を搬送する車両（そのために必要な特別の構造又は装置がある

ものに限る。） 

④ 建設用重機 

⑤ 道路啓開作業車両 

⑥ 重機輸送用車両 

（イ）事前届出に関する手続 

規制除外車両の事前届出に当たっては、車両を規制除外車両として使用し

て行うこととなる業務の実施について責任を有する者が「規制除外車両事前

届出書」並びに当該車両の自動車検査証又は当該車両を特定する書類の写し

および次に掲げる書類を提出するものとする。 

① 前（ア）の①に規定する車両については、医師免許証若しくは歯科医

師免許証又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し 

② 前（ア）の②に規定する車両については、使用者が医薬品、医療用資

材等の製造業者又は販売業者であることを確認できる書類の写し 

③ 前（ア）の③に規定する車両については、車両の写真（ナンバープレ

ートおよび車両の構造又は装置が確認できるもの） 

④ 前（ア）の④及び⑤に規定する車両については、車両の写真（ナンバ

ープレートおよび車両の形状が確認できるもの） 

⑤ 前（ア）の⑥に規定する車両については、車両の写真（ナンバープレ

ート及び車両の形状（建設用重機を積載して状況）が確認できるもの） 

（ウ）除外届出済証の交付等 

規制除外車両の事前届出を受理した場合は、除外事前届出書等に係る車両

が前（ア）に掲げる車両に概要するかどうかの審査後、「規制除外車両事前

届出済証」を当該除外事前届出書等の提出をした者に交付するものとする。 

緊急通行車両に係る届出済証の再交付および返還については、前イ（ウ）

bcの規定を準用する。 

オ 規制除外車両の確認 

（ア）規制除外車両の確認の際に提出する書類等 

a 除外事前届出車両に対する規制除外車両の確認 

除外届出済証に係る車両に対する規制除外車両の確認に当たっては、

除外届出済証の交付を受けている者は、除外届出済証を提示するととも

に、「規制除外車両確認申請書」および必要事項を記載した「規制除外

車両証明書」を提出するものとする。 

b 除外事前届出車両以外の車両に対する規制除外車両の確認 

除外事前届出車両以外の車両に対する規制除外車両の確認に当たって

は、当該車両の使用者は、当該車両の自動車検査証又は当該車両を特定

する書類および前エ（ア）に掲げる車両又は交通対策本部長が別途指示

する車両であることを疎明する書類を提示するとともに規制除外車両確

認申請書および必要事項を記載した除外証明書を提出するものとする。 

（イ）規制除外車両の確認を行った場合の措置 
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① 規制除外車両の確認を行った場合は、確認標章および除外証明書を交

付するものとする。 

② 確認標章の有効期限は、原則として発行の日の翌日から起算して1か月

後の日とする。 

（４）海上緊急輸送

東京海上保安部は、巡視船艇による緊急輸送を的確に行うため、次に掲げる措置

を講じる。

ア 人員および救援物資 

東京都災害対策本部等から傷病者、医者および避難者等または救援物資の緊

急輸送の要請を受けたときは、海上における災害応急対策の実施に支障をきた

さない範囲において関係機関と調整して積極的にこれを実施する。 

イ 災害復旧資材の輸送 

東京都災害対策本部等から岸壁、護岸および防波堤等が損壊し、復旧作業の

ために必要な資材の海上輸送の要請を受けたときは、巡視船艇で輸送可能なも

のについては、海上における災害応急対策の実施に支障をきたさない範囲にお

いて、その要請に応じる。 

３ 労働力の確保

① 災害時においては、区職員のみでは必ずしも充分ではないので、防災区民組織等の

協力を得るとともに品川建設防災協議会との間で協定を結び必要な労務の確保を図っ

ている。

② 以下の事項に該当する場合は事後に人事課へ報告するものとする。

＜人事課への事後報告事項＞

・各部は応急対策活動を実施するのに人員を確保できないときは、前記協定に

より必要な要員の要請ができる。

・各方面隊隊長は、被災者の救護活動を遂行するのに必要な労務は現地で防災

区民組織等の協力を得て確保するが、充足できない場合は、現地で都の基準

の賃金で労働者を雇いあげることができる。

③ 協定による労働者では不足の場合には、本部長は各部所要人員をとりまとめ、東京

労働局（電話 3814-5311）および城北労働・福祉センターに労務供給(労働者の確保ま

たは休職者の紹介)を要請する。

（１）労働者の引渡しについて

① 区は労働確保の通報受理後速やかに、労働者輸送等の配車措置を講じ、待機場

所において労働経済局、または公共職業安定所職員立会いのうえ、労働者の引渡

しを受ける。

② 作業終了後においても待機場所、または適宜の交通機関までの労働者の輸送に

ついて協力する。

（２）賃金および賃金の支払いについて

① 賃金は都に準じて定め、必要に応じて給食を支給するものとする。

② 支払いについては就労現場において作業終了後、直ちに支払うこととする。
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４ 関係防災機関の活動態勢

（１）責務

災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合、指定地方行政機関、指定

公共機関および指定地方公共機関は、所管にかかわる災害応急対策を実施するとと

もに、都および区が実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務について協

力するものとする。 

（２）活動態勢

指定地方行政機関等は、第１の責務を遂行するため必要な組織を整備するととも

に、災害応急対策に従事する職員の配置および服務の基準を定めておくものとする。 

ア 東京国道事務所 

災害が発生し、または発生する恐れがある場合、被害を未然に防止し被害を

最小限にとどめるよう、「東京国道事務所災害対策計画」にしたがって活動態勢

をとる。 

資料○ 東京国道事務所の活動態勢

イ 東京海上保安部 

（ア）救出・救護活動 

① 船舶海難、人身事故等に関する情報を入手したときは、巡視船艇等を集

中的かつ効率的に運用し、人命救助を最優先に海難救助を実施するものと

する。

資料○ 東京海上保安部所属船艇等一覧表

資料○ 防除資器材常備状況表【東京海上保安部】

② 負傷者の救出・救護にあたっては、都・日赤・東京消防庁等関係機関と

協力して救助活動にあたる。

（イ）危険物流出対応 

危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて

火災の発生防止および付近船舶等に対する移動命令、または避難勧告を行う。

（ウ）火災対応

船舶火災または、海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇等により

消火活動を実施するとともに、必要に応じ火災船舶を安全な海域に沖出し曳

航し、または処分等の措置を講じる。

ウ JR 東日本 

（ア）災害対策組織・動員に関する計画 

① 東京支社および各駅・箇所に地震災害対策本部を設置する。 

② 東京支社災害対策本部の組織および業務分担内容は次のとおりである。

資料○ 東京支社 災害対策本部組織図【JR 東日本】

資料○ 東京支社 災害対策本部 組織・業務分担表（№１～４）【JR 東日本】

（イ）社員の緊急動員 

大地震（震度６以上）が発生した場合は、全社員は非常呼び出しがなくて

も、自律的に勤務箇所または、各社員の所属する最寄りの駅・区所へ非常参

集し、各長の指揮下に入り活動する。 
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（ウ）情報連絡に関する計画 

① 震度６以上の地震が発生した場合は、地震被害の情報収集と旅客の救助

活動を行うため、各地区指導センターが情報連絡拠点として機能する。 

② 情報連絡拠点の任務等は、次のとおりである。

・責任者は、地区指導センター所長とし、地区内現場の旅客・社員の負傷

状況、建築物、列車等の被害状況を収集して、本社および支社対策本部

へ報告する。

・非常参集した社員の参集箇所別総数を本社対策本部へ報告し、本社対策

本部の指示に基づき、救助社員を救助現場へ派遣する。

③ 震度６以上の地震が発生した場合の、各駅・区所等の対策本部の任務等

は、次のとおりである。

・責任者は、各駅・区所長とし、自駅・区所内の被害状況および社員の参

集状況を把握し、情報連絡拠点へ報告する。

・被害発生現場にあっては、現地対策本部を設置して、人命救助および復

旧活動等に努める。

エ 東京都交通局 

災害が発生した場合、および発生の恐れがある場合は、直ちに局内各部課お

よび各事業所の長に伝達し、伝達の対象となる職員に対して周知を図る。 

資料○ 非常配備態勢別動員表【都交通局】

資料○ 関係機関連絡系統【都交通局】

オ  NTT 東日本 

（ア）災害対策本部の設置 

① 大規模地震に関し警戒宣言が発せられた場合、および地震による災害が

発生し、または発生する恐れがある場合は、災害対策本部を設置する。 

② 災害対策本部は被害状況、通信の疎通状況等収集を行い、重要通信を確

保し、応急復旧対策、広報活動その他の業務を行う。

③ 東京都災害対策本部および関係機関との連絡調整を行う。

（イ）社員の動員計画 

地震等災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、業務の運

営あるいは応急対策および応急復旧に必要な動員を行うため、次のとおり動

員計画を定めている。 

・災害対策本部要員の非常招集：東京地方に「震度５強」以上の地震が発

生した場合、災害対策本部要員は非常駆けつけを行うものとする。 

・社員の非常配置：災害時における応急復旧の内容により、社員の配置、

担務、作業内容等の方法を定めている。

・社員の非常招集方法：夜間、休日等に社員を非常招集する場合の連絡方

法を定めている。 

・事業所相互間の応援：全国の支社、関係グループ会社、事業所等への応

援要請方法を定めている。 

（ウ）情報連絡 

① 地震等により災害の発生または発生する恐れがある場合は、情報連絡体

制を確立し、情報の収集および伝達にあたる。また、本社～事業部、関係

グループ会社および災害対策本部員、社員への周知等の連絡網を整備、確

立している。 

② 気象業務法に基づき、気象庁から伝達される津波警報等の各種警報につ
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いては、速やかに関係する区市町村等に通報する。

カ 東京電力パワーグリッド 

大規模地震が発生した場合の初動対応の迅速化、的確化を図るため、非常態

勢の自動発令など社員の自動出動を行う。 

キ 東京ガス 

（ア）震災時の活動態勢

対策本部および支部を設置し、必要な社員等を動員するとともに、災害対

策の実施に必要な活動基盤を強化して、すみやかに非常の事態に対応しうる

体制に移行する。 

（イ）震災時の動員態勢 

震度階に基づきあらかじめ各社員に定められた自動動員基準により動員す

るほか、必要に応じて動員する。 

図表 4- 6 震災時の非常事態体制

態勢 災害の具体的な状況・被災の程度 本部長 

第０次非常体制 １ 震度５弱の地震が発生した場合 防災・供給部長

第１次非常体制 
１ 震度５強の地震が発生した場合 導管ネットワーク本

部長

第２次非常体制

１ 震度６弱以上の地震が発生した場合

２ 震度５弱・震度５強以上の地震が発生し、

（中圧または低圧）ブロックを供給停止した場合

社長

ク 東京急行電鉄 

交通事業本部異常時対策規定に基づき組織非常配備態勢は次のとおりとする。 

資料○ 事故・災害対策本部の組織【東急電鉄】

資料○ 現業【東急電鉄】

ケ 京浜急行電鉄 

災害時における活動組織は、「鉄道事故・災害対策規程」によるがその大綱は

次のとおりである。 

資料○ 鉄道部門災害対策本部の組織および業務分掌【京急電鉄】

コ 東京モノレール 

① 災害時における活動組織の編成は、当社運転事故処理手続の定めるところ

による。活動編成は、次のとおりである。

資料○ 活動編成【東京モノレール】

② 係員の招集は、次のとおりである。

資料○ 係員の招集【東京モノレール】
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サ 東京臨海高速鉄道 

① 災害が発生したときは、その状況により災害対策本部を設置する。

② 組織図は、資料のとおりとする。状況により本部長は組織の縮小を行う。

③ 被災地において非常措置、応急復旧を行う場合は必要により現地対策本部

を設置する。

資料○ 災害対策本部の組織（臨海）
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第２ 応援協力・派遣要請

○都、防災関係機関との相互協力、自衛隊への災害派遣要請等に向けた手順等を定める。 

○災害が発生した場合、または発生の恐れがある場合、各防災関係機関はあらかじめ定

めてある、所掌事務または業務に従って応急対策を実施するが、その災害の状況によ

っては必要に応じて他の機関に協力を求め災害対策の円滑な実施を期さなければなら

ない。

○特に被害が広範囲に及ぶ場合、区の防災関係機関のみの対応では困難が想定されるの

で、被災していない近隣区市町村や民間の協力を得て災害対策を実施する必要がある。

○本節では、これら相互協力および自衛隊災害派遣要請計画について必要な事項を定め

る。

１ 相互応援協力

（１）資料・情報等の提供および交換

災害時における各種災害情報および災害対策上必要な資料は、当該情報等を収集

した機関が関係機関に情報を提供し、あるいは交換し、併せて可能な限り区本部へ

も通報することとする。 

（２）都との相互協力

① 区は、都との連携を図り協力して災害対策の実施にあたる。 

② 区長は、区の能力では災害対策を円滑に実施することができない場合は、都知

事に対し応援または応援のあっ旋を求めるなどして災害対策の万全を期すること

とする。この場合、都総務局総合防災部防災対策課に対し、次に掲げる事項につ

いてとりあえず口頭または電話等をもって要請し、後日文書によりあらためて処

理するものとする。

ア 応援要請または応急措置の実施を求める場合 

① 災害の状況および応援を求める理由 

② 応援を希望する機関名

③ 応援を希望する人員、物資等

④ 応援を必要とする場所、期間

⑤ 応援を必要とする活動内容

⑥ その他必要な事項

イ 被災者を他地区へ移送要請する場合 

① 被災者を他地区へ移送要請する理由 

② 移送を必要とする被災者の数

③ 希望する移送先

④ 被災者の収容を要する期間

⑤ その他必要な事項

ウ 他の自治体、他の防災関係機関等の応援要請のあっ旋を求める場合 

① 災害の状況および応援のあっ旋を求める理由 

② 応援を希望する機関名

③ 応援を希望する人員、物資等

④ 応援を必要とする場所、期間

⑤ 応援を必要とする活動内容
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⑥ その他必要な事項

（３）防災関係機関との相互協力

ア 協力の実施 

① 各防災関係機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの応急措

置の実施に支障のない限り、協力または便宜を供与するものとする。 

② 各防災関係機関の協力業務の内容は、「防災機関の業務大綱」に定める範囲

とする。

イ 経費の負担 

国あるいは他の自治体から派遣をうけた職員に対する給与および経費の負担

方法は所定の方法による。（災害対策基本法施行令第 18 条派遣職員の給与等） 

２ 自衛隊への災害派遣要請

区長は、災害が発生し、または発生する恐れがあり、人命または財産の保護のため必

要があると認めた場合は、都知事に対し自衛隊の災害派遣要請の要求をするものとする。

（１）派遣の要請

自衛隊の災害派遣には災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

ア 要請による災害派遣 

① 災害が発生し、知事が人命または財産の保護のため必要があると認めて自

衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

② 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防のた

め自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合

③ 災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合で、区長が応急措

置を実施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣を要請するよ

う求め、これを受けて知事が自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される

場合

イ 知事が要請するいとまがない場合における災害派遣 

① 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、区

長または警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通報を受

け、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

② 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、部

隊による収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置をと

る必要があると認められる場合

③ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛

隊が情報収集を行う必要があると認められる場合

④ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動

が人命救助に関するものであると認められる場合

⑤ 災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事からの災害派遣要請

を待ついとまがないと認められる場合

⑥ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設またはこれらの近傍に災害が発生し、自

衛隊が自主的に派遣する場合

（２）災害派遣の方法

① 区長は、災害派遣を要する事態が発生し、自衛隊の災害派遣を要請しようとす

る場合は、次に掲げる事項を明らかにし、電話、口頭をもって都総務局（総合防
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災部防災対策課）に依頼するものとする。

・災害の状況および派遣を要請する事由

・派遣を希望する期間

・派遣を希望する区域および活動内容

・その他参考となるべき事項

② 区長は、緊急避難、人命救助の場合、事態が急迫し、都知事に対して自衛隊の

災害派遣を要請するといとまがないときは、直接下記へ通知するものとし、事後、

所定の手続きを速やかに行うものとする。

図表 4- 7 要請先および連絡先等

部隊名等 

（駐屯地名） 

連絡責任者 
電話番号 

時間内 時間外 

陸上自衛隊 

第１普通科連隊（練

馬）

第３科長

または

運用訓練幹部

部隊当直司令

03(3933)1161 
交換呼出により。

第１普通科連隊

第３科または部隊当直司令

（３）災害派遣部隊の受入態勢

ア 他の災害救助復旧機関との競合重複の排除 

自衛隊の活動が他機関と競合重複しないよう重点的・的確・効率的な作業分

担となるよう配慮するものとする。 

イ 作業計画および資器材の準備 

自衛隊の応急救護活動に関して、いかなる状況において、どのような分野（救

助、救急、応急医療、緊急輸送等）について、派遣要請を行うのか、平常時よ

り計画しておくとともに、必要な資器材をあらかじめ準備し、また、施設の使

用に際して管理者の了解をあらかじめ取りつけておくものとする。 

ウ 宿舎等の配慮 

派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動できるよう宿舎等必要な設備を可能

な限り配慮するものとする。 

エ 住民の協力 

区長は、派遣部隊が円滑に活動できる環境醸成のために、派遣部隊の活動に

対し周辺住民の積極的な協力を求める。 
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（４）災害派遣部隊の活動内容

（５）経費の負担

自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として派遣を受けた当区が

負担するものとし、２以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係機関

が協議して定める。 

・災害部隊が救援活動を実施するため必要な資機材（自衛隊装備品を除く）等の

購入費、借上料および修繕費

・災害部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用および借上料

・災害部隊の宿営および救援活動に伴う光熱水費・電話料等

・災害部隊の救援活動の実施に際し生じた（自衛隊装備品を除く）損害の補償

・その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と

派遣を受けた当区とで協議するものとする。

区分 活 動 内 容 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を

行い、被害の状況を把握する。

避難の援助

避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場

合で必要があるときは、避難者の指導、搬送等を行い、避

難を援助する。

避難者等の捜索救助
行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活

動に優先して捜索活動を行う。

水防活動
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のうの作成、運搬、積

み込み等の水防活動を行う。

消防活動
火災に関しては、利用可能な消防車その他の防火用具をも

って、消防機関に協力して消火にあたる。

道路または水路の啓開
道路もしくは水路が損壊し、または障害がある場合は、そ

れらの啓開または除去にあたる。

応急医療、救護および

防疫
被災者に対し、応急医療・救護および防疫を行う。

人員および物資の緊急

輸送

緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員および救援物

資の緊急輸送を実施する。この場合において航空機による

輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。

被災者生活支援 被災者に対し、炊飯、給水および入浴等の支援を行う。

救援物資の無償貸付ま

たは譲与

「防衛省所管に属する物品の無償貸付および譲与等に関す

る省令」（昭和 33 年総理府令第１号）に基づき、被災者に

対し、救援物資を無償貸付または譲与する。

危険物の保安および除

去

能力上可能なものについて火薬類、爆発物等危険物の保安

措置および除去を実施する。

その他臨機の措置等
その他、自衛隊の能力で対処可能なものについては、臨機

に措置をとる。
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（６）撤収要請

区長は、都知事と陸上自衛隊第１普通科連隊長と協議の上、所定の災害派遣部隊

の撤収要請を行う。 

（７）臨時ヘリポートの開設

① 区は、ヘリコプター離発着のため、以下の場所に臨時ヘリポートを開設する。

・天王洲公園野球場  ・鮫州運動場  ・西大井広場公園

・八潮公園多目的広場（大井埠頭）   ・大井ふ頭中央海浜公園

・林試の森公園    ・しながわ中央公園

② その際、区長は都知事を通じ国土交通省に、ヘリポート周辺における飛行の統

制・制限等の処置を要請する。

図表 4- 8 ヘリ（小型機、中型機、大型機）の着陸帯範囲
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対策３ 応急活動拠点                 

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

都 ・オープンスペースの使用についての総合調整

区 ・オープンスペースの利用に関する都への要請

【具体的な取組】 

第１ 応急活動拠点の調整

○都本部と連携して、オープンスペースや航空機の仕様について調整する。

○地震が発生したとき、応急活動を効果的に実施するために、応急対策上重要な役割を

果たすオープンスペースや航空機の使用について、必要に応じて、都本部で総合的に

調整する。

○都本部は、地震発生後、オープンスペースの被害状況、使用の可否について、都各局、

区、関係機関等から情報収集し、その状況について継続的に把握する。

○都各局および区は、オープンスペースの利用要望を都本部に提出する。

○都本部は、オープンスペース使用調整会議において、都各局および区市町村の利用要

望と、自衛隊、他県等の警察・消防の応援部隊の使用見込との調整を行う。

○オープンスペースを使用する機関は、使用状況を定期的に都本部へ報告する。

○オープンスペース使用調整会議は、報告に基づき、時系列に応じたオープンスペース

の有効活用を図る。

○都本部は、航空機使用調整会議において、東京航空局等と連携・協力し、次の調整を

行う。

・離発着場の指定

・応急対策に使用する航空機の需給調整
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対策４ 警備・交通規制の実施               

【各機関の役割】 

機関名 役    割 

警察機関 ・警備、および交通規制

東京海上保安部 ・警備、および交通規制

【具体的な取組】 

第１ 警備の実施

○警察機関や東京海上保安部は、区民等の生命の安全確保、各種犯罪の予防・取締りおよ

び海難防止その他公共の安全と秩序の維持に努める。 

○震災時には、区民の生命、身体、財産の保護および各種犯罪の予防、取締りならびに

交通秩序の維持、その他被災地における治安の万全を期することが極めて重要である。

○本節では、警備・交通規制について必要な事項を定める。

○災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合、速やかに関係機関は、総力を

あげて区民の生命の安全確保、各種犯罪の予防・取締りおよび海難防止その他公共の

安全と秩序の維持に努めるものとする。
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図表 4- 9 各機関の対応内容

機

関

名

活   動   内   容 

警

察

機

関

１ 警備本部等の設置

警視庁管内に大地震が発生した場合には、直ちに警備本部等を設置して指揮体制

を確立する。

２ 部隊運用等

（１）警備要員は、東京都に震度６弱以上の地震が発生した場合には、自署属に参集

する。

（２）東京都に震度５強の地震が発生した場合は、当務員以外の指定された警備要員

は、自署属に参集し、警備本部の設置、関係防災機関との連絡調整等の初動措置

にあたる。

（３）各警察署は、災害事務の処理に必要な最小限度の要員を除いて部隊を編成し、

被害実態の把握、交通規制、救出救護、避難誘導等の措置をとる。

（４）機動隊、広域緊急援助隊は、被害の発生状況、態様等に応じて最高警備本部長

が運用する。

（５）警視庁本部部隊は、最高警備本部長の命により激甚被災地等に出動し、警備に

あたる。

３ 警備活動

建物倒壊、火災、津波等により発生する被害の拡大防止のため、次の警備活動を

行う。

（１）被害の実態把握及び各種情報の収集

（２）交通規制

（３）被災者の救出救助および避難誘導

（４）行方不明者の捜索および調査

（５）死体の調査等および検視

（６）公共の安全と秩序の維持

４ 警備活動用資器材の整備

大震災が発生した場合、総力を挙げて、被災地における治安維持に万全を期すた

め、必要な装備資器材の整備を図っている。

東

京

海

上

保

安

部

海上における治安の維持

１ 海上における治安を維持するため、次に掲げる措置を講じる。

（１）災害発生地域において、巡視船艇により挙動不審船に対する立入検査等を実施

し犯罪の予防・取締りにあたる。

（２）巡視船艇等により重要施設周辺海域等の警戒を実施する。

（３）警察および公共機関等と連絡を保ち、治安情報等の収集にあたる。

２ 東京海上保安部は、海上漂流遺体を発見した場合は、都および警察署と協議して

定められた岸壁に揚収し、所要の措置を行った後、区に処理を引き継ぐ。
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第２ 交通規制の実施

○警察機関は、大地震発生直後、道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火

活動等に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するため、交通規制を実施する。 

○海上保安部は、船舶交通の整理指導・制限、航路障害物の除去、危険物積載船の保安措

置等により交通の安全を確保する。

図表 4- 10 各機関の対応内容

機

関

名

活   動   内   容 

警

察

機

関

１ 大地震発生直後、道路における危険を防止するとともに、人命救助、消火活動等

に従事する緊急自動車の円滑な通行を確保するため、次の交通規制を実施する。 

（１）第一次交通規制 

ア 環状７号線における都心方向への流入禁止環状７号線から都心方向へ流入

する車両の通行を禁止する。 

イ 環状７号線内側の通行禁止 

道路の損壊等により都心部の交通に著しい支障があると認めるときは、一時

的に環状７号線の内側について区域又は路線を指定して広域的に車両の通行

を禁止する。 

ウ 環状８号線における都心方向への流入抑制 

環状８号線から都心方向へ流入する車両の通行を抑制する。 

エ 緊急自動車専用路における通行禁止 

都内高速道路、国道４号、国道17号、目白通り、国道20号、国道246号、外

堀通りを緊急自動車および道路点検車等（以下「緊急自動車等」という。）以

外の車両の通行を禁止する道路として指定し、緊急自動車等以外の車両の通行

を禁止する。 

（２）第二次交通規制 

被害状況、道路交通状況、災害応急対策の進展状況等を勘案し、第一交通規制

から次の交通規制に移行する。 

ア 被災状況等に応じた交通規制 

原則として第一次交通規制により実施した交通規制を継続するものとする

が、被害状況等により、規制範囲を拡大し、又は縮小をする。 

イ 緊急交通路の指定 

第一次交通規制で指定した緊急自動車専用路を緊急交通路として指定する

とともに、被害状況等に応じて指定 31 路線（区内では、第一京浜国道、第二

京浜国道、中原街道が指定）に掲げる路線の中から緊急交通路を指定し、緊急

通行車両以外の車両の通行を禁止する。
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機

関

名

活   動   内   容 

東

京

海

上

保

安

部

海上交通安全の確保

１ 船舶交通の整理指導・制限等

船舶交通が輻輳する海域に巡視船を配置して船舶交通の整理指導を行うととも

に、次に掲げる場合等で船舶交通に危険が生じまたは生じる恐れがあるときは船

舶交通を制限し、または禁止する。

（１）海難の発生

（２）岸壁等係留施設、その他の海上構造物の損壊

（３）大量の危険物等の海上への流出

（４）いかだ、材木、コンテナおよびその他の航路障害物の海上への流出

２ 航路障害物の除去

海難船舶、漂流物および沈没物等により、船舶交通に危険が生じまたは、生じる

おそれがあるときは、所有者に対しこれらの除去、その他船舶交通の危険防止のた

めの措置を講ずることを命令または勧告する。

また、特に必要がある場合で原因者が不明な場合等は、都港湾局（東京港管理事

 務所）と協議して処理する。

３ 危険物積載船の保安措置

危険物積載船の保安について、次に掲げる措置を講じる。

（１）危険物積載船については、状況に応じて移動を命じ、または危険物積載船周辺

の船舶交通を制限し、もしくは禁止する。

（２）危険物荷役中の船舶については、状況に応じて荷役の中止を命じる。

４ 工事作業等の再開

工事作業等を再開するものについて、事故防止のために必要な措置を講じるよう

命じまたは指導する。

５ 水深の検測

東京港および周辺海域において、船舶交通に支障となる水深の異常が認められた

場合は、東京都港湾局等関係機関と密接な連絡をとり、速やかに水深の検測を実施

するとともに、海事関係団体等に周知する。
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第５部 情報通信

対策の基本的な考え方 

応急対策の適切な実施、区民の混乱の回避に向け、被災状況の収集、本部内や関係機関と

の情報共有、区民へ情報を伝達するための情報通信体制の整備が必要である。

ここでは、発災後の情報通信の確保に向け、関係機関等の相互の通信、区民への情報提供

についての対策を示す。

【用語の定義】 

①防災行政無線 

区内学校、公園等に配置している屋外拡声装置から、大地震、津波等の緊急情報を

音声により区民に周知するシステムをいう。

②緊急地震速報 

地震発生直後に震源に近い観測点でとらえた初期微動を解析し、地震波が到達する

前に地震の発生を知らせるシステムをいう。

③エリアメール 

区が配信元となり、各携帯電話会社が提供する「緊急速報エリアメール（NTTドコ
モ）」・「緊急速報メール（KDDI・ソフトバンク）」のサービスを活用して、災害情報
を配信するシステムである。

④SNS（ソーシャルネットワークサービス） 

人と人とのつながりを促進・サポートする、コミュニティ型のWebサイトのことで、
大規模災害発生などにより、電話（固定電話、IP電話、携帯電話）を使った「音声に
よる緊急通報」に障害が発生した場合において、インターネット回線を活用した通信

として、救助要請や安否確認に活用が期待されるシステムをいう。

⑤防災タブレット 

ケーブルテレビ回線を使用した文字情報伝達システムのことをいう。端末同士で相

互通信（TV電話）が可能。防災関係組織や防災区民組織等へ配布している。
⑥ケーブルテレビ品川 

ケーブルテレビ放送、ケーブルインターネット、固定電話、緊急地震速報の４サー

ビスを提供している品川区の放送局のことをいう。災害時は、区民チャンネルを活用

して区本部発表による正確な災害情報・生活情報などを被災者に提供する。

⑥緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）の整備 

行政専用の通信回線「LGWAN」を利用して、国と地方自治体との間で緊急時に必
要な情報を送受するシステムの通称をいう。首相官邸が地域を指定して当該地域の都

道府県・市町村へメッセージを発信、当該地域の自治体はアラートを強制的に受信す

る。これによって、有事における緊急性の高い情報の迅速かつ確実な伝達が期待され

る。
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【 現在の取り組み状況 】 

 ①情報通信体制 

○現状の情報通信機器の充実を図るとともに、多様な情報通信手段の確保に努めてい

る。

 ②区民への情報伝達体制 

○区民等への情報共有、提供に向けた体制を整備する。

○毎月 1回デジタル移動通信の訓練を、関係機関・施設等と実施している。

【 課題 】 

 ①情報通信体制 

○固定電話の不通、停電などの被害及び携帯電話の不通が想定されるため、多様な通

信手段による通信網の確保が必要である。

 ②区民への情報伝達体制 

○要配慮者も含めたより多くの区民への情報伝達体制の整備が必要である。

【 対策の方向性 】 

 ①情報通信体制 

○防災機関等をつなぐ多様な通信手段の配備に努める。

 ②区民への情報伝達体制 

○報道機関との連携、住民への情報提供（ソーシャルメディアや情報共有システム等

による情報提供体制の整備等）に努める。
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各対策の要点 
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対策１ 情報通信体制  

第１ 情報通信連絡手段の整備

  ○災害時において円滑な通信環境の確保が可能なよう、平常時から複数系統での

通信手段を整備する。 

○固定系やデジタル移動通信などの防災行政無線の整備・更新や地図情報による

区内の被害情報等の収集・集約システムの導入等により、情報通信連絡手段の

充実を図る。 

対策２ 区民への情報伝達体制 

 第１ 災害広報に係る情報提供手段の整備 

○災害時における区民等の多様なニーズに対応するため、平常時から広報手段を

複数準備しておく。 

○安否確認等をはじめ、住民相互間による情報共有の可能な環境整備を関係機関

との連携のもと進め、これを周知・啓発する。 

対策１ 情報通信体制 

 第１ 被害状況等の収集・伝達体制

  ○デジタル移動通信を用いて円滑な情報収集を行う。また、区災害対策本部およ

び都と計画で定められた項目を中心に迅速な情報共有を図る。 

 第２ 防災関係機関との連絡体制 

  ○国、都、関係機関等への報告・連絡は、各機関に応じて適した通信手段を用い

て、迅速に実施する。 

○海上保安部、東京消防庁、東京電力パワーグリッド、ＮＴＴ東日本等の関係機

関における情報の収集、広報に係る対策についての連絡を緊密にし、災害時に

おける円滑な対応に努める。 

対策２ 区民への情報伝達体制 

 第１ 区による災害広報活動

○区民等への情報伝達に向け、災害情報を把握するとともに、防災行政無線、広

報車等の複数の伝達手段を用いた災害広報活動を行う。また、要配慮者等へも

情報が伝わるよう留意し、災害広報活動を行う。

○報道機関等と連携しながら、広く区民に災害情報を周知できるよう災害広報活

動を行う。

第２ 関係機関による災害広報活動

  ○警察機関、東京消防庁、ＮＴＴ東日本、ケーブルテレビ品川ごとに災害広報活

動を実施する。必要に応じて、区と災害情報について共有する。
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 情報通信体制 

対策２ 区民への情報伝達体制 

対策１ 情報通信体制           

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・区における連絡責任者および指定電話等の整備

・区災害対策本部と各防災関係機関による円滑な通信体制の確立

・防災行政無線固定系の整備促進

・デジタル移動通信の整備促進

・防災行政無線を補完する情報伝達手段の確保

・緊急地震速報受信機器の配備拡大

・防災タブレットの整備促進

防災関係

機関

・区災害対策本部と各防災関係機関による円滑な通信体制の確立

・防災関係機関における連絡責任者および指定電話等の整備

【具体的な取組】 

第１ 情報通信連絡手段の整備

○災害時において円滑な通信環境の確保が可能なよう、平常時から複数系統での通信手段

を整備する。 

○固定系やデジタル移動通信などの防災行政無線の整備・更新や地図情報による区内の被

害情報等の収集・集約システムの導入等により、情報通信連絡手段の充実を図る。

１ 通信連絡体制の確保

（１）区災害対策本部と各防災関係機関による円滑な通信体制の確立

① 大震災時には施設の破損等により有線通信の途絶が予想されるため、無線によ

る通信体制を確立していくものとする。

② 大震災時には無線通信に情報連絡が集中する。このため、毎月１回関係機関、

施設等とのデジタル移動通信の訓練や一斉訓練での各避難所との通信訓練を実施

し、無線局の円滑な運用体制を整備する。

③ 区災害対策本部における情報連絡窓口は指令情報部とし、都および各防災関係

機関との無線通信を行う。

④ 区災害対策本部が設置された場合、各防災機関は区災害対策本部室へ各機関で

使用している無線により、相互に情報交換を行うものとする。
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   有線または口頭

   無線

   都防災行政無線

方面本部

東京消防庁

都災害対策本部

警視庁

消防署

警察署

他市区町

関係機関

消防団

交番

方面本部

品川区

災害対策本部

防
災
区
民
組
織
・
住
民

各省庁（国）

自衛隊

放送局

鉄道

他都道府県

⑤平成 30年度以降も引き続き、防災区民組織との情報交換手段の充実を図っていく

図表 7- 1 防災関係機関との無線通信系統図

（２）区および防災関係機関における連絡責任者および指定電話等の整備

災害時における、区を中心とした、防災関係機関相互の通報伝達等の各種通信連

絡を、現状の限られた通信連絡手段の中で迅速かつ円滑に行うため、区ならびに各

防災関係機関は、それぞれ連絡責任者および指定電話等を定めた「品川区防災関係

機関事務担当者名簿」を作成し、各機関の通信窓口を統一し、通信連絡系統を整備

している。

２ 防災行政無線の整備

（１）東京都防災行政無線および区防災行政無線の活用

有線の途絶を想定し無線通信の活用を積極的に推進しており、本区の無線通信と

しては、都が整備した東京都防災行政無線および区が整備した防災行政無線がある。

区の無線通信系統図は図表 7- 2のとおりである。

（２）防災行政無線固定系の整備

① 親局を情報機器室に設置し、拡声器を備えた屋外子局を学校、公園など区内 135
ヶ所に設け、主として非常災害時の区民向け情報伝達用として使用する。また、
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屋外子局を補完するため戸別受信機を小中学校、保育園など区有施設等に配置し

ている。

② 昭和 63年度には電波ジャック対策としてデジタル選択呼出し方式を採用した。
また、平成４年度から固定系無線と地震センサー（地震計）を接続し、震度４以

上の地震を感知したとき自動的に緊急放送するシステムを導入した。

③ 平成 22年度には、消防庁が発信するテロ災害等の緊急情報を自動的に放送する
システム「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」を導入した。
④ 平成 24・25・26・27年度には、計 11の商店街放送設備と連動させ、情報伝達
の強化を図った。他の商店街についても、今後検討していく。

⑤ 区は、平成 33年度までに無線通信設備の更新およびデジタル化への移行といっ
た防災行政無線を整備し、区民への情報連絡体制を構築する。

資料○ 防災行政無線固定系設置一覧

３ デジタル移動通信の整備

① 平成６年度、区は 800MHz帯を利用した地域防災無線を導入し、防災関連機関や生
活関連機関との通信手段の整備を図ってきたが、電波法の改正を踏まえ、平成 19年度、
新たな通信手段として、260MHz帯を利用した、デジタル移動通信を導入した。
② デジタル移動通信への移行を行うとともに、災害時に避難所となる児童センターや

私立学校等にも新たに機器を配備し、通信手段の充実を図った。

③ デジタル移動通信は従来の片方向通話（プレストーク方式）から電話機と同様の双

方向通話となったため、操作性が格段に向上した。

資料○ デジタル移動通信設置一覧

４ 防災タブレットの整備

① 町会・自治会には、情報伝達機器「防災伝言板」「防災テルてる」を配付してきたが、

これらに代わる機器として、文字情報、双方向通話等が可能な「防災タブレット」を

平成 25年度に導入し、一斉訓練において防災タブレットを使用した通信訓練を実施し

ている。

② 全ての町会・自治会長、避難所（一部を除く）、区内官公署（消防・警察）および区

（地域活動課・各地域センター・広報広聴課・防災課）に配備しており、デジタル移

動通信の補完連絡手段の確保を行っている。

③ 発信する権限は、通常時は広報広聴課、地域活動課、各地域センターおよび防災課

にあり、災害時は広報広聴課および防災課にある。

④ ケーブルテレビ回線を使用することにより、地震に対する耐久性を確保し、回線混

雑による輻輳が起こりにくい特徴がある。

⑤ 平成 30年以降、機能性の充実を図っていく。

５ 被災情報管理システムの活用

各避難所で被災情報管理システムに情報を入力し、区災害対策本部でその情報を集約

することで、避難所の状況把握および復興時の対応を迅速に行えるように整備を図って

いる。

６ 携帯型 IP 無線機の整備

平成 28年度より、災害時の通信手段確保のためパケット通信を用いた携帯型 IP無線
機の配備を行っている。
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図表 7- 2 無線通信系統図

品川区災害対策本部

（指令情報部）

東京都災害対策本部

（都総務局）

○防災行政無線固定系（0.5W、60MHz帯）

○防災タブレット（CATV光回線）

○デジタル移動通信（10W、260MHz帯）

⇒ 防災課・地域センター 等

⇒ 町会・自治会

・半固定型 ⇒  小・中学校、地域センター

保健センター、消防署、警察署

生活関連機関他   94局

・車携帯型 ⇒ 防災課車両      3局

・携 帯 型 ⇒ 災害対策本部、児童センター

都立高校、私立学校、病院

社会福祉施設他 109局

・屋外スピーカー ⇒ 〔学校、公園等   135局 〕
・戸別受信機 ⇒ 小・中学校、保育園

児童センター、区有施設

その他 250局

ぼうさいとちょう

ぼうさいしながわ

多重回線
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７ 防災行政無線を補完する情報伝達手段の確保

（１）「防災ラジオ」の配備

区内では、高層建築物の増加や家屋の気密性の向上によって防災行政無線が聞き

取りづらい地域が存在することから、補完手段として「防災ラジオ」を開発し、購

入のあっ旋を行ったほか、町会・自治会への貸与を行った。

（２）商店街放送設備との連動

防災行政無線のさらなる補完手段として、区内の複数の商店街に設置されている

放送設備と防災行政無線が連動するよう開発し、11の商店街で整備されている。

８ 緊急地震速報受信機器の配備拡大

① 緊急地震速報は、地震の発生を素早く検知し、震源や地震の規模、各地の震度等を

短時間で推定し、地震による強いゆれが始まる前に知らせるシステムである。

② 区民が集まる学校、文化センター、図書館等の区の主要施設 183箇所に受信機器を

設置した。個々の施設ごとに対応したマニュアルの作成や定期的な訓練を重ねて、い

ざという時のために備えていく。

９ 緊急情報ネットワークシステム（Eｍ-Net）の整備

多様な情報通信手段の確保を目的とし、国と地方自治体間の総合行政ネットワーク

（LGWAN）を利用して、緊急情報の双方向通信を行う緊急情報ネットワークシステム
（Eｍ-Net）を整備した。
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対策２ 区民への情報伝達体制  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・防災行政無線による区民への情報提供

・複数の情報伝達手段による区民への情報提供

・区民等相互間の安否確認手段の周知

【具体的な取組】 

第１ 災害広報に係る情報提供手段の整備

○災害時における区民等の多様なニーズに対応するため、平常時から広報手段を複数準備

しておく。 

○安否確認等をはじめ、住民相互間による情報共有の可能な環境整備を関係機関との連携

のもと進め、これを周知・啓発する。 

１ 災害時における複数の情報伝達手段の活用

① 区ホームページ、しなメール、ツイッターなどを活用して、災害時に情報提供する。

② 区が配信元となり、各携帯電話会社が提供する「緊急速報エリアメール（NTTドコ

モ）」・「緊急速報メール（KDDI・ソフトバンク）」のサービスを活用して、災害情報を

配信する。

③ ケーブルテレビ品川、FMラジオを通じた情報提供を行う。

２ 地域住民等相互間の安否確認手段の周知

① 区民が日頃から、安否確認など発災時の行動を家族とよく相談するよう周知する。

② SNS等の新たな通信基盤を活用した情報提供体制の整備を推進する。

３ 災害情報共有システムの整備

特に避難情報や避難所開設情報、災害対策本部設置情報等の重要情報に関しては、テ

レビのデータ放送やインターネット等を通じて、確認することが可能な災害情報共有シ

ステム（L-ALERT）を整備した。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 情報通信体制 

対策２ 区民等への情報伝達体制 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

情報通信

体制 

区 ■デジタル移動通信を活用した災害関連情報の収集

■被害状況等の区災害対策本部への報告

■被害状況等の都への報告

東京海上

保安部 

■海事関係団体および東京都災害対策本部等との情報連絡

■巡視船艇等による情報収集

東京消防

庁 

■消防救急無線、消防電話および区防災行政無線等各種の通信連絡手段を

活用した各防災関係機関との情報連絡

■震災消防対策システムの運用

NTT 東日

本 

■各種警報の伝達

東京電力 ■被害情報の収集
■停電の復旧見込みおよび電気事故防止に関する広報

区民等へ

の情報伝

達体制 

区 ■災害情報の収集、住民への広報

■ケーブルテレビ品川による被災者への正確な災害情報・生活情報の広報

■報道機関への発表

■被害状況等に係る記録

警察機関 ■各方面本部、警察署およびヘリ TVからの情報収集、都への報告
■東京消防庁、自衛隊等防災関係機関と情報交換

東京消防

庁 

■災害情報、消防活動状況等の広報

NTT 東日

本 

■通信のそ通および利用制限の措置状況および被災した電気通信設備

等の応急復旧状況等の広報
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対策１ 情報通信体制                  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

東京海上保安部
・海事関係団体および東京都災害対策本部等との情報連絡

・巡視船艇等による情報収集

東京消防庁

・消防救急無線、消防電話および区防災行政無線等各種の通信連絡手

段を活用した各防災関係機関との情報連絡

・震災消防対策システムの運用

NTT東日本 ・各種警報の伝達

東京電力
・被害情報の収集

・停電の復旧見込みおよび電気事故防止に関する広報

区

・デジタル移動通信を活用した災害関連情報の収集

・被害状況等の区災害対策本部への報告

・被害状況等の都への報告

【具体的な取組】 

第１ 被害状況等の収集・伝達体制

○デジタル移動通信を用いて円滑な情報収集を行う。また、区災害対策本部および都と計

画で定められた項目を中心に迅速な情報共有を図る。 

１ 情報の収集手段

（１）デジタル移動通信を活用した災害関連情報の収集

情報の収集については、区民および関係防災機関からの情報について地域センタ

ー等を窓口として、デジタル移動通信を活用し、区災害対策本部設置以前は防災課、

設置後は指令情報部（情報課）で集約する。

資料○ 発信用紙

資料○ 受信用紙

（２）コールセンター設置による情報の収集

区民等からの被害情報等の収集・把握および各種問い合わせに対応するため、コ

ールセンターを区災害対策本部室内に設置する。

２ 被害状況の収集

区災害対策本部および都と共有すべき被害状況に係る項目および認定の基準について

以下に示す。

（１）人的被害

① 人的被害については、次により区別して掲げるが、重軽傷者の別が把握できな

い場合は取りあえず負傷者として報告すること。
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② 死者とは、当該災害が原因で死亡し、遺体を確認したもの、または遺体を確認

することができないが、死亡したことが確実なもの。

③ 行方不明者とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある

もの。

④ 負傷とは、災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のあるもの。負傷のう

ち、「重傷」とは１月以上の治療を要する見込みのもの、「軽傷」とは、１月未満

で治療できる見込みのもの。

（２）住家の被害

① 住家とは、人が起居できる設備のある建物または現に人が居住のために使用し

ている建物をいう。なお、土蔵、小屋であっても現実に人が居住しているときは

住家とみなす。

② 世帯とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。

③ 棟とは、一つの独立した建物をいう。

④ 全壊とは、家屋全部が倒壊、流失、埋没したもので、その損壊程度が１棟の延

べ面積の 70％以上に達したもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の
時価の 50％以上に達した程度のもの。
⑤ 大規模半壊とは、住家の損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の 50％
以上 70％未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 40％
以上 50％未満のもの。
⑥ 半壊とは、住家の損壊した部分の床面積が、その住家の延床面積の 20％以上

70％未満のもの、または住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上
50％未満のもの。
⑦ 一部損壊とは、住家の損壊程度が、半壊に達しない程度のもの。

⑧ 床上浸水とは、全壊または半壊には該当しないが、浸水がその住家の床上に達

した程度のもの、または砂、竹木等のたい積等により一時的に居住することがで

きない状態となったもの。

⑨ 床下浸水とは、住家が床上浸水に達しない程度のもの。

（３）非住家の被害

① 非住家とは官公庁庁舎、学校、病院、公民館、神社仏閣等および土蔵、倉庫、

車庫、納屋等の住家以外の建物をいう。

② 非住家被害とは、非住家に対する全壊、半壊程度の被害を受けたもの。

（４）その他の被害

① 道路決壊とは、高速自動車道、一般国道、都および区道が決壊し、車両の通行

が不能となった程度の被害を受けたもの。

② 道路の一部損壊とは、高速自動車道、一般国道、都および区道の道路の一部が

損壊し、道路の決壊に至らない程度に被害を受けたもので、応急的に修理を要す

るもの。

③ 橋りょう流失とは、区道以上の道路に架設した橋が一部または全部流失し、一

般の渡橋が不能になった程度の被害を受けたもの。

④ 橋りょうの一部損壊とは、区道以上の道路に架設した橋の一部が損壊し橋りょ

うの流失に至らない程度の被害を受けたもので、応急的に修理を要するもの。

⑤ 堤防の決壊とは、河川の堤防、あるいは溜池、かんがい用水路の堤防が決壊し

た程度に被害を受けたもの。

⑥ 堤防の一部損壊とは、堤防決壊に至らない程度に被害を受けたもので応急的に

修理を要するもの。
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⑦ 被害船舶とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し、航行

不能になったものおよび流失し、所在が不明になったもの、ならびに修理しなけ

れば航行できない程度の被害を受けたもの。

⑧ その他の被害とは、農業用施設、林業用施設、砂防施設、港湾および漁港施設、

農作物等の被害でとくに報告を必要とするもの。

（５）被災者

① 被災世帯とは災害によって何らかの被害を受けたもの。

② 被災者とは、被災世帯の構成員をいう。

（６）被害額

物的被害の概算額を千円単位として計上する。

３ 被害状況等の区災害対策本部への報告

（１）報告事項

報告事項は次のとおりとする。

・気象状況

・活動状況

・被害状況

・避難所等の状況

（２）報告の区分

各報告主管部は、次の区分により、被害状況等の報告を行う。

ア 速報 

被害の大小にかかわらず状況を把握し直ちに報告する。 

イ 中間報告 

災害応急対策活動を実施している間、毎日正午までに前日分についてとりま

とめ報告する。 

ウ 決定報告 

災害応急対策活動が完了した後、文書によりとりまとめて報告する。なお、

この際、可能なかぎり現地写真を添付することとする。 

４ 被害状況等の都への報告

① 災害が発生した時から当該災害に関する応急対策が完了するまで、各種報告をとり

まとめ都に報告する。

② 家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生した場合および災害対策基本法第 53条に

基づく被害の状況の報告が都にできない場合には、国（現地対策本部または総務省消

防庁）に報告する。

③ 都災害情報システムデータ端末に入力し報告する。

④ 報告すべき事項を以下に示す。

・災害の原因

・災害が発生した日時

・災害が発生した場所または地域

・被害状況

・災害に対してすでにとった措置および今後とろうとする措置（日時、場所、活動

人員、使用資器材等）
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・災害救助法適用の要否および必要とする救助の種類

・その他必要な事項

第２ 防災関係機関との連絡体制

○国、都、関係機関等への報告・連絡は、各機関に応じて適した通信手段を用いて、迅速

に実施する。 

○海上保安部、東京消防庁、東京電力パワーグリッド、ＮＴＴ東日本等の関係機関におけ

る情報の収集、広報に係る対策についての連絡を緊密にし、災害時における円滑な対応

に努める。

○災害が発生するおそれのある現象を確認した場合や通報を受けた場合には、関係防災

機関へ連絡する。

○災害原因に関する重要な情報について、都または関係機関から通報を受けたとき、ま

たは通報などにより知ったときは直ちに区域内の公共的団体、その他重要施設の管理

者、防災区民組織等に周知する。

○関係機関の連絡体制を以下に示す。

１ 東京海上保安部

被害状況、被害規模その他災害応急対策の実務上必要な次に掲げる事項について、船

艇、航空機等を活用し情報収集活動を実施し、都および関係機関等へ通報するとともに

密接な情報交換等を行う。

・被災地周辺海域における船舶交通の状況

・被災地周辺海域における漂流物等の状況

・船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況

・危険物施設の被害状況

・流出油等の状況

・水路、航路標識の異常の有無

・港湾等における避難者の状況

２ 東京消防庁

（１）情報の収集

① 災害活動を迅速、的確に行うため、消防署および消防団の通信機器を整備増強

するとともに、情報通信体制の強化を図る。

② 区防災行政無線等を活用し、各防災関係機関と密接な情報連絡を行う。

③ 震災消防活動支援システム、延焼シミュレーションシステム等の震災消防対策

システムの効果的な運用を図る。

（２）情報の伝達

① 被害状況及び消防活動状況等について、情報収集した内容を区に通報し、各関

係機関と情報共有を図る。

② 地震に起因する水防に関する情報及び警報等重要な情報を収集した場合、区及

び各関係機関に通報するとともに、管内住民に周知する。
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３ 東京電力パワーグリッド

（１）情報の収集

社員による情報収集の他、東京都電気工業組合品川地区本部所属電気工事店約

200 店の協力により確実な被害状況の収集に努める。

（２）お客様に対する広報

① 停電の復旧見込みおよび電気事故防止に関する次の注意事項について、広報車

等により広報する。

・断線垂下している電線には絶対に触れないこと。

・使用中の電気器具のコンセントは直ちに抜くこと。

・屋外へ避難するときは安全器またはブレーカーを必ず切ること。

・無断昇柱、無断工事をしないこと。

・電柱の倒壊、折損、電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は、速やか

に 0120-995-002 に連絡すること。

② 震災時における住民の不安を鎮静させる意味から、電力の果たす役割の大きい

ことに鑑み、被害状況、復旧予定等についての的確な広報は、広報車またはハン

ドマイク等を活用し、復旧の見通しと感電、漏電等の事故防止について広報活動

を行う。

③ 停電の復旧見込みについては、品川区および関係機関に通報する。

４ NTT東日本

（１）警報の伝達

① 気象業務法に基づいて気象庁から東日本 NW オペレーションセンターに伝達さ

れた各種警報は、各区市町村および関係機関に通報する。

② 津波警報以外の警報の伝達は、FAX により各区市町村に通報する。

③ 津波警報の伝達は、FAX により関係機関に通報する。

（２）警報取り扱い順位等

① 警報はすべての通信に優先して取扱い、特に津波警報は他の警報に優先して取

り扱う。津波警報（“津波なし”、“津波解除”を除く）は 15 分その他の警報は 30
分以内に通報する。

② 警報の伝達料金は無料とする。
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対策２ 区民への情報伝達体制           

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

東京消防庁 ・災害情報、消防活動状況等の広報

警察機関
・各方面本部、警察署およびヘリ TV からの情報収集、都への報告

・東京消防庁、自衛隊等防災関係機関と情報交換

NTT 東日本
・通信の疎通および利用制限の措置状況および被災した電気通信設備等の

応急復旧状況等の広報

区

・災害情報の収集、住民への広報

・ケーブルテレビ品川による被災者への正確な災害情報・生活情報の広報

・報道機関への発表

・被害状況等に係る記録

【具体的な取組】 

第１ 区による災害広報活動

○区民等への情報伝達に向け、災害情報を把握するとともに、防災行政無線、広報車等の

複数の伝達手段を用いた災害広報活動を行う。また、要配慮者等へも情報が伝わるよう

留意し、災害広報活動を行う。 

○報道機関等と連携しながら、広く区民に災害情報を周知できるよう災害広報活動を行う。

１ 災害情報の収集

① 企画広報部は、区災害対策本部の設置と同時に、常時連絡員を区災害対策本部室に

派遣し、情報を把握するとともに、検討を行い、報道機関への発表、住民への広報に

備える。連絡員は情報の収集にあたり、指令情報部等の関係各部とも緊密な連絡を保

ち、発表資料の正確、迅速な把握を期するものとする。

② 被災情報管理システムを活用して、区内の被災情報等を収集・集約する。

２ 住民への広報

住民に対する広報は、デマ・誤報などの防止を図るため、できるかぎり統一的な内容

で広報するものとする。広報事項および内容等の調整は区災害対策本部長が行うものと

する。

（１）防災行政無線による広報

地震発生直後に起こる第二次災害とその拡大の恐れがある場合は、区防災行政無

線により全区内、または地域ごとの広報活動を行う。

（２）広報車による広報

危険が予想される地域には、重点的に広報車を出動させる。広報車は区災害対策

本部と密接な連絡をとり状況に応じた効果的な広報活動を行う。一応災害が終息し

たときは広報車により被災地を巡回して移動相談を行い、救護措置の万全を期する

ものとする。
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（３）臨時広報紙の発行

災害発生時の混乱した状況において、区の発表内容や生活情報などを被災者に

正確に伝えるため、臨時広報紙を発行し広報活動を行う。

（４）ホームページによる広報

区の発表内容や生活情報などを被災者に正確に伝えるためにホームページを活

用し広報活動を行う。

（５）ケーブルテレビ品川の活用

①  区内を放送区域としてケーブルテレビ品川との相互協定に基づき、区民チャン

ネルによる緊急放送を通じて、情報提供を行う。

② 区災害対策本部発表による正確な災害情報・生活情報などを初動期、復旧・復

興期、各時期において適宜、被災者に提供する。

（６）品川区ツイッター、品川区公式フェイスブックによる広報

災害時においては、ツイッター（Twitter）、フェエイスブック（Facebook）を活

用し、災害時の情報発信・広報を行う。

（７）エリアメールによる広報

区が配信元となり、各携帯会社が提供する「緊急速報エリアメール（NTT ドコ

モ）」・「緊急速報メール（KDDI・ソフトバンク）」のサービスを活用して、災害時

の避難準備･高齢者等避難開始や、避難勧告、避難指示(緊急)を配信する。

（８）メール配信による広報

平成 23 年 10 月より、災害・緊急時等の情報発信ツールとして位置づけた。

（９）ＦＭラジオによる広報

「災害時等における放送要請に関する協定」により、災害時等における放送の協

力を要請できる。

３ 災害情報伝達手段の充実

① 現在確立している情報伝達手段の他、過去の災害から非常に有効な手段の一つとさ

れているＦＭラジオ局の活用をはじめ、情報不足による区民の動揺や不安を払拭する

ために伝達手段の一層の充実を図る。

② 視覚障害者、聴覚障害者、在宅の高齢者等に配慮した情報提供を実施する。

＜要配慮者の情報伝達に係る配慮事項（例）＞

・CATV：ナレーションをまじえた情報提供、テロップ、手話通訳者の活用

・HP：音声読み上げ機能や外国語対応による生活情報や福祉サービス等の情報

 提供

・防災区民組織による安否確認時、防災行政無線や広報車等での伝達時に各避

難所にて提供収集可能であることを周知

４ 報道機関への発表

（１）発表の方法

① 災害に関する情報および区災害対策本部長室の災害対策事項、その他区民に周
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知すべき事項は、企画広報部長（区災害対策本部委員）が事項の軽重、緊急性等

を検討したうえで、企画広報部（区災害対策本部組織名）における記者への口頭

説明もしくは各社への電話連絡（あらかじめ作成した文書を読み上げること）に

よって報道機関へ発表するものとする。

② 被災者に対して喫緊に伝えるべき事項は、企画広報部が区災害対策本部発表の

情報をケーブルテレビ品川をはじめ、放送事業者に対して提供する。

③ 口頭説明で発表を行うときは、関係部長が立ち会うものとする。また、企画広

報部には報道機関からの電話照会その他に応ずるため広報担当員１名以上が常に

待機するものとする。

（２）臨時記者室の設置

報道機関への区災害対策本部発表や取材対応を円滑に行うため、防災センター内

に臨時記者室を設け対応する。

５ 広報写真の作成

（１）被害状況等に係る記録

災害発生時における被害地の状況を写真・ビデオ等におさめ、復旧対策、広報活

動の資料等として活用する。

第２ 関係機関による災害広報活動

○警察機関、東京消防庁、ＮＴＴ東日本、ケーブルテレビ品川ごとに災害広報活動を実

施する。必要に応じて、区と災害情報について共有する。 

１ 警察機関

（１）基本方針

大震災時においては、各方面本部、警察署およびヘリ TV から情報を収集し、都

に通報するとともに、東京消防庁、自衛隊等防災関係機関と情報交換を図る。

（２）主な収集事項

・人的被害及び物的被害の状況 

・火災の発生及び延焼の状況 

・被害拡大のおそれの有無 

・電気、水道、ガス、通信施設等のライフラインの状況 

・交通機関の状況 

・幹線道路及び橋の状況 

・河川、堤防、護岸、水門等の状況 

・住民等の避難状況 

・駅周辺における滞留者及び帰宅困難者の状況 

・その他 

（３）広報内容

・避難を必要とする情報 

・混乱防止及び人身安定を図るための情報 

・デマ及び流言打ち消し情報 
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（４）広報手段

・トランジスターメガホン等 

・交番（駐在所）備付けマイク 

・パトカー、白バイ、広報車、サインカー等  

・ヘリコプター、警備艇等 

・ホームページ 

２ 東京消防庁

東京消防庁が実施する災害広報活動の内容・手段を以下に示す。

（１）広報内容

① 出火防止、初期消火の呼びかけ

② 火災および水災に関する情報

③ 救出救護および災害時要配慮者に対する支援の呼びかけ

④ 避難勧告または指示に関する情報

⑤ 救急告示医療機関等の診療情報

⑥ その他区民が必要としている情報

（２）広報手段

① 消防車両等の拡声装置等

② 消防署、消防団及び町会の掲示板等への掲示

③ ホームページ等を活用した情報提供

④ 消防団員、東京消防庁災害時支援ボランティア、自主防災組織を介しての情報

提供

３ NTT東日本
① 災害の発生が予想される場合または発生した場合に、通信のそ通および利用制限の

措置状況および被災した電気通信設備等の応急復旧状況等の広報を行い、通信のそ通

ができないことによる社会不安の解消に努める。

② テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてパソコ

ン通信、支店前掲示板等により直接当該被災地に周知する。

③ 「171」災害用伝言ダイヤルを提供した場合、交換機からの輻輳トーキ案内、避難所

等での利用案内を実施する他、必要に応じて報道機関、自治体との協力体制により、

テレビ、ラジオ、防災無線等で利用案内を実施する。

資料○ 災害用伝言ダイヤルの利用方法【NTT 東日本】

４ ケーブルテレビ品川

① 文字スーパー放送による全国瞬時警報システム（J-ALERT）情報の速報告知を行う。

・国民保護情報

・緊急地震速報

・津波警報・大津波警報

・東海地震予知情報・東海地震注意情報

② ケーブルテレビ本社スタジオからの放送のほか、区役所内に臨時スタジオ機能を配

置し、区災害対策本部からの放送も行う。

③ L字放送（L字ウィンドウの文字放送）による気象・水防・L-ALERT・光化学スモ

ッグなどの防災情報や任意の文字情報告知を行う。
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対策の基本的な考え方 

災害時において、被災者である区民に必要な物資を継続的に供給していく必要があることから、

ここでは区が都等と連携して行う物資の備蓄、拠点（倉庫や地域内輸送拠点等）整備、円滑な輸

送を行うための実施体制等について定める。

【用語の定義】 

①アルファ化米 

炊飯したり、蒸したりしたごはんを乾燥させた米のことをいう。水やお湯で戻して食

べる。

②広域輸送基地 

都が他県等から輸送される物資を受入れ、一時保管、地域内輸送拠点への積み替えな

どをする場所のことをいう。トラックターミナル、埠頭、空港などが候補地となる。

③地域内輸送拠点 

区が避難所等へ食糧、生活用品を輸送するための仕分け、一時保管機能を持つ場所の

ことをいう。

④分散備蓄 

区内５地区（品川・大崎・大井・荏原・八潮）ごとに必要な備蓄量を各地区の区民避

難所および災害対策備蓄倉庫（地区備蓄倉庫、拠点備蓄倉庫）に分散して備蓄すること

をいう。 

⑤応急給水 

災害時に断水した場合、区内の給水拠点（応急給水槽等）からや飲料水を避難者等に

提供することをいう。
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【 現在の取り組み状況 】

①備蓄物資対策関連 

○都と連携して、避難所生活者に対する備蓄物資３日分を確保済

○地区単位で必要な備蓄量を確保する分散備蓄計画を策定・推進

○区民への備蓄に関する啓発を、区ホームページや各種防災訓練を通じて実施

○米穀、副食品、生活用品等物資の調達について、あらかじめ業界団体等と協定を締結

②輸送対策関連 

○東京都トラック協会品川支部と赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部とそれぞれ車

両の優先供給に関する協定を締結

【 課題 】

①備蓄物資対策関連 

○食糧および生活用品、飲料水等の円滑な供給

○食物アレルギー患者にも対応した物資の確保等、多様な避難者へ対応した備蓄物資の確

保

○在宅避難者等（自宅生活・テント泊・車中泊者等）への物資の供給

②輸送対策関連 

○物資の継続的な輸送に向けた体制・手段等の確保（関係機関との連携体制構築、輸送車

両および燃料の確保、効率的な受入・荷さばき方法の確立等）

【 対策の方向性 】

①備蓄物資対策関連 

○物資調達体制の充実（事業者と連携した強固な調達体制の構築、食物アレルギー対応物

資の充実等）

○備蓄倉庫および輸送拠点の整備（支援物資等の荷さばき機能の強化、分散備蓄の推進等）

○避難者の内、避難所以外で生活する人の把握および食糧供給に係る計画の立案

②輸送対策関連 

○輸送に係る体制・手段等の整備（物流事業者等と連携した円滑な物資輸送体制の構築等）
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対策１ 備蓄物資等の確保 

 第１ 食糧および生活用品等の確保

○区は、避難所のほか、自宅での避難生活を選択する区民も念頭に、食糧およ

び生活用品を確保する。品目は、特に要配慮者や女性の視点等を念頭に、内

容の充実、見直しを図る。

 第２ 応急給水による飲料水および生活用水の確保

○災害時における断水期間に必要な飲料水および生活用水の確保について、都

との相互協力体制のもと、応急給水用資器材の配備および応急給水槽による

飲料水の確保を行う。

 第３ 備蓄倉庫の整備

○区内５地区（品川・大崎・大井・荏原・八潮）ごとに必要な備蓄量を各地区

の区民避難所および災害対策備蓄倉庫（地区備蓄倉庫、拠点備蓄倉庫）に分

散して備蓄する。 

○区民避難所で物資が不足した際の迅速な供給体制を構築するとともに、災害

時の物資輸送の負担軽減を図る。 

○新たな備蓄倉庫の確保を引き続き推進する。 

対策２ 物流体制の整備 

 第１ 関係機関と連携した輸送体制の整備

○民間の事業者の積極的な活用を念頭に、災害時に調達可能な輸送体制を平常

時から構築する。 

○災害時における関係機関との連携を円滑に行うために、物資輸送マニュアル

等を作成し、都、区、関係機関の役割分担を明確にする。 
 第２ 輸送車両等の確保
○輸送車両は、区有車両を優先して使用するほか、関係機関等を通じた輸送車

両の確保ができる体制を整える。

○陸上輸送が困難な場合を想定し、防災船着場やヘリポートを活用した輸送が

できる体制を整える。
 第３ 燃料の確保                         
○施設における非常用発電機や輸送車両のための燃料を確保するため、施設に

おける燃料備蓄量の定期確認や区有車両について常時一定量の燃料を給油

しておく等の対応を進める。 

○関係団体との協定締結等により、円滑な燃料供給に向けた対応確認、訓練実

施等の対策を進める。 
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対策１ 備蓄物資等の供給 

 第１ 備蓄物資の供給

○避難所運営会議との連携を図り地域内での避難者数を早期に把握し、物資供

給に係る計画を立案する等により、適切・迅速な物資供給を行う。 

 第２ 応急給水による飲料水および生活用水の供給

○給水拠点での応急給水を基本とし、病院や福祉施設等から緊急要請があった

場合には、車両輸送による応急給水を行う。また、給水状況や区民の避難状

況などを踏まえて効率的な応急給水に努める。

○生活用水は、区立小・中学校等または義務教育学校のプールや震災対策用井

戸等を活用し、供給できるよう努める。

 第３ 支援物資の受入れ配分調整

○支援物資および調達物資の受入れは、都の広域輸送基地を経由し、区の地域

内輸送拠点で行う。 

○大量の支援物資および調達物資の受け入れ、仕分け、配布は、ボランティア

の協力を得て対応する。 

○要配慮者を考慮した物資を適切に配分するため、仕分け、配布にあたり、避

難所へ相談窓口を設置する等、配慮する。 

第４ 寄付による支援物資の取扱い  

○区に寄付された支援物資を被災者に配分する。 

○個人による被災地への支援物資の提供は、被災地、非被災地双方の職員の負

担となることから、抑制を図るよう留意した広報を行う。 

対策２ 輸送車両等による輸送 

 第１ 輸送車両等による輸送

○輸送車両として、緊急車両（区有車両、協定に基づく車両）を確保する。

○輸送車両以外にも移動手段等で車両等が必要になるため、各部における需

要・供給量を適切に把握するとともに、担当部署を定め情報を集約し、効率

的な配車に努める。

第２ 輸送および配布 

○食糧、生活用品、応急対策用物資等に係る人員の確保、物資の輸送・配布を

区は、都と連携して実施する。 

第３ 燃料供給要請

○大量の燃料確保が必要となるため、関係機関への迅速な燃料支援の要請を行

う。 

対策３ 水・食糧・生活用品の安定供給                

 第１ 水、食糧、生活用品等の安定供給

○多様・変容する避難者ニーズを適切に把握するとともに、ニーズに対応した

物資の確保および配布に努める。また、要配慮者や女性の視点に配慮した物

資についても確保するともに、配布方法等についても留意する。 

応

急

復

旧

対

策
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 備蓄物資等の確保 

対策２ 物流体制の整備

対策１ 備蓄物資等の確保                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都水道局 ・飲料水の確保

区

・資器材・食糧等の備蓄

・協定締結による食糧の調達体制の確保

・他機関からの支援による物資の確保

・区民等への防災意識の啓発

・応急給水用資器材の維持管理

・備蓄倉庫の整備（分散備蓄の推進等）

【具体的な取組】 

第１ 食糧および生活用品等の確保

○区は、避難所のほか、自宅での避難生活を選択する区民も念頭に、食糧および生活用品

を確保する。品目は、特に要配慮者や女性の視点等を念頭に、内容の充実、見直しを図

る。

１ 食糧、生活用品等の備蓄

（１）基本的な考え方

震災直後は、外部からの支援が期待できないことに加え、ライフラインの停止等

により自助だけでは生活環境の維持が難しくなる。そのため、区は、震災直後の区

民の生活支援に向けた備蓄物資の確保を進めている。

① 必要備蓄量は、都の被害想定における避難所生活者数とする。

② 都区間の役割分担（資料編 P○）に基づき、区として被害想定の避難所生活者
数約 12万人の約１日分の備蓄物資を確保している。

③ 避難者から求められる物資は、時間の経過とともに変化することを踏まえると

ともに、要配慮者や女性などの様々なニーズに対応した物資の確保に留意する。

④ 備蓄物資は、主に区災害対策備蓄倉庫、民間等の備蓄倉庫および避難所となる

区立小・中学校等に設置した備蓄倉庫に保管する。備蓄物資の備蓄量等について

は、資料編Ｐ○に示す。

（２）物資種別ごとの確保の考え方
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ア 食糧・飲料水の確保 

① 主食（アルファ化米、ビスケット等）について、都区間の役割分担に基づき、

区は避難所生活者の１日分を備蓄している。

② 食物アレルギー患者をはじめとした多様な避難者へ対応するための備蓄物

資の確保に努める。

③ １歳６ヶ月未満の被災乳幼児用として必要な調整粉乳については、区が最初

の３日分、都が以後の４日分備蓄する。

④ 飲料水の確保は都の役割となっており、区は円滑な飲料水の確保に向け、応

急給水用資器材の整備等に努めるとともに、給水活動の遅れに備えて区におい

てもペットボトル飲料水を備蓄していく。

イ 生活用品 

① 都区間の役割分担では、生活用品の確保は都の役割とされているが、輸送の

遅延に備えて区においても最低限必要な毛布等を独自に備蓄していく。なお毛

布については、区内の避難所生活者 12万人分の毛布を完備している。
② 女性や乳児の視点に配慮した物資（生理用品やおむつ等）の備蓄については、

量的質的な拡充を引き続き推進していく。

ウ 応急資器材 

区および防災機関は、災害時の水や燃料の不足に備え、平常時から災害応急対

策活動および災害復旧に必要なろ過器、バルーン投光機等の資器材の備蓄、確保

に努める。また、平常時から応急資器材の整備、点検に努める。 

２ 協定締結を通じた食糧の調達体制の確保

① 震災時には、ライフラインが停止することが予測され、避難を要しない区民に対し

ても食糧を提供する必要が生じることが考えられる。そのため、区内関係団体との協

定や弁当による主食の確保に努める。

② 災害時における食糧の確保を行うため、昭和 55年４月「災害時における応急用精米

の優先供給に関する協定」の締結を行った。

③ 平成８年３月に品川区商店街連合会と「災害時における応急物資供給に関する協定」

を締結した。その他、関連協定については、資料編○に示す。

３ 他機関からの支援による物資の確保

国・他区市町村または民間事業者等からの支援により物資を確保する。支援・調達物

資は、基本的には区内の地域内輸送拠点において一括して集積し、そこから避難所等へ

円滑に供給できる体制を構築していく。詳細については第 9部受援体制に示す。

４ 区民等への備蓄に関する啓発

（１）備蓄確保に向けた周知・啓発

区は、個人、家庭の備蓄について、最低 3 日分、努めて１週間分を全ての区民が
行っていくよう訓練や講演等を通じて周知していく。また、通常の備蓄に加え、普

段の生活で購入する食糧や生活用品を少し多めに購入する「日常備蓄」の考え方を

周知する。

（２）備蓄物資の有効活用

期限の近づいた備蓄物資（アルファ化米、粉ミルク等）は廃棄することなく、防

災区民組織等が行う訓練や、小・中学校、幼稚園、保育園の授業や給食に活用する

など、防災意識の啓発に役立てていく。
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第２ 応急給水による飲料水および生活用水の確保

○災害時における断水期間に必要な飲料水および生活用水の確保について、都との相互協

力体制のもと、応急給水用資器材の配備および応急給水槽による飲料水の確保を行う。 

１ 応急給水の考え方

① 都は、震災時の飲料水について、生命維持のため最低限必要な量である１人１日３ 

を基本とし、区民の居住場所からおおむね２kmの範囲内に給水拠点を設けることを目

標としている。給水拠点となる施設一覧を図表 6‐1に示す。

図表 6‐1 給水拠点となる施設一覧

施 設 名 使用可能水量 所 在 地 

区 立 戸 越 公 園（応急給水槽） 1,500 品川区豊町２－１－30 
区立しおじ公園（応急給水槽） 1,500 品川区八潮５－６－９

都立林試の森公園（応急給水槽） 1,500 目黒区下目黒５－37 
都立八潮高校(小規模応急給水槽) 100 品川区東品川３－27－22 

② 都は、給水拠点からおおむね２km以上離れている避難場所には、浄水場、給水所等

から飲料水を輸送し、その避難場所を給水拠点として応急給水を実施する。また、断

水地域の状況や水道施設の復旧状況等によって必要と認める場合、応急仮配管および

消火栓を活用して応急給水を実施する。

③ 震災時における都と区の役割分担は、東京都地域防災計画に基づき、応急給水槽に

おける飲料水の確保は都が行い、応急給水用資器材の設置および被災者への給水は区

が実施する。

④ 都との協定（給水施設の維持管理及び運用に関する協定）に基づき、応急給水につ

いての相互協力体制を整備する。

２ 給水体制の充実

① 都は、震災時に飲料水を提供するため、浄水場、給水所等にエンジンポンプ、応急

給水栓、給水タンク等の応急給水用資器材を配備するとともに、老朽化した既設応急

給水用資器材を更新する。

② 都は、震災時の応急給水活動を迅速かつ的確に実施するため、応急給水用資器材一

式を収納する施設のない給水拠点に、専用の倉庫を設置する。

③ 都は、給水拠点に指定されている浄水場、給水所等において、震災時の応急給水活

動をより安全かつ確実に行うため、応急給水用設備の改良を行う。応急給水用資器材

の保有状況については、図表６-２に示す。
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図表 6‐2 応急給水用資器材の保有状況 

（平成 29年８月１日現在）

保管事業所 

給水タンク 角形容器 応急給水 栓 ホー ス（本） 

１ｍ3～３ｍ3 

(基) 

20 ㍑（個） （基 ） 20ｍ ５ｍ 

南部支所 ６ 74 ８ ２ ５

品川営業所 ６ 73 ８ １ ３

３ 生活用水の給水に係る計画

災害時には、飲料水の他にトイレ、洗濯、風呂等に使用する生活用水の確保も重要で

ある。そのため、区は、区内３箇所に震災対策用井戸を整備するとともに、区民避難所

に指定している区立小・中学校等に浅井戸を整備し、プールの水とあわせ生活用水の確

保に努めている（井戸やプールの水は、ろ過機により浄化し、生活用水として使用する）。

震災対策用井戸の一覧を図表 6‐3 に示す。

図表 6‐3 震災対策用井戸

設置場所 日 量 所 在 地 

西 大 井 広 場 約 300 西大井１－４－10 

戸 越 公 園 約 170 豊町２－１－30 

荏原第一中学校 約 100 荏原１－24－30 

４ 公共施設等を更新する際の雨水貯留施設の設置促進

今後、老朽化した公共施設等を更新する際は、当該施設を防災拠点として活用する必

要があると判断された場合において、雨水貯留施設等の設置について検討する。

第３ 備蓄体制の整備

○区内５地区（品川・大崎・大井・荏原・八潮）ごとに必要な備蓄量を各地区の区民避難

所および災害対策備蓄倉庫（地区備蓄倉庫、拠点備蓄倉庫）に分散して備蓄する。 

○区民避難所で物資が不足した際の迅速な供給体制を構築するとともに、災害時の物資輸

送の負担軽減を図る。 

○新たな備蓄倉庫の確保を引き続き推進する。 

１ 分散備蓄の推進

（１）基本的な考え方

① 区民避難所（小・中学校等）を中心として備蓄し、物資の充実に努める。

② 区民避難所での物資が不足した場合は、各地区内の地区備蓄倉庫（小型・中型）

から輸送し、補完する。これにより、災害時の物資輸送の負担軽減を図る。

③ 地区内で物資が不足した場合は、拠点備蓄倉庫（大型）や余力のある周辺の地

区から物資を輸送し、補完する。
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（２）災害対策備蓄倉庫の適正配置等

区内５地区ごとに必要な備蓄量を確保するため、区内５地区に地区備蓄倉庫（小

型・中型）を適正に配置・整備するとともに、拠点備蓄倉庫（大型）の整備につい

ても推進する。

（３）区民避難所の備蓄物資の拡充

狭隘道路が多い区内において災害発生直後は、災害対策備蓄倉庫から区民避難所

への物資輸送が困難になることも想定されるため、分散備蓄の推進とともに、区民

避難所の備蓄物資の量的かつ質的な拡充に努める。拡充にあたっては、区民避難所

（小中学校等）の教室等を活用した新たな備蓄スペースの確保とともに既存の備蓄

倉庫で収めるための物資のコンパクト化を検討する。

図表 6‐4 分散備蓄の考え方 

２ 備蓄倉庫の確保

① 備蓄物資の保管場所として、区民避難所備蓄倉庫と災害対策備蓄倉庫を確保してい

る。管理・運用する災害対策備蓄倉庫は、資料編○のとおりである。

② 激甚災害では、通行やライフラインの遮断、物資の停止が長期化し、東京都や外部

からの応援物資が大幅に遅れることも想定される。そのため、備蓄量の拡充を図るた

め、新たな備蓄倉庫の確保を引き続き推進する。
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対策２ 物流体制の整備                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都

・輸送体制の整備

・広域輸送基地の整備

・船舶等の確保

・桟橋の維持管理

・災害時臨時離発着場の選定

区

・輸送体制の整備（物資輸送マニュアルの作成等）

・地域内輸送拠点の整備

・輸送車両等の確保

・燃料の確保

・船舶等の確保

・桟橋の維持管理

・災害時臨時離発着場の選定

【具体的な取組】 

第１ 関係機関と連携した輸送体制の整備

○民間事業者の積極的な活用を念頭に、災害時に調達可能な輸送体制を平常時から構築す

る。 

○災害時における関係機関との連携を円滑に行うために、物資輸送マニュアル等を作成し、

都、区、関係機関の役割分担を明確にする。 

１ 輸送体制の整備

① 都は、発災時に円滑な物資の輸送調整、車両調達等が行えるよう、物流事業者など

の関係機関と連携し、実践的な訓練の実施等を通して応急時の輸送体制を確立する。

② 区は、物資輸送マニュアルを作成し、各地域内輸送拠点や備蓄倉庫等から避難所等

への物資輸送についての所要の手続きや関係機関の連絡窓口について明確にする。

２ 地域内輸送拠点の整備

① 区が避難所等へ食糧および生活用品等を輸送するための仕分け・一時保管機能を持

つ場所として、あらかじめ地域内輸送拠点を選定し、都福祉保健局に報告する（図表 6

‐5）。

② 新たな輸送拠点として民間物流事業者等の施設の活用を検討する。また、輸送拠点

の荷役は、物流量が増加すると、保管や積込み等にノウハウが必要となることから、

事前に物流事業者団体等との連携を図り、物流専門家等の支援を受ける体制を構築す

る。
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図表 6‐5 輸送拠点

項目 内   容 

広域輸送基地 ・都が他県等からの支援物資等の受入れ、一時保管、地域内輸送拠点

等への積替・配送等を行うための拠点。トラックターミナル、埠頭、

空港など。

地域内輸送拠点 ・区が支援物資等の受入、配分、避難所等への輸送等を行うための拠

点

第２ 輸送車両等の確保

○輸送車両は、区有車両を優先して使用するほか、関係機関等を通じた輸送車両の確保が

できる体制を整える。 

○陸上輸送が困難な場合を想定し、防災船着場やヘリポートを活用した輸送ができる体制

を整える。 

１ 区有車両等

区の災害応急対策にあたり、区有車両を優先して使用する。また、区有車両が使用で

きない場合でも、リヤカー等その他の輸送手段を活用できるよう準備する。

２ 緊急通行車両の事前届出

区は、災害時に区有車両等を緊急通行車両として使用するために、東京都公安委員会

に事前届出を行う。

事前届出は、東京都公安委員会が緊急通行車両等の概数をあらかじめ把握するととも

に、災害発生時等における緊急通行車両等の申請手続事務の省力化および効率化を図る

ために行われる。東京都公安委員会は、申請に基づき、事前に緊急通行車両等として使

用されるものに該当するか否かの審査を行う。詳細は、「震災編第４部災害対応体制」に

示す。

３ 協力協定に基づく調達

①区は、東京都トラック協会品川支部、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城南支部と車

両の優先提供に関する協定を締結する等、災害時の車両確保に取り組んでいる。

② 災害時における車両要請の連絡手段や受入体制を構築する。

４ 防災船着場等舟運の活用

① 道路閉塞等、陸路の活用が困難な場合の物資輸送の手段として、水上輸送を活用す

る。

② 拠点となる桟橋を適切に維持管理する。

③ 人員・物資の水上輸送に必要となる船舶の確保や災害時の桟橋の使用等について、

民間事業者等の協力を得て進める。

５ 災害時臨時離着陸場候補地（ヘリポート）の選定

災害時には、道路障害や交通混雑のため陸上輸送が困難となることも予想される。そ

のため区および都は、ヘリコプターによる支援物資や人員の緊急空輸を考慮して、災害

時臨時離着陸場候補地を選定する。
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第３ 燃料の確保

○施設における非常用発電機や輸送車両のための燃料を確保するため、施設における燃料

備蓄量の定期確認や区有車両について常時一定量の燃料を給油しておく等の対応を進め

る。 

○関係団体との協定締結等により、円滑な燃料供給に向けた対応確認、訓練実施等の対策

を進める。

１ 燃料の確保

① 区は、平常時における燃料のストック状況、発災後の連絡体制、燃料の輸送体制、

燃料供給を受ける施設の受入体制などを定期的に確認する。

② 特に区有車両の燃料に関しては、全ての車両について常時一定量以上の燃料を維持

するよう、給油の基本的なルールを定めている。

２ 民間事業者との連携

① 区では、燃料の確保に当たっては、「災害時における石油燃料の優先供給に関する協

定」（東京都石油商業組合品川目黒支部・東京都石油業協同組合品川目黒支部、平成６

年）を締結している。

② 東京都石油商業組合品川目黒支部・東京都石油業協同組合品川目黒支部との間での

合同防災訓練を通じた実効性の向上に努める。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ

対策１ 備蓄物資等の供給       

対策２ 輸送車両等による輸送 

対策３ 飲料水・食糧・生活用品の安定供給 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災       24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

備蓄物資等

の供給 

区    ■食糧供給に係る計画立案、食糧の配布

   ■生活用品の供給体制の確保、配布

■被災者への応急給水の実施      

■応急給水槽における必要な資器材の設置

   ■支援・調達物資の受入れ

■供給体制の確保、配布

都 ■災害拠点病院等の医療機関への応急給水

■給水所における必要な資器材の設置

輸送車両等

による輸送 

区    ■人員および物資の移送

   ■物流業者等との連携 

■緊急車両の確保

■燃料支援の要請

都    ■人員および物資の移送

   ■区からの要請に基づく車両のあっ旋

飲料水・食

糧・生活必

需品の安定

供給 

区 ■飲料水、食糧、生活用品等の安定

供給および多様・変容するニーズ

への柔軟な対応

■：対策の開始時期の目安
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対策１ 備蓄物資等の供給                  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都
・給水所における必要な資器材の設置

・災害拠点病院等の医療機関への応急給水

区

・食糧供給に係る計画立案、食糧の配付

・生活用品の供給体制の確保、配付

・被災者への応急給水（給水拠点）

・応急給水槽における必要な資器材の設置

・支援・調達物資の受入れ、供給体制の確保、配付

【具体的な取組】 

第１ 備蓄物資の供給

○避難所運営会議との連携により地域内での避難者数を早期に把握するとともに物資供給

に係る計画を作成し、適切・迅速な物資供給を行う。

１ 物資供給に係る計画

① 物資の適正な供給を目的とし、避難所ごとに避難者数を把握するとともに、避難者

への物資供給に係る計画を立案する。これをもとに必要な食糧・水等を供給する。

② 道路啓開が本格化し、輸送が可能と考えられる４日目以降は、国や都からの支援・

物資や調達物資、炊き出し等で対応する。

③ 被害の状況等により、区が備蓄する物資だけでは不足することが考えられるため、

事業者等にも物資の提供について協力を呼びかける。

２ 不足する物資の調達

① 避難者数を想定し、需要・供給状況を早期に把握し、物資調達に係る計画を立案す

る。

② 物資の調達は、協定を結んでいる関係団体や都等の関係機関に対して要請する。

③ 必要に応じ男女共同参画に係る支援ネットワークを活用するなどの方法も含めた物

資調達に努める。

（１）調達体制

食糧や生活用品について、避難所運営会議との連携のもと避難所単位での需要・

供給状況を調査するとともに、不足する場合、あるいは不足することが見込まれる

場合はその調達方法について食糧調達に係る計画および、生活用品調達に係る計画

を立案し、都等の関係機関に支援を要請する。

（２）食糧の調達

① 精米協定に基づき東京都米穀小売商業組合品川支部から精米の優先提供を受け

る。

② 区独自の調達で不足する場合は、東京都福祉保健局に調達を要請する。
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（３）生活用品の調達 

① 被害想定世帯数約 66,722世帯（避難所生活者数 119,932人に対して、平成

29年 10月１日現在の住民基本台帳の世帯数／人口を乗じたもの）に対し、生

活用品等の給（貸）与を行うためには、区の備蓄数量、品目で不足することが

考えられる。そのため、関係業者に協力を依頼し、平素から、調達可能数の把

握に努め、早急に実情を把握する。

② 災害救助法適用後、生活用品等の給（貸）与の必要が生じたときは、状況に

より、物資の調達を東京都福祉保健局に要請する。ただし、被災の状況により、

現地調達が適当と認められる場合については、現地調達する。

③ 必要に応じ男女共同参画に係る支援ネットワークを活用するなどの方法も

含めた物資調達に努める。

３ 給（貸）与基準 

（１）食糧の給与基準

① 被災者に対する炊き出しその他による食糧給与の配付基準は、原則として、災

害救助法施行細則に定めるところによる。

② ただし、この基準により難い事情がある場合は、都知事の事前承認を得て別途

定めるものとする。

（２）生活用品給（貸）与基準

① 被災者に対する給（貸）与基準は、災害救助法の有無にかかわらず、原則とし

て、災害救助法施行細則に定めるところによる。

② この基準により難い事情がある場合は、都知事の事前承認（内閣総理大臣の承

認を含む）を得て別途定めるものとする。
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第２ 応急給水による飲料水および生活用水の供給

○給水拠点での応急給水を基本とし、病院や福祉施設等から緊急要請があった場合には、

車両輸送による応急給水を行う。また、給水状況や区民の避難状況などを踏まえて効率

的な応急給水に努める。 

○生活用水は、区立小・中学校等のプールや震災対策用井戸等を活用し、供給できるよう

努める。

１ 震災時の応急給水方法

（１）給水拠点での応急給水

応急給水槽、給水所を給水拠点として応急給水を行う。

（２）災害拠点病院等の医療機関等への応急給水

病院および福祉施設から、緊急要請があった場合は、車両輸送による応急給水に

ついて、区は都に対し速やかに要請する。

（３）仮設給水栓等による応急給水

要請量が多量の場合、継続して給水が必要な場合など車両輸送によっては対応が

困難、または車両輸送よりも効果的な対応が可能な場合は、応急仮配管、仮設給水

栓による応急給水を行う。

２ 給水拠点での都（水道局）との役割分担

応急給水槽では、区が応急給水に必要な資器材等の設置および被災者への応急給水を

行う※１。給水所では、水道局は応急給水に必要な資器材の設置を行い、区は被災者への

応急給水を行う※２。応急仮配管、仮設給水栓では、水道局が配管または設置を行い、区

は被災者への応急給水を行う。

※１ 敷地の一部を柵で区切った浄水場（所）・給水所では、応急給水エリアの鍵を区

等又は都が解錠し、資器材の設置が不要な蛇口等から区が給水を行う。

※２ 区が必要と認める場合、都へ水道管の通水状況等を確認した上で、都から区へ

貸与した資器材を使用し、あらかじめ都が指定した避難所付近の指定された消

火栓から、区が応急給水を行うことができる。

３ 給水基準

震災時における飲料水の給水は、生命維持に必要な最低必要量として１人１日３ を

基準とする。

４ 給水体制

① 都は、震災が発生した場合、給水状況や住民の避難状況など必要な情報を把握し、

応急給水の実施に関わる給水態勢を確立する。

② 道路が運行不能で輸送が困難な場合は、区において区民避難所に設置されている受

水槽の水、また、ろ過器によりプールの水等を利用するなど、あらゆる方法によって

飲料水および生活用水の確保に努める。

③ 車両輸送を必要とする災害拠点病院等の医療機関については、都は区からの要請に

より、給水タンク等の応急給水用資器材を活用し、水道局保有車両および雇上げ車両

などによって輸送する。

５ 区民避難所での応急給水

区民避難所における応急給水は次の方法により実施する。

① 備蓄倉庫内にあるペットボトル飲料水を活用する。
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② 避難所施設の受水槽の活用および他の区有施設の受水槽から輸送する。

③ 都が設置した応急給水槽から各避難所に飲料水を輸送する。

④ 大震災時飲料水協定により民間施設の受水槽から提供を受ける。

第３ 支援物資の受入れ配分調整

○支援物資および調達物資の受入れは、都の広域輸送基地を経由し、区の地域内輸送拠点

で行う。 

○大量の支援物資および調達物資の受け入れ、仕分け、配布は、ボランティアの協力を得

て対応する。 

○要配慮者を考慮した物資を適切に配分するため、仕分け、配布にあたり、避難所へ相談

窓口を設置する等、配慮する。 

１ 物資の受入れ場所（地域内輸送拠点）

調達物資および支援物資の受入れ場所は、品川区役所庁舎、浜川中学校、品川学園、

荏原平塚学園、大井競馬場駐車場の５ヶ所の他、荏原地区に１ヶ所設置する。

２ 物資の仕分け等

調達物資および支援物資の受入れ、仕分け、配布は担当課で配布計画等を作成し、ボ

ランティアの協力を得て行うこととする。

第４ 寄付による支援物資の取扱い

○区に寄付された支援物資を被災者に配分する。 

○個人による被災地への支援物資の提供は、被災地、非被災地双方の職員の負担となるこ

とから、抑制を図るよう留意した広報を行う。

○区は、寄付による支援物資の取扱いについて、生活用品等の需給状況等を踏まえ、適宜

その要否を検討・決定し、被災者へ提供するとともに、受付・問い合わせ先等を広報す

るなど迅速に対応する。

○個人が被災地に支援物資を送ることは、被災地方公共団体の負担になることから、特定

個人への配送物を除き、極力抑制を図るべきとされている。そのため、個人の寄付によ

る支援物資の取扱の抑制に向けた適切な広報を行うよう努める。
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対策２ 輸送車両等による輸送               

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都
・区からの要請に基づく車両のあっ旋

・人員および物資の輸送

区

・緊急車両の確保

・人員および物資の輸送

・物流事業者との連携

・燃料支援の要請

【具体的な取組】 

第１ 輸送車両等による輸送

○輸送車両として、緊急車両（区有車両、協定に基づく車両）を確保する。 

○輸送車両以外にも移動手段等で車両等が必要になるため、各部における需要・供給量を

適切に把握するとともに、担当部署を定め情報を集約し、効率的な配車に努める。 

１ 緊急車両の確保

原則として以下の車両を緊急車両として確保する。

① 区有車両（区災害対策本部が設置された場合には、全ての区有車両を応急対策活動

のために使用）

② 協力協定に基づく車両（東京都トラック協会品川支部、赤帽首都圏軽自動車運送協

同組合城南支部との協定に基づき確保）

上記の方法によっても所要の車両が調達不能もしくは不足する場合には、都財務局

へ調達のあっ旋を要請する。

③ 緊急通行車両の標章および確認証明書の取得

２ 緊急通行車両の標章および確認証明書の取得

警視庁交通規制課長、警察署長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長が、警視庁本

部、警察署、隊本部、交通検問所等において、車両の届出済証の交付有無の確認、標章

および確認証明書の交付を行う。また、交通規制対象除外車両の認定手続きについても、

所定の方法に基づき実施される。詳細については、「震災編第４部災害対応体制」の定め

るところによる。

区は、緊急通行車両として事前届出を行っている区有車両等の標章および確認証明書

の交付申請手続きを迅速に行い、輸送車両を確保する。

３ 車両の待機

① 災害発生の恐れがあるときは、都の災対総務部物資調達課は東京都トラック協会品

川支部所属組合員に待機の依頼をする。総務部は、区各部から請求のあった場合は上

記のうちから引渡し、必要によっては直ちに補充する。
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② 区各部において待機車両を必要とするときは、総務部に請求し当該部用として待機

させることができる。

４ 調達料金

① 貨物自動車の使用料金および待機料金は平常時の契約料金を準用する。

② 乗用車および船舶の雇上料金および待機料金について、都財務局および港湾局の定

める基準と均衡を失しないよう関係各機関と協議のうえ定める。

第２ 輸送および配布

○食糧、生活用品、応急対策用物資等に係る人員の確保、物資の輸送・配布を区は、都と

連携して実施する。 

１ 物資の輸送

（１）調達物資の輸送

① 都は、調達した食糧および生活用品等について、原則として広域輸送基地を一

時積替基地として活用し、地域内輸送拠点へ、調達業者等の協力を得て輸送する。

② 区は応援要請時には、原則として、状況に応じた適正な車両規模による単種類

積載を依頼する。

（２）他道府県等からの支援物資の輸送

① 他道府県等からの陸上輸送による支援物資等は、原則として広域輸送基地で引

き継ぎ、都福祉保健局が地域内輸送拠点に輸送する。

② 区は応援要請時には、原則として、状況に応じた適正な車両規模による単種類

積載を依頼する。

図表 6‐6 陸上輸送に係る概念図

等）

（都）
（国・都）
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２ 海上輸送

東京海上保安部は、巡視船艇による緊急輸送を的確に行うため、次に掲げる措置を講

じる。

（１）海上輸送基地の決定

① 陸上輸送することが困難な場合、または大量の物資が必要な場合は、被災状況

や道路啓開状況を踏まえ、東京都災害対策本部が海上輸送基地を決定する。

② 埠頭内で物資が滞留した場合、港湾施設の上屋やヤードで一時保管後、地域内

輸送拠点へ輸送する。

（２）支援物資の輸送

東京都災害対策本部等から支援物資の緊急輸送の要請を受けたときは、海上にお

ける災害応急対策の実施に支障をきたさない範囲において関係機関と調整して積極

的にこれを実施する。

（３）災害復旧資材の輸送

東京都災害対策本部等から岸壁、護岸および防波堤等が損壊し、復旧作業のため

に必要な資材の海上輸送の要請を受けたときは、巡視船艇で輸送可能なものについ

ては、海上における災害応急対策の実施に支障をきたさない範囲において、その要

請に応じる。

３ 防災船着場の活用

区内では、目黒川沿いの東海橋に、防災船着場がある。そのほか、民間事業者の船着

場、しながわ水族館裏の浮き桟橋、品川天王洲桟橋、東品川清掃作業所桟橋、五反田ふ

れあい水辺広場などを、防災船着場として活用する。

４ 物流事業者等との連携

都は、物流事業者等と連携して、発災時において、物資対策全般を司る体制を整備す

る。

第３ 燃料供給要請

○大量の燃料確保が必要となるため、関係機関への迅速な燃料支援の要請を行う。 

○区は状況に応じて、東京都石油商業組合品川目黒支部・東京都石油業協同組合品川目黒

支部と締結している「災害時における石油燃料の優先供給に関する協定」に基づき、緊

急車両等の燃料および区民の生活を確保するための燃料支援を要請する。
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対策３ 水・食糧・生活用品の安定供給         

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区
・飲料水、食糧、生活用品等の安定供給および多様・変容するニーズへの柔軟

な対応

【具体的な取組】 

第１ 水、食糧、生活用品等の安定供給

○多様・変容する避難者ニーズを適切に把握するとともに、ニーズに対応した物資の確保

および配布に努める。また、要配慮者や女性の視点に配慮した物資についても確保する

ともに、配布方法等についても留意する。 

１ 多様なニーズへの対応

① 被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化し、多様化する。また、要配

慮者によって必要となる物資は異なる。

② 区は変化していく避難者ニーズの把握およびニーズに対応した物資の確保および配

布に努めるとともに、生理用品、女性用下着の配布は女性が行うなど、プライバシー

等に配慮した物資の配布方法についても配慮する。

③ 都は広域的見地から区市町村を補完するため、事業者と連携した調達体制を整えて、

必要な物資の確保に努める。

２ 食糧の供給

① 区は備蓄物資の供給や協定にもとづく物資の調達を継続して実施する。ただし、区

の備蓄、協定による調達物資では、物資が不足する場合、国や都、他都道府県からの

支援・調達物資や炊き出し等により供給する。

② 震災後およそ４日目以降、国や都による支援・調達物資や炊き出しにより給食する。

３ 水の安全確保

（１）飲料水の確保

① 区は「環境衛生指導班」を編成し、飲料水の消毒および消毒効果の確認を行う。

② ライフライン復旧後、給水設備の点検および残留塩素濃度を確認し、飲用の可

否等について、区民に適正に周知する。

（２）生活用水の確保

図表 6‐7 各機関の対応内容

主体 役   割 

区
避難所における対応 

学校のプール、震災対策用井戸や浅井戸で確保した水を使用する。

区 民 ・ 事 業 者
事業所・家庭等における対応 

汲み置き、震災対策用井戸や浅井戸、河川水等によって水を確保する。
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第７部 避難者対策

対策の基本的な考え方 

ゆれや火災等の危険から命を守るための一時的避難や、避難所での避難生活について周知

を進める。また、避難者の多様性に配慮しつつ区民避難所の良好な生活環境を確保するとと

もに、区民避難所での生活が難しい要配慮者に対し二次避難所、福祉避難所を準備する。

【用語の定義】 

①外出者 

外出者とは、自宅外に出ている者の全ての人のことをいう。（鉄道等を使って遠方に外

出している者のみならず、近くへ買い物のために外出している者等も含む）。

②帰宅困難者 

外出者のうち、「帰宅困難者」とは、遠方に外出しているなどの理由により一般的に徒

歩での帰宅が困難な者のことをいう。距離別の帰宅困難割合の考え方を下表に示す。

図表 7- 1 距離別帰宅困難割合

自宅までの距離 帰宅困難割合 

～10km 全員帰宅可能(帰宅困難割合＝０％) 

10km～20km 被災者個人の運動能力の差から、帰宅困難者割合は１km
遠くなるごとに 10％増加

20km～ 全員帰宅困難(帰宅困難割合＝100％) 

③徒歩帰宅者 

徒歩での帰宅が可能で、徒歩による帰宅を行う者のことをいう。

④一時滞在施設 

一時滞在施設とは、都や区が指定、もしくは協定を締結している帰宅困難者等を一時

的に受入れる施設のことをいう。

⑤長周期地震動 

規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方ま

で到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅されることをい

う継続時間も長くなることがある。

⑥特別警報 

気象庁が平成 25年 8月 30日より気象業務法第 13条の 2に基づき、運用を開始。一
般の利用に適合する警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表される情報のこ

とをいう。

                  資料○ 特別警報の発表基準一覧

⑦一時（いっとき）集合場所 

避難を行う場合に、防災区民組織（町会・自治会）単位で一時的に集合して様子を見

る場所または集団で避難するための身近な集合場所のことをいう。

⑧区民避難所 

地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた方、また、被害を受ける恐れのあ

る区民を一時的に受け入れ、保護するために開設する避難所のことをいう。

⑨補完避難所 

区民避難所の収容力に不足が生じた場合に、これを補完する他の施設等のことをいう。
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⑩二次避難所 

区民避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮者を保護する施設のこ

とをいう。

⑪福祉避難所 

区民避難所および二次避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮者を

保護する施設のことをいう。

⑫広域避難場所 

大地震時に発生する延焼火災等の危険から避難者の身の安全を確保し、火勢の弱まり

を待つ場所で、都が指定しているオープンスペースのことをいう。

⑬地区内残留地区 

震災時に大規模延焼火災の恐れがなく、広域的な避難を要しない地区のことをいう。
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【 現在の取り組み状況 】 

①避難体制

○避難を要する区民を収容するために確保した 52 ヵ所の区民避難所について良好な
避難生活を継続できるよう、耐震化、物資の備蓄、通信設備などの環境整備を進め

ている。

②区民避難所の管理・運営体制 

〇区民避難所への区職員の配置について定め、避難所運営会議との連携のもと避難所

運営マニュアルの作成など、管理・運営体制の整備を進めている。

③要配慮者の安全確保

○平成 27年度に、要配慮者の把握、避難行動要支援者の支援体制の基本方針を定めた
品川区要配慮者支援全体計画を策定し、避難行動要支援者名簿を毎年避難支援等関

係者に配付するとともに、防災区民組織に対して支援体制構築補助事業を実施して

いる。

【 課題 】 

①避難体制 

○区民の避難生活に備え、避難施設の役割や避難行動の周知を図るとともに、生活環

境を整備することが必要である。

②区民避難所の管理・運営体制 

○区民避難所での区職員や避難所運営会議等関係者の連携、避難所以外で生活を継続

する避難者への配慮が必要である。また、避難所の運営に関する体制の充実を図る

ため、マニュアル等の更なる具体化が必要である。

③要配慮者の安全確保

○品川区要配慮者支援全体計画をもとに、要配慮者の特性に応じた支援体制の確立が

必要である。特に、要配慮者のうち避難行動要支援者に対しては、安全確保のため

個別計画書の作成を進捗させることが必要である。

【 対策の方向性 】 

①避難体制 

○備蓄とあわせた女性や高齢者の視点、プライバシーの確保、防犯、衛生面等の充実

などの良好な環境整備に係る対策を推進する。

②区民避難所の管理・運営体制 

○区民避難所の地域性やこれまでの災害の教訓を踏まえたマニュアルの更なる具体化

を図るなど、管理・運営体制を構築するとともに、訓練等を通じて充実を図る。

③要配慮者の安全確保

○避難行動要支援者の安全確認や平常時からの見守り体制を地域と連携し推進する。

将来的には、要配慮者全体の支援体制の構築を目指す。
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各対策の要点 

対策２．区民避難所の管理・運営体制の整備 

第１ 区民避難所の管理・運営体制の整備 

○各避難所単位でのマニュアルを整備し、管理運営体制の充足を図る。また、

避難所に対して、愛玩動物(ペット）の同行ルールの設定等の対策を進める。 

○災害時に避難者の避難先を区として把握することの重要性を区民へ周知す

る。

対策３．要配慮者の安全確保 

第１ 要配慮者の安全確保

○品川区要配慮者支援全体計画に位置づけた要配慮者対策に係る前提、考え方

等に基づき、登録対象者に対して、避難行動要支援者名簿への登録の推進を

図っていく。 

対策１．避難体制 

第１ 避難勧告等の基準   

○避難を行う前提となる避難勧告等に係る権限、対象、一般的基準を示す。 

第２ 避難施設の役割   

○避難を行うにあたっての前提となる避難施設（一時集合場所、広域避難場所、

区民避難所等）および避難の流れについて示す。 

○地域の協力を得て、避難所外で生活する避難者の所在等を把握する手法の確

立を目指す。 

第３ 避難所等の指定・安全化

○避難所等の指定基準や指定の現況等に基づき、さらなる機能の充実等を目指

す。 

○要配慮者等の生活スペースの確保、避難所からの移送先となる二次避難所・

福祉避難所のさらなる確保を進める。

予

防

対

策
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対策１． 避難誘導

第１ 避難誘導に向けた準備

○避難勧告等の発令対象・基準等に基づき、区民等に伝達する情報の伝達方法

や取るべき行動など、区災害対策本部としての避難の考え方等を定める。 

第２ 避難行動および避難誘導

○避難勧告等が発令された場合は、地元警察署および消防署の協力を得て、防

災区民組織を中心にあらかじめ指定してある避難所または広域避難場所に

誘導する。

対策２．区民避難所の開設・運営等 

第１ 区民避難所の開設・運営 

○避難所の開設や避難所運営機能を確保する上で必要な対応を行う。 

○避難所内での健康維持に向けた広報・指導等を実施する。 

第２ 共同生活をする上での配慮

○健康管理、衛生管理、男女共同参画の視点、要配慮者支援、愛玩動物の管

理等、避難所における多様な主体との生活に配慮する。 

第３ 避難者の他地区への移送

○区民避難所に避難者を受入れることが困難な場合、他地区への移送につい

て、都知事（都福祉保険局）へ要請する。

応

急

復

旧

対

策
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 避難体制 

対策２ 区民避難所の管理・運営体制の整備 

対策３ 要配慮者の安全確保 

対策１ 避難体制                    

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・避難勧告等の基準

・避難施設の役割

・避難方法の周知

・避難場所の指定・安全化

【具体的な取組】 

第１ 避難勧告等の基準

○避難を行う前提となる避難勧告等に係る権限、対象、一般的基準を示す。 

１ 避難勧告等の権限および対象

① 災害対策基本法第 60条の規定に基づき、災害が発生し、または発生する恐れがある

場合には、人の生命または身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するため特に必

要があると認められるときは、区長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の

者に対し、避難のための立退きを勧告し、および急を要すると認められるときは、こ

れらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

② 区長が上記の立退きを指示することができないとき、または区長から要請があった

ときは、同法第 61条の規定に基づき、警察官または海上保安官は、必要と認める地域

の居住者等上記の対象者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

２ 避難勧告等の一般的基準

避難のための勧告・指示の基準は、原則として次のような事態になった場合に発する

ものとする。
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＜避難勧告等の一般的基準＞

・避難の必要が予想される警報（例えば津波警報）が発せられたとき

・大震災時、火災が延焼拡大し、人命に及ぼす危険性が大きいと予想されると

き、および大地震時に同時多発の火災が延焼拡大し、ふく射熱等により人命

に及ぼす危険性が著しく大きいと予想されるとき

・建物の倒壊の可能性が高く、生命または身体に危険性があると認められると

き

・有毒ガスの流出拡散により、人命に及ぼす危険性が高いと予想されるとき

・爆発の恐れがあるとき

・その他、住民の生命および身体を災害から保護するため、必要と認められた

とき

図表 7- 2 避難勧告等の種類、発令時の状況および住民に求める行動

発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備・高齢者

等避難開始

○避難行動要支援者等の避難

行動に時間を要する者が避

難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被

害の発生する可能性が高ま

った状況

○避難行動要支援者等の避難行動に

時間を要する者は計画された避難

場所への避難行動を開始（避難支援

等関係者は支援行動を開始）

○上記以外の者は、家族等との連絡、

非常時持出品の用意等、避難準備を

開始

避難勧告

○通常の避難行動をできる者

が避難行動を開始しなけれ

ばならない段階であり、人

的被害の発生する可能性が

明らかに高まった状況

○通常の避難行動ができる者は、計画

された避難場所等への避難行動を

開始

避難指示（緊急）

○前兆現象の発生や現在の切

迫した状況から、人的被害

の発生する危険性が非常に

高いと判断される状況

○堤防の隣接地等、地域の特

性等から人的被害の発生す

る危険性が高いと判断され

た状況

○人的被害の発生した状況

○避難勧告等の発令後で避難中の住

民は、確実な避難行動をただちに完

了

○未だ避難していない対象住民は、た

だちに避難行動に移るとともに、そ

のいとまがない場合は生命を守る

最低限の行動

第２ 避難施設の役割

○避難を行うにあたっての前提となる避難施設（一時集合場所、広域避難場所、区民避難所等）

および避難の流れについて示す。 

○地域の協力を得て、避難所外で生活する避難者の所在等を把握する手法の確立を目指す。 
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１ 避難施設

（１）一時（いっとき）集合場所

避難を行う場合に、防災区民組織（町会・自治会）単位で一時的に集合して様子

を見る場所または集団で避難するための身近な集合場所をいう。

（２）広域避難場所

大地震時に発生する延焼火災等の危険から避難者の身の安全を確保し、火勢の弱

まりを待つ場所で、都が指定しているオープンスペースをいう。

（３）区民避難所

地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受けた方、また、被害を受ける恐れ

のある方を一時的に受け入れ、保護するために開設する避難所のことをいう。

避難所で提供する生活支援の主な内容は次のとおりとし、提供する対象は全ての

被災者とする。

（４）補完避難所

避難所の収容力に不足が生じた場合に、これを補完する他の施設等をいう。

（５）二次避難所

区民避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮者を保護する施設

をいう。

（６）福祉避難所

区民避難所および二次避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮

者を保護する施設をいう。

２ 避難の流れ（図表 7- 3）

（１）発災直後

まず、自身の身の安全を守るための行動を行う。揺れがおさまったところで、出

火防止のための点検を行い、必要に応じて初期消火を行う。その後、避難路の確保

を行った上で、家族や自宅の状況等について確認する。

（２）避難行動

① 自宅が無事、安全である場合、自宅で生活する。

② 自宅が損壊している、家での生活に不安がある等の場合、最寄の安全な場所（一

時集合場所、広域避難場所、区民避難所、補完避難所）へ一時的に避難し、状況

を確認する。

項   目 内    容

安全・生活

基盤の提供

・安全な施設での受入れ

・非常食、飲料水、毛布、生活必需品等の提供

・一時的な生活の場の提供

保健・医療

等の支援

・傷病の治療、健康相談、心のケア等の保健医療サービスの提供

・トイレ、風呂、ごみ処理、防疫対策等、衛生的な生活環境の維持

情報支援 ・災害情報、安保確認等の提供

・生活支援相談・復興支援情報等の提供
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図表 7- 3 地震発生時の避難の流れ

避
難
生
活

発
災
直
後

避
難
行
動

最寄の安全な場所での一時的避難

出火防止・初期消火と避難路の確保

　状況の確認（家族、自宅建物、近隣の様子、等）

安全

一時集合場所
（町会会館等）

避難所
（区立小・中学校）

補完避難所
（児童ｾﾝﾀｰ・都立学校等）

自宅に
留まる

近隣での
助け合い

防災広場・公園など
安全な場所・施設等

（
火
災
の
延
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・
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時

）

広
域
避
難
場
所

自宅で
生活可能

自宅に
戻って生活

自宅で
生活不可能

補完避難所での避難生活
（要員・物資の投入で
避難所となる）

二次避難所での避難生活
（ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ等）

指定された避難所での避難生活
（区立小・中学校）

援護が必要な方避難者が
多数の場合

物資の配給

（
津
波
発
生
時

）

最
寄
の
高
い
建
物
・
高
台

地震発生！

まず、自分の身の安全を確保

　状況の確認（火災、建物倒壊、道路等の様子、等）

家では不安自宅が損壊

危険がある

区民避難所 
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（３）避難生活

① 自宅で生活が可能な場合、自宅にもどり生活する。

② 自宅で生活が不可能と判断した場合、指定された区民避難所で避難生活を送る。

③ 区民避難所に入れなかった場合、補完避難所へ避難する。区民避難所の環境では、

生活が難しい場合、二次避難所もしくは福祉避難所で生活する。

３ 避難方法の周知等

（１）区民への避難方法、状況等の周知

ア 地域または町会（自治会）、防災区民組織への周知 

① 避難時における集団の形成や自主統制の状況について、地域または町会（自

治会）単位の実情を把握するよう努める。

② 防災区民組織等に対して、震災後の対応の流れについて「しながわ防災学校」

等で周知啓発を図っていく。

③ 避難の勧告または指示を行ういとまがない場合の区民の避難について、あら

かじめ地域の実情や発災時の状況に応じた避難の方法を想定しておく。

イ 住民への周知 

① 効率的・効果的な避難を実現するため、区民避難所や一時集合場所、広域避

難場所などの役割、安全な避難方法について、都と連携を図りながら周知して

いく。

② 想定災害を踏まえた防災マップを作成し、避難行動について啓発していく。

（２）避難場所の運用について

① ２以上の区にわたって所在する避難場所または２以上の区の被災住民が利用す

る避難場所の運用について、関係する区があらかじめ協議して対処する。

② 避難住民の安全を保持するため、災害時に事態の推移に即応した適切な措置を講

ずる必要があることから、その内容および方法等について、あらかじめ運用要領

を定めておく。措置内容はおおむね次のとおりとする。

＜避難場所の運用要領に係る措置内容＞

・避難場所の規模および周辺の状況を勘案し、運用に要する職員を適切に配置

する。

・情報伝達手段を確保し、適宜正確な情報を提供するとともに適切な指示を行

う。

・傷病者に対し救急医療を施すため、医療救護所および医師、看護師等を確保

する。

・避難場所の衛生保全に努める。

・避難期間に応じて、水、食糧および救急物資の手配を行うとともに、その配

給方法等を定め、平等かつ能率的な配給を実施する。

・避難解除となった場合の避難者の帰宅行動または区民避難所への移動を安全

かつ円滑に誘導する。

（３）円滑な避難実現に向けた体制強化

① 避難すべき区域および判断基準（具体的な考え方）を含めたマニュアルを策定す

るなど、避難勧告等が適切なタイミングで適当な対象地域に発令できるよう努め

る。
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② 区民避難所以外で生活する避難者（テント泊者、車中泊者等）が滞在すると予想

される、規模の大きな運動場などをあらかじめ把握しておく。

４ 園児・児童・生徒の安全確保計画の策定

（１）区教育委員会

① 学校長または幼稚園長（以下、「学校長等」という）は、災害発生時における園

児・児童・生徒の安全確保と管理について万全を期するために、学校および地域

の実態に応じて、具体的な避難計画を作成する。

② 学校長等は、避難計画を園児・児童・生徒ならびに所属職員に周知徹底するとと

もに、その計画に基づき計画的に避難訓練を実施するように努める。

③ 教育委員会や地域と連携し、区内防災訓練に積極的に取り組む。

④ 学校長等は、避難計画を作成するにあたり、次の事項に留意する。

・学校の防災組織に基づき、連絡・通報の方法および情報伝達の方法を確認する

こと。

・災害発生の時間や場所に応ずる避難方法・経路を具体的に確立するとともに、

園児・児童・生徒の登下校時における避難方法を想定し、防災区民組織（町会・

自治会）との協力で、安全を確保できるようにすること。

・名簿・非常災害時家庭連絡簿など、非常時に必要なものを表にして（「非常持

ち出し一覧表」）すぐに搬出できるようにしておく。

・帰宅できない児童等の対応、備蓄品等を避難所連絡会議で協議しておく。

（２）区保育課

① 園児名簿・非常災害時家庭連絡簿など、非常時に必要なものを表にして（「非常

持ち出し一覧表」）すぐに搬出できるようにしておく。

② 各園付近の危険物置場（ガソリンスタンド等）を把握しておく。

③ 「火災・震災・避難心得」を作り、常時見やすい場所に掲示しておく。

④ 年に 1回避難計画を見直し、避難計画をもとに保育園の実情に合わせた避難訓練
を月に 1回実施するよう努める。
⑤ 各保育園の備蓄庫にアレルギー対応食品や離乳食、オムツを含む園児 3日分の備
蓄を実施する。

５ 社会福祉施設等の安全確保計画の策定

① 災害発生時における施設利用者の安全を確保するため、各シルバーセンターの実態

に応じた避難計画を作成する。

② シルバーセンター職員に対し避難計画を周知徹底するとともに、その計画に基づい

た避難訓練を定期的に実施する。なお、複合施設のシルバーセンターは、他施設と連

携して避難訓練を実施する。

③ 避難訓練を実施する場合は、施設利用者に対しても参加を働きかけることとし、シ

ルバーセンター職員・消防機関・施設利用者が協同して避難訓練を実施する。

④ 施設利用者と、しながわ防災体験館で研修を行い、防災意識の向上を図る。
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第３ 避難所等の指定・安全化

○避難所等の指定基準や指定の現況等に基づき、さらなる機能の充実等を目指す。 

○要配慮者等の生活スペースの確保、避難所からの移送先となる二次避難所・福祉避難所の

さらなる確保を進める。 

１ 一時集合場所

（１）一時集合場所の選定基準

一時集合場所は、集合した人の安全が確保されるスペースを有し、地域住民の生

活圏と結びついた学校のグラウンド、神社・仏閣の境内、公園、緑地、団地の広場

等を基準として選定する。

（２）一時集合場所の選定

混乱の発生を防止するために、避難場所に至る前に避難者が一時的に集合して集

団を形成し、秩序正しい避難態勢を整える場所として、事前に一時集合場所を選定

する。

資料○ 町会・自治会別 一時（いっとき）集合場所・区民避難所等一覧

２ 広域避難場所

ここでは、広域避難場所および避難道路の指定について定める。

（１）設置計画

① 震災時においては、行政と住民が一体となって、出火防止、初期消火等被害の軽

減のために全力を尽くすことが重要である。しかしながら、地震火災が拡大し、

生命に危険が及ぶような場合には避難が必要となる。都では、そのような事態に

備えて、あらかじめ広域避難場所および避難道路を確保している。

② 広域避難場所は、主として大地震時の市街地大火から区民の生命を守るため、あ

らかじめ安全な場所を確保するものであり、東京都震災対策条例第 47条第１項に
基づいて都が指定している。

（２）指定の考え方

① 周辺市街地大火によるふく射熱(2,050kcal/m2h)に対し、安全を確保できる有効面
積があること。

② 震災時に避難者の安全を著しく損なう恐れのある施設が、避難場所内部に存在し

ないこと。

③ 収容人員に対して、避難場所内の建物、道路、池などを除き、利用可能な避難空

間として、原則として１人あたり１m2を確保できること。

④ 避難場所ごとの地区割当計画の作成に当たっては、町丁、町内会、自治会区域を

考慮する。

⑤ 液状化が予想される避難場所については、火災による危険性と液状化による人的

被害が少ない状況を鑑み、液状化発生により土砂の噴出や地盤の亀裂が生じ利用

できないと予測される面積を推定し、避難有効面積から控除する。

⑥ 津波による浸水の危険性を考慮し、安全性の確保に努める。

資料○ 広域避難場所一覧

資料○ 地区内残留地区一覧
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（３）避難道路

ア 避難道路の指定 

広域避難場所への避難には、任意の経路を利用することを原則としているが、

遠距離避難地域または、火災による延焼の危険性が著しい地域については、避難

者を安全、円滑に誘導するため、東京都震災対策条例第 48条に基づき避難道路

を都が指定している。 

イ 指定の考え方 

① 広域避難場所までの距離が３㎞以上の遠距離避難地区、または、火災による

延焼の危険性が著しく、自由避難が困難な地区について指定する。

② 避難道路は、原則として幅員 15ｍ以上とする。これに該当する道路がない

場合は、7.5ｍ以上とする。

③ 避難道路は、現に使用可能な道路とする。

④ 避難は一方通行を原則とし、避難の交差を避け、また異なる道路はできるだ

け接近しないものとする。

⑤ 同じ広域避難場所への避難道路は最小限とし、最遠距離地点からの道路はな

るべく１本とする。

⑥ 道路傍には、火災爆発等の危険が大きい物質、工場等が少ないこととする。

図表 7- 4 区部避難道路系統

（注）○内数字･････避難道路系統番号

  補 205････都市計画道路補助 205 号線  補 145････都市計画道路補助 145 号線

番号 避難 

場所名

利用 

区名 
避難道路系統図 

延長 

距離 

39 

大
井
競
馬
場
・
し
な
が
わ

区
民
公
園

品川

④補 205→区道－（大井警察署前）→補 145→（新浜川橋）→

（品川区西大井六丁目）

0.8 

３ 区民避難所

（１）区民避難所の指定基準

① 災害対策基本法第四十九条の七に基づき、区は地域防災計画において、あらかじ

め避難所（二次避難所・福祉避難所を含む）を指定し、区民に周知しておく。

② 避難所の内、二次避難所、福祉避難所、補完避難所を除く場所を、「区民避難所」

と呼ぶ。

③ 指定した区民避難所の所在地等については、警察署、消防署等関係機関に周知す

るとともに、東京都災害情報システム(DIS)への入力等により、都に報告する。

④ 区民避難所の指定基準は、おおむね次のとおりとする。

・区民避難所は、原則として、町会(または自治会)または学区域を単位として指

定する。

・区民避難所は、耐震・耐火・鉄筋構造を備えた公共建物等(学校等)を利用する。
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・区民避難所に受入れる避難者数は、おおむね居室 3.3ｍ2あたり２人とする。

・区民避難所の指定に当たっては、津波等の浸水想定も考慮して選定する。

⑤ 区民避難所に指定した建物については、早期に耐震診断等を実施し、また、消防

用設備等の点検を確実に行う等、安全性を確認・確保するとともに、避難者の性

別も踏まえプライバシーの確保や生活環境を良好に保つよう努める。

（２）区民避難所の指定

ア 設置基準 

区民避難所の設置基準は、「大規模災害における応急救助の指針について

（H9.6.30 社援保第 122 号厚生省社会・援護局保護課長通知）」を基に次の各点

を基本方針とする。 

・耐火、耐震、鉄筋構造の建物とする。 

・区立学校およびその他の区立施設とする。 

・状況により私立学校および民間施設の利用を図る。 

イ 基本的な考え方・経緯・現況 

① 区はこれまで、区立小中学校を区民避難所の中核とし、地域の防災拠点とし

て位置づけ、防災区民組織（町会・自治会）単位で区民避難所を指定してきた。

② この指定校方式は、区民に相当程度に定着し、分かりやすくかつ実践的であ

ることから、平成 24年の被害想定に対しても基本的考え方は、維持すること

とし、周辺施設との連携強化により、必要な対応を行うこととする。

③ 震災時に、建物の倒壊・消失等により住居に制約を受けた区民等の一時的な

生活場所として、区立小中学校等 46ヶ所および区立施設 6ヶ所を区民避難所

に指定している。

④ 被害想定による避難生活者増に対しては、これまで同様、区立小中学校の教

室および体育館を基本（センター機能を果たす）とする。

＜区民避難所の収容基準＞

3.3 ㎡あたり ２人

＜避難所生活者の想定＞ 

避難所生活者数        119,932 人

収容計画

 （内訳） 区立小・中学校    79,000 人

      児童センター・保育園 15,000 人

      その他区施設     13,000 人

      都立・私立学校    13,000 人

        合 計      120,000 人

ウ 区民避難所の安全化 

区民避難所に指定された建物は、建築年度を考慮して耐震診断の実施およびそ

の結果に基づく補強工事を計画的に進めてきた。これにより、災害時に安全な利

用ができるよう努めている。 

エ 区民避難所の機能の充実 

① 区民避難所となる施設には、避難者が安全に避難生活を過ごせるように、倉

庫や学校の空き教室を利用して、備蓄を補完する場所を設け、食糧・毛布・簡

易トイレの備蓄物資や資器材を配備している。

② 避難所生活が、少しでもスムーズに送れるように、仮設トイレ用の便槽の設

置、飲料水を確保するための受水槽遮断装置やプール水のろ過機の設置、生活

用水用の井戸、さらには、停電時における電源確保のために全学校に非常用発
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電機を設置しているとともに、災害時に優先して電話が使用できる災害用優先

電話の設置など避難所機能の充実に努めている。

図表 7- 5 区民避難所の施設整備状況

施設種別 整備状況 

災害用備蓄倉庫 全施設整備済

プール水ろ過機 全施設整備済

生活用井戸 43 施設整備済

仮設トイレ用便槽 全施設整備済

非常用発電機 全施設整備済

受水槽遮断装置 全施設整備済

③ 学校の屋上に校名表示板の設置、校門付近に避難町会名の表示板の設置、さ

らに収容教室に指定町会の表示板を設置し、地域の区民避難所の位置を防災地

図や「わが家の防災ハンドブック」に明示し住民に周知したところであり、今

後も、避難所機能の一層の充実を図っていく。

④ 区民避難所における情報取得対策の充実を図る。

＜対策例＞

・携帯電話充電器、太陽光発電設備（携帯式のソーラーパネル）等の備蓄

・災害時の避難所に対する新聞提供に関する協定の締結

⑤ 区民避難所への避難経路の安全化を図っていく。

⑥ 区職員が不在の施設に関する指揮命令系統を確立しておく。

⑦ 指定管理者施設における災害対応について事前の取り組みを協議しておく。

オ 区民避難所内におけるスペースの確保 

要配慮者も、当初は区民避難所に避難を行うこととなるが、一般の避難者との

同居が困難な人およびその家族のために、区民避難所の一部を要配慮者用にあら

かじめ指定しておくこととする。 

４ 補完避難所

① 区民避難所での収容が困難な状況となった場合の予備的な措置として、児童センタ

ー、都立学校等を補完避難所として指定する。

② 区民避難所が不足する場合に備え、民間施設等と災害時に補完避難所として施設を

使用する内容の協定を結ぶなど、避難所の確保に努める

資料○ 区立小中学校以外の避難所（二次避難所除く）

５ 二次避難所

① 二次避難所は、施設の特性を生かしつつ、これまでのシルバーセンター、心身障害

者福祉会館等に加え、保育園等を指定し確保していく。

② 身体の状況から高齢者、障害者福祉施設等へ入所するに至らない程度の者であって、

区民避難所での生活が困難な要配慮者についてはその状態に応じ、適切な二次避難所

に移すこととする。

③耐震・耐火・鉄筋構造に加えて要配慮者の特性を踏まえバリアフリーを備えた建物を

利用する。

６ 福祉避難所

① 身体の状況から高齢者、障害者福祉施設等へ入所するに至らない程度の者であって、
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区民避難所および二次避難所での生活が困難な要配慮者については、状態に応じ、適

切な福祉避難所に移送ことになる。福祉避難所として、社会福祉施設等を 13施設指定

しており、引き続き確保していく。

② 区は指定避難所と指定緊急避難場所を区別し、それぞれの指定を行う。

③ 区民避難所における生活が明らかに困難で緊急の搬送措置を要する要配慮者、避難

行動要支援者等は、自宅から直接、二次避難所、福祉避難所等の環境が整った施設へ

収容することも想定し、移送、収容を行う。

④耐震・耐火・鉄筋構造に加えて要配慮者の特性を踏まえバリアフリーを備えた建物を

利用する。
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対策２ 区民避難所の管理・運営体制の整備          

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・避難所連絡会議の運営

・「避難所開設・運営マニュアル」作成・更新

・食糧備蓄や必要な資器材、台帳等の整備

・区民避難所の衛生管理対策の促進

・飼育動物の同行避難の体制整備

・都、関係団体等と協力した動物救護体制の整備

・避難訓練等

【具体的な取組】 

第１ 区民避難所の管理・運営体制の整備

○各避難所単位でのマニュアルを整備し、管理運営体制の充足を図る。また、避難所に対し

て、愛玩動物(ペット）の同行ルールの設定等の対策を進める。 

○災害時に避難者の避難先を区として把握することの重要性を区民へ周知する。

１ 避難所連絡会議

避難所連絡会議は、避難所の円滑な運営を行うことを目的に平時より設置されている

会議体である。

（１）避難所連絡会議の設置

ア 避難所連絡会議の組織 

① 避難所連絡会議は、防災区民組織が主体となり、学校職員、区職員等の協力

の下に開催する。

② 避難所連絡会議は、災害時に避難所運営会議へ移行する。

③ 避難所連絡会議議長は、避難所運営会議議長へそのまま移行する。なお議長

不在の際は、副議長がその任を担う。

イ 避難所連絡会議による運営体制の充実・強化 

① 平常時から施設管理者が事務局となり、避難所連絡会議を設置し、区民避難

所の管理・運営の方法、防災区民組織および学校の教職員の役割等について決

めておく。

② 避難所運営訓練等を実施し、災害時に対応できる体制を整える。

③ 区民避難所ごとに具体的な避難計画（避難所開設・運営マニュアル）を作成

する。

④ 区民避難所の統合、縮小、閉鎖を円滑に行うために、発災後の段階に応じた

教育活動の再開に向けて、応急教育計画、学用品調達および支給計画を作成す

る検討を平常時より進めておく。

ウ 区民避難所以外で生活する避難者の把握 

① 区民避難所以外で生活する避難者の情報を区民避難所単位でとりまとめる

ことを基本とする。
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② 区民避難所以外で生活する避難者は、最寄の区民避難所へ避難先や避難環境

等を連絡することとし、このことについて、平常時から普及・啓発を行う。届

け出ることする。届出が必要なことについて、平常時から普及・啓発を行う。

③ 普及・啓発にあたって、避難所単位での避難所開設・運営マニュアルの事前

対策として位置づける等の対策を取る。

（２）派遣職員への周知徹底

区民避難所に派遣される職員へ、あらかじめ指揮代行者、配置、本部への報告方

法などを具体的に定めた「避難所の開設・運営マニュアル」を配布し、周知徹底を

図っていく。

図表 7-3 避難所運営組織図
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２ 避難所開設・運営マニュアル

（１）区職員向け避難所開設・運営マニュアルの整備

① 区民避難所の管理運営が混乱なく円滑に行われるよう、都が作成した「避難所管

理運営の指針（区市町村向け）」および「避難所の防火安全対策」に基づき、主に

区職員が活用する「避難所開設・運営マニュアル」を作成した。

② 熊本地震等の教訓を踏まえて、町会・自治会内でのテント生活者、車中避難者へ

の支援等を反映させる等、避難所開設・運営マニュアルの見直しを図る。

③ 区民避難所の運営は、女性や高齢者・障害者等へ配慮する必要があるため、区民

避難所運営会議には女性や青年、子育て中の世代、福祉関係者など幅広い人材確

保に努める。

（２）施設単位の避難所開設・運営マニュアルの整備

① 施設単位での避難所開設・運営マニュアルをすべての区民避難所にて完備するこ

とを目指す。

② すでに作成済みの施設においても、熊本地震や近年の豪雨災害における避難所運

営の教訓を踏まえ、避難所運営における男女共同参画や要支援者の支援に係る視

点を追加し、更なるレベルアップを推進する。

③ 避難所開設・運営マニュアルに沿った避難所運営が可能なよう、避難所運営会議

単位での避難所運営訓練を実施するよう努める。

３ 区民避難所の設備、運営

① 区民避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電源、デジタル移

動通信機・非常用電話等の通信機器等のほか、要配慮者に必要な設備の拡充に努める。

さらに、テレビ、ラジオ、インターネット、公衆電話等被災者による情報の入手に資

する機器の整備を図る。

② 区民避難所の運営において、管理責任者に女性を配置するなど女性の参画を推進す

るとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。特に、女性専用の

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、区民避

難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した区民避難所の

運営に努める。

③ 地域内の区立小中学校等を区民避難所として新たに指定したときは、食糧の備蓄や

必要な資器材、台帳等を整備するなど、避難所機能の強化を図る。

④ 都に人的あるいは物資の支援を要請する際に、より具体的な内容を伝達できるよう、

体制整備を図る。

⑤ 区民避難所においてボランティアを円滑に受け入れられるよう、体制整備を図る。

４ 区民避難所の衛生・防火管理

① 避難所運営会議の中に衛生管理担当を設置するなど、区民避難所の衛生管理対策を

促進する。

② 避難所運営会議の中で、防火担当責任者を指定するなど、区民避難所の防火安全対

策を促進する。

５ 区民避難所における動物飼育対策

（１）基本的な考え方

① 救護対象とする愛玩動物(ペット）は、原則として、犬、猫等小動物とする。
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② 災害時における動物飼育は避難所連絡会議等において、避難所単位で受入れ方針

を検討することとする。区は、愛玩動物（ペット）の避難場所が不足する場合に、

近隣避難所との調整役を担う。

③ 災害時には、飼い主とともに同行避難してくる愛玩動物（ペット）に対して、区

民避難所における避難者の間でのトラブルの防止を図るため、避難所連絡会議な

どで区民避難所への同行の可否や、同行の可能な所定の区民避難所について愛玩

動物（ペット）の避難エリアを定めるといった区民避難所における適正な飼育方

法について対応策を検討していく。

＜避難所における動物救護の考え方＞

・避難所では、人間の居住場所と愛玩動物（ペット）の飼育場所を完全に分離し、

愛玩動物（ペット）はケージ内・繋ぎ止めにより飼育する。

・避難所での飼育動物の管理は、飼い主による自主管理を原則とする。

・避難所に持ち込まれた飼い主不明動物は、保護先が決まるまで、飼育動物と同

じ場所で一時的に飼育する。

④ 避難所連絡会議は、区民避難所へ愛玩動物（ペット）と同行避難を希望する避難

者の把握に努める。

⑤ 被災地区の動物の保護と救護については、迅速な対応が求められるため、平素か

ら関係団体等と連携・協力体制を築き対策を検討する。平成 27 年度に獣医師会と

の間で「災害時における愛護活動の救護活動等に関する協定」を締結、区は災害

が発生し、動物救護が必要な場合、獣医師を区民避難所へ派遣し、動物の救護活

動が円滑に行える体制を整えていく。

⑥ 愛玩動物(ペット）の保護に関しては、広域的な対応が必要であるので、東京都

に対して関係団体等との協力体制の確立を要請していく。

（２）獣医師会および都・区・区民（飼い主）の役割

ア 獣医師会の役割 

・被災動物の救護および応急措置 

・飼い主の判明しない被災動物死亡時の引取、埋葬等 

・その他必要な災害応急業務 

イ 都（福祉保健局）の役割 

・被災動物の保護 

・関係団体等との連絡調整 

・関係団体等との協働による「動物救援本部」の設置 

・区民避難所等における愛玩動物（ペット）の適正飼育の指導等 

ウ 区の役割 

・同行避難動物の飼育場所等の確保 

・区民避難所等における愛玩動物（ペット）の飼育状況の把握および都・関係

団体への情報提供 

・区民避難所等における愛玩動物（ペット）の適正飼育の指導等 

エ 区民（飼い主）の役割 

・動物救護部（仮称）の立ち上げと運営 

・区民避難所で人間と愛玩動物（ペット）が共存できるための飼育ルールに従  

 うことの同意 

・動物救護部が行うべき作業への参加の同意 

・飼育場所の設営・維持 

・同行避難動物の管理・飼育 
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・区との連絡 

（３）区民への周知・啓発

① 区は、災害時におけるペットの救護対策ガイドライン（環境省，H25.6）に基づ

き、災害発生時に、飼い主による同行避難や適正な飼育管理が行われるよう、平

常時から飼い主に対する啓発等の対策を講じる

② 地区の防災訓練に都獣医師会品川支部も参加し、愛玩動物（ペット）の保護訓練

やしつけ教室のなかで区民に対して積極的に啓発を図っていく。

③ 愛玩動物（ペット）を飼育する区民は、同行避難や区民避難所での飼育のための

個人備蓄を自ら実施するよう周知する。（区による愛玩動物（ペット）用の備蓄は

想定しない）。

④ 避難所運営会議が事前の届出があった愛玩動物（ペット）との同行避難が可能な

区民避難所の周知、及び区民避難所内での飼育についての同行避難ルールを検討

するとともに、ルール・知識の普及・啓発に努める。

６ 避難訓練

① 避難訓練により、避難経路、避難場所を周知する。

② 避難訓練を通じ、児童・生徒自身の力で安全を確保する技術を習得させる。

③ 区内一斉防災訓練において、本部訓練と合わせて避難所運営訓練を行い、通信等連

携訓練を実施する。

④ 児童・生徒の引き渡し訓練を実施し、引き渡しルールについて教職員、保護者で共

通理解を図る。
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対策３ 要配慮者の安全確保                

【各機関の役割】 

【具体的な取組】 

第１ 要配慮者の安全確保

○品川区要配慮者支援全体計画に位置づけた要配慮者対策に係る前提、考え方等に基づき、

登録対象者に対して、避難行動要支援者名簿への登録の推進を図っていく。 

１ 用語の整理

これまで、区では災害発生時に自力での避難が困難な者を「災害時要援護者」と呼称

し支援体制作りに取り組んでいたが、平成 25 年 6 月に災害対策基本法が改正されたこと

を受け、新たに用語を整理した。

（１）要配慮者

要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児その他の配慮を要する者である。

（２）避難行動要支援者

避難行動要支援者とは、要配慮者のうち災害が発生し、又は災害が発生するおそ

れがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の

確保を図るため特に支援を要する者である。

（３）避難支援等関係者

避難行動要支援者の避難支援等に関係する者（防災区民組織、警察署、消防署、

区）とする。

機関名 役   割 

区

・要配慮者、避難行動要支援者、避難支援等関係者の定義

・支援体制づくり（品川区要配慮者支援体制の拡充）

・二次避難所・福祉避難所の設置

防災区民組織・警

察署・消防署・そ

の他支援機関

・地域における安全体制の確保

・社会福祉施設等の安全対策の推進
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図表 7-4 各用語の定義と関係 

図表 7-5 要配慮者（避難行動要支援者を含む）該当範囲 

要配慮者 
高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 

避難行動要支援者 
要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら 

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者 

避難支援等関係者（防災区民組織、警察署、消防署、区）
避難行動要支援者の避難支援等に関係する者 

支援 
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２ 対象者の把握

災害対策基本法では、区が避難行動要支援者の把握に努めるよう定められており、災

害時の円滑な状況把握等において、避難行動要支援者名簿は重要な役割を担う。避難行

動要支援者名簿による対象者の把握は、避難行動要支援者の第一歩となる点を踏まえて、

対策を進める。

（１）避難行動要支援者名簿の作成

① 発災時に避難支援等関係者が避難行動要支援者の安否確認・救出救助・避難誘導

を迅速かつ適切に行えるよう、避難行動要支援者名簿を以下のとおり作成する。

② 品川区避難行動要支援者名簿は品川区避難支援個別計画作成名簿を包括してい

る。

＜避難行動要支援者名簿について＞

・名簿Ａ：品川区避難行動要支援者名簿（発災時外部提供用）：避難行動要支援

者に該当する者すべてが登録された名簿。災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合は個人情報の外部提供についての同意の有無にかかわら

ず避難支援等関係者その他の者に外部提供することができる。

・名簿Ｂ：品川区避難支援個別計画作成名簿（平常時外部提供用）：地域におけ

る支援体制構築のため、避難行動要支援者に該当する者で以下の(1)～(3)のう

ち個人情報の外部提供への同意者のみが登録された名簿。平常時より避難支

援等関係者に配付し、「品川区避難支援個別計画書」の作成や訓練実施など地

域における支援体制構築のために活用する。

（1）要介護度１～５の認定を受けた高齢者で施設入所者以外の者

（2）身体障害者手帳所持者のうち肢体不自由者、聴覚障害者、視覚障害者総合

等級１～３級に該当する者

（3）本名簿への登録を特に希望する者で避難誘導に支援が必要と区が判断する

者

（２）避難行動要支援者名簿の情報入手、登録・更新方法

ア 名簿Ａ：品川区避難行動要支援者（発災時外部提供用） 

① 関係各課が把握している避難行動要支援者の情報を入手し、登録する。

② 避難誘導に支援が必要と自ら希望した者の申請に基づき情報を入手し、登録

する。

③ 住民基本台帳情報の更新、関係各課が所持する情報の更新を行う。

イ 名簿Ｂ：品川区避難支援個別計画作成名簿（平常時外部提供用） 

① 個人情報外部提供同意書に同意した避難行動要支援者の情報を入手し、登録

する。

② 避難誘導に支援が必要と自ら希望した者の情報を入手し、登録する。

③ 情報変更確認調査による情報更新を行う。

（３）避難行動要支援者名簿の外部提供および個人情報保護に関する措置

避難行動要支援者名簿を外部提供する場合、品川区情報公開・個人情報保護条例

第 26 条の定めるところに従い、外部提供をした避難支援等関係者に対し、品川区避

難支援個別計画作成名簿の取扱いに関する教示書の提供や受領書兼誓約書の提出等

の個人情報保護対策を講じる。
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３ 支援体制づくり（品川区要配慮者支援体制）

① 発災時における要配慮者の被害を最小限にとどめるためには、要配慮者の支援に関

わるすべての人が協力し、対応することが重要である。そのために、自助・共助・公

助の理念に基づきそれぞれが役割を担って行動し、要配慮者を支援する体制（品川区

要配慮者支援体制）を構築する。

② 区は平常時において要配慮者を含め各関係者と協力・連携しながら支援体制を構築

し、発災時において迅速かつ円滑な支援を実施することを責務とする。

③ 要配慮者および各関係者は、それぞれの役割を理解し支援体制構築および発災時の

支援実施に可能な限り協力することに努める。

④ 「品川区要配慮者支援全体計画」を平成 27年度に策定し、要配慮者支援における具

体的な内容を取りまとめ、支援体制の構築を推進する。

４ 安否確認・避難誘導体制づくりのための訓練と研修の実施

（１）しながわ防災学校による研修の実施

要配慮者の支援体制作りを推進するために地域の防災リーダーを育成する研修を、

しながわ防災学校の地域防災ベーシックコースや地域防災ステップアップコース等

にて実施する。また、しながわ防災体験館の要配慮者避難誘導体験等を活用する。

（２）避難誘導ワークショップの実施支援

① 傾斜が多い地域、海抜の低い地域、マンションが多い地域、木密地域など各地域

性に応じた避難誘導が行えるよう防災区民組織など地域住民の協力により避難誘

導ワークショップを区内全域で引き続き実施していく。

② 避難誘導ワークショップでは、発災時を想定し避難行動要支援者の避難誘導ルー

トを設定し模擬的に避難誘導を行うことで、危険箇所や防災設備などを把握しつ

つ避難誘導時に配慮が必要となる事項を検証し、支援体制の拡充に役立てる。

③ 全町会・自治会で最低１回はワークショップを実施するよう、引き続き防災区民

組織に働きかけを行う。

④ 町会・自治会が避難誘導ワークショップを実施する際の参考となるマニュアル

（入門編・実践編）や、しながわ防災学校を活用し、町会・自治会自らが避難誘

導ワークショップを行える体制整備を支援する。

⑤ 避難誘導ワークショップ入門編ではあらかじめ設定した避難経路にそって避難

行動要支援者の避難誘導を実際に行う。避難誘導ワークショップ実践編では入門

編の内容に加え、災害状況カードを通じて実際の災害時と同様の状況を体験する

ことができる。

（３）各種防災訓練の実施

総合防災訓練や区民避難所または防災区民組織等の単位で行われる訓練などで避

難誘導ワークショップの実施や区民避難所における要配慮者への配慮に関する学習

などを行うことを通じ支援内容に具体性を持たせていく。

（４）品川区避難支援個別計画書の作成

① 避難行動要支援者の支援体制を実効性のあるものにするために、防災区民組織は

個々の避難行動要支援者ごとに支援者や支援方法等を定めた計画書（品川区避難

支援個別計画書）を作成していく。

② 平成 28 年度より５ヵ年計画で支援体制構築補助事業として、区内５地区からそ

れぞれ防災区民組織を選定し、民間の防災コンサルタントを派遣することにより

個別計画書作成を含む避難行動要支援者の支援体制づくりを推進している。
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③ 個別計画書作成に関する手引き・事例集を作成、更新し防災区民組織へ配布する

ことにより、他の地区における推進を図る。

（５）避難支援等関係者の安全確保

① 避難支援等関係者は相互に連携し、平常時の支援体制づくりや発災時の要支援者

の安否確認・救出救助・避難誘導の実施を行うが、その支援に際しては自身の身

の安全に十分配慮する必要がある。

② 避難支援等関係者は自身もしくは自身の家族等の生命及び身体の安全を守るこ

とを前提として可能な範囲での支援を行うものであり、支援の義務が課されるも

のではない。

５ 区民避難所の設置と受け入れ体制の強化

（１）要配慮者に対応した各区民避難所の運営体制づくり

① 各避難所連絡会議等で区民避難所となる学校の一部を要配慮者用に指定するな

ど要配慮者が避難所生活者となることを想定し、発災時に対応できるような体制

づくりを進める。

② 要配慮者が、避難所において避難生活を送るうえで必要な食糧品、生活必需品や

簡易トイレ・マット・毛布・大人用おむつ等の備蓄をするとともに、物資の調達

体制を確立する。

（２）二次避難所の設置

区民避難所で生活することとなった要配慮者が、他の避難者と避難生活を送るこ

とが困難となった場合や、区民避難所での生活が極めて困難なことが予見される場

合、二次避難所で保護することとなるため、二次避難所として指定しているシルバ

ーセンター、都立品川特別支援学校等の施設管理者と区が協力し、発災に備えた準

備を行う。また、現在、指定されている二次避難所以外にも新たに保育園等を指定

していく。

＜二次避難所指定施設の受け入れ条件＞

・基本的に、自宅が損壊し家屋からの避難を余儀なくされた避難行動要支援者で

あって、単身または家族等の介助・介護があれば避難生活を送ることができる

者であること。

・停電時等にあっても生命に危険の及ばない者であること。

資料○ 二次避難所一覧

（３）福祉避難所の設置

二次避難所で生活することとなった要配慮者が、他の避難者と避難生活を送るこ

とが困難となった場合や、区民避難所での生活が極めて困難なことが予見される場

合、福祉避難所で保護することとなるため、災害協定を締結した区内社会福祉法人

等と区が協力し、発災に備えた準備を行う。

【福祉避難所指定施設の受け入れ条件】

・身体等の状況が特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設等へ入所するに至

らない程度の者で、家族等の介助・介護があっても区民避難所および二次避難

所での生活が 困難な者であること。

・基本的に自宅が損壊し家屋からの避難を余儀なくされた避難行動要支援者であ

ること。

・停電時等にあっても生命に危険の及ばない者であること。

資料○ 福祉避難所一覧



第２編 震災編 

第７部 避難者対策 

 予防  応・復 

対策３ 要配慮者の安全確保

震‐7‐27 

６ 在宅避難をしている要配慮者への支援

在宅避難をしている要配慮者への支援方法を検討していく。

７ 福祉ボランティア、他都市応援職員の活用

福祉ボランティア、他都市応援職員の活用に関する事前対応を検討していく。

８ 防災区民組織・警察署・消防署・その他支援機関

要配慮者に対し、防災区民組織、警察署、消防署等の避難支援等関係者が行う安全確

保対策を定め、これを推進する。

（１）地域における安全体制の確保

寝たきりの高齢者、身体障害者などの避難行動要支援者の安全確保は、近隣住民

である防災区民組織や地域住民、警察署・消防署・社会福祉施設等による協力、連

携の体制を平常時から確立していく。

（２）その他支援機関の安全対策の推進

① 社会福祉施設等において支援体制づくりへの協力、施設と周辺地域の事業所、町

会等との間および施設相互間の災害応援協定等の締結を促進する。

② 各施設の自衛消防訓練の充実指導に努める。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ

対策１ 避難誘導

対策２ 区民避難所の開設・運営等

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

避難誘導 都 福

祉 保

健局 

■区による要配慮者の移送支援

警 察

機関 

消 防

機関 

■避難の指示（地域において危険が切迫し、区長が避難の指示をすること

ができないと認めるとき、または区長から要請があったとき）

■避難への協力

区 ■避難勧告等の発令

■警戒区域の設定（区域への立入りを制限もしくは禁止し、または、

退去の指示

区 ・

区民 

■防災区民組織単位（町会・自治会）であらかじめ指定してある区民

避難所または広域避難場所への誘導

■避難行動要支援者の避難援助

避難所の開

設・運営等 

都 

（ 災

害 対

策 本

部） 

■都県境を越える避難につい

ての調整

都 福

祉 保

健局 

■避難者の移送先の決定

■移送先の区市町村との調

整

■避難者の移送方法を決定、

移送手段の確保

区 ■区民避難所の開設および管理・運営

■区民避難所閉鎖

に係る関係者と

の調整
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対策１ 避難誘導                   

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都福祉保健

局

・区による要配慮者の移送支援

警察機関

消防機関

・避難の指示（地域において危険が切迫し、区長が避難の指示をすること

ができないと認めるとき、または区長から要請があったとき）

・避難への協力

区

・避難勧告等の発令

・警戒区域の設定（区域への立入りを制限もしくは禁止し、または、退去

の指示）

区・区民

・防災区民組織単位（町会・自治会）であらかじめ指定してある区民避難

所または広域避難場所への誘導

・避難行動要支援者の避難援助

【具体的な取組】 

第１ 避難誘導に向けた準備

○避難勧告等の発令対象・基準等に基づき、区民等に伝達する情報の伝達方法や取るべき行

動など、区災害対策本部としての避難の考え方等を定める。 

１ 避難勧告等の発令

避難勧告等の発令に係る権限等は以下のとおりである。

（１）区

① 区の地域において危険が切迫した場合には、区長は地元警察署長および消防署長

と協議のうえ、避難を要する地域ならびに避難先を定めて避難勧告等を発令する。

② 区長は、災害が発生または、発生しようとしている場合において、住民の生命、

身体を保護するために必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、当該区域

への立入りを制限もしくは禁止し、または、退去を命ずることができる。

（２）警察機関

① 地域において危険が切迫し、区長が避難の指示をすることができないと認めると

き、または区長から要請のあったときは、警察署長が住民等に避難の指示を行う

ことができる。

② 避難の指示等行った場合、警察署長は直ちに区長に対し、避難の指示を行った日

時、対象地域等を通知するものとする。

（３）消防機関

消防署長は、火災の延焼拡大またはガスの拡散が急速で、人命に危険が著しく切

迫していると認められるときは、住民等に避難勧告等を行う。この場合、消防署長

は直ちに区長に通報する。
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（４）都

災害の発生により区がその全部または大部分の事務を行うことができなくなった

とき、都知事は、避難のための立退きの勧告および指示に関する措置の全部または

一部を区長に代わって実施するものとする。

２ 避難勧告等の伝達

（１）避難情報の伝達対象

① 避難勧告等の伝達は、「震災編第５部情報通信」に準じて区民等に伝達するもの

とする。

② 高齢者や障害者など要配慮者の個々の状態（視力低下、聴覚障害など）にあった

情報伝達方法を検討し、避難の円滑化を図るための体制作りを行う。

（２）避難情報の伝達手段

① 発災時の被害状況によっては、通信手段が利用困難となる可能性があるため、以

下のとおり複数の手段を用いて避難情報等の発信が行える体制を整える。

② 複数の手段を準備することにより、視覚・聴覚などに障害があり情報の取得の方

法が制限されている方や外国人旅行者等の来訪者の要配慮者へも情報が伝わりや

すくする。

区における情報発信手段

①音声による情報発信 （視覚障害者等への情報発信手段 ）

○防災行政無線固定系

○防災行政無線固定系の商店街接続

○全国瞬時警報システム（J-ALERT）
○緊急地震速報

○FM ラジオ

○防災ラジオ

○防災タブレット

○広報車

②文字による情報発信（聴覚障害者等への情報発信手段）

○臨時広報紙

○区ホームページ

○Twitter 
○ケーブルテレビ品川（L 字・文字スーパー）

○しなメール

○防災タブレット

○緊急速報エリアメール

③その他手段による伝達

○ケーブルテレビ品川（テレビ放送）

○報道機関への発表

３ 避難勧告等の報告

区長は、避難勧告等の発令を行った場合は、直ちに都本部に報告するものとする。
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第２ 避難行動および避難誘導

○避難勧告等が発令された場合は、地元警察署および消防署の協力を得て、防災区民組織

を中心にあらかじめ指定してある区民避難所または広域避難場所に誘導する。 

○避難勧告等が発令されたときの避難誘導は次のとおり行うこととする。

１ 避難行動

（１）区民避難所等への避難

① 避難を行う場合は、混乱の防止、避難秩序の維持、危険防止のため防災区民組織

（町会・自治会）単位で集団避難を行うことが有効である。

② 避難行動要支援者の避難援助は、防災区民組織の協力を得て行う。

③ 町会、自治会単位であらかじめ指定した一時的な集合場所である一時集合場所に

集合し、ここで災害の拡大状況等の様子を見ながら、危険が迫った場合は、防災

区民組織のリーダー、警察官、区職員等の誘導により広域避難場所もしくは区民

避難所へ避難を行う。

資料○ 町会・自治会別 一時（いっとき）集合場所・区民避難所等一覧

資料○ 区民避難所設置計画

資料○ 区立小中学校以外の区民避難所（二次避難所除く）

資料○ 二次避難所一覧

（２）広域避難場所への避難

① 広域避難場所は、地震火災が鎮火するまでの一時的に待つ場所として指定されて

いる。あらかじめ定められた地区割当により指定された広域避難場所へ直接避難

を行う。

② 火災の拡大延焼等により区民避難所に危険が迫った場合は、防災区民組織のリー

ダー、警察官、区職員等の誘導により広域避難場所へ避難を行う。

資料○ 広域避難場所一覧

２ 避難誘導

（１）関係機関と連携した避難誘導

① 避難勧告等が発令された場合は、地元警察署および消防署の協力を得て、防災区

民組織単位（町会・自治会）で防災区民組織のリーダーを中心に集団であらかじ

め指定してある広域避難場所または区民避難所に誘導する。

② なお、避難勧告等を行ういとまがない場合において、危険が切迫した場合も、避

難勧告等が発令された場合と同様とする。

（２）避難行動要支援者への避難誘導

避難行動要支援者については、障害の特性や住環境などを踏まえ、避難方法に配

慮して、区民、防災区民組織等の協力を得ながら安否確認し、適切に避難誘導を行

う。

（３）区有施設における避難誘導
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ア 学校 

（ア）避難時の処置 

① 学校長等は、避難時において、常に、園児・児童・生徒の正確な人員と

異常の有無を把握する。

② 避難誘導の任にあたる教職員は、出席簿を携行し、常に正確な人員と異

常の有無を速やかに学校長等へ報告しなければならない。

③ 学校長等および所属職員は、避難時において二次災害が発生しないよう

迅速に適切な処置をとる。

④ 地域住民が学校へ集合した場合および保護者が園児・児童・生徒を引取

りにきた場合等においては、学校長等は防災行政無線で正確な情報を収集

し、混乱が生じないよう迅速に適切な指示・連絡を行う。

（イ）避難後の処置 

① 学校長等は、園児・児童・生徒の安全・管理の状況を速やかに教育委員

会へ報告する。

② 学校長等は、所属職員を掌握し、適時、諸機関との連絡を緊密にし、正

確な情報の入手に努める。

③ 学校長等は、状況の変化に対応して、広域避難場所への移動等について

的確に指示する。

※幼稚園は「教育委員会」を「子ども未来部保育課」と読み替えるもの

とする。

イ シルバーセンター 

（ア）避難時の措置 

① シルバーセンター職員は正確な情報の把握に努めるとともに、福祉課か

らの指示に基づき、施設利用者の避難誘導にあたる。

② シルバーセンター職員は、避難誘導時に利用券を携行し、施設利用者の

点呼を行うことで、正確な人員と異常の有無を確認する。

③ 不安や動揺で混乱の恐れがあるので、区役所、警察署、消防署等の関係

機関と緊密な連絡を保ち、さらに、ラジオ等により、正確な情報を収集し、

的確迅速に行動し、デマにまどわされないようにする。

（イ）避難後の措置 

高齢者地域支援課の係長は、各シルバーセンターに移動し、施設利用者の

安全・管理状況を把握し、速やかに福祉課に報告する。

ウ 保育園 

（ア）避難時の処置 

① 避難に当たっては、園児の正確な把握を図る。

② 避難誘導の任にあたる職員は、園児名簿を携行し、常に正確な人員と異

常の有無を速やかに園長へ報告する。

③ 不安や動揺で混乱の恐れがあるので、区役所、警察署、消防署等の関係

機関と緊密な連絡を保ち、さらに、ラジオ等により、正確な情報を収集し、

的確迅速に行動し、デマにまどわされないようにする。

（イ）避難後の処置 

① 区民避難所へ到着したら直ちに人員、移動の有無、園児の安全・管理の

状況を速やかに子ども支援課へ報告する。
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② 保護者が園児を引取りにきたら、氏名等を確認後、名簿にチェックをし

て引き渡す。

エ 児童センター 

（ア）避難時の措置 

① 職員は、情報を確認し、避難が必要な場合には、館内利用者に対し口頭

または館内放送により伝達し避難させる。

② 館内利用者が退館するとき、混乱が予想されるので避難誘導にあたる。

その際避難誘導の任にあたる職員は、入館表等を携行し、正確な人員と異

常の有無を確認する。

③ 不安や動揺で混乱の恐れがあるので、区役所、警察署、消防署等の関係

機関と緊密な連絡を保ち、さらに、ラジオ等により、正確な情報を収集し、

的確迅速に行動し、デマにまどわされないようにする。

（イ）避難後の措置 

① 職員は、区民避難所に到着したら、直ちに利用者の安全管理の状況を把

握して、子ども支援課に報告する。

② 保護者が児童を引取りにきたら、氏名等を確認し、引渡しカードに記録

のうえ引き渡す。

３ 警察における対策

① 一時集合場所に集合した地域住民、事業所従業員等で、町会等の役員および事業所

の責任者等のリーダーを中心にした集団単位で、指定された避難場所に避難させる。

この場合、避難行動要支援者は優先して避難させる。

② 避難誘導に当たっては、避難道路等の要点に警戒員を配置し、現場での個別広報の

ほか、ヘリコプターによる上空からの広報活動を行う。

③ 火災等の規模や態様等により、できる限り必要な部隊を配置し、地域住民・事業所

等のリーダーとの連絡を通じて、必要な避難措置を講じる。

④ 避難場所では、所要の警戒員を配置し、関係防災機関と緊密に連絡をとり、被害情

報の収集ならびに広報活動、行方不明者等の把握および危険と認めた場合の再避難の

措置等を講じ、避難場所の秩序維持に努める。

４ 消防機関における対策

（１）避難に係る情報の収集・分析・通報

災害発生時においては、署隊本部（消防署）がそれぞれ指揮本部を設置し、消防

部隊の活動および避難者の安全確保等に必要な各種災害情報の収集、分析を行い、

区長、警察等関係機関に通報する。

（２）避難への協力

区地域防災計画の消防計画に定める業務に支障とならない範囲で協力するものと

し、災害予想または発生した被害が著しく大きいときは特に避難業務の推進に資す

る重点的な消防運営に努めるものとする。

（３）緊急災害時の避難協力

ア 危険時期の通報 

災害状況が悪化し危険が緊迫したときは区災害対策本部および警察に通報す

る。 
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イ 避難誘導 

危険区域内からの脱出避難路を確保するため消防業務を集中優先する。 



第２編 震災編 

第７部 避難者対策 

 予防  応・復 

対策２ 区民避難所の開設・運営等 

震‐7‐35 

対策２ 区民避難所の開設・運営等             

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都

（災害対策

本部）

・都県境を越える避難についての調整

都福祉保健

局

・避難者の移送先の決定

・移送先の区市町村との調整

・避難者の移送方法を決定、移送手段の確保

区
・区民避難所の開設および管理・運営

・区民避難所閉鎖に係る関係者との調整

【具体的な取組】 

第１ 区民避難所の開設・運営

○避難所の開設や避難所運営機能を確保する上で必要な対応を行う。 

○避難所内での健康維持に向けた広報・指導等を実施する。 

１ 区民避難所の開設および管理・運営

災害直後から避難者が区民避難所へ避難することが考えられるため、区民避難所を早

期に開設するとともに、混乱を防止し、教室、体育館等の割当てをはじめとして、区民

避難所の管理・運営を円滑に行う必要がある。そのために避難所連絡会議を設置してい

る。

（１）区民避難所の開設

ア 開設対応 

① 区本部長は、区民避難所を開設する必要があると認めたときは、避難所対策

部長に開設指令をする。避難所対策部長は、本部長から指令を受けたときは、

区民支援部長と連携し、直ちに職員を区民避難所に派遣する。

② 区民避難所を開設するときは、早急に応急危険度判定を実施し、開設するも

のとする。

③ 区民避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況

により期間を延長する必要がある場合には、都知事の事前承認（内閣総理大臣

の事前承認を含む）を受ける。

イ 開設報告 

① 開設の日時、場所、避難者の数および開設予定期間等を速やかに都福祉保健

局（少子社会対策部計画課）および地元警察署、消防署等関係機関に連絡する。

② 都福祉保健局への連絡は、原則として東京都災害情報システム（DIS）への

入力により行う。

ウ 区民避難所の拡充・確保 

① 指定校の収容力に不足が生じた場合は、他の区立施設（児童センター、幼稚

園、福祉施設、文化・体育施設等）を臨機に活用し、補完避難所を開設する。
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② 都立学校・私立学校・社会福祉施設等との災害時の防災協定の締結を拡大し、

より一層の区民避難所の拡充・確保をしていく。

③ 地域で実施する安否確認や防犯活動等実施時において、区民避難所以外で生

活する避難者（テント泊・車中泊等）を確認した場合、避難所運営会議等へ報

告する。

④ 区民避難所が不足する場合には、一時的に避難者を受入れるため、野外に受

入れ施設を開設する。運用については、区民避難所と同様とし、支援が必要な

場合、都福祉保健局へ要請をする。

（２）区民避難所運営時の配慮事項

① 区民避難所の運営は、女性や高齢者・障害者等へ配慮する必要があるため、区民

避難所運営組織には女性や青年、子育て中の世代、福祉関係者など幅広い人材確

保に努める。

② 既往災害では車中避難をした方にエコノミークラス症候群による死者が発生し

た事例もあるため、やむなく避難生活を行う上での健康管理（リスク管理）に関

する知識を啓発する（定期的な運動等）。

（３）区民避難所派遣職員の任務

区民避難所における職員の任務はおおむね次のとおりである。

ア 区災害対策本部への報告事項 

・区民避難所およびその周辺の状況

・区民避難所の開設（閉鎖）

・避難者数・負傷者数

・応援の要請

・食糧、物資等要請品目

・参集職員名

・ライフラインの被害状況

・その他必要な事項

イ 区災害対策本部から区民避難所への伝達事項 

・安否情報

・食糧、物資等に関する情報

・広域避難場所への避難の必要性等の情報

・その他必要な事項

ウ ボランティアの調整事項 

・ボランティアの受付

・ボランティアの派遣要請

・ボランティアへの活動指示

エ 避難所運営会議の運営支援 

避難所運営会議の構成員として参加する。（区民避難所が開設された場合、避

難所連絡会議が運営会議に移行する） 

（４）健康への配慮

区民避難所以外で生活する避難者は、自動車等の狭い空間での運動不足や、トイ

レに行く回数を減らすために水分摂取を控える等の理由から、体調の変調をきたし

やすく、エコノミー症候群を引き起こしやすくなる。そのため、適度な運動や健康

管理など、その予防方法等を避難者に呼びかける。対策例を以下に示す。
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＜健康管理に関する対策例＞

・対策の必要性を避難者等へ広く周知するにあたり必要な広報を実施する。

・区民避難所に備蓄するエコノミー症候群への注意や予防法を記載したリーフレ

ットを避難者に対して配布する。

・区民避難所にて毎朝１回など、定期的な運動（ラジオ体操）などの実施を呼び

かけこれを行う。巡回時等に予防効果のある弾性ストッキングを、必要性の高

い避難者に配布する。

（５）要配慮者等への配慮

① 家屋倒壊、滅失により長期避難所生活を強いられる要配慮者等に対し、仮設住宅

の建設入居に至るまでの間、栄養相談や健康相談を保健師等による巡回方式にて

実施する。

② 災害時特有の PTSDに対し、きめ細かいメンタルケアを行う。在宅避難をして
いる要配慮者等への巡回訪問相談も併せて実施する。

③ 日本語が堪能ではない外国人へ配慮するとともに、必要に応じて区災害時ボラン

ティアセンターを通して、東京都防災（語学）ボランティアの派遣を受ける。

④ 避難者の中に、配偶者から暴力等を受け、加害者から危害を受けるおそれのある

者が含まれる場合は、特に外部からの問い合わせ時等において個人情報保護の徹

底に努める。

（６）食糧・生活用品等の供給・貸与

避難者に対する炊き出しその他による食品給与、被服、寝具その他生活用品の給

与または貸与の配布基準は、原則として、災害救助法施行細則に定めるところによ

り、区が開設する区民避難所等において行う。ただし、この基準により難い事情が

ある場合（期間の延長、特別基準の設定）は、避難所開設期間延長の承認申請と同

様に、別途、知事の事前承認（内閣総理大臣の承認を含む）を得て、定める。

（７）飲料水の安全確保

区は、区民避難所での飲料水の安全を確保するため、必要に応じて飲用に供する

水の消毒を行う。区は、環境衛生指導班を編成し、それ以後の消毒について、消毒

の確認を行うとともに、住民が自主的に消毒を行えるように消毒薬を配布し、消毒

方法および消毒の確認方法を住民に指導する。

（８）食品の安全確保

① 区は、食品衛生指導班を編成し、食品の安全を確保する。

② 都および区は連携し、避難者および炊き出しなどの調理に従事する者に対する食

品の衛生的な取り扱いの指導等を行う。

（９）トイレ機能の確保

① 被災後、断水した場合には、学校のプール、防災用井戸等で確保した水を使用す

る。

② 発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予想さ

れることから、区は、可能な限りし尿収集車による収集を要しない災害用トイレ

を活用し、対応する。

③ 発災後４日目からは、区は、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを含め

て確保し、対応する。

④ 災害用トイレを設置する際には、高齢者、障害者、女性、子ども等の安全性の確

保等に配慮し、多目的トイレ（だれでもトイレ）確保や設置場所の選定等を行う。
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⑤ 備蓄分が不足した場合には、区は都に対して要請し、都は広域応援等により必要

数を確保する。

（１０）公衆浴場等の確保

① 区は、公衆浴場の営業状況、仮設浴場、シャワー施設の設置状況を把握する。

② 避難住民に対してその情報を提供するとともに浴場等の確保に努める。

（１１）区民避難所への警察官の派遣

各警察署は、区民避難所に所要の警戒員を派遣・配置し、関係防災機関と緊密に

連絡をとり、被害情報の収集ならびに広報活動、行方不明者等の把握および危険と

認めた場合の再避難の措置等を講じ、区民避難所の秩序維持に努める。

２ 区民避難所の閉鎖                    

（１）避難者への自立支援に係る関係者との調整

① 区は、区民避難所の運営が軌道に乗り、避難者が落ち着いてきたら、関係機関と

連携の上、生活の再建に向けた各種支援制度の説明会を開催する。説明会の開催

は区民避難所以外で生活する避難者にも周知し、受けられる支援概要の理解を求

める。

② 必要に応じて、避難者への個別面談や個別調査を実施し、住宅の被災状況や今後

の再建計画、応急仮設住宅の申込み状況、区民避難所を出る目途等について把握

する。

③ 区は、自立に向けた個別相談に応じ、特に要配慮者については、二次避難所・福

祉避難所、関係各課等との連携を図りながら、きめ細かい対応を図る。

（２）避難所の縮小・閉鎖

ア 区民避難所の場合 

① 区民避難所では、原則として全ての避難者が解消されるまで開設を継続する

が、施設の業務の本格的再開もあり、区民避難所を徐々に縮小していく必要が

ある。

② 区は、施設管理者と区民避難所の閉鎖時期や縮小の方法等について協議する

とともに、避難者と施設利用者が共存生活を営むためのルールや体制を検討す

る。

③ 長期避難の場合、区民避難所については、避難者の状況を見ながら、原則的

に体育館と空き教室を利用する。

イ 区民避難所以外の施設の場合 

① 民間所有の施設や他の自治体の施設など、指定避難所以外の施設がやむなく

区民避難所となった場合は、避難者数がピークの半分以下となった段階を目安

として、施設管理者と区民避難所の迅速な引渡しと補償について協議する。

② 引渡しの期日を周知したうえで、避難者が全員解消されない場合には、残っ

ている避難者に希望を確認し、他の区民避難所を手配して移ってもらう等の措

置をとる。
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第２ 共同生活をする上での配慮

○健康管理、衛生管理、要配慮者支援、男女共同参画の視点、愛玩動物の管理等、避難所

における共同生活を行う上での配慮事項について示す。 

１ 健康管理に係る配慮事項

① 区は、区民避難所における健康相談、その他必要な保健活動を行う。

② 避難の長期化等必要に応じて、避難者や区民避難所に係わる運営スタッフ等の健康

状態および医師や看護師等による巡回の必要性を把握し、必要な措置を講じるよう努

める。

③ インフルエンザ等の感染症予防（手洗い、うがい等）の励行を避難住民に周知する

とともに、患者発生時の感染拡大防止対策を実施する。

２ 衛生管理に係る配慮事項

① プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無および利用頻度、洗濯等の頻度、暑

さ・寒さ対策の必要性、ごみの処理状況など、区民避難所の衛生状態等の把握に努め、

必要な措置を講じるよう努める。

② ごみの適切な排出方法、トイレの使用方法など、避難住民への衛生管理上の留意事

項を周知する。

③ 避難住民の生活環境上必要な物品を確保する。

④ 住民の区民避難所への適正誘導および収容ならびに過密状況を把握する。

⑤ 立入禁止区域、土足禁止区域、喫煙(分煙)区域を設定する。

３ 要配慮者に係る配慮事項

① 要配慮者の心身双方の健康状態には充分に気を配り、障害特性や個々の状態、ニー

ズを把握し、必要に応じ二次避難所・福祉避難所への移送、福祉施設等への入所、介

護職員等の派遣等を行うものとする。

② 二次避難所・福祉避難所の運営は、障害特性等状態に応じた支援が必要であり、区

民避難所から二次避難所・福祉避難所への移送手段についても確保する。

③ 要配慮者の特性に応じて必要となる物品を確保する。

④ 区民避難所における生活が明らかに困難で緊急の搬送措置を要する要配慮者、避難

行動要支援者等は、自宅から直接、二次避難所、福祉避難所等の環境が整った施設へ

収容することも想定し、移送、収容を行う。

４ 男女共同参画の視点に係る配慮事項

① 区民避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等

男女双方の視点等に配慮するものとする。

② 女性専用の物干し場、更衣室、男女別のトイレ、授乳室の設置や生理用品、女性用

下着の女性による配布、パトロールの実施や照明の配置による視認性の向上、プライ

バシーを確保したスペースづくりなど区民避難所における安全性の確保など、女性や

子育て家庭のニーズに配慮した区民避難所の運営に努める。

③ 区民避難所運営においては、女性が発言しやすい環境づくりが必要であるため、担

当ごとに男女の責任者を配置するよう配慮する。

④ 男女共同参画の視点を反映した避難所運営の具体例を以下に示す。

＜母子世帯、子どもに配慮したエリア設定＞

・乳児世帯や母子世帯等に関する専門エリアの設定

・子どもが遊べるスペースの設定

＜安心、健康な生活環境の確保＞
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・母子世帯配慮への呼びかけ（理解を求める、必要に応じて支援して欲しい等）

・更衣室や授乳室などの表示

＜避難者の的確なニーズ把握＞

・区民避難所入所者個別ヒアリングの実施

・女性職員やボランティアによるニーズ調査

・意見箱の設置・回収

５ 防火・防犯に係る留意事項

① 区民避難所の管理責任者は防火担当責任者を指定し、防火安全対策を講じる。

② 多数の人が出入りする区民避難所では、不審者等による犯罪や事件が起こりやすく

なるため、女性や子ども等が被害にあわないよう、区民避難所内における防犯意識の

啓発、見回りを実施する。

③ 性暴力、ＤＶ防止ポスター、チラシ、カード、ＨＰ等の手段を用いた防犯に係る啓

発等に努める。

６ 愛玩動物（ペット）等管理

（１）区民避難所における愛玩動物の適正な飼育

① 避難所連絡会議において愛玩動物（ペット）の飼育に関する事前の取り決めがあ

る場合に、開設した区民避難所において、愛玩動物（ペット）の飼育場所を必要

に応じて確保する。

② 区民避難所内に同行して来た愛玩動物（ペット）の飼育場所を確保することを定

めていない場合は、近接した避難所等に飼育場所を確保する。

（２）愛玩動物（ペット）等の救援

① 被災動物に係る救援計画（仮称）に基づき支援する。

② 獣医師会、動物愛護ボランティア等と協力した動物保護体制に基づき支援を行う。

③ 逸走動物等が発生しないよう、飼い主への適切な指導を行う。

④ 特定動物逸走時の措置（捜索等）を関係機関と協議して進める。

７ ボランティアの受入れ

① ボランティア活動においても、男女を問わず、互いの力を認め、性別を固定せず、

適材適所で活躍できるよう配慮する。

② 「避難所管理運営の指針」に基づいたマニュアルやボランティア活動支援マニュア

ル等の業務手順に従い、ボランティアを受入れる。

③ 区災害ボランティアセンターを通じて、区民避難所で活動するボランティアを派遣

する。

第３ 避難者の他地区への移送

○区民避難所に避難者を受入れることが困難な場合、他地区への移送について、都知事（都

福祉保険局）へ要請する。 

１ 移送要請

区長は、区の区民避難所に避難者を受け入れることが困難なときは、避難者の他地区

（近隣の非被災地区もしくは小被災地または隣接県）への移送について、知事(都福祉保
健局)に要請する。

２ 避難者の移送
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区長は、所属職員の中から移送先における避難所管理者を定め、移送先の区市町村に

派遣するとともに、移送に当たっては引率者を添乗させる。

３ 移送先の避難所運営

移送された避難者の区民避難所の運営は移送元である本区が行う。

図表 7- 6 避難者の域外避難に係る手順

福祉保健局

品川区

①移送要請

非（小）被災区市町村

②避難者の受入れを照会・調整

④避難所の開設を指示要請

警視庁

③移送先等について

警視庁と協議依頼

都本部

府県・九都県市

②避難者の受入協議

（都県境を越える避難の場合）

協議も可能

調整
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第８部 帰宅困難者対策

対策の基本的な考え方 

帰宅困難者が徒歩で帰宅することにより、関係行政機関等による応急活動に支障を来たすこと

に加え、余震の発生等により徒歩帰宅者自身にも危険が及ぶおそれがある。このため、徒歩帰宅

者の発生の抑制および混乱収拾後に帰宅を始める徒歩帰宅者の支援が必要である。 

ここでは、事業者等による従業員等を施設内で待機させるための対策、滞在すべき場所を持た

ない滞留者を受け入れる施設の確保および混乱収拾後の帰宅支援対策について示す。 

【用語の定義】 

①帰宅困難者 

「帰宅困難者」とは、遠方に外出しているなどの理由により一般的に徒歩での帰宅が

困難な方のことをいう。距離別の帰宅困難割合の考え方を下表に示す。

図表 8- 1 距離別帰宅困難割合
自宅までの距離 帰宅困難割合 

～10km 全員帰宅可能(帰宅困難割合＝０％) 

10km～20km 被災者個人の運動能力の差から、帰宅困難者割合は１km
遠くなるごとに 10％増加

20km～ 全員帰宅困難(帰宅困難割合＝100％) 

②徒歩帰宅者 

徒歩での帰宅が可能で、徒歩による帰宅を行う者を「徒歩帰宅者」という。

③一時滞在施設 

一時滞在施設とは、都や区が指定、もしくは協定を締結している帰宅困難者等を一時

的に受入れる施設をいう。

④長周期地震動 

規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方ま

で到達して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅されることをい

う。継続時間も長くなることがある。
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⑤代替輸送の考え方（首都直下地震帰宅困難者対策協議会） 

・自宅までの距離が 20km 程度以下の場合には、原則として徒歩で帰宅可能と考え、特
別搬送者を除き、代替搬送手段の提供を考慮しない。

・一般搬送者は、徒歩等で出発地点となる搬送拠点まで移動し、そこからバスまたは船

舶に乗車（乗船）し、到着地点となる搬送拠点から自宅までは徒歩で帰宅する。

・特別搬送者は、まず所在地点から出発地点となる搬送拠点までタクシーで搬送した上

で、そこからバス等により到着地点となる搬送拠点まで搬送する。鉄道稼動区域の場

合は鉄道で搬送起点まで移動した後にバス搬送される。また、到着地点となる搬送拠

点が鉄道不通区域の場合は、自宅近傍までタクシーで搬送する。なお、ここでのタク

シーの搬送単位は原則同一都県内を基本としており、遠距離の搬送は考慮しないもの

とする。

※特別搬送者・・・自宅までの距離に関わらず、自力での徒歩帰宅が困難であり、何

らかの搬送手段の検討が必要となる帰宅困難者（障害者、高齢者、妊婦または乳児

連れの方、遠距離通学の小学生等）をいう。

⑥災害時帰宅支援ステーション 

学校等の公共施設や、沿道に多数の店舗があるコンビニエンスストア、ファミリーレ

ストラン、ガソリンスタンド等の民間施設のうち、都との協定に基づき災害時の帰宅支

援を行う指定された施設をいう。店舗には、協定先の地方公共団体から提供をうけるス

テッカー等を利用者に見えやすい入口等に掲出している。

災害時帰宅支援ステーションが徒歩帰宅者に対して行う主な支援内容は、水道水およ

びトイレの提供、地図等による道路情報およびラジオ等で知り得た通行可能な道路等の

情報提供等である。

※店舗の被害状況により、実施できない場合もある。
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【 現在の取り組み状況 】 

①帰宅困難者の発生の抑制 

○事業者等により、従業員等の安否確認方法・帰宅方針を策定している。 

○事業者等により、従業員等用の３日分の水・食糧等を備蓄している。 

②区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

○事業者等に対して、従業員等用の水・食糧等の備蓄および一斉帰宅抑制を啓発して

いる。 

○事業者等により、滞在すべき場所を持たない滞留者のための一時滞在施設および

水・食糧等の備蓄スペースの提供が進められている。 

○ターミナル駅周辺の混乱防止のため、駅周辺の事業者等と連携して駅周辺帰宅困難

者対策協議会を設立し、地域の支援ルールを作成し、避難誘導訓練等を実施してい

る。 

③混乱収拾後の帰宅支援 

○発災後、おおむね４日目以降に帰宅を始める徒歩帰宅者支援のため、支援ルールを

作成し、情報連携訓練を実施している。 

【 課題 】 

①帰宅困難者の発生の抑制 

○事業者等において、発災時に従業員等を確実に施設内に待機させるため、事業所防

災計画、事業継続計画（ＢＣＰ）その他の内部規則に従業員等の施設内待機計画を

規定することが必要である。 

○事業者等において、従業員等の３日分の水・食糧等の備蓄に加え、来客者等に対応

するため一割程度多めの備蓄も必要である。 

○大規模集客施設における施設利用者用の水・食糧等の備蓄を推進する必要がある。 

②区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

○一時滞在施設のさらなる確保が必要である。 

○情報収集および滞留者に対する情報提供の方策を検討することが必要である。 

○女性や要配慮者に配慮した帰宅困難者対策を推進することが必要である。 

③混乱収拾後の帰宅支援 

○徒歩帰宅者支援に係る隣接自治体との連携が必要である。 

○徒歩帰宅者が利用できる輸送手段の確保を検討することが必要である。 
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【 対策の方向性 】 

①帰宅困難者の発生の抑制 

○事業者等において、従業員等が確実に施設内待機できるよう、施設の安全確保、水・

食糧等の備蓄をさらに進める。 

○集客施設および駅等における施設利用者の保護対策を進める。 

②区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

○一時滞在施設のさらなる確保およびそのための事業者等への呼び掛けを行う。 

○女性や要配慮者に配慮した一時滞在施設および備蓄品を確保するよう努める。 

○駅周辺帰宅困難者対策協議会による、混乱防止・解消のための取組を進める。 

○事業者等に対して、区の帰宅困難者対策の周知・啓発を行う。 

③混乱収拾後の帰宅支援 

○帰宅支援対象道路に指定されている道路に係る関係行政機関等と連携し、徒歩帰宅

者支援を実施するための場所の確保および体制の構築を進める。 

○徒歩帰宅者に対する支援を強化するため、事業者等への協力の呼び掛けを行う。 

○関係行政機関等や輸送事業者と連携し、徒歩帰宅者が利用できる輸送手段の確保を

検討する。 
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対策１．帰宅困難者の発生の抑制 

 第１ 従業員の施設内待機・帰宅抑制                            

○事業者等は、従業員等が施設内で待機できるよう、施設の安全を確保すると

ともに、従業員等向けの水・食糧等を備蓄する。 

○事業者等は、発災時に来客者等が滞在している可能性も考慮し、来客者等向

けの水・食糧等の備蓄に努めなければならない。 

第２ 施設利用者受入体制の確保

○事業者等は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「大規模

な集客施設や駅等における帰宅困難者対策ガイドライン」を参考として、施

設利用者保護に係る対策を事業所防災計画等へ反映する。また、検討した対

策を関係者や従業員等に周知するとともに、訓練の実施を通じ定期的に対応

を確認し、防災力向上に努める。 

対策２．区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

第１ 区として実施する帰宅困難者対策

○区は、発災時において滞在すべき場所を持たない滞留者を収容するための一

時滞在施設を確保する。 

○区は、一時滞在施設として確保した施設に、３日分の水・食糧等を備蓄する。 

○区は、女性や要配慮者に配慮した帰宅困難者対策を進める。 

○区は、帰宅困難者を含めた滞留者の混乱を防止し適切な情報共有・提供を行

うために、通信事業者と連携して、災害用伝言ダイヤルや災害伝言板等の情

報通信体制の整備を進める。また、これらの普及啓発に向け、パンフレット

配布や利用実験等を実施する。 

第２ 事業者と連携して行う帰宅困難者対策

○区は、滞在すべき場所を持たない滞留者を収容するための一時滞在施設の確

保のため、事業者等に協力の呼び掛けを行う。

○区は、ターミナル駅周辺での多数の滞留者の発生に備え、事業者等及び関係

行政機関を構成員とした駅周辺帰宅困難者対策協議会を設置し、地域の支援

ルールを定め、訓練の実施により混乱防止体制を確立する。

対策３．混乱収拾後の帰宅支援 

 第１ 徒歩帰宅者の帰宅支援

○区は、徒歩帰宅者の円滑かつ安全な帰宅を支援するため、都の災害時帰宅支

援ステーションの設置に協力するとともに、徒歩帰宅者支援のための備蓄品

を確保する。 

○区は、徒歩帰宅者を支援するための体制を構築する。 

○区は、混乱収拾後の徒歩帰宅者支援を想定した訓練の実施を通じた体制整備

を進める。
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対策１．帰宅困難者の発生の抑制 

第１ 事業者等における帰宅困難者対策

○事業者等は、従業員等および来客者等ならびに施設の安全を確認し、施設内

または他の安全な場所に待機させる。 

○事業者等は、施設内で待機している施設利用者が混乱しないよう、また、一

定期間後の帰宅に備えて不安や誤解を与えないような情報提供を心がける。 

○事業者等は、従業員等や来客者等のほか、滞留者の収容も想定した上で、事

業者等にて判断し、可能な範囲で受け入れる。 

 第２ 集客施設および駅等における施設利用者の保護

○事業者等は、施設内および施設周辺の安全確認を実施する。 

○事業者等は、女性や要配慮者等の施設利用者にも配慮した対策（優先スペー

ス確保やユニバーサルデザインの掲示板を活用した誘導）について実施す

る。

対策２．区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

 第１ 事業者等と連携して行う帰宅困難者対策

○区は、駅周辺での混乱防止のため、駅周辺帰宅困難者対策協議会を構成する

事業者等と連携し、迅速な情報提供を行う。また、想定以上の混乱が生じ事

業者等だけでは対応しきれない状況において、一時滞在施設へ区職員の派遣

を行うよう努める。 

○区は、事業者等と連携して滞在すべき場所を持たない滞留者を受け入れるた

めの一時滞在施設の開設要請、誘導、備蓄物資の配布等を円滑に行う。

対策３．混乱収拾後の帰宅支援 

第１ 徒歩帰宅者の支援     

○区は、地域及び事業者等と連携し、徒歩帰宅者への情報提供を中心とした帰

宅支援を行う。 

 第２ 輸送手段の提供

○区は、適切な帰宅方法を選択できるよう、鉄道運行情報等の徒歩帰宅に必要

な情報を提供する。 

○区は、関係機関と連携し、利用可能な輸送手段から適切な帰宅手段を選択で

きるよう、帰宅を支援する。また、その輸送手段の利用に当たっては、要配

慮者の利用に配慮する。
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 帰宅困難者の発生の抑制 

対策２ 区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

対策３ 混乱収拾後の帰宅支援 

対策１ 帰宅困難者の発生の抑制             

【各機関の役割】 

機関名 役  割 

事業者等

・従業員等の施設内待機計画の策定

・従業員等のための３日分の水・食糧等の確保

・来客者等のための備蓄の推進

・施設の安全確保

・従業員等の安全確保

【具体的な取組】 

第１ 従業員の施設内待機・帰宅抑制

○事業者等は、従業員等が施設内で待機できるよう、施設の安全を確保するとともに、従

業員等向けの水・食糧等の備蓄を確保する。 

○事業者等は、発災時に来客者等が滞在している可能性も考慮し、来客者等向けの水・食

糧等の備蓄に努めなければならない。

１ 事業者等における施設内待機計画の策定

① 事業者等は、「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン（平成２７年

３月）」を参考に、従業員等の施設内待機・帰宅抑制に係る事項を、あらかじめ事業所

防災計画、事業継続計画（ＢＣＰ）その他の内部規則に定める。

② 必要に応じ、他の事業者等や関係行政機関等との連携、地域における帰宅困難者対

策等の取組への参加について事業所防災計画等に明記する。

③ 事業者等は、施設内待機・帰宅抑制に係る事項を全従業員等に周知する。

２ 事業所等における水・食糧等の備蓄の確保

① 事業者等は、従業員等が施設内で待機できるよう、３日分の水・食糧等の備蓄に努

めなければならない。

② 事業者等は、関係行政機関等による応急活動が優先される発災後３日間は、従業員
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等の一斉帰宅による大規模な交通渋滞の発生防止および従業員等の安全確保の観点か

ら、事業者等が従業員等を施設内に待機させる必要がある。このことから、備蓄量の

目安は３日分となる。

    ただし、次の点に留意する必要がある。 

【一斉帰宅抑制における従業員等の備蓄の考え方について】

１ 対象となる企業等

首都直下地震発生により被災の可能性がある国、都、区市町村の官公庁を含む全

ての事業者

２ 対象となる従業員等

雇用の形態（正規、非正規）を問わず、事業所内で勤務する全従業員

３ ３日分の備蓄量の目安

水については、１人当たり１日３リットル、計９リットルとする。

主食については、１人当たり１日３食、計９食とする。

毛布については、１人当たり１枚とする。

その他の品目については、物資ごとに必要量を算定する。

４ 備蓄品目の例示

（１）水：ペットボトル入り飲料水

（２）主食：アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺

※水や食糧の選択に当たっては、賞味期限に留意する必要がある。

（３）その他の物資（特に必要性が高いもの）

毛布、簡易トイレ、衛生用品、敷物（ビニールシート等）、携帯ラジオ、懐中

電灯、乾電池、救急医療薬品類

（備 考）

１ 上記品目に加えて、事業継続等の要素も加味して、企業ごとに必要な備蓄品を検

討していくことが望ましい。

（例）非常用発電機、燃料、工具類、調理器具（携帯用ガスコンロ、鍋等）、副食（缶

詰等）、ヘルメット、軍手、自転車、地図

２ 企業等だけでなく、従業員自らも備蓄に努める。

（例）非常用食品、ペットボトル入り飲料水、運動靴、常備薬、携帯電話用電源

③ 事業者等は、共助の観点から、来客者等に対応するため一割程度多めの備蓄に努め

る。

３ 施設内の安全措置の確保

① 事業者等は、日頃から耐震診断・耐震改修やオフィスの家具類の転倒・落下・移動

防止措置、事務所内のガラス飛散防止措置その他の施設内の安全措置に努める。

② 災害発生時の建物内の点検箇所を事前に定め、安全点検のためのチェックリストを 

作成する。また、停電時の対応も含め、建物の安全確保の方針について、事業所防災

計画等で具体的な内容をあらかじめ定める。なお、高層ビルについては、高層階で大

きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を進める。
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４ 従業員等の安否確認手段等の確保

① 事業者等は、発災時における従業員等との連絡の手段・手順を定める。従業員等が

安心して施設内に待機できるよう、家族等との安否確認手段を従業員等への周知を図

る。

② 外出する従業員等は、事前に訪問先を告げ、急な変更の場合は、なるべくメール等

を活用して所在場所を職場に連絡するなど、発災時に事業者等が従業員等の居場所を

把握できるよう平素から努める。

③ 安否確認は、電話の輻輳や停電等の被害を想定し、以下の手段のうち、それぞれの

通信手段網の特性を踏まえて複数の手段を確保しておくことが望ましい。

・固定および携帯電話の音声ネットワークを利用するもの

（例）災害用伝言ダイヤル 171 

・固定および携帯電話のパケット通信ネットワークを利用するもの

（例）災害用伝言板、web171、災害用音声お届けサービス、SNS（ソーシャルネット

ワーキングサービス）、IP電話 等

④ 事業者等は、従業員等に対し家族等との安否確認の訓練を行うようにする。

⑤ 自衛消防訓練等を定期的に実施する際に、施設内待機に関する訓練を行い、施設内

待機の手順等について確認し、必要な場合は改善を行う。

⑥ 事業者等は、年１回以上の訓練を定期的に行い、その結果は必ず検証し、事業所防

災計画等に反映させる。

第２ 施設利用者受入れ体制の確保

○事業者等は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「大規模な集客施設

や駅等における帰宅困難者対策ガイドライン」を参考として、施設利用者保護に係る対

策を事業所防災計画等へ反映する。また、検討した対策を関係者や従業員等に周知する

とともに、訓練等を通じ定期的に対応を確認し、防災力向上に努める。

１ 集客施設および駅等の施設利用者保護

① 事業者等は、首都直下地震帰宅困難者等対策協議会で取りまとめた「大規模な集客

施設や駅等における帰宅困難者対策ガイドライン」を参考に、施設利用者の保護に係

る事項を計画し、あらかじめ事業所防災計画等に反映させる。その際、他の事業者等

との連携、関係行政機関との連携、地域における帰宅困難者対策等の取組への参加な

どについても明記するよう努める。

② 建物所有者とテナントが存在する複合ビルの場合、事業者等は、建物ごとの個別の

事情に応じて、あらかじめ役割分担を取り決める。

③ 事業者等は、施設利用者の保護に係る事項をマニュアル等にまとめた後、必要な箇

所に配置し、発災後に直ちに確認できるようにする。また、あらかじめ全従業員等に

周知し、理解の促進を図る。

④ 事業者等は、施設利用者の安全確保のため、発災直後の施設内待機や安全な場所へ

の誘導や案内手順について、あらかじめ検討する。併せて、必要と考えられる備蓄品

の確保や必要とする人への提供方法、要配慮者や急病人への対応および女性や外国人

への配慮についても具体的に検討しておく。

・要配慮者や急病人への対応
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事業者等は、施設の特性や状況に応じ、車椅子や救護用担架その他の要配慮者お

よび急病人の対応に必要となる物資をあらかじめ備えるよう努める。

⑤ 事業者等は、日頃から家具類の転倒・落下・移動防止措置、施設内のガラス飛散防

止措置その他の施設内の安全措置に努める。なお、高層ビルについては、高層階で大

きな揺れの影響を受ける長周期地震動への対策を進める。

⑥ 事業者等が管理する施設に隣接して、道路や通路、広場など、自治体等が管理所有

する施設がある場合は、これらの自治体等の管理者と連携して施設の安全確保を行う

必要がある。

⑦ 事業者等は、施設の安全点検のためのチェックリストを作成するとともに施設利用

者が待機するための施設内の安全な待機場所リストも準備する。

⑧ 事業者等は、施設の特性や事情に応じて、施設利用者保護のために必要となる水・

食糧等を備蓄する。

⑨ 事業者等は、訓練等を定期的に実施することにより、施設利用者保護の手順につい

て確認し、必要な場合は改善を行う。

⑩ 事業者等は、建物所有者、施設管理者、テナント事業者と相互に協力し、年１回以

上の訓練を定期的に行い、その結果を必ず検証し、事業所防災計画等に反映させる。

＜集客施設におけるパニック防止７つのポイント＞

①施設内外の安全・安心情報を迅速・的確に収集する。

②安全・安心情報を、施設内のお客様に適時・的確に提供するとともに、

施設外の通行人に対しても可能な限り提供する。

③状況に応じて、施設内、または施設外に安全に避難誘導する場所を定め

る。

④避難者が不安を持たず、安全確保のための適切な行動ができるように避

難誘導する。また、その後の帰宅行動が一時に集中することのないよう

働きかける。

⑤通信手段の確保状況に配慮しつつ、家族等との安否確認方法を周知す

る。

⑥施設内のケガ人の救護、病弱者・子ども・お年寄りの保護を行うほか、

施設外の被災者に対しても可能な限り、救護、保護を行う。

⑦施設等間で相互に助け合う。



第２編 震災編 

第８部 帰宅困難者対策 

 予防  応・復 

対策２ 区と事業者等の連携による帰宅困難者対策 

震‐8‐11 

対策２ 区と事業者等との連携による帰宅困難者対策     

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・一時滞在施設の確保

・滞在すべき場所を持たない滞留者向けの備蓄品の備蓄

・女性に配慮した帰宅困難者対策の推進

・事業者等との協力体制の構築（駅周辺帰宅困難者対策協議会の設置）

・事業者等への帰宅困難者対策に係る周知・啓発

事業者等 ・駅周辺帰宅困難者対策協議会への参画

経済団体

等

・一斉移動の抑止と安否確認

・正確な情報の入手と自らの判断による対応行動

【具体的な取組】 

第１ 区として実施する帰宅困難者対策

○区は、発災時において滞在すべき場所を持たない滞留者を収容するための一時滞在施設

を確保する。 

○区は、一時滞在施設として確保した施設に、３日分の水・食糧等を備蓄する。 

○区は、女性や要配慮者に配慮した帰宅困難者対策を進める。 

○区は、帰宅困難者を含めた滞留者の混乱を防止し適切な情報共有・提供を行うために、

通信事業者と連携して、災害用伝言ダイヤルや災害伝言板等の情報通信体制の整備を進

める。また、これらの普及啓発に向け、パンフレット配布や利用実験等を実施する。

１ 一時滞在施設の確保

（１）一時滞在施設の確保

区は、発災時において滞在すべき場所を持たない滞留者を収容し、混乱の発生を

防止するため、事業者等の協力を得て一時滞在施設の確保に努める。

（２）女性や要配慮者に配慮した一時滞在施設の確保

区は、一時滞在施設を確保するに当たっては、女性や要配慮者が滞在しやすい一

時滞在施設を確保するよう努める。

２ 水・食糧等の備蓄

（１）滞在すべき場所を持たない滞留者用の水・食糧等の備蓄およびそのスペースの確

保

区は、事業者等の協力を得て一時滞在施設を確保する際には、備蓄品を保管する

ためのスペースを合わせて確保し、その施設に３日分の水・食糧等を備蓄する。
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（２）女性に配慮した備蓄の推進

区は、帰宅困難者対策を進めるに当たり、生理用品などの女性に配慮した備蓄品

の確保に努める。

３ 滞留者への情報通信体制の整備

（１）通信事業者との連携による情報通信体制の整備

区は、震災時の滞留者に対する災害関連情報等の提供を行うため、通信事業者と

連携して、情報通信基盤および情報提供体制を整備する。

（２）通信事業者による取組

通信事業者は、あらかじめ行政機関や報道機関と連携協力して、事業者等および

帰宅困難者が必要な情報を得られる仕組みを構築する。また、防災訓練等において

パンフレットの配布および利用実験を実施し、災害用伝言ダイヤル、災害伝言板等

の普及啓発に努める。

第２ 事業者等と連携して行う帰宅困難者対策

○区は、滞在すべき場所を持たない滞留者を収容するための一時滞在施設の確保のため、

事業者等に協力の呼び掛けを行う。 

○区は、ターミナル駅周辺での多数の滞留者の発生に備え、事業者等および関係行政機関

等を構成員とした駅周辺帰宅困難者対策協議会を設置し、地域の支援ルールを定め、訓

練等の実施により混乱防止体制を確立する。

１ 一時滞在施設の提供に対する協力依頼

区は、発災時に滞在すべき場所を持たない滞留者を収容するため、一時滞在施設の確

保に努める。このため、区内の事業者等に呼び掛けを行い、協力を求める。

２ 駅周辺帰宅困難者対策協議会による活動

区は、ターミナル駅周辺に多くの滞留者が発生した場合に備え、周辺の事業者等およ

び関係行政機関等と連携して駅周辺帰宅困難者対策協議会を設置し、災害時の構成員の

役割を定める。

【平時における駅周辺帰宅困難者対策協議会の主な活動】

・地域の特性、課題を踏まえた地域の支援ルールの作成

・地域の支援ルールに基づいた滞留者誘導訓練や情報連携訓練の実施

① 駅周辺帰宅困難者対策協議会では、首都直下地震発生時のターミナル駅周辺の混乱

防止と滞留者の安全確保のため地域の支援ルールを作成する。区は、平成２５年度に

目黒駅周辺地域において、平成２８年度に大井町駅周辺地域において地域の支援ルー

ルを作成した。今後、他の区内主要ターミナル駅周辺地域においても駅周辺帰宅困難

者対策協議会を設置し、地域の支援ルールの作成を進める。

② 地域の支援ルールには、対象となる地域の特性や平常時および発災時の構成員の役
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割、活動の拠点や活動に必要な資機材の一覧その他必要な事項を定める。

③ 駅周辺帰宅困難者対策協議会では、地域の支援ルールに基づき、平素から情報連携

訓練や滞留者誘導訓練を行い、必要に応じて地域の支援ルールを見直すことにより、

発災時における協議会による混乱防止のための活動の有効性を高める。

３ 帰宅困難者対策に係る周知・啓発

区は、事業者等において帰宅困難者の発生を抑制するため、経済団体等と協力して事

業者等に対して、区の帰宅困難者対策について周知・啓発を行う。
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対策３ 混乱収拾後の帰宅支援             

【各機関の役割】 

機関名 役  割 

都
・災害時帰宅支援ステーションの設置推進

・徒歩帰宅者の輸送手段の検討、整備

区

・国、都、近隣区市町村、地域と連携した徒歩帰宅者支援体制の構築

・事業者等および徒歩帰宅者に対する情報提供体制の構築

・徒歩帰宅者支援に係る訓練の実施

事業者等
・帰宅ルールの策定

・徒歩帰宅者支援体制への参画、協力

従業員等 ・日頃からの災害に対する準備

【具体的な取組】 

第１ 徒歩帰宅者の帰宅支援

○区は、徒歩帰宅者の円滑かつ安全な帰宅を支援するため、都の災害時帰宅支援ステーシ

ョンの設置に協力するとともに、徒歩帰宅者支援のための備蓄品を確保する。 

○区は、徒歩帰宅者を支援するための体制を構築する。 

○区は、混乱収拾後の徒歩帰宅を想定した訓練の実施等を通じた体制整備を進める。

１ 徒歩帰宅支援場所の確保

（１）災害時帰宅支援ステーション設置推進に係る都への協力

都が帰宅支援対象道路として指定している第一京浜、第二京浜、および中原街道

の周辺では、発災後おおむね４日を経過し混乱が収拾した後に帰宅を始める多くの

徒歩帰宅者の通過が予想される。これら多くの徒歩帰宅者の支援のため、コンビニ

エンスストアやガソリンスタンド等の災害時帰宅支援ステーションの設置を都と連

携し推進していく。

（２）徒歩帰宅者支援のための備蓄

区は、混乱収拾後の徒歩帰宅者支援のため、区の施設等を活用して水・食糧等の

備蓄に努める。

２ 徒歩帰宅者支援体制の構築

（１）地域と連携した徒歩帰宅者支援体制の構築

区は、混乱収拾後の徒歩帰宅者を支援するため、区内の事業者等と連携し、支援

体制を構築する。
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（２）徒歩帰宅者支援における近隣区市町村との協力体制の構築

本区においては、都心から神奈川県方面への徒歩帰宅者が多く発生すると予想さ

れることから、徒歩帰宅者支援に当たっては、近隣区市町村、特に隣接区と協力し

て実施する。

３ 徒歩帰宅者を想定した訓練の実施

区、通信・交通事業者、事業者等は、連携して訓練を実施し、災害時帰宅支援ステー

ション、赤十字エイドステーションの開設や事業者等の帰宅ルールの検証など、徒歩帰

宅支援の充実を図るとともに、情報共有を図る。

４ 帰宅ルールの策定

事業者等は、混乱が収拾した後に従業員等を帰宅させるため、あらかじめ帰宅ルール

を事業所防災計画等に定める。

５ 従業員等の日常からの備え

従業員等は、災害時に徒歩帰宅をすることを考慮し、スニーカーなどの歩きやすい靴

の準備や連絡手段を事前に家族で話し合うなど、日常から備えるよう努める。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 帰宅困難者の発生の抑制 

対策２ 区と事業者等との連携による帰宅困難者対策 

対策３ 混乱収拾後の帰宅支援 
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【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

帰宅困難者

の発生の抑

制 

事業者

等 

■一斉帰宅行動の抑制

■施設内待機の判断（施設の安全性の確認）

 ■従業員等への水・食糧等の配布

■事業再開に向けた応急復旧活動の実施

区と事業者

等との連携

による帰宅

困難者対策 

都 ■区や報道機関等と連携した帰宅困難者への情報提供

区 ■ターミナル駅周辺での滞留者への情報提供

■災害情報システム等による情報提供

■一時滞在施設との連絡調整

 ■帰宅困難者の誘導支援

■開設された一時滞在施設への誘導

■備蓄物資の速やかな配布

警察機

関 

 ■駅周辺の混乱防止対策に係る区への支援

消防機

関 

 ■災害情報の提供等、駅周辺の二次災害発生防止に係る区への支援

事業者

等 

 ■帰宅困難者の誘導支援

■開設された一時滞在施設への誘導

■備蓄物資の速やかな配布

■施設内に待機している施設利用者の保護・情報提供

通信事

業者 

■事業者等および帰宅困難者の保護・情報提供

■災害伝言ダイヤル、災害伝言板等の利用に係る呼び掛け

報道機

関 

■行政機関や交通機関等からの情報に係る区民・事業者等への提供

混乱収拾後

の帰宅支援 

都 ■都内の交通事業者からの情報集約

  ■災害情報提供システム等による都民への情報提供

       ■バス・船舶等による輸送手段を確保

区 ■徒歩帰宅者の誘導支援

■徒歩帰宅者を利用可能な輸送手

段に誘導

■事業者等と連携し、帰宅困難者の

徒歩帰宅を支援

事業者

等 

            ■帰宅ルールに基づく帰宅開始の

判断

            ■徒歩帰宅者支援への協力

関東運

輸局 

■所管区域の総合的な交通情報の集約・提供

■輸送手段の確保に必要な許可等を速やか

に行う

鉄道事

業者 

■運転状況等の情報を都、報道機関に提供

 ■発災後の早期再開に努める

バス事

業者 

■運行状況等の情報を都、報道機関に提供

     ■バス等による輸送手段を確保

■：対策の開始時期の目安



第２編 震災編 

第８部 帰宅困難者対策 

 予防  応・復 

震‐8‐18 

【東日本大震災の教訓】 

①帰宅困難者への対応 

首都圏ではＪＲ在来線がほぼ全線で運休するなど交通網が寸断され、駅周辺は帰

宅困難になった人で溢れ返った。

首都直下地震対策大綱では、車両や徒歩帰宅者による道路の混雑状況等の情報を

地方公共団体が把握、共有する体制や徒歩帰宅者に対して必要な情報を提供する体

制について検討するほか、危険箇所や混雑箇所等での交通規制や誘導等に係る検討

の必要性について指摘されている。

②行動ルールの事前周知 

品川区内では、第一京浜、第二京浜が大量の徒歩帰宅者で溢れ返ったほか、主要

ターミナル駅にて大量の駅前滞留者が発生し、対応に苦慮した。

③帰宅困難者の受入れ 

東日本大震災では、区内における被害が限定的であった（都内全体では、94,001
名の帰宅困難者を、地域住民用の避難所を含む 1,030 の施設で受入れた）。しかし、
都内の多くで一時滞在施設としてあらかじめ指定された施設がなかったことや一部

の施設に帰宅困難者が集中し、施設の許容範囲を超えるなど施設の確保と受入れに

困難をきたした事例があった。

また、災害時帰宅支援ステーションと一時滞在施設との役割分担が不明確であっ

たことや物資の準備等を円滑に行うことができなかったことから、帰宅困難者受入

れ後の施設運営が混乱する事例が多くみられた。

図表 8- 2 徒歩帰宅者、帰宅困難者の基本的な流れ（東日本大震災当時の様相）

地震発生

ターミナル駅周辺で滞留

安全な場所を求めて移動

一時的に落ち着ける場所での滞在

自宅被害状況の確認、安否の確認

情報入手、飲料水調達

徒歩帰宅開始

帰宅

事業所で待機

代替交通機関等で帰宅

自宅被害状況の確認、安否の確認

徒歩帰宅者 帰宅困難者

ターミナル駅等周辺で滞留
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対策１ 帰宅困難者の発生の抑制           

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

事業者等

・一斉帰宅行動の抑制

・施設内待機の判断（施設の安全性の確認）

・事業再開に向けた応急復旧活動の実施

【具体的な取組】 

第１ 事業者等における帰宅困難者対策

○事業者等は、従業員等および来客者等ならびに施設の安全を確認し、施設内または他の

安全な場所に待機させる。 

○事業者等は、施設内で待機している施設利用者が混乱しないよう、また、一定期間後の

帰宅に備えて不安や誤解を与えないような情報提供を心がける。 

○事業者等は、従業員等や来客者等のほか、滞留者の収容も想定した上で、事業者等にて

判断し、可能な範囲で受け入れる。

１ 一斉帰宅行動の抑制

事業者等は、事業所防災計画等や下記のガイドライン等により従業員等の安全確保、

保護、家族等の安否確認等を行うことにより、発災直後の一斉帰宅行動を抑制する。

・大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン

・事業所における帰宅困難者対策ガイドライン

・大規模な集客施設や駅等における利用者保護ガイドライン

・一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン

・帰宅困難者等への情報提供ガイドライン

・駅前滞留者対策ガイドライン

２ 施設内待機の判断（施設の安全性の確認）

① 事業者等は、自らの従業員等および施設の安全を確認するとともに、区、国および

都の一斉帰宅抑制の呼び掛け等を受け、関係行政機関等から提供される災害関連情報

等により、火災その他の周辺の状況を確認した上で、従業員等を施設内または他の安

全な場所に待機させる。

② 事業者等は、来所者についても従業員等に準じて、施設内または他の安全な場所で

待機させる。

③ 事業者等は、建物の安全が確保されず従業員等を施設内に待機させることができな

い場合には、関係行政機関等からの一時滞在施設の開設情報をもとに、従業員等を誘

導する。なお、テナントビルの場合は施設管理者の指示に従うものとする。
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３ 施設内で待機している施設利用者への鉄道等運行情報、その他施設利用者が必要な情

報の提供

事業者等は、鉄道運行情報等の情報をはじめ施設内で待機している施設利用者が要す

る各種の情報について、テレビ、ラジオおよびインターネット等を通じて把握し、ホワ

イトボードへの掲示等により情報を提供する。

４ 事業再開に向けた応急復旧活動の実施

事業者等は、従業員等を一時的に施設内に留め、事業者等の応急復旧活動要員として

活用し、事業再開に努める。また、留まった従業員等は、可能な範囲で、地域の応急・

復旧活動にも参加するなど、地域再生の一助となるよう努める。

図表 8- 3 事業者等における帰宅困難者対策の手順

第２ 集客施設および駅等における施設利用者の保護

○事業者等は、施設内および施設周辺の安全確認を実施する。 

○事業者等は、女性や要配慮者等の施設利用者にも配慮した対策（優先スペース確保やユ

ニバーサルデザインの掲示板を活用した誘導）について実施する。

１ 施設利用者への対応

① 事業者等は、施設利用者および自らが管理する施設の安全を確認する。

② 区、国および都の一斉帰宅抑制の呼び掛け等を受け、行政機関や関係機関から提供

される災 害関連情報等により、火災その他の周辺の状況を確認した上で、施設利用

者を施設内の安全な場所で保護する。

２ 女性や要配慮者等の施設利用者への配慮

① 施設利用者の保護に当たっては、要配慮者への優先的な案内、女性や子供連れ家族

の区分けなど、受入れスペースの活用において可能な範囲で配慮する。

② 施設利用者の中には、要配慮者の存在も想定される。そのため、施設管理者は、ヘ

品

川

区

事

業

者

団

体

事 業 者 等

（施設内待機）

震災の発生

事業者等

に対する、待機

呼びかけ 待機呼びかけ

情報提供

安否確認・物資の提供など
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ルプカードの保有状況の確認や、ユニバーサルデザインの施された掲示物の活用など

を通じて、施設利用者への配慮に努める。
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対策２ 区と事業者等との連携による帰宅困難者対策      

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・区や報道機関等と連携した帰宅困難者への情報提供

区

・ターミナル駅周辺での滞留者への情報提供

・災害情報システム等による情報提供

・事業者等との連絡調整

・帰宅困難者の誘導

・開設された一時滞在施設への誘導

・備蓄品の速やかな配布

警察機関 ・駅周辺の混乱防止対策に係る区への支援

消防機関 ・災害情報の提供等、駅周辺の二次災害発生防止に係る区への支援

事業者等

・帰宅困難者の誘導支援

・開設された一時待機施設への誘導支援

・備蓄品の速やかな配布支援

・施設内に待機している滞留者の保護・情報提供

通信事業者
・事業者等および帰宅困難者への情報提供 

・災害伝言ダイヤル、災害伝言板等の利用に係る呼び掛け 

【具体的な取組】 

第１ 事業者等と連携して行う帰宅困難者対策

○区は、駅周辺での混乱防止のため、駅周辺帰宅困難者対策協議会を構成する事業者等と

連携し、迅速な情報提供を行う。また、想定以上の混乱が生じ事業者等だけでは対応し

きれない状況において、一時滞在施設へ区職員の派遣を行うよう努める。 

○区は、事業者等と連携して滞在すべき場所を持たない滞留者を受け入れるための一時滞

在施設の開設要請、誘導、備蓄物資の配布等を円滑に行う。

１ 混乱防止の活動

（１）公共交通機関や道路状況などの正確な情報提供

ア ターミナル駅周辺での混乱防止対策 

① 鉄道事業者は、駅周辺地図の配布、構内放送による誘導、運行状況の提供な

ど により、ターミナル駅周辺の混乱防止を図る。

② 区は、駅周辺帰宅困難者対策協議会などを活用し、滞留者に対する情報提供、

誘導を行う。
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（２）災害情報システム等による情報提供

区は、都の災害情報システムを利用して、各鉄道の運行状況や徒歩帰宅支援対象

道路の被害状況などを収集し、滞留者に情報を提供する。

（３）区職員の派遣

区は、事業者等との連携を図りつつ、帰宅困難者の発生が想定以上の場合など事

業者等では対応しきれない場合において、一時滞在施設に職員を派遣するよう努め

る。

２ 一時滞在施設の開設、滞留者の誘導

（１）一時滞在施設に係る事業者等との連絡調整

① 区は、駅周辺の滞留者の誘導先を確保するため、一時滞在施設に係る事業者等

に対し、受入れ要請を行う。

② 一時滞在施設に係る事業者等は、区からの要請に応じて施設内での受入れ準備

を行う。

（２）開設された一時滞在施設への誘導

区は、駅周辺帰宅困難者対策協議会、鉄道事業者および一時滞在施設に係る事業

者等の協力を得て、滞在すべき場所を持たない滞留者を一時滞在施設へ誘導する。

（３）備蓄品の速やかな配布

区は、一時滞在施設に係る事業者等の協力を得て、受け入れた滞留者に水・食糧、

毛布等の備蓄品を配布する。

３ 一時滞在施設に受け入れられた滞留者による運営の協力

一時滞在施設に受け入れられた滞留者は、区および一時滞在施設に係る事業者等によ

る指示に従うとともに、一時滞在施設の運営に協力しなければならない。
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対策３ 混乱収拾後の帰宅支援        

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都

・都内の交通事業者からの情報を集約し、災害情報提供システムなどを活

用して、区、都民等に提供

・バス・船舶による輸送手段を確保

区
・都や交通事業者などからの情報による徒歩帰宅者の誘導

・地域および事業者等と連携し、徒歩帰宅者支援を実施

警察機関 ・誘導路の確保および徒歩帰宅者への情報提供

事業者等
・帰宅ルールに基づく従業員等の帰宅開始の判断・指示

・区と連携した徒歩帰宅者支援への協力

関東運輸局
・所管区域の総合的な交通情報の集約・提供

・輸送手段の確保に必要な許認可の速やかな実施

鉄道事業者
・鉄道運行情報を区や都、報道機関に提供

・発災後の早期運転再開に努める。

バス事業者

等

・運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を区や都、報道機

関に提供

・バス等による輸送手段を確保

報道機関 ・行政情報や公共交通機関の運行状況の区民・事業者等への情報提供 

【具体的な取組】 

第１ 徒歩帰宅者の支援

○区は、地域および事業者等と連携し、徒歩帰宅者への情報提供を中心とした帰宅支援を

行う。

○ 都は、円滑な徒歩帰宅に向けて、災害時帰宅支援ステーションの確保などの帰宅支

援体制を構築するとともに、帰宅支援の実施状況、災害関連情報や公共交通機関の運

行情報等についてガイドライン等に則り報道機関やホームページ等を通じて事業者等

や都民等に提供する。

○ 都は、通行可能区間などの安全情報、沿道の火災・建物倒壊などの危険情報を収集

し、これら情報を災害情報提供システムなどを活用して都民等に提供する。

○ 区は、徒歩帰宅者支援に係る情報連携訓練の実施等を踏まえて、地域及び事業者等

と連携し、徒歩帰宅者への情報提供など徒歩帰宅者支援を行う。

○ 警視庁は、交通規制資器材を活用した誘導路の確保および誘導を行うとともに、道

路運行情報など徒歩帰宅に必要と認める情報の提供を行う。

○ 事業者等は、帰宅経路沿いの被害状況などの情報や、関係行政機関等から提供され

る災害関連情報等により従業員等が安全に帰宅できることを確認し、事業者等で定め

た帰宅ルールにより従業員等の帰宅を開始する。
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第２ 輸送手段の提供

○区は、適切な帰宅方法を選択できるよう、鉄道運行情報等の徒歩帰宅に必要な情報を提

供する。 

○区は、関係機関と連携し、利用可能な輸送手段から適切な帰宅手段を選択できるよう、

帰宅を支援する。また、その輸送手段の利用に当たっては、要配慮者の利用に配慮する。

１ 鉄道運行情報等の提供

① 都は、国及び九都県市等と連携し、災害時帰宅支援ステーションや輸送手段の確保

などの帰宅支援体制を構築するとともに、帰宅支援の実施状況、鉄道運行情報その他

の災害関連情報について報道機関やホームページ等を通じて事業者等や都民等に提供

する。

② 区は、都や交通事業者等からの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な輸送手段に誘

導して、帰宅を支援する。

③ 関東運輸局は、所管区域の総合的な交通情報の集約・提供を行うとともに、輸送手

段の確保のため、必要な許可等を速やかに行う。

④ 鉄道事業者は、折り返し運転の実施状況、乗り継ぎが可能な路線その他の鉄道運行

情報に係る情報を区や都、報道機関に提供する。

⑤ バス事業者は、運行状況、鉄道に乗り継ぎが可能な路線等に係る情報を区や都、報

道機関に提供する。

⑥ 報道機関は、行政機関や交通機関等からの情報を提供する。

２ 輸送手段の確保

① 国や都は、バス・船舶による輸送手段を確保する。

② バス事業者は、バスの運行に当たっては、鉄道折り返し駅までの短距離区間のピス

トン輸送など、効率的な形態により実施する。

③ バス事業者等は、調達できるバス・船舶に限りがあるため、利用者については、要

配慮者を優先する。

④ 区は、都や交通事業者からの情報により、徒歩帰宅者を利用可能な輸送手段に誘導

して、帰宅を支援する。

⑤ 関東運輸局は、輸送手段の確保のため、必要な許可等を速やかに行う。

⑥ 関東地方整備局は、利用可能な岸壁、海上経路、船舶情報等の船舶運航情報の収集・

提供を行う。

⑦ バス事業者等は、運行状況、鉄道に乗継ぎが可能な路線等に係る情報を区や都、報

道機関に提供するとともに、国や都と連携して、バス等による輸送手段を確保する。
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第９部 受援体制

対策の基本的な考え方 

震災時には、多くの支援が必要となり、人的、物的の両面において、国、他の地方自治体、

関係機関から支援を受けるための受援体制の構築が必要である。さらに、区内の大使館や領

事館を通して海外からの広域支援があることも想定し、より多くの支援を円滑に受入れ、適

切な災害対応につなげていくことが重要である。

ここでは、人的・物的支援の受入れ時における対応および円滑な受入れに向けた体制整備

について示す。また、東京都が現在検討中の受援体制を踏まえ、都との協力体制の充実・強

化を図るよう努める。

【用語の定義】 

①ボランティア（専門ボランティア・一般ボランティア） 

ボランティアとは、専門的な技能を有する専門ボランティアと、一般的なボランテ

ィア（有償ボランティア以外）のことをいう。

②広域輸送基地 

都が他県等から輸送される物資を受入れ、一時保管、地域内輸送拠点への積み替え

などをする場所のことをいう。トラックターミナル、埠頭、空港などが候補地となる。

③地域内輸送拠点 

区が避難所等へ食糧、生活用品を輸送するための仕分け、一時保管機能を持つ場所

のことをいう。
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【 現在の取り組み状況 】 

①受入体制 

○平常時業務とのかい離や特定の部署への業務の集中を減らすために区災害対策

本部組織の見直しを行っている。

○他の地方自治体や関係機関と災害時における支援協定を締結しており、連携強化

に取り組んでいる。 

②人的支援の受入れ 

○他の地方自治体や関係機関等からの支援を受入れる手順を示したマニュアルを

作成した。

○ボランティアを受入れる手順を示したマニュアルを作成した。

③物的支援の受入れ 

○物的支援を把握、管理するための手順を示したマニュアルを作成した。

【 課題 】 

①受入体制 

○受援に関するあり方等について、区としての方針、都との連携を強化するととも

に、円滑な受援を行うための体制整備が必要である。

②人的支援の受入れ 

○全国からの応援職員の円滑な受入れおよび配置を行う体制、手順の明確化が必要

である。

③物的支援の受入れ 

○内閣府からのプッシュ型支援や都の支援物資を受入れる地域内輸送拠点の整備

および地域内輸送拠点から各避難所等へ輸送する体制の整備が必要である。

【 対策の方向性 】 

①受入体制 

○受援の基本方針やあり方等、受入体制の整備について検討する。

②人的支援の受入れ 

○既往災害の教訓等を踏まえたマニュアルの見直しや都との連携について強化を

図る。

③物的支援の受入れ 

○支援物資の受入れ・輸送・配布等を円滑に行うための更なる物流体制の充実を図

る。
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各対策の要点 

対策１ 受入体制 

第１ 受入体制構築に向けた基本方針 

○区のみでは対応が困難な場合､他の地方自治体や関係機関の協力を得る必要が

ある。広域支援を円滑に受入れるための体制を整備する。

第２ 受入体制の整備 

○他の地方自治体、公共的団体、民間団体等からの適切な支援を受入れるために、

平常時より協定内容等の充実を図る。

○災害時に迅速な情報共有を行うための連絡体制を整備する。

第３ 受入体制の充実に向けた取組 

○応援協定の実効性強化や訓練、既往災害の教訓等踏まえた受援マニュアルの作

成により、さらなる受入体制の充実を図る。

予
防
対
策

対策２ 人的支援の受入れ 

第１ 人的支援の受入体制構築に向けた基本方針 

○発災時、人的支援の受入を円滑に実施するため、受援業務の手順や区災害対策

本部内の役割分担を明確にする。

第２ 応援団体の受入体制の整備 

○地方自治体や専門機関、民間団体、ボランティア等を円滑に受入れるために事

前に想定可能な事項（支援内容、活動拠点、宿泊場所等）の検討を進める。

対策３ 物的支援の受入れ

第１ 物的支援の受入体制構築に向けた基本方針 

○円滑な支援物資の受入、配分、避難所等への輸送を行うための更なる物流体制

の充実を図る。

第２ 支援物資等の受入れ体制の整備 

○地域内輸送拠点の施設整備および拠点の運営方法の具体化等の具体的な手順、

役割分担の明確化等を進める。



第２編 震災編 

第９部 受援体制 

各対策の要点 

震‐9‐4 

対策１ 受入体制 

第１ 災害対策本部における対応 

○応援の要請、応援団体の活動調整、待機場所等の確保、関係機関相互の連携に

向けた調整等の災害対策本部において対応すべき事項を示す。

第２ 応援要請の判断の目安 

○応援要請の必要性を判断する目安となる内容を整理し、適切なタイミングで連

絡を実施する。

第３ 国、都による代行 

○区が事務の全部又は大部分を行うことができない場合には、災害対策基本法に

基づき、都もしくは国が事務を代行する。また、区は、機能喪失時には、都・

国へ代行の要請をする。

応
急
・
復
旧
対
策

対策２ 人的支援の受入れ 

第１ 地方自治体職員等の受入 

○災害時における他の地方自治体職員の円滑な受入れに向けて、対応手順を示し、

円滑な支援の受入れ、災害対応を実施する。

第２ 災害ボランティアの受入れ 

○被災者の生活の安定と再建を図るうえで重要な役割を持つボランティアとの連

携協力体制を構築し、効果的な応急対策の実施を図る。

第３ 専門機関等の受入れ 

○警視庁、ＤＭＡＴ、自衛隊等の専門機関や公共的団体等について、応援要請・

受入れを行う。

対策３ 物的支援の受入れ

第１ 円滑な物資供給に向けた基本方針 

○物資の供給を円滑に実施するため、物資の調達および受入れについて、必要

な調整事項等について示す。

第２ 物的支援の受入れ 

○国、都等からの支援物資の受入、災害時応援協定に基づく物資の調達等を行

う。
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 受入体制 

対策２ 人的支援の受入れ 

対策３ 物的支援の受入れ 

対策１ 受入体制                   

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・他の地方自治体や関係機関、民間団体等との受入体制構築 

・協定の実効性強化 

・訓練の実施 

・受援マニュアル等の作成 

【具体的な取組】 

第１ 受入体制構築に向けた基本方針

○区のみでは対応が困難な場合､他の地方自治体や関係機関の協力を得る必要がある。広域

支援を円滑に受入れるための体制を整備する。 

○区は、災害の状況や災害特性によって､必要に応じて他の機関に協力を要請し、災害対

策の円滑な実施を図る｡

○被災者の生活の安定と再建を図るうえで重要な役割を持つボランティアの受入体制を

構築する。

○災害時において他の地方自治体や関係機関等と迅速な情報共有を行うための連絡体制

を整備する｡

○通常業務（非常時優先業務）に係る支援も想定した体制構築を行う。
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第２ 受入体制の整備

○他の地方自治体、公共的団体、民間団体等からの適切な支援を受入れるために、平常時

より協定内容等の充実を図る。 

○災害時に迅速な情報共有を行うための連絡体制を整備する。 

１ 他の地方自治体の受入体制の整備

   大地震等の災害が発生した場合には、被災した自治体独自では十分な対策等が実施で

きないことが想定される。この場合において､被災を免れた自治体あるいは比較的被害が

少ない自治体は､被災した自治体の要請に基づき支援を実施する｡

区は、このような事態に備え、自治体間相互の応援をより円滑に行えるようにするた

め協定締結を進める。

２ ボランティアの受入体制の整備

① 震災等の大規模災害時におけるボランティア活動は、被災者の生活の安定と再建を

図るうえで重要な役割を担っている。そのため区をはじめ防災関係機関は、ボランテ

ィアとの連携協力体制を構築する。

② 区社会福祉協議会等との連携による区災害時ボランティアセンターの設置・運営訓

練等を実施する。

③ 平常時から、区民活動団体等と協働し、幅広いネットワークを構築する。

３ 専門機関（自衛隊、消防機関、警察機関等）の受入体制の整備

① 各専門機関の宿泊場所、活動スペース等は、原則、応援側が確保することとするが、

必要に応じて、区として提供できるよう検討する。

② 応援に必要な車両や重機の待機場所等に必要なオープンスペースとして、大規模救

出救助活動拠点（大井ふ頭中央海浜公園、品川清掃工場）を候補地として想定する。

４ 公共的団体の受入体制の整備

区は、区内の公共的団体の防災に関する組織の充実を図るとともに、相互の連絡を密

にし、その機能を災害時に十分発揮できるよう、受入体制の確立に努める。

５ 民間団体等の受入体制の整備

① 区は、民間団体等と協定を締結し､災害時の協力業務および方法について協議し、円

滑な受入体制を整える。

② 区は、災害が発生し応急対策活動を行う場合において、必要と認める業務について

協定団体等に対し協力要請を行う体制を整える｡
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第３ 受入体制の充実に向けた取組

○応援協定の実効性強化や訓練、既往災害の教訓等を踏まえた受援マニュアルの作成によ

り、さらなる受入体制の充実を図る。 

１ 受入体制の準備

区は、発災時に迅速かつ円滑に応援を受け入れるため、以下のとおり、受入体制の準

備を行うものとする。

・応援職員等に依頼する応急・復旧業務や執務スペースをあらかじめ検討しておく。

・応援職員等の宿泊場所・野営地・駐車場・資材置場の候補地をあらかじめ検討して

おく。

・地図、資料、資器材、業務ごとのフローやマニュアルをあらかじめ用意しておく。

２ 災害時応援協定の実効性強化

区は、協定を締結するだけでなく、具体的な運用のあり方や発災時の連絡体制の構築

（連絡担当者の設定、電話不通を想定した連絡手段の確保等）について、協定締結先と

事前に調整・協議を行う。

３ 訓練の実施

区は、他の地方自治体、協定締結事業者等からの受援を想定した図上訓練等を定期的

に実施し、受援力の維持・向上に努める。

４ 受援マニュアル等の作成

① 区は、受援をより円滑に行うために、災害時における詳細な対応をとりまとめた、

受援マニュアル等を作成する。

② 受援マニュアル等では、受援することが想定される業務を検討し、受援対象業務カ

ルテ等の形態で、受援業務の内容、要請先、必要な資器材、情報等取りまとめておき、

応援職員と共有することで、より円滑な災害対応の実現を目指す。
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対策２ 人的支援の受入れ                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・地方自治体の受入れ体制の整備

・専門機関の受入れ体制の整備

・民間団体の受入れ体制の整備

・ボランティアの受入れ体制の整備

消防機関 ・品川、大井、荏原各災害時支援ボランティアの育成および活動

区社会福祉協議会 ・ボランティア受入れ体制の整備の連携

【具体的な取組】 

第１ 人的支援の受入体制構築に向けた基本方針

○発災時、人的支援の受入を円滑に実施するため、受援業務の手順や区災害対策本部内の

役割分担を明確にする。 

○大規模災害発生時に、災害対応を円滑に行うためには、外部からの応援等を適切に受

入れることが重要となるため、受援業務の手順や区災害対策本部内の役割分担を明確

にする。

○災害時応援協定を締結している機関への対応や自衛隊の災害派遣要請等の業務につい

ては、「震災編第４部災害対応体制」を参照する。

第２ 応援団体の受入体制の整備

○地方自治体や専門機関、民間団体、ボランティア等を円滑に受入れるために事前に想定

可能な事項（支援内容、活動拠点、宿泊場所等）の検討を進める。 

１ 地方自治体の受入

① 区は、災害対策基本法第 68条に基づき、応援が必要な状況となった場合、都知事に

対して応援を求めることが出来る。

② 区は、災害対策基本法第 67条に基づき、応援が必要な状況となった場合、他市町村

長等に対して応援を求めることが出来る。

③ その他、事前に相互支援に関する協定等を結んでいる自治体へ応援を求めることが

できる。



第２編 震災編 

第９部 受援体制 

 予防  応・復 

対策２ 人的支援の受入れ 

震‐9‐9 

２ ボランティアの受入れ

（１）ボランティアの種類

ボランティアの形態は、専門ボランティアと一般ボランティアに大別される。

ア 専門ボランティア 

① 専門ボランティアとして活躍が期待される仕事には次のものが考えられる。

・建物の応急危険度判定 

・語学 

・医療（医師、看護師） 

・福祉（手話、介護福祉士等） 等 

② 品川、大井、荏原消防署では、震災時に消防活動を支援する登録制の専門

ボランティアとして「災害時支援ボランティア」の募集および育成を行って

いる。また、ボランティア活動を統率するリーダーおよびコーディネーター

の育成を継続的に実施するとともに、元東京消防庁職員の登録者を積極的に

活用している。

③ 東京都においては「応急危険度判定員」「語学ボランティア」等の防災ボラ

ンティアの登録、育成を行っており、また日本赤十字社東京都支部では「赤

十字災害救護ボランティア」「地域赤十字奉仕団」等の登録を行っている。

イ 一般ボランティア 

一般ボランティアの活動内容としては次のものなどが考えられるが、今後拡

充を図っていく。 

・避難所の運営補助（給食・給水、広報、印刷物の配布、救護物資の仕分け・

運搬・配布） 

・がれきの処理 等 

（２）受入れ体制

区では、ボランティアの活動拠点となる災害時ボランティアセンターを中小企業

センター内に確保し、ボランティアの受入れ、情報提供、あっ旋などを行っていく。

平時より災害時におけるボランティア活動の啓発に努める。

① ボランティアの総合受付は区民支援部が行う。

② 区民支援部は、ボランティアの需給を把握し、ボランティアに情報を提供すると

ともに活動のあっ旋を行う。

③ 災害時におけるボランティアの受入れを円滑に行えるよう「ボランティア災害

対応マニュアル」を更新し、充実に努める。

④ 平時より区社会福祉協議会と連携し、災害時におけるボランティア活動の啓発を

行っていく。また、ボランティア・コーディネーターの育成にも努めていく。

⑤ 災害時に必要な能力を生かせるよう、平常時から専門能力を持ったボランティア

の登録制度を整備する（例：区ホームページを通じた被災建築物応急危険度判定

員募集）。

（３）東京都災害ボランティアセンターとの連携

① 東京都は、災害時に東京ボランティア・市民活動センターと協働で東京都災害ボ

ランティアセンターを設置し、区と連携して、一般のボランティアが被災地のニ

ーズに即した円滑な活動ができるよう以下について支援する。 

・災害ボランティアコーディネーターの派遣
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・区災害時ボランティアセンターの立上げ・運営支援

・区市町村間の資器材・ボランティア等の需給調整

・区災害時ボランティアセンター代替施設確保    等

② 区および区災害時ボランティアセンターは、東京都から情報を収集すると共に、

前記支援について要請する。

（４）特別区間での連携体制

大規模災害時の特別区相互間の協力による応急対策および復旧対策の円滑化を図

るため、「特別区災害時相互協力および相互支援に関する協定」を締結し、ボランテ

ィアの受入れ支援に関する事項について、協力および支援体制を整備している。

３ 専門機関（自衛隊、消防機関、警察機関等）、公共的団体の受入

① 専門機関は活動に必要な環境を自ら確保し、災害対応にあたる。ただし、区は、災

害対応にあたり必要な情報を円滑に共有できる体制について整備を進める。

② 専門機関や公共的団体の活動が他機関と競合重複しない作業分担となるよう、円滑

な情報共有が出来る体制を整える。

４ 民間団体の受入れ

① 支援を依頼する内容に応じて、受入れのための環境整備を行うよう努める。必要に

応じて、作業場所や宿泊場所等の確保についても検討する。

② 区は、各民間団体と災害時における具体の連携方法や連絡手段等の災害時における

活動を円滑に進めるための受入体制を整備するよう努める。
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対策３ 物的支援の受入れ                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・物流体制の充実 

・地域内輸送拠点等の施設整備

・地域内輸送拠点等の円滑な運用に向けた対策 

【具体的な取組】 

第１ 物的支援の受入体制構築に向けた基本方針

○円滑な支援物資の受入、配分、避難所等への輸送を行うための更なる物流体制の充実を

図る。 

○東日本大震災や熊本地震等の教訓を踏まえ、円滑な支援物資の受入、配分、避難所等

への輸送を行うための更なる物流体制の充実を図る。

○区は、支援物資の受入れおよび配分について、区民支援部を中心に協議・調整し、区

災害対策本部に諮ることとする。

第２ 支援物資等の受入れ体制の整備

○地域内輸送拠点の施設整備および拠点の運営方法の具体化、役割分担の明確化等を進め

る。 

１ 地域内輸送拠点の施設整備

① 地域内輸送拠点は、品川区役所庁舎、浜川中学校、品川学園、荏原平塚学園、大井

競馬場駐車場の５ヶ所の他、荏原地区に１ヶ所設置することを想定する。

② 地域内輸送拠点では、連絡手段の確保、電源の確保（非常用発電機含む）、集配機能

の確保（積降ろし場所の確保、フォークリフトの動作環境整備、パレット、台車等の

備蓄等）の施設整備を進めるよう努める。
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２ 地域内輸送拠点等の円滑な運用に向けた対策

① 事前に想定している地域内輸送拠点以外に、臨時に受入場所を設置する必要がある

場合は、区災害対策本部長の指示により開設することとし、受入れのための体制を整

備する。

② 受入場所の運営は、区民支援部を中心に、支援物資の受入れ、払い出し、仕分け、

整理をボランティアと連携・協力して行う。

③ 円滑な支援物資の受入・配分を行うため、各避難所における生活必需品等の需給状

況の確認作業や受付・問合せ先の広報等、想定される対応を踏まえた役割分担や連絡

体制を構築しておく。

④ 民間物流企業のノウハウや、被災地での取り組み事例を活かして対策を検討する。
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応急・復旧対策 

対応テーマ 

対策１ 受入体制 

対策２ 人的支援の受入れ 

対策３ 物的支援の受入れ 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災       24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

受入体

制 
国 ■区の事務の代行 

都 ■区の事務の代行 

区 

■災害対策本部による応援要請 

■応援団体（実際に活動する部隊）の活動調整 

■応援団体の待機場所等の確保 

関係

機関 

■応援団体等の情報共有部隊の派遣 

人的支

援の受

入 

国 ■海外ボランティアの受入れ支援 

都 
■応急危険度判定員等の専門ボランティアの派遣 

■海外ボランティアの受入れ支援 

区 

■他の地方自治体職員等への応援要請 

■受援の準備 

■応援職員等の受入れ 

■一般ボランティアの受入れ 

■専門ボランティアの受入れ 

警察

機関 

■警視庁交通規制支援ボランティアの派遣 

消防

機関 

■東京消防庁災害時支援ボランティアの派遣 

区社

会福

祉協

議会 

■区災害時ボランティアセンターの運営支援 

物的支

援の受

入 

国 ■プッシュ型の緊急物資輸送 

都 ■広域輸送基地等から地域内輸送基地への物資輸送 

区 

■地域内輸送拠点における物資の受入れ 

■地域内輸送拠点から各避難所等の物資配布場所への輸送 

■災害時応援協定に基づく物資調達 

■対策の開始時期の目安 
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対策１ 受入体制                   

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

国 ・区の事務の代行 

都 ・区の事務の代行 

区 

・災害対策本部による応援要請 

・応援団体の活動調整 

・応援団体の待機場所等の確保 

関係機関 ・応援団体等の情報共有部隊の派遣 

【具体的な取組】 

第１ 災害対策本部における対応

○応援の要請、応援団体の活動調整、待機場所等の確保、関係機関相互の連携に向けた調

整等を行う。 

１ 応援を要請する自治体等の決定

区災害対策本部長は、他自治体等の支援を必要とする状況下において、応援要請先を

決定する。
資料○ 品川区災害時協定一覧表

２ 応援の要請

① 協定先のあらかじめ調整した連絡先に対し応援要請を行う。

② 協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを

得ない場合には電話等の手段により口頭で行うものとする。

③ 応援要請を行った際に、応援側の自治体等から応援団体が派遣される旨の情報を得

た場合には、区の災害状況や途中のルートの状況など、情報提供を併せて行うよう努

める。応援団体が区災害対策本部に到着した際には、災害状況など今後の活動に必要

な情報共有を行うものとする。

３ 応援団体の活動調整

① 区災害対策本部は、応援側の自治体等に対し、希望する支援内容を伝えるなど、活

動調整を行う。調整結果は、総務部から各部に伝達するとともに、以降の調整方法等

について併せて協議を行う。必要に応じて、更に詳細な内容に関する打合せを各部と

の間で実施する。

② 応援団体の活動スペースを確保するとともに、活動が円滑に進むよう配慮する。
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４ 応援団体の待機場所等の確保

区災害対策本部は各部と調整を行い、応援団体の待機場所、ミーティングスペースを

確保する。また、必要に応じて駐車場、宿所、食料、飲料水等を各部と調整のうえ準備

する。

５ 関係機関相互の連携

活動が長期間に及ぶことを想定し、活動の一体性を確保する観点から、応援団体の代

表者を区災害対策本部会議に参加させ、区災害対策本部の方針等を確認してもらい、応

援側の自治体からの助言も得るように努める。

第２ 応援要請の判断の目安

○応援要請の必要性を判断する目安となる内容を整理し、適切なタイミングで連絡を実施

する。 

○大規模災害時においては、被害状況の把握に時間を要することが考えられることから、

発災直後から他の地方自治体や防災関係機関等と連絡を取り合うなど、応援要請の機

を逸しないように留意する。

○応援要請の必要性を判断する際の目安となる事項の例を以下に示す。

・区災害対策本部において、その時点又は以降に応急対策の実施が困難と判断される

場合

・区災害対策本部の各部において、その時点又は以降に当該部所管の業務の実施が困

難又は応援を受けることにより有効に機能すると判断される場合

・特別な技術、知識、経験等を有する職員が不足する場合

・その他、区災害対策本部長が応援要請の必要があると認める場合

第３ 国、都による代行

○区が事務の全部又は大部分を行うことができない場合には、災害対策基本法に基づき、

都もしくは国が事務を代行する。また区は、機能喪失時には、都・国へ代行の要請をす

る。 

○区は、災害の発生により、事務の全部又は大部分を行うことができない場合、災害対

策基本法第 74 条の３に基づき、都知事が区の事務を代行する。また、都が区の事務
を代行できない場合は、同法第 73 条に基づき、指定行政機関または指定地方行政機
関が区の事務を代行する。

○都は、被災により区がその全部又は大部分の事務を行うことが不可能となった場合に

は、応急措置を実施するため区に与えられた権限のうち、次の実施すべき応急措置の

全部又は一部を区に代わって行うものとする。

・警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立ち

入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずる権限

・他人の土地等を一時使用し、又は土砂等を使用し、若しくは収用する権限

・現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権

限

・現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限

○国土交通省等は、被災により区および都がその全部又は大部分の事務を行うことが不
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可能となった場合は、応急措置を実施するため区に与えられた権限のうち、次の実施

すべき応急措置の全部又は一部を区に代わって行うものとする。

・緊急輸送路を確保するため緊急かつ必要最小限のがれき・土砂等の除去や航路啓開

のための港湾区域内の流木の除去等

・他人の土地等を一時使用し、又は土砂等を使用し、若しくは収用する権限

・現場の災害を受けた工作物等で応急措置の実施の支障となるものの除去等をする権

限

・現場にある者を応急措置の業務に従事させる権限
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対策２ 人的支援の受入れ                 

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

国 ・海外ボランティアの受入れ支援 

都 
・応急危険度判定員等の専門ボランティアの派遣 

・海外ボランティアの受入れ支援 

区 

・他の地方自治体等への応援要請 

・受援の準備 

・応援職員等の受入れ 

・一般ボランティアの受入れ 

・専門ボランティアの受入れ 

警察機関 ・警視庁交通規制支援ボランティアの派遣 

消防機関 ・東京消防庁災害時支援ボランティアの派遣 

区社会福祉協議会 ・区災害時ボランティアセンターの運営支援 

【具体的な取組】 

第１ 地方自治体職員等の受入

○災害時における他の地方自治体職員の円滑な受入れに向けて、対応手順を示し、円滑な

受入れ、災害対応を実施する。 

１ 応援要請

（１）応援要請の必要性の判断

① 区災害対策本部の各部は、災害対応を行うにあたり、人員が不足した場合、応援

の必要性について判断する。

② 区災害対策本部の各部は、受援に係る協定の担当が指令情報部である場合や行政

機関、一般ボランティアへの応援要請等、自らが担当する以外の機関への応援要

請が必要な場合、各部単位で応援の必要性を判断し、指令情報部へ報告する。

（２）応援要請の決定

① 行政機関や自衛隊に対する応援要請は、区災害対策本部会議で協議を行い、区災

害対策本部長が決定する。なお、緊急・その他の事情により会議が開催できない

場合は、会議を開催せず区災害対策本部長が決定することができることとする。

② 区災害対策本部の各部で受援に係る協定を直接締結・運用している場合、応援要

請の決定は、各部長が行う。

（３）応援要請の実施

① 応援が必要と判断した場合、総務部は、応援が必要な業務内容、担当者名、連絡
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先、集合場所等について取りまとめ、応援要請を行う。

② 応援要請を伝えた後、文書等により応援要請内容の確認を行う。

③ 区災害対策本部の各部で受援に係る協定を直接締結・運用している場合、各部か

ら応援を要請する。

④ 自衛隊に対する応援要請は、区災害対策本部より行う。

⑤ 総務部は、応援要請の結果を取りまとめ、区災害対策本部会議にて情報共有する。

（４）応援の申し出への対応

① 外部から応援の申し出があった場合、総務部は団体との連絡調整を行い、受援の

判断は区災害対策本部が行う。

② 応援の申し出があった場合においても、区から応援要請を行った場合と同様の手

順で、受援業務を行う。

２ 受援の準備

（１）応援団体との連絡調整

総務部は、応援団体と応援職員等の人数や到着時期、集合場所、携行品等につい

て連絡調整を行い、区災害対策本部の各部と共有する。

（２）必要な資器材の準備

受援業務に必要となる資器材は、原則、応援を受入れる区災害対策本部の各部で

準備する。ただし、自動車や特殊な業務に係る資器材等は、不足することが予想さ

れるため、応援職員等に持参してもらうよう要請する。

（３）応援職員等に要請する業務内容・手順等の共有

応援職員を受け入れる各部は、応援職員に要請する業務内容・手順等を整理する。

災害時業務マニュアル等を応援職員にも配布できるよう準備する。

（４）応援職員等の宿泊場所および食糧の確保

① 応援職員等の宿泊場所は、原則、応援団体が自ら確保することとする。

② 応援団体による確保が困難な場合、総務部において調整する。

③ 応援職員等の食糧・飲料水等は、総務部が必要数を取りまとめ、区民支援部、指

令情報部へ報告する。

３ 応援職員等の受入れ

（１）応援職員等の受付・報告

① 応援職員は、総務部で受付を行う。受付時に、応援職員等の団体名や氏名、活動

期間、宿泊場所等の基本情報を整理し、区災害対策本部会議にて共有する。

② 総務部は、応援職員の受入状況をとりまとめ、区災害対策本部会議にて共有する。

（２）業務内容等の説明

① 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、応援職員等が行う業務の内容や手順に

ついて、応援職員等に説明を行う。

② 災害時業務マニュアル等の関連資料を配布する。

③ 特殊な業務等を依頼する場合、必要に応じて研修等を実施するなど、円滑に災害

対応が進むよう努める。
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４ 受援業務に係る対応

（１）応援職員等の状況把握・指示

① 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、応援職員と定期的に情報共有・指示を

行う場を設けることとする。

② 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、応援職員等から業務の実施状況を把握

し、業務量および必要人員を踏まえ、必要に応じて、応援職員等の追加要請や業

務内容の変更を検討する。

（２）応援職員等の交代に係る対応

① 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、応援職員等の交代に際して、適切に業

務内容が引き継がれるよう、確実な情報共有に努める。

② 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、引継ぎ時に確認すべき情報をとりまと

めて、後任の担当職員と共有する。

（３）業務実施状況の報告・調整

① 応援を受入れる区災害対策本部の各部は、応援職員等による業務の実施状況につ

いて取りまとめ、総務部へ報告する。

② 総務部は、区全体の受援状況を取りまとめて、区災害対策本部会議に報告すると

ともに、必要な調整を行う。

５ 受援終了

（１）受援終了の判断・決定

① 総務部は、応援要請を行った業務が終了する、又は、業務に必要な人員が確保可

能な状況となるなど、受援の必要がなくなった場合、応援団体と連絡調整を行い、

受援を終了する。

② 総務部は、受援を終了した場合、受援状況等を取りまとめ、区災害対策本部会議

にて共有する。

（２）費用負担

① 区は協定等に基づき、応援団体に対して費用負担等を行う。

② 総務部は、費用負担について、区災害対策本部会議で共有する。
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第２ 災害ボランティアの受入れ

○被災者の生活の安定と再建を図るうえで重要な役割を持つボランティアとの連携協力体

制を構築し、効果的な応急対策の実施を図る。 

１ 一般ボランティアの受入れ

（１）区災害時ボランティアセンター開設前の活動希望者の対応

区は、区災害時ボランティアセンター開設前に、電話等によるボランティア活動

希望の問合せがあった場合、開設まで待ってもらう旨を伝え、開設後に連絡をもら

えるように説明する。開設後は、広報紙やメディア等で周知していく旨を伝える。

（２）区災害時ボランティアセンター設置協議

① 区民支援部は、区災害時ボランティアセンター設置にあたり、区社会福祉協議会

に協力を要請する。

② 区民支援部は、被災状況、区社会福祉協議会の状況も踏まえて、区災害対策本部

と区災害時ボランティアセンター設置にあたっての協議を行い、開設を決定する。

③ 区災害時ボランティアセンターは、中小企業センターに設置することを想定する

が、福祉受援部長が、被災状況等により他の場所に設置した方が業務に適してい

ると認めるときは、区災害対策本部と協議し、変更する。

（３）区災害時ボランティアセンター運営体制の確保

① 区民支援部は、区社会福祉協議会と連携し、開設時間、募集するボランティアの

範囲、派遣基準、資器材確保方法等の運営方針を決定する。

② 区は、区社会福祉協議会と協力し、必要な人員を確保する。

③ ボランティアセンター設置に向けて、以下の事項について実施する。

・区災害時ボランティアセンター内のレイアウトの決定

・東京都へのボランティアコーディネーターの派遣要請

・ボランティアの移動手段の確保

・区災害対策本部へボランティア派遣要請方法の周知

・活動資金・活動備品の調達

・ボランティアの募集要領の作成・周知
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（４）区災害時ボランティアセンターの運営

ア 周知・広報 

ボランティアセンターを設置した旨を関係機関、各部署、区民等に周知・広

報する。 

イ ボランティアの受付 

① 受付けたボランティアは、関係者間で共有を図る。

② ボランティアコーディネーター経験者を受け付けた場合は、ボランティア

センターの運営補助に従事するよう依頼する。

ウ ボランティアの派遣 

避難所等を巡回し、被災者のボランティアニーズを把握し、ボランティアを

派遣する。 

２ 専門ボランティアの受入れ

① 東京都、東京消防庁などが事前登録制により実施しているボランティアについては、

専門領域ごとに、各機関が受入窓口を設置し、必要となる業務に応じて受入れを図る。

② 海外からのボランティアの受入れについては、東京都、国と協議の上、区災害対策

本部でその対応を協議する。

（１）応急危険度判定員

東京都に登録された建築士ボランティアで、余震等による建築物の倒壊など二次

災害を防止するため、被災建物の当面の使用の可否を判定する業務に従事する。

（２）被災宅地危険度判定士

① 宅地造成等規制法施行令（昭和 37年政令第 16号）第 17条に規定する土木又は
建築技術者が該当する。

② 災害対策本部が設置される規模の地震又は降雨等の災害により、宅地が大規模に

被災した場合に、被害の発生状況を把握し、危険度判定を実施する。

（３）家屋・住家被害状況調査員

① 区は、都や関係機関へ応援要請を行い、家屋・住家被害状況調査員を受け入れる

とともに、他道府県より支援のため派遣される調査員についても受入れを行う。

② 住家被害状況調査員は、地震や風水害等の災害により被災した家屋・住家の被害

程度(全壊、半壊等)を認定する業務に従事する。
③ 区は、家屋・住家被害状況調査を実施する人員確保に向けた協定締結に努める。

（４）建設防災ボランティア

① 公共土木施設の整備・管理等の経験により、同施設等の被災状況について一定の

把握ができる知識を有する者が該当する。

② 震度５強以上の地震発生時には都建設局からの出動要請を受け、また、震度６弱

以上の地震発生時には自主的に、それぞれ出動し、建設局所管施設の被災状況の

点検業務支援および都立公園等避難場所における建設局所管施設の管理業務支援

等を実施する。

（５）東京消防庁災害時支援ボランティア

① 東京消防庁は、応急救護や消防資器材等についての専門的な知識・技術を習得し
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たボランティアを育成するため消防職員団員の経験者等の登録を進めている。

② 登録ボランティアは原則として、各消防署へ自主的に参集し、署の指導により応

急救護、消火、救助活動や火災調査、危険物施設等の安全確保等の支援を行う。

（６）医療系ボランティア

赤十字災害救護ボランティア、地域赤十字奉仕団、特別赤十字奉仕団、赤十字個

人ボランティア等をいう。医療救護班の活動支援や避難所における活動支援等の医

療業務支援に従事する。

（７）福祉ボランティア

① 福祉ボランティアが必要な場合、都へ支援要請を行うことにより、福祉関係団体

等の協力による広域的な支援が受けられる。

② 福祉ボランティア派遣に際しては、都へ要請内容、避難所の状況等のニーズを正

確に報告することとする。

（８）警視庁交通規制支援ボランティア

① 大震災が発生した場合の交通対策として、警察署長は、警備業者、ボランティア

等に対し配置指定交差点等における交通規制の補助活動を要請する。

② 警備業者、ボランティア等に、交通規制の補助活動を行わせる場合は、原則とし

て、警察官の配置されている交差点に配置するものとし、活動中における受傷事

故防止に特段の配意をする。

（９）東京都（防災）語学ボランティア

大規模な災害発生時において、語学力を活用し、被災外国人等を支援するため、

一定以上の語学能力を有する者を、都は東京都（防災）語学ボランティアとして登

録をしている。必要に応じて都へ支援要請し、当該ボランティアの受入れを行う。

第３ 専門機関等の受入れ

○警視庁、ＤＭＡＴ、自衛隊等の専門機関や公共的団体等について、応援要請・受入れを

行う。 

１ 救助救急活動に係る関係機関の受入れ

震災時には、建物の倒壊、看板・窓ガラス等の落下、火災による多数の救助・救急を

要する事態の発生が予想される。このため、関係機関が連携・協力体制を確立し、迅速・

的確な救助・救急活動にあたる。関係機関（警視庁、ＤＭＡＴ）への応援要請に関して

は、区災害対策本部にて応援の必要性について判断し、応援要請を行うものとする。詳

細は、「震災編第４部災害対応体制」の定めるところによる。

２ 自衛隊の受入れ

区長は、災害が発生し、または発生する恐れがあり、人命または財産の保護のため必

要があると認めた場合は、都知事に対し自衛隊の災害派遣要請の要求をするものとする。

詳細は、「震災編第４部災害対応体制」の定めるところによる。
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３ 公共的団体の受入れ

（１）責務

災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合、指定地方行政機関、指定

公共機関および指定地方公共機関は、所管にかかわる災害応急対策を実施するとと

もに、都および区が実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務について協

力するものとする。 

（２）活動体制

指定地方行政機関等は、責務を遂行するため必要な組織を整備するとともに、災

害応急対策に従事する職員の配置および服務の基準を定めておくものとする。詳細

は、「震災編第４部災害対応体制」の定めるところによる。
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対策３ 物的支援の受入れ                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

国 ・プッシュ型の緊急物資輸送 

都 ・広域輸送基地等から地域内輸送拠点への物資輸送 

区 

・地域内輸送拠点における物資の受入れ 

・地域内輸送拠点から各避難所等の物資配布場所への輸送 

・災害時応援協定に基づく物資調達 

【具体的な取組】 

第１ 円滑な物資供給に向けた基本方針

○物資の供給を円滑に実施するため、既往災害の教訓を生かした物資の調達および受入れ

を行う。 

○区は、発災から３日間に必要となる最低限の物資について、都と連携して備蓄品の整

備を進めているが、避難生活が長期化したり、物流の復旧に時間がかかった場合、物

資が不足することが想定される。

○物資の調達や輸送、集積場所の管理等の業務は、区の通常業務とは異なっており、既

往災害で、物資不足、物資の滞留、配送遅延などの混乱があった。

○災害発生時に物資の供給を円滑に実施するため、既往災害の教訓を生かした物資の調

達および受入れ体制を整備する。

第２ 物的支援の受入れ

○国、都等からの支援物資の受入、災害時応援協定に基づく物資の調達等を行う。 

１ 国からの支援物資

① 国においては、区からの要請を待たずにプッシュ型により、都が開設する広域輸送

基地に輸送する。

② 都は、国からの物資を区が開設する地域内輸送拠点に輸送するため、区民支援部を

中心に受入れのための体制を整える。

２ 都からの支援物資

（１）都が開設する物資拠点

都では、物資の積替・配送等を行う広域輸送基地を都内に 20か所指定するととも
に、東京都トラック協会と車両供給に関して契約することによる輸送手段の確保や

都備蓄倉庫での荷捌き作業の協力に関する協定の締結等により円滑な物資供給を行

える体制整備に努めている。
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（２）都への要請

区は、備蓄物資が不足し、災害時応援協定に基づく調達や支援物資の到着に時間

がかかると見込まれる場合、都に対して物資の提供を要請する。

（３）区の地域内輸送拠点への輸送

都は、区の要請に基づく物資を国からの支援物資と同様に、区の地域内輸送拠点

へ輸送する。

３ 災害時応援協定に基づく物資の調達

① 区民支援部は、要請に基づき、地域内輸送拠点および区内の備蓄倉庫の在庫状況を

確認したうえで、協定締結事業者に物資の提供を要請し、調達する。

② 区民支援部は、自治体間相互応援協定に基づく物資の供給が必要と判断した場合は、

区災害対策本部を通じて要請する。

４ 民間事業者等による支援物資等の受入れ

（１）支援物資受入れの概要

① 災害発生時に、民間事業者等から支援物資が提供された場合、区民支援部は、原

則、地域内輸送拠点で受け入れる。

② 区民支援部は、備蓄・調達による物資供給のみでは、物資の不足が生じると判断

した場合、指令情報部等と連携し、テレビ、ラジオ、新聞等報道機関の協力やホ

ームページ等を活用して物資の支援を呼びかける。

（２）留意事項

① 支援物資は、民間事業者等から受け入れるものとし、個人からは原則として受け

入れない。

② 受入対象とする物資の要件は次のとおりとする。

・単品梱包又は類似品種の梱包とする。

・内容、数量、賞味期限、提供団体（連絡先）が分かるよう１箱ごとにラベル

表示する。
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第 10 部 医療救護等対策

対策の基本的な考え方 

震災時には家屋やブロック塀の倒壊、火災、崖崩れ等により多数の負傷者等の発生が想定

されるため、発災直後より適切な医療救護体制を確立し活動を行う必要がある。

ここでは、発災直後から設置する区の医療救護所等にて行う医療救護活動に必要な要員、

医薬品・医療資器材の確保等について示す。

【用語の定義】 

①災害医療コーディネーター 

物的資源、人的資源などの協調や調整を行う医療のスペシャリストをいう。災害医

療を効率的に実施するため、品川区災害医療コーディネーターは区内、地域災害医療

コーディネーターは二次保健医療圏、都災害医療コーディネーターは都内の医療救護

活動に係る統括・調整を行う。

名 称 説 明 

東京都災害医療コ

ーディネーター

都全域の医療救護活動等を統括・調整するために医学的

な助言を行う、都が指定するコーディネーター

東京都地域災害医

療コーディネータ

ー

各二次保健医療圏域の医療救護活動等を統括・調整する

ために都が指定するコーディネーター

品川区災害医療コ

ーディネーター

区内の医療救護活動等を統括・調整するために医学的助

言を行う、区が指定するコーディネーター

②災害薬事コーディネーター 

必要とされる医療が迅速かつ適切に提供されるよう、品川区災害医療コーディネー  

 ター等と連携し、地域の薬事に関する調整および助言を行う薬剤師をいう。

③ＤＭＡＴ(Disaster Medical Assistance Team) 

医師、看護師、救急救命士、事務官から構成され、災害や事故の際にいち早く現場

に駆けつけ、救命医療を提供する医療チームをいう。

④緊急消防援助隊 

被災地の消防力のみでは対応困難な大規模災害に、区長、知事あるいは消防庁長官

の要請により出動し、現地で災害活動を行う組織をいう。

⑤災害拠点病院 

災害時における医療救護活動の拠点となる医療機関をいう。

⑥トリアージ（大規模災害における治療対象患者選別）

トリアージとは、災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度

や重症度に応じて治療優先度を決めることをいう。

⑦防疫 

防疫とは、感染症発生の三大要因(感染源、感染経路、個体の感受性)を中心に環境条
件や宿主条件を加えて、総合的に対策を立てて流行を防ぐことをいう。

⑧消毒薬 

微生物やウイルスを死滅させ、感染力を失わせることを目的として使用される薬物

のことをいう。
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【 現在の取り組み状況 】 

 ①初動医療体制 

○区と医師会等との連携を確保するとともに、医師会等からなる医療救護班の体制整

備を進めている。

 ②医薬品・医療資器材の確保 

○区内に医薬品・医療資器材等の備蓄を進めている。

 ③防疫体制 

○避難所、広域避難場所、その他災害箇所において、医療救護および防疫活動の必要

があると認められた際の活動態勢を構築している。

 ④遺体の取扱い 

○遺体収容所として新たにしながわ中央公園を指定している。

【 課題 】 

 ①初動医療体制 

○多数の死者、負傷者への対応が必要である。

○医療施設との医療救護体制構築・連携が必要である。

 ②医薬品・医療資器材の確保 

○医療活動に必要な医薬品・医療器材の確保が必要である。

 ③防疫体制 

○避難生活等の長期化に伴う避難者の健康・衛生状態悪化へ対応する必要がある。

 ④遺体の取扱い 

○多くの遺体に対して、尊厳と遺族感情に考慮した対応が求められる。

【 対策の方向性 】 

 ①初動医療体制 

○初動医療体制を確立（医療救護所の設置等医療救護活動体制の構築等）する。

 ②医薬品・医療資器材の確保 

○医薬品・医療資器材の確保（医薬品等の確保に向けた供給体制の構築等）を進める。

 ③防疫体制 

○防疫体制、感染症対策、衛生環境の充実を図る。

 ④遺体の取扱い 

○新たな遺体収容所の確保とともに、弾力的な運用等の現状の施設能力で対応する方

法を検討する。
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各対策の要点 
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対策１ 初動医療体制 

 第１ 初動医療体制の構築 

○品川区災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーターの委嘱を行

う。 

○負傷者等の搬送体制の整備、医療救護班員となる医師会等との協定締結など

により、初動医療体制の構築に努める。 

対策２ 医薬品・医療資器材の確保 

第１ 医薬品・医療資器材の確保 

○区内に医薬品・医療資器材等の備蓄を進めている。また、薬剤師会と連携し

た医薬品・医療資器材および体制の確保を図る。 

対策１ 初動医療体制 

第１ 初動連絡体制等の確立

○被害情報の関係機関との共有、区民への情報提供を速やかに行う。

第２ 初動医療体制の確立

○区は、医療救護が必要な場合には、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道

整復師会の協力を得て医療救護班を医療救護所へ派遣する。 

第３ 負傷者等の搬送

○負傷者等の搬送が必要な場合は、搬送手段を確保する。 

第４ 保健相談活動

○避難所における健康相談や巡回健康相談、巡回精神相談チームによる被災

者のメンタルケア、在宅人工呼器使用者の安否確認、健康障害を防ぐため

の保健相談活動を実施する。 

対策３ 遺体の取り扱い 

第１ 遺体の収容・火葬体制の確保 

○遺体収容所は、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検視・検案・身元確認の

実施に資するよう、施設の指定を進める。また、収容スペースの充足に向け、

災害時に特段の用途を有しない施設を基本に、遺体収容所としての指定を進

める。 

○都と連携し、都内全域および近隣県等の火葬場を活用して広域的に火葬を行

う体制を確保する。 
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対策４ 遺体の取り扱い 

第１ 行方不明者の捜索 

○区は、都総務局等各部局、所轄警察署等関係機関と連携し、遺体および行方不

明者の捜索および収容を行う。 

第２ 遺体の検視・検案・身元確認等

○区は、遺体収容所の運営を施設管理者との連携のもと行う。また、都福祉保健

局検視・検案班、遺体収容施設等と連携しながら検視・検案・身元確認等に対

応する。 

第３ 遺体の埋火葬

○区は、死亡届の受理・火葬許可証の発行、遺体の搬送、火葬等の対応を区、

警視庁、遺体収容施設等と連携しながら対応する。 

対策３ 防疫体制 

第１ 感染症対策に係る防疫体制の配備 

○区災害対策本部長は、避難所、二次避難所、福祉避難所、一時集合場所、広域

避難場所、その他災害箇所において、医療救護および防疫活動の必要があると

認められたときは、健康推進部長、品川区保健所長に速やかに活動体制の確立

を行うよう指示する。 

対策２ 医薬品・医療資器材の確保 

第１ 災害薬事センターの設置

○区は、医療救護所や避難所等への医薬品等の供給拠点となる「災害薬事センタ

ー」を速やかに設置する。 

第２ 備蓄品・医薬品の要請

○医療救護所における医薬品・医療資器材の調達・搬送について、区は、薬剤師

会等と協力して実施する。医薬品・医療資器材の補充が必要な場合、区は都に

協力要請を求める。 

応

急

復

旧

対

策
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予防対策 

対応テーマ

対策１ 初動医療体制

対策２ 医薬品・医療資器材の確保

対策３ 遺体の取り扱い

対策１ 初動医療体制                 

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

医師会 ・災害時における医療救護活動に関する協定に基づく活動体制の整備

歯科医師会 ・災害時における救護活動に関する協定に基づく活動体制の整備 

薬剤師会 
・災害時における医療救護活動と医薬品等の供給に関する協定に基づ

く活動体制の整備 

区 

・医療救護活動体制 

・品川区災害医療コーディネーターの委嘱 

・災害薬事コーディネーターの委嘱 

・医療救護所の指定 

・負傷者等の搬送体制の整備 

・区と医師会等との連携 

【具体的な取組】 

第１ 初動医療体制の構築

○品川区災害医療コーディネーター、災害薬事コーディネーターの委嘱を行う。 

○負傷者等の搬送体制の整備、医療救護班員となる医師会等との協定締結などにより、初

動医療体制の構築に努める。 

○被害が発生した場合に、被災者に対して迅速かつ的確な救護救援活動を実施するため

には、事前対策を講じておく必要がある。

○ここでは、救護救援活動の中でも人命尊重の見地から特に重要な初動医療体制の確立

を計画する。

○医療救護対策を実施する際の基本となる医療救護活動におけるフェーズ区分および主

な医療救護活動の内容を図表 10- 1に示す。
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図表 10- 1 医療救護活動におけるフェーズ区分と主な活動内容

１ 品川区災害医療コーディネーターの委嘱

① 災害時に医療救護活動に係る医学的な助言を求めるため、「品川区災害医療コーディ

ネーター」を委嘱する。

② 東京都災害医療コーディネーター、東京都地域災害医療コーディネーターと連携し

た情報集約の仕組み、複数の連絡手段を確保する。（図表 10- 2）
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図表 10- 2 品川区災害医療コーディネーターの役割 

２ 災害薬事コーディネーターの委嘱

災害時における区内の医薬品の供給等を円滑に行うため、「品川区災害薬事コーディネ

ーター」を委嘱する。

３ 医療救護班の整備

区は、医療救護活動を行うため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会から

なる医療救護班を整備する。

４ 医療救護所の設置

区は、医療救護班を派遣して負傷者等の対応を行うため、発災時に期間を定めて緊急

医療救護所と学校医療救護所を設置する。

（１）緊急医療救護所の設置

区は、超急性期においてより多くの人命を救うため、限りある病院の診療機能を

確保することを目的に、トリアージ等を行う場所として病院の門前に緊急医療救護

所を設置する。現在、設置を予定している緊急医療救護所を図表 10- 3に示す。

図表 10- 3 緊急医療救護所一覧

病院名 所在地 

公益財団法人 河野臨床医学研究所

附属品川リハビリーテーション病院

品川区北品川１－23－19 

公益財団法人河野臨床医学研究所附属第

三北品川病院

品川区北品川３－３－７ 

NTT東日本関東病院 品川区東五反田５－９－22 

東芝病院 品川区東大井６－３－22 

昭和大学病院 品川区旗の台１－５－８ 

医療法人社団 おきの会 旗の台病院 品川区旗の台５－17－16 

昭和大学病院 附属東病院 品川区西中延２－14－19 

（２）学校医療救護所の設置

区は、急性期以降を目安に地域医療が回復するまでの間、傷病者の治療や被災者

の健康管理等を行う場所として、学校の保健室等に学校医療救護所を設置する。現

在、設置を予定している学校医療救護所を図表 10- 4に示す。
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図表 10- 4 学校医療救護所一覧

管轄区域 学校名 所在地 

品川第１地区 品川学園 品川区北品川３－９－30 

品川第２地区 城南小学校 品川区南品川２－８－21 

大崎第１地区 第一日野小学校 品川区西五反田６－５－32 

大崎第２地区 三木小学校 品川区西品川３－16－28 

大井第１地区 浜川中学校 品川区東大井３－18－34 

大井第２地区 山中小学校 品川区大井３－７－19 

大井第３地区 ウェルカムセンター原 

（旧原小学校） 

品川区西大井２－５－21 

荏原第１地区 後地小学校 品川区小山２－４－６ 

荏原第２地区 第二延山小学校 品川区旗の台１－６－１ 

荏原第３地区 京陽小学校 品川区平塚２－19－20 

荏原第４地区 源氏前小学校 品川区中延６－２－18 

荏原第５地区 豊葉の杜学園 品川区二葉１－３－40 

八 潮 地 区 八潮学園 品川区八潮５－11－２ 

５ 負傷者等の搬送体制の整備

① 区は、車両や船舶等を保有する関係機関との新たな協定締結に向けて取り組み、更

に搬送体制の拡充を図る。

② 大震災時には、救急車の不足が予想されるため、区有車両や雇上げ車両等の活用や

燃料の調達等、災害時に医療救護を必要とする区民等を安全に医療機関へ搬送するた

めの体制を確保する。

③ 搬送するための車両の確保が難しい場合に備えて、防災区民組織等にリヤカーや担

架等の備蓄を行うよう周知・啓発する。

６ 区と医師会等との連携

（１）品川区・荏原医師会との協定

災害時における医療救護活動を行うため、昭和 51年８月「災害時における医療救
護活動に関する協定」の締結を行い、その後の情勢変化に対応して、平成 24年度に
従前の協定を改定した。今後も継続的に内容の見直しを図る。

（２）品川・荏原歯科医師会との協定

災害時における歯科医療活動を行うため、平成７年８月「災害時における救護活

動に関する協定」を締結し、平成 22年６月に従前の協定を改定した。

（３）品川・荏原薬剤師会との協定

災害時に医療救護活動と医薬品の供給に関し、東京都薬剤師会品川支部および荏

原支部との間において、平成 8年 3月に「災害時における医療救護活動と医薬品等
の供給に関する協定」を締結し、平成 14年１月に従前の協定を改定した。
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（４）東京都柔道整復師会品川支部との協定

災害時における医療救護活動を行うため、平成 12年１月「災害時における救護活
動に関する協定」の締結を行った。



第第２編 震災編 

第５部 医療救護等対策 

 予防  応・復 

対策２ 医薬品・医療資器材の確保 

震‐10‐10

対策２ 医薬品・医療資器材の確保           

【各機関の役割】

機関名 役   割 

区 
・医薬品・医療資器材等の備蓄

・災害時における医薬品・医療資器材確保に向けた体制整備

【具体的な取組】 

第１ 医薬品・医療資器材の確保

○区内に医薬品・医療資器材等の備蓄を進めている。また、薬剤師会と連携した医薬品・

医療資器材および体制の確保を図る。

１ 医療ミニセットの配備

 災害時の傷病者の応急手当に活用するため、避難所となる区立小・中学校全校に医療

ミニセットを配備する。

２ 医薬品・医療資器材の備蓄

① 薬剤師会等と協議のうえ医療救護活動に必要な発災から３日分程度の医薬品、医療

資器材を確保する。

② 区の備蓄医薬品等で不足が生じた際には、都への要請に加え医薬品等の卸売販売業

者から円滑に調達が行えるよう、事前に薬剤師会と協力のうえ卸売販売業者と協定を

締結する。

③ 災害薬事センターの設置、運営方法の具体化等について、薬剤師会と連携を図る。
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対策３ 遺体の取り扱い                

【各機関の役割】

機関名 役   割 

都 ・広域火葬体制の整備および関係団体との協定等の締結 

区 
・遺体収容所の指定 

・火葬場の確保 

【具体的な取組】 

第１ 遺体の収容・火葬体制の確保

○遺体収容所は、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検視・検案・身元確認の実施に資す

るよう、施設の指定を進める。また、収容スペースの充足に向け、災害時に特段の用途

を有しない施設を基本に、遺体収容所としての指定を進める。 

○都と連携し、都内全域および近隣県等の火葬場を活用して広域的に火葬を行う体制を確

保する。 

１ 遺体収容・火葬に係る体制整備

（１）遺体収容所運営に係る整備

区は、遺体収容所の運営等に関する次の事項について、あらかじめ関係機関と協

議を行い、整備に努めていく。

・遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項

・行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項

・検視・検案未実施遺体の一時保存等の取扱いに関する事項

・遺体収容所設置等に供する資器材の確保、調達、保管および整備に関する事項

（２）遺体収容に係る資器材の配備

遺体収容に必要な資器材として、マスク、消毒液、防護服等について、しながわ

中央公園に配備した。

２ 遺体収容所の指定

① 遺体収容所は、死者への尊厳や遺族感情、効率的な検視・検案・身元確認の実施に

資するよう、原則として下記の要件を満たす施設を指定する（図表 10- 5）。

・屋内施設であること

・避難所や医療救護所など他の用途と競合しない施設であること

・身元不明者の一時保存場所として使用可能な施設

図表 10- 5 遺体収容所設置箇所

施設名 住  所 

なぎさ会館 品川区勝島３-１-３
しながわ中央公園 西品川１-２８-４
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② 遺体収容所の運営体制、不足した場合の候補地についても定めておく。

③ 区の対応能力を超え遺体収容スペースの不足が生じることを見越して、都及び関係

機関との連携の充実・強化に努める。

３ 広域火葬体制の整備

都の調整のもとで都内全域および近隣県等の火葬場を活用して広域的に火葬を行う体

制を確保することを目的に、都は、区市町村および関係機関等と協議のうえ、平成 11年
３月に、「東京都広域火葬実施計画」を策定した。この計画に基づき、遺体の保存等に係

る資材等の確保、遺体の搬送、火葬の協力について、関係団体等と協定を締結し、災害

時における円滑な広域火葬体制の整備を行った。（図表 10- 7）
図表 10- 6 近隣の火葬場 

区 分 名 称 所在地 １日の処理能力 

東京博善 

株式会社 
桐ヶ谷火葬場 

品川区 

西五反田５-32-20

平常時（６時間稼動） 72 体 

災害時（８時間稼動） 96 体 

臨海部広域斎

場組合事務局
臨海斎場 

大田区 

東海１-３-１ 

平常時（６時間稼動） 25 体 

災害時（９時間稼動） 41 体 

図表 10- 7 火葬体制

品川区 

東京都本部 

（福祉保健局） 

都内公営・民間火葬場 

葬祭関係事業団体等 

他 府 県 

（公営火葬場） 

応援要請 

・都に被災状況の報告

・区域内の火葬場、搬送手段の確保

・都内施設の被災状況調査

・遺体総数の把握

・国に状況報告

・広域火葬への応援・協力要請

 施設割当 

広域火葬体制 

協力要請 応援要請 
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 初動医療体制

対策２ 医薬品・医療資器材の確保

対策３ 防疫体制

対策４ 遺体の取り扱い

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

初動医療体制 区 ■医療情報の収集・伝達

■初動医療体制の確立

■負傷者等の搬送

           ■保健相談活動

医薬品・医療

資器材の確保 

区 ■災害薬事センターの設置

■医薬品・医療資器材の供給と確保

防疫体制 都 ■感染症の流行状況等

を踏まえて区市町村

が実施する予防接種

に関する指導・調整

区 ■防疫、消毒、保健活動、食品衛生・環境

衛生指導等

■感染症の流行状況等

を踏まえた予防接種

の実施

遺体の取り扱

い 

都 ■広域火葬に関するこ

と

区 ■遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項

■行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項

■検視・検案未実施遺体の一時保存等の取り扱いに関する事項

■遺体収容所設置等に関する資器材の確保、調達、保管および整

備に関する事項

■死亡届の受理・火葬許可証の発行等

■遺体の火葬

■身元不明遺骨の取り扱い
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対策１ 初動医療体制                  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・医療情報の収集・伝達 

・初動医療体制の確立 

・負傷者等の搬送 

・保健相談活動 

【具体的な取組】 

第１ 初動連絡体制等の確立

○被害情報の関係機関との共有、区民への情報提供を速やかに行う。

１ 医療情報の収集・伝達

（１）被害情報の収集および情報連絡体制の強化

災害時に効果的な医療救護活動を行うためには、正確な被害状況等の把握が必要

である。そのため、都、区災害医療コーディネーター、医師会等と連携し、人的被

害、避難所の状況および、医療機関の被害状況や活動状況、外部支援（DMAT や救

護班、緊急消防援助隊）の活動状況について収集する体制を整備する。

（２）区民への情報提供

① 収集した医療機関の被害状況および医療活動状況については、医師会等を通じ

て保健衛生部で把握し区民からの問い合わせに対応する。

② 企画広報部は、医療機関の被害状況、医療活動状況、医療救護所の設置状況を

ホームページ等を通じて区民に周知する。都は、報道機関等を通じて広報活動を

行う。
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第２ 初動医療体制の確立

○区は、医療救護が必要な場合には、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道整復師会の協

力を得て医療救護班を医療救護所へ派遣する。

１ 医療救護活動体制

① 区は、災害が発生し医療救護が必要な場合は、医療救護所を設置し、医師会、歯科

医師会、薬剤師会、柔道整復師会の協力を得て、医療救護班を医療救護所へ派遣し、

発災直後から医療救護活動が円滑に行える体制を整える。

②区は、区災害医療コーディネーターおよび区災害薬事コーディネーターへ区への参集

を要請し、東京災害医療コーディネーターおよび地域災害医療コーディネーターと連

携して、区内の医療救護活動の統括・調整を行う。

２ 医療救護班の活動内容

医療救護班は、以下の活動を行う。

・緊急医療救護所において、トリアージおよび軽傷者の応急措置等を行う。（図表 10- 8）
・学校医療救護所において、地域住民に医療機能を提供することを目的に診療や健康

相談等の医療活動を行う。

図表 10- 8 トリアージの分類 

分類 順位 識別

票 

症状の状態等 

最優先治療群

（重症群）

第１ 赤 生命を救うため、直ちに処置を必要とするもの。窒息、多

量の出血、ショックの危険のあるもの。

待機的治療群

（中等症群）

第２ 黄 ア 多少治療の時間が遅れても、生命に危険がないもの。

イ 基本的には、バイタルサインが安定しているもの。

保留群

（軽症群）

第３ 緑 上記以外の軽易な傷病で、ほとんど専門医の治療を必要と

しないもの。

無呼吸群 第４ 黒 気道を確保しても呼吸がないもの。

死亡群 既に死亡しているもの、または明らかに即死状態であり、

心肺蘇生を施しても蘇生可能性のないもの。

※トリアージとは、災害発生時などに多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急

度や重症度に応じて治療優先度を決めることをいう。

３ 医療救護活動支援の要請

区は、医療救護活動に必要な人員が不足する場合には、医療対策拠点等に対し、医療

チーム等の派遣を要請するほか、区内の病院で対応できない負傷者を受け入れる病院の

確保等について要請する。
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第３ 負傷者等の搬送

○負傷者等の搬送が必要な場合は、搬送手段を確保する。

１ 負傷者等の搬送体制

① 負傷者の搬送は、国・都・区（公助）および自主防災組織（共助）が協力して行う

ものとする。

② 傷病者を的確に病院等に搬送できるよう、区は都等と連携し、重症度、傷病者数お

よび搬送距離に応じて、陸路、空路および水路による搬送手段の確保に努める。（図表

10- 9）

③ 搬送に当たっては、災害拠点病院等（災害拠点連携病院、災害医療支援病院）等の

受入体制を確認して搬送する。（図表 10- 10、図表 10- 11）

④ 透析患者等への対応は、東京都区部災害時透析医療ネットワークと連携し、透析可

能な施設の把握を行うとともに、発災後の医療情報をもとに、透析患者に情報提供を

行う。また、在宅人工呼吸器等使用者については、平常時から保健センターで患者の

把握に努め、必要に応じ医療機関への搬送等を行う体制を確立することとする。

図表 10- 9 超急性期に想定される傷病者の搬送

※災害拠点病院は主に重症者を、災害拠点連携病院は主に中等症者を受入れる。

災害医療支援病院は、専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を行

う。
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（平成 29 年 10 月現在）

図表 10- 10 災害拠点病院一覧

二次保健 

医療圏 

施設名 所在地 病床数

区 南 部

昭和大学病院 品川区旗の台１－５－８ 815
NTT 東日本関東病院 品川区東五反田５－９－22 627
東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西６－11－１ 949
大森赤十字病院 大田区中央４－30－１ 344
東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷４－５－10 506
東京労災病院 大田区大森南４－13－21 400
池上総合病院 大田区池上６－１－19 384

（平成 29 年 10 月現在）

図表 10- 11 災害拠点連携病院一覧

二次保健 

医療圏 

施設名 所在地 病床数

区 南 部

医療法人社団 おきの会 旗の台

病院

品川区旗の台５－17－16 42

公益財団法人河野臨床医学研究

所付属第三北品川病院

品川区北品川３－３－７ 151

社会医療法人財団 城南福祉医

療協会 大田病院

大田区大森東４－４－14 185

社会医療法人財団 仁医会牧田

総合病院

大田区大森北１－34－６ 246

医療法人社団森と海東京 東京

蒲田病院

大田区西蒲田７－10－１ 100

独立行政法人 地域医療機能推進

機構 東京蒲田医療センター

大田区南蒲田２－19－２ 230

第４ 保健相談活動

○避難所における健康相談や巡回健康相談、巡回精神相談チームによる被災者のメンタル

ケア、在宅人工呼器使用者の安否確認、健康障害を防ぐための保健相談活動を実施する。

１ 保健師・栄養士等の巡回相談チーム等の編成

避難所等での不自由な生活の長期化や被災に起因する健康障害の発生などを防ぐため、

保健師・栄養士等の巡回相談チーム等を編成し、避難所における健康相談や巡回健康相

談等を行う。
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２ メンタルケア体制の整備

被災のショックや避難所の長期生活などによるストレスは、しばしば心身の健康に障

害を生じさせる。その対策として、専門医等の協力を得て、巡回精神相談チームを編成

し、被災者の相談にあたる。

３ 在宅人工呼吸器使用者への対応

① 区は、「災害時人工呼吸器使用者リスト」を基に在宅人工呼吸器使用者の安否確認を

行う。

② 人工呼吸器使用者とその家族に被害状況、医療機関の開設状況等の情報を提供する

とともに、在宅療養が継続できるよう支援する。

③ 在宅療養の継続や避難所等への移送に際し、支援に支障があるときは、都へ支援を

要請する。
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対策２ 医薬品・医療資器材の確保              

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・災害薬事センターの設置

・医薬品・医療資器材の供給と確保

【具体的な取組】 

第１ 災害薬事センターの設置

○区は、医療救護所や避難所等への医薬品等の供給拠点となる「災害薬事センター」を速

やかに設置する。

区は、地区薬剤師会と連携して、医療救護所や避難所等への医薬品等の供給拠点とな

る「災害薬事センター」を発災後速やかに設置する。

１ 災害薬事コーディネーターの役割

災害薬事コーディネーターは、区災害医療コーディネーターおよび地域災害医療コー

ディネーター、東京都災害医療コーディネーターの業務に協力する。

・医薬品等の管理に関する調整業務：救護所等で必要になる医薬品等の受給状況の把

握、卸売販売業者への発注、在庫管理等。

・薬剤師班に関する調整業務：薬剤師班の差配、支援要請等。

・薬剤関係者の調整業務：病院薬剤部、薬局、卸売販売業者等地域の薬事関係者の復

旧状況や医薬品過不足状況の把握。薬事関係者の調整等。

第２ 備蓄品・医薬品の要請

○医療救護所における医薬品・医療資器材の調達・搬送について、区は、薬剤師会等と協

力して実施する。医薬品・医療資器材の補充が必要な場合、区は都に協力要請を求める。

１ 医薬品・医療資器材の調達・搬送

① 医療救護所においては、原則として区が配備した医療資器材および薬剤師会が確保

する医薬品・医療資器材を使用する。

また、不足する場合は、都へ協力を要請する他、関連業界から調達する。

② 医薬品・医療資器材の医療救護所への搬送は原則として薬剤師会が行う。ただし、

区は、必要に応じて区有車両、雇上げ車両、リヤカー・台車等の活用を検討する。
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対策３ 防疫体制                   

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都
・感染症の流行状況等を踏まえて区市町村が実施する予防接種に関する指

導・調整 

区
・防疫、消毒、保健活動、食品衛生・環境衛生指導等

・感染症の流行状況等を踏まえた予防接種の実施

【具体的な取組】 

第１ 感染症対策に係る防疫体制の配備

○区災害対策本部長は、避難所、二次避難所、福祉避難所、一時集合場所、広域避難場所、

その他災害箇所において、医療救護および防疫活動の必要があると認められたときは、

健康推進部長、品川区保健所長に速やかに活動体制の確立を行うよう指示する。

１ 防疫体制

（１）都

都福祉保健局は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、区市町村

に対して（保健所設置市を除く市町村は都保健所を通じて）、予防接種の実施に関す

る指導・調整を行う。

（２）区

① 区は、災害の種類、程度に即応した防疫活動として、飲料水の消毒や避難所お

よび患者発生時等の消毒、ねずみ族およびこん虫駆除等を行う。

② 区は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、予防接種および感

染予防対策を実施する。

③ 被災戸数および防疫活動の実施状況について、都福祉保健局に報告する。

④ 防疫活動の対応能力が充分でない場合は、都福祉保健局に協力を要請する。

⑤ 災害により防疫活動を必要とする場合の班編成は以下のとおりである。

ア 防疫班 

防疫班が行う役割は以下のとおりである。 

・健康調査および健康相談 

・避難所等の防疫指導、感染症発生状況の把握 

・感染症予防のため広報および健康指導 

イ 消毒班 

消毒班が行う役割は以下のとおりである。 

・消毒薬の配布および消毒の確認 

・飲料水の消毒および指導 

ウ 保健活動班 

保健活動班が行う役割は以下のとおりである。 

・健康調査および健康相談の実施 

・広報および健康指導 
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エ 食品衛生指導班 

食品衛生指導班が行う役割は以下のとおりである。 

・食品取り扱い場所に場所における食品衛生指導および食中毒予防の啓発 

・区民への食中毒予防の啓発 

・食中毒発生時の対応 

・その他食品に起因する危害発生の防止 

オ 環境衛生指導班 

環境衛生指導班が行う役割は以下のとおりである。 

・飲料水の塩素による消毒の確認 

・区民への消毒薬、簡易残留塩素検出紙の配布 

・区民への消毒の実施方法および残留塩素の確認方法の指導 

・避難所の過密状況や衛生状態を調査・確認 

・避難所における室内環境の保持や寝具類の衛生確保のための助言・指導 

・避難所におけるハエや蚊の防除方法についての助言、指導

２ 感染症対策

① 一類・二類感染症など入院対応が必要な感染症が発生した場合や勧告入院中の患者

に転院の必要が生じた場合などには、都福祉保健局と都保健所、特別区保健所および

政令市保健所（以下「都区市保健所」という。）が連携して、受入先医療機関の確保お

よび移送・搬送手段の確保を行う。

② 都福祉保健局および都区市保健所は、被災地や避難所における感染症の発生状況を

把握し、評価・分析した情報を提供するとともに、必要に応じて感染拡大防止に向け

た注意喚起を実施する。

③ 区は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、予防接種を実施する。

④ 都福祉保健局は、インフルエンザや麻しんなどの流行状況等を踏まえ、区に対して、

予防接種の実施に関する指導・調整を行う。

⑤ 都区市保健所は、避難所等において感染症の集団発生が確認された際には、防疫班

と連携して疫学調査および感染拡大防止対策を迅速かつ的確に実施する。
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３ 医療救護および防疫活動ならびに衛生指導

① 災害時には、家屋や水道、下水道等が被害を受け、不衛生な生活を余儀なくされ感

染症が蔓延する恐れがある。したがって、検病検査、防疫指導、家屋内外の消毒およ

び病害駆除を行い、感染症の蔓延を防止し、また検案その他の衛生措置を行い被災者

の衛生指導を徹底することとする。

② そのため、本部長は、避難所、広域避難場所、その他災害箇所において、医療救護

および防疫活動の必要があると認められたときは、健康推進部長、品川区保健所長に

速やかに活動態勢の確立を行うよう指示する。

③ 区は、平素より防疫用資器材の備蓄および調達・配布計画の作成に努め、災害時に

おいて円滑な資器材の配布を行うこととする。

（１）保健救護部の編成

災害時において保健所・各保健センターは、医療救護防疫活動およびその他の衛

生指導を行い、管内の被災者救護活動を担当する。

（２）業務手順

保健衛生部組織の中から、「防疫班」、「消毒班」、｢保健活動班｣、「食品衛生指導班」

および「環境衛生指導班」を編成して、防疫活動を実施する。

ア 防疫班 

医療救護班・保健活動班と緊密に連携をとりながら、被災住民の健康調査を

行い、感染症患者の早期発見に努め、被災地や避難所の感染症発生状況を把握

するとともに、必要に応じて感染症予防のための対策等を行う。 

資料○防疫班活動状況日報

資料○ 災害防疫班活動状況報告書

イ 消毒班 

防疫班と緊密に連携をとりながら、患者発生時の消毒（指導）・避難所の消毒

の実施および指導を行う。 

ウ 保健活動班 

健康調査および健康相談の実施と並行して、保健所の食品衛生指導班および

環境衛生指導班等の協力を得て、広報および健康指導、二次感染予防指導を行

う。 

エ 食品衛生指導班 

区民および食品取り扱い場所（避難所、飲食店、炊き出し場所、食品の保管

場所など）において、食品を取り扱う者に対して、食品の衛生的な取り扱いの

指導・食中毒予防の啓発を行う。また、食中毒等の食品に起因する危害が発生

した際は、調査し被害拡大を防ぐための措置を講ずる。 

オ 環境衛生指導班 

飲用しようとする水が塩素剤等で消毒されているか、確認を行う。それ以後

は、住民が自主的に消毒を行えるように環境衛生指導班が住民に消毒薬を配布

し、消毒方法および消毒の確認方法を指導する。また、プライバシーの確保状

況、入浴施設設置の有無および利用頻度、洗濯等の頻度、暑さ・寒さ対策の必

要性など、避難所の衛生状態等の把握に努め、必要な措置を講じるよう努める。 
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対策４ 遺体の取り扱い                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・広域火葬に関すること

区

・遺体収容所の管理者の指定等、管理全般に関する事項

・行方不明者の捜索、遺体搬送に関する事項

・検視・検案未実施遺体の一時保存等の取り扱いに関する事項

・遺体収容所設置等に関する資器材の確保、調達、保管および整備に関す

る事項

・死亡届の受理・火葬許可証の発行等

・遺体の火葬

・身元不明遺骨の取り扱い

【具体的な取組】 

○災害に際し、死亡者や行方不明者（行方不明の状態にあり、様々な状況から既に死亡

していると推定される場合）が発生したときは、遺体の捜索・処理埋葬の各段階にお

いて、区・都および防災関係機関相互の連絡を緊密にして、遅滞なく処理し、人心の

安定を図る。

○遺体の取り扱いに当たっては、死者に対する礼が失われることのないように最大限配

慮するとともに、遺族心情等を考慮して速やかに遺族に引き渡す必要がある。遺体の

捜索、収容、検視・検案および火葬等については、次の流れにより、区、都、警察署

等が協力して行う（図表 10- 12）。
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図表 10- 12 遺体取り扱いの流れ

※１ 警視庁は、区市町村が実施する遺体の捜索・収容等に協力

   自衛隊は、都の要請に基づき、行方不明者の救助・救出、遺体を関係機関へ引き継ぐ。

※２ 区市町村の要請に基づき、都福祉保健局が関係機関（全国霊柩自動車協会等）に協力を要請

遺  族 

○遺骨の引き取り 

都営納骨堂等 

身元不明遺体安置所 

○身元確認調査 

○火葬許可証等の交付等 

医療機関 

（医療救護所） 

遺骨遺留品保管所 

○区市町村が管理 

引き渡し 身元不明遺骨 

１年以内に引取人 
が判明しない場合 

身元不明遺体 

身元判明遺体 身元不明遺体 

遺体※１

火 葬 場 

○火葬 

被災現場 
負傷者※１

遺体※１

遺体引渡所 

○遺体の引き渡し 

○検案書の交付 

○火葬許可証等の交付等 

遺体収容所 

○検視・検案 

○一時保存 

○洗浄等 

搬送※２
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第１ 行方不明者の捜索 

○区は、都総務局等各部局、所轄警察署等関係機関と連携し、遺体および行方不明者の捜

索および収容を行う。

１ 行方不明者および遺体の捜索

図表 10- 13 各機関の対応内容

機関名 活  動  内  容 

区

・都総務局等各部局、所轄警察署等関係機関と連携し、遺体および行方不

明者の捜索および収容を行う。

・捜索の期間は、災害発生の日から 10日間とする。ただし、10日を経過
してもなお遺体および行方不明者を捜索する必要がある場合には、捜索

期間内（10日以内）に都知事あてに申請する。

都総務局

・区からの要請等に基づき、行方不明者等の捜索や発見した遺体の収容に

関して関係機関との連絡調整にあたり、捜索・収容作業が円滑に実施で

きるよう支援する。

警視庁

・区が実施する遺体の捜索・収容に協力する。

・各警察署において、行方不明者の届出受理の適正を期するとともに、情

報の入手に努め、積極的に調査を実施する。

・身元不明者については、人相・所持品・着衣・特徴等を写真撮影すると

ともに、遺品を保存して身元の確認に努める。

陸上自衛隊

第１師団等

災害派遣部

隊

・都の要請に基づき、行方不明者等の救助・救出に万全を期すとともに、

救助・救出活動に伴い発見した遺体に関し、関係機関へ引き継ぐなど適

正な処理を行う。

東京海上

保安部

・東京港内およびその周辺に行方不明者が発生した場合は、所属巡視艇等

により捜索を実施する。

・上記により収容した遺体は、東京都および警察署等関係機関と協議して

定められた岸壁に揚収し、所要の措置を行った後、区に処理を引き継ぐ。

２ 遺体収容所への遺体の搬送

① 区土木部は、遺体収容所の管理者に連絡のうえ、作業員の雇上げまたは警視庁等関

係機関の協力を得て、遺体を遺体収容所に搬送する。遺体の輸送に際しては、毛布で

くるむ等、隠ぺいして輸送するものとする。

② 遺体収容所への搬送に関して区は、以下を基本的な考え方とする。

・遺体収容所の管理者に連絡の上、遺族等による搬送が困難な遺体の搬送

・遺体搬送にあたり、状況に応じて都および関係機関への協力を要請

・遺体収容所での受付に支障のないよう、遺体発見者・発見日時・発見場所・発見

時の状況・遺体の身元認知の有無等を可能な限り確認

・身元が明らかな遺体を搬送する場合は、遺族の付き添いを原則
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３ 遺体収容所の開設

① 区は、災害発生後速やかに、遺体収容所としてなぎさ会館を開設し、必要器具を確

保・調達したうえで、遺体を収容するとともに、開設状況について都および警視庁（所

管警察署）に報告する。

② 遺体収容所の開設・運営等に関して区の対応のみでは充分でないと認められる場合

は、都および関係機関に応援を要請する。

③ 遺体収容施設の開設に際しては事前に定められた施設の活用を基本とするが、遺体

が多数のため一時安置できない場合において、区有施設等を弾力的に活用する。

第２ 遺体の検視・検案・身元確認等

○区は、遺体収容所の運営を施設管理者との連携のもと行う。また、都福祉保健局検視・

検案班、遺体収容施設等と連携しながら検視・検案・身元確認等に対応する。

１ 遺体収容所における業務

① 区は、遺体収容所に管理責任者を配置し、遺体収容所設置に関する初動的な対応や

遺体収容所における各種業務を円滑に遂行するための連絡調整等にあたる。

② 遺体収容所においては、監察医務院等関係機関による検視・検案の実施、死体検案

書の交付の後、区は、死亡届の受理等の関係法令に基づく手続きを行い、警視庁や関

係機関と連携し、遺体の引き渡しや必要に応じて遺体の洗浄等を一括的に処理するこ

ととする。

（１）遺体の身元確認

① 区は、警視庁より引き継いだ身元不明遺体の適正な保管に努め、概ね１週間を

経過した身元不明遺体を火葬する。

② 区は引取人のない焼骨について、遺留品とともに１年間保管し、後、都営納骨

堂等に保管する。

（２）遺体の一時保存

災害時の遺体は、その身元識別に相当の時間を必要とするため、区は、遺体の腐

敗防止対策を実施し一時保存を行う。

（３）遺体処置の期間

遺体処置の期間は、災害発生の日から 10日以内とする。ただし、10日を経過し
てもなお遺体の処理が必要な場合は、処置期間内（10日以内）に都知事あて期間の
延長を協議する。

２ 遺体の検視・検案・身元確認等

区は、遺体収容所における検視・検案を含めた遺体収容所の運営を準備する。遺体の

検視・検案について必要があるときは、都福祉保健局に検視・検案班の現地出動または

遺体収容所への出動要請を行い、これに必要な措置を実施する。また、状況によっては、

医師会、歯科医師会の医師・歯科医師に検視・検案協力を依頼する。
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（１）検視・検案活動

① 区は、遺体収容所における検視・検案を含めた遺体収容所の運営を準備する。

② 検視・検案は、同一場所で集中的に実施できるよう、遺体収容所の配置および

業務体制の整備等を決定する。

③ 遺体の受付業務は、検視・検案業務を適正かつ円滑に実施できるよう、警視庁

（各所管警察署）職員の指示に基づき協力して行う。

（２）遺体の身元確認

① 区は、身元不明者および身元不明遺体の保管を周知する。

② 警視庁より引き継いだ身元不明遺体は適正な保管に努める。

（３）遺体の遺族への引渡し

① 警視庁や関係機関と連携し、警視庁「遺体引渡班」職員の指示に基づき遺体を

家族に引き渡す。

② 検視・検案を終え遺族等に引き渡された遺体について、死亡届を受理し、速や

かに火葬許可証（または特例許可証）を発行する。

（４）死亡者に関する情報の提供

都および警視庁（所管警察署）ならびに関係機関等と連携し、災害に伴う死亡者

に関する情報を提供するとともに、問合せ窓口を開設する。

第３ 遺体の埋火葬

○区は、死亡届の受理・火葬許可証の発行、遺体の搬送、火葬等の対応を区、警視庁、遺

体収容施設等と連携しながら対応する。

１ 死亡届の受理・火葬許可証の発行等

① 区は、検視・検案を終え遺族等に引き渡された遺体に関し、死亡届を受理し、速や

かに火葬許可証を発行する（国により火葬許可証発行の特例が認められた場合は、特

例許可証を発行）。

② 都は、大規模災害時等に極めて多数の死亡者が発生し、死亡届に係る確認等ができ

ない等、通常的な区の火葬許可証の発行が困難な場合、国に対して特例的な措置を要

請する等の支援を行う。

２ 火葬場への遺体の搬送

区は、遺族等による搬送・火葬が困難な遺体、または遺族のいない遺体について、火

葬実施が可能と確認された場合、火葬場に搬送し火葬に付する。

３ 遺体の火葬

遺体を火葬する場合、区は、災害死体送付票を作成し、遺体を臨海斎場または桐ヶ谷

火葬場に搬送する。

・火葬は、災害による一時的混乱時期に行うものであり、応急的な火葬である。

・火葬の方法は、現物給付を原則として、棺、ドライアイス、骨壷等必要な物資の支

給、あるいは火葬、納骨等に係る役務の提供とする。遺族がいない場合は、区が火

葬に必要な物資の調達、火葬を一括して実施する。

・遺留品は包装し、氏名札および遺留品処理票を付し、区が指定する保管所へ送付す

る。

・遺留品引取りで希望する者があるときは、焼骨処理票によって整理のうえ交付する。



第２編 震災編 

第 10 部 医療救護等対策 

 予防  応・復 

対策４ 遺体の取り扱い

震‐10‐28

４ 身元不明遺骨の取り扱い

① 区は、身元不明遺体の遺骨を遺留品とともに火葬場から引き取り、遺骨遺留品保管

所に保管する。１年以内に引取人が判明しない場合は、身元不明者扱いとして、都営

納骨堂その他別に定める場所に移管する。

② 警視庁（所管警察署）と協力して身元不明の遺骨の引取人を調査する。
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第 11部 津波等対策
対策の基本的な考え方 

東日本大震災以降、区民等と共同して津波からの避難対策を推進しており、現在公表して

いる避難対象地域内の区民や事業所等が自主的な情報取得と避難行動を実施可能なよう、引

き続き支援していく必要がある。

ここでは、避難対象地域からの即時的な避難を区民や事業所等が実現できるよう、区とし

て必要な活動や体制、避難に有用な津波情報や避難指示（緊急）の提供手法、また津波被害

の軽減に必要な施設整備等の対策について示す。

【用語の定義】 

①海岸保全施設 

海岸保全施設とは、高潮・波浪等の海岸災害から背後の人命や財産を守る役割を担

う防潮堤、水門、排水機場、陸閘
りくこう

、内部護岸等をいう。

②津波ハザードマップ 

津波が発生した場合の津波の危険度や、避難場所・避難経路、津波による危険箇所

など、避難に必要な情報を掲載しているマップをいう。

③津波と高潮について 

図表 11－ 1 津波と高潮について 
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【 現在の取り組み状況 】 

①活動・避難体制 

○津波自主避難マップ作成マニュアルを作成し、区民の自主的な活動を支援してい

る。（津波自主避難マップの作成等のワークショップを地区内で継続的に開催し支

援）。

○津波からの避難者を緊急的に受け入れる津波避難施設を、計 37施設指定（区有施
設 24箇所、協定を締結している民間施設 13 箇所）している。

②区民等への情報提供 

○避難指示（緊急）の発令基準を設定し複数系統による避難情報の伝達体制を確保し

ている。

③津波による浸水被害の軽減 

○都は、各施設の耐震・耐水対策を進めている。

【 課題 】 

①活動・避難体制 

○津波浸水範囲や自主的な避難等に係る区民への意識啓発が必要である。

○津波の危険が及ばないと予想される区域や周辺の高台まで避難する暇がない避難

者（区民、観光客等）の収容に向け、更なる津波避難施設の確保が必要である。

②区民等への情報提供 

○区民等の自主的な避難情報取得に向け、情報取得方法に係る周知・啓発が必要であ

る。

③津波による浸水被害の軽減 

○都は、継続的な河川施設、海岸保全施設、港湾施設等の維持修繕等が必要である。

【 対策の方向性 】 

①活動・避難体制 

○より迅速、確実な避難に向け、体制の充実を図る。

○円滑な避難に向けた津波避難施設の確保を引き続き進める。

②区民等への情報提供 

 ○津波自主避難マップ作成マニュアル等による区民等への津波防災啓発活動の更な

る推進を図る。

○あらゆる手段を活用した情報伝達体制の整備を進める。

③津波による浸水被害の軽減 

 ○都は、継続的な河川・海岸・港湾施設等の維持修繕等による、津波被害の抑制を図

る



第２編 震災編 

第 11 部 津波等対策 

各対策の要点 

震‐11‐3 

各対策の要点 

予

防

対

策 

対策２．区民等への情報提供 

第１ 津波警報・注意報等の情報収集、伝達体制の構築 

○区および都は、津波警報・注意報発表時において、津波が到達するまでに、

あらゆる手段を活用した正確な情報伝達を行える体制を整える。

対策１．活動・避難体制 

第１ 避難指示（緊急）の発令基準

○津波の恐れがある場合に避難を呼びかける避難指示（緊急）の発令基準に基

づき、津波発生時の避難対象地域等に対して、避難指示(緊急)を発令する。 

第２ 水防資器材の整備    

○施設管理者および区は、津波や地震による堤防決壊に伴う堤内地被害の拡大

防止に向け、水防上必要な資器材の整備を行う。また、区は迅速・確実な水

防活動に向け、平常時から活用可能な車両を確保し、また輸送経路等の事前

確認をしておく。

対策３．津波による浸水被害の軽減 

第１ 施設の整備等

○都と連携し、区内の河川施設、海岸保全施設、港湾施設、下水道施設等の耐

震対策、耐水対策の推進を図る。 
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応 

急

復

旧

対
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対策３．津波による浸水被害の軽減 

 第１ 河川・港湾施設の応急復旧、緊急工事等

○区は、管内の河川施設（特に工事中の箇所および危険箇所）について重点的

に巡視する。なお、区内の河川施設の応急・復旧対策については、大規模な

ものを除き、都の助言の下に実施する。

対策２．区民等への情報提供 

 第１ 津波情報（津波警報・注意報等）の収集      

○区は、管区気象台から津波情報（津波警報・注意報等）を収集した場合、速

やかに防災体制に移行する。 

 第２ 避難対象地域への区民等に対する避難情報等の伝達

○区は、沿岸地域や河川沿いの津波浸水が想定される地区の区民等に対して、

あらゆる情報伝達手段（防災行政無線、広報車、エリアメール等）を用いて、

津波情報や避難情報を伝達する。 

対策１．活動・避難体制 

 第１ 人員配備・水防資器材の確保

○区等は、津波の恐れがあるときは、直ちに事態に即応した配備体制をとり、

土のうの作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。 

第２ 避難対象地域からの区民等の避難誘導

○津波による危険が及ばないと予想される区域にある指定避難所の中で、より

安全な場所を基本とし、防災区民組織との連携のもと区民等を避難誘導す

る。 

○消防車、広報車等により避難広報を行う。 

 第３ 被災者の域外避難

○区の避難所に被災者を受入れることが困難なときは、被災者の他地区への移

送について、知事へ要請する。 
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予防対策 

【対応テーマ】 

対策１ 活動・避難体制 

対策２ 区民等への情報提供 

対策３ 津波による浸水被害の軽減 

対策１ 活動・避難体制                   

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

国 ・水防上必要な資器材の整備

都

・水防上必要な資器材の整備

・津波浸水予測調査

・津波ハザードマップ等作成支援

防災関係機関

・津波に関する知識の普及啓発

・海岸保全施設の整備・改修

・津波避難訓練の実施

区

・津波避難施設の指定

・安全な避難誘導体制の整備

・津波避難誘導等に係る体制確保

・津波に関する知識の普及啓発、対策の周知

・津波自主避難マップ作成マニュアルによる区民の津波自主避難マップ

（津波ハザードマップ）の作成支援等

・津波に対する防災訓練の実施

・水防活動に資する水防資器材および施設の整備等

・水防活動における車両等の確保、輸送経路の確認

施設管理者
・施設利用者の安全確保体制の確立

・水防上必要な資器材の整備

区民等

・津波避難施設、避難場所および避難経路等の把握ならびに津波避難訓練

への参加

・津波避難誘導等に係る訓練の実施
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【具体的な取組】 

第１ 避難指示(緊急)の発令基準

○津波の恐れがある場合に避難を呼びかける避難指示（緊急）の発令基準に基づき、津波

発生時の避難対象地域等に対して、避難指示(緊急)を発令する。 

１ 避難対象地域

津波の恐れがある場合に避難を呼びかける避難対象地域を、以下のとおり定めている。

図表 11－ 2 避難対象地域 

気象情報 対象地域 

津波警報
北品川１・２丁目の一部、東品川１丁目の一部、東大井２丁目の一部、

南大井１丁目の一部、および津波注意報の対象地域

津波注意報

都立京浜運河緑道公園、都立大井ふ頭中央海浜公園、しながわ花街道、

勝島かもめ水辺広場、東品川水辺広場、東品川海上公園、天王洲アイ

ル第一水辺広場、天王洲アイル第二水辺広場、天王洲運河水辺広場、

天王洲アイル第四公園、五反田ふれあい水辺広場、東海橋防災船着場

資料〇 津波発生時の避難対象地域

２ 避難の指示の発令基準

（１）避難指示（緊急）の権限および対象

① 災害対策基本法第 60条の規定に基づき、災害が発生し、または発生する恐れが
ある場合には、人の生命または身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するた

め特に必要があると認められるときは、区長は、必要と認める地域の居住者、滞

在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

② 区長が上記の立退きを指示することができないとき、または区長から要請があ

ったときは、同法第 61条の規定に基づき、警察官または海上保安官は、必要と認
める地域の居住者等上記の対象者に対し、避難のための立退きを指示することが

できる。

（２）避難指示（緊急）の一般的基準

避難のための指示の基準は、原則として次のような事態になった場合に発するも

のとする。

・避難の必要が予想される各種気象警報が発せられた時。

・その他住民の生命または身体を災害から保護するため、必要と認められるとき。

（３）気象情報に基づく避難指示（緊急）の発令基準

津波注意報、津波警報が発際された際は、避難指示（緊急）を発令するものとす

る。また、気象情報に対応した住民に求める行動を以下の表に示す。
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図表 11－3 津波の発令基準一覧
発令基準 避難勧告等の種類 住民に求める行動 

津波警報
避難指示（緊急）の発

令

・避難対象地域にいる人は、直ちに高

台へ避難する。

・高台まで避難する時間がない場合は、

高い場所（２階以上の堅牢な建物、

津波避難施設等）へ避難する。

津波注意報
避難指示（緊急）の発

令

・避難対象地域にいる人は直ちに水辺

から離れる。

・避難対象地域には近づかない。

・海の中にいる人は、直ちに海から上

がって海岸から離れる。

  ※首都直下地震等による東京の被害想定では、東京湾沿岸部の津波高は、品川区で満潮

時最大 T.P.+2.61ｍであり、大津波警報は想定されていないが、大津波警報が発表され
た場合は、予想津波高に応じて対象地域を拡大し避難指示（緊急）を発令する。

３ 津波避難施設の指定

① 区は、津波からの避難者を緊急的に受け入れる津波避難施設として、区有施設 24箇
所、協定を締結している民間施設 13箇所を指定しており、引き続き津波避難施設の確
保を進める。（平成 28年 1月現在）津波避難施設の基本的な要件を以下に示す。
・建物周辺地盤の標高が５メートル以下であること。

・耐震診断によって耐震安全性が確認されている、または新耐震設計基準（昭和 56
年施行）に適合していること。

・原則としてＲＣまたはＳＲＣ構造の３階建て以上の建物であること。

資料○ 津波避難施設一覧

② 区は、津波による危険が予想される地域において、地形および避難時間を考慮した

津波避難施設および避難路の整備や、津波自主避難マップの活用を通じた安全な避難

路の啓発を進める。また、避難路の整備等について国・都に対し必要に応じて協力を

要請する。

４ 避難体制の確保

（１）区としての避難誘導体制の確保

① 区は、平成 28年度に策定した避難指示（緊急）の基準を基に、区民等を安全に
避難誘導できるよう体制を整える。

② 区は、都の支援のもと津波警報・注意報等が発表された際の、区民や事業者、

観光客、船舶等の迅速な避難を促すための、安全な避難誘導体制をあらかじめ確

保する。

（２）施設管理者としての避難誘導体制の確保

旅客航路事業者、鉄道事業者、海岸付近に存在する施設の管理者等は、津波の発

生に備え施設利用者の安全確保の体制をあらかじめ整える。
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５ 津波浸水予測結果に基づく災害リスクの周知

（１）標高図や海抜標示板による区民への啓発

① 現在、区内の標高をホームページで公開し、かつ、海抜標示板を各所に設置し

ているが、これを利用しながら区民への高潮・津波に対する意識を醸成し、避

難や日頃の備えに対する啓発を続けていく。 

② 平成 23年度に行った区内の地盤高調査によって得られた標高データをもとに、
海抜を記した標示板を地域に設置することで、日頃から地盤の高さを認識し、万

一の津波等に備える防災意識の機運を図る。

図表 11－4 海抜標示板の設置
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（２）津波からの避難先、避難方法、避難経路等の周知

ア  区として行う周知 

① 津波においては個人の避難行動が重要となるため、区は、津波の危険性や津

波警報・注意報、避難指示等の伝達方法、避難行動等に関するパンフレット、

広報紙、防災に関する研修会およびホームページの活用等により、日頃から津

波に対する知識の普及に努める。 

② 津波に対する想定外への対応を確実に実施していくとともに、個人および地

域の防災意識の啓発、行動力の向上を図るため、区民一人ひとりによる「津波

自主避難マップ」作成を引き続き推進していく。特に「しながわ防災学校」で

は、地域実践コースのメニューとして津波避難ワークショップを位置付け、実

施を呼びかけている。

③ 海側低地部の標高 4メートル以下に位置する小学校を対象とした出前授業

や津波に関する DVD等を通じて、自主避難の啓発に努める。

イ 津波自主避難マップの作成を通じた周知 

① 区は、区独自の津波ハザードマップである「津波自主避難マップ」の取組を

進めている。 

② 大規模な地震の際には、水門の非稼動、防潮堤の損壊等により、津波被害が

発生する可能性も想定できる。そのため、区が作成した津波自主避難マップ作

成マニュアルをもとに、防災区民組織等は自ら津波自主避難マップ作成等のワ

ークショップを開催し、区民等への周知・啓発を図る。区は、地域が行う自主

的な取り組みに対して必要に応じて協力する。

③ 都が「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく津波浸水想定を設定した

場合、それに基づいて津波ハザードマップの作成を行う。
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図表 11－5 品川区津波自主避難マップ

６ 津波避難訓練等の実施による対応力の向上

（１）区の役割

① 区民等の津波による人的被害を防止するため、迅速かつ確実な情報のもとで避

難活動が行えるよう、区は防災区民組織や関係機関を含めた防災訓練を行う。

② 区は、津波に対する避難場所の指定・整備をする際には、高齢者・子ども・障

害者等の移動方法等に配慮して行う。また、これらの人々に配慮し、分かりやす

い津波注意報・警報、避難指示等の伝達手段の確保に努める。 

③ 区は、当該地域に不案内な観光客等にあっても迅速な避難が行えるよう、情報

伝達手段等の確保に努める。

（２）区民等の役割

ア 津波避難施設、避難場所および避難経路等の把握ならびに津波避難訓練への

参加 

区民等は、日頃から津波に関する地域の危険性を認識し、津波避難施設、避難

場所および避難経路等の所在を把握しておく。また、区等が開催する津波避難訓

練へ積極的に参加する。

イ 津波避難誘導等に係る訓練の実施 

区民等の安全な避難行動を担保するためには、津波警報・注意報等の情報伝達

網と津波ハザードマップ等を実地で理解しておくことが重要であり、津波自主避

難マップの作成や実践的な訓練を通して、理解を深める。 
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第２ 水防資器材の整備

○施設管理者および区は、津波や地震による堤防決壊に伴う堤内地被害の拡大防止に向け、

水防上必要な資器材の整備を行う。また、区は迅速・確実な水防活動に向け、平常時か

ら活用可能な車両を確保し、また輸送経路等の事前確認をしておく。 

１ 施設管理者の役割

津波や地震による堤防等の決壊による被害を防止するため、施設管理者は、水防上必

要な資器材の整備を行う。

２ 区の役割

① 区は、水防管理団体として、管内における水防活動を充分に行うことができるよう、

水防資器材および施設の整備ならびに輸送の確保に努める。 

② 管内の水防活動に直ちに対応できるよう、車両等の確保、輸送経路等を確認してお

く。
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対策２ 区民等への情報提供             

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・あらゆる手段を活用した正確な情報伝達

区
・あらゆる手段を活用した正確な情報伝達

・避難情報緊急通知コールの整備

【具体的な取組】 

第１ 津波警報・注意報等の情報収集、伝達体制の構築

○区および都は、津波警報・注意報発表時において、津波が到達するまでに、あらゆる手

段を活用した正確な情報伝達を行える体制を整える。 

１ あらゆる手段を活用した正確な情報伝達

区および都は、津波警報・注意報等の情報伝達を防災行政無線だけでなく、テレビ、

ラジオ、携帯電話（エリアメール等を含む）、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、しな
メール等のあらゆる手段を活用し、適切に正確な情報伝達を図る。

２ 避難情報緊急通知コールの整備

① 平成 29年度より、避難対象区域のうち避難を必要とする方を対象に「避難情報緊急

通知コール」を整備している。

② 避難情報緊急通知コールは、通知サービスに登録した区民等に対して、津波注意報

もしくは津波警報発表により、区が避難指示（緊急）を発令した場合に、電話やメー

ルによる避難情報の伝達を行うものである。

③ 電話による通知では、避難を促す音声情報（機械音声）が流れる。メールによる通

知では、避難を促す文字情報により配信する。

④ 区では受信の有無を確認することができる。
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対策３ 津波による浸水被害の軽減

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都建設局 
・東部低地帯の河川施設整備計画に基づき、堤防の耐震対策、水門・排水

機場等の耐震対策・耐水対策を実施する。

都港湾局

・「東京港海岸保全施設整備計画」に基づき、防潮堤、水門、排水機場等の

海岸保全施設の耐震対策等を促進する。

・港湾施設は、物流拠点となるコンテナ埠頭のほか、岸壁、防波堤や護岸

等の耐震・耐水対策を行い、岸壁手前には応急復旧時の資器材の保管・

荷捌き場として機能する空地を確保する。

都下水道局

・新たな被害想定や技術検証委員会からの提言を踏まえ、下水道施設の耐

震対策や耐水対策を実施する。

・下水道管の被害に備え、災害時における応急復旧業務に関する協定を締

結している民間団体において必要な資器材を整備しておくよう協力を求

める。

【具体的な取組】 

第１ 施設の整備等

○都と連携し、区内の河川施設、海岸保全施設、港湾施設、下水道施設等の耐震対策、耐

水対策の推進を図る。 

１ 河川施設（都建設局）

① 地震により一部損傷した場合にも、津波等に対する堤防高を確保できるように、堤

防の耐震対策を実施する。

② 水門の開閉など、施設の機能を保持できるように、水門・排水機場等の耐震対策を

実施する。

③ 水門・排水機場等の設備を高設置化等することにより、堤防損傷後に万が一高潮が

襲来した場合にも施設の機能を保持できるように、耐水対策を実施する。

④ 整備にあたっては、広域的に地盤が低い地域、堤防背後の地盤高、施設の機能・配

置・老朽度、東京都防災会議による浸水被害想定等により優先度を勘案し、計画的に

対策を講じていく。
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２ 海岸保全施設（都港湾局）

① 東京都沿岸部における地震・津波・高潮に対する安全性を確保するため、防潮堤等

の耐震性能照査等を行い、整備を強力に推進する。

② 水門、排水機場、防潮堤、内部護岸等の耐震対策については、新たな被害想定や最

新の科学的知見を踏まえ、東京港において将来にわたって考えられる最大級の地震動

に対応することを基本とし、耐震性の強化を図る。

③ 水門・排水機場等の電気・機械設備について、必要な機能が保持できるよう、耐水

対策を実施する。

３ 港湾施設（都港湾局）

① 岸壁、防波堤、護岸等の港湾施設等について、大規模地震発生時の港湾機能を確保

するため、新たな被害想定や最新の科学的知見を踏まえ、耐震対策を推進していく。

② 東京港の応急・復旧対策に必要な作業船のための、作業船基地となる水域の確保等

を検討する。

４ 下水道施設（都下水道局）

① 水再生センターやポンプ所について、将来にわたって考えられる最大級の強さを持

つ地震動に対しても、流下機能の確保と揚水、簡易処理、消毒、放流の機能を確保で

きるよう耐震対策を推進する。

② 水再生センター・ポンプ所において、停電のためポンプの機能が停止した場合、デ

ィーゼル発電機やガスタービン発電機などの非常用発電機およびエンジン直結ポンプ

によってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらないよう対処する。なお、非常

用発電機と電力貯蔵型電池を組み合わせることなどにより、電源の信頼性向上を図る。

③ 水再生センターやポンプ所について、万一、津波による浸水が発生しても排水機能

等を確保するため、耐水対策を実施する。

④ 津波発生時に高潮防潮扉を安全で迅速に開閉するため、遠隔制御化を実施する。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 活動・避難体制 

対策２ 区民等への情報提供 

対策３ 津波による浸水被害の軽減

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

活動・避

難体制 

都 ■被災者の域外避難の移送に関す

る調整を行う。

区 ■人員配備・水防資器材の確保

■避難の呼びかけ、避難誘導

■被災者の域外避難の移送に関す

る都への要請を行う。

区民等へ

の情報提

供 

海上保安

部 

■船舶等への津波警報・注意報等の伝達

区 ■避難広報

■津波に関する情報の収集、伝達

■関係部局・機関との連絡調整

■避難指示（緊急）の発令

津波によ

る浸水被

害軽減 

関東地方 

整備局 
■都および区の行う応急対策支援

都 ■破損等の被害を受け

た場合の復旧工事

■23 区内の河川施設の応急・復旧および区が実施

する応急措置支援

■水再生センター、ポン

プ所等の下水道施設

の復旧工事

区 ■管内の河川施設、特に工事中の箇所および危険箇所の重点的な巡視

■被害箇所に係る都への報告および必要な措置の実施
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対策１ 活動・避難体制                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・被災者の域外避難の移送に関する調整

区

・人員配備・水防資器材の確保

・避難の呼びかけ、避難誘導

・被災者の域外避難の移送に関する都への要請

区民等 ・自発的な津波からの避難行動の実施

【具体的な取組】 

第１ 人員配備・水防資器材の確保

○区等は、津波の恐れがあるときは、直ちに事態に即応した配備体制をとり、土のうの作

成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。 

１ 水防活動体制

区等は、津波の恐れがあるときは、直ちに事態に即応した配備体制をとり、水防活動

を行う。

２ 取組み内容

① 区は、堤防、護岸等の決壊に対しては、土のうの作成、運搬、積み込み等の水防活

動を行う。堤防、護岸の崩壊による災害発生および崩壊の拡大防止のため、緊急的に

応急措置が必要な場合は都と連携し、応急対策工事を行う。

② 異常を発見した場合や水防活動内容等を水防本部（建設局）、建設事務所に速報する。
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図表 11－6 区の水防活動の流れ

水防本部 
（建設局） 

建設事務所
水防管理団体 
（区） 

消防機関 
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図表 11－7 水門操作伝達系統（目黒川水門・天王洲水門）

関係機関 
無線番号 NTT 回線 

TEL FAX TEL FAX 

東京港建設事務所 

（高潮対策センター）
76111 76101 03-5321-3015 03-5321-2969 

３ 津波警報・注意報発表時の初動体制

① 区災害対策本部の設置および運営、災害対策要員の動員、非常配備に関する応急対

策を実施する。 

② 区内に津波警報・注意報が発表されたときは、初動体制をとり、以下の業務を行う。

・津波に関する情報の収集、伝達に関すること。

・津波の危険性や避難方法等に関する区民への周知に関すること。

・関係部局・機関との連絡調整に関すること。

・避難勧告、指示に関すること。

・避難誘導に関すること。

第２ 避難対象地域からの区民等の避難誘導

○津波による危険が及ばないと予想される区域にある指定避難所の中で、より安全な場所

を基本とし、防災区民組織との連携のもと区民等を避難誘導する。 

○消防車、広報車等により避難広報を行う。 

１ 津波避難施設および避難経路

① 避難目標は、津波避難施設のほか津波による危険が及ばないと予想される区域にあ

る高台を基本とし、より安全な場所へ誘導する。ただし、避難する時間がない場合、

高台まで遠くて避難が難しい場合は、近隣の津波避難施設や 3階以上で耐震化済の区

有施設へ避難誘導をする。

② 避難誘導に当たっては、避難路の被害状況を勘案し、より安全な経路に誘導する。

２ 避難の呼びかけ

避難を呼びかけるときは、消防車、広報車および報道機関との連携を図る。

３ 避難誘導

① 区は、津波警報・注意報等の情報を迅速・的確に収集し、警視庁や東京消防庁等と

連携して区民や労働者、観光客、船舶等に伝達するほか、安全な避難路にて避難誘導

を行う。避難を呼びかけるときは、消防車、広報車および報道機関との連携を図る。 

② 近海で地震が発生した場合、津波警報発表以前であっても、津波が来襲する恐れが

ある。したがって、強い地震(震度４程度以上)を感じたときには、次のとおり措置する。

・海浜にある者は、直ちに海浜から退避し、区民等は、テレビ、ラジオの放送を聴

取する必要がある。このため、区は、あらかじめ、津波発生時の対応について区

民等に周知徹底を図る。

東京港建設事務所

（高潮対策センター） 品川区
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・津波警報が届くまでの間、海面状態を監視し、異常を発見した場合は、状況に応

じて、自らの判断で区民等に海浜から退避するよう勧告し、または指示する。

・地震発生後、関係機関から津波警報の伝達があったとき、あるいは報道機関から

津波警報が放送されたときは、直ちに区民等に対して避難指示を発令する。

第３ 被災者の域外避難

○区の避難所に被災者を受入れることが困難なときは、被災者の他地区への移送について、

知事へ要請する。 

○都から被災者の受入れを指示された区長は、受入れ体制を整備する。 

○区は、必要があると認められる場合は、被災者の域外避難の移送に関して都へ要請する。

○区は、区の避難所に被災者を受け入れることが困難なときは、被災者の他地区(近隣の

非被災地区もしくは小被災地または隣接県)への移送について、知事(都福祉保健局)に要

請する。

○被災者の他地区への移送を要請した区長は、所属職員の中から移送先における避難所管

理者を定め、移送先の区市町村に派遣するとともに、移送に当たっては引率者を添乗さ

せる。

○都から被災者の受入れを指示された区長は、受入れ体制を整備する。

○移送された被災者の避難所の運営は移送元の区市町村が行い、被災者を受入れた区は運

営に協力する。
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対策２ 区民等への情報提供               

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

海上保安部 ・船舶等への津波警報・注意報等の伝達

区

・避難広報

・津波に関する情報の収集、伝達

・関係部局・機関との連絡調整

・避難指示（緊急）の発令

【具体的な取組】 

第１ 津波情報（津波警報・注意報等）の収集

○区は、管区気象台から津波情報（津波警報・注意報等）を収集した場合、速やかに防災

体制に移行する。 

１ 津波警報・注意報の情報収集伝達計画

（１）津波警報・注意報の区分

津波警報・注意報は、管区気象台から発表される。

（２）津波情報の収集伝達

区は、管区気象台から伝達される津波情報を、関係機関および区民等に対し速や

かに周知を行う。

第２ 避難対象地域への区民等に対する避難情報等の伝達

○区は、沿岸地域や河川沿いの津波浸水が想定される地区の区民等に対して、あらゆる情

報伝達手段（防災行政無線、広報車、エリアメール等）を用いて、津波情報や避難情報

を伝達する。 

１ 避難対象地域への情報伝達

区は、津波警報の発表と同時に避難する対象地域内の区民等に対し、津波に関する情

報を伝達する。

・防災行政無線による伝達

・現場における口頭または拡声器による伝達

・広報車による巡回広報による伝達

・報道機関と連携したテレビ・ラジオ等による広報

・インターネット・Twitter による広報

・エリアメールによる伝達
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図表 11－8 津波予報（注意報・警報）伝達系統図

警視庁 

関東管区警察局 

大島支庁 

三宅支庁 
八丈支庁 

（ひまわり）

広報車・サイレン

消防団 

(沿岸 10 区)

（緊急警報信号・ラジオ・テレビ）気

象

庁

本

庁

日本放送協会 

民間放送各社 

（緊急警報信号・ラジオ・テレビ）

警備救難部運用指令室

東 京 都 

電話局 

漁船

海上保安部署 船舶等 

第三管区海上保安本部

広報車等

NTT 東日本および NTT 西日本(警報のみ) 

住

民

等

広報車等 

出先事業所

出先機関等

注１

建設局第一・第二・第五・第六の各建設事務所

および江東治水事務所 

東京消防庁 消防署・出張所

港湾局 

(出先機関)

(出先機関)

(警報のみ)

東
京
都
防
災
行
政
無
線

地域防災行政無線

地域防災行政無線

支所・出張所 

広報車・サイレン

支所・出張所 

中央区 品川区 
港 区 大田区 

台東区 荒川区 
墨田区 足立区 
江東区 江戸川区 

大 島 町 三宅村 

利 島 村 御蔵島村 
新 島 村 八丈町 
神津島村 青ヶ島村 

凡 例 

   無線 

   有線 
   気象衛星回線 

（ひまわり） 

   その他 

(島しょ町村) 

警察署（指定）警察無線 交番・駐在所

（注）１ 気象庁本庁から「NTT 東日本および NTT 西日本」への
伝達は、警報が発表されたときおよびそれが解除されたと
きに限られる。なお、「NTT 東日本および NTT 西日本」か
らは、地元電話局を経由して島しょの町村および都支庁に
伝達される。

２ 小笠原村については、気象庁本庁から父島気象観測所あ
て情報を通報して、小笠原村役場を通じて防災関係機関、
一般住民に周知される。

   ３ 緊急警報信号は、津波警報発表時のみ発信する。
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２ 津波警報・注意報等の伝達体制（海上保安部）

① 巡視船艇、航空機によって、たれ幕、横断幕、拡声器、サイレン等により伝達周知

する。 

② 第三管区海上保安本部警備救難部運用司令センターほか、各海岸局から次の周波数

で船舶向け周知放送を行う(国際 VHF（16ch）156.8M )。

③ 水路通報、航行警報等船舶交通の安全に必要な情報を提供する。

④ 東京港における「台風・津波等対策委員会連絡系統」を通じ、電話等により関係者

および在港船舶に伝達する。

⑤ 東京海上保安部港内交通管制室において、港内およびその周辺に在泊する船舶に対

し、国際 VHF（16ch）156.8MHzにより周知する。

⑥ 巡視船艇により適宜港内およびその周辺を巡回し、港内およびその付近に在泊する

船舶に対して、拡声器、横断幕等により周知する。

⑦ 港内外にある船舶等に対して、次の分類により必要な命令または勧告等を行う。

・港内にある、または入港しようとする船舶に対して、港外または湾外の安全な場

所に避難すること。避難できない船舶等は、係留索の強化等必要な安全措置を講

じるよう命令・勧告する。

・港内および沿岸付近にある一般船舶、釣り客、海水浴客等に対して早期避難の指

示・勧告する。

・危険物荷役中の船舶に対する作業の中止等の命令または勧告を行う。

・避難誘導にあたっては、船舶交通が輻輳する海域に巡視船艇を配置して船舶交通

の整理指導を行う。
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図表 11－9 避難誘導体制

区 

都総務局 

避難 

呼びかけ 

区民、観光客等 

安全な避難経路で

安全な避難目的地に避難

『自助』 『共助』 『公助』

東京消防庁 

関係消防署 

第三管区 

海上保安本部

津波到達 

注意報 

警 報

警報・注意報等伝達

通 報 通 報

通 報

避難誘導

避難指示避難

誘導

避難命令

または勧告

避難(原則徒歩) 

J-ALERT 

導入自治体のみ 

津波警報等 

避難勧告・

指示の情報

伝

達

避難誘導

避難指示

警視庁 

気 象 庁

指定警察

船  舶 

警報・注意報等伝達



第２編 震災編 

第 11 部 津波等対策 

 予防  応・復 

対策３ 津波による浸水被害の軽減 

震‐11‐24 

対策３ 津波による浸水被害の軽減           

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

関東地方 

整備局
・都および区の行う応急対策支援

都

・破損等の被害を受けた場合の復旧工事

・23区内の河川施設の応急・復旧および区が実施する応急措置支援
・水再生センター、ポンプ所等の下水道施設の復旧工事

区
・管内の河川施設、特に工事中の箇所および危険箇所の重点的な巡視

・被害箇所に係る都への報告および必要な措置の実施

【具体的な取組】 

第１ 河川・港湾施設の応急復旧、緊急工事等

○区は、管内の河川施設（特に工事中の箇所および危険箇所）について重点的に巡視する。

なお、区内の河川施設の応急・復旧対策については、大規模なものを除き、都の助言の

下に実施する。 

○排水場施設に被害が生じた場合は、都と連携して、はん濫による被害の拡大を防止す

る。

○区内の河川施設の応急・復旧対策は、大規模なものを除き、都の助言の下に実施する。

図表 11－10 河川施設等への対応 

機関名 役   割 

都建設局 

・水位および潮位の観測を実施する。

・河川施設および工事箇所の被災の発見に努める。

・堤防、護岸の崩壊による災害の発生を防止するため、また崩壊の拡大防

止のため緊急的に応急措置が必要な場合は、応急対策工事を行う。

都港湾局

・水門等については、地震発生および津波警報が発表された場合には、必

要な操作体制をとる。

・海岸保全施設および工事箇所の被災の発見に努める。

・緊急的に応急措置が必要な場合は、応急対策工事を行う。

・必要に応じ排水機場を操作して内水位の低下を図る。

都下水道局

・防潮扉については、津波警報が発表された場合には、直ちに全防潮扉の

操作体制をとる。また、他の水防機関との連絡調整を行う。

・管路、水再生センター、ポンプ所などの被害状況を確認し、必要な応急

措置を講じる。
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機関名 役   割 

警視庁
・被災者の人命救助等に当たるほか、周辺地域の交通規制を行う。

消防機関
・救助活動を要する場合、火災等の発生および消防力の状況等を勘案し、

震災消防活動に準じて活動する。

区

・堤防、護岸被災による災害の発生防止のために、水防活動が必要な場合

は応急対策工事を行う。

・建設事務所、支庁、都建設局道路管理部・河川部に速報する。

図表 11－11 港湾施設への対応 

機関名 役   割 

関東地方 

整備局

・関係機関と連携を図りながら、被害を受けた港湾施設を速やかに把握す

るとともに、応急対策に必要な支援を行う。

都港湾局

・港湾施設について、関係機関および関係民間団体の協力を得て必要な措

置を実施する。

・被災時の応急対策業務ならびに港湾・漁港区域において発生した船舶の

航行安全に支障となる障害物の除去を行う。
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第１２部 放射性物質対策

対策の基本的な考え方 

地震の揺れに伴い区内随所で発生する建物倒壊や施設被害等の直接被害に関連して、危険

物質を取り扱う施設や地域の周辺では、危険物質が大気中に拡散する事故災害が起きる可能

性がある。事故災害の中でも特に放射性物質によるものは、風評被害を引き起こす可能性も

ある。そのため、区民の動揺や心理不安等が発生または拡大しないための措置が必要である。

ここでは、放射性物質の影響が想定される地域からの区民等の避難や、区民生活の安定に

寄与する正しい情報を広報する上での庁内体制について示す。

【用語の定義】 

①放射線量の基準について

国際放射線防護委員会の勧告のことをいう。自然に浴びる放射線以外で平常時に一

般の人が浴びてもよい量を年間 1,000 マイクロシーベルト以下としている。

②放射線量に係る単位について

シーベルト（Sv）とは、人体に放射線を受けたときの影響を示すものをいう。

（1,000 マイクロシーベルト=１ミリシーベルト、１マイクロシーベルト=0.001 ミリシ

ーベルト）ベクレル（Bq）とは、放射性物質が放射線を出す能力を表す単位である。

③RI（ラジオ・アイソトープ）

放射線を出す同位元素（ウラン、ラジウム、カリウム等）のことをいう。核医学検

査および放射線治療で使用している。
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【 現在の取り組み状況 】 

○都と連携し、原子力防災に関する知識の普及啓発のため、広報活動等を推進している。

【 課題 】 

対策１ 活動体制の整備 

○放射性物質等への円滑な対応体制を構築する必要がある。

対策２ 区民等への情報提供 

○区民が安心して生活できるよう、科学的・客観的根拠に基づく正確な情報提供を実施

する必要がある。

対策３ 放射性物質に対する予防措置 

○問い合わせに対応する窓口を整備する必要がある。

【 対策の方向性 】 

対策１ 活動体制の整備

○庁内関係部局の役割分担を明確化するとともに、関係機関との連携を強化し、活動体

制を整備する。

対策２ 区民等への情報提供

 ○正確な情報の収集、適切な表現による情報発信、繰り返しの広報等、区民等の不安を

払拭するための情報提供対策の整備を進める。

対策３ 放射性物質に対する応急措置 

○区民等の避難対策体制や健康相談体制を構築する。
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各対策の要点 

対策１ 活動体制の整備 

第１ 放射線対策に係る体制の構築

○原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が発生、またはその発

生が予見される場合に備え、より迅速かつ機能的に対応できる体制を構築する。 

対策２ 区民等への情報提供 

第１ 原子力防災に関する知識の普及啓発 

○都と連携し、原子力防災に関する知識の普及啓発のため、区民等に対して必要

な広報活動等を実施する。 

対策３ 放射性物質に対する応急措置 

第１ 区民等の避難対策の実施  

○事故時には必要に応じ、区民等に対する避難勧告等の発令、住民の避難誘導、

避難所の開設、避難住民の保護、情報提供、関係機関との連絡を行う。 

第２ 区が実施する保健医療活動  

○区民等の求めに応じ、被ばく線量の測定等を実施するとともに、健康相談窓口

を設置する。 

第３ 放射線物質による区内の影響への対応  

○風評被害への対応を実施する。 

対策２ 区民等への情報提供 

第１ 区民等への情報提供    

○放射線量や放射性物質の測定・結果を必要に応じて公表する。理解しやすく誤

解を招かない表現に留意し、繰り返し広報するよう努める。 

対策１ 活動体制の配備 

第１ 放射線対策に係る体制の配備 

○国などの各関係機関からの情報収集行い、迅速に庁内関係部署へ情報を共有す

る。 

予
防
対
策

応
急
復
旧
対
策

対策３ 放射線等使用施設における予防措置 

第１ 放射線等使用施設への対応       

○国は、ＲＩ（ラジオアイソトープ）の使用、販売、廃棄等に関する安全体制を

整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強化に努める。 
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対策１ 活動体制の整備 

震‐12‐4 

予防対策 

対応テーマ 

対策１ 活動体制の整備 

対策２ 区民等への情報提供 

対策３ 放射線等使用施設における予防措置 

対策１ 活動体制の整備                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 ・放射線対策実施に係る体制の構築

【具体的な取組】 

第１ 放射線対策に係る体制の構築

○原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態が発生、またはその発生が予見

される場合に備え、より迅速かつ機能的に対応できる体制を構築する。

１ 実施体制の構築

区は今後、都内において原子力災害による放射性物質等の影響が懸念される事態

が発生した場合に備え、より迅速かつ機能的に対応できる体制を構築する。
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対策２ 区民等への情報提供                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都・区 ・原子力防災に関する知識の普及啓発

【具体的な取組】 

第１ 原子力防災に関する知識の普及啓発

○都と連携し、原子力防災に関する知識の普及啓発のため、区民等に対して必要な広報活

動等を実施する。

○都および区は原子力防災に関する知識の普及啓発のため、次に掲げる事項について広報活動

等を実施する。

・放射性物質および放射線の特性に関すること

・放射線による健康への影響および放射線防護に関すること

・緊急時に都や国等が講じる対策の内容に関すること

・放射線、放射線量の測定等に関すること

○区の教育機関においては、原子力防災に関する教育の充実に努める。

○原子力防災に関する知識の普及と啓発に際しては、要配慮者等を念頭に置き情報提供を推進

する。
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対策３ 放射線等使用施設における予防措置 
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対策３ 放射線等使用施設における予防措置

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

国 
・RI の使用、販売、廃棄等に関する安全体制を整備 

・立入検査の実施による安全確保の強化 

【具体的な取組】 

第１ 放射線等使用施設への対応

○国は、ＲＩ（ラジオアイソトープ）の使用、販売、廃棄等に関する安全体制を整備する

とともに、立入検査の実施による安全確保の強化に努めている。

１ 国による各種の安全予防対策の実施

放射線等使用施設については、国（原子力規制委員会）が、「放射性同位元素等によ

る放射線障害の防止に関する法律」に基づき、RI（ラジオ・アイソトープ）の使用、販

売、廃棄等に関する安全体制を整備するとともに、立入検査の実施による安全確保の強

化、平常時はもとより震災時においても監視体制がとれるよう各種の安全予防対策を講

じている。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ 活動体制の整備 

対策２ 区民等への情報提供 

対策３ 放射性物質に対する応急措置 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災      24h         48h         72h           

初動態勢の 

確立期 

即時対応期 復旧対応期 

活動体制

の整備 

区 ■国や都など各関係機関からの正確な情報収集を行う。
■放射線影響対策に係る検討会等の開催

区民への

情報提供 

区 ■放射線量等に係る測定・検査および結果の周知

放射性物

質に対す

る応急措

置 

区 ■区民の避難対策の実施
■風評被害の防

止対策
■健康相談に関する窓口の
設置

■必要に応じ、外部被ばく線量等の測定
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対策１ 活動体制の整備 

震‐12‐8 

対策１ 活動体制の整備                 

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区
・国や都など各関係機関からの正確な情報収集

・放射線影響対策に係る検討会等の開催

【具体的な取組】 

第１ 放射線対策に係る体制の配備

○国などの各関係機関からの情報収集を行い、迅速に庁内関係部署と情報を共有する。 

○国や都など各関係機関からの正確な情報収集を実施する。

○庁内関係部署で速やかに情報共有を図る。

○必要に応じて、放射線影響対策に係る検討会等を開催し、必要な対応事項について協議

する。
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対策２ 区民等への情報提供 
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対策２ 区民等への情報提供                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 ・放射線量等に係る測定・検査結果の周知

【具体的な取組】 

第１ 区民への情報提供等

○放射線量や放射性物質の測定・結果を必要に応じて公表する。理解しやすく誤解を招か

ない表現に留意し、繰り返し広報するよう努める。

１ 放射線量等に係る測定結果の周知

区は、放射線量や放射性物質の測定・結果をホームページ等を通じて、必要に応じて

公表する。

・情報提供にあたっては、情報の発信源を明確にするとともに、専門用語やあいまい

な表現は避け、理解しやすく誤解を招かない表現を用いる。

・ホームページ等以外の情報伝達手段も活用し、繰り返し広報するよう努める。
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対策３ 放射性物質に対する応急措置 
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対策３ 放射性物質に対する応急措置           

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区

・区民の避難対策の実施

・風評被害の防止対策

・健康相談に関する窓口の設置

・外部被ばく線量等の測定

【具体的な取組】 

第１ 区民等の避難対策の実施

○事故時には必要に応じて、区民等に対する避難勧告等の発令、避難誘導、避難所の開設、

避難住民の保護、情報提供、関係機関との連絡を行う。

○区は、事故時には、区民等の避難対策として、必要に応じ次の措置を行う。

・避難勧告等の発令

・避難誘導

・避難所の開設

・避難住民の保護

・情報提供

・関係機関との連絡

第２ 区が実施する保健医療活動

○区は、必要に応じて被ばく線量の測定等を実施するとともに、健康相談窓口を設置する。

○健康相談に関する窓口を設置する。

○区は必要に応じ、被ばく線量の測定等を実施する。

第３ 放射線物質による区内の影響への対応

○風評被害への対応を実施する。 

１ 風評被害への対応

風評等により経済的な被害や社会不安が生じる。このような風評被害を防ぐために、

区は、正しい情報を把握し発信する。
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第 13 部 区民生活の再建

対策の基本的な考え方 

震災後に、被災した区民が早期に生活を再建していくには、区内の生活環境や住環境を早

期に復旧・安定させることが重要となる。ここでは、発生したし尿やごみ等の処理や、区民

の住宅等の確保に係る必要な手続き等について示す。 

【用語の定義】 

①広域火葬体制 

大規模災害により区内の火葬場の火葬能力だけでは区内の遺体の火葬を行うことが

不可能となった場合、近隣区市町村の火葬場を活用して広域的に火葬を行うことをい

う。 

②り災証明 

自然災害などにより住家などが破損した場合、その程度を一定の基準に基づき判定

し、証明することをいう。保険の請求や税の減免などの手続き、大規模災害が発生し

た場合に行われる各種救援措置に必要となる。 

③災害救助法 

災害に際して、応急的に必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序

の保全を目的とする法律のことをいう。 

④激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（激甚災害法） 

大規模な地震や台風など、著しい被害を及ぼした災害に対し、国が被災者や被災地

域に特別の助成や財政援助について規定する法律のことをいう。昭和 37年（1962）施

行。 

⑤第一仮置場・第二仮置場 

第一仮置場とは、緊急道路障害物除去がれき、倒壊建物の解体、撤去がれき等を対

象とし、処理体制が整うまでの間、受入れる貯留施設のことをいう。第二仮置場とは、

倒壊建物の解体・撤去によるがれきを対象とし、中間処理施設までの輸送効率を高め

るための積み替えの基地のことをいう。 

⑥集積場所（ストックヤード） 

集積場所とは、処理（リユース、リサイクルを含む）前に、仮置場等にある災害廃

棄物を一定期間分別・保管しておく場所のことをいう。 

⑦災害弔慰金 

地震や津波といった自然災害に遭い死亡した方の遺族に対して支給される弔慰金の

ことをいう。 
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【 現在の取り組み状況 】 

①生活再建

○生活再建に向け、早期に生活を復旧・安定させるための各種支援策を定めている。 

○り災証明の発行手続きシステムを導入（被災者生活再建支援システム）した。 

○災害時の迅速かつ円滑な実施のために日頃からの訓練を実施している。 

②し尿・ごみ・がれき処理 

○マンホールトイレを全ての区民避難所に整備済みであり、一部避難所では、下水

道管直結型マンホールトイレを整備している。 

○ごみ・がれき処理に関する職員向けの対応マニュアルを作成した。 

③住宅等の確保 

○住宅を失った世帯に対して、応急住宅の供与や住宅の応急修理を行うための体制

を整備する。 

○応急仮設住宅の設置、被災住宅の応急修理、建築資材の調達を円滑に行う体制を

整えている。 

【 課題 】 

①生活再建

○早期の住民生活再建に向けた対策の推進が必要である。 

○迅速なり災証明発行体制の構築が必要である。 

②し尿・ごみ・がれき処理 

○トイレ機能の充実・強化が必要である。 

○がれき処理体制の構築が必要である。 

③住宅等の確保 

○大量の被害家屋の調査、復旧を迅速に行える体制整備が必要である。

【 対策の方向性 】 

①生活再建

○生活再建対策の早急な実施（生活再建のための「り災証明」発行手続き等の迅速

化等）を行う。 

②し尿・ごみ・がれき処理 

○下水道管被害の最小化と災害用トイレの確保、し尿処理への備え（災害用トイレ

及びし尿処理体制の確保等）を進める。 

○ごみ、がれきの集積場所の確保（ごみ、がれきの広域処理体制の構築等を進める。 

③住宅等の確保 

○都、国との連携体制を強化し、被害調査、応急仮設住宅の確保等の対策を進める。 
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各対策の要点 

対策１ 生活再建のための準備 

第１ り災証明の発行準備 

○区は、災害に係る住家被害認定調査、り災証明発行、被災者台帳の作成まで一

貫した実施体制を構築する。体制構築に向け、被災者生活再建支援システムの

導入や建築物応急危険度判定員等のボランティア受け入れに関するマニュアル

作成等を行った。

第２ 応急仮設住宅 

○避難所生活の早期解消に向けて、応急仮設住宅の供給に係る調整・管理等を円

滑に行うために必要な対策として、設置候補場所の調査、区営住宅の空住戸の

活用等について検討を進める。

第３ 応急教育・保育 

○災害時における円滑な応急教育・保育の開始に向けて、あらかじめ適正な計画

等を立てておくものとする。

第４ トイレの確保およびし尿処理のための準備 

○区は、避難者向けの災害用トイレを順次確保し、事業所および家庭では３日分

の災害用トイレ、トイレ用品を備蓄よう努める。

○区や各機関は、各種訓練や「しながわ防災学校」により区民への災害用トイレ

に関する知識の普及啓発に努める。

○区は東京都や民間事業者と連携し、し尿の収集運搬を実施する体制整備を進め

る。

第５ ごみ処理のための事前準備 

○都と協力して収集運搬機材等を確保するための体制整備や広域応援体制を含め

たごみ処理マニュアルの策定等により、ごみ処理体制の構築を促進する。また、

都と区部共同の検討会により、災害廃棄物処理方法について検討している。

第６ がれき処理のための事前準備 

○一次的にがれき等を集める集積所（第一仮置場）として指定可能な場所を候補

地として選定する。 

○災害廃棄物処理に係るマニュアル作成や訓練等を通じて、がれき処理を円滑に

行うための体制を整備する。また、大量のがれきを区内で処理することが難し

い場合に備え、広域処理について検討を進める。

予
防
対
策
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対策１ り災証明の発行 

第１ 家屋・住家被害状況調査等 

○被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定め、住家の被害状況調

査を行い、都本部に報告する。 

第２ り災証明の発行 

○区内全域に甚大な被害が発生した場合、り災証明発行に係る組織を立ち上げ、

都と連携して早期に体制を確立する。 

○区は、被害認定調査結果に基づき、被災世帯に対して、り災証明書を発行する。

火災による焼損状況等については、消防署と調整を行う。

応
急
復
旧
対
策

対策２ 義援金の募集・受付・配分 

第１ 義援金品の募集・受付等 

○区に直接寄せられた義援金品および都・日本赤十字社等で構成された「東京都

義援金配分委員会」等から送付された義援金を受け付ける。 

第２ 義援金品の配分 

○義援金品の受付・募集および配分に関して、区・関係者からなる品川区義援金

品配分委員会で検討し、配分計画を策定する。また、義援金の募集・配分につ

いて、必要な手続きを明確化し、迅速な配分に努める。

対策３ 被災者支援 

第１ 被災者の生活相談等の支援 

○区は被災者のための総合相談窓口を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、その

解決を図る。また、臨時窓口設置等により被災者の生活保護にあたる。 

○被災後の出火防止に係る指導、相談にあたるため、消防署、消防出張所等に消

防相談所を設置する。 

第２ 被災者の生活再建資金援助等 

○被災者の生活を支援するために、災害弔慰金や災害援護資金、被災者生活再建

支援金等の支援内容について定め、円滑な手続きを行う。

第３ 職業のあっ旋 

○区は、離職者の状況を把握し、公共職業安定所等や区内の業界団体・組合等へ

雇用の維持等について、必要な要請を行うこととする。

第４ 区税・保険料等の徴収猶予および減免 

○被災した納税義務者または特別徴収義務者、国民健康保険、国民年金の被保険

者に対し、地方税法または区条例により、期限の延長、徴収猶予および減免等

の緩和措置をそれぞれの実態に応じ適時適切な措置を講じる。

第５ 被災建築物の余震等に対する危険度判定 

○被害を受けた建物および宅地の安全性を調査し、継続使用に伴う二次災害の防

止に向け、より迅速な対応に努める。

対策４ 応急教育・保育

第１ 応急教育

○震災時における応急教育にあたり、校舎や通学路の安全確認や授業再開時の決

定・周知等を円滑に行う。また、必要に応じて心のケアや学用品の支給を行う。 

第２ 応急保育

○保育園児の生命および身体の安全ならびに保育の確保に万全を期する。 

○医療従事者等の園児受入れ等、災害時における柔軟な対応が取れる体制をとる。
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対策６ ごみ処理の実施

第１ ごみ処理の実施 

○災害時に発生する区域内のごみ処理計画を策定し、速やかにごみの処理を行う。 

○被害状況等を把握し、ごみの収集運搬ルートを定めるとともに、収集車両、燃

料、人員等を協議会と連携して確保し、円滑なごみ処理を行う。

応
急
復
旧
対
策

対策７ がれき処理の実施

第１ がれき処理の実施 

○がれき処理対策臨時組織を設置し、都、関係機関と連携する体制を整える 

○道路啓開や倒壊建物等により発生するがれき等を収集・搬入し、中間処理・再

利用・最終処分まで円滑に行う体制を整える。

対策８ 災害救助法等の適用

第１ 災害救助法の適用 

○区内における災害が災害救助法適用基準のいずれかに該当し、または該当する

見込みであるときは、口頭または電話で災害救助法適用を知事に要請する。

第２ 激甚災害の指定 

○「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災

害（激甚災害、局地激甚災害）の指定を受ける場合の手続を定める。

対策９ 応急仮設住宅の供給 

第１ 応急仮設住宅の設置・供給 

○応急仮設住宅を設置にあたり、都と連携し、設営地の選定、応急仮設住宅の建

設、入居者の選定等を円滑に行う。

第２ 被災住宅の応急修理 

○居住に必要な最低限の応急修理を行うにあたっての実施主体、対象の調査及び

選定、基準および戸数、経費、期間等について定め、災害時の円滑に対応する。

第３ 建設資材の調達 

○建設資材は、品川建設防災協議会を通じて調達し、工事は業者に依頼する。ま

た、応急建築資材のあっ旋についても品川建設防災協議会に要請する。

対策５ トイレの確保およびし尿処理の実施

第１ し尿処理の実施

○区は、仮設トイレ等の設置状況を把握し、収集体制を整備する。被災地域の環

境衛生の早期回復を図るため、平常作業と並行して、被災地域および避難場所

等からのし尿を収集し、処理・処分を行う。
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予防対策 

対応テーマ 

対策１ 生活再建のための準備 

対策１ 生活再建のための準備               

【各機関の役割】 

 り災証明の発行準備１

機関名 役   割 

都 総 務 局

都福祉保健局

・区が発行するり災証明手続きの迅速化を促進 

・区の応援要員の確保の検討 

・義援金の募集・配分について、早期配分に必要な手続きの明確化 

・義援金に関する寄付控除（国税および地方税）等の取り扱いの確

認 

東 京 消 防 庁

・火災による被害状況調査体制の充実 

・区との協定締結や事前協議によるり災証明発行に係る連携体制の

確立 

区 

・り災証明等、各種事務手続きに関する職員研修を実施

・義援金の募集・配分について、早期配分に必要な手続きの明確化 

・義援金に関する寄付控除（国税および地方税）等の取り扱いの確

認 

 応急仮設住宅２

機関名 役   割 

区 
・応急仮設住宅の設置候補場所の調査 

・区営住宅の空住戸を応急仮設住宅へ活用する方法の検討 

 応急教育・保育３

機関名 役   割 

区 
・災害時における円滑な応急教育・保育の開始に向けた事前の計画

作成 
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 トイレの確保およびし尿処理のための準備４

機関名 役   割 

都 環 境 局
・区の対応のみでは困難となった場合に備え、関連事業者との協定等の

締結を推進 

都 下 水 道 局

・収集されたし尿の受入れ・処理体制の構築 

・下水道管の耐震化 

・トイレの設置ができる指定マンホールの拡大 

区 

・災害用トイレの確保 

・し尿の収集運搬に関する現況を把握し、し尿運搬車等を確保 

・避難所ごとの避難者数に応じた生活用水の確保 

・都下水道局が管理する水再生センターや指定マンホールへの収集・運

搬体制の確保等 

 ごみ処理のための事前準備５

機関名 役   割 

都 環 境 局 

・区を通して、都内全域のごみ処理体制を把握 

・区の応援要請に迅速に対応するため、都内のごみ収集・運搬機材や廃

棄物処理施設の現況を把握、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 

都 総 務 局 ・広域的なごみ処理体制について連携体制の構築を推進 

区 

・ごみ処理に関する窓口 

・所管区域内の清掃庁舎や収集運搬車等の現況を把握し、施設の耐震化

の促進や、人員・機材の不足が想定される場合に備えて、人員・機材

に対する備えを確認 

・ごみ処理施設の使用不可の場合に備えて、事前に区内の公園等オープ

ンスペースをごみの仮置場に指定 

 がれき処理のための事前準備６

機関名 役   割 

都 環 境 局 

・区を通して、都内全域のがれき処理体制を把握 

・関係局と協議し「東京都震災がれきマニュアル」を拡充 

・区の応援要請に迅速に対応するため、都内の収集機材や中間処理施設

の現況を把握し、機材の確保や処理体制の協力体制を構築 

都 総 務 局 ・広域的ながれき処理体制について、連携体制の構築を推進 

区 

・あらかじめ、一次的な集積所（第一仮置場）候補地を選定 

・所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設の耐震

化の促進や不足が想定されるマンパワーや資機材に対する備えを検

証、確保 
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【具体的な取組】 

第１ り災証明の発行準備

○区は、災害に係る住家被害認定調査、り災証明発行、被災者台帳の作成まで一貫した実

施体制を構築する。体制構築に向け、被災者生活再建支援システムの導入や建築物応急

危険度判定員等のボランティア受け入れに関するマニュアル作成等を行った。 

○都総務局は、区に対して、り災証明の発行手続きのシステム導入を促進し、り災証明

の発行処理の迅速化を進める。

○区は、平成 29年度に効率的な被災者台帳の管理や、り災証明書の発行を支援する被災
者生活再建支援システムを導入し、区民生活の早期再建を図る。

○区は、り災証明の発行根拠となる、災害に係る住家被害認定調査に関する都の研修へ

の参加および区独自の訓練を実施する。

○区は、災害に係る住家被害認定調査、り災証明発行、被災者台帳の作成まで一貫した

実施体制を構築する。

○区は被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するために必要があると認められる際に

は、被災者台帳を作成でき、必要の範囲内で個人情報を使用、情報提供を求めること

ができる。

○区は、東京消防庁と被害状況調査体制の充実を図るとともに、協定締結や事前協議等

を行い、り災証明発行に係る連携体制を確立する。また、り災証明の発行に必要な固

定資産関連情報について東京都主税局と連携を図る。

○早期のり災証明発行のために、都の建築物応急危険度判定員、被災宅地危険度判定士

等のボランティアを受入れる。その活用のために、受入れ体制等に関するマニュアル

を平成 26年度に策定した。
○建物応急危険度判定に関する人材確保のために、区独自でも関係協会と協定を締結す

る。また、災害時の迅速かつ円滑な実施のために日頃からの訓練を実施する。

第２ 応急仮設住宅

○避難所生活の早期解消に向けて、応急仮設住宅の供給に係る調整・管理等を円滑に行う

ために必要な対策として、設置候補場所の調査、区営住宅の空住戸の活用等について検

討を進める。 

○応急仮設住宅の設置に関する事項を再検討し、応急仮設住宅の設置場所を事前に検討

しておく。

○民間賃貸住宅の空き屋ストックを応急仮設住宅として位置づけ、民間事業所との協定

を締結する。

○区営住宅の空住戸を応急仮設住宅として活用する。

○応急仮設住宅建設候補地としてしながわ中央公園を新たに指定した。

○避難所生活の早期解消に向けて、被災住宅の応急修理および一時提供住宅・応急仮設

住宅の供給に係る調整・管理等について定めた住宅確保マニュアルを作成した。

○関係機関（日本赤十字社、雇用促進住宅など）との連携に努める。
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第３ 応急教育・保育

○災害時における円滑な応急教育・保育の開始に向けて、あらかじめ適正な計画等を立て

ておくものとする。 

 応急教育に係る事前準備１

① 学校長または園長（以下、本章において「学校長等」という）は、学校（幼稚園）

の立地条件等を考慮したうえ、災害時の応急教育計画、指導の方法などについて、あ

らかじめ適正な計画を立てておくものとする。

② 応急教育計画の作成に当たっては、次の点に留意するものとする。

・平常時と同様な教育活動が行えない場合も、可能な範囲の教育活動の維持、推進を

図る。

・登校する児童・生徒等の人数に応じた応急教育を実施する。

・地域の被災状況等を踏まえ、当該学年に適切な応急教育を実施する。

③ 教育委員会、警察署、消防署および保護者への連絡網ならびに協力体制を確立する。

④ 勤務時間外における教職員の参集、連絡体制、役割分担等の計画を作成し、教職員

に周知する。

 応急保育に係る事前準備２

保育園長は、保育園の立地条件等を考慮したうえ、災害時の応急保育、指導の方法な

どについて、あらかじめ適正な計画、マニュアル等を検討する。
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第４ トイレの確保およびし尿処理のための準備

○区は、避難者向けの災害用トイレを順次確保し、事業所および家庭では３日分の災害用

トイレ、トイレ用品を備蓄するよう努める。 

○区や各機関は、各種訓練や「しながわ防災学校」により区民への災害用トイレに関する

知識の普及啓発に努める。 

○区は東京都や民間事業者と連携し、し尿の収集運搬を実施する体制整備を進める。 

 災害用トイレの確保１

① 区は、避難者向けの災害用トイレを順次確保していく。

・仮設トイレ以外の携帯トイレや簡易トイレ等も確保していく。

・要配慮者用トイレ（洋式トイレ等）の備蓄に配慮する。

・強固な構造のトイレや防犯性の高いトイレ等の備蓄により、利用者の利便性を確

保する。

・仮設トイレ等の設置体制・維持管理方法等に関するマニュアルを備えた。

・下水道管直結型マンホールトイレの整備を都と連携し進める。

・既存トイレの耐震化を推進する。

② 事業所および家庭においては、当面の目標として、３日分の災害用トイレ、トイレ

用品を備蓄するよう努める。また、水の汲み置き等により生活用水を確保するよう「し

ながわ防災学校」等を通じて周知・啓発していく。

 災害用トイレに係る知識の普及啓発２

① 区や各機関は、仮設トイレ等の設置箇所や備蓄等について総合防災訓練や避難所訓

練などの各種訓練や「しながわ防災学校」にてあらかじめ住民に周知し、災害用トイ

レに関する知識の普及啓発に努める。

② 災害用トイレの設置や利用等の経験は、極めて重要であり、各機関は災害用トイレ

の設置・利用を既存訓練に積極的に取り入れていく。

 し尿の収集運搬について３

① し尿収集車について、民間許可業者と協定を締結し、車両を確保する。

② し尿収集車について、平成 24年から協和興業株式会社と「災害時におけるし尿収集

車両等の供給に関する協定」を締結し、車両確保に努めている。

③ し尿収集が区だけで対応できない場合に備えて、東京都を通じて他自治体に応援要

請する仕組みを整備しておく。

④ し尿処理施設が被災して使用できない場合に備えて、東京都と下水道処理施設（水

再生センターおよび主要管きょの指定マンホール）への搬入できるよう締結している

覚書に基づき体制を確保する。

第５ ごみ処理のための事前準備

○都と協力して収集運搬機材等を確保するための体制整備や広域応援体制を含めたごみ処

理マニュアルの策定等により、ごみ処理体制の構築を促進する。また、都と区部共同の

検討会により、災害廃棄物処理方法について検討している。 

 収集・運搬機材等の確保１

都は、区が行うごみの収集運搬、処理施設等で必要となる人員・機材について、国

と連携し、被災地以外の自治体に要請を行うことで、不足分の確保を図る。
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 迅速な処理体制の整備２

① 都は、燃やすごみ処理は、都内の処理施設のみならず、広域的な処理体勢の構築に

より、迅速な処理体制を実現する。

② 区は、都と協力して広域応援体制を含めたごみ処理マニュアルを策定し、ごみ処理

体制の構築を促進する。

③ 都と区部が共同で災害廃棄物処理に関する検討会を開き、23区共同で災害廃棄物処

理方法について検討している。

④ 区は、ごみの処理施設（清掃工場）等が被災し、一度に大量のごみ処理ができない

等の場合に備えて、区内の公園等をあらかじめごみの仮置場に指定しておく。また、

震災時においても分別が必要であるので、仮置場は生活ごみ（燃やすごみ、陶器・ガ

ラス・金属ごみ）、粗大ごみ、家電ごみ等ごみの種類ごとに置場を指定する。

⑤ ごみ仮置場の指定は事前に区内の公園や広場等の災害時の用途を定めておく。

第６ がれき処理のための事前準備

○一次的にがれき等を集める集積所（第一仮置場）として指定可能な場所を候補地として選定

する。 

○災害廃棄物処理に係るマニュアル作成や訓練等を通じて、がれき処理を円滑に行うための体

制を整備する。また、大量のがれきを区内で処理することが難しい場合に備え、広域処理に

ついて検討を進める。 

 がれき処理体制の整備１

① あらかじめ、一次的な集積所（第一仮置場）候補地を検討・選定していく。

② がれき処理、災害廃棄物処理に関するマニュアルを作成し、迅速かつ円滑に活動で

きるよう、マニュアルに基づき訓練を実施する。各マニュアルにおいては、担当部課

等を記載し明確にしておく。

③ 所管区域内の廃棄物関連施設や運搬車等の現況を把握し、施設の耐震化の促進や不

足が想定されるマンパワーや資機材に対する備えを検証、確保する。

④ 区内民間事業者等と協定を締結し、協力体制を構築する。

⑤ 災害発生時の組織体制・役割分担について、庁内部署との連携を重視し、関係部署

が対応すべき項目を整理する。
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応急・復旧対策                     

対応テーマ 

対策１ り災証明の発行 

対策２ 義援金の募集・受付・配分 

対策３ 被災者支援 

対策４ 応急教育・保育 

対策５ トイレの確保およびし尿処理の実施 

対策６ ごみ処理の実施

対策７ がれき処理の実施

対策８ 災害救助法等の適用 

対策９ 応急仮設住宅の供給 

【応急復旧活動フロー】 

応急・復旧対策 発災       24h         48h         72h           

初動態勢

の確立期 

即時対応期 復旧対応期 

り災証明の発

行 区 
■家屋・住家被害状況調査等の実施 

■り災証明の発行準備に係る周辺業務 

■り災証明の発行手続 

東京消

防庁 

■火災による被害状況調査を実施 

義 援 金 の 募

集・受付・配

分 

区 

■義援金品の募集・受付等 

■義援金品の配分 

被災者支援 

区 

■総合相談窓口の開設 

■災害弔慰金等の支給 

■被災者の生活確保 

■職業のあっ旋 

■各種資金の貸付 

■区税・保険料等の徴収猶予および減免、 

■被災建築物および被災宅地の応急危険度判定 

東京消

防庁 

■消防相談所の開設 

応急教育・保

育 区 
■応急教育（活動再開準備、学用

品の支給等） 

■応急保育（医療従事者等の臨時保育） 

トイレの確保

およびし尿処

理の実施 

区 
■区域内で策定されたし尿処理計画に基づくし尿の処理 

ごみ処理の実

施 区 
■区域内で策定されたごみ処理計画に基づくごみの処理 

区民 ■区の指導に基づく分別の徹底 
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応急・復旧対策 発災       24h         48h         72h           

初動態勢

の確立期 

即時対応期 復旧対応期 

がれき処理

の実施 都環

境局 

■有害物質対策や一次集積場所、最終処分場の衛生管理を指導 

■区市町村からの各施設の被災状況報告を受け、支援策を検討 

                              ■一次集積場所、最終処分場の確保に関する支 

                                援 

都総

務局 
■区市町村と連携して国に対して、がれき処理への応援を要請 

 区 

■所管区域内の一次集積場所の集積や運搬状況等を把握 

■処理施設の被災状況を調査し、施設復旧策を検討、都に報告 

■実態相当規模のがれきの最終処分受入れ場所

を確保 

災害救助法

等の適用 区 
■災害救助法の適用に係る手続き 

■激甚災害の適用手続き 

応急仮設住

宅の供給 

都 ■応急的に仮設住宅を供給する。 

区 
■応急仮設住宅の設置 

■被災住宅の応急処理 

■建設資材の調達 
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対策１ り災証明の発行

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・家屋・住家被害状況調査等の実施 

・り災証明の発行準備に係る周辺業務の実施 

・調査の結果に基づき、速やかにり災証明の発行手続を実施 

東京消防庁 ・火災による被害状況調査を実施 

【具体的な取組】 

第１ 家屋・住家被害状況調査等

○被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定め、住家の被害状況調査を行い、

都本部に報告する。 

○国が標準的なものとして示した「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を参考と

し、あらかじめ被害認定のための具体的な調査方法や判定方法などを定める。

○上記指針に基づき、住家の被害状況調査を行い、都本部に報告する。

第２ り災証明の発行

○区内全域に甚大な被害が発生した場合、り災証明発行に係る組織を立ち上げ、都と連携

して早期に体制を確立する。 

○区は、被害認定調査結果に基づき、被災世帯に対して、り災証明書を発行する。火災に

よる焼損状況等については、消防署と調整を行う。 

 り災証明の発行準備１

① 区内全域に甚大な被害が発生した場合、り災証明発行に係る組織を立ち上げる。

② 被災者の生活応急対策は、り災証明の発行や義援金の募集などの事務のほか、災害

救助法に基づく適用準備など、都と連携して迅速に実施する。

・都は、区のり災証明の発行手続き事務のほか、家屋の現況調査に関する応援要請

に対して、他自治体や公的機関、大学等人員調整を広域的に実施し、手続きを推

進する。

・り災証明の発行根拠となる、災害に係る住家被害認定調査を実施する。

・り災台帳を取りまとめる。

・り災証明の発行基準（揺れ・火災・浸水・液状化等）を近隣自治体と調整する。

・災害に係る住家被害認定調査の結果をデータ化し、り災証明の発行準備をする。

・り災証明発行会場や業務フロー確立などの準備をする。

・り災証明の発行基準や発行時期、会場等を広報等により周知する。

・火災に関するり災証明の発行について東京消防庁との連携を図る。



第２編 震災編 

第 13 部 区民生活の再建 

 予防  応・復 

対策１ り災証明の発行 

震-13-15 

図表 13- 1 り災証明の発行手続きに関するフロー

 り災証明書の発行２

① 地震・津波、風水害等により、被災した世帯が各種の融資や租税等の減免などを受

けるに当たって、当該災害によって被災したという証明が必要となることから、区に

おいては、消防署と調整し、建物の損壊や倒壊について被害認定調査を実施し、その

結果に基づき、被災世帯に対して、り災証明書を遅滞なく発行する。

② 消防署長は、火災による焼損状況の調査等を実施し、その結果に基づき、り災証明

書を発行する。

（１）発行手続き

① 区の各地域センターは、管内のり災台帳（台帳によって確認できないものは、

申請者の立証資料）等に基づき、被災者の申請により、り災証明書を発行する。

② 消防署長は、火災による焼損状況の調査等に基づき、区と連携してり災証明発

行窓口の開設時期、開設場所および必要な情報について調整し、速やかに火災に

よるり災証明書を発行する体制を構築する。

（２）証明の範囲

災害対策基本法第２条第１項第１号に規定する被害の範囲で、次の事項について

証明する。

 住家、住家以外の建造物の被害 ア

全壊（焼）、流失、半壊（焼）、部分焼、ぼや、床上浸水、床下浸水、 

 人的被害 イ

死亡、行方不明、負傷 

り災証明書の発行手続き準備 

・被災家屋等の現地調査の調査態勢の準備、現地情報の収集 

・消防署と調整し、被害状況調査を実施 

 ・消防署と発行窓口の開設時期・場所および必要な人員等に 

  ついて連携、調整し、り災証明書の発行手続きの窓口を開設 

・要員の確保 

品川区 都 

・要員の確保 

・東京消防庁との連携 

被災状況

の報告 

り災証明書の発行窓口の開設 

・窓口開設の区民への広報等 

・窓口受付時間内の要員確保 

り災証明書の発行手続き  ⇒ 

現地被災家屋調査 

    ↓ 

証明発行願い提出 

    ↓ 

証明書発行 
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対策２ 義援金の募集・受付・配分

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 
・義援金品の募集・受付等 

・義援金品の配分 

【具体的な取組】 

第１ 義援金品の募集・受付等

○区に直接寄せられた義援金品および都・日本赤十字社等で構成された「東京都義援金品

募集配分委員会」等から送付された義援金を受け付ける。 

 義援金の募集１

①都、区、日本赤十字社各機関は、被害の状況等を把握し、義援金の募集を行うか否か

を検討し、行う場合は事前に定めた内容(義援金事務処理に係る基本マニュアル等)によ

り、適切に取り扱う。

② 都の義援金募集に協力して受領した義援金については、寄託者の求めに応じ受領書

を発行する。ただし、口座への振込みによる場合は、振込用紙をもって受領書の発行

に代えることができる。

 義援金品募集配分委員会の設置２

① 品川区を指定した義援金・義援物資の募集・配分については、区、区議会議員、有

識者等からなる「品川区義援金品募集配分委員会」を設置する。

② 委員会での審議事項は以下のとおりである。

・被災者への義援金品の配分計画の策定

・義援金品の受付・配分に係る広報活動

・その他義援金品の受付・配分等に関して必要な事項

 義援金品の受付等３

① 義援金の受領・配分に関することは総務部総務課、義援品の受領・配分に関するこ

とは地域振興部地域活動課が行う。

② 義援金品を直接受け付けるほか、銀行等に口座を開設し、振込みによる義援金を受

け付ける。

③ 義援品は被害の状況を勘案し、被災者が必要とする物資についてのみ募集し、指定

の受付窓口で受け付ける。また、個人等からの義援品の受入れにあたっては、円滑な

輸送供給を図るため品目を指定する等の抑制を図る必要がある。

第２ 義援金品の配分

○義援金品の受付・募集および配分に関して、区・関係者からなる品川区義援金品募集配

分委員会で検討し、配分計画を策定する。また、義援金の募集・配分について、必要な

手続きを明確化し、迅速な配分に努める。 

 義援金の配分１

① 区へ直接義援された義援金については、区・関係者からなる「品川区義援金品募集
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配分委員会」が策定した配分計画に基づき、被災者に配分する。

② 委員会から送金された義援金については、委員会が策定した配分計画に基づき、被

災者に配分する。

 義援品の配分２

区に寄託された義援品は、東京都等からの義援品とともに被災者に配分する。

図表 13- 2 義援金受付・募集・配分に係る対応

各機関 対   応 

都 総 務 局

都福祉保健局

・義援金の募集・受付に関して、区、日本赤十字社、関係機関等と検討 

・義援金の募集・配分について、必要な手続きの明確化 

・義援金に関する寄附控除（国税および地方税）等の取り扱いの確認 

区 

・義援金の受付・募集および配分に関して、都、日本赤十字社、関係機

関等と検討 

・義援金の募集・配分について、必要な手続きの明確化 

・義援金に関する寄附控除（国税および地方税）等の取り扱いの確認 
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対策３ 被災者支援

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・総合相談窓口の開設 

・災害弔慰金等の支給 

・被災者の生活確保 

・職業のあっ旋 

・各種資金の貸付 

・区税・保険料等の徴収猶予および減免 

・被災建築物および被災宅地の応急危険度判定 

消防機関 ・消防相談所の開設 

【具体的な取組】 

第１ 被災者の生活相談等の支援

○区は被災者のための総合相談窓口を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、その解決を図

る。また、臨時窓口設置等により被災者の生活保護にあたる。 

○被災後の出火防止に係る指導、相談にあたるため、消防署、消防出張所等に消防相談所

を設置する。 

○災害時には、生命・財産が失われ、多くの人々が被害を受け、混乱した事態が考えら

れる。これらの混乱を速やかに収拾し、人心の安定と社会秩序の回復を図るため、防

災関係機関等と協力し、区民生活安定のための緊急措置を講じる。

 総合相談窓口の開設１

① 大地震時、区は被災者のための総合相談窓口を設け、相談、要望、苦情等を聴取し、

その解決を図るとともに、相談内容、被害状況について、区関係部署をはじめ、都、

防災関係機関との連絡を密にし、相談体制の確立を図る。

② 相談窓口には、女性が相談しやすいよう女性の相談員の配置などを考慮する。

 消防相談所の開設２

被災後における出火防止を図るため、次により指導を行うとともに、消防署と消防出

張所等に消防相談所を設置し、相談にあたる。

・被災建物、仮設建物および避難所における火災予防対策の徹底

・電気、都市ガス等の機能停止に伴う火気使用形態の変化に対応した出火防止および

機能復旧時における出火防止対策の徹底

・危険物施設等における余震に対する警戒体制、構造、設備に対する点検等の強化

・火災によるり災証明書等各種手続きの迅速な実施

資料○ り災者名簿（様式）

資料○ り災証明申請書

 生活保護３

① 生活保護法の定めにより、被災者の生活保護を行うものとする。

② 職員を動員して、災害救助法発動中に、「対象者の把握」、「面接・調査員等の配備」、
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「資金の確保のための整備」を行い、災害救助法発動の期間経過後の混乱を緩和する

ための活動を行う。

③ 生活福祉課は、災害により生活に困窮する世帯に対して、生活保護法の定めるとこ

ろにより、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う。なお、災害の状況に応じて臨

時窓口の開設、保護決定の迅速化、保護金品の支給等を行う。

第２ 被災者の生活再建資金援助等

○被災者の生活を支援するために、災害弔慰金や災害援護資金、被災者生活再建支援金等

の支援内容について定め、円滑な手続きを行う。 

 災害弔慰金等の支給１

地震等、異常な自然災害により死亡した場合、品川区災害弔慰金の支給等に関する条

例に基づき、遺族に対して災害弔慰金を支給し、身体または精神に著しい障害を受けた

場合、その者に対し災害障害見舞金を支給する。

 被災者の生活確保２

災害により被害を受けた区民が、早期に再起更生できるよう、被災者に対する職業の

あっ旋、租税等の徴収猶予および減免、資金の融資等の実施により、被災者の生活確保

を図る。

 災害復旧特別会計および災害復旧基金３

（１）目的

首都直下地震など大災害が発生した場合、国、都などからの災害救助、復旧に対

する財政的支援には一定の期間を要することが想定される。災害発生直後に迅速な

災害救助、復旧体制を確立し、区民の生命・財産を守るための財政的な備えを確保

することを目的とし、災害復旧特別会計および災害復旧基金を設けた。

（２）内容

 品川区災害復旧特別会計ア

災害復旧基金を財源とした「品川区災害復旧特別会計」を設けることにより、

災害時における区民の生命、財産等を保護し、その安全を確保するとともに、

災害発生直後において迅速に災害救助、復旧対応を行う。 

 品川区災害復旧基金 イ

品川区災害復旧特別会計の財源となる「品川区災害復旧基金」を設け、予測

できない災害に備え、災害発生直後の救助から復旧に至る一定期間に必要な資

金を積み立る。 

 各種資金の貸付４

（１）災害援護資金

災害救助法の発動があった災害により、家屋等に被害を受けた世帯には、品川区

災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、世帯の所得、住居・家財の損害の程度

により貸付を行う。
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（２）中小企業への融資

国または都において被災中小企業者等に対する金融施策が出た場合、その周知・

あっ旋を行い、区中小企業事業資金融資は当面平常時と同様のあっ旋を行う。

（３）災害応急対策融資のあっ旋

災害による住宅の修復に必要な資金について、周知・あっ旋を行う。

（４）社会福祉協議会

被災者を対象として小口生活資金の貸付を行う。

（５）被災者生活再建支援金の支給

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶

助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する。

第３ 職業のあっ旋

○区は、離職者の状況を把握し、公共職業安定所等や区内の業界団体・組合等へ雇用の維

持等について、必要な要請を行うこととする。 

 職業のあっ旋１

① 災害により離職を余儀なくされた被災者に対する職業のあっ旋については、公共職

業安定所を通じ、早期再就職の促進を図っていく。

② 区は、被災者のために開設する相談所等において、離職者の状況を把握し、公共職

業安定所等に必要な要請を行っていく。

 業界団体・組合等への雇用の維持についての要請２

区は国・都と連携し、区内の業界団体・組合等へ雇用の維持について要請する。

第４ 区税・保険料等の徴収猶予および減免

○被災した納税義務者または特別徴収義務者、国民健康保険、国民年金の被保険者に対し、

地方税法または区条例により、期限の延長、徴収猶予および減免等の緩和措置をそれぞ

れの実態に応じ適時適切な措置を講じる。 

 特別区税の納税緩和措置１

（１）期限の延長

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他書類の提出、または区税を納付

もしくは納入することができないと認めたときは、次の方法により当該期限を延長

する。

・災害が広域にわたる場合、区長が職権により、地域、期日等を指定する。

・その他の場合、災害が収まったあと速やかに被災納税義務者等により申請があ

ったときは、区長が納期限を延長する。
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（２）徴収猶予

① 災害により、財産に被害を受けた納税義務者等が区税を一時的に納入すること

ができないと認められるときは、１年以内において徴収を猶予する。

② やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を行う。

（３）滞納処分の執行停止等

災害により、滞納者が、無財産となる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行停

止、および延滞金の減免等適切な措置を講じる。

（４）減免

被災した納税義務者に対し、納期未到来の特別区民税・軽自動車税について被害

の状況に応じて減免を行う。

（５）相続の承認等の延長

激甚な災害の際は、相続の承認等の期日の延長を行う。

 国民健康保険料および介護保険料等の減免等２

（１）徴収猶予

災害により、財産に損害を受けた納付義務者が保険料を一時的に納付することが

できないと認められるときは、その者の申請に基づき、その納付することができな

いと認められる金額を限度として、６ヶ月以内において徴収を猶予する。

（２）減免

災害により、生活が著しく困難となった者に対し、申請により被災の状況に応じ

て保険料を減免する。

 更新申請を有効期間内に出来なかった場合の要介護更新認定の受理（要介護認定の更３

新申請の特例）

被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期

間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由の

やんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる（介護保険法

第 28条より）。

 国民年金保険料の免除等４

（１）免除の申請

災害により、被害金額が財産の価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた

ときは、その事実を明らかにすることができる書類を添付のうえ、区に申請し、社

会保険事務所長の承認を得る。

（２）支給停止の解除

老齢福祉年金が所得制限により支給停止となっている場合、受給権者、配偶者、

扶養義務者等が災害によって多大の被害を受けたときは、前年の所得を基準とした

支給停止を解除する。

 放送受信料の免除等５

① 災害救助法（昭和 22年法律第 118号）による救助が行われた区域内において、当該

救助に係る災害により半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信
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機を設置して締結されている放送受信料を免除することができる。

② この場合において、免除の期間は、当該救助の期間の初日の属する月およびその翌

月の２か月間とする。

③ 非常災害があった場合において、免除すべき放送受信契約の範囲および免除の期間

につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものを免除する。

 電話料金の減免６

ＮＴＴ東日本等の関係機関は、料金等の減免を行ったとき、ホームページ等に掲示す

る他、報道発表等でその旨を周知するよう努める。

第５ 被災建築物の余震等に対する危険度判定

○被害を受けた建物および宅地の安全性を調査し、継続使用に伴う二次災害の防止に向け、

より迅速な対応に努める。 

○被災建築物および被災宅地の応急危険度判定は、被害を受けた建物および宅地の安全

性を調査し、継続使用に伴う二次災害の防止を目的とした業務であり、発災後の早い

時期に実施する必要がある。

○都が設置した建築士による防災ボランティア制度「応急危険度判定員」および「被災

宅地危険度判定士」の協力を得て行う。
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対策４ 応急教育・保育

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 
・応急教育（活動再開準備、学用品の支給等） 

・応急保育（医療従事者等の臨時保育） 

【具体的な取組】 

第１ 応急教育

○震災時における応急教育にあたり、校舎や通学路の安全確認や授業再開時の決定・周知

等を円滑に行う。また、必要に応じて心のケアや学用品の支給を行う。 

○震災時における、園児、児童・生徒の生命および身体の安全ならびに教育活動の確保

を図るため、幼稚園、小学校、中学校における災害予防、応急対策について、万全を

期する必要がある。

○応急教育の実施のため必要な事項について定める。

 教育活動の再開１

（１）校舎等の安全確認・整備

あらかじめ定めてある授業再開に必要なスペースなどの安全確認・整備を行い、

教室等の確保に当たる。

なお、授業再開に当たっては、二次災害防止のため、校舎等の安全点検を行う。

（２）児童・生徒等の通学路の安全確認

授業再開に当たっては、児童・生徒等が安全に通学できる通学路の安全確認を行

う。

（３）授業再開時期の決定

教育委員会は、各学校と協議のうえ、授業再開時期の目処を定める。これに基づ

き校長は、学校の実情に応じて授業再開時期を決定する。

（４）授業再開の保護者への周知

授業再開に当たって学校は、保護者に対し、授業再開の時期について掲示、ビラ

等の手段により、周知、徹底を図るものとする。

 心のケアの充実２

発災後、地震への恐怖、家族等の死傷に伴う悲しみ、将来に対する不安など、大人も

子どもも心が疲弊している状態にある。応急教育の立案に当たっては、このような児童・

生徒等の心の状態を配慮し、心のケアの指導体制の充実を図るものとする。
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 学用品の調達および支給計画３

（１）支給の対象

災害により住家に被害を受け、学用品を喪失またはき損し、就学上支障の生じた

小学校児童および中学校生徒（私立学校を含む）に対し、被害の実情に応じ教科書(教
材を含む)、文房具および通学用品を支給する。

（２）支給の期間

教科書については、災害の発生の日から１ヶ月以内、その他については 15 日以内

とする。ただし、交通、通信の途絶により学用品の調達および輸送が困難と予想さ

れる場合には、都知事が内閣総理大臣の承認を受け、必要な期間を延長する。

（３）支給の方法

学用品は、原則として都が一括購入し、区が、被災児童および生徒に配分する。

なお、学用品の給与を迅速に行うために都知事が区長に職権を委任した場合は、区

が教育委員会および学校長の協力を得て、調達から配分までの業務を行う。

（４）費用の限度

 教科書代 ア

教科書および教材で、教育委員会に届け出て、またはその承認をうけて使用

しているものを給与するための実費 

 文房具および学用品 イ

（災害救助法施行細則で定める額） 

 小学校児童 １人につき 4,100 円 中学校生徒 １人につき 4,400 円 

                        （平成 23 年度現在） 

※幼稚園については「教育委員会」を「子ども未来部保育課」と読み替えるも

のとする。 

第２ 応急保育

○保育園児の生命および身体の安全ならびに保育の確保に万全を期する。 

○医療従事者等の園児受入れ等、災害時における柔軟な対応が取れる体制をとる。 

○震災時における、園児の生命および身体の安全ならびに教育活動の確保を図るため、

保育園における災害予防、応急対策について、万全を期する必要がある。

○応急保育の実施のため必要な事項について定める。

 災害復旧時の態勢１

① 保育園長は、職員を掌握するとともに、次の事項を調査し、保育課長に報告のうえ、

保育課長の指示を仰ぐ。

・保育園児の被災状況

・インフラの状況

・保育のニーズ

・職員の出勤状況

② 保育課長は、災害対策本部の指示のもと、災害状況に即した臨時保育計画を策定し、

臨時の保育を行うなど、速やかに調整する。

③ 保育課長は、保育園ごとに担当職員を定め、情報および指令の伝達について万全を

期する。
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④ 医療従事者等、災害対応にあたる者が養育する園児を受入れる。受入れにあたって

は、拠点園等の一部の施設に集約して受入れることを想定する。

 保育所保育料等の減免等２

災害により損失を受けた場合は、その損失の程度に応じて減免する。また、納付期限

を延長する。
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対策５ トイレの確保およびし尿処理の実施  

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 ・区域内で策定されたし尿処理計画に基づくし尿の処理 

【具体的な取組】 

第１ し尿処理の実施

○区は、仮設トイレ等の設置状況を把握し、収集体制を整備する。被災地域の環境衛生の

早期回復を図るため、平常作業と並行して、被災地域および避難場所等からのし尿を収

集し、処理・処分を行う。 

○区は、各避難所等の避難人数、仮設トイレの設置場所や、し尿収集車台数等を把握し

た上で、し尿収集計画を策定し、し尿収集を行う。

 区民避難所等における対応１

（１）避難場所

① 水洗トイレが不足する場合は、仮設トイレ等を確保し、対応する。

② 避難場所等において、非常用便槽等を活用できる施設がある場合は、区が組立

てトイレ等を備蓄により確保する。

（２）区民避難所

① 被災後、断水した場合には、学校のプール、防災用井戸等で確保した水を使用

し、下水道機能を活用する。

② 水洗トイレが不足する場合を想定して、下水管直結型マンホールトイレ、便槽

付きの仮設トイレ等を用意する。

・発災後３日目までは、し尿収集車によるし尿の収集・運搬が困難な状況が予

想されることから、区は、努めてし尿収集車による収集を要しない災害用ト

イレを確保し、対応する。

・発災後４日目からは、区は、し尿収集車による収集が可能な災害用トイレを

含めて確保し、対応する。

・備蓄分が不足した場合には、区は都に対して要請し、都は広域応援等により

必要数を確保する。

（３）事業所・家庭等における対応

① 事業所・家庭等では、生活用水の確保に努め、可能な限り下水道機能の活用を

図るほか、仮設トイレが使用できる場合には、これを利用し、地域の環境衛生に

配慮する。

② 上水機能に支障が発生している場合には、汲み置き、防災用井戸、河川水等に

よって水を確保し、可能な限り既設水洗トイレを使用する。

③ 下水機能に支障が発生している場合には、事業所・家庭における備蓄（災害用

トイレ）を活用する。

・事業所・家庭は、３日分の携帯トイレ、簡易トイレなど、災害用トイレの備

蓄にも努める。
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 し尿の収集、処理等２

（１）仮設トイレ等の設置状況の把握

区は、仮設トイレ等の設置状況を把握し、収集体制を整備する。

（２）収集体制および作業

① 区は、被災地域の環境衛生の早期回復を図るため、平常作業と並行して、被災

地域および避難場所等からのし尿を収集し、処理・処分を行う。

② 仮設トイレ等から収集したし尿は品川清掃作業所（東京二十三区清掃一部事務

組合所管）に搬入するが、品川清掃作業所が被災して搬入できない場合は、東京

都下水道局との覚書の締結により、下水処理施設（水再生センターおよび主要管

きょの指定マンホール）への搬入を行う。

③ し尿収集車両については、災害時協定締結業者にし尿収集の出動を要請すると

ともに、し尿収集車や下水処分場が不足する場合、東京都を通じて他自治体に広

域的な応援を要請する。

図表 13- 3 し尿処理に係る対応の流れ

「し尿収集計画」の作成 
・仮設トイレ等の設置状況を把握、収集・搬入体制を計画 

・避難所等から品川清掃作業所または都下水道局管理の主

要管きょの指定マンホールまでの搬入道路の被災状況の

情報を収集 

品川区 都 

し尿収集・搬入の開始 
・し尿収集車の収集・搬入経路の確定 

・収集現場や搬入先等の人員配置計画の確定 

・交通規制等の関係機関との調整 

・し尿収集車を確保し、収集を開始 

区への支援 

・被災状況の 

情報収集 

広域連携 

・災害用トイレ

の確保 

・し尿収集車の 

確保 

・し尿の受入れ 
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対策６ ごみ処理の実施                

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 ・区域内で策定されたごみ処理計画に基づくごみの処理 

区民 ・区の指導に基づく分別の徹底 

【具体的な取組】 

第１ ごみ処理の実施

○災害時に発生する区域内のごみ処理計画を策定し、速やかにごみの処理を行う。 

○被害状況等を把握し、ごみの収集運搬ルートを定めるとともに、収集車両、燃料、人員

等を協議会と連携して確保し、円滑なごみ処理を行う。 

 災害時のごみ１

① 災害時に発生するごみは、収集体制を確立するまでの期間（概ね１週間を想定）に

一般生活により発生するもののほか、被災世帯から発生する食器類、家電製品、粗大

ごみおよび冷蔵庫内の食品等や避難所からのごみが加わり、多量のごみが発生すると

推定される。

② したがって、区域内のごみ処理計画を策定し、速やかにごみの処理を行う。

 ごみの収集運搬体制の確立２

（１）被害状況等の把握

① 道路等の被害や障害物等の状況およびごみの処理施設（清掃工場、不燃ごみ処

理センター等）の被害状況を把握し、ごみの収集運搬ルートを確保し、ごみ処理

施設の操業再開時期等の確認を行う。

② 清掃庁舎や設備、機材の被害状況を把握する。

（２）収集車両および人員の確保

① 現有の収集車両のほか、東京二十三区清掃協議会に災害時の雇上車両の配車を

依頼する。

② 収集車両が不足する場合は東京都を通じて他の自治体に応援要請を行う。

③ 人員が不足する場合は必要に応じて臨時雇用等により確保する。

（３）収集車両用燃料の確保

災害時協定業者から優先的に供給をうける等燃料の確保に努める。

 ごみの処理方法について３

① 区民避難所のごみ処理については、あらかじめ分別を徹底するよう周知方法を工夫

し、一般の廃棄物とは別ルートにより収集する。

② ごみの処理施設等への短期間大量投入が困難な場合や、処理施設が被災して搬入で

きない場合は、環境保全に支障のない幹線道路に面した公園等のオープンスペースを

利用して、臨時のごみ仮置場を設置するとともに、区民に対して分別を徹底するよう

指導する。

③ 収集を開始してから３週間目以降にごみが滞留する場合には、状況に応じて仮置場
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への積置き作業を継続して行う。

④ ごみの仮置場は、生活ごみ（燃やすごみ、陶器・ガラス・金属ごみ）、粗大ごみ、家

電ごみ等ごみの種類ごとの置場を設置する。

⑤ 災害時における一般廃棄物処理施設設置手続きを簡素化する。

 清掃事務所管内世帯数（平成 29.10.1現在）４

215,249 

 現有清掃事務所別人員、機材およびごみ処理能力〈参考〉５

資料○ 現有清掃事務所別人員、機材およびごみ処理能力
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対策７ がれき処理の実施               

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都環境局 
・有害物質対策や一次集積場所、最終処分場の衛生管理を指導 

・区市町村からの各施設の被災状況報告を受け、支援策を検討 

・一次集積場所、最終処分場の確保に関する支援 

都総務局 ・区市町村と連携して国に対して、がれき処理への応援を要請 

区 

・所管区域内の一次集積場所の集積や運搬状況等を把握 

・処理施設の被災状況を調査し、施設復旧策を検討、都に報告 

・実態相当規模のがれきの最終処分受入れ場所を確保 

【具体的な取組】 

第１ がれき処理の実施

○がれき処理対策臨時組織を設置し、都、関係機関と連携する体制を整える 

○道路啓開や倒壊建物等により発生するがれき等を収集・搬入し、中間処理・再利用・最

終処分まで円滑に行う体制を整える。 

○がれき処理は、処理施設の被災状況や区での一次集積の状況を踏まえて、都本部およ

びがれき処理対策臨時組織において対策を検討し、速やかに処理を実施する。

・区は、解体等の受付開始に向けて、解体業者等との契約、一次集積場所の確保、受

付窓口の設置箇所等を検討し、都や関係機関等と調整を行い、決定する。

・都は、被災した区市町村の状況を把握し、廃棄物処理施設の被災状況を踏まえた経

済的支援策の検討、状況に合わせた復旧対策を都本部およびがれき処理対策臨時組

織のもとで検討し、決定する。

○最終処分量の削減を図るため、震災による建物の焼失、倒壊および解体により発生す

る廃木材およびコンクリートがら等の再利用、適正処理を基本として処理を行う。

 がれき処理対策臨時組織の設置１

発災後、区は、速やかに住居等の被害状況（全壊および半壊棟数）を確認し、がれき

発生量を予測し、都に報告する。またがれき処理対策臨時組織を設置し、都および関係

機関と連携・調整することでがれき処理を行う。

 緊急道路障害物除去作業に伴うがれきの搬入２

発災直後、救援活動を迅速に行うため実施する緊急道路障害物除去作業により収集し

たがれきを、仮置場（第一仮置場）に搬入し、廃木材、コンクリートがら、金属片、そ

の他に分別する。

 がれきの撤去および倒壊建物の解体３

がれきの撤去および倒壊建物の解体処理について、区の具体的な事務内容は以下のと

おりである。
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（１）受付事務

① 発災後速やかに住民からの解体・撤去申請を受付ける窓口を設置する。

② 申請を受付けた後、その建物に関する権利関係を確認し、解体・撤去の適正処

理について判断する。

（２）民間業者との契約事務

緊急道路障害物除去終了後、解体・撤去することが適当と認められたものについ

て、建物の危険度や復旧・復興計画上の優先順位等を考慮し、民間業者と解体・撤

去作業の委託契約を締結する。

・倒壊建物の解体業務

・発生がれきの撤去業務

（３）適正処理の指導事務

① 解体・撤去作業の際、がれきを種類別に分別して搬出し、またアスベスト等の

有害物質は、所定の指針に基づき適正に取り扱うよう、仮置場の維持管理業務、

仮置場からのがれきの搬出等、委託業者への指導を徹底する。

② 搬出したがれきは、目的・搬入対象の別に仮置場を設置し搬入する。

図表 13- 4 がれきの仮置場等

名称 目的 
設置 

面積 
搬入対象物 候補地（例） 

第一仮置場 

処理体制が整う

までの貯留施設 

最低１ha 緊急道路障害物

除去がれき（緊

急道路除去後は

倒壊建物の解

体・撤去がれき）

（区）しながわ区民

公園、鮫洲運動公園

（都）大井ふ頭中央

海浜公園陸上競技

場・球技場、林試の

森公園、潮風公園、

コンテナふ頭公園 

（民）大井競馬場 
第二仮置場 

輸送効率を高め

るための積替え

基地 

最低１ha 倒壊建物の解

体・撤去による

がれき 

集積場所

（ストック

ヤード） 

中間処理施設お

よび再利用施設

が円滑に機能す

るまでの貯留施

設および輸送効

率を高めるため

の積み替え基地 

 倒壊建物の解

体・撤去がれき 

 がれきの中間処理・再利用・最終処分４

第一・第二仮置場から分別して搬出されたがれきは、中間処理（破砕等）を行った後、

「資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）」や「東京都建設リサイクルガ

イドライン」に基づいて、次の品目ごとにできるだけ再利用する。
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（１）廃木材

破砕処理した後、チップ化し、製紙用、ボード用、燃料用等として再利用する。

（２）コンクリートがら

破砕処理し、路盤材、工事現場における埋め戻し材料、低地の埋め立てによる地

盤のかさ上げ工事の材料等に再利用する。

（３）金属くず

製鋼材料等に再利用する。

図表 13- 5 がれき処理に係る都区の役割分担 
段 階 都 区 

第１段階 

発災直後～ 
２週間程度 

● 緊急道路障害物等によるがれきの処理 
●「がれき処理部会」の設置 

●震災がれき発生量予測 
  ●国庫補助に関する国との調整等 
   ●東京都震災がれき処理計画策定 
    ●仮置場候補地の把握 

●最終処分場に関する調整 
●災害時広報 

  ●有害物質に関する対策 

●緊急道路障害物除去等
によるがれきの搬入 

●被害状況の把握 
●域内発生量の予測 
●必要な組織の設置 
●区がれき処理計画の作
成 

第２段階 

第１段階終了後 
２週間程度 

     ●家屋台帳情報に関する区との調整 
       ●廃棄物処理施設等の被災状況調査 
        ●区市町村との連絡調整 

     ●公共施設の解体に伴う仮置場の確保 
      ●仮置場の確保に関する支援 

●解体等の受付開始に伴
う準備 

(解体業者等との契約、仮
置場の確保、受付窓口の
決定等) 

第３段階 
発災１ヶ月後 
以降 

       ●広域的な再利用の実施等に係る 
連絡調整 

●解体・撤去作業および
がれきの処理 
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図表 13- 6 発災直後から２週間までの作業行程

図表 13- 7 がれき推定発生量
被害想定 震災廃棄物想定発生量（万ｔ） 

東京湾北部地震 M7.3 夕方 18 時 風速８ｍ 190 

         〃       風速４ｍ 189 

都 品川区 

緊

急

輸

送

道

路

障

害

物

除

去

臨時組織 

がれき処理部会設置 

国庫補助対象

の調整 

震災がれき 

処理計画 

策定 

被害状況把握 

解

体

受

付

準

備

家屋情報等 

提供の調整 

震災がれき処理開始 

公費による対象

範囲を通知 

調整・提供 

通  知 

支  援 

地 震 発 生
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対策８ 災害救助法等の適用             

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

区 

・災害救助法および激甚法の適用基準 

・災害救助法の適用手続き 

・激甚災害の適用手続き 

【具体的な取組】 

第１ 災害救助法の適用

○区内における災害が災害救助法適用基準のいずれかに該当し、または該当する見込みで

あるときは、口頭または電話で災害救助法適用を知事に要請する。 

 災害救助法の適用基準１

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条に定めるところによるが、品川区

における具体的適用基準は、次のとおりである。（人口は平成 24 年１月１日国勢調査に

よる）

・住家の滅失した世帯数が区の区域内の人口に応じ次の世帯数以上（災害救助法施

行令別表第１に定める数以上）であること。

人口  353,502 人  滅失世帯＝ 150 世帯

・都の区域内の住家の滅失世帯数が 2,500 世帯数以上であって、区の滅失世帯数が

75 世帯以上であること。（災害救助法施行令別表第２に定める数以上）

・都の区域内の住家の滅失世帯数が 12,000 世帯以上であって、区の区域内の被害世

帯が多数であること。（災害救助法施行令別表第３に定める数以上）

・都の区域内で住家が滅失した世帯の数が災害救助法施行令別表第４に定める数以

上の場合または災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の

救護を著しく困難とする特別の事情がある場合、かつ、多数の住家が滅失したも

のであること。

・多数の者が生命および身体に危害を受けまたは受ける恐れが生じた場合。

 住家の滅失等の認定２

① 住家が滅失した世帯の算定に当たっては、住家が半壊し、または半焼する等著しく

損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居

住することができない状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれの住家の滅失し

た１世帯とみなす。

② 住家の被害の認定に当たっては、つぎに定めるところとする。
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（１）住家の滅失等の認定

 住家が滅失したもの ア

① 住家の損傷、焼失、または、流失した部分の床面積がその住家の延面積の

70％以上に達した程度のもの。

② 住家の損壊、焼失、または、流失した部分の床面積が（a）には達しないが、

その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの。

 住家が半壊または半焼する等著しく損傷したもの。 イ

住家が損壊または焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 20％以上、

70％未満の場合であって、その部分の修理を行うことによって住家として使用

できる程度のもの。 

 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住できない状態となったウ

もの。 

① 上記ア、イに該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程

度のもの。

② 土砂、竹木等のたい積により一時的に居住することができないもの。

（２）世帯および住家の単位

 世帯 ア

生計を一にしている実際の生活単位をいう。 

 住家 イ

現実に居住のため使用している建物をいう。ただし耐火構造のアパート等居

住の用に供している部屋がしゃ断、独立しており日常生活に必要な設備を有し

ているもの等については、それぞれ１住家として取り扱う。 

 災害救助法の適用手続き３

① 災害に際し、品川区内における災害が上記災害救助法適用基準のいずれかに該当し、

または該当する見込みであるときは、本部長は直ちに、次に掲げる事項について、口

頭または電話で知事（都本部長）に連絡し、災害救助法適用を知事に要請しなければ

ならない。

なお、この場合後日改めて文書により正式に処理しなければならない。

・火災発生の日時および場所

・災害の原因および被害の概況

・適用を要請する理由

・適用を必要とする期間

・既にとった救助措置およびとろうとする救助措置

・その他必要な事項

② 本部長は災害の事態が急迫して知事の救助を待つことができないときは、災害救助

法の規定による救助に着手し、その状況を直ちに知事（都本部長）に報告する。なお

その後の措置については知事（都本部長）の指揮を受けるものとする。

③ 災害救助法による救助の内容は、次のとおりである。

・収容施設（応急仮設住宅を含む）の供与

・炊き出し、その他による食品の給与および飲料水の供給

・被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与

・医療および助産

・災害にかかった者の救出

・災害にかかった住宅の応急修理
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・生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与

・学用品の給与

・埋葬

・死体の捜索および処理

・災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい

支障を及ぼしているものの除去

（救助の程度、方法および期間については、東京都知事の定めた基準によるもの

とする）

第２ 激甚災害の指定

○「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づく激甚災害（激甚

災害、局地激甚災害）の指定を受ける場合の手続を定める。 

○著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化と

被災者の災害復興の意欲を高めることを目的とした「激甚災害に対処するための特別

の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という）が制定（昭和 37 年）されてい

る。

○この法律は、激甚災害として指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特

別の財政援助と被災者に対する特別の助成措置を内容としている。

○区の地域に、大規模な災害が発生した場合、区としても迅速かつ適切な応急復旧を実

施するため「激甚法」による助成援助等を受けることが必要である。

○このため、「激甚法」に基づく激甚災害の指定を受ける場合の手続および指定を受けた

場合の手続等を定める。

 激甚災害指定基準１

昭和 37 年 12 月７日中央防災会議が決定した基準（平成 12 年３月 24 日改正）であり、

国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業の種類別に次表のように基準を定め

ている。

適用すべき措置 激甚災害とされる被害の程度 

激甚法２章（公共土木施設

災害復旧事業等に関する特

別の財政援助） 

次のいずれかに該当する被害 

（A基準） 

事業費査定見込額＞全国都道府県および市町村の当該年

度の標準税収入総額×100 分の 0.5 

（B 基準） 

事業費査定見込額＞全国都道府県および市町村の当該年

度の標準税収入総額×100 分の 0.2 

かつ、次の要件のいずれかに該当する都道府県が１以上

あるもの 

１ 都道府県負担事業の事業費査定見込額＞当該都道府

県の当該年度の標準税収入総額×100 分の 25 

２ １の都道府県内の市町村負担事業の事業費査定見込

総額＞当該都道府県内全市町村の当該年度の標準税収入
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適用すべき措置 激甚災害とされる被害の程度 

総額×100 分の５ 

激甚法５条（農地等の災害

復旧事業等に係る補助の特

別措置） 

省       略 

激甚法６条（農林水産業共

同利用施設災害復旧事業費

の補助の特例） 

省       略 

激甚法８条（天災による被

害農林漁業者等に対する資

金の融通に関する暫定措置

の特例） 

激甚法 11条の２（森林災害

復旧事業に対する補助） 

激甚法 12 条、13 条、15 条

（中小企業信用保険法によ

る災害関係保証の特例等） 

次のいずれかに該当する被害 

（A基準） 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定

額（第２次産業および第３次産業国民所得×中小企業附

加価値率×中小企業販売率の推計。以下同じ）×100 分の

0.2 

（B 基準） 

中小企業関係被害額＞当該年度の全国中小企業所得推定

額×100 分の 0.06 

かつ、次の要件に該当する都道府県が１以上あるもの。 

一つの都道府県内の当該災害に係る中小企業関係被害額

＞当該年度の当該都道府県の中小企業所得推定額×100

分の２ 

ただし、火災の場合または激甚法 12 条の適用がある場合

の全国中小企業所得推定額に対する中小企業関係被害額

の割合は、被害の実情に応じ特例措置が講じられること

がある。 

激甚法 16条（公立社会教育

施設災害復旧事業に対する

補助）、17 条、18 条（私立

学校施設災害復旧事業の補

助等）、19 条（市町村施行

の感染症予防事業に関する

負担の特例） 

激甚法２章の措置が適用される激甚災害。ただし、当該

施設に係る被害または当該事業量が軽微であると認めら

れる場合は除外。 

激甚法 22条（罹災者公営住

宅建設事業に対する補助の

特例） 

次のいずれかに該当する災害 

（A基準） 

滅失住宅戸数＞被災地全域で 4,000 戸以上 

（B基準） 
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適用すべき措置 激甚災害とされる被害の程度 

次の１、２のいずれかに該当する災害 

ただし、火災の場合の被災地全域の滅失戸数は、被害の

実情に応じた特例措置が講じられることがある。 

１ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 2,000 戸以上かつ次の

いずれかに該当するもの 

（１）一市町村の区域内で 200 戸以上 

（２）一市町村の区域内の住宅戸数の 10％以上 

２ 滅失住宅戸数＞被災地全域で 1,200 戸以上かつ次の

いずれかに該当するもの 

（１）一市町村の区域内で 400 戸以上 

（２）一市町村の区域内の住宅戸数の 20％以上 

ただし、火災の場合の被災地域の滅失戸数は、被害の実

情に応じた特例的措置が講じられることがある。 

激甚法 24 条（公共土木施

設、農地および農業用施設

等の小災害に係る地方債の

元利補給等） 

１ 公共土木施設および公立学校施設小災害に係る措置

については激甚法２章の措置が適用される災害 

２ 農地および農業用施設等小災害に係る措置について

は激甚法５条の措置が適用される災害 

上記以外の措置 災害発生のつど被害の実情に応じ個別に考慮 
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 局地激甚災害指定基準２

① 災害を市町村団体の被害の規模でとらえ、その被害の深度の深い災害について、激

甚災害として指定するため、昭和 43年 11月 22日中央防災会議が以下のように基準を

定めている。

局地激甚災害指定基準 適用すべき措置 

（公共施設災害関係） 

（１）当該市町村負担の当該災害に係る公

共施設災害復旧事業等（激甚法３条１項１

号および３号～14 号の事業）の査定事業

費の額＞当該市町村の当該年度の標準税

収入×２に該当する市町村（当該査定事業

費 1,000 万円未満は除外）が１以上ある災

害 

ただし、その該当市町村ごとの査定事業費

の額の合算額が、おおむね１億円未満を除

く。 

１ 激甚法３条１項各号に掲げる事業の

うち、左の市町村が当該災害によりその費

用を負担するものおよび激甚法４条５項

に規定する地方公共団体以外の者が設置

した施設に係るものについて激甚法２章

の措置 

２ 左の市町村が当該災害につき発行を

許可された公共土木施設および公立学校

施設小災害復旧事業費に係る地方債につ

いて激甚法 24 条第１項、３項および４項

の措置 

（農地、農業用施設等災害関係） 
省       略 

（林業災害関係） 

（中小企業施設災害関係） 

当該市町村の区域内の当該災害に係る中

小企業関係被害額＞当該市町村の当該年

度の中小企業所得推定額×100 分の 10 に

該当する市町村（当該被害額 1,000 万円未

満は除外）が１以上ある災害。 

ただし、その該当市町村ごとの当該被害額

の合算額がおおむね 5,000 万円未満を除

く。 

左の市町村の区域内で中小企業者が必要

とする当該災害復旧資金等に係る激甚法

12 条、13条および 15条の措置 

② 激甚災害指定等の政令の公布時期は、過去の例によると、災害終了後２ヶ月以内に

行われる。局地激甚災害指定基準による公共土木施設等および農地等にかかわるもの

については、災害査定によって決定した災害復旧事業費を指標としているため、翌年

になってから指定することとなっている。

③ この場合、公共土木施設等については、所定の調査表により、局地激甚災害に関す

る必要な事項等を調査する。

 激甚災害指定手続３

大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、都知事等の報告に基づき、中央防災

会議の意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。この場合、中

央防災会議は、内閣総理大臣に答申するに際し、激甚災害指定基準または局地激甚災害

指定基準に基づいて激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。この手続を図

示すると次のとおりである。
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図表 13- 8 激甚災害指定の手続き

（注）局地激甚災害の指定については、１月から 12 月までに発生した災害を一括して翌年の

１月～２月頃に手続きを行う。 

 激甚災害に関する調査報告４

（１）区

区長は、激甚災害指定基準または局地激甚災害指定基準を充分考慮して、災害状

況等を都知事に報告する。

（２）都

① 都内に大規模な災害が発生した場合、知事は、区市町村の被害状況等を検討の

うえ、激甚災害および局地激甚災害の指定を受ける必要があると思われる事業に

ついて関係各局に必要な調査を行わせる。

② 前記の各局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額そのほか激甚法

に定める必要な事項を速やかに調査し、総務局に提出する。

③ 総務局長は前記各局の調査をとりまとめ本部長室（庁議）に付議するものとす

る。

④ 総務局長は、区市町村長の報告および前記各局の調査結果をとりまとめ、内閣

総理大臣に報告する。
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）
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 特別財政援助額の交付手続５

（１）区

区長は、激甚災害の指定を受けたときは速やかに関係調書等を作成し、都各局に

提出するものとする。

（２）都

都関係局は、激甚法に定められた事業を実施する。激甚災害の指定を受けたとき

は、都関係局は、事業の種別ごとに激甚法および算定の基礎となる法令に基づき負

担金を受けるための手続その他を実施する。
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対策９ 応急仮設住宅の供給               

【各機関の役割】 

機関名 役   割 

都 ・応急的に仮設住宅を供給する 

区 

・応急仮設住宅の設置 

・被災住宅の応急処理 

・建設資材の調達 

【具体的な取組】 

第１ 応急仮設住宅の設置・供給

○応急仮設住宅を設置にあたり、都と連携し、設営地の選定、応急仮設住宅の建設、入居

者の選定等を円滑に行う。 

○災害のため、住家が滅失または被災し居住する住家を得られない者を収容するため、

応急仮設住宅を設置するが、被災した住宅を応急修理し居住性を維持したり公営住宅

のあき家も有効に活用していく。また、応急仮設住宅の供給については、都が区市町

村に割り当てる、都営住宅の空き家、借り上げによる民間賃貸住宅等について、区は

被災者に対し入居者の募集および都が策定した選定基準に基づき入居者の選定を行う。

また、必要戸数の確保が困難な場合には、区市町村相互間で融通しあう。なお、応急

仮設住宅への入居者体制については、要配慮者にも配慮し、可能な限り地域のつなが

りを尊重した体制を講じる必要がある。

 設置主体１

応急仮設住宅の設置は、災害救助法適用後は都が行い、区はこれに協力する。ただし、

災害救助法が適用されない場合その他で、区長が特に必要と認めた場合は、区において

設置する。

 設営地の選定２

応急仮設住宅の建設予定地は、西大井広場公園、鮫洲運動公園、八潮多目的広場、し

ながわ区民公園、しながわ中央公園等の大規模な区立公園および林試の森公園、大井ふ

頭中央海浜公園等の都立公園とする。

 また、緊急の疎開先として、災害時の相互応援協定に基づき、希望者を山北町（神奈

川県）、早川町（山梨県）の施設で受入れるよう要請を行うこととする。

 応急仮設住宅の建設３

（１）設置戸数

災害救助法適用後は、厚生労働大臣に協議したうえで都知事が決定する。

（２）構造

平屋建て、２階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造またはユニッ

トとし、必要に応じ、高齢者や障害者世帯に適した設備・構造の住宅とする。
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（３）規模および経費

① 一戸あたりの床面積は、29.7㎡を標準とし、世帯人数に応じた規模の仮設住宅
の供給に努める。

② 一戸あたりの設置経費は、国の定める基準による。

③ 防火安全対策を講じる。

（４）建設期間

① 災害発生後、最長でも概ね６ヶ月以内に建設する。

② 災害発生の日から 20日以内に着工する。

 入居者の選定４

（１）入居資格

次の各号に全て該当する者のほか、区長が必要と認める者とする。ただし、使用

申込みは、一世帯１ヶ所限りとする。

・住家が全焼、全壊または流失した者

・居住する住家がない者

・自らの資力では住家を確保できない者

（２）入居者の募集・選定

① 入居者の募集計画は、被災状況に応じて都が策定し、区の区域内に住宅を割り

当てる。ただし、区の区域内に必要戸数の確保が困難な場合には、区市町村相互

間で融通しあうものとする。

② 入居者の募集は、区が行う。

③ 入居者の選定は、都が策定する選定基準により、都から委任された当該区市町

村が募集・選定事務を行う。

 応急仮設住宅の管理５

① 応急仮設住宅の管理は原則として、供給主体が行う。

② 供与できる期間は内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ知事が定める。

第２ 被災住宅の応急修理

○居住に必要な最低限の応急修理を行うにあたっての実施主体、対象の調査及び選定、基

準および戸数、経費、期間等について定め、災害時の円滑に対応する。 

○災害のため、住家が半焼または半壊し、自己の資力で応急修理できない者及び大規模

な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して、

居住に必要な最小限の応急修理を行うものとする。

 実施主体１

住宅の応急修理は、災害救助法適用後は、都が行い区はこれに協力するものとする。

ただし災害救助法が適用されない場合その他で、区長が特に必要と認めた場合は、区に

おいて実施するものとする。

 対象者の調査および選定２

① 修理住宅の選定は都が定める基準により、都から委任された当該区市町村が募集・

選定事務を行う。
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② 区が実施する場合は、建築技術職員で調査班を編成し、被害程度を調査のうえ修理

住宅の選定を行う。

 基準および戸数３

① 災害救助法適用後の応急修理は、都が東京建設業協会のあっ旋する建設業者により

行う。修理の対象は、日常生活に必要欠くことのできない居室、炊事場、トイレ等の

部分とする。

② 修理対象戸数は、内閣総理大臣の同意を得たうえで都知事が決定する。

 経費４

一世帯あたりの経費は、国の定める基準による。なお、この費用の中には原材料費、

労働費、輸送費、工事事務費等の一切の経費が含まれる。

 期間５

原則として、災害発生の日から１ヶ月以内に完了するものとする。

第３ 建設資材の調達

○建設資材は、品川建設防災協議会を通じて調達し、工事は業者に依頼する。また、応急

建築資材のあっ旋についても品川建設防災協議会に要請する。 

○災害救助法適用以外の場合において、原則として、建設資材は、品川建設防災協議会

を通じて迅速に調達し、工事は、これら業者に請負を依頼する。

○なお、応急建築資材のあっ旋についても品川建設防災協議会に要請するものとする。
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第３編 風水害編 

第１部 総則 

風水害‐1‐1 

第１部 総則
ここでは、第３編風水害編の対策を示す上で、前提とする災害（外水氾濫、内水氾濫、

土砂災害、雪害、竜巻）について定義するとともに、被害が想定されている災害について

示した。また、第３編風水害編の構成（第 1 部総則、第 2 部風水害予防対策、第３部風水

害応急・復旧対策）を示し、区における風水害対策を進める上での方向性について位置づ

けた。 

○品川区は、過去には、集中豪雨により浸水被害の発生や台風や高潮等による洪水や内水

はん濫が発生し、被害を受けてきた。 

○また、近年は、土地利用の進展に伴い、アスファルト舗装やコンクリート舗装等の施設

が増加し、地表面の不透水化が進み、雨水の浸透機能が低下しているため、豪雨時に大

量の雨水が一気に河川や下水道に流れ込み、河川がはん濫したり、排水能力を超えた下

水管から雨水が路上に噴き出したりするなど、いわゆる都市型水害の発生が見られるよ

うになった。 

○さらに、平成 27 年関東・東北豪雨災害をはじめとした大河川の氾濫や平成 28 年台風第

10 号や平成 29 年九州北部豪雨等の中小河川の氾濫も相次いでいることを踏まえ、平成

29 年に水防法が改正され、より一層の水害対策の強化が求められている。 

○本編においては、風水害の予防対策、防止計画等についてそれぞれの施策を明らかにす

る。 

第１ 計画の前提とする災害

１ 計画の前提とする災害

この計画で前提としているのは、外水氾濫（洪水、高潮等）、内水氾濫、土砂災害、雪

害、竜巻である。

（１）外水氾濫

外水氾濫とは、大雨や高潮等により川の水が堤防から溢れる、あるいはそれによ

って川の堤防が決壊した場合等に起こる洪水のことをいう。外水氾濫の場合には、

大量の高速氾濫流が一気に市街地に流入し短時間で住宅等の浸水被害が起こるため、

人的な被害が起きる場合が多い。

（２）内水氾濫

内水氾濫とは、市街地に降った雨が雨水処理能力を超える、あるいは河川の水位

が上昇することで排水できないことにより水が溢れることで発生することをいう。

（３）土砂災害

ここでは、降雨による土砂の移動が原因となる災害を指す。山腹や川底の石や土

砂が一気に下流へと押し流される現象を土石流といい、山の斜面や自然の急傾斜の

崖、人工的な造成による斜面が突然崩れ落ちることを崖崩れという。

（４）雪害

降積雪時において、交通の乱れや区民の混乱等が発生し、除雪作業が必要な状況

を想定する。
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（５）竜巻災害

家屋の倒壊や車両の転倒、飛来物の衝突などにより、短時間で大きな被害をもた

らす可能性がある風害の一種である。

２ 被害想定

ここでは、本計画で前提とする災害のうち、被害が想定されている災害について、整

理する。

（１）目黒川の氾濫

東海豪雨（総雨量 589mm、時間最大雨量 114mm）と同じ条件の雨が降り、目黒

川が氾濫した場合に区内の一部地域で浸水することが想定されている。目黒川が氾

濫した際に浸水する恐れがある範囲については、別冊資料にて示す。

資料○ 目黒川氾濫の恐れがある対象地域

（２）多摩川の氾濫

多摩川流域で想定される最大規模の雨（多摩川流域の 48 時間総雨量 588 mm）が

降り多摩川が決壊した場合に、約８時間後に氾濫水が到達し、区内の一部地域で浸

水することが想定されている。多摩川が氾濫した際に浸水する恐れがある範囲につ

いては、別冊資料にて示す。

資料○ 多摩川氾濫の恐れがある対象地域

（３）大雨による浸水

東海豪雨（総雨量 589mm、時間最大雨量 114mm）と同じ条件の雨が品川区全域

に降った場合に想定される浸水状況について品川区浸水ハザードマップ（浸水予想

図）として整理している。浸水状況については、別冊資料にて示す。

資料○ 品川区浸水ハザードマップ（浸水予想図）

（４）土砂災害（急傾斜地崩壊危険箇所）

東京都は、傾斜度 30 度以上、高さ 5m 以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を

及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地と定義している急傾斜地崩壊危険箇所につ

いて、品川区内において 43 箇所を指定している。

品川区では、東京都指定の急傾斜地崩壊危険箇所 43 箇所のうち、自然斜面で建物

の立地状況等により土砂災害につながる恐れのある 6 箇所を警戒区域として選定し

ている。

図表 1- 1 警戒区域一覧

警戒区域 
上大崎１－５の一部、上大崎３－１０の一部、北品川４－９の一部 

東五反田３－１６の一部、北品川５－１１の一部、北品川３－７の一部 

※平成 26年 10 月 10 日現在の選定。 

※選定済の 6 箇所を含む急傾斜地崩壊危険箇所 43 箇所の詳細調査は、今後平成

32 年までに東京都によって実施され、警戒区域等の指定がなされる予定。 

※今後の東京都の詳細調査結果や現地調査、大雨時の降雨量、パトロール等によ

る前兆現象の発見に応じ適宜見直しを行っていく。 
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第２ 計画の構成

この計画の構成と主な内容について以下に示す。

図表 1- 2 風水害編の目次構成

第３ 計画の方向性

総合的な治水対策の一層の推進を目的とし、都が作成した東京都豪雨対策基本方針（平成

26 年改定）をもとに、東京都と連携し、区として実施すべき対策を進める。 

東京都豪雨対策基本方針では、長期見通し（おおむね 30 年後）として、区部において時間

75mm の降雨まで、床上浸水や地下浸水被害を可能な限り防止すること、時間 75mm を超える

降雨に対しても生命の安全を確保することを目指している。そのために、浸透ますの設置な

どによる雨水流出抑制に向けた対策や河川整備（流下施設）・下水道整備による時間 50mm 降

雨へ対応するための対策を進めている。また、河川整備（貯留施設）・下水道整備を進めると

ともに、高床建築や止水板の設置などの家づくり・まちづくり対策を促進する。 

浸水被害等防止に向けた対策とあわせて、円滑な降雨・水位等の情報周知体制強化や避難

勧告等の基準明確化、訓練による防災力向上等の早期の避難体制の構築など、豪雨災害への

ソフト対策の充実を図る。 

上記のような豪雨対策とあわせて、土砂災害、雪害、竜巻災害等の風水害全般に対しても

情報連絡体制の充実や平常時からの防災意識の啓発等のソフト対策を進めるとともに、人的

被害の軽減を目指していく。 

風水害編 

第３部 風水害応急・復旧対策 

第２部 風水害予防対策 

第１部 総則 
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第２部 風水害予防対策

品川区は、台風や高潮等によって、過去に洪水や内水はん濫がしばしば発生し、大きな

被害を受けてきたが、河川の護岸や下水道施設の整備により、水害はかなり減少した。 

しかし、住宅の建設の増加や不透水面積の拡大により、豪雨時に雨水が地中に浸透せず

に一気に下水道に流れ込み、排水能力を超えた下水管からの雨水が路上に噴き出すなど、

いわゆる都市型水害の発生が見られるようになった。また、近年の水防法等の改正（平成

29 年 6 月施行）に伴い社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設（以下、要配慮者利用施設と称す）等の施設管理者への対策推進が

求められている。 

このような状況を踏まえて、洪水・高潮対策、土砂災害対策、都市型水害対策などの施

策を次のとおり計画する。 

【用語の定義】 

①水防法 

洪水や高潮に際し、水災を警戒･防御し、それによる被害を軽減することを目的に制

定された法律をいう。水防組織と水防活動の全般を定めている。

②洪水予報河川 

洪水によって相当の被害が発生するおそれのある指定河川をいう。品川区内では、

目黒川が指定されており、平成 24 年６月から目黒川洪水予報が開始されている。

③品川区浸水ハザードマップ 

大雨による河川の増水や下水道処理能力を超える流入により、水があふれた場合の、

浸水する範囲やその程度、避難所を示したものをいう。品川区浸水ハザードマップに

は、浸水予想図・浸水実績図・浸水予想＆実績図の３種類がある。

④土砂災害防止法 

土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住

宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとする法律

をいう。

⑤土砂災害警戒情報 

大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、区長が避難勧告等を発令する際の

判断や住民の自主避難の参考となるよう、東京都と気象庁が共同で発表する防災情報

をいう。

⑥都市型水害 

地表がアスファルトやコンクリートなどで舗装されているため、水を浸透・吸収す

ることができずに、下水処理能力を超えてしまい、水が溢れることで生じる浸水被害

などをいう。



第３編 風水害編 

第２部 風水害予防対策 

風水害‐2‐2 

第１ 洪水・高潮対策

１ 洪水予報河川の概況

① 品川区では、大雨により河川がはん濫するおそれがある洪水予報河川として、平成

24年 6月に目黒川が指定された。

② 大雨等で目黒川がはん濫の恐れがある場合には、東京都と気象庁が合同で「目黒川

洪水予報」を発表することとなった。

図表 2-1 目黒川洪水予報実施区間と基準地点

図表 2-2 洪水予報の種類と発表基準

種類 発表基準 

（目黒川）はん濫警戒情報 基準地点のいずれか１地点の水位が、概ね１時間以内に

はん濫危険水位に到達することが見込まれる場合。あるい

は避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる

場合に発表する。
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図表 2-3 洪水予報河川発表基準水位

河川名 基準地点 所在地 水防団

待機水

位（指定

水位） 

はん濫

注意水

位（警戒

水位） 

はん濫

危険水

位 

はん濫

発生水

位 

目黒川 青葉台 目黒区青葉台 - - 10.05m 11.94m 
荏原調節池

上流

品川区西五反田 - - 4.47m 5.42m 

２ 河川の整備

区内を流れる河川は、目黒川約 3.7km と立会川約 6.2km の河川、総延長約 9.9km で

ある。その改修状況は、次のとおりである。

（１）目黒川

目黒川は、河口から鈴懸歩道橋までの約 2.0km を高潮防御施設整備事業、その上

流約 1.7km を中小河川改修事業として整備を進めてきた。

ア 高潮防御施設整備事業 

伊勢湾台風級の高潮に対処できる防潮堤の建設は、昭和 53 年度に着工し、整

備率は約 99％である。 

イ 中小河川改修事業 

（ア）護岸改修 

１時間あたり 50mm降雨に対処する護岸の建設は、昭和 53年度に着工し、

整備率は約 99％である。残事業は、河積確保のための五反田大橋の取付護岸

の改修である。

（イ）目黒川荏原調節池 

① 当調節池は、75mm 降雨への対処も視野にいれた地下４層式、最大貯留

量約 20 万ｍ3の施設で、その上部には、中高層の公営住宅等の施設が建設

された。

② 調節池工事は、平成３年度に着工し、途中、完成した層から段階的に供

用を開始し、平成 13 年度より全面稼動となっている。

（２）立会川

立会川は、月見橋から上流については下水道立会川幹線として暗渠化されており、

その下流部 756ｍの開渠部は、高潮防御施設整備事業として進めてきた。

ア 高潮防御施設整備事業 

伊勢湾台風級の高潮に対処できる防潮堤の建設は、昭和 55・56 年度に河口部

の 50ｍを整備している。 
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３ 下水道の整備

① 下水道は、汚水を適切に処理し良好な水環境を創り出すとともに、雨水を速やかに

排除し、都市を浸水から守るための重要な機能を有している。

② 品川区の下水道普及率は、平成６年度末に概成 100％を達成しており、現在１時間

あたり 50mmの降雨を安全に処理できる整備を進めている。しかし、近年の都市化の

進展に伴い雨水浸透域が減少し下水道への雨水流出量が増大してきたことなどから、

一部の地域において台風や集中豪雨時に浸水被害が発生している。

③ そこで、目黒川・立会川流域において雨水排水施設能力の増強を図るべく、第二戸

越幹線や立会川（雨水放流管）の整備を進めている。

資料○ 浸水対策箇所図

４ 流域における雨水対策

近年の集中豪雨による水害に対しては、既にその原因を述べているが、これらに対処

するため、従来からの河川、下水道の整備に加えて、保水、遊水機能の増大を図るため、

次のような流域における雨水対策を積極的に推進する必要がある。

・学校・公園等を利用した雨水の貯留および浸透施設の処置。

・庁舎等における雨水の貯留および浸透施設の設置。

・道路の浸透ますや、透水性舗装などによる浸透施設の設置。

・一定規模以上の民間開発事業における貯留および浸透施設の設置指導。

・各家庭における貯留および浸透施設設置者への助成金交付およびＰＲ。

５ 水位・雨量情報システムの整備

① 河川監視システムにより、区内河川（目黒川・立会川）に設置した、雨量観測局・

水位観測局の各データの収集を行うとともに、東京都第二建設事務所等が設置してい

る雨量・水位観測局のデータを受信し、洪水対策の強化を図っている。

② また、民間気象会社と契約を行い、詳細な気象情報を基に、水防対策の充実を図っ

ている。

６ 情報の伝達体制の整備

防災行政無線や広報車による広報等の他、浸水想定区域内においては、通知サービス

に事前登録した区民等に対して、電話やメールで避難情報を提供する「避難情報緊急通

知コール」を導入する等、複数の手段による区民への情報伝達体制を確保している。

７ 関係機関による浸水対策

（１）鉄道施設

鉄道事業者は、鉄道の安全確保策や、早期復旧に向けた対策を図る。

図表 2-4 各機関の役割

機関名 役 割 

都 ・浸水対策等鉄道の安全確保策、早期復旧に向けた事前対策

区 ・各鉄道事業者と連携を密にし、通信手段を確保する。

鉄道事業者
・浸水対策、避難計画等鉄道の安全確保策、早期復旧に向けた事前

対策

（２）建造物対策

① 建物やその付属物を洪水や強風から守るために、所有者または管理者が常時適切

な防災措置を講じておくことが大切である。
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② 建築基準法等では、防災のための一定基準を定めているがここでは、水害の危険

が高い地域の規制指導および屋外広告物の防災措置について定める。

ア 建造物の改造指導 

水害のおそれのある地域において、浸水被害の軽減を図るため、住宅・店舗・

事務所等に防水板の設置をする方に対し、工事費の一部を助成する。 

イ 屋外広告物対策 

① 広告塔、看板などの屋外広告物は強風時に脱落し、被害を与えることも予

想される。

② このため、区は屋外広告物条例および道路法に基づき、設置者に対し設置

の許可申請および設置後の維持管理に際し、改善指導を行っている。

ウ 土のう配置 

道路冠水による家屋への浸水を防止するため、浸水危険箇所附近の道路・公

園等に水防用土のうを配置し、家屋の所有者または管理者が速やかに浸水防止

に対処できるようにする。 

第２ 土砂災害対策

１ 土砂災害防止法

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止の推進に関する法律」（以下、「土砂災害

防止法」という。）は土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域に

ついての危険の周知、避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生する恐れ

がある区域において住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするもので

ある。

２ 土砂災害警戒区域等の指定

東京都は、土砂災害防止法により、都知事により指定を受けた土砂災害警戒区域につ

いて、警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収集および伝達、予報または警報の発

令および伝達、避難、救助、その他警戒区域における土砂災害を防止するために必要な

警戒避難体制に関する事項を定める。また、土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜

地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警戒区域における円滑な警

戒避難が行われるために必要な事項についてハザードマップ等により住民への周知を図

っている。

３ 土砂災害警戒情報の活用

① 大雨による土砂災害発生の危険度が高まったときに、都と気象庁が共同発表する土

砂災害警戒情報が品川区に伝達されたときは、住民等に伝達し自主避難を促すととも

に、避難勧告等の判断に活用する。

② なお、土砂災害警戒区域に指定された場合は、警戒区域内の住民等に土砂災害警戒

情報を伝達する。

４ 情報の収集・伝達

（１）平常時からの情報共有

区は住民に対し、土砂災害危険箇所や避難所、または災害のおそれがある場合に

伝達する情報等について、ハザードマップ等により、その内容等を事前に周知する。
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（２）土砂災害に関する情報の収集・伝達

① 行政は関係機関や住民から土砂災害の危険性を予測するための情報を収集・分析

し、住民へ土砂災害発生の危険性を確実に伝達することが必要である。このため、

区は都や気象庁から気象・雨量情報、土砂災害警戒情報等を収集するとともに、

消防、警察、消防団等から前兆現象や災害発生等の情報を収集し、これらの情報

に基づき、住民へ土砂災害発生の危険性や避難勧告等、避難所の開設状況等を伝

達する。

② 区では、防災行政無線や広報車による広報等の他、通知サービスに事前登録した

区民等に対して、電話やメールで避難情報を提供する「避難情報緊急通知コール」

を導入する等、複数の手段による区民への情報伝達体制を確保している。

③ なお、伝達方法については、高齢者、外国人、また地下店舗で働いている人など、

無線や電話の届きにくい人への連絡手段も確保していく。

（３）土砂災害警戒情報

ア 土砂災害警戒情報の目的 

大雨により土砂災害の危険度が高まったとき、区を特定し、東京都と気象庁

が共同で発表する新たな気象情報により、区長が避難勧告等を発表する際の判

断や、住民の自主避難の判断等に利用する。 

イ 情報の特徴 

① 大雨警報の発表中に発表する。

② 発表対象とする土砂災害は、土石流と集中的に発生する急傾斜地の崩壊と

する。

５ 避難勧告等の発令

① 区では避難勧告等の発令基準を定め、土砂災害発生の危険度が発令基準に達した場

合には、以下に示す措置をとり、速やかに発令することとする。

・土砂災害が発生するおそれのある箇所の特定

・その箇所に位置する避難単位の確認

・防災区民組織、消防団、警察等との避難誘導・支援等に係る連絡調整

・避難場所の開設、避難経路の安全性  等

② なお、避難勧告等の発令基準の設定には以下のような情報等を活用する。

図表 2-5 避難勧告等発令（判断）基準

避難勧告等の種類 発令（判断）基準 

避難準備･高齢者等避

難開始の発令
大雨警報（土砂災害）

避難勧告の発令
土砂災害警戒情報または、大雨警報（土砂災害）中

の記録的短時間大雨情報

避難指示(緊急)の発令

（以下のいずれかに該当する場合）

・がけ崩れの前兆現象の発見

・がけ崩れ発生

・大雨特別警報
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６ がけ崩れ対策

① 区は、集中豪雨によるがけ・擁壁等工作物の崩壊による災害を未然に防止するため、

がけ・擁壁などの調査を基に、防災上危険ながけ・擁壁の改善指導等を促進する。

② がけ・擁壁に関する調査結果を平成 29年７月に公表しており、擁壁の築造または改

修工事に要する費用の一部を助成する制度を設け、より一層の対策推進を図っている。

第３ 都市型水害対策

○急激な都市化の進展は、都市から雨水の浸透域を減少させ、流域が持っていた保水・遊

水機能を低下させている。また、最近では、ヒートアイランド現象が原因と思われる局

地的な集中豪雨が増加している。

○その結果、都市の雨水流出形態が変わり、雨水が河川や下水道へ短時間に大量に集中し、

「都市型水害」といわれる水害が頻発するようになった。

○そこで、ハード、ソフトの両面から総合的に都市型水害対策を実施していく。ハード面

における対策として、河川の整備、下水道の整備に加え、貯留・浸透施設などの流域対

策、さらに河川と下水道の連携による浸水対策を進めている。また、ソフト面の対策と

しては、雨量等の情報や、浸水被害の軽減に有効である浸水ハザードマップの作成・公

表、また洪水予報河川に指定された目黒川のはん濫警戒情報の提供など、区民への情報

提供を充実させる。

１ ハード対策

（１）河川の整備

① 都は、区部や多摩部の中小河川において、１時間 50mm の降雨に対処するため、

護岸整備を基本に、調節池や分水路を整備するとともに、近年の時間 50mm を超

える降雨への対応として、公共空間を活用した調節池による効率的な整備を進め

ている。

② また、治水施設の整備を図るとともに、下水道事業や流域の雨水流出抑制施設と

を連携させた総合的な治水対策を推進し、水害の早期軽減を図る。

（２）下水道の整備

① 都は、都市化の進展に伴い、雨水流出量の増大している地域において、１時間

50mm の降雨に対処するため、雨水幹線などの整備を行い、雨水排水能力の増強

を図っている。

② 近年の局所的集中豪雨により浸水被害が多発したことを受け、都下水道局では、

効果を短期間のうちにあげるために、「雨水整備クイックプラン」として緊急的に

取り組む事業を実施した。

③ また、「東京都豪雨対策基本方針（改定）」に基づき、水害の危険性の高い 20 地

区（対策促進地区）に対し下水道施設整備を行っており、平成 28 年度時点で 10
地区の対策が完了している。品川区では、対策促進地区として３地区が指定され

ており、１地区が既に整備完了している。

④ 浸水被害や降雨特性を踏まえ、甚大な被害が発生している地域を対策強化地区と

して都が選定し、対策の強化を図っている。品川区では、戸越、西品川地区が選

定されており、時間50mmを超える降雨に対する浸水被害軽減対策を進めている。

（３）流域対策の推進

① 都は、治水施設(河川、下水道)の整備を促進するとともに、流域対策として歩道
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における透水性舗装や浸透ますの設置、住宅等における各戸貯留・浸透施設の設

置等の雨水流出抑制対策や、適切な土地利用への誘導などを推進している。

② また、公園、緑地、学校の校庭、広場、集合住宅の駐車場など、都市部の既存の

大規模・中規模施設を利用した雨水流出抑制施設の設置を進めている。

③ 今後も引き続き流域対策を推進するとともに、ビルの屋上緑化や車道における透

水性・保水性舗装の本格実施についても、あわせて推進する。

（４）河川・下水道の連携

都は、河川・下水道施設の連携による調節池・貯留管・ポンプ運転調整など、総

合的な治水施設の効率的運用を図り、流域全体の治水安全度をバランス良く調整し

ている。

２ ソフト対策

（１）目黒川洪水予報の伝達

東京都では大雨等による河川の溢水に備え、目黒川を洪水予報河川に指定してい

る。東京都と気象庁の合同により、目黒川洪水予報が発せられた場合は、浸水が想

定される区域に情報を伝達する。

（２）品川区浸水ハザードマップの作成・公表

① 大雨による河川の増水や下水道処理能力を超える流入により、水があふれた場合

を想定した浸水ハザードマップを作成し、ホームページで区民に情報を提供して

いる。

② 浸水ハザードマップは平成１９年７月に東京都が作成した城南地区河川流域浸

水予想区域図に平成元年および１１年に品川区で実際に起きた主な浸水実績を重

ねあわせ、浸水した範囲やその程度、避難所を示し、実際の避難などに役立つよ

う作成したものである。

③ 想定した大雨の規模は平成１２年９月に発生した東海豪雨（総雨量 589 ㎜・時

間最大雨量 114 ㎜）の降雨実績を基にしているが、雨の降り方や土地の形態の変

化、河川・下水道の整備状況によって変わることもあるので、大雨が降ると常に

このような浸水があるものではなく、状況によって浸水することもありうるので、

十分注意するよう呼びかけている。

④ 区は、作成した浸水ハザードマップが有効に活用されるよう、地域住民に対し速

やかに公表・配布するなど、積極的に普及啓発する。

⑤ 区は、作成した浸水ハザードマップを水防計画、地域防災計画等へ活用する。

⑥ 区は、浸水想定区域内の要配慮者が利用する施設等の名称、所在地を把握する。

（３）浸水想定区域における警戒避難体制の整備

目黒川等の浸水想定区域においては、洪水予報等や避難情報の伝達方法等につい

て、区民に対する周知徹底を推進するとともに、よりきめ細やかな対応を図るため、

区は浸水想定区域内の要配慮者利用施設（本計画に施設の名称および所在地を定め

たものに限る。）へ洪水予報等を伝達する。

ア 要配慮者利用施設における洪水予報等の伝達体制 

（ア）要配慮者利用施設の範囲

水防法第 15 条に基づき、浸水想定区域内において、避難行動要支援者が利

用する施設で、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する

必要があると認められる施設。
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資料○ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧

（イ）洪水予報等の伝達体制の整備 

区は、前記アに該当し、本計画に名称および所在地を定められた避難行動

要支援者施設に対し、防災行政無線等により以下の情報を伝達する。

・大雨警報 洪水警報

・目黒川洪水予報

・河川水位情報

・避難勧告および避難指示

・その他、浸水対策上、有効な情報等

（４）避難態勢等の整備・確立

ア 防災拠点施設の現状の点検と浸水時における対策 

区は、水災対策の要である防災拠点施設が、はん濫、浸水時に機能を果たせ

るかどうか点検と対策の推進を行う。 

防災拠点施設：庁舎・支庁舎、水防倉庫、避難所等

対策例：施設の床面・機器の嵩上げ、防水板の設置等

イ 資器材、物資の備蓄 

区は、水防活動、避難活動、避難者支援のための資器材、物資を常時から備

蓄しておき、それらを水害時に円滑に活用・配給できるよう地域防災計画、体

制を点検し、充実を図る。 

ウ 迅速かつ正確な情報収集および伝達 

① 区は、洪水はん濫の対策として、迅速かつ的確な災害対応のために、まず

正確な情報の収集・伝達が必要である。このため、防災関係機関が連携を図

り、情報の交換に努め、必要な情報を共有・伝達できる体制をつくる。

② 区は、要配慮者が利用する施設等に対し、洪水予報等の伝達を確実に行う

とともに、住民などが必要としている情報をテレビ、ラジオ等マスメディア

を通じ、情報を迅速に提供するなど、マスコミ等との連携の強化を図る。

（５）区民への雨量等の情報提供

① 区では、区役所等の区内３ヶ所で降水量を、目黒川の水位を西五反田や大崎橋等

の４ヶ所で、立会川の水位を中延、立会川橋等の３箇所で計測している。この情

報はインターネット等を活用し広く提供している。

図表 2-6 水位計設置場所（品川区 HP より）

河川名 水位計 設置場所 

目黒川 西五反田 品川区西五反田３－９

大崎橋 〃 西五反田１－28 
昭和橋 〃 東品川１－39 
青葉台 目黒区青葉台２－17 

立会川 中延 品川区荏原５－14－５

立会川橋  〃 南大井４－４

荏原南公園  〃 荏原６－16－４

② 区は、浸水予想区域図や浸水ハザードマップにより、住民が浸水の危険性や避難
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場所・避難経路を事前に認識できるようにする。

③ 住民に対しては、水害の危険性や対策の必要性をパンフレット等の配布やインタ

ーネット等への掲載を通じて広める。

（６）防水板設置等工事助成

① 区では、浸水被害の軽減を図るために、住宅・店舗・事務所等の出入口に防水板

を設置する方に対し、費用の一部を助成する。

② ただし、立地地盤が標高 5ｍより高く、平成 15 年 4 月 1 日以降に建築確認を得

て工事を行う「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」の対象

となる建物と、半地下駐車場など、現況地盤面より掘り下げて土地改良を行う建

物は助成対象から除外する。

③ 助成金は、防水板設置等に要した工事費のうち、個人の場合はその 4 分の 3、法

人の場合はその 2 分の 1 であり、助成の限度額は、区民である個人と区内に会社

の登記がある法人は 100 万円、それ以外の方は 50 万円である。

第４ 竜巻対策

１ 災害情報の収集・伝達

（１）竜巻情報等気象情報の収集

竜巻等の発生のメカニズムについては未だ研究段階であるが、気象庁では、竜巻

等突風が発生しやすい気象状況となった場合に、局地的な「竜巻注意情報」を発信

している。竜巻注意情報は、積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による

激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報を補足する情報として、各

地の気象台等が担当地域（概ね一つの県）を対象に発表されるもので、この情報は

気象庁より防災機関に伝達される。

（２）竜巻情報等気象情報の伝達

区は、竜巻等突風発生時に、迅速かつ円滑に災害広報を実施できるよう、報道機

関との連携を図り、平常時から広報体制を整備し、竜巻注意情報が気象庁より伝達

された場合に、区民へ速やかな広報を行う。

２ 個人による予防知識の啓発普及

（１）竜巻予防広報資料の活用

内閣府では、「竜巻等突風災害とその対応（パンフレット）」を作成し、日本にお

ける竜巻等突風災害の特徴と個人の身の守り方を国民に紹介している。これらのパ

ンフレット等広報資料を活用し、区民への普及を図る。

（２）竜巻予防の啓発・普及

防災訓練時等防災イベントの際に、内閣府のパンフレット等を紹介するとととも

に、区民に対して竜巻等突風のメカニズムや身の守り方等についての啓発・普及を

行う。
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第３部 風水害応急・復旧対策

対策１ 水防活動体制                 

区は、水防法第３条の規定に基づき、水防管理団体（管理者＝区長）として区の地域内

の水防を十分に果たさなければならない。 

品川区においては、台風、豪雨等による風水害に対処するための水防本部は、次に定め

る応急対策本部（水防本部）の組織とする。気象状況により、風水害に対する注意と警戒

が必要となったときは、応急対策本部（水防本部）を設置するものとし、区の地域につい

て災害（災害救助法の適用基準に達する程度の災害）が発生し、または発生するおそれが

ある場合には、災害対策本部を設置する。 

【用語の定義】

①水防法 

水防組織と水防活動の全般を定めている法律をいう。洪水や高潮の時に、水災を警戒･

防御し、それによる被害を軽減することを目的としている。

②応急対策本部（水防本部） 

気象状況等により、暴風、大雨、大雪、津波、高潮または洪水警報が発せられたとき

や注意報が発せられ、災害の発生のおそれがあるときなどに設置し、水防対策を実施す

る組織のことをいう。

災害が甚大になるおそれがある場合で災害対策本部が設置された場合には、応急対策

本部（水防本部）は、廃止される。

③洪水予報 

河川の増水やはん濫などに対する水防活動のため、気象庁は国土交通省または都道府

県の機関と共同して、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量

を示して実施する予報のことをいう。品川区内では、目黒川が指定されている。

④水防警報 

水防法（16 条１および２項）に基づき河川管理者が洪水時の河川水位の状態により

発表する警報のことをいう。水防警報は、その区間およびその区間を代表する水防警報

基準点とを定めて、水位等の状況に応じて発表される。

⑤Ｔ．Ｐ．（Tokyo Peil）

東京湾平均海面といい、日本全国の土地の標高を決める基準をいう。A.P.1.134ｍが

零位である。

⑥Ａ．Ｐ．（Arakawa Peil）

隅田川の水位を測るため、現在の中央区新川の河岸に設けられた零岸島量水標の目盛

りによる基準面をいう。
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【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 水防情報 ―

第２ 水防機関の活動 ―

第３ 消防機関が実施する水防活動計画 ―

第４ 応援協力 震災編第６部区民生活の再建

第５ 災害救助法の適用 震災編第 13 部区民生活の再建
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第１ 水防情報

１ 気象情報

気象庁が水防活動に行う気象等の注意報・警報は次のとおりである。

（水防法第 10 条第１項、気象業務法第 14 条の２第１項、同法施行令第６条）

図表 3-1 種類と品川区の発表基準

種  類 雨 量 基 準 

注

意

報

大雨注意報

大雨等によって水害が起こる恐れがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇表面雨量指数基準 11 
◇土壌雨量指数基準 127 

高潮注意報

台風等による海面の異常上昇の有無および程度について一般の注意を喚起する必要が

ある場合。具体的には次の条件に該当する場合。

◇潮位が東京湾平均海面(TP)＝2.0m(AP＝3.1m) 

洪水注意報

洪水によって災害が起こる恐れがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇流域雨量指数基準 立会川流域＝9.1、目黒川流域 14.4 
（複合基準※ 立会川流域＝[10，7.3]、目黒川流域[8，8]）
 ※[表面雨量指数，流域雨量指数]の組み合わせによる基準値

強風注意報

強風によって災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇平均風速＝13m／s 

大雪注意報

大雪によって災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇12 時間の降雪の深さ＝5cm 

警

報

大 雨 警 報

大雨等によって重大な災害が起こる恐れがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

浸水外：表面雨量指数基準 17 
土砂災害：土壌雨量指数基準 180 

高 潮 警 報

台風等による海面の異常上昇によって、重大な災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇潮位が東京湾平均海面(TP)＝2.4m(AP＝3.5m) 

洪 水 警 報

洪水によって重大な災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇流域雨量指数基準 立会川流域＝11.4 
（複合基準※ 目黒川流域[9，12.7]）

 ※[表面雨量指数，流域雨量指数]の組み合わせによる基準値

◇指定河川洪水予報による基準 目黒川[青葉台・荏原調節地上流] 

暴 風 警 報

暴風によって重大な災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇平均風速＝25m／s 

大 雪 警 報

大雪によって重大な災害が起こるおそれがある場合。

具体的には次の条件に該当する場合。

◇12 時間の降雪の深さ＝10cm 

記録的短時間大雨情報 ◇１時間雨量 100mm 

土砂災害警戒情報
大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高ま

った場合。
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（注）

（１）気象庁が発表する高潮注意報および警報の基準潮位は、東京湾平均海面（TP）と荒川工事基準

面（AP）を併用する。なお、TP は、AP 上 1.13ｍであるが、実用上 1.1ｍとして取り扱う。

（２）気象庁が平成 25 年 8 月 30 日より運用を開始した「特別警報」は、気象業務法第 14 条の２第

１項で定める「水防活動の利用に適合する予報及び警報」には該当しない。

２ 気象情報伝達

図表 3-2 気象情報伝達系統図（水防法第 10 条）

基本系（法令の定めによる伝達系統）     

補助系（基本系途絶時における予備系統）

３ 洪水予報伝達

図表 3-3 洪水予報伝達経路

気象庁

都建設局(水防本部) 

都総務局
関係機関・関係各局

第二建設事務所

水防管理団体(品川区)
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４ 警報の種類

資料○ 水防警報の種類、内容および発表基準

５ 観測通報

① 区は災害の発生を事前に予測し、被害の軽減を図り、もって区民の生命、財産を守

るため、区内河川に雨量観測局・水位観測局を設置し監視を行うとともに東京都災害

情報システムや河川情報システムおよび民間の気象会社と契約を行い、区内の降雨情

報等の提供を受けている。

② また、これらの観測データ等については、他の水防機関との相互連絡を密にし、情

報交換を行うとともに、東京都水防本部と連絡をとり、常に的確な情報把握に努める。

③ さらに、平成 14年夏に設置した立会川幹線および戸越幹線に光ファイバーケーブル

の水位計を利用して、水防の初動体制充実に役立てている。

第２ 水防機関の活動

１ 区の水防活動

区は、水防管理団体として、気象状況等により洪水または高潮のおそれがあるときは、

応急対策本部（水防本部）を設置し、事態に即応した態勢をとる。

（１）監視員による監視体制

① 夜間休日等勤務時間外に災害が発生し、または発生するおそれがある場合に対

処するため、平素から監視員を配置し、防災情報の収集、連絡にあたっている。

② 監視員は、防災課長の指揮監督のもとに警戒待機し、災害等が発生し、または

発生するおそれがある場合は、防災課長の指示に従い職員の招集、情報収集・伝

達等を行う。

（２）初動活動態勢

① 風水害による洪水や高潮ならびに堤防、護岸等の崩壊などによる浸水被害の発

生または発生のおそれが生じた場合、その被害の軽減を図るため、初動活動態勢

をしく。

② 風水害における初動活動態勢は、次のとおりとする。

・拡大監視態勢または水防第１次配備態勢

気象注意報または気象警報が発表され、風雨が強く被害発生のおそれがある

場合

・水防第２次配備態勢

気象警報が発表され、局地的被害が発生し、拡大のおそれがある場合

・水防第３次配備態勢

甚大な被害のおそれがある場合

資料○ 初動活動配備態勢

資料○ 初動活動態勢の組織（水防第１次から第３次配備態勢）
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（３）初動活動態勢の拡大

地域的災害が拡大し、初動活動態勢による応急措置・復旧作業の継続が困難な場

合または本部長が必要であると認めた場合は、品川区応急対策本部要綱に基づき、

組織的な救済措置を講じる態勢とする。
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（４） 風水害初動活動態勢

甚
大
な
被

害
の
お
そ

れ
あ
り

局
地
的
被
害
が
発
生

し
、
風
雨
が
強
く
拡
大

の
お
そ
れ
あ
り

風
雨
が
強
く

被
害
発
生
の

お
そ
れ
あ
り

強
ま
る

可
能
性
大

注意報発表

風雨の状況

注意報・警報解除

警 報 発 表

注意報・警報解除

水防第 2次配備態勢

水防第 3次配備態勢

災害対策本部設置

監視員による監視
①目黒川・立会川監視装置により水位の上昇を監視する。
②気象情報システムにより今後の雨量を監視する。

第2次配備態勢にて引
き続き応急対策業務
を実施する。

解  散

応

急

対

策

本

部

（
水

防

本

部
）

災

害

対

策

本

部

＊職員招集基準参照

＊職員招集基準参照

注意報解除

＊職員招集基準参照

拡大監視態勢
または

水防第 1次配備態勢

監

視

態

勢

被害甚大のおそれなし

風雨の状況

注
意
報
・
警
報
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除
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大
な
被
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の
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（５）応急対策本部（水防本部）の設置および廃止

ア 設置の基準 

応急対策本部（水防本部）は、次の各号に該当する場合で、区長が必要と認

めたときに設置する。 

・ 暴風、大雨、大雪、津波、高潮または洪水警報が発せられたとき。 

・ 大雨、大雪、津波、高潮または洪水注意報が発せられた場合等で災害の

発生のおそれがあるとき。 

・ 局地的災害が発生したとき。 

イ 応急対策本部（水防本部）の廃止 

応急対策本部（水防本部）は、次の各号に該当する場合で区長が必要と認め

たときに廃止する。 

・ 災害対策本部が設置されたとき 

・ 当該災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき 

・ 災害の発生のおそれがなくなったとき 
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図表 3-4 応急対策本部（水防本部）の分掌事務

１情報部 （１）庶務・広報班 ①応急対策本部（水防本部）（以下、「本部」という。）
の設置に関すること。
②本部の会議における議事進行に関すること。
③職員の把握および装備・給食に関すること。
④機器・消耗品等および情報部、調査部の車両の確保
に関すること。
⑤住民への広報（防災無線・広報車等）に関すること。
⑥被害状況の関係機関への報告・照会に関すること。
⑦経費の清算に関すること。
⑧待機寮職員に関すること。
⑨議会等対応に関すること。
⑩都・消防・警察・協定団体への要請・連絡調整に関
すること。
⑪その他、他に属さないこと。

（２）住民対応班 ①住民からの情報収集・苦情等の電話対応に関するこ
と。

（３）監視班 ①気象情報および目黒川・立会川の情報把握に関する
こと。
②気象情報、潮位情報、水位情報等の本部員および関
係機関への提供に関すること。

（４）報道班 ①マスコミ対応に関すること。
②ケーブルテレビ、インターネット等による報道に関
すること。
③写真・映像記録に関すること。

２建築部 （１）家屋・がけ崩
れ調査・対策班

①家屋・がけ崩れに関する現地への出動および班編成
に関すること。
②被害状況等の収集・分析および集約に関すること。
③警戒パトロールに関すること。
④家屋・がけ崩れの調査に関すること。
⑤応急対策の計画・指揮に関すること。
⑥委託団体への要請・連絡調整に関すること。

３土木部 （１）冠水・風害調
査班

①現地への出動および班編成に関すること。
②被害状況等の収集・分析および集約に関すること。
③警戒パトロールに関すること。
④冠水・風害の調査に関すること。

（２）冠水・風害対
策班

①応急対策の計画・指揮に関すること。
②対策状況の把握に関すること。
③委託団体への要請・連絡調整に関すること。

（３）電気班 ①電気関係被害の対策に関すること。

４区民部 （１）避難所班 ①避難所開設に関すること。
（２）見舞金支給班 ①見舞金の支給に関すること。
（３）り災証明班 ①り災証明に関すること。
（４）消毒班 ①消毒に関すること。

②保健所および保健センターとの連絡調整に関する
こと。

（５）清掃班 ①清掃に関すること。
②品川区清掃事務所との連絡調整に関すること。
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２ 区災害対策本部の設置・運営

風水害時により災害救助法が適用される程度の甚大な被害が発生した場合に、応急対

策本部（水防本部）から移行し、区長を本部長とした区災害対策本部を設置する。区災

害対策本部の設置・運営については、「震災編第４部災害対応体制」に定めるところによ

る。

３ 倉庫および資器材

   区は、その管内における水防作業が十分に行えるように資器材および設備の整備なら

びに輸送の確保に努めるものとする。

なお、管内各水防機関および最寄りの業者が保有する各種資器材を常時調査し、緊急

の補給に備えておくものとする。

（１）水防用備蓄資器材

資料○ 水防用備蓄資器

（２）現地配備の土嚢類

資料○ 現地配備の土嚢類

（３）水防機械

資料○ 水防機械

（４）土砂採取場

資料○ 土砂採取場

４ 水防工法

水防工法は、現場の状況、工作物の構造および使用材料等を考慮して実施すること。

材料および労力等、標準的な水防工法例を資料○に示した。

１ 積土のう  ２ 鋼板防護工     ３ 護岸裏積土のう

４ かま段工  ５ 吸水性水のう積工

資料○ 水防工法の例示

５ 竜巻対策

（１）気象庁による情報提供

ア 予告的な気象情報 

低気圧の発達などにより災害に結びつく気象現象が予想される場合、半日～1

日程度前に「大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報」などの標題で予告的

な気象情報を発表する。このとき、竜巻などの激しい突風の発生が予想される

場合には、「竜巻などの激しい突風」と明記して注意を呼びかける。 
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イ 雷注意報 

積乱雲に伴う激しい現象（落雷、ひょう、急な強い雨、突風など）の発生に

より被害が予想される数時間前に雷注意報を発表する。このとき、竜巻などの

激しい突風の発生が予想される場合には、注意報本文の付加事項に「竜巻」と

明記して特段の注意を呼びかける。 

（２）竜巻注意情報

気象ドップラーレーダーの観測などから、竜巻等の激しい突風の発生するおそれ

がある時に、東京地方または伊豆諸島に対して竜巻注意情報を発表する。雷注意報

が発表されている状況下において発表する情報で、有効期間は、発表から１時間で

ある。

（３）竜巻発生確度ナウキャスト

① 気象ドップラーレーダーの観測などを利用して、竜巻などの激しい突風の可能

性のある地域を分布図（10km 格子単位）で表し、その１時間後までの移動を予
測する。竜巻発生確度ナウキャストは、平常時を含めて常時 10 分毎に発表する。
・気象庁は、気象庁防災業務計画に基づき情報を専用通信施設等により、都総合

防災部等関係機関、日本放送協会（NHK）等報道機関へ伝達する。
・伝達は、発表者（都および気象庁）から地域防災計画で定めた伝達経路により

行うものとする。指定公共機関および指定地方公共機関への情報伝達に関して

は、大雨警報の伝達に準じる。

図表 3-5 竜巻など激しい突風に対する段階的な情報の発表

出典：気象庁ホームページ
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② 激しい突風をもたらす竜巻などの現象は、発現時間が短く、発現場所も極めて

狭い範囲に限られている。一方、この情報は比較的広い範囲（おおむね一つの県）

を対象に発表するので、竜巻注意情報が発表された地域でも必ず竜巻などの突風

に遭遇するとは限らない。したがって、竜巻注意情報が発表された場合には、ま

ず簡単にできる対応として、周囲の空の状況に注意を払う。さらに、空が急に真

っ暗になる、大粒の雨が降り出す、雷が起こるなど、積乱雲が近づく兆候が確認

された場合には、頑丈な建物に避難するなどの身の安全を確保する行動をとる。

また、人が大勢集まる屋外行事や高所作業のように、避難に時間がかかると予想

される場合には、気象情報や雷注意報にも留意し早めの避難開始を心がける。

③ 竜巻注意情報が発表された場合、竜巻発生確度ナウキャストを見れば危険な地

域の詳細や、刻々と変化する状況を把握することができる。雷注意報や竜巻注意

情報と竜巻発生確度ナウキャストとを組み合わせて利用することが効果的である。

（４）区の対応

① 区は、災害時の危機管理体制を確認するとともに、気象庁などとも連携の上、

気象情報に十分留意し、竜巻等突風災害に係る対応についての住民に対する周知、

啓発等に努める。

② 区は、気象庁から全国瞬時警報システム（以下「J-ALERT」という。）に送信
されている竜巻注意情報について、区の判断に応じ、防災行政無線等を自動起動

する等おこなうものとする。

６ 雪害対策

① 降積雪時には、応急対策本部（水防本部）の初動活動態勢に準じて雪害対策本部を

設置し、道路交通の安全確保および区民生活の混乱の軽減を図るため、坂道と階段が

多い通勤・通学路、歩道橋および主要駅周辺の区道などを重点に除雪作業を行う。除

雪活動態勢、招集基準、雪害対策本部組織は応急対策本部および区災害対策本部設置

時の規則を準用する。

② なお、積雪等の状況を判断し、本部長が必要であると認めた場合は、区内土木業者

へ除雪等の作業を要請し、事態に即応した配備態勢により除雪作業を行う。

（１）除雪活動の基本方針

ア 区職員および業者委託による除雪の考え方 

基本的に除雪を行う箇所は、通勤・通学路および主要駅周辺の歩道橋等とす

る。除雪の実施に当たっては、区職員によるほか、業者に施工を委託する。 

（２）除雪箇所選定の考え方（区道を対象とする）

・区が管理する歩道橋および階段

・主要駅の周辺（JR西大井駅・JR大井町駅）
・急勾配の坂道（概ね 10％以上）
・その他、本部長が必要と認める箇所
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７ 費用および公用負担

（１）費用負担

① 水防管理団体は、その管理区域の水防に要する費用を負担するものとする。た

だし、応援のために要した費用は当該応援を求めた水防管理団体が負担するもの

とし、その額および方法は、当該応援を求めた水防管理団体と、応援を求められ

た水防管理団体が協議して定める。

（水防法第 32条、第 16条第３・４項）
② また、区域外の区市町村が当該水防により著しく利益を受ける場合には、当該

水防に要する費用の一部を受益区市町村が負担する。この費用の額および負担方

法は両者が協議して定めるものとし、協議が成立しないときは知事にあっせんを

申請することができる。

（水防法第 32条の２、第２・３項）

（２）公用負担

ア 公用負担権限 

水防法第 21 条の規定により、水防上緊急の必要があるとき、水防管理者また

は消防機関の長は、現場において、必要な土地の一時使用、土石その他の資材

の使用もしくは収用、車両その他の運搬具や器材の使用、工作物その他の障害

物を処分する権限を行使することができる。 

イ 公用負担権限証明 

公用負担の権限を行使する場合、水防管理者または消防機関の長にあっては、

その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者にあっては、次

のような証明書を携行し、必要ある場合はこれを提示すること。 

  公用負担権限委任証明

第    号                  身 分    氏  名

 上の者に○○区域における水防法第 21 条第１項の権限行使を委任したことを証明す
る。

   年   月   日

                     水 防 管 理 者   氏 名   印

（３）公用負担命令票

     公用負担の権限を行使するときは、次のような公用負担命令票を作成し、その一  

通を目的物所有者、管理者またはこれに準ずべき者に交付する。

ただし、現場の事情により、その暇のないときは事後において直ちに処理するも

のとする。
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（４）損失補償

公用負担権限行使によって損失を受けた者に対し、水防管理団体は時価によりそ

の損失を補償するものとする。（水防法第 21条）

第３ 消防機関が実施する水防活動計画

１ 消防機関の水防活動

（１）水防活動

台風や局地的な集中豪雨等発生時には、洪水や河川のはん濫が予想されるため、

現有消防力を効率的に運用し、消防団との適正な連携を図るほか、関係防災機関と

連携を保ちつつ、その全機能をあげ水害を防御し、これによる被害を軽減すること

を目的に水災から区民の生命、財産を保護する。

ア 消防機関がとるべき活動態勢 

（ア）水防態勢 

気象情報その他により水災が予想されるときは水防態勢を発令して関係

機関と密接な連絡を行い情報を収集分析し、水防非常配備態勢の発令に備

える。 

（イ）水防非常配備 

水災に対処するため気象状況、災害状況に応じ水災非常配備態勢を発令

し事前計画に基づく活動を開始する。 

イ 水防計画 

水防活動における計画は、次表のとおりである。 

公 用 負 担 命 令 票

                       住   所

 負担者氏名

第    号

 物 件  数 量  負担内容（使用、収用、処分等）  期 間  摘 要

 水防法第 21条の規定により右物件を収用（使用または処分）する。
    年  月   日

                    水 防 管 理 者            氏  名  印

                   （または消防機関の長）

                    事 務 取 扱 者          職 氏  名  印
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項目 内                容 

水
防
計
画

活
動
の
基
本

１ 水災が発生しまたは発生しようとしている場合において、人命危険

の防止および災害応急対策の円滑を図るため、特に必要があると認め

た時は、所定の警戒区域を設定し、水防関係者以外の者の立入禁止等

の措置を行う。

２ 水防活動の実施に当たっては、水防管理者および河川管理者等と相

互に協議し水防現場に適合した工法を決定する。

部
隊
の
運
用
等

１ 水災の規模等により、所定の計画に基づき、部隊運用および現場活

動を行う。

２ 水防部隊は、原則として火災には出場しない。

情
報
収
集
等

１ 必要により消防小隊を出向させ、河川の巡視、被害発生状況等の情

報収集を行う。

２ 消防団員を積極的に活用し、水災状況の早期把握に努める。

３ 関係機関へ職員を派遣し、相互に情報交換する。

消
防
団
の
活
動

「震災編第４部災害対応体制」に準じ、所轄消防署と協力して災害防

除活動にあたる。

第４ 応援協力

１ 相互応援協力

① 災害が発生した場合、または発生の恐れがある場合、各防災関係機関はあらかじめ

定めてある、所掌事務または業務に従って応急対策を実施するが、その災害の状況に

よっては必要に応じて他の機関に協力を求め災害対策の円滑な実施を期さなければな

らない。

② 特に、被害が広範囲に及ぶ場合、区の防災関係機関のみの対応では困難が想定され

るので、被災していない近隣区市町村や民間の協力を得て災害対策を実施する必要が

ある。

２ 自衛隊への災害派遣要請

区長は、災害が発生し、または発生する恐れがあり、人命または財産の保護のため必

要があると認めた場合は、都知事に対し自衛隊の災害派遣要請の要求をするものとする。
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第５ 災害救助法の適用

区災害対策本部の設置・運営については、「震災編第１３部区民生活の再建」に定める

ところによる。
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対策２ 救援・救護                  

区は、災害発生時の被害を最小限にし、人命の安全を図るためには、救援・救護を迅速

かつ適切に行う。 

ここでは、応急給水、食料供給等の調達、分配に関すること、医療および防疫態勢にお

ける医療救護班の活動内容、緊急輸送の手段、遺体の取り扱い等について示す。

「震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン、第６部備蓄・輸送対策、

第 10 部医療救護等対策」等を準用する。
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対策３ 情報の収集・伝達               

災害時の各関係防災機関は緊密な連携のもと、応急対策を実施するため、的確な情報の

収集・伝達を行うとともに併せて適切な広報活動を行うことにより、災害の発生もしくは

拡大を未然に防止する必要がある。 

【用語の定義】 

①固定系同報無線 

主として非常災害時の区民向け情報伝達用の拡声器を備えた屋外子局のことをい

う。品川区では、区内の学校、公園などの 133 箇所に設置している。

②品川区ツイッター 

品川区にて平成 23 年 12 月 1 日から、新たな情報発信ツールとして開始している

ツイッター（Twitter）のことをいう。ツイッターとは、パソコンや携帯電話、スマ

ートフォンなどから 140 文字以内の短文を投稿し、情報を発信するソーシャルメディ

アのことをいう。広報広聴課が運用している。

③エリアメール 

あらかじめ決められたエリア内で、携帯電話に緊急情報（避難準備情報、避難勧告、

避難指示等）が配信されるサービスのことをいう。

④ケーブルテレビ品川 

ケーブルテレビ放送、ケーブルインターネット、固定電話、緊急地震速報の４サー

ビスを提供している品川区の放送局をいう。災害時は、区民チャンネルを活用して応

急対策本部（水防本部）または災害対策本部発表による正確な災害情報・生活情報な

どを被災者に提供する。

【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 情報通信連絡体制 震災編第５部情報通信 

第２ 被害状況の報告体制 震災編第５部情報通信 

第３ 広報・広聴等 震災編第５部情報通信 
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第１ 情報通信連絡体制

１ 通信連絡体制の確保

① 応急対策本部（水防本部）または災害対策本部における情報連絡窓口は無線通信部

とし、都および各防災関係機関との無線通信を行う。

② 応急対策本部（水防本部）または災害対策本部が設置された場合、各防災機関は区

本部室へ各機関で使用している無線により、相互に情報交換を行うものとする。

２ 防災関係機関との情報連絡系統

図は次のとおりである。

（１）

   有線または口頭

   無線

   都防災行政無線

方面本部

東京消防庁

都災害対策本部

警視庁

消防署

警察署

他市区町

消防団

交番

方面本部

防
災
区
民
組
織
・
住
民

各省庁（国）

自衛隊
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第２ 被害状況の報告体制

１ 被害状況等の本部への報告

（１）情報の収集

ア デジタル移動通信を活用した災害関連情報の収集 

情報の収集については、住民および関係防災機関からの情報を地域センター

等を窓口として、デジタル移動通信を活用し、応急対策本部（水防本部）また

は災害対策本部の設置以前は防災課、設置後は無線１課で集約する。 

資料○ 発信用紙

資料○ 受信用紙

イ コールセンター設置による情報の収集 

区民等からの被害情報等の収集・把握および各種問い合わせに対応するため、

コールセンターを応急対策本部（水防本部）または災害対策本部室内に設置す

る。 

（２）情報の伝達

ア 固定系同報無線等を活用した情報伝達 

情報の伝達については、固定系同報無線、あるいは地域センター等を通じ、

住民に対する情報伝達の徹底を図るものとする。 

（３）被害状況および活動情報の本部長室への報告

ア 報告事項 

報告事項は次のとおりとする。 

気象状況、活動状況、被害状況、避難所等の状況 

２ 被害状況等の都への報告

① 災害が発生した時から当該災害に関する応急対策が完了するまで、各種報告をとり

まとめ次のとおり都に報告する。

② 家屋の倒壊や火災が多発する災害が発生した場合および災害対策基本法第 53条に

基づく被害の状況の報告が都にできない場合には、国（総務省消防庁）に報告する。

（１）報告すべき事項

・災害の原因

・災害が発生した日時

・災害が発生した場所または地域

・被害状況

（２）報告の方法

都災害情報システムデータ端末に入力し報告する。
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第３ 広報・広聴等

図表 3- 6 各機関の役割

機関名 役 割 

区

・災害情報の収集、住民への広報

・ケーブルテレビ品川による被災者への正確な災害情報・生活情報の広報

・報道機関への発表

・被害状況等に係る記録

警察機関
・各方面本部、警察署およびヘリ TV からの情報収集、都への報告

・東京消防庁、自衛隊等防災関係機関と情報交換

東京消防庁
・災害に関する情報（水災等に関する情報、水防活動状況）を収集し、関

係機関と協力し適時的確な広報活動を住民に対し実施

NTT 東日本
・通信のそ通および利用制限の措置状況および被災した電気通信設備等の

応急復旧状況等の広報

１ 区による広報活動

（１）災害情報の収集

企画広報部は、応急対策本部（水防本部）または災害対策本部の設置と同時に、

常時連絡員を本部室に派遣し、情報を把握するとともに、検討を行い、報道機関へ

の発表、住民への広報に備える。連絡員は情報の収集にあたり、指令情報部等の関

係各部とも緊密な連絡を保ち、発表資料の正確、迅速な把握を期するものとする。

（２）住民への広報

住民に対する広報は、デマ・誤報などの防止を図るため、できるかぎり統一的な

内容で広報するものとする。広報事項および内容等の調整は本部長が行うものとす

る。

ア 防災行政無線による広報 

災害発生直後に起こる第二次災害とその拡大の恐れがある場合は、区防災行

政無線の固定系により全区内、または地域ごとの広報活動を行う。 

イ 広報車による広報 

危険が予想される地域には、重点的に広報車を出動させる。広報車は応急対

策本部（水防本部）または災害対策本部と密接な連絡をとり状況に応じた効果

的な広報活動を行う。一応災害が終息したときは広報車により被災地を巡回し

て移動相談を行い、救護措置の万全を期するものとする。 

ウ 臨時広報紙、チラシの発行 

災害発生時の混乱した状況において、区の発表内容や生活情報などを被災者

に正確に伝えるため、臨時広報紙を発行し広報活動を行う。 
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エ ホームページによる広報 

区の発表内容や生活情報などを被災者に正確に伝えるためにホームページを

活用し広報活動を行う。 

オ 品川区ツイッター、品川区公式フェイスブックによる広報 

災害時においては、ツイッター（Twitter）、フェイスブック（Facebook）を

活用し、災害時の情報発信・広報を行う。 

カ 避難情報緊急通知コール 

通知サービスに事前登録した区民等に対して、区が避難勧告等を発令した場

合に、電話やメールにより伝達を行う。 

キ エリアメールによる広報 

区が配信元となり、各携帯会社が提供する「緊急速報エリアメール（NTT ド

コモ）」・「緊急速報メール（KDDI・ソフトバンク）」のサービスを活用して、災

害時の避難準備･高齢者等避難開始や、避難勧告、避難指示（緊急）を配信する。 

ク メール配信による広報 

平成 23年 10 月より、災害・緊急時等の情報発信ツールとして位置づけた。 

ケ ＦＭラジオによる広報 

「災害時等における放送要請に関する協定」により、災害時等における放送

の協力を要請できる。 

（３）災害情報伝達手段の充実

現在確立している情報伝達手段の他、過去の災害から非常に有効な手段の一つと

されているＦＭラジオ局の活用をはじめ、情報不足による区民の動揺や不安を払拭

するために伝達手段の一層の充実を図る。

２ ケーブルテレビ品川による広報活動

① 区内を放送区域としてケーブルテレビ品川との相互協定に基づき、区民チャンネル

による緊急放送を通じて、情報の提供を行う。

② 応急対策本部（水防本部）または災害対策本部発表による正確な災害情報・生活情

報などを初動期、復旧・復興期、各時期において適宜、被災者に提供する。

・ケーブルテレビ本社スタジオからの放送のほか、区役所内に臨時スタジオ機能

を配置し、応急対策本部（水防本部）または災害対策本部からの放送も行う。

・L 字放送（L 字ウィンドウの文字放送）による気象・水防・震度速報・光化学

スモッグなどの防災情報や任意の文字情報告知を行う。
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対策４ 避難                      

風水害時には、浸水、崖崩れ等、住民の避難を要する地域が出現することが予想される。

このため、被災者の生命、身体の安全確保等について、適切な避難対策を講ずる必要があ

る。 

浸水、崖崩れ等のため、人命に危険を及ぼすと予想される場合、住民を安全な場所に避

難させることにより、人的被害の発生を未然に防止しなければならない。 

【用語の定義】 

①区民避難所 

風水害等による家屋の流亡、流失などで被害を受けた方、また、被害を受ける恐れ

のある方を一時的に受け入れ、保護するために開設する施設をいう。

②二次避難所 

区民避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮者を保護する施設

をいう。

③福祉避難所 

区民避難所および二次避難所で他の避難者と避難生活を送ることが困難な要配慮

者を保護する施設をいう。

【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 避難勧告等の発令 震災編第７部避難者対策 

第２ 避難誘導 震災編第７部避難者対策 

第３ 避難所の開設・管理運営 震災編第７部避難者対策 

第４ 帰宅困難者対策 震災編第８部帰宅困難者対策 
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第１ 避難勧告等の発令

１ 避難の勧告等

（１）避難の勧告等の権限および対象

① 災害対策基本法第 60 条の規定に基づき、災害が発生し、または発生する恐れが

ある場合には、人の生命または身体を災害から保護し、被害の拡大を防止するた

め特に必要があると認められるときは、区長は、必要と認める地域の居住者、滞

在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、および急を要すると認め

られるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

② 区長が上記の立退きを指示することができないとき、または区長から要請があ

ったときは、同法第 61 条の規定に基づき、警察官または海上保安官は、必要と

認める地域の居住者等上記の対象者に対し、避難のための立退きを指示すること

ができる。

（２）避難勧告等の一般的基準

避難のための勧告等の基準は、原則として次のような事態になった場合に発する

ものとする。

・河川が警戒水位を突破し、洪水のおそれがあるとき。

・避難の必要が予想される各種気象警報が発せられた時。

・河川の上流地域が水害を受け、下流地域に危険があるとき。

・崖崩れ等により著しい危険が切迫しているとき。

・その他住民の生命または身体を災害から保護するため、必要と認められるとき。
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図表 3- 7 避難勧告等の種類、発令時の状況および住民に求める行動 

発令時の状況 住民に求める行動 

避難準備･高齢

者等避難開始

○避難行動に時間を要する要配

慮者（避難行動要支援者を含

む）が避難行動を開始しなけれ

ばならない段階であり、人的被

害の発生する可能性が高まっ

た状況

○避難行動に時間を要する要配慮者

（避難行動要支援者を含む）は計

画された避難場所への避難行動を

開始（避難支援等関係者は支援行

動を開始）

○上記以外の者は、家族等との連絡、

非常時持出品の用意等、避難準備

を開始

避難勧告

○通常の避難行動をできる者が

避難行動を開始しなければな

らない段階であり、人的被害の

発生する可能性が明らかに高

まった状況

○通常の避難行動ができる者は、計

画された避難場所等への避難行動

を開始

避難指示

(緊急) 

○前兆現象の発生や現在の切迫

した状況から、人的被害の発生

する危険性が非常に高いと判

断される状況

○堤防の隣接地等、地域の特性等

から人的被害の発生する危険

性が高いと判断された状況

○人的被害の発生した状況

○避難勧告等の発令後で避難中の住

民は、確実な避難行動をただちに

完了

○未だ避難していない対象住民は、

ただちに避難行動に移るととも

に、そのいとまがない場合は生命

を守る最低限の行動

（３）土砂災害の恐れがある対象地域および発令基準

土砂災害の恐れがある場合に避難を呼びかける避難勧告等の発令基準を、以下の

とおり定めている。

ア 警戒区域 

北品川３－７の一部、北品川４－９の一部、北品川５－１１の一部、 

東五反田３－１６の一部、上大崎１－５の一部、上大崎３－１０の一部 
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イ 避難勧告等の発令基準 

図表 3- 8 避難勧告等発令基準

避難勧告等の種類 発令基準 

避難準備･高齢者等避

難開始の発令
大雨警報（土砂災害）

避難勧告の発令
土砂災害警戒情報または、大雨警報（土砂災害）中

の記録的短時間大雨情報

避難指示(緊急)の発令

（以下のいずれかに該当する場合）

・がけ崩れの前兆現象の発見

・がけ崩れ発生

・大雨特別警報

（４）目黒川氾濫の恐れがある対象地域および発令基準

氾濫の恐れがある場合に避難を呼びかける避難勧告等の発令基準を、以下のとお

り定めている。

ア 避難対象区域 

北品川５丁目の一部、東五反田１～２・５丁目の一部、西五反田１～５・７

丁目の一部、大崎１・５丁目の一部 

資料○目黒川氾濫の恐れがある避難対象区域

イ 避難勧告等の発令基準 

図表 3- 9 目黒川氾濫に対する避難勧告等の発令基準

避難勧告等の種類 発令基準 住民の行動 

避難準備･高齢者等避

難開始の発令

避難判断水位

荏原調節池への流入量 5万m3、

かつ今後も水位上昇の恐れ

避難対象地域にいる人は指定階以上の建

物に垂直避難、または最寄りの避難所へ立

退き避難の準備

避難行動要支援者等は避難を開始

避難勧告の発令 氾濫危険水位

（観測点：荏原調節池上流）

A.P+4.47m

避難対象地域にいる人は指定階以上の建

物に垂直避難、または最寄りの避難所へ立

退き避難を開始

避難指示(緊急)の発令 氾濫発生水位

（観測点：荏原調節池上流）

A.P+5.42m 

避難対象地域にいる人は指定階以上の建

物に垂直避難、または最寄りの避難所へ立

退き避難を完了
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２ 避難勧告等の発令

避難勧告等の発令に係る権限等は以下のとおりである。

① 区の地域において危険が切迫した場合には、区長は地元警察署長および消防署長と

協議のうえ、避難を要する地域ならびに避難先を定めて避難勧告等を発令する。

② 区長は、災害が発生または、発生しようとしている場合において、住民の生命、身

体を保護するために必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、当該区域への立

入りを制限もしくは禁止し、または、退去を命ずることができる。

③ 地域において危険が切迫し、区長が避難の指示をすることができないと認めるとき、

または区長から要請のあったときは、警察署長が住民等に避難の指示を行うことがで

きる。この場合、警察署長は直ちに区長に対し、避難の指示を行った日時、対象地域

等を通知するものとする。

④ 消防署長は、災害の進展等により住民を避難させる必要がある場合は区長に通報し、

住民等に避難勧告または指示の伝達を行う。また、被災状況を勘案し、必要な情報を

区長及び関係機関に通報する。

⑤ 災害の発生により区がその全部または大部分の事務を行うことができなくなったと

き、都知事は、避難のための立退きの勧告等に関する措置の全部または一部を区長に

代わって実施するものとする。

３ 避難勧告等の伝達

避難勧告等の伝達は、「震災編第５部情報通信」に準じて住民等に伝達するものとする。

また、高齢者や障害者など要配慮者の個々の状態（視力低下、聴覚障害など）にあった

情報伝達方法を検討し、避難の円滑化を図るための体制作りを行う。

第２ 避難誘導

○避難を行う場合は、混乱の防止、避難秩序の維持、危険防止のため防災区民組織（町会・

自治会）単位で集団避難を行うことが有効である。

○避難行動要支援者の避難援助は、防災区民組織の協力を得て行う。

○町会、自治会単位であらかじめ指定した一時的な集合場所である一時集合場所に集合し、

ここで災害の拡大状況等の様子を見ながら、危険が迫った場合は、防災区民組織のリー

ダー、警察官、区職員等の誘導により避難所へ避難を行う。

○災害の状況や距離等を考慮し、直接避難所への避難も行う。

図表 3- 10 避難対象の施設を所管する部署別の避難要領

所属 避難の処置 

区 教 育

委員会

○学校長等は、避難時において、常に、園児・児童・生徒の正確な人員と異常

の有無を把握する。

そのために、避難誘導の任にあたる教職員は、出席簿を携行し、常に正確な

人員と異常の有無を速やかに学校長等へ報告しなければならない。

○学校長等および所属職員は、避難時において二次災害が発生しないよう迅速

に適切な処置をとる。

○地域住民が学校へ集合した場合および保護者が園児・児童・生徒を引取りに
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所属 避難の処置 

きた場合等においては、学校長等は防災無線で正確な情報を収集し、混乱が

生じないよう迅速に適切な指示・連絡を行う。

区 保 育

課

○避難に当たっては、園児の正確な把握を図る。

そのために、避難誘導の任にあたる職員は、園児名簿を携行し、常に正確な

人員と異常の有無を速やかに園長へ報告する。

○不安や動揺で混乱の恐れがあるので、区役所、警察署、消防署等の関係機関

と緊密な連絡を保ち、さらに、ラジオ等により、正確な情報を収集し、的確

迅速に行動し、デマにまどわされないようにする。

区 シ ル

バ ー セ

ンター

○シルバーセンター職員は正確な情報の把握に努めるとともに、高齢福祉課（高

齢者福祉課または高齢者地域支援課）からの指示に基づき、施設利用者の避

難誘導にあたる。

○シルバーセンター職員は、避難誘導時に利用券を携行し、施設利用者の点呼

を行うことで、正確な人員と異常の有無を確認する。

区 児 童

セ ン タ

ー

○職員は、情報を確認し、避難が必要な場合には、館内利用者に対し口頭また

は館内放送により伝達し避難させる。

○館内利用者が退館するとき、混乱が予想されるので避難誘導にあたる。その

際、避難誘導の任にあたる職員は、入館表等を携行し、正確な人員と異常の

有無を確認する。

資料○ 避難所設置計画

資料○ 区立小中学校以外の避難所（二次避難所除く）

資料○ 二次避難所一覧

第３ 避難所の開設・管理運営

浸水ハザードマップ等を踏まえて避難所の安全性を点検し、水害時にも安全な避難所

を指定する。
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１ 避難所の開設

① 区本部長は、避難所を開設する必要があると認めたときは、区民部長、教育部長お

よび救助１部長に開設指令をする。救助１部長は、本部長から指令を受けたときは、

直ちに職員を避難所に派遣する。

② 避難所を開設するときは、開設の日時、場所、避難者の数および開設予定期間等を

速やかに都福祉保健局（少子社会対策部計画課）および地元警察署、消防署等関係機

関に連絡する。都福祉保健局への連絡は、原則として東京都災害情報システム（DIS）

への入力により行う。

③ 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、状況により期間

を延長する必要がある場合には、都知事の事前承認（厚生労働大臣の事前承認を含む）

を受ける。

第４ 帰宅困難者対策

帰宅困難者対策については、「震災編第８部帰宅困難者対策」に定めるところによる。



第３編 風水害編 

第３部 風水害応急・復旧対策 

対策５ 警備・交通規制

風水害‐3‐30 

対策５ 警備・交通規制                 

災害時には、区民の生命、身体、財産の保護および各種犯罪の予防、取締りならびに交

通秩序の維持、その他被災地における治安の万全を期することが極めて重要である。 

ここでは、警備・交通規制について必要な事項を定める。 

【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 警備活動 震災編第４部災害対応体制 

第２ 交通規制 震災編第４部災害対応体制 

第１ 警備活動

機関名 内   容 

警察機関 ・警備、および交通規制

東京海上保安部 ・警備、および交通規制

水害発生時における警備活動は、おおむね次のとおりとする。

・河川およびその他危険箇所の警戒

・災害地における災害関係の情報収集

・警戒区域の設定

・被災者の救出、救護

・避難者の誘導

・危険物の保安

・交通秩序の確保

・犯罪の予防および取り締まり

・行方不明者の調査

・遺体の見分(検視) 

第２ 交通規制

１ 交通秩序の維持

被災地およびその周辺は交通の混乱を生じ、かつ危険箇所が多いので、速やかに危険

箇所を表示し、局地的な通行禁止、一方通行、う回等適切な交通規制を行い、交通秩序

の維持に努める。



第３編 風水害編 

第３部 風水害応急・復旧対策 

対策５ 警備・交通規制

風水害‐3‐31 

２ 交通の確保

交通の障害となっている倒壊樹木、漂流物、垂下電線等の除去および道路、橋りょう

等の応急補修ならびに排水等の応急対策については、関係機関に連絡し、復旧の促進を

図る。
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対策６ ライフライン施設の応急・復旧対策       

初動・応急期では、ライフライン施設が被災した場合、停電、通信の輻輳、物流の停止

などが想定され、避難生活への影響は甚大である。 

ここでは、発災後も都市機能を維持するため、交通ネットワークの確保や、発災に備え

たライフラインのバックアップの確保等についての対策を示す。 

【用語の定義】 

①災害用伝言ダイヤル 

災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に

NTT により提供が開始される声の伝言板のことをいう。電話からの他、インターネ

ットを利用した災害用伝言板（web171）もある。

【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 水道施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン

第２ 下水道施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第３ 電気施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第４ ガス施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第５ 通信施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第１ 水道施設

１ 上水道

（１）活動主体

活動主体 所管区域 電話 

水道局南部支所 大田区・品川区全域 3763-4177 
水道局品川営業所 品川区全域 3783-6145 

（２）動員態勢および応急活動態勢の確立

災害時における飲料水の確保、応急復旧および情報連絡などに従事する必要人員、

資器材等を確保するため動員態勢を確立する。なお、夜間・休日等においては、職
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員は被害の状況に応じて定められた態勢により参集する。また、有線による通信連

絡が不能となることを想定して、無線設備および都防災行政無線を活用し、応急連

絡ならびに応急復旧の連絡態勢の確立を図る。

資料○ 非常配備態勢【都水道局】

第２ 下水道施設

○非常配備態勢に基づいて職員の配置を行い、下水道施設の被害に対し、迅速に応急復旧

活動を行う。

○また、被害が大規模で、復旧に緊急を要する場合に協力を得ることができるように、民

間団体との体制整備を進めている。このため、都下水道局では民間団体と応急復旧業務

に関する協定および細目協定を締結している。

第３ 電気施設

１ 復旧の順位

○人命にかかわる箇所、復旧対策の中枢となる官公署、民心の安定に寄与する報道機関、

病院、避難所などを原則的には優先することとする。ただし設備の被害状況、復旧の

難易を勘案して供給上復旧効果の最も大きいものから行うものとする。なお、お客様

側においても自家発電設備を設置してその万全を期するよう協力を依頼する。

○送電中配電線の巡視に目処が立った後、停電している配電線の設備巡視を実施し、設

備被害を把握する。

〇送電再開時の公衆災害防止や復旧活動者の安全確保を目的として、停電配電線とそれ

に繋がる全ての区民（需要者）の設備の間を電気的に切り離しする。

〇停電している地域については、早期に送電を再開できるよう、被害を受けた設備の応

急的な復旧工事を実施する。

〇区民（需要者）に対する個別の安全確認と送配電線への送電再開後、各戸個別訪問し、

安全が確認できた場合は送電を開始する。（不在等の場合は送電を保留）

第４ ガス施設

１ 風水害時の初動措置

風水害時の初動措置については、以下のとおりである。

・官公庁、報道機関および社内事業所等から、被害情報等の収集

・事業所設備等の点検

・LNG 基地、整圧所における送出入量の調整または停止。

・ガス導管網の被害状況に応じた供給停止判断と導管網のブロック化

・その他状況に応じた措置。
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２ 応急措置

① 非常災害対策本部の指示に基づき、各事業所が連携し、被害の応急措置にあたる。

② 施設を点検し、機能および安全性を確認するとともに必要に応じて調整修理する。

③ ガス供給停止の必要性等を総合的に評価し、適切な応急措置を行う。

④ ガスの供給が停止した地区については、可能な限り速やかなガス供給再開に努める。

⑤ その他現場の状況により適切な措置を行う。

第５ 通信施設

１ 応急対策

（１）応急対策

ア 通報、連絡 

NTT グループ各社は、各対策組織相互の通報、連絡は情報を統括する組織を

窓口として行う。 

イ 情報の収集、報告 

災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、重要通信の確保、もしく

は被災した電気通信設備等を迅速に復旧するため、次の情報を収集し、対策組

織の長に報告するとともに関係組織相互間の連絡、周知を行う。 

・気象情報、災害予報等

・電気通信設備等の被災状況、そ通状況および停電状況

・当該組織の災害応急復旧計画および措置状況

・被災設備、回線等の復旧状況

・復旧要員の稼動状況

・その他必要な情報

ウ 重要通信のそ通確保 

災害時に際し、次により臨機に措置をとり、通信輻輳の緩和および重要通信

の確保を図る。 

・応急回線の作成、網措置等そ通確保の措置をとること。

・通信のそ通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、

電気通信事業法第８条第２項および電気通信事業法施行規則第 56 条の定め

るところにより、臨機に利用制限等の措置をとること。

・非常、緊急電報は、電気通信事業法第８条第１項および電気通信事業法施行

規則第 55 条の定めるところにより、一般の通話または電報に優先して取り

扱うこと。

・警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網と連携をとること。

・電気通信事業者および防災行政無線等と連携をとること。

エ 被災地特設電話の設置 

被災救助法が適用された場合等には避難場所に、被災者が利用する特設公衆

電話の設置に努める。 
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オ 災害用伝言ダイヤルの提供 

地震等の災害発生により著しく通信輻輳が発生した場合は、安否等の情報を

円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速やかに提供する。 
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対策７ 公共土木施設等の応急・復旧対策        

公共建築物や公共土木施設が災害により被害を受けた場合は、消火や救出救助およびそ

の他の応急活動に極めて重大な支障を及ぼすため、速やかに応急・復旧措置を講ずる必要

がある。 

本章においては、これら公共建築物および公共土木施設の応急・復旧対策について必要

な事項を定める。 

【用語の定義】 

①品川建設防災協議会 

区内の建設関係の皆様で組織されている協議会のことをいう。災害時等に地域にお

いて、防災に関する技術を活かし、公共建築物や公共土木施設の応急点検、復旧など

を行う組織。

【対応テーマ】 

震災編を準用する。 

風水害編 準用する震災編の項目 

第１ 公共土木施設等 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第２ 鉄道施設 震災編第３部安全な交通ネットワークおよびライフライン 

第１ 公共土木施設等

１ 道路、橋りょう

① 道路、橋りょうおよび道路付属物等が災害により被害を受けた場合、各道路管理者

は、被害状況を速やかに調査し、公益占用物件および沿道等の復旧計画と調整のうえ、

被害を受けた施設を復旧する。特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のあ

る対象は次のとおりである。

② 道路の陥没または決壊で、これによって当該道路による交通が不可能または、著し

く困難であるもの。

③ 道路の陥没または決壊で、これを放置することにより二次災害を生じる恐れのある

もの。各機関の活動態勢は、「震災編第２部安全なまちづくり」に定めるところによる。
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２ 河川

図表 3- 11 機関別の対応内容

機

関

名 

活   動   内   容 

都

○災害が発生した場合、直ちに、堤防、護岸、排水施設、防災船着場等の河川管理

施設及び工事箇所の被災状況を確認する。 

○破損等の被害を受けた場合には、特に、氾濫水による被害の拡大防止に重点を置

き、速やかに施設の復旧に努め、都及び区の行う応急措置に関し、必要に応じて

技術的指導を行うほか、備蓄資料の提供も実施する。 

○区の実施する応急措置に関し、技術的助言及び総合調整を行うほか、応急・復旧

対策を総合的判断の下に実施する。 

○排水機場施設の被害をとりまとめるほか、総合的判断の下に、移動排水ポンプ車

の派遣を決定する。 

○河川管理施設の応急・復旧対策について区に技術的助言を行うほか、大規模なも

のについては直接実施する。 

○巡回・点検及び応急対策については、災害時における応急対策に関する協定によ

り対処する。

区

１ 応急対策計画

（１）風水害により、護岸等河川管理施設が崩壊等の被害を受けた場合には、施設

の応急復旧に努めるとともに排水に全力をつくす。

（２）河川、護岸の応急復旧としては、決壊した護岸を撤去し法面防護を土のうで

補強する。

 応急復旧に要する資器材は指定の水防倉庫に備蓄するものとする。

２ 復旧計画

（１）水防活動と並行して管内の施設、特に工事中の箇所および危険箇所を重点的

に巡視し、被害箇所については、直ちに都に報告するとともに、必要な措置を

実施するものとする。

（２）排水場施設に被害が生じた場合は、都と連携して、移動排水ポンプの派遣等

により内水による被害の拡大を防止するものとする。
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第２ 鉄道施設

１ 災害時の活動態勢

（１）災害対策本部等の設置

災害が発生した場合、各交通機関は全力をあげて、旅客および施設の安全確保と

緊急輸送を行うため、災害対策本部等を設置する。

（２）通信連絡体制

災害情報および応急措置の連絡指示ならびに被害状況の収集等の通信連絡は、列

車無線、指令電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて、無線車、移動

用無線機を利用する。

２ 発災時の初動措置

（１）災害時の活動態勢

ア 災害対策本部等の設置 

災害が発生した場合、各交通機関は全力をあげて、旅客および施設の安全確

保と緊急輸送を行うため、災害対策本部等を設置する。 

イ 通信連絡体制 

災害情報および応急措置の連絡指示ならびに被害状況の収集等の通信連絡は、

列車無線、指令電話、鉄道電話等を利用するとともに、必要に応じて、無線車、

移動用無線機を利用する。 

（２）発災時の初動措置

各交通機関は、運転規制等適切な初動措置を実施し、乗客の安全確保を図る。

第３ 社会公共施設等

１ 品川建設防災協議会との協定に基づく措置

被災した避難所および他の区有施設の被害状況を調査し、品川建設防災協議会との「災

害時における応急対策業務に関する協定」に基づき、避難所等の応急措置を実施する。

資料○ 資機材供給可能数【品川建設防災協議会】

資料○ 災害対策協力隊編成表【品川建設防災協議会】

２ 文教施設の応急対策計画

この計画は、品川区の地域における文教施設（公立小・中学校その他の教育機関およ

び文化財）の災害対策の万全を図り、応急の予防、災害対策、復旧対策を通じて施設と

しての維持、機能の達成をはかることを目標とする。
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３ 幼稚園・小・中学校の施設

（１）災害予防態勢

① 区立幼稚園・小・中学校は、現在鉄筋コンクリート造りになっており耐火面の

予防措置は特に考慮するものがなくなっている。

② 漏電その他による火災を探知もしくは早期処置により最小限の被害にとどめる

ための措置として器具を設置している。

（２）災害時の態勢

① 学校勤務職員の自衛防災組織が中心となり学校長の指揮、命令のもとに臨機応

変の防災活動を行うものとする。

② 事態の緊迫した場合は児童、生徒の生命と安全を守るための避難活動が第一義

的に要請されるが、校舎の保全管理その他連絡に必要な人員は確保し残留せしめ

るものとする。

③ 火災源となる恐れのある設備の処置、薬品の処理は責任者の手において万全に

なされるものとする。

④ 電気設備が使用不能となった場合、給水が不能となった場合の措置については

綿密な計画を樹立しておくものとする。

⑤ 学校施設は一時集合場所および避難所に充てられることになるが、校具教材等

の散失を防ぐための予防措置については綿密な計画をたてておくものとする。

（３）災害復旧時の態勢

学校長の指揮監督のもとに自衛防災組織が中心となって校舎の調査を行い被害を

受けた施設、器物の点検を行い電源水利の復旧については教育委員会その他の関係

機関と連絡、指揮を受け、平常の態勢に復旧することに努める。
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４ 図書館、文化センター、品川歴史館、きゅりあん、体育館の施設

（１）災害予防態勢

① 図書館、文化センター、品川歴史館、きゅりあん、体育館については、鉄筋構

築がなされており、構造上の予防措置については特に考慮するものはない。

② 図書館長、文化センター館長、品川歴史館副館長、きゅりあん館長、品川区ス

ポーツ協会事務局次長（以下「施設長」という）は立地条件などを考慮して、常

に災害時の応急計画を樹立し自衛防災組織の結成をはかり職員がそれぞれの分担

において防災活動を行い得るような明確な計画をたてておく。

③ 職員は常に気象状況等に注意し、災害発生の恐れがある場合は、施設長の指揮

に従い緊急事態に備えて次の事項を守ること。

・会議、出張等を中止すること。

・利用者の避難を中心とした災害時の事前、事後の処置方法を検討すること。

・教育委員会、警察署、消防署等への連絡網の確認を行うこと。

・勤務時間外においては施設長は所属職員の所在を確認し、非常招集の方法を定

め職員に周知させておくこと。

④ 漏電その他による火災を探知もしくは早期処置により最小限の被害にとどめる

ための措置として器具を設置している。

５ 文化財について

災害予防措置について関係機関と協力して指導・啓発を行う。また、災害発生時には

被害状況を速やかに把握し、文化財の保全について、所有者および関係機関と連携して

対応する。
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第
５
部

対策８ ゴミ処理・トイレおよびし尿処理・がれき処理    

災害により発生する「ごみ」、「し尿」および「がれき」を迅速かつ適切に処理し、被災地の

環境衛生の保持に万全を期し、作業は、災害発生後収集可能な状態（概ね１週間を想定する）

になったのち、速やかに開始する。 

「震災編第１３部区民生活の再建」を準用する。
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第２部 大規模事故対策 
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第１部 富士山噴火降灰計画

総則 

第１ 富士山噴火降灰対策の方針

○本対策は、東京都が定めた火山対策のうち、富士山降灰対策の推進を目的とした実施

方針を定め、区民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とするものである。

○区として実施すべき措置事項を以下の構成でまとめる。

図表 1 ｰ 1 火山噴火降灰対策の主な内容 

構成 主な内容 

総則 富士山噴火降灰対策の方針、富士山の現況等、富士山の被害想定 

予防対策 区災害対策本部の組織、火山観測体制、降灰時の対応行動の周知 

応急・復旧対策 災害時対応体制の確保、情報の収集・伝達、応援協力・派遣要請、

警備・交通規制、避難、救援・救護、交通機関の応急・復旧対策、

ライフライン等の応急・復旧対策、宅地の降灰対策、火山灰の収

集および処分 

① 富士山が噴火した場合には、他の火山とは比較にならない広範かつ多大な被害が生

じるおそれがある。区においても降灰の被害が予想されているため、富士山降灰対策

について、対策を講じる必要がある。

② 区近辺の活火山においては浅間山や箱根山等があるが、平成 29年 10月時点で、い

ずれの火山も富士山を上回る降灰被害予測は出されていないため、最大の降灰被害が

想定される富士山を基本として、他の火山噴火による降灰対策についても、本対策に

よるものとする。

③ 降灰の影響をあらかじめ予測して地域全体で火山災害に取り組み、想定される健康

被害、交通被害、ライフライン被害とその対策について定め、災害を軽減するための

災害予防計画を作成する。

④ 降灰被害発生時の降灰情報の伝達、各防災機関の情報連絡体制、被害状況の把握、

広報等について定め、円滑な応急・復旧対策活動を実施する。

第２ 富士山の現況等

１ 富士山の概要

① 富士山は、フィリピン海プレート、北米プレート、ユーラシアプレートが接する地

域に、静岡県及び山梨県の二県にまたがって位置しており、富士火山帯に属する玄武

岩質の成層火山である。
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② 我が国に 110存在する活火山の一つであり、活動度はランク B(100年活動度または

１万年活動 度が高い活火山)とされている。

③ 標高は 3,776mで我が国の最高峰であり、山体の体積は約 500  で我が国の陸域で最

大の火山である。

④ 山腹斜面の勾配は、標高 1,000m以下では 10度未満と緩いが、標高が高くなるに従

い傾斜は急になり、山頂近くでは 40度近くとなっている。

⑤ 都内からは、丹沢山地の後背に山頂部を望むことができ、都内各所に富士見坂など

の地名が残っている。富士山山頂火口から品川区役所までの距離は約 115㎞となって

いる。

図表 1 ｰ 2 近隣の活火山 
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２ 国による検討

（１）富士山火山協議会

① 仮に噴火した場合には、他の火山とは比較にならない広範かつ多大な被害や影

響が生じるおそれがあるため、平成 13 年７月に、国、関係する県及び市町村によ

り「富士山火山防災協議会」が設立され、火山防災対策の確立のため、平成 16 年

6 月に富士山ハザードマップが作成された。

② 富士山ハザードマップの作成においては、過去 3,200 年間の噴火活動の実績を

踏まえて、火口範囲の想定、溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、降灰、噴石、土

石流といった各現象について数値シミュレーション等により到達範囲等が求めら

れた。

③ 平成 16 年 6 月には、同協議会において、同ハザードマップを基に、国、県、市

町村が役割分担を明確にした上で互いに協働して行う広域的な防災対策、ならび

に富士山が日本でも有数の観光資源であることに配慮した防災対策について具体

的な検討を行うこととなり、平成 17 年９月に「富士山火山広域防災対策」として

とりまとめられ、中央防災会議に報告された。

（２）富士山の噴火に伴う被害

富士山の噴火に伴う被害として想定されたものには、次のようなものがある。

火山活動に起因する現象 溶岩流、噴石、降灰、火砕流、火砕サージ、水蒸気爆発、

岩屑なだれ、融雪型火山泥流、噴火に伴う土石流、噴火に

伴う洪水、火山性地震(地殻変動)、津波、空振、火山ガス
火山活動に起因しない現象 斜面表層崩壊、豪雨等に伴う土石流、豪雨等に伴う洪水、

雪泥流、岩屑なだれ、落石

第３ 富士山の被害想定

１ 噴火による被害想定

（１）被害想定

本計画では、国が設置した富士山ハザードマップ検討委員会が、平成 16 年 6 月に

公表した「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」に示された被害想定を計画の

基礎とする。品川区は、富士山山頂火口から距離があるため、溶岩流や火砕流など

の被害を受けることはなく、広範囲な降灰に起因する影響が想定される。なお、実

際の降灰範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位置、噴火規模、噴火の季節など様々

な条件によって変化する。
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図表 1 ｰ 3 噴火の規模と概要 

内容 

噴火の規模等 規模 宝永噴火と同程度 

継続期間 16日間 

時期 ① 雨期 ②その他の時期 

被害の原因 降灰 

被害の範囲 都内全域 

被害の程度 品川区 2～10cm程度 
（八王子市及び町田市の一部10cm程度、その他の地域2～10cm程度） 

被害の概要 降灰に伴うもの 健康障害、建物被害、交通・ライフライン・農林 
水産業・商工業・観光業への影響 

降灰後の降雨などに
伴うもの 

洪水、泥流、土石流にともなう人的・物的被害 

図表 1 ｰ 4 首都圏の想定降灰量 

出典 富士山火山広域防災対策基本方針より
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２ 火山灰による被害

（１）火山灰の特徴

① 火山灰とは火山岩が粉々になった細かい粒子（直径２ミリ以下のもの）のこと

である。

② 火山灰が生じるのは、火山が爆発するときや、高温の岩なだれが火山の山腹を

流れおちるとき、赤熱した液状の溶岩がしぶきになって飛び散るときなどである。

③ 火山灰の外見は、火山のタイプや噴火の仕方によって異なり、明るい灰色から

黒色のものまで様々である。

④ 大きさも様々であり、小石のようなものから化粧用パウダーと同じくらい細か

いものまである。

⑤ 空中を浮遊する火山灰は太陽光をさえぎり、視界を悪くする。そのため、昼間

なのに真っ暗になるということもある。
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図表 1 ｰ 5 降灰の特徴および課題 

項目 留意すべき特徴、対応上の課題 

発生条件 ・高い噴煙柱が形成された場合に大量降灰となる。

発生時間 ・噴火が始まってから降灰が降り積もるまで時間的余裕がある。

危 険 性 ・直接死傷する危険性はほとんどない。

・火口周辺や風下など、高温の火山灰・火山れきが大量につもる場合は、

木造家屋が火災を起こす危険性がある。

・体育館などの避難所でも降灰の重量で被害を受けるものがある。

・降灰中の屋外作業は転倒・車両走行不能・交通事故の危険性がある。

・降灰により道路上で車両が立ち往生した場合にはその後の道路確保を

困難にする。

・交通機関が広域的に停止し、停電・信号故障が発生する可能性もあり、

救援活動も停滞する。灰粒子浮遊により、航空機は飛べなくなる。

・交通支障により、生活物資の搬送が行えなくなる。

・東京などでも大量の帰宅困難者が発生する。

・経済活動に広域的かつ甚大な影響を与える。

・健康被害（気管支など）が多数発生する。

・積もった降灰から火山ガスが発生する場合があり、風通しの悪い場所

では火山ガス中毒の危険性もある。

・降灰によって発生した土石流などによって流出した土砂が河床上昇を

引き起こし、洪水氾濫の危険性が増大する。

・土石流・浸水被害が続く。

範  囲 ・大量の降灰は高層風によって運ばれるため、大量降灰域は東方を中心

とする可能性が高い。

・きわめて広範囲（南関東一帯）に降灰があるため、降灰域外への避難

は不可能

対  応 ・30cm 以上堆積すると建物に被害が出る可能性があるが、降灰の休止

中に灰下ろしができれば被害を免れる。

復  旧 ・道路確保や市街地の復旧、河床上昇対策に多大な除灰作業が必要とな

る。
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図表 1 ｰ 6 被害の想定 

降灰量 

（積もった厚さ）
規模 想定される被害など 対処法 

64cm 

極めて大量

60％の木造家屋が全壊 
堅固な建物に

避難 
50cm 30％の木造家屋が全壊 

32cm 降雨時、30％の木造家屋が全壊 

30cm 大量 

降雨時、木造家屋が全壊するおそれあり 危険があれば

避難 

10cm 

極めて多量

降雨時、土石流が発生 
屋内退避 

５cm 道路が通行不能 

２cm 何らかの健康被害が発生するおそれあり 

１mm以上 多量 車の運転は控える。 外出を控えて

窓を閉めるか

マスクなどで

防護 

１mm未満 やや多量 車は徐行運転となる。 

0.1mm未満 少量 車のフロントガラスに灰が積もる。 

出典：富士山火山防災対策協議会

（２）健康被害

ア 呼吸器系の影響 

噴火によっては、火山灰粒子が非常に細かく、呼吸によって肺の奥深くにま

で入ることもある。大量の火山灰にさらされると、健康な人でも咳の増加や炎

症などを伴う胸の不快感を感じる。一般的な急性（短期間）の症状は次のとお

り。 

・鼻の炎症と鼻水。

・のどの炎症と痛み。乾いた咳を伴うこともある。

・呼吸器系の基礎疾患がある人は、火山灰を浴びた後、数日続く気管支のひど

い炎症（空せき、たん、ぜーぜーとした呼吸、息切れ）を引き起こす可能性

がある。

・ぜんそくまたは気管支炎の患者における気道の刺激

・息苦しくなる。

イ 目の症状 

火山灰のかけらによって、目に痛みを伴う角膜のひっかき傷や結膜炎が生じ

る。コンタクトレンズ着用者は、特にこの問題が大きい。一般的な症状は以下

のとおり。 
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・目の異物感

・目の痛み、かゆみ、充血

・ねばねばした目やに、涙

ウ 皮膚への刺激 

火山灰が酸性の被膜に覆われている場合、皮膚に炎症を起こす場合がある。

その他、皮膚に痛みや腫れ、ひっかき傷からの二次感染などが起きる場合があ

る。 

（３）交通被害

① 空中を浮遊する火山灰によって視界が悪くなり、交通事故が起きやすくなる。

② 火山灰が薄く積もった路面は、湿っていても乾いていても非常に滑りやすく、

ブレーキが利きにくくなる。

③ 火山灰が厚く積もると道路が通行不能になる。

（４）ライフライン被害

降灰によって停電が起きる可能性がある。また、湿った火山灰には導電性がある

ので、電源供給装置等を使用する場合等に、感電する可能性がある。

（５）建物被害

火山灰の重みによって屋根が崩落することがある。特に、屋根を清掃する際に人

の重みが加わり、崩落する危険性が高い。

（６）給水被害

① 水の汚濁や給水装置の遮断・破損が起きる可能性がある。

② 小規模でふたのない給水施設は特に火山灰に弱く、少量の火山灰でも給水に支

障をきたす。

③ 火山灰が給水施設に入った場合、有毒である危険性は低いが、酸性度が強くな

ったり、塩素による殺菌効果が弱くなったりする可能性がある。

④ 清掃用の水需要が増加して、水不足になる可能性がある。

出典：防災科学技術研究所「火山灰の健康被害 地域住民のためのしおり」
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予防対策 

富士山噴火に伴う降灰による被害は、都市においては、少量の火山灰であっても、社

会的影響が大きい。ここでは、降灰の影響をあらかじめ予測し、災害の発生をできるだ

け軽減するために、火山災害の特性や影響を踏まえて区として実施すべき対策を述べる。

対策の実行にあたっては、各防災機関等との連携のみならず、防災区民組織、あるいは、

それらの相互の連携・支援を通して、個人と組織、団体同士の繋がりを育成・強化し、

地域全体で火山災害に取り組むといった地域体制を構築、維持していくものとする。

第１ 区災害対策本部の組織

○区長は、法令、東京都地域防災計画、本計画の定めるところにより、各防災機関およ

び他自治体などの協力を得て応急対策を実施する。

○このため、必要があると認めたときは、品川区災害対策本部（以下「本部」という）

を設置する。本部の組織および運営は、災害対策基本法、品川区災害対策本部条例（以

下「本部条例」という）、品川区災害対策本部条例施行規則（以下「本部条例施行規則」

という）の定めるところによる。

○本部の組織は、本部条例および本部条例施行規則に定めるところによる。

○その他、本部職員の初動及び活動態勢、本部の設置、廃止等の詳細については、「震災

編第４部災害対応体制」に定めるところによる。

第２ 火山観測体制

１ 国の火山観測体制

気象庁 東京大学地震研究所 防災科学技術研究所 他の国の機関 

【常時観測】 

・地震計 

・GPS 

・空振計 

※現地観測 随時 

遠望観測 毎日 

・地震計 

・傾斜計 

・全磁力計 

・GPS 

・潮位計 

・傾斜・歪計 

・電磁気観測 

・地中温度計 

・CO2 土壌ガス 

・地震計 

・傾斜計 

・電磁気観測 

・歪計 

・地中電界変動計 

・雨量計 

・気圧計 

・風速計 

・重力計 

・水位計 

産業技術総合研究

所、国土地理院、海

上保安庁が地殻変動

観測、準測定等の観

測を実施している。
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２ 気象庁の実施する火山観測

区分 内容 

振動観測 地震計により、火山及びその周辺に発生する火山性地震、火山

性微動を観測する。

地殻変動観測 地震計により、火山及びその周辺に発生する火山性地震、火山

性微動を観測する。

表面現象の観測 監視カメラ等により、噴煙の状態や噴出物等の観測を行う。ま

た、空振形により、火山噴火等に伴う空気振動を観測する。

その他の観測 磁力計により、マグマの活動等に伴う地磁気の変化を観測する。

また、噴気地帯等の噴気温度やガス等を定期的に観測する。
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第３ 降灰時の対応行動の周知

１ 健康被害への予防対策

① 外出する際はマスクやハンカチ、もしくは衣服で鼻と口を覆う。

② コンタクトレンズは使用せず、眼鏡やゴーグルをかける。

③ 可能な限り、常に全てのドアや窓を閉めておく。

２ 交通被害への予防対策

（１）自動車運転の制限

少量の降灰でも視界が悪くなり、自動車の運転による火山灰の巻き上がりによっ

てさらに条件が悪化する。また、火山灰は自動車の故障原因にもなるため、運転は

控える。

（２）運転の際の注意事項

① どうしても運転しなければならない場合は、十分な車間距離を取り、ヘッドラ

イトを点けて徐行運転を心がける。

② 乾いた火山灰がフロントガラスに堆積している際にワイパーを使うと、フロン

トガラスを傷つける可能性があるため、走行中において定期的に停車して、フロ

ントガラスの清掃を行う。

③ 火山灰が大量に積もった後には、800キロから 1,600キロの走行ごと、もしく
は大量の火山灰を浴びた後に、整備工場で清掃する。

④ エンジンやラジエータなどの重要部品まで毎日清掃する。

３ 建物被害への予防対策

① ドアや窓を閉め、すき間風が入る窓にはテープを張る。

② 電化製品にはラップなどでカバーをして、周囲の火山灰が完全に無くなるまでカバ

ーをはずさない。

③ 下水がつまらないように、雨どいや配水管を排水溝からはずす。さらに、排水溝も

つまらないように、火山灰と水が地面に流れるような状態にする。

４ 降灰中の対応

① 屋内にとどまり、パニックに陥らず冷静に行動する。

② 屋外にいる場合は、避難できる施設を探す。

③ 仕事中に火山灰が降り始めてしまった場合には、火山灰が降り止むまで屋内に留ま

る。
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応急・復旧対策                     

第１ 災害時対応体制の確保

１ 区災害対策本部の組織・運営

① 区長は、非常配備態勢を発令する必要があると認めるときは、本部を設置する。 

② 本部を構成する部長職（参事を含む、以下同じ）の職にある者は、本部を設置する

必要があると認めるときは、災害対策担当部長に本部の設置を要請することができる。

③ 災害対策担当部長は、本部設置の要請があった場合、その他の状況により本部を設

置する必要があると認めた場合は、本部条例施行規則第３条第１項の副本部長の職に

あてられている者と協議のうえ、本部の設置を区長に要請する。

④ その他、本部の設置・廃止、本部職員の配置・服務、本部の財務等の詳細について

は、「震災編第４部災害対応体制」に定めるところによる。

２ 庁舎等の保全・機能確保

（１）庁舎等

降灰が予測された場合は、直ちに、窓を閉める、出入口を限定する、全館空調換

気システム等を運転停止し、吸排気口を保護するなど、火山灰の建物内への侵入防

止措置を実施する。また、停電に備え、非常用電源の確保、非常用発電機への火山灰

侵入防止措置などについても実施する。

（２）車両

降灰が予測された場合、不要不急の車両の使用を控え、運行中であれば、速やか

に帰庁し、可能な限り地下駐車場などの屋内への移動を実施する。また、必要に応

じ、吸気への火山灰侵入防止措置などについても可能な範囲で実施する。

第２ 情報の収集・伝達

降灰による被害時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、各防災機関の

緊密な連携のもと、降灰による被害に関する情報を的確かつ迅速に把握することが必要

である。ここでは、降灰情報の伝達及び降灰による被害発生時における各防災機関の情

報連絡体制、被害状況の把握、火山災害時の広報等について定める。

１ 噴火警報等

（１）噴火警報

居住地域や火口周辺に重大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、気象

庁火山監視・情報センターから、予想される影響範囲を付した名称で発表される。

（２）噴火予報

火山活動が静穏な状態が予想される場合に、気象庁火山監視・情報センターから、

発表される（なお、噴火警報の解除は、噴火予報として発表）。
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２ 火山（降灰）情報

① 東京都内の降灰の状況は、下記の経路を通じて、気象庁地震火山部火山課火山・監

視センターに集約される。

図表 1 ｰ 7 情報受伝達体制 

② 東京都及び各県から収集した降灰の情報は、気象庁地震火山部火山課火山・監視セ

ンターで取りまとめ、「富士山の火山活動解説資料」として公表される。解説資料は、

都、区、関係防災機関に伝達される。

図表 1 ｰ 8 火山現象に関する情報 

情報等の種類 内容 発表時期 

火山の状況に関する解説情報 
火山性地震や微動回数、噴

火等の状況や警戒事項につ

いて解説する情報 

火山活動の状況に応じ

適時発表 

火山活動解説資料 
地図や図表を用いて、火山

活動の状況や警戒事項につ

いて解説する情報 

毎月上旬又は必要に応

じ適時発表 

週間火山概況 
過去1週間の火山活動の状況

や警戒事項をとりまとめた

資料 

毎週金曜日 

月間火山概況 
前1か月間の火山活動の状況

や警戒事項をとりまとめた

資料 

毎月上旬 

噴火に関する火山観測報 噴火が発生した時に、発生

時刻や噴煙高度等の情報 

随時 

③ 火山現象及びこれに密接に関連する現象についての観測成果ならびにこれに関する

状況について、区は次により速やかに情報の伝達を行う。

図表 1 ｰ 9 情報伝達に係る区、関係機関の役割 

機関名 役 割 

区 
○降灰に関する重要な情報について、気象庁、関係機関から通報を受けた

とき、または自ら知ったときは、直ちに管内の公共的団体、重要な施設

の管理者、住民の防災区民組織等に通報するとともに、警察機関等の協

力を得て区民に周知する。 

気象庁地震火山部火山課

火山・監視センター

関係市区町村 東京都 

（総合防災部）

関係機関 
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機関名 役 割 

都 
○都各局は、都総務局から受けた火山活動に関する情報を直ちに関係する

所属機関等に通報する。 

○当該火山活動地域に所在する事業所は、収集した情報を各局に通報す

る。 

警視庁 
○警視庁は、気象庁との連絡を密にし、火山情報の収集に努める。 

○警視庁は、火山活動に関する重要な情報について、気象庁、都総務局、

その他関係機関から通報を受けたとき、または自ら知ったときは、直ち

に地元警察署、駐在所等を通じて、区民に周知する。 

東京消防庁 
○火山活動に関する重要な情報について、都本部等から通報を受けたと

き、または自ら知ったときは、ただちに消防署等に一斉通報し、各消防

署等は、区民に周知する。 

○降灰等に関する重要な情報について各消防署等から報告を求め、これを

都本部等に通報する。 

第三管区海上

保安本部 

○第三管区海上保安本部は、富士山に関する噴火情報や気象情報を入手し

たときは、船舶に航行警報を発する等関係機関に通報する。

東京航空局 
○気象庁等から降灰に関する通報を受けたときは、当該火山の上空及び周

辺を飛行中の航空機及び関係機関に情報を周知する。 

３ 降灰状況等の報告

降灰に関する調査報告にあたっては、次の報告事項を基本とする。なお、報告にあた

っては、可能な範囲で写真等の添付についても配慮する。

・降灰の有無・堆積の状況

・降灰の程度（層厚等）

・被害等の状況

・降灰時間

・構成粒子の大きさ・特徴等

４ 降灰予報

（１）発表基準

噴煙の高さが３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３相当以上の噴火など、

一定規模以上の噴火が発生した場合とする。

（２）内容

噴火発生から概ね６時間後までに降灰が予想される地域とする。

（３）発表時期

第１報は噴火の概ね 30～40分後。噴火の様態や継続状況等を観測して必要に応じ
第２報を発表。その後も噴火が継続した場合は必要に応じて発表する。
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図表 1 ｰ 10 降灰予報の例(富士山) 

５ 情報連絡体制

「震災編第５部情報通信」に定めるところによる。

６ 広報活動

被害の拡大防止、区民生活の早期安定を図るため、次の事項についても積極的に広報

を行う。

・火山灰の特性及び注意事項

・降灰による健康被害防止に関すること。

・噴火警戒レベルに応じた噴火の状況及び安全情報等の提供

・除灰に関する事項等

・生活不安に係る広報

等

第３ 応援協力・派遣要請

降灰により被害を受けまたは受ける恐れがある場合、各防災機関及び区民は協力して

災害の拡大を防止するとともに、被災者の救助・援護に努め、被害の発生を最小限にと

どめる必要がある。応援協力・派遣要請については、「震災編第４部災害対応体制」に定

めるところによる。
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第４ 警備・交通規制

○降灰による被害発生時には、視界不良や衝突事故などが急増し、さまざまな社会的混

乱や交通の混乱等の発生が予想される。このため、都と連携し、区民の生命、身体及

び財産の保護を図るため、速やかに各種の犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持その

他公共の安全と秩序を維持し、治安の維持の万全を期することが必要である。

○警備・交通規制については、「震災編第 3部安全な交通ネットワークおよびライフライ
ン」に定めるところによる。

第５ 避難

降灰による避難については、「震災編第７部避難者対策、第 8部帰宅困難者対策」に定
めるところによる。

第６ 救援・救護

降灰による救援・救護については、「震災編第７部避難者対策、第 8部帰宅困難者対策」
に定めるところによる。

第７ 交通機関の応急・復旧対策

降灰による被害を受けた場合の対策は、「震災編第 3部安全な交通ネットワークおよび
ライフライン」に定めるところによる。

第８ ライフライン等の応急・復旧対策

降灰による被害を受けた場合の対策は、「震災編第 3部安全な交通ネットワークおよび
ライフライン」に定めるところによる。なお、都市ガス施設の大半を占めるガス管は、

道路下に埋設されているため、降灰の影響を受けない状況にある。

第９ 宅地の降灰対策

○火山噴火によって降灰が長期間続いた場合は、宅地や公園等に大きな被害を与え、ひ

いては地域の経済活動や区民の社会生活に著しい障害をもたらし、地域の活力を失う

こととなる。このため、降灰によって被害が発生した場合は、早急な復旧対策を行い

地域の活力を取り戻す必要がある。各関係機関は、平時から緊密な情報交換を行う必

要がある。宅地に降った火山灰は、所有者または管理者が対応することが原則である。

しかし、区民では対応が困難な対策については、区が対応する。

○宅地等の降灰については、区民自らその除去を行い、区又は収集請負業者等がこれを

収集する。

○除灰作業に当たっては、道路の側溝等の詰まりを防ぐため、火山灰を側溝等に流さな

いよう留意する。
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第 10 火山灰の収集及び処分

１ 火山灰の収集・運搬

① 火山灰の運搬は、原則として、土地所有者または管理者が行うものとする。

② 火山灰の運搬は、一般廃棄物とは別に行い、飛散しないように努めるものとする。

③ 宅地等に降った火山灰の運搬については、区が行うものとする。

④ 宅地以外に降った火山灰の収集・運搬については、各施設管理者が行うものとする。

２ 火山灰の処分・最終処分場の確保

① 火山灰の処分の方法については、関係機関との検討を踏まえ、今後詳細に決定する。

② 都は、都内で処分場の確保ができない場合に備え、広域的な処分を検討するととも

に国に働きかけていくことから、区はこの方針に従うものとする。
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第２部 大規模事故対策

第１ 総則

１ 対象災害

災害対策基本法では、自然災害の他に大規模な火災、爆発その他の大規模な事故

による被害についても災害として定義している。ここでは品川区において、発生の

可能性があり、発生した場合の危険性が高い大規模火災、危険物事故、大規模事故

（航空機事故、鉄道事故、道路・橋梁・トンネル事故等）を対象とすることとした。

２ 対策の基本的な考え方

品川区は、人口や産業が集中する都市である一方、現在も木造住宅密集地域が広

く分布しており、火災などが発生した場合には、平成 28年に発生した新潟県糸魚
川市の大規模火災になる可能性がある。また、羽田空港や調布飛行場から離発着す

る航空機が上空を通過することや 14路線 40駅の鉄道が通っていること、高速道
路や国道、都道等の複数の幹線道路が通っている等の条件から、大規模な事故が発

生する可能性がある。

図表 2-1 本計画の対象となる大規模事故災害例

大規模事故災害例（発生年） 

・新宿歌舞伎町ビル火災（2002） 

・ＪＲ九州鹿児島線列車衝突事故（2002） 

※停止中に後続の快速列車が衝突した事例 

・道央自動車道多重交通事故（2003） 

※観光バス、トラック、乗車等計 42 台による多重衝突事故 

・ブリジストン栃木工場火災（2003） 

・ＪＲ福知山線脱線事故（2005） 

・渋谷温泉施設爆発事故（2007） 

・首都高速タンクローリー横転・炎上事故（2008） 

・中央自動車道笹子トンネル崩落事故（2012） 

・港区元赤坂一丁目不発弾処理（2012） 

・平成 28年新潟県糸魚川市大規模火災（2016） 

・福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没（2016） 

・軽井沢スキーバス事故（2016） 

・アスクル倉庫火災（2017） 

・長野県消防防災ヘリコプターの墜落事故（2017） 

このため、ここでは大規模事故から区民の生命、身体及び財産を保護するため、

関係機関と連携し、大規模火災事故対策、危険物事故対策、航空機、鉄道等の事故

対策について定める。
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第２ 予防対策

１ 大規模火災対策

区は、消防機関の対策に協力し、必要に応じて火災の予防対策、建築物の防火対

策に取組む。

（１）火災の予防

ア 防火意識の普及徹底 

（ア）区民に対する防災指導 

① パンフレット、ポスター、ホームページ等各種の媒体を用いて、防

火意識の普及を図る。

② 出火防止、初期消火及び応急救護の要領について、しながわ防災体

験館等を活用し、教育や訓練を通じて、区民の防火意識と防災行動力

の向上を図る。

③ 

（イ）事業所の防火管理及び防災管理指導 

① 消防機関は、防火管理及び防災管理指導を通じて、事業所における

防火管理及び防災管理体制の充実強化を図る。

② 消防機関は、統括防火防災管理者、防火管理者、防火管理技能者、

火元責任者、その他の防火管理及び防災管理業務に従事する者に対し

て自衛消防に係る指導を行うことにより、事業所の防災行動力を向上

させる。

③ 詳細は、「震災編第４部災害対応体制」に定めるところによる。

イ 火災予防査察 

消防法第４条または第 16 条の５の規定に基づき、消防対象物または危

険物貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危

険物の貯蔵、取扱状況について、検査や質問等を行い火災予防上の欠陥事

項があれば関係者に指摘し、是正指導を徹底する。 
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（２）建築物等の防火対策

ア  一般建築物等の防火対策に関する指導方針 

① 建築物の位置、構造および設備は建築基準法関係法令、消防用設備等

は消防法関係法令に基づき、それぞれ定められた技術上の基準に適合し

た状態に施工および維持・管理するよう指導する。

② 建築物に対し、火災予防査察を実施する。

③ 小規模雑居ビルに対し、各地で発生した同種ビルの火災を受けて改正

された消防法、建築基準法および火災予防条例に基づきそれぞれ定めら

れた基準に適合させるなど、防火上の観点から必要な指導を行う｡

イ  高層建築物の防火対策（防火管理及び防災管理の充実強化）

① 地下街、超高層ビルの特性に応じた実効性のある訓練の実施、防火施

設・避難施設の適正な維持管理、実態に即した消防計画の樹立等、防火

管理及び防災管理業務の執行体制の充実強化について指導する。

② また、災害の発生時において、情報連絡、避難誘導、初期消火等の災

害活動が効果的に行われるよう、自衛消防隊の活動能力の向上を図ると

ともに、防災センターの機能の充実、さらに、ガスの漏洩による災害を

防止するため、関係施設・設備の点検・整備及び初動措置について必要

な指導を行う。

２ 危険物事故対策

都内には、石油、火薬類、高圧ガス等多数の危険物貯蔵所が存在しており、これ

らの施設で事故が発生した場合、そこで働く従業員はもとより周辺の住民にも大き

な影響が及ぶ。このため、区は、危険物等の安全対策として、関係法令に基づく危

険物の貯蔵や輸送に係る規制、取り締まり、指導を実施する。

（１）危険物施設の安全化

危険物施設については、日頃からそれぞれの関係法令等に基づき、規制、指

導等を実施し、防災体制の強化を図っていく必要がある。石油類、高圧ガス、

火薬、毒劇物、化学薬品の貯蔵、使用施設に関する安全化対策について定める。

貯蔵施設の安全化を進めるにあたり、各消防署が実施すべき対策について以

下に示す。また、関係機関は東京都地域防災計画大規模事故編に定める保安計

画を準用し、対策を進めることとする。
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＜各消防署が進める対策＞ 

１ 危険物施設（石油類施設）において実施する対策 

○通常時から危険物流出等の事故原因を究明し、改修指導及び類似事故の発生防止を図

ることにより危険物施設の健全性を確保し、大規模事故への進展を防止する。また、

危険物流出等の大規模事故が発生した際は、その原因を究明し、類似事故の発生防止

のための措置を講じる。 

○危険物事業所の自主保安体制の強化を図り、事故の未然防止と災害発生時の被害の軽

減を図るため、大規模危険物施設における防災資器材の備蓄及び訓練の実施並びに危

険物事業所間相互の応援組織の育成・充実を推進すること 

○危険物施設の位置、構造等の安全化を図るため、設置許可等にあたっては、法令で定

める用地を確保させること。 

○危険物施設については、消防法令に基づき、貯蔵し、または取り扱う危険物の種類・

数量及び施設の態様に応じ、位置、構造、設備に関する規制と、危険物の貯蔵・取扱

い及び運搬に関する規制を行い、安全化を図る。また、事故の未然防止と災害対応力

の強化等を図るため、自主保安管理等にかかわる指導を推進する。 

２ 高圧ガス、火薬、毒劇物、化学薬品等施設を含めた全ての危険物施設で実施する対策

消防法第４条または第 16 条の５の規定に基づき、消防対象物または危険物貯蔵所等

に立ち入って、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵取扱状況につ

いて、検査や質問等を行い火災予防上の欠陥事項があれば関係者に指摘し、是正指導を

徹底する。 
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（２）高圧ガス保管施設の連絡体制

高圧ガスの移動や事業所における事故に対し、出動要請を受けて応援出動す

る際の連絡体制について以下に示す。 

図表 2-2 高圧ガス保管施設の連絡体制

（３）各消防署による危険物等の輸送の安全化

ア 立入検査 

タンクローリーは、走行中のもの及び常置場所におけるものについて、

消防法第４条または第 16 条の５の規定に基づき、その位置、構造、設備

及び管理の状況並びに危険物の貯蔵取扱状況について、検査や質問等を行

い火災予防上の欠陥事項があれば関係者に指摘し、是正指導を徹底する。

イ 指導方針 

石油元売各社に対し、下記事項について指導する。 

・危険物輸送の動態に対応した輸送手段についての保安基準の遵守 

・種類別の危険度を考慮した輸送手段についての保安基準の遵守 

・安全度の高い輸送手段への移行 

（４）応急用資器材の整備

① 危険物の取扱いについては、予防・保安計画により安全対策を実施してい

るが、万一、災害が発生した場合に、二次災害を防止し、被害を最小限に止

めるためには、平常時から応急用資器材を整備し、直ちに応急対策を実施す

ることが必要である。

② 各関係機関は、東京都地域防災計画大規模事故編に定める内容に基づき、

応急用資器材の整備を図ることとする。

都 総 務 局
 総合防災部
 防災対策課

応援支部長

所属支部長 応援支部会員
警 視 庁 

関東東北産業保安監督部

災 害 発 生 場 所
（ 事 業 所 等 ）

東京消防庁 経済産業省 

東京都高圧ガス地域防災協議会 
・(公社)東京都高圧ガス保安協会
・(一社)東京都 LP ガス協会 
・(一社)東京都 LP ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ協会

・都環境局環境改善部 
  環境保安課 
・多摩環境事務所管理課 
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３ 大規模事故対策

区は、大規模事故災害時において関係機関と円滑な情報共有を行うため、平素よ

り連絡体制の整備に努める。関係機関が中心となって進める対策について、航空機

事故、鉄道事故、道路・橋梁・トンネル事故別で整理した結果を以下に示す。

（１）航空機事故対策

航空機による墜落・衝突事故等を防止するため、関係機関は次の保安対策を

講ずる。

ア 都港湾局 

① ヘリポート内における航空機の安全な運航を確保するため、ヘリポー

ト施設(滑走路、エプロン及び保安施設等)の維持管理を行う。

② 空港内における航空機の安全な運航を確保するため、飛行場施設(滑

走路、エプロン及び保安施設等)の維持管理を行う。

イ 東京空港事務所 

① 空港内における航空機の安全な運行を確保するため、飛行場施設(滑

走路、エプロン及び保安施設等)の維持管理を行う。

② 空港に離発着する航空機及びその周辺空域を航行する航空機の安全

と円滑な運行を確保するため、必要な措置を講ずる。

（２）鉄道事故対策

列車の衝突、脱線等の鉄道事故を防止し、人命の安全及び輸送の確保を図る

ため関係機関は次の安全対策を行う。

図表 2-3 各鉄道機関の役割

機関名 役 割 

ＪＲ東日本 事故災害を予防し、人命の安全、輸送を確保するため、下記のとお

り車両の安全や地上施設の改良整備の推進を図るとともに、列車を安

全運行できるよう列車の運行にかかわる人員に対して、継続的な安全

教育を実施する。  

１ 車両や線路などの検査基準及び関係法令等に基づく定期または

随時保守点検を実施する。  

２ 橋りょうや停車場、建物なども保守点検を継続的に実施すると

共に、耐震性の確保を図る。  

３ 信号装置、連動装置、転てつ装置、自動列車停止装置、放送装

置、消火設備等の保安設備の整備及び改良を推進する。 

東急電鉄 ○建造物の点検については土木実施基準等関係法令に基づき２年に１

回定期検査を行い、必要に応じ補修、改良等を実施する。  

○田園都市線、大井町線、こどもの国線、東横線、目黒線には自動列

車制御装置(ATC)を、池上線、東急多摩川線には自動列車停止装置

(ATS)を装備し、列車の安全確保を図っている。  

京急電鉄 踏切道の連続立体化工事を進めているほか、次の保安装置を装備し
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機関名 役 割 

 事故の未然防止に努めている。 

１ 自動列車停止装置(ATS) 

２ 列車無線装置 

３ 踏切支障報知装 

４ ガードアングル(脱線防止ガード) 

半径 300 メートル以下の曲線及び、自動車が通行する全踏切道

の列車が進出する方向に設置している。 

都交通局 ○鉄道輸送における安全の確保を図るため、人的、物的の両面におい

て取扱いに関する多角的な保安対策を講じ、列車衝突、列車火災、

列車脱線等の重大事故の発生を未然に防止する。  

１ 保安対策  

信号装置、連動装置、転てつ装置、自動列車制御装置、自動列

車停止装置、自動列車運転装置、列車集中制御装置、車無線電話、

放送装置、消火設備等を整備して、列車運転の安全を期する。  

２ 脱線防止ガードの設置  

平成 12 年(2000 年)３月に運輸省(現国土交通省)から出された

緊急措置の通達及び平成12年(2000年)10月の緊急通達に基づき、

安全の確保を図っている。  

３ 設備及び規程等の整備  

保安設置その他の設備に対して検査、保守等を行い、機能の保

持に努めるとともに、運転取扱いに関する規程等の整備 を図り、

安全の確保を図る。  

東京メトロ ○列車の衝突、脱線等の鉄道事故を防止し、人命の安全および輸送の

確保を図るため、次の対策を実施する。 

１ 保安対策 

運行管理システム、電力管理システム、車両情報管理システム、

施設管理情報システム、自動列車制御装置、自動列車運転装置、

信号装置、連動装置、転てつ装置、列車無線装置列車防護装置、

脱線防止ガード等を整備して、列車運転の安全・安定輸送を図る。

２ 設備および規定等の整備 

保安設備およびその他の設備に対し検査及び整備等を行い、機

能の保持に努めるとともに、省令の改正に併せ、運転取いに関す

る規程、整備実施基準等の整備を行い、定期的な教育を実施し安

全の確保を図る。 

東京モノレー

ル 

○大規模事故が発生した場合、直ちに事故対策本部を設置し、人命の

安全と救助に努め、輸送の早期回復と事故の拡大防止を講ずる。な

お、次の事項について関係箇所に報告する。 

１ 事故の状況、復旧見込時間 

２ 復旧作業中は、その進ちょく状況 

３ 死傷者の救援状況及び旅客の状況 
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機関名 役 割 

４ 列車の運転状況、振替輸送及び代替輸送中はその状況 

５ その他必要事項 

旅客に対しては各駅の放送、車内放送及び掲示板等によりおお

むね次の事項を情報伝達する。また、必要に応じて報道機関等に

も伝達する。 

（１）事故の状況、復旧対策、復旧見込時間 

（２）列車の運転計画 

（３）振替輸送、代替輸送並びにその経路 

（４）その他必要事項 

東京臨海高速

鉄道 

○輸送の安全確保を図るため、次の運転保安設備等により事故の未然

防止に努めている。 

１ 運行管理システム(PTC) 

２ 列車無線装置 

３ 自動列車停止装置 

（３）道路・橋梁・トンネル災害対策

人命の安全および輸送の確保を図るため、関係機関は、東京都地域防災計画

大規模事故編に定める関係機関の役割に準じて、安全対策を行う。
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図表 2-4 道路・橋梁事故に係る関係機関の役割

機関名 役 割 

関東地方整備局

東京国道事務所 

東京国道事務所が所管する道路について、安全性確保のため、次

の措置を講ずる。 

１ 定期的な安全点検の実施 

２ 応急・復旧措置訓練 

３ 関係機関との緊密な情報連絡体制の確保 

４ 事故多発箇所の施設改善 

東日本高速道路 中／東日本高速道路防災業務計画に定める災害予防に基づき、未

然に災害を防止し、または災害が発生した場合においても被害を最

小限にとどめるため、平常時から高速道路等の計画的に点検を実施

するなど保全管理に努める。 

また、事故が多発する箇所の安全対策を検討し、実施に努める。 

中日本高速道路 

首都高速道路 ○防災業務計画に基づき未然に災害を防止し、または被害を最小限

にとどめるため、平常時から路面状況や道路施設等の  きめ細か

な点検と補修を行う。また、事故多発地点を中心に大型注意喚起

板、渋滞末尾情報板の設置等の交通安全対策を行う。さらに関係

機関と協力して取締り・啓発活動を行う。 

都建設局 ○都建設局が所管する道路について、大規模事故の発生を未然に防

止するため、次の措置を講ずる。 

１ 定期的な安全点検の実施及び適切な措置 

２ 事故多発箇所の施設改善 

○万一、大規模事故が発生した場合においても、被害を最小限にす

るため、次の措置を講ずる。 

１ 応急措置訓練の実施 

２ 関係機関との緊密な情報連絡体制の確保 

警視庁 ○事故多発箇所における表示板等の設置交通安全指導の徹底 

区 ○所管する道路について、安全点検や補修、改修を行うなど、平常

時から道路の安全確保に努める。 
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図表 2-5 トンネル内の事故防止に係る関係機関の役割

機関名 役 割 

東日本高速道路 ○トンネノレ内に火災検知器等の通報・警報設備や消火設備を設置

している。また、トンネル延長及び交通量に応じて、トンネル内

の遠方監視設備を設置し、道路管制センターにおいて監視を実施

している。 

○トンネル内で、異常が発生した場合に、 トンネノレに進入しよう

とする車両に対する情報提供のためトンネル入口情報板を運用し

ている。 

○停電時に非常用設備の機能を維持するため、自家発電設備等を設

置している。 

中日本高速道路 ○「道路トンネル非常用施設設置基準」に基づき、延長及び交通量

によって区分されるトンネル等級に応じ、通報・警報設備、消火

設備等の非常用施設を設置している。 

首都高速道路 ○トンネル内には、通報・警報設備や消火設備、災害を監視する監

視用テレビ装置等の各設備を設置している。また万一、災害が発

生した場合には、管制室で各設備を制御し、被害を最小限に抑え

るとともに、利用者へ警報を発令し、避難設備によって安全を確

保する。 

都建設局 ○「道路トンネル非常用施設設置基準」に基づき、延長および交通

量によって区分されるトンネル等級に応じ、通報・警報設備、消

火設備等の非常用施設を設置している。 

都港湾局 ○トンネル内には、消火設備、通報・警報設備等の防災設備を設置

している。 

○停電に備え自家発電設備を設けている。 

第３ 応急・復旧対策

１ 初動体制

火災、危険物の漏えい及び爆発等の危険性が切迫するとき及びそれらに関する事

故発生時には、各関係機関から情報の第一報が通報される。通報により、情報収集

活動を実施し、状況に応じて、避難の勧告・指示、各関係機関で行われる医療救護

活動の支援等を行う。また、必要により責任者を定めて現地連絡所を開設し、迅速

な情報収集、指揮命令系統を確立する。なお、避難所開設の必要性等の対応は、各

関係機関の活動状況を考慮に入れながら判断する。
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（１）区災害対策本部の活動

・情報収集活動

・医療救護活動

・避難所運営

・救助物資払出、輸送

・遺体収容場所確保、収容及び搬送

・広報情報提供活動

（２）消防機関の活動

① 関係事業所の管理者等に対し、危険物施設の実態に応じた措置を講ずるよ

う指導する。

② 必要に応じて、応急措置命令等を実施する。

③ 災害の進展等により、区民を避難させる必要がある場合、区への通報する。

④ 人命危険が著しく切迫し、通報するいとまのない場合の関係機関と連携し

た避難勧告または指示および区へのその内容を通報する。

⑤ 事故時の広報活動および警戒区域に対する規制を行う。

⑥ 災害応急対策を実施する（消火や負傷者および被災者の早期救出救助等）。

（３）警察機関の活動

ア 被害状況の調査、危険物の把握 

危険物の保管場所等に警察官を派遣して、被害状況の調査を行い、被害

発生の有無、被害発生時の被害拡大の可能性、危険物の種類および量等の

把握を行う。 

イ 管理者への被害拡大防止の要請 

場所等の管理者に対し、火気の使用禁止、危険物の移動禁止、漏出防止

措置、立入禁止措置、現場広報等の要請を行う。 

ウ 交通規制、警戒区域の設定 

危険物の爆発、漏出等の被害が発生し、または発生しようとしている場

合において、交通規制および警戒区域の設定を行う。 

エ 救出救助活動 

二次災害に配慮した負傷者および被災者の早期救出救助に当たる。 

オ 関係機関への連絡通報 

危険物に関する被害発生等を認知した場合は、関係防災機関に対する連

絡通報を行い、連携して対応する。 
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２ 情報の収集・伝達

① 事故災害時に各防災機関は、情報連絡体制をとり、被害状況の把握、広報、広

聴等を行う。

② 大規模事故等発生の際の災害対策については、事業者、施設管理者等の当事者

機関による対応を原則とするが、大規模災害対策として、広域的、総合的な災害

応急対策が必要と考えられる場合の情報連絡体制については、次のとおりである

図表 2-6 大規模事故等に係る通報経路図

（１）情報連絡体制

都本部に対する情報連絡は、東京都防災行政無線を使用する。

① 災害の状況により都本部に連絡することができない場合は、災害対策基本

法に基づき政府の緊急災害現地対策本部または国(総務省消防庁)に対して

直接連絡する。

② 防災行政無線またはその他の手段により、区内の関係機関およびその他重

要な施設管理者との通信を確保する。

（２）通信連絡態勢の確立

区、関係機関は通信連絡態勢を、次のとおり確立する。

品川区 
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① 区および関係機関は、情報の収集、伝達に関する直接の責任者として正副

各１名の通信連絡責任者を選任する。また、通信連絡責任者は、通信連絡事

務従事者をあらかじめ指名しておく。

② 区および関係機関は、夜間、休日を含め、常時、都と通信連絡が開始でき

るよう必要な人員を配置する。

③ 通信連絡の方法は、原則として、東京都防災行政無線の電話、ＦＡＸ、シ

ステム端末および画像端末を使用して行うほか、携帯電話、衛生携帯電話等

の通信手段の活用も図る。

３ 広報・広聴活動

区は、管内の地域等で大規模な事故が発生し、状況により広報活動を実施する必

要があると考えられる場合は、直ちに警察署、消防署、その他現地の関係機関と密

接な連絡のもと広報を行う。詳細については、「震災編第５部情報通信」に定める

ところによる。

４ 救急・救助・医療

（１）医療救護活動支援

大規模事故等により多数の傷病者が発生、若しくは災害発生の第一報からそ

の発生が見込まれるときは、情報収集活動とともに、医療救護支援活動を実施

する。医療救護支援活動では、緊急医療救護所を開設し、医師会等と連携をと

りながら、支援活動を実施する。また、状況に応じては、都に医療救護班の応

援派遣を要請する。

（２）消防関係

大規模な事故等が発生した場合において、それらの事象から生命、身体及び

財産を保護するため、関係機関と連携の下、機能を十分に発揮して部隊等を運

用し、災害等による被害の軽減を図るとともに、人命救助及び救急活動を実施

する。
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５ 避難対策

① 避難、立ち退きの勧告及び指示の基準は、原則として次のとおりである。

・火災が延焼拡大し、人命に及ぼす危険性が大きいと予想されるとき、同時多

発の火災が延焼拡大し、ふく射熱等により人命に及ぼす危険性が著しく大き

いと予想されるとき

・危険物、高圧ガス、有毒ガス等の流出拡散により、人命に及ぼす危険性が高

いと予想されるとき

・爆発の恐れがあるとき

・その他、住民の生命および身体を災害から保護するため、必要と認められた

とき

② 区内において、危険が切迫した場合には、区長は、管轄警察署長及び消防署長

と協議の上、地域、避難先を定めて避難の勧告又は指示を行う。この場合、区長

は直ちに知事に報告する。併せて、避難所の開設や区民の保護を行うこととする。

③ また、災害が発生し、まさに発生しようとしている場合において、人の生命身

体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、区長は警戒区

域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への立入り

を制限し、若しくは禁止し又は当該区域からの退去を命ずる。なお、避難所の開

設場所については、災害の状況等を勘案し決定する。

④ その他、化学物質関連施設においては、破損、漏洩している機器の調査・確認、

PCB汚染の表示等について、事業者と情報共有しながら応急措置を進める。

６ 交通・輸送対策

（１）交通対策

大規模な事故災害において、警察機関や海上保安部等と連携し、交通の秩序

を維持する。交通対策の詳細は、「震災編第６部物資・備蓄対策」の定めると

ころによる。

（２）輸送対策

災害時における避難者の緊急輸送に向け、緊急通行車両の確保や大体交通手

段の確保等を行う。区で調達する緊急通行車両が不足した場合、都へ調達あっ

旋を要請する。輸送対策の詳細は、「震災編第６部物資・備蓄対策」の定める

ところによる。

７ 危険物輸送車両等の応急対策

（１）危険物輸送車両の応急対策

ア 区 

事故時には必要に応じ、次の措置を実施する。 

・住民に対する避難の勧告または指示 

・住民の避難誘導 

・避難所の開設、避難住民の保護 

・情報提供、関係機関との連絡 
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イ 事業者等 

事故等により、危険が想定される場合は、関係機関への通報等、応急措

置を実施する。 

（２）流出油の応急対策

ア 区 

① 沿岸住民に対する火気管理の徹底指導および災害状況の周知を実施

する。

② 陸上への被害拡大防止を講ずる。

③ 沿岸住民に対する避難勧告および指示を発令する。

イ 東京海上保安部 

① 災害発生時の作業態勢（初期消火および延焼防止措置、油処理剤、消

火剤、オイルフェンス等の応急資材の調達輸送等）

② 船舶の交通の制限（航行の制限または禁止、港内在泊船舶に対する避

難勧告および移動命令、その他必要な交通整理）

③ その他（港内および付近海域における火気の禁止または制限、漁業組

合等に対する防災措置の指導、協力要請）

８ 自衛隊の派遣要請

自衛隊の派遣要請は、「震災編第４部災害対応体制」の定めるところによる。
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９ 事故別の主な災害対応（防災関係機関の役割）

（１）危険物事故対策時における関係機関の役割

担当 役割 

危険物等事故応急対

策の活動体制確立 

区 職員を配備する 

区災害対策本部を設置する 

危険物取扱事業者 危険物取扱事業者の体制を整える 

日本赤十字社、医師会 防災関係機関の活動体制を整える 

危険物等事故に係る

情報の収集・伝達 

区 事故発生時の情報収集を行う 

事故の状況を都へ報告する 

危険物を東京消防庁へ報告する 

国 危険物等事故情報を都へ連絡する 

危険物等事故の拡大

防止対策の実施 

危険物取扱事業者 応急点検，応急措置を実施する 

区、防災関係機関 危険物等事故の拡大防止対策を実施する 

広報・広聴活動 区 情報の収集と公表の一元化を図る 

事故に関する広報を実施する 

区、危険物取扱事業者 各種問合せに対応する 

臨時被害相談所等の設置に協力する 

臨時被害相談所等を設置する 

相談業務を実施し，早期解決に努める 

救助、救急、医療救

護、消火活動 

危険物取扱事業者 

消防機関、警察機関 

事故発生直後の救助活動を実施する 

救助情報の収集・共有を図る 

救助活動を実施する 

他の公共団体等へ応援を要請する 

区、医師会、消防機関 救護所を設置し負傷者の応急手当を行う 

トリアージを実施する 

後方医療機関に搬送する 

他の公共団体に応援隊の派遣を要請する 

ヘリコプターによる搬送を行う 

消防機関、危険物取扱事

業者 

消火活動を行う 

避難対策 区、消防機関、警察機関 避難勧告・指示を発令する 

避難誘導を行う 

避難所を開設する 

避難所を運営する 

要配慮者に対応する 

交通・輸送対策 警察機関、道路管理者 「通行禁止区域等」を指定する 

通行規制を実施する 

区、警察機関 緊急通行車両の確認を行う 

緊急輸送を行う 

自衛隊の派遣要請 区 自衛隊の派遣を要請する 
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（２）航空機事故時における関係機関の役割

担当 役割 

航空事故応急対策の

活動体制確立 

区 職員を配備する 

区災害対策本部を設置する 

東京航空局 東京航空局の体制を整える 

日本赤十字社，医師会 防災関係機関の活動体制を整える 

航空事故情報の収

集・伝達 

航空運送事業者 緊急事態又は航空事故を連絡する 

東京航空局 

事故発生の予想を連絡する 

事故発生（又はそのおそれ）を連絡する 

区 事故発生時の情報収集を行う 

事故発生時の通信連絡を行う 

事故の状況を都へ報告する 

航空機火災を東京消防庁へ報告する 

広報・広聴活動 区 情報の収集と公表の一元化を図る 

事故に関する広報を実施する 

区、航空運送事業者 各種問合せに対応する 

臨時被害相談所等の設置に協力する 

臨時被害相談所等を設置する 

相談業務を実施し，早期解決に努める 

救助、救急、医療救

護、消火活動 

消防機関 

警察機関 

捜索，救助情報の収集・共有を図る 

捜索，救助活動を実施する 

他の公共団体等へ応援を要請する 

区、医師会、消防機関 救護所を設置し負傷者の応急手当を行う 

トリアージを実施する 

後方医療機関に搬送する 

他の公共団体に応援隊の派遣を要請する 

ヘリコプターによる搬送を行う 

消防機関 消火活動を行う 

避難対策 区、消防機関、警察機関 避難勧告・指示を発令する 

避難誘導を行う 

避難所を開設する 

避難所を運営する 

要配慮者に対応する 

交通・輸送対策 警察機関、道路管理者 「通行禁止区域等」を指定する 

通行規制を実施する 

区、警察機関 緊急通行車両の確認を行う 

緊急輸送を行う 

自衛隊の派遣要請 区 自衛隊の派遣を要請する 
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（３）鉄道事故時における関係機関の役割

担当 役割 

鉄道事故応急対策の

活動体制確立 

区 職員を配備する 

区災害対策本部を設置する 

鉄道事業者 鉄道事業者の体制を整える 

日本赤十字社，医師会 防災関係機関の活動体制を整える 

鉄道事故情報の収

集・伝達 

鉄道事業者 事故発生（又はそのおそれ）を連絡する 

区 事故発生時の情報収集を行う 

事故発生時の通信連絡を行う 

事故の状況を都へ報告する 

列車火災を東京消防庁へ報告する 

広報・広聴活動 区 情報の収集と公表の一元化を図る 

事故に関する広報を実施する 

区、鉄道事業者 各種問合せに対応する 

臨時被害相談所等の設置に協力する 

臨時被害相談所等を設置する 

相談業務を実施し，早期解決に努める 

救助、救急、医療救

護、消火活動 

消防機関 

警察機関 

鉄道事業者 

事故発生直後の救助活動を実施する 

救助情報の収集・共有を図る 

救助活動を実施する 

他の公共団体等へ応援を要請する 

区、医師会、消防機関 救護所を設置し負傷者の応急手当を行う 

トリアージを実施する 

後方医療機関に搬送する 

他の公共団体等に応援隊の派遣を要請する

ヘリコプターによる搬送を行う 

消防機関、鉄道事業者 消火活動を行う 

初期消火活動に協力する 

避難対策 区、消防機関、警察機関 避難勧告・指示を発令する 

避難誘導を行う 

避難所を開設する 

避難所を運営する 

要配慮者に対応する 

交通・輸送対策 警察機関、道路管理者、

鉄道事業者 

「通行禁止区域等」を指定する 

通行規制を実施する 

道路交通の混乱防止の協力要請を行う 

区、警察機関、鉄道事業

者 

緊急通行車両の確認を行う 

緊急輸送を行う 

代替交通手段を確保する 

自衛隊の派遣要請 区 自衛隊の派遣を要請する 
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（４）道路・橋梁・トンネル事故時における関係機関の役割

担当 役割 

道路事故応急対策の

活動体制確立 

区 職員を配備する 

区災害対策本部を設置する 

道路管理者 道路管理者の体制を整える 

日本赤十字社、医師会 防災関係機関の活動体制を整える 

道路事故情報の収

集・伝達 道路管理者 

被害状況の情報収集を行う 

事故発生（又はそのおそれ）を連絡する 

再発防止のための緊急点検を実施する 

区 事故発生時の情報収集を行う 

事故発生時の通信連絡を行う 

事故の状況を都へ報告する 

トンネル内車両火災を消防庁へ報告する 

広報・広聴活動 区 情報の収集と公表の一元化を図る 

事故に関する広報を実施する 

区、道路管理者 各種問合せに対応する 

臨時被害相談所等の設置に協力する 

臨時被害相談所等を設置する 

相談業務を実施し，早期解決に努める 

救助、救急、医療救

護，消火活動 

消防機関 

警察機関 

鉄道事業者 

事故発生直後の救助活動を実施する 

救助情報の収集・共有を図る 

救助活動を実施する 

他の公共団体等へ応援を要請する 

区、医師会、消防機関 救護所を設置し負傷者の応急手当を行う 

トリアージを実施する 

後方医療機関に搬送する 

他の公共団体等に応援隊の派遣を要請する

ヘリコプターによる搬送を行う 

消防機関 

道路管理者 

消火活動を行う 

初期消火活動に協力する 

危険物による二次災害防止に努める 

避難対策 区、消防機関、警察機関 避難勧告・指示を発令する 

避難誘導を行う 

避難所を開設する 

避難所を運営する 

要配慮者に対応する 

交通・輸送対策 警察機関、道路管理者 「通行禁止区域等」を指定する 

通行規制を実施する 

障害物の除去や応急復旧を行う 

区、警察機関 緊急通行車両の確認を行う 

緊急輸送を行う 

自衛隊の派遣要請 区 自衛隊の派遣を要請する 
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（５）流出油等対策

東京海上保安部は、船舶、海洋施設または、その他の施設から海上に大量の

油等が流出したときは、防除措置を講ずべき者が必要な措置を講じていない、

または防除措置を講ずべき者のみでは防除が困難な場合、自ら応急防除作業を

実施する。特に必要があると認めるときは、海洋汚染等および海上災害の防止

に関する法律第 41条の２に基づき、関係行政機関の長または関係地方公共団
体の長その他執行機関に対し、排出された油等の防除その他の海洋汚染を防止

するための必要な措置を講ずることを要請するとともに、次に掲げる措置を講

じる。

ア 調査および指導 

流出油等の防除措置を講ずるべき者が実施している防除措置を効果的

に実施させるため、巡視船艇等により流出油等の状況、防除作業の実施状

況等を総合的に調査、把握し、作業の分担、作業の方法等防除作業に必要

な事項について指導を行う。 

イ 防除措置の指示等 

流出油等の防除措置を講ずべき者が、その措置を講じていないと認めら

れるときは、必要に応じこれらの者に対し、防除措置を講ずべきことを命

じまたは、独立行政法人海上災害防止センターに防除措置を講じることを

指示する。 

ウ 沿岸漂着油の除去 

都および港湾、漁港、河川および海岸の管理者による、沿岸に漂着した

油等の除去のための作業に際して、必要な応急資機材の緊急輸送等に協力

する。 

エ 災害発生の措置 

災害発生時における関係各機関のとるべき措置は、次表のとおりとする。 
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図表 2-7 流出油事故時における各関係機関の対応

東京海上保安部 東京消防庁 警視庁 区 

災

害

発

生

時

の

作

業

態

勢 

１ 船舶・航空機

による状況確認

を実施するとと

もに、関係各機

関との情報連絡

体制を密とし、

救助・防除体制

を確立する。 

  災害が発生した

場合はただちに関

係機関の通報連絡

体制を確立し、救

助活動の推進を図

る。 

２ 人命救助 

関係機関と協力し、負傷者、被災者等の救出救助、避

難誘導にあたる。 

３ 遭難船に対す

る災害局限措置

の指導 

（１）流出油箇所

の閉鎖 

（２）原因者手配

による資器

材による防

除活動 

（３）積荷油等の

抜き取りま

たは移送 

４ 初期消火および延焼防止 

火災が発生した場合の初期消火および延焼防止措置を

行う。 

５ 警戒ならびに立入制限等 

（１）海面流出油等の警戒および拡散

状況の調査ならびに事故再発防止

にあたる。 

（２）現場への立入禁止、制限および

付近の警戒にあたる。 

関係機関と協力

して必要な情報の

収集ならびに現場

の状況調査、現場

への立入禁止、制

限および付近の警

戒にあたる。 

６ 応急資器材の調達輸送 

油処理剤、消火剤、オイルフェン

ス、その他の応急資器材の調達輸送

をする。 

関係機関と協力

して消火に必要な

資器材の緊急輸送

に協力する。 
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東京海上保安部 東京消防庁 警視庁 区 

災

害

発

生

時

の

作

業

態

勢 

７ オイルフェンスの展張 

関係機関と協力し、流出油等の拡

散を防止するため、遭難船等の付近

へ展張する。 

８ 流出油等の回収等 

流出油等処理のため油回収船、油

吸着材、油処理剤等による流出油等

処理作業の指導 

９ 沿岸漂着油の

除去 

都および港湾

等の管理者によ

る除去作業に際

して、必要な応

急資機材の緊急

輸送等に協力す

る。 

10 遭難船の移動

手配指導、遭難

船を安全海域へ

移動するため曳

船の手配および

曳航の指導、助

言を行う。 

状況により遭難船の移動について関

係機関へ要請するとともに、特に内河

川にあっては安全区域へ移動するため

曳船の手配および曳航 

11 タンカーバー

ジによる残油瀬

取りの指導、助

言を行う。 

タンカーバージ

による残油瀬取り

を関係機関へ要請

する。 

12 被害の拡大防止のため船艇、航空機の動員および関係

機関に対する出動要請を行う。 

自衛隊の出動要

請 

人命救助、被害

の拡大防止等応急

措置のための出動

要請 

13 その他の応急措置  その他 

関係機関に対す

る協力要請 
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東京海上保安部 東京消防庁 警視庁 区 

船

舶

の

交

通

規

制 

１ 航行の制限ま

たは禁止 

関係機関として協力して危険水域付

近に、警備艇および消防艇を配置して、

海上または河川における船舶、船艇、

筏等の通行禁止、制限および避難等の

処置をとる。 

２ 港内在泊船に

対する避難勧告

および移動命令 

３ その他必要な

交通管制 

そ

の

他 

１ 港内および付

近海域における

火気の禁止また

は制限 

海上および河川における火気使用禁

止、その他必要な広報を行うとともに、

関係機関に協力を要請する。 

２ 東京港排出油

等防除協議会の

連絡網により事

故発生情報等を

会員に周知する

等、必要な措置

を講じる。 

３ 関係機関と協力し、沿岸住民およ

び危険物貯蔵所等に対し、火気管理

の指導、その他必要な広報を行う。 

関係機関と協力

し、沿岸住民に対

する火気管理の徹

底指導および災害

状況の周知 

 ４ 沿岸住民への

被害拡大防止措

置の指導 

 関係機関と協力

して陸上への被害

拡大防止 

 ５ 関係機関と協力し、沿岸住民に対

する避難勧告、退去命令の伝達およ

び避難誘導にあたる。 

関係機関と協力

し、沿岸住民に対

する避難勧告およ

び指示 

 ６ 危険物貯蔵所

の自衛措置の強

化指導 

７ 漁業組合等に

対する防災措置

の指導、協力要

請を行う。 

８ 沿岸漂流油の

処分 

ポンプ車隊を

派遣し、流出油

の引火防止を図

るため流出油の

拡散除去等を行

う。 

 ９ 沿岸危険区域における交通の禁止

および制限を行う。 

 10 その他必要な

措置を行う。 

 その他必要な措

置を行う。 



第５編 災害復興計画編 
本編では、震災復興に係る内容を中心に示すものである。 

ただし、他災害時の復興段階においても、本編の内容の「震災」を「災害」

と読み替え進めていくことを基本とする。 

【用語の定義】 

①時限的市街地 

時限的な生活の場として、応急仮設住宅、店舗、事業所や利用可能な残存建築物から

成る仮設市街地の整備をいう。 

②復興対象地区 

計画的な市街地復興に向けて区が指定する地区をいう。重点復興地区、復興促進地区、

復興誘導地区に分類される。各地区の指定基準を以下に示す。 

○重点復興地区 

 ・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われておらず大被害であり、復興を契

機として抜本的、面的な復興事業を実施することが適当な地区 

・過去の土地区画整理事業等の面的整備の有無に関わらず、中被害であっても、重

要な復興課題、都市計画上の拠点的な位置付けがあり、市街地の再整備も含め復

興を契機としてモデル的な復興事業導入を図ることが適当な地区 

○復興促進地区 

・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われておらず中被害であり、線的な復

興事業を実施することが適当な地区 

・過去に土地区画整理事業等の面的整備が行われているが大被害又は中被害であり、

部分的な復興事業の導入、被災者個人による自力復興を進めることが適当な地区 

○復興誘導地区

・被災が散在的に見られる地区で被災者個人による自力復興を図ることが適切な地

区
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第１ 総則

○復興に向けた基本的な考え方を整理するとともに、平素から震災復興マニュアルを策定

し、災害時における円滑な対応に努める。

１ 震災復興の基本的な考え方

① くらしや仕事など、被災者の一日も早い生活再建や安定を図る「生活復興」と建築

物や公共施設等を復旧するだけでなく、防災性を一層向上させ、震災に強い都市づく

りを進める「都市復興」からなっている。

② 震災に対しては、被災者自らが立ち上がることが必要である。しかし、個人の力で

は、解決が困難な様々な課題を、「地域が持っている力（地域力）」を活かした住民主

体の復興が大きな力を発揮する。行政はこの力を助け支えるため、区民と問題を共有

し、自助・共助・公助の連携を図っていくことが大切である。

２ 震災復興マ二ュアルの見直し

① 震災復興マニュアルとは、復興の全体像とプロセスを示し、区民が復興に向けて行

動する際の選択・判断基準等を示し、復興をできるかぎり速やかに、かつ円滑に進め

るために実践的な行動内容・手順をあらかじめ示したものである。

② 東京都が作成した「東京都震災復興マニュアル（復興施策編・復興プロセス編）」を

参考とし、平成 20年度に品川区震災復興マニュアルを策定した。
③ 大規模な地震による甚大な被害に対して、復興に向けた迅速な対応をとれるように

するために、東日本大震災の知見を踏まえ、復興の全体像や震災直後から復興に向け

て行政がなすべき行動や事業等を定める震災復興マニュアルの見直しを検討する。

第２ 震災復興計画

○被災者の一日も早い生活復興および震災に強い都市づくりのための都市復興を目的と

し、復興本部の設置、震災復興計画の策定を進める。

１ 復興本部の設置

① 区長は、地震により被害を受けた地域が相当の範囲におよび、震災復興に関わる事

業を迅速かつ円滑に推進する必要があると認める場合に品川区震災復興本部を設置す

る。

② 本部の関連組織および分掌事務については、別途定めるものとし、区災害対策本部

と緊密に連携をとりながら震災復興に関わる事業を推進する。

２ 震災復興計画の策定

① 復興計画は、過去の災害の教訓を生かして、次の大震災に備え、新しい理念に基づ

いた災害に強い都市を再建するためのマスタープランである。

② 復興計画の策定に当たっては、①くらしのいち早い再建と安定、②安全で快適な生

活環境づくり、などを念頭に入れ、災害復興に向けた取組みの方針を策定していく。

③ 復興計画は、円滑な都市づくりのための都市復興基本計画の策定、推進および生活

復興に向けた住宅復興、産業復興、くらしの復興のための各種事業の推進を中心に計

画内容を検討する。
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第３ 都市復興

○被災後の都市復興の方針を示した復興基本方針を策定し、建築制限、時限的市街地づく

り、復興対象地区の指定等について進める。 

○大規模な災害を受けた地区を災害に強く、良好な環境へ復興するために、都市復興基本

計画（骨子案）および復興都市計画を策定した上で、都市復興基本計画を策定する。

震災復興計画の都市復興分野に係る事業推進のため、都市復興基本方針、都市復興基本

計画策定の流れについて以下に示す。詳細については、「品川区震災復興マニュアル」に

定めるところによる。

１ 都市復興基本方針の策定等

  被災後、速やかに都市復興の方向性を示すため、被災後２週間以内を目処に都市復興

基本方針を策定する。家屋被害状況調査、建築制限の設定内容を踏まえ、公表する。ま

た、都市復興基本方針等踏まえて、計画的な市街地形成を進めるために必要となる復興

対象地区について指定する。 

（１）建築制限の実施

① 被災の激しい地区を対象に建築基準法に基づく建築制限を実施する。このため、

建築制限区域原案を作成し東京都と制限区域の調整をする。

② 東京都は建築制限の区域区域指定を都全体として行う。区は、区民の理解と協力

が得られるよう、きめ細やかな相談や支援および適切な情報提供を行う建築相談

センターを開設する。

（２）時限的市街地づくり

区は都と協力して被災した区民の復興に至るまでの一時的な生活の場として時限

的市街地の建設を支援する。時限的市街地は、仮設の住宅や店舗等と利用可能な残

存建物で構成する。

（３）復興対象地区の指定

① 被災状況の全体像が明らかになる被災後 1ヶ月を目途に復興対象地区の指定を
行う。

② また、重点復興地区および復興促進地区内において、緊急かつ健全な復興を行う

必要がある区域については、「被災市街地復興特別措置法」に基づき、被災市街地

復興推進地域に指定する。

２ 都市復興基本計画の策定

① 大規模な災害を受けた地区を、災害に強く良好な環境へ復興するために、都市復興

基本計画を立案・策定する。

② 地区の被害の状況、被災前からの地域特性によって、復興に向けた実現手法、まち

の復興イメージが異なることから、被害の程度、被災前の基盤整備状況等の指標によ

って地区を区分し、各々の地区ごとの都市復興基本計画を立案・策定する。

（１）都市復興基本計画（骨子案）の公表

区が取組む都市復興の方向性を示した「都市復興基本計画」の骨子案を作成し、

区民に周知する。
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（２）復興都市計画の策定

区民の視点からのまちづくり提案を生かしつつ、復興対象地区ごとに復興まちづ

くりの方向性を示した「復興まちづくり計画」、具体的な都市計画事業の内容を示し

た「復興都市計画」および「復興誘導地区におけるまちづくり方針」を策定する。

（３）都市復興基本計画の策定

「復興都市計画」での復興の考え方を「都市復興基本計画」骨子案に追記して、

区全域における都市づくり部門の復興基本計画となる「都市復興基本計画」を策定

する。

第４ 生活復興

○一日も早い生活の再建に向け、都に協力し、住宅、産業、くらしの３つの視点から各種

支援施策を進める。

震災復興計画の生活復興分野に係る事業推進のため、住宅復興、産業復興、くらしの復

興に係る対策を以下に示す。詳細については、「品川区震災復興マニュアル」に定めると

ころによる。

１ 住宅復興

本格復興に際しては、過去の震災での経験も踏まえ、都が行う自力での再建に関する

情報提供や被災者の相談に対応できる体制整備に係る施策に対する協力、支援を行う。 

（１）民間住宅の供給支援

都が行う被災者の自立再建に向けた良質な民間賃貸住宅、分譲のマンションや戸

建て住宅の供給に係る事務に協力する。

（２）公的住宅の供給支援

都が行う公共住宅等の新築・建替え、公共住宅等の買取り・借上げ、公社・機構

住宅の機構促進等に係る事務に協力する。

２ 産業復興

事業再開に係る一時的事業スペースの確保支援、事業再開に対する資金支援や取引の

あっ旋等の対策を検討する。また、失業者への安定雇用に係る支援や、物流の安定化に

向けた検討を進める。 

３ くらしの復興

生活の側面から「復興」を考えると、一日も早く被災者のくらしを震災前の状態に戻

し、その安定を図ることが必要である。そのため、都が中心となって行う福祉、保健、

医療、文化・社会教育、消費生活、ボランティア等や専門家との連携（ニーズに応じた

ボランティア派遣や専門家による復興まちづくり支援等）、広域避難者等への支援に関す

る施策の事務に協力する。 
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第５ 協働による復興まちづくり

○区民・事業者との復興後のイメージ共有や復興方針の合意形成に向けて、各種訓練「協

議会方式」等による参加型まちづくりを推進し、円滑な復興に向けた体制を整える。

大規模地震により、区内が甚大な被害を受けた場合、早急に復旧・復興を進めていく必

要があるが、復興に対しては、以下のような視点が重要である。 

・区民、事業者との復興後のイメージを共有すること 

・スムーズな復興の進め方を事前に定めておくこと 

・職員の継続的な訓練 

１ 区民・事業者との復興後のイメージ共有に向けた事前復興まちづくり訓練の検討

被災してしまった場合、避難所で公的援助を待つのみではなく、区民一人ひとりが復

興・生活の立て直しを図るためにすべきこと（家族の安否の確認方法、自宅の再建方法・

支援の種類の把握）を日頃から理解しておくことで、円滑で早期の生活再建が可能とな

る。また、円滑な復興を行うためには、地元区民と協働で、震災前から復興をどう進め

るかを考えておく事前復興が重要となる。このためには、災害を想定し、復興を模擬体

験する事前復興まちづくり訓練が有効となる。この訓練は、専門家を加え、講演、まち

歩き、地図作り等を体験しながら、復興後のまちのイメージや計画案を作成し、区民と

区が共有するものである。地元と協議しながら、事前復興まちづくり訓練の検討を行う

こととする。 

２ 職員の継続的な復興に対する訓練への継続的参加

東京都では、行政職員を対象とした都市復興模擬訓練を平成 10 年度から実施してお

り、区でも、震災後の都市復興を迅速かつ円滑に進めるための訓練に積極的に参加して

きた。今後もこの訓練に継続的に参加し、区職員の復興に対する能力を醸成することと

する。 

３ 都市復興事業の推進

区民と策定した都市復興の計画を実現するため、事業施工期間および資金計画など、

より詳しい内容を盛り込んだ復興まちづくりの事業計画を定める。復興都市事業は、事

業計画に基づき区民と協働で推進する。 

４ まちづくりについての合意形成、区民参加

平常時における「協議会方式」等による参加型まちづくりを推進し、非常時において

も活動できる体制を整える。そのために。地域ごとのまちづくり協議会の設置を検討し、

平常時から災害に強いまちづくりのための取組みを進め、事前に非常時におけるまちづ

くりのための指針や計画を策定しておく。 




